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『ご契約のしおり・約款』の一部変更のお知らせ 

（新型コロナウイルス感染症に関する災害死亡保険金等のお支払いについて） 

 

 

 

下記の対象商品について、災害死亡保険金・災害高度障害保険金の対象となる「感染症」の範囲を拡大し、「新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）」(※)を原因として死亡しまたは所定の高度障害状態となった場合に、災害死

亡保険金・災害高度障害保険金をお支払いすることといたします。 

また、特別条件付保険特約を付加したご契約で、保険金削減支払法、給付金削減支払法または特定疾病・部位

不担保法を適用した場合、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」(※)を原因として保険金・給付金等の支払

事由に該当したときは、これらの特別条件を適用せず、支払うべき保険金・給付金等の全額をお支払いします。 

普通保険約款および特約条項の具体的な変更内容は、次ページのとおりです。 

(※)「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定

める指定感染症でなくなった場合を除きます。 

 

＜対象商品＞ 

・５年ごと利差配当付こども保険 

・災害割増特約 

・傷害特約（本人型） 

・特別条件付保険特約 

新型コロナウイルス感染症に関して普通保険約款・特約条項を一部改定し、これに伴い「ご契約のしおり・約款」を

本紙のとおり一部変更いたします。 

つきましては、本紙をご一読いただきますようお願いいたします。 

東京都千代田区丸の内 1-2-1 東京海上日動ビル新館 〒100-0005 

https://www.tmn-anshin.co.jp/ 

<生命保険に関するご相談・お問い合わせは> 

 あんしん生命 カスタマーセンター 

0120-016-234 

受付時間：平日 9：00～18：00、土曜 9:00～17:00 

         （日曜・祝日・年末年始を除きます。） 

2020年5月 



 

 
●5 年ごと利差配当付こども保険普通保険約款、災害割増特約条項、傷害特約条項（本人型）の「対象となる感染症」を、以下

のとおり変更します。（今回の改定により下線部分を追加します。） 

別表５ 対象となる感染症 （傷害特約条項（本人型）は別表６） 

１．対象となる感染症とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、

分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10（2013

年版）準拠」によるものとします。 
分類項目 基本分類表番号 

１．コレラ 
２．腸チフス 
３．パラチフスＡ 
４．細菌性赤痢 
５．腸管出血性大腸菌感染症 
６．ペスト 
７．ジフテリア 
８．急性灰白髄炎＜ポリオ＞ 
９．ラッサ熱 
10．クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱 
11．マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病 
12．エボラ＜Ebola＞ウイルス病 
13．痘瘡 
14．重症急性呼吸器症候群[SARS] 
 （ただし、病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限ります。） 

   Ａ00 
   Ａ01.0 
   Ａ01.1 
   Ａ03 
   Ａ04.3 
   Ａ20 
   Ａ36 
   Ａ80 
   Ａ96.2 
   Ａ98.0 
   Ａ98.3 
   Ａ98.4 
   Ｂ03 
   Ｕ04 

２．前１.に掲げるほか、対象となる感染症には、新型コロナウイルス感染症（世界保健機関（WHO）により「疾病、

傷害及び死因の統計分類第10版（ICD-10）」（2020年３月更新）においてCOVID-19（分類コード U07.1）と定義さ

れる疾病をいいます。以下同じ。）を含みます。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成10年10月２日法律第114号）第６条第８項に定める指定感染症でなくなった

場合は、その後、被保険者が新型コロナウイルス感染症を直接の原因として保険金の支払事由に該当しても、対

象に含まないものとします。 

３．前２.の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症により保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加

がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼし、かつ、新型コロナウイルス感染症による保険金の支払額の増加が当会

社の財務の健全性に著しい影響を及ぼすと当会社が認めたときは、それらの影響の程度に応じて、新型コロナウ

イルス感染症による保険金の支払額を削減し、またはその全額を支払わないことがあります。 

●特別条件付保険特約条項の「対象となる感染症」を、以下のとおり変更します。（今回の改定により下線部分を追加します。） 

別表２ 対象となる感染症 

１．対象となる感染症とは、平成 27 年２月 13 日総務省告示第 35 号に定められた分類項目中の下表に記載のものと

し、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10（2013

年版）準拠」によるものとします。 
分類項目 基本分類表番号 

１．コレラ 
２．腸チフス 
３．パラチフスＡ 
４．細菌性赤痢 
５．腸管出血性大腸菌感染症 
６．ペスト 
７．ジフテリア 
８．急性灰白髄炎＜ポリオ＞ 
９．ラッサ熱 
10．クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱 
11．マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病 
12．エボラ＜Ebola＞ウイルス病 
13．痘瘡 
14．重症急性呼吸器症候群[SARS] 
 （ただし、病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限ります。） 

   Ａ00 
   Ａ01.0 
   Ａ01.1 
   Ａ03 
   Ａ04.3 
   Ａ20 
   Ａ36 
   Ａ80 
   Ａ96.2 
   Ａ98.0 
   Ａ98.3 
   Ａ98.4 
   Ｂ03 
   Ｕ04 

２．前１.に掲げるほか、対象となる感染症には、新型コロナウイルス感染症（世界保健機関（WHO）により「疾病、

傷害及び死因の統計分類第 10 版（ICD-10）」（2020 年３月更新）において COVID-19（分類コード U07.1）と定義

される疾病をいいます。以下同じ。）を含みます。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年 10 月２日法律第 114 号）第６条第８項に定める指定感染症でなく

なった場合は、その後、被保険者が新型コロナウイルス感染症を直接の原因として主契約または主特約の保険金、

給付金または一時金の支払事由に該当しても、対象に含まないものとします。 

３．前２.の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症により主契約または主特約の保険金、給付金もしくは一

時金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が保険の計算の基礎に影響を及ぼし、かつ、新型コロナウイルス

感染症による保険金、給付金および一時金の支払額の増加が当会社の財務の健全性に著しい影響を及ぼすと当会

社が認めたときは、次のとおりとします。 

(1) 保険金削減支払法または給付金削減支払法が適用されたときは、それらの影響の程度に応じて、新型コロナ

ウイルス感染症による主契約または主特約の保険金、給付金もしくは一時金の支払額を削減し(注)、またはそ

の特別条件を適用した場合に支払うべき金額を支払うことがあります。 

(2) 特定疾病・部位不担保法が適用されたときは、それらの影響の程度に応じて、新型コロナウイルス感染症に

よる主契約または主特約の給付金の支払額を削減して支払い、またはその全額を支払わないことがあります。 

(注) その特別条件を適用した場合に支払うべき金額を限度とします。 
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ɾ保険料ͷ݄ظࠐͱ༛༧͓ؒظΑͼ෮׆ʹ͍ͭ ・ͯ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ɾ͝ ͷղͱղฦܖ ・ۚ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ΧελϚʔηϯλʔ

ੜ໋保険に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
͋んしんੜ໋　ΧελϚʔηϯλʔ

डؒ࣌ɹฏ̕ ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̔̌ ɺ༵̌̕ ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̓̌̌
� ɹʢ ɾ༵ॕ ɾ࢝Λআ͖·͢ɻʣ

0120-016-234
保険（ੜଛ保Ұମ型保険）に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
保険ΧελϚʔηϯλʔ

0120-323-523
डؒ࣌ɹฏ̕ ɿ̌ ʙ̌��ɿ̌ ɺ̌ॕ̕ ɿ̌ ʙ̌̍ �ɿ̌̌
� ʢ࢝Λআ͖·͢ɻʣ
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ΧελϚʔηϯλʔ

ੜ໋保険に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
͋んしんੜ໋　ΧελϚʔηϯλʔ

डؒ࣌ɹฏ̕ ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̔̌ ɺ༵̌̕ ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̓̌̌
� ɹʢ ɾ༵ॕ ɾ࢝Λআ͖·͢ɻʣ

0120-016-234
保険（ੜଛ保Ұମ型保険）に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
保険ΧελϚʔηϯλʔ

0120-323-523
डؒ࣌ɹฏ̕ ɿ̌ ʙ̌��ɿ̌ ɺ̌ॕ̕ ɿ̌ ʙ̌̍ �ɿ̌̌
� ʢ࢝Λআ͖·͢ɻʣ

重要事項説明書

ご契約のしおり・約款

家計保障定期保険NEO（家計保障定期保険（無解約返戻金型））
■商品の特長・仕組み P.1
■保障内容 P.2～P.3
■その他ご確認いただきたい事項 P.12～P.13

家計保障定期保険NEO 就業不能保障プラン
（家計保障定期保険（無解約返戻金型） 特定疾病・重度介護保険料払込免除特則、5疾病・重度介護家計保障特約 付加）

■商品の特長・仕組み P.4
■保障内容 P.5～P.7
■その他ご確認いただきたい事項 P.12～P.13

家計保障定期保険NEO 就業不能保障プランPlus
（家計保障定期保険（無解約返戻金型） 特定疾病・障害・重度介護保険料払込免除特則、5疾病・障害・重度介護家計保障特約 付加）

■商品の特長・仕組み P.8
■保障内容 P.9～P.11
■その他ご確認いただきたい事項 P.12～P.13

ご契約のお申込みに際して、ご確認いただきたい事項を記載しています。

「普通保険約款」と「特約条項」など、ご契約についてのとりきめを記載しています。

ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。

ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく
ご説明しています。

ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。

ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

この冊子には、ご契約にともなう
大切なことがらを記載しています。

ご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。
この冊子には、複数の保険種類や特約を記載していますので、ご契約後には、ご契約いただいている
主契約や特約を保険証券にてご確認のうえ、この冊子の該当部分をご覧いただきますようお願いいたします。

契約概要 P.1～P.13

注意喚起情報 P.14～P.24

その他の重要事項 P.25～P.26

ご契約のしおり P.27～P.87

約款 P.89～P.205
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家計保障定期保険NEO［無配当］　　
Ոܭอোఆظอݥʢແղฦۚܕʣ

˔ ͝契約年ྸ ⾣ 30ࡀ（உੑ）　
˔ �年 ⾣ ؒظ保ূࢧ࠷

˔ ݄保険料（࠲ޱৼସ扱） ⾣ ��80ԁ
（ඇ٤Ԏ者保険料を適用、特定࣬ප保険料払込໔আ特則を付加） 
（注）基準給付金月額が�ສԁ以্の場合ߴ、 額割引制にもとづく保険料の

割引が適用されます。
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˔�喫煙ঢ়گʹԠͯ͡ɺඇ٤Ԏऀอݥྉ·ͨඪ४อݥྉ͕ద༻͞Ε·͢ɻ

������
վ�ఆ

ղฦۚ ऀܖ

ద༻อݥྉ

ղฦۚͷֹɺద༻保険料率ɾܖ ɾྸੑ ผɾ保険ظ ɾؒ
保険料ظࠐ ɾؒܦա݄ɾ保険料ͷࠐ݄ͳͲʹΑ
ΓҟͳΓ·͢ɻ

͜ͷ保険ͷओܖɺ保険料ؒظࠐதͷղฦۚ͋
Γ·ͤΜɻ

͜ͷ保険ͷओܖ͓Αͼಛɺܖ者ۚ͋Γ·ͤΜɻ

͜ͷ保険ͷओܖɺաڈ�Ҏͷ喫煙ঢ়گʹΑΓɺ非
喫煙者保険料率·ͨ標準保険料率Λద༻͠·͢ɻ非喫煙
者保険料率ɺ標準保険料率ΑΓ保険料ׂ͕҆Ͱ͢ɻ非喫煙
者保険料率ͷద༻ʹ͋ͨͬͯɺ喫煙ঢ়گͷࠂʹՃ͑ͯॴ
ఆͷࠪݕΛ͓ड͚͍͖ͨͩ·͢ɻ

（注1）保険金のお受取方法として、一時支払をબすることもできます。
（注2）受取総額は、お支払事由に該当した時期お受取方法によってҟなります。

保険ظ ɾؒՈܭ保োظ ɾؒ保険料ؒظࠐ
ࡀ��
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ん20万円2020202020202020

基準څ付金ֹ݄基準څ付金ֹ݄基準څ付金ֹ݄基準څ付金ֹ݄基準څ付金ֹ݄

20202020万円
ؒظ͍͢ΔࢧۚΛ͓څ

保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹
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保障内容

（ˎ1）不ྀの事ނの日からその日を含めて180日以内にお支払事由または໔আ事由に該当した場合、保険金・給付金のお支払いまたは保険
料払込みの໔আの対となります。

（ˎ2）্ ൽ৽ੜ݂ߴѹੑ৺࣬ױରʹͳΓ·ͤΜɻ

͍͠·ͤΜɻࢧ保険ۚɺॏෳ͓ͯ͠োߴ保険ۚͱࢮ˔
͍ͨ͠߹ɺ͝ࢧ保険ۚΛ͓োߴ˔ ফ໓͠·͢ɻܖ

˔͜ͷ保険ͰࢧΘΕΔ保険 ɾۚڅ͓ۚΑͼՃͰ͖ΔओͳಛɾಛଇҎԼͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
� 	ಛɾಛଇ͝ܖʹՃͨ͠߹ͷΈରͱͳΓ·͢ɻ͜ ͷ保険ʹՃͰ͖Δͦͷଞͷಛʹ͍ͭͯɺ 1���ͷʮͦͷ
ଞご֬ೝ͍͖͍߲ͨͩͨࣄʯΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞ɻ


主契約・特約・特則 ༝の概要ࣄࢧ͓ いする保険金ֹࢧ͓ ͝意
項ࣄ

Ոܭ保障
定ظ保険
無解約

返戻金型
� 主契約 �

保険金ࢮ ͨ͠ͱ͖ࢮ� 	�
݄څͷ߹
ֹ݄ۚڅ४ج
Ոܭ保োؒظຬྃ·Ͱຖ݄͓ࢧ͍͠·͢ɻ

	�
Ұࢧ࣌ͷ߹
ֹۚݥͷอ࣌༝ʹ֘ͨ͠ࣄࢧ͓

1��
⬟

度障ߴ
保険金 �ॴఆͷߴোঢ়ଶʹͳͬͨͱ͖

保険料ࠐΈ
の໔আ

ෆྀͷނࣄʹΑΔέΨ	ˎ �
Ͱॴఆͷମোͷঢ়ଶʹͳͬͨͱ͖ɺকདྷͷ保険料ͷ͓ࠐΈ͕໔আ
ͱͳΓ·͢ɻ ʔ

特定࣬ප
保険料ࠐ
໔আ特則

ͷه্ 保険料ࠐΈͷ໔আ ͷ΄͔ɺҎԼͷᶃ·ͨᶄʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺকདྷͷ保険料ͷ͓ࠐ
Έ͕໔আͱͳΓ·͢ɻ
ᶃॳΊͯѱੑ৽ੜ	ˎ �
ͱஅ֬ఆ͞Εͨͱ͖
ᶄ৺࣬ױ·݂ͨױ࣬	ˎ �
ʹΑΓɺॴఆͷखज़·ͨܧଓ��Ҏ্ͷೖӃྍ࣏Λड͚ͨͱ͖

1��
⬡

割૿ࡂ
特約

ࢮࡂ
保険金

ෆྀͷނࣄʹΑΔέΨ	ˎ �
ॴఆͷײછ
Ͱࢮͨ͠ͱ͖ ֹۚݥอࢮࡂ

1��
⬣

度ߴࡂ
障保険金

ෆྀͷނࣄʹΑΔέΨ	ˎ �
ॴఆͷײછ
Ͱॴఆͷߴোঢ়ଶʹͳͬͨͱ͖

ֹۚݥอোߴࡂ
	 保険ֹۚͱಉֹࢮࡂ 


ই特約
	 本人型 


ࢮࡂ
保険金

ෆྀͷނࣄʹΑΔέΨ	ˎ �
ॴఆͷײછ
Ͱࢮͨ͠ͱ͖ ֹۚݥอࢮࡂ

1��
⬥

障څ付金 ෆྀͷނࣄʹΑΔέΨ	ˎ �
Ͱॴఆͷମো
ͷঢ়ଶʹͳͬͨͱ͖

̫�ֹۚݥอࢮࡂ �ମোͷఔʹ
　　　　　　　　�　Ԡͨ͡څׂ߹
ͱ͠ˋ���ͯ͠ࢉׂ߹Λ௨څݶ͍ͷࢧ͓
·͢ɻ

�



ⴺ อۚݥͷ͓ࢧํ๏ʹ͍ͭͯ

⬡ ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇʹ͍ͭͯ

˔ओܖͷ保険ۚͷ͓ࢧํ๏ɺ݄ څ·ͨҰࢧ࣌ͷ͍ͣΕ͔Λ͓બͼ͍͚ͨͩ·͢ɻ

� 保険ۚͷҰ෦ΛҰࢧ࣌ͱ͠ɺΓΛ݄څͱ͢Δ͜ͱͰ͖·͢ɻ

˔݄څͷ߹ɺ͓ ຬͨͳ͍ͱ͖ɺՈʹؒظ保ূࢧ࠷͕ؒظຬྃ·Ͱͷؒظ保োܭ༝ʹ͔֘ͨ͠ΒՈࣄࢧ
͍͠·͢ɻࢧֹ݄ۚΛຖ݄͓څ準جΛ௨ͯؒ͡ظ保ূࢧ࠷ຬྃʹ͔͔ΘΒͣɺؒظ保োܭ

˔Ұࢧ࣌ͷ߹ɺ͓ ͍͢Δ保険ֹۚɺ݄ࢧ څͷडऔ૯ֹͷݱՁʹ૬͢ΔֹۚͱͳΓ·͢ɻ͜ ͷͨΊɺ͓ ͍ࢧ
͢Δ保険ֹۚɺҰൠʹ݄څͷडऔ૯ֹΛԼճΓ·͢ɻ·ͨɺ࠷ࢧ保ূ͕ؒظద༻͞ΕΔؒظΛআ͖ɺ保険ؒظ
ͷܦաͱͱʹ͓ࢧ͍͢Δ保険ֹۚచ͠ݮ·͢ɻ

˔ѱੑ৽ੜʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আʹ͍ͭͯɺ࣍ͷʹ͝ҙ͍ͩ͘͞ɻ

ɾ։͔࢝ΒͦͷΛؚΊͯ��Λܦա͢Δ·ͰΛෆ୲保ؒظͱ͠ɺෆ୲保ؒظऴྃ·Ͱʢ։ظ࢝લΛؚΈ·͢ɻʣ
ʹѱੑ৽ੜʹጶͨ͠ױ߹ɺѱੑ৽ੜʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আ͍ͨ͠·ͤΜɻ͜ ͷ߹ɺෆ୲保ؒظऴྃޙʹ
৽ͨʹѱੑ৽ੜʹጶ͞ױΕͯɺѱੑ৽ੜʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আ͍ͨ͠·ͤΜɻ

ɾѱੑ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʹΑΓҩࢣʹΑͬͯͳ͞ΕΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻͨ ͩ͠ɺපཧ৫ֶత
ॴ͕ݟಘΒΕͳ͍߹ɺͦ ͷଞͷॴݟΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

˔৺࣬ױɾ݂ױ࣬ʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আࣄ༝ͷ͏ͪɺॴఆͷखज़ͱɺެ తҩྍ保険੍ʹͮ͘جҩՊྍใु
දʹΑΓखज़料ͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़͓Αͼઌਐҩྍ	˞�
ʹ֘͢Δखज़Λ͍͍·͢ɻ

(˞1)ઌਐ医療とは、ެ త医療保険制におけるධՁ療ཆのうち、ް ੜ࿑ಇେਉが定めるઌਐ医療をいい、ઌਐ医療の対となる医療
ٕज़͝とに医療ػ関・適応がݶ定されています。

� 療ཆを受けた時点で、ެ త医療保険制の給付対となっている場合承ೝ取消によりઌਐ医療でなくなっている場合は、対
となりません。

˔保険料ࠐΈͷ໔আͷରͱͳΔѱੑ৽ੜ	˞�
ɺ৺࣬ױ	˞�
ɺ݂ױ࣬ɺී ௨保険ͷผදʹఆΊΔͷͱ͠
·͢ɻ
(˞2)「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10（2013年൛）準ڌ」および「ࠃ際࣬ප分類�जᙾ学第3൛（2012年վਖ਼൛）」によ

りѱੑ新ੜに分類されるものをいいます。্ ൽ内新ੜྑੑजᙾであるےٶࢠज、݂ जは対となりません。
。は対となりませんױѹੑ৺݂࣬ߴ(3˞)

˔ެతҩྍ保険੍ͷվਖ਼͕কདྷߦΘΕͨͱ͖ɺओிͷೝՄΛಘͯɺ保険料ࠐΈͷ໔আࣄ༝Λม͢ߋΔ͜ͱ͕
͋Γ·͢ɻͦ ͷ߹ɺมߋͷ�͔݄લ·Ͱʹ͝ܖ者ʹͦͷࢫΛ͝Ҋ͠·͢ɻ

͍͠·ͤΜɻࢧ保険ۚɺॏෳ͓ͯ͠োߴࡂ保険ۚͱࢮࡂ˔

͕ۚ͋Δ߹ɺͦڅΛड͚͍ͯΔোٻۚ͝څ͍ͨ͠োࢧ͓ʹطͰނࣄ保険ۚʹ͍ͭͯɺಉҰͷࢮࡂ˔
ͷֹۚΛࠩ͠Ҿ͍͓ͯࢧ͍͠·͢ɻ·ͨɺࢮࡂ保険ۚΛ͓ࢧ͍ͨ͠ޙʹɺಉҰͷނࣄͰোڅۚͷ͝ٻΛड
͚ͯɺোڅ͓ۚࢧ͍͠·ͤΜɻ

⬣ ͍ͯͭʹಛ૿ׂࡂ

⬥ ইಛ	ຊਓܕ
ʹ͍ͭͯ

〈ご注意事項〉

݄څ付 Ո計保障期間満了日まで、基準給付金月額をຖ月お支払いします。

Ұࢧ࣌ お支払事由に該当した時点の保険金額を一時金としてお支払いします。
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仕
組
み

ܖ  ֓ ཁ
ňܖ֓ཁŉɺ͝ ɻ͢͝·͍ͯ͠ࡌهΛ߲ࣄͷ͏ͪɺಛʹ֬͝ೝ͍͖͍߲ͨͩͨࣄͷ༰ʹؔ͢Δॏཁͳܖ લʹඞ͓ͣಡΈ͍ͨܖ
͖ͩɺ༰Λ֬͝ೝɾ͝ ྃղͷ͏͑ɺ͓ ਃ͠ࠐΈ͍ͩ͘͞ɻ
ňܖ֓ཁŉʹࡌهͷ͓ࢧࣄ༝څͷࡍͷ੍߲ࣄݶɺ֓ ཁදྫࣄΛ͍ࣔͯ͠·͢ɻ͓ ༝ɾ੍ࣄࢧ ओͳ保険ࡉͷৄ߲ࣄݶ
ͷઆ໌ޠ༺ 「ご契約のしおり」、「約款」ʹ ͷͰ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ͢·͍ͯ͠ࡌه

ɾߴࢮ�˔ োͷอোʹՃ͑ͯɺ�࣬පͰಇ͚ͳ͘ͳͬͨ߹ɺཁհޢঢ়ଶͱͳͬͨ߹
ͷอোͱͯ͠ɺຖ݄ॴఆͷڅۚΛҰఆ͓ؒظड͚औΓ͍͚ͨͩ·͢ɻ

˔�喫煙ঢ়گʹԠͯ͡ɺඇ٤Ԏऀอݥྉ·ͨඪ४อݥྉ͕ద༻͞Ε·͢ɻ

（注1）主契約の保険金のお支払事由に該当した日以後は、特約給付金はお支払いの対となりません。
（注2）主契約は、保険金のお受取方法として、一時支払をબすることもできます。
（注3）受取総額は、お支払事由に該当した時期お受取方法によってҟなります。

保険ظ ɾؒՈܭ保োظ ɾؒ保険料ؒظࠐ
ࡀ�� ຬྃࡀ��

ʦ主契約ʧ

こ
の
保
険
に

満
期
保
険
金
は
あ
り
ま
せ
ん

20万円2020202020
基準څ付金ֹ݄

2020202020202020
基準څ付金ֹ݄基準څ付金ֹ݄

ؒظ͍͢ΔࢧۚΛ͓څ

10万円10101010101010
特約څ付金ֹ݄

1010101010
特約څ付金ֹ݄特約څ付金ֹ݄特約څ付金ֹ݄

1010101010万円万円万円万円万円万円10
ؒظ͍͢ΔࢧۚΛ͓څ

ᶃ�࣬පॳظೖӃڅۚͷ
ɹ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹

ᶄॏ�࣬පɾॏհڅޢۚͷ
ɹ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹

ᶅओܖͷ保険ۚͷ
ɹ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹

��ສԁ

特約給付金
月額 ２̫

�࣬ප・ॏ度հޢ
Ոܭ保障特約

家計保障定期保険NEO［無配当］　　
就業不能保障プラン　　

Ոܭอোఆظอݥʢແղฦۚܕʣ�ಛఆ࣬පɾॏհޢอݥྉࠐ໔আಛଇɺ�࣬පɾॏհޢՈܭอোಛ�Ճ

˔ ͝契約年ྸ ⾣ 30ࡀ（உੑ）　
˔ 　2年 ⾣ ؒظ保ূࢧ࠷
˔ ظࢧ付金څ （ؒ特約） ⾣ 保険期間満了日まで

˔ ݄保険料（࠲ޱৼସ扱） ⾣ 8��0ԁ
（ඇ٤Ԏ者保険料を適用、特定࣬ප・ॏհޢ保険料払込໔আ特則を付加）�
（注）�基準給付金月額が�ສԁ以্の場合ߴ、 額割引制にもとづく保険料の割

引が適用されます。（付加される特約にはߴ、 額割引制はありません。）

ʢجࢉܭ準ɿ�����݄�ʣごܖྫ

特
長

������
վ�ఆ

ղฦۚ ऀܖ

ద༻อݥྉ

 ղฦۚͷֹɺద༻保険料率ɾܖ ɾྸੑ ผɾ保険ظ
ɾؒ保険料ظࠐ ɾؒܦա݄ɾ保険料ͷࠐ݄ͳͲʹ
ΑΓҟͳΓ·͢ɻ

͜ͷ保険ͷओܖ͓Αͼಛɺ保険料ؒظࠐதͷղ
ฦۚ͋Γ·ͤΜɻ

͜ͷ保険ͷओܖ͓Αͼಛɺܖ者ۚ͋Γ·ͤΜɻ

 ͜ ͷ保険ͷओܖ͓Αͼಛɺաڈ�Ҏͷ喫煙ঢ়گ
ʹΑΓɺ非喫煙者保険料率·ͨ標準保険料率Λద༻͠·
͢ɻ非喫煙者保険料率ɺ標準保険料率ΑΓ保険料ׂ͕҆Ͱ
͢ɻ非喫煙者保険料率ͷద༻ʹ͋ͨͬͯɺ喫煙ঢ়گͷࠂ
ʹՃ͑ͯॴఆͷࠪݕΛ͓ड͚͍͖ͨͩ·͢ɻ

�



保障内容

（ˎ1）不ྀの事ނの日からその日を含めて180日以内に໔আ事由に該当した場合、保険料払込みの໔আの対となります。
（ˎ2）্ ൽ৽ੜ݂ߴѹੑ৺࣬ױରʹͳΓ·ͤΜɻ
（ˎ3）ѱੑ新ੜ、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔ中、؊ߗม、ຫੑਛ不શをいいます。（্ൽ৽ੜରʹͳΓ·ͤΜɻ）

͍͠·ͤΜɻࢧ保険ۚɺॏෳ͓ͯ͠োߴ保険ۚͱࢮ˔
͍ͨ͠߹ɺ͝ࢧ保険ۚΛ͓োߴ˔ ফ໓͠·͢ɻܖ

˔͜ͷ保険ͰࢧΘΕΔ保険 ɾۚڅ͓ۚΑͼՃ͞ΕΔಛɾಛଇҎԼͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
� 	ॏ̑ ࣬පɾॏհޢҰۚ࣌ಛ͝ܖʹՃͨ͠߹ͷΈରͱͳΓ·͢ɻ͜ ͷ保険ʹՃͰ͖Δͦͷଞͷಛʹ͍ͭ
ͯɺ 1���ͷʮͦͷଞご֬ೝ͍͖͍߲ͨͩͨࣄʯΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞ɻ


主契約・特約・特則 ༝の概要ࣄࢧ͓ いする保険金ֹࢧ͓ ͝意
項ࣄ

Ոܭ保障
定ظ保険
無解約

返戻金型
� 主契約 �

保険金ࢮ ͨ͠ͱ͖ࢮ� 	�
݄څͷ߹
ֹ݄ۚڅ४ج
Ոܭ保োؒظຬྃ·Ͱຖ݄͓ࢧ͍͠·͢ɻ

	�
Ұࢧ࣌ͷ߹
ֹۚݥͷอ࣌༝ʹ֘ͨ͠ࣄࢧ͓

1��
⬟

度障ߴ
保険金 �ॴఆͷߴোঢ়ଶʹͳͬͨͱ͖

保険料ࠐΈ
の໔আ

ෆྀͷނࣄʹΑΔέΨ	ˎ �
Ͱॴఆͷମোͷঢ়ଶʹͳͬͨͱ͖ɺকདྷͷ保険料ͷ͓ࠐΈ
͕໔আͱͳΓ·͢ɻ ʔ

特定࣬ප・
ॏ度հޢ

保険料ࠐ
໔আ特則

बۀ不能保障
ϓϥϯには必ず
付加されます。

ͷه্ 保険料ࠐΈͷ໔আ ͷ΄͔ɺҎԼͷᶃʙᶅͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺকདྷͷ保険料
ͷ͓ࠐΈ͕໔আͱͳΓ·͢ɻ
ᶃॳΊͯѱੑ৽ੜ	ˎ �
ͱஅ֬ఆ͞Εͨͱ͖
ᶄ৺࣬ױ·݂ͨױ࣬	ˎ �
ʹΑΓɺॴఆͷखज़·ͨܧଓ��Ҏ্ͷೖӃྍ࣏Λड͚ͨ
ͱ͖

ᶅ�࣬පɾॏհޢՈܭ保োಛͷॏ�࣬පɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠ͱ͖

1��
⬡

�࣬ප・
ॏ度հޢ

Ոܭ保障特約
बۀ不能保障
ϓϥϯには必ず
付加されます。

ॏ度�࣬ප・
ॏ度հޢ
付金څ

ҎԼͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
˓�࣬ප	ˎ �
ʹΑΔबۀෆঢ়ଶ͕��Λ
͑ͯܧଓͨ͠ͱஅ͞Εͨͱ͖

˓පؾέΨʹΑΔཁհޢঢ়ଶ͕���Λ
ଓͨ͠ͱஅ͞Εͨͱ͖ܧͯ͑

ಛڅֹ݄ۚ
·͍͠ࢧຬྃ·Ͱຖ݄͓ؒظࢧۚڅ
͢ɻ

1��
⬣

�࣬ප
初ظೖӃ
付金څ

�࣬ප	ˎ �
ͷྍ࣏Λతͱͯ͠ॴఆͷೖӃΛ
ͨ͠ͱ͖

ಛڅֹ݄ۚʷ�
Λ௨ͯ͡�ճؒظճɹ保険ݶࢧ

ॏ度�࣬ප・
ॏ度հޢ

Ұ࣌金特約

ॏ度�࣬ප・
ॏ度հޢ
Ұ࣌金

�࣬පɾॏհޢՈܭ保োಛͷॏ�࣬පɾ
ॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠ͱ͖

ॏ�࣬පɾॏհޢҰֹۚ࣌
Λ௨ͯ͡�ճؒظճɹ保険ݶࢧ

1��
⬣
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⬡ ಛఆ࣬පɾॏհޢอݥྉࠐ໔আಛଇʹ͍ͭͯ

˔ѱੑ৽ੜʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আʹ͍ͭͯɺ࣍ͷʹ͝ҙ͍ͩ͘͞ɻ

ɾ։͔࢝ΒͦͷΛؚΊͯ��Λܦա͢Δ·ͰΛෆ୲保ؒظͱ͠ɺෆ୲保ؒظऴྃ·Ͱʢ։ظ࢝લΛؚΈ·͢ɻʣ
ʹѱੑ৽ੜʹጶͨ͠ױ߹ɺѱੑ৽ੜʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আ͍ͨ͠·ͤΜɻ͜ ͷ߹ɺෆ୲保ؒظऴྃޙʹ
৽ͨʹѱੑ৽ੜʹጶ͞ױΕͯɺѱੑ৽ੜʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আ͍ͨ͠·ͤΜɻ

ɾѱੑ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʹΑΓҩࢣʹΑͬͯͳ͞ΕΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻͨ ͩ͠ɺපཧ৫ֶత
ॴ͕ݟಘΒΕͳ͍߹ɺͦ ͷଞͷॴݟΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

˔৺࣬ױɾ݂ױ࣬ʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আࣄ༝ͷ͏ͪɺॴఆͷखज़ͱɺެ తҩྍ保険੍ʹͮ͘جҩՊྍใु
දʹΑΓखज़料ͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़͓Αͼઌਐҩྍ	˞�
ʹ֘͢Δखज़Λ͍͍·͢ɻ

(˞1)ઌਐ医療とは、ެ త医療保険制におけるධՁ療ཆのうち、ް ੜ࿑ಇେਉが定めるઌਐ医療をいい、ઌਐ医療の対となる医療
ٕज़͝とに医療ػ関・適応がݶ定されています。

� 療ཆを受けた時点で、ެ త医療保険制の給付対となっている場合承ೝ取消によりઌਐ医療でなくなっている場合は、対
となりません。

˔ 保険料ࠐΈͷ໔আͷରͱͳΔѱੑ৽ੜ	˞�
ɺ৺࣬ױ	˞�
ɺ݂ױ࣬ɺ؊ߗมɺຫੑਛෆશ	˞�
ɺී ௨保険
ͷผදʹఆΊΔͷͱ͠·͢ɻ

(˞2)「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10（2013年൛）準ڌ」および「ࠃ際࣬ප分類�जᙾ学第3൛（2012年վਖ਼൛）」によ
りѱੑ新ੜに分類されるものをいいます。্ ൽ内新ੜྑੑजᙾであるےٶࢠज、݂ जは対となりません。

。は対となりませんױѹੑ৺݂࣬ߴ(3˞)
(˞�)「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10（2013年൛）準ڌ」に定めるຫੑਛଁපのεςʔδ�または�に分類されるものを

いいます。

˔ ެతҩྍ保険੍ͷվਖ਼͕কདྷߦΘΕͨͱ͖ɺओிͷೝՄΛಘͯɺ保険料ࠐΈͷ໔আࣄ༝Λม͢ߋΔ͜ͱ
͕͋Γ·͢ɻͦ ͷ߹ɺมߋͷ�͔݄લ·Ͱʹ͝ܖ者ʹͦͷࢫΛ͝Ҋ͠·͢ɻ

〈ご注意事項〉
ⴺ อۚݥͷ͓ࢧํ๏ʹ͍ͭͯ

˔ओܖͷ保険ۚͷ͓ࢧํ๏ɺ݄ څ·ͨҰࢧ࣌ͷ͍ͣΕ͔Λ͓બͼ͍͚ͨͩ·͢ɻ

� 保険ۚͷҰ෦ΛҰࢧ࣌ͱ͠ɺΓΛ݄څͱ͢Δ͜ͱͰ͖·͢ɻ

˔݄څͷ߹ɺ͓ ຬͨͳ͍ͱ͖ɺՈʹؒظ保ূࢧ࠷͕ؒظຬྃ·Ͱͷؒظ保োܭ༝ʹ͔֘ͨ͠ΒՈࣄࢧ
͍͠·͢ɻࢧֹ݄ۚΛຖ݄͓څ準جΛ௨ͯؒ͡ظ保ূࢧ࠷ຬྃʹ͔͔ΘΒͣɺؒظ保োܭ

˔Ұࢧ࣌ͷ߹ɺ͓ ͍͢Δ保険ֹۚɺ݄ࢧ څͷडऔ૯ֹͷݱՁʹ૬͢ΔֹۚͱͳΓ·͢ɻ͜ ͷͨΊɺ͓ ͍ࢧ
͢Δ保険ֹۚɺҰൠʹ݄څͷडऔ૯ֹΛԼճΓ·͢ɻ·ͨɺ࠷ࢧ保ূ͕ؒظద༻͞ΕΔؒظΛআ͖ɺ保険ؒظ
ͷܦաͱͱʹ͓ࢧ͍͢Δ保険ֹۚచ͠ݮ·͢ɻ

݄څ付 Ո計保障期間満了日まで、基準給付金月額をຖ月お支払いします。

Ұࢧ࣌ お支払事由に該当した時点の保険金額を一時金としてお支払いします。

�



⬣ �࣬පɾॏհޢՈܭอোಛ͓Αͼॏ�࣬පɾॏհޢҰۚ࣌ಛʹ͍ͭͯ

ʬ̎ಛڞ௨ʭ
˔ѱੑ৽ੜʹؔͯ͠��ͷෆ୲保͕͋ؒظΓ·͢ɻ͜ ͷͨΊɺ։͔࢝ΒͦͷΛؚΊͯ��Λܦա͢Δ·Ͱ
ʢ։ظ࢝લΛؚΈ·͢ɻʣʹ ѱੑ৽ੜʹጶͨ͠ױ߹ɺѱੑ৽ੜʹΑΔڅۚͷ͓ࢧ͍͍ͨ͠·ͤΜɻ
͜ͷ߹ɺͦ ͷޙ৽ͨʹѱੑ৽ੜʹጶ͞ױΕͯɺѱੑ৽ੜʹΑΔڅۚͷ͓ࢧ͍͍ͨ͠·ͤΜɻ

� (注)要հޢঢ়ଶによる給付金のお支払いには不୲保期間のお取扱いはありません。

ঢ়ଶɺͦޢෆঢ়ଶ͓Αͼཁհۀ͍ͷରͱͳΔ�࣬පɺबࢧ͓˔ ΕͧΕ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

(ˎ 1)「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10（2013年൛）準ڌ」および「ࠃ際࣬ප分類�जᙾ学第3൛（2012年վਖ਼൛）」によりѱ
ੑ新ੜに分類されるものをいいます。্ ൽ内新ੜྑੑजᙾであるےٶࢠज、݂ जは対となりません。

(ˎ 2)ѱੑ新ੜは、පཧ৫学తॴݟにより医ࢣによって診断֬定される必要があります。たͩし、පཧ৫学తॴݟがಘられない場合
は、その他のॴݟをೝめることがあります。

(ˎ 3)ຫੑਛ不શは、「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10(2013年൛)準ڌ」に定めるຫੑਛଁපのεςʔδ�または�に分類さ
れるものをいいます。

˔ओܖͷ保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠Ҏޙɺಛͷڅۚͷ͓ࢧରͱͳΓ·ͤΜ（˞）ɻ

(˞)ॏ̑࣬ප・ॏհޢ一時金特約において、主契約の保険金のお支払事由に該当する前にੜじたबۀ不能ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶにより
一時金のお支払事由に該当した場合をআきます。

˔͜ΕΒͷಛɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ʹফ໓͠·͢ɻ
ɾ�࣬පɾॏհޢՈܭ保োಛͷ߹ɿڅۚࢧؒظதͷޙ࠷ͷڅۚΛ͓ࢧ͍ͨ͠ͱ͖
ɾॏ�࣬පɾॏհޢҰۚ࣌ಛͷ߹ɿҰۚ࣌Λ͓ࢧ͍ͨ͠ͱ͖

ʬ̑࣬පɾॏհޢՈܭอোಛͷΈʭ
˔ॏ̑࣬පɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹ɺओܖͷ保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘͠ͳ͍ݶΓɺڅۚࢧ
ؒظຬྃ·Ͱ(˞)ಛڅֹ݄ۚΛຖ݄͓ࢧ͍͠·͢ɻ

(˞)給付金支払期間を年数で定めた場合、第１回ॏ̑࣬ප・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した日をى算日として、その年数を
。աした日が保険期間満了日を͑るときは、保険期間満了日までとしますܦ

˔ୈ�ճॏ�࣬පɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ͔֘ͨ͠Β保険ؒظຬྃ·Ͱͷ࠷͕ؒظࢧ保ূؒظʹຬͨ
ͳ͍ͱ͖ɺҎ্ʹ͔͔ΘΒͣɺओܖͷ保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘͠ͳ͍ݶΓɺ࠷ࢧ保ূؒظΛ௨ͯ͡ಛڅۚ
ֹ݄Λຖ݄͓ࢧ͍͠·͢ɻ

˔ॏ̑ ࣬පɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹ɺͦ ͷΑΓޙʹ̑ ࣬පॳظೖӃڅۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘
ͯ͠ɺ̑࣬පॳظೖӃڅ͓ۚࢧ͍Ͱ͖·ͤΜɻ

�࣬ප 特約条項の別表に定めるѱੑ新ੜ(ˎ 1)(ˎ ˎ)ม、ຫੑਛ不શߗ؊、ଔ中、࠹ߎے৺ੑٸ、(2 3)をいいます。

बۀෆঢ়ଶ
次のいずれかのঢ়ଶをいいます。たͩし、死亡した後、�࣬පが࣏༊した後は、बۀ不能ঢ়ଶとはいいません。
˓��࣬පの࣏療をతとしてॴ定のೖӃをしているঢ়ଶ
˓��࣬පにより、医ࢣのࣔࢦを受けてࣗで࣏療にઐ೦し、৬種をわず、すてのۀにै事できないঢ়ଶ

要հޢঢ়ଶ
「ৗ時৸たきり」または「ੑ࣭ثೝ」により、約款ॴ定の条件を満たす他人のհޢを必要とするঢ়ଶをいいま
す。要հޢঢ়ଶは、特約条項に定める保険会社ಠࣗのೝ定基準によるものであり、ެ తհޢ保険制で定める
要հޢঢ়ଶとはҟなります。
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仕
組
み

ɾߴࢮ�˔ োͷอোʹՃ͑ͯɺ�࣬පͰಇ͚ͳ͘ͳͬͨ߹ɺোঢ়ଶɾཁհޢঢ়ଶͱ
ͳͬͨ߹ͷอোͱͯ͠ɺຖ݄ॴఆͷڅۚΛҰఆ͓ؒظड͚औΓ͍͚ͨͩ·͢ɻ

˔�喫煙ঢ়گʹԠͯ͡ɺඇ٤Ԏऀอݥྉ·ͨඪ४อݥྉ͕ద༻͞Ε·͢ɻ

ʦ主契約ʧ

こ
の
保
険
に

満
期
保
険
金
は
あ
り
ま
せ
ん

20万円2020202020
基準څ付金ֹ݄

2020202020202020
基準څ付金ֹ݄基準څ付金ֹ݄基準څ付金ֹ݄基準څ付金ֹ݄

ؒظ͍͢ΔࢧۚΛ͓څ

10万円1010101010101010
特約څ付金ֹ݄

10101010101010
特約څ付金ֹ݄特約څ付金ֹ݄特約څ付金ֹ݄

101010101010万円万円万円万円万円1010
ؒظ͍͢ΔࢧۚΛ͓څ

ᶃ�࣬පॳظೖӃڅۚͷ
ɹ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹

ᶄॏ�࣬පɾোɾॏհڅޢۚͷ
ɹ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹

ᶅओܖͷ保険ۚͷ
ɹ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹

��ສԁ

特約給付金
月額 ２̫

�࣬ප・障・ॏ度հޢ
Ոܭ保障特約

保険ظ ɾؒՈܭ保োظ ɾؒ保険料ؒظࠐ
ࡀ�� ຬྃࡀ��

ܖ  ֓ ཁ
ňܖ֓ཁŉɺ͝ ɻ͢͝·͍ͯ͠ࡌهΛ߲ࣄͷ͏ͪɺಛʹ֬͝ೝ͍͖͍߲ͨͩͨࣄͷ༰ʹؔ͢Δॏཁͳܖ લʹඞ͓ͣಡΈ͍ͨܖ
͖ͩɺ༰Λ֬͝ೝɾ͝ ྃղͷ͏͑ɺ͓ ਃ͠ࠐΈ͍ͩ͘͞ɻ
ňܖ֓ཁŉʹࡌهͷ͓ࢧࣄ༝څͷࡍͷ੍߲ࣄݶɺ֓ ཁදྫࣄΛ͍ࣔͯ͠·͢ɻ͓ ༝ɾ੍ࣄࢧ ओͳ保険ࡉͷৄ߲ࣄݶ
ͷઆ໌ޠ༺ 「ご契約のしおり」、「約款」ʹ ͷͰ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ͢·͍ͯ͠ࡌه

（注1）主契約の保険金のお支払事由に該当した日以後は、特約給付金はお支払いの対となりません。
（注2）主契約は、保険金のお受取方法として、一時支払をબすることもできます。
（注3）受取総額は、お支払事由に該当した時期お受取方法によってҟなります。

家計保障定期保険NEO［無配当］　　
就業不能保障プランPlus　　

�Ոܭอোఆظอݥïແղฦۚܕð�ಛఆ࣬පɾোɾॏհޢอݥྉࠐ໔আಛଇɺ�࣬පɾোɾॏհޢՈܭอোಛ�Ճ

˔ ͝契約年ྸ ⾣ 30ࡀ（உੑ）　
˔ 　2年 ⾣ ؒظ保ূࢧ࠷
˔ ظࢧ付金څ （ؒ特約） ⾣ 保険期間満了日まで

˔ ݄保険料（࠲ޱৼସ扱） ⾣ �3�0ԁ
（ඇ٤Ԏ者保険料を適用、特定࣬ප・障・ॏհޢ保険料払込໔আ特則を付加）
（注）�基準給付金月額が�ສԁ以্の場合ߴ、 額割引制にもとづく保険料の割引が

適用されます。（付加される特約にはߴ、 額割引制はありません。）

ʢجࢉܭ準ɿ�����݄�ʣごܖྫ

特
長

������
վ�ఆ

ղฦۚ ऀܖ

ద༻อݥྉ

 ղฦۚͷֹɺద༻保険料率ɾܖ ɾྸੑ ผɾ保険ظ
ɾؒ保険料ظࠐ ɾؒܦա݄ɾ保険料ͷࠐ݄ͳͲʹ
ΑΓҟͳΓ·͢ɻ

͜ͷ保険ͷओܖ͓Αͼಛɺ保険料ؒظࠐதͷղ
ฦۚ͋Γ·ͤΜɻ

͜ͷ保険ͷओܖ͓Αͼಛɺܖ者ۚ͋Γ·ͤΜɻ

 ͜ ͷ保険ͷओܖ͓Αͼಛɺաڈ�Ҏͷ喫煙ঢ়گ
ʹΑΓɺ非喫煙者保険料率·ͨ標準保険料率Λద༻͠·
͢ɻ非喫煙者保険料率ɺ標準保険料率ΑΓ保険料ׂ͕҆Ͱ
͢ɻ非喫煙者保険料率ͷద༻ʹ͋ͨͬͯɺ喫煙ঢ়گͷࠂ
ʹՃ͑ͯॴఆͷࠪݕΛ͓ड͚͍͖ͨͩ·͢ɻ

�



保障内容

（ˎ1）不ྀの事ނの日からその日を含めて180日以内に໔আ事由に該当した場合、保険料払込みの໔আの対となります。
（ˎ2）্ ൽ৽ੜ݂ߴѹੑ৺࣬ױରʹͳΓ·ͤΜɻ
（ˎ3）ѱੑ新ੜ、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔ中、؊ߗม、ຫੑਛ不શをいいます。（্ൽ৽ੜରʹͳΓ·ͤΜɻ）
（ˎ�）ਫ਼ਆͷোΛݪҼͱͯ͠োڃ�ڃʹ֘ͨ͠߹Λআ͖·͢ɻ

͍͠·ͤΜɻࢧ保険ۚɺॏෳ͓ͯ͠োߴ保険ۚͱࢮ˔
͍ͨ͠߹ɺ͝ࢧ保険ۚΛ͓োߴ˔ ফ໓͠·͢ɻܖ
˔ެతҩྍ保険੍·ͨࠃຽۚ๏ͦͷଞͷؔ࿈͢Δ๏ྩͷվਖ਼͕কདྷߦΘΕͨͱ͖ɺओிͷೝՄΛಘͯɺڅ
ۚͷ͓ࢧࣄ༝·ͨಛఆ࣬පɾোɾॏհޢ保険料ࠐ໔আಛଇʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আࣄ༝Λม͢ߋΔ͜ͱ͕͋Γ
·͢ɻͦ ͷ߹ɺมߋͷ�͔݄લ·Ͱʹ͝ܖ者ʹͦͷࢫΛ͝Ҋ͠·͢ɻ

主契約・特約・特則 ༝の概要ࣄࢧ͓ いする保険金ֹࢧ͓ ͝意
項ࣄ

Ոܭ保障
定ظ保険
無解約

返戻金型
� 主契約 �

保険金ࢮ ͨ͠ͱ͖ࢮ� 	�
݄څͷ߹
ֹ݄ۚڅ४ج
Ոܭ保োؒظຬྃ·Ͱຖ݄͓ࢧ͍͠·͢ɻ

	�
Ұࢧ࣌ͷ߹
ֹۚݥͷอ࣌༝ʹ֘ͨ͠ࣄࢧ͓

1���
⬟

度障ߴ
保険金 �ॴఆͷߴোঢ়ଶʹͳͬͨͱ͖

保険料ࠐΈ
の໔আ

ෆྀͷނࣄʹΑΔέΨ	ˎ �
Ͱॴఆͷମোͷঢ়ଶʹͳͬͨͱ͖ɺকདྷͷ保険料ͷ͓ࠐΈ
͕໔আͱͳΓ·͢ɻ ʔ

特定࣬ප・障・
ॏ度հޢ

保険料ࠐ
໔আ特則

बۀ不能保障
ϓϥϯ1MVTには
必ず付加されます。

ͷه্ 保険料ࠐΈͷ໔আ ͷ΄͔ɺҎԼͷᶃʙᶅͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺকདྷͷ保険料
ͷ͓ࠐΈ͕໔আͱͳΓ·͢ɻ
ᶃॳΊͯѱੑ৽ੜ	ˎ �
ͱஅ֬ఆ͞Εͨͱ͖
ᶄ৺࣬ױ·݂ͨױ࣬	ˎ �
ʹΑΓɺॴఆͷखज़·ͨܧଓ��Ҏ্ͷೖӃྍ࣏Λड͚ͨ
ͱ͖

ᶅ�࣬පɾোɾॏհޢՈܭ保োಛͷॏ�࣬පɾোɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘
ͨ͠ͱ͖

1���
⬡

�࣬ප・
障・ॏ度հޢ
Ոܭ保障特約
बۀ不能保障
ϓϥϯ1MVTには
必ず付加されます。

ॏ度�࣬ප・
障・ॏ度հޢ

付金څ

ҎԼͷᶃʙᶅͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᶃ�࣬ප	ˎ �
ʹΑΔबۀෆঢ়ଶ͕��Λ
ଓͨ͠ͱஅ͞Εͨͱ͖ܧͯ͑

ᶄපؾέΨʹΑΓɺҎԼͷ͍ͣΕ͔ͷোঢ়
ଶʹ֘ͨ͠ͱ͖
ɾࠃຽۚ๏ʹͱ͖ͮɺোڃ�ڃ·ͨ
ˎ	͍ͯ͠Δͱೝఆ͞Εͨ͜ͱ֘ʹڃ� �

ɾੜ׆োঢ়ଶʹ֘ͨ͜͠ͱ
ᶅපؾέΨʹΑΔཁհޢঢ়ଶ͕���Λ
ଓͨ͠ͱஅ͞Εͨͱ͖ܧͯ͑

ಛڅֹ݄ۚ
·͍͠ࢧຬྃ·Ͱຖ݄͓ؒظࢧۚڅ
͢ɻ 1���

⬣

�࣬ප
初ظೖӃ
付金څ

�࣬ප	ˎ �
ͷྍ࣏Λతͱͯ͠ॴఆͷೖӃΛ
ͨ͠ͱ͖

ಛڅֹ݄ۚʷ�
Λ௨ͯ͡�ճؒظճɹ保険ݶࢧ

ॏ度�࣬ප・
障・ॏ度հޢ

Ұ࣌金特約

ॏ度�࣬ප・
障・ॏ度հޢ

Ұ࣌金

�࣬පɾোɾॏհޢՈܭ保োಛͷॏ�
࣬පɾোɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ
֘ͨ͠ͱ͖	ˎ �


ॏ�࣬පɾোɾॏհޢҰֹۚ࣌
Λ௨ͯ͡�ճؒظճɹ保険ݶࢧ

1���
⬣

˔͜ͷ保険ͰࢧΘΕΔ保険 ɾۚڅ͓ۚΑͼՃ͞ΕΔಛɾಛଇҎԼͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
� 	ॏ̑ ࣬පɾোɾॏհޢҰۚ࣌ಛ͝ܖʹՃͨ͠߹ͷΈରͱͳΓ·͢ɻ͜ ͷ保険ʹՃͰ͖Δͦͷଞͷಛ
ʹ͍ͭͯɺ 1���ͷʮͦͷଞご֬ೝ͍͖͍߲ͨͩͨࣄʯΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞ɻ
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⬡ ಛఆ࣬පɾোɾॏհޢอݥྉࠐ໔আಛଇʹ͍ͭͯ

˔ѱੑ৽ੜʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আʹ͍ͭͯɺ࣍ͷʹ͝ҙ͍ͩ͘͞ɻ

ɾ։͔࢝ΒͦͷΛؚΊͯ��Λܦա͢Δ·ͰΛෆ୲保ؒظͱ͠ɺෆ୲保ؒظऴྃ·Ͱʢ։ظ࢝લΛؚΈ·͢ɻʣ
ʹѱੑ৽ੜʹጶͨ͠ױ߹ɺѱੑ৽ੜʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আ͍ͨ͠·ͤΜɻ͜ ͷ߹ɺෆ୲保ؒظऴྃޙʹ
৽ͨʹѱੑ৽ੜʹጶ͞ױΕͯɺѱੑ৽ੜʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আ͍ͨ͠·ͤΜɻ

ɾѱੑ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʹΑΓҩࢣʹΑͬͯͳ͞ΕΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻͨ ͩ͠ɺපཧ৫ֶత
ॴ͕ݟಘΒΕͳ͍߹ɺͦ ͷଞͷॴݟΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

˔৺࣬ױɾ݂ױ࣬ʹΑΔ保険料ࠐΈͷ໔আࣄ༝ͷ͏ͪɺॴఆͷखज़ͱɺެ తҩྍ保険੍ʹͮ͘جҩՊྍใु
දʹΑΓखज़料ͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़͓Αͼઌਐҩྍ	˞�
ʹ֘͢Δखज़Λ͍͍·͢ɻ

(˞1)ઌਐ医療とは、ެ త医療保険制におけるධՁ療ཆのうち、ް ੜ࿑ಇେਉが定めるઌਐ医療をいい、ઌਐ医療の対となる医療
ٕज़͝とに医療ػ関・適応がݶ定されています。

� 療ཆを受けた時点で、ެ త医療保険制の給付対となっている場合承ೝ取消によりઌਐ医療でなくなっている場合は、対
となりません。

˔ 保険料ࠐΈͷ໔আͷରͱͳΔѱੑ৽ੜ	˞�
ɺ৺࣬ױ	˞�
ɺ݂ױ࣬ɺ؊ߗมɺຫੑਛෆશ	˞�
ɺී ௨保険
ͷผදʹఆΊΔͷͱ͠·͢ɻ

(˞2)「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10（2013年൛）準ڌ」および「ࠃ際࣬ප分類�जᙾ学第3൛（2012年վਖ਼൛）」によ
りѱੑ新ੜに分類されるものをいいます。্ ൽ内新ੜྑੑजᙾであるےٶࢠज、݂ जは対となりません。

。は対となりませんױѹੑ৺݂࣬ߴ(3˞)
(˞�)「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10（2013年൛）準ڌ」に定めるຫੑਛଁපのεςʔδ�または�に分類されるものを

いいます。

〈ご注意事項〉
ⴺ อۚݥͷ͓ࢧํ๏ʹ͍ͭͯ

˔ओܖͷ保険ۚͷ͓ࢧํ๏ɺ݄ څ·ͨҰࢧ࣌ͷ͍ͣΕ͔Λ͓બͼ͍͚ͨͩ·͢ɻ

� 保険ۚͷҰ෦ΛҰࢧ࣌ͱ͠ɺΓΛ݄څͱ͢Δ͜ͱͰ͖·͢ɻ

˔݄څͷ߹ɺ͓ ຬͨͳ͍ͱ͖ɺՈʹؒظ保ূࢧ࠷͕ؒظຬྃ·Ͱͷؒظ保োܭ༝ʹ͔֘ͨ͠ΒՈࣄࢧ
͍͠·͢ɻࢧֹ݄ۚΛຖ݄͓څ準جΛ௨ͯؒ͡ظ保ূࢧ࠷ຬྃʹ͔͔ΘΒͣɺؒظ保োܭ

˔Ұࢧ࣌ͷ߹ɺ͓ ͍͢Δ保険ֹۚɺ݄ࢧ څͷडऔ૯ֹͷݱՁʹ૬͢ΔֹۚͱͳΓ·͢ɻ͜ ͷͨΊɺ͓ ͍ࢧ
͢Δ保険ֹۚɺҰൠʹ݄څͷडऔ૯ֹΛԼճΓ·͢ɻ·ͨɺ࠷ࢧ保ূ͕ؒظద༻͞ΕΔؒظΛআ͖ɺ保険ؒظ
ͷܦաͱͱʹ͓ࢧ͍͢Δ保険ֹۚచ͠ݮ·͢ɻ

݄څ付 Ո計保障期間満了日まで、基準給付金月額をຖ月お支払いします。

Ұࢧ࣌ お支払事由に該当した時点の保険金額を一時金としてお支払いします。

��



⬣ �࣬පɾোɾॏհޢՈܭอোಛ͓Αͼॏ�࣬පɾোɾॏհޢҰۚ࣌ಛʹ͍ͭͯ

ʬ̎ಛڞ௨ʭ
˔ѱੑ৽ੜʹؔͯ͠��ͷෆ୲保͕͋ؒظΓ·͢ɻ͜ ͷͨΊɺ։͔࢝ΒͦͷΛؚΊͯ��Λܦա͢Δ·Ͱ
ʢ։ظ࢝લΛؚΈ·͢ɻʣʹ ѱੑ৽ੜʹጶͨ͠ױ߹ɺѱੑ৽ੜʹΑΔڅۚͷ͓ࢧ͍͍ͨ͠·ͤΜɻ
͜ͷ߹ɺͦ ͷޙ৽ͨʹѱੑ৽ੜʹጶ͞ױΕͯɺѱੑ৽ੜʹΑΔڅۚͷ͓ࢧ͍͍ͨ͠·ͤΜɻ

� (注)障ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶによる給付金のお支払いには不୲保期間のお取扱いはありません。

ঢ়ଶɺͦޢঢ়ଶ͓Αͼཁհো׆ෆঢ়ଶɺੜۀ͍ͷରͱͳΔ�࣬පɺबࢧ͓˔ ΕͧΕ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

(ˎ 1)「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10（2013年൛）準ڌ」および「ࠃ際࣬ප分類�जᙾ学第3൛（2012年վਖ਼൛）」によりѱ
ੑ新ੜに分類されるものをいいます。্ ൽ内新ੜྑੑजᙾであるےٶࢠज、݂ जは対となりません。

(ˎ 2)ѱੑ新ੜは、පཧ৫学తॴݟにより医ࢣによって診断֬定される必要があります。たͩし、පཧ৫学తॴݟがಘられない場合
は、その他のॴݟをೝめることがあります。

(ˎ 3)ຫੑਛ不શは、「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10(2013年൛)準ڌ」に定めるຫੑਛଁපのεςʔδ�または�に分類さ
れるものをいいます。

˔ओܖͷ保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠Ҏޙɺಛͷڅۚͷ͓ࢧରͱͳΓ·ͤΜ（˞）ɻ

(˞)ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ一時金特約において、主契約の保険金のお支払事由に該当する前にੜじたबۀ不能ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶ
により一時金のお支払事由に該当した場合をআきます。

˔͜ΕΒͷಛɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ʹফ໓͠·͢ɻ
ɹɾ�࣬පɾোɾॏհޢՈܭ保োಛͷ߹ɿڅۚࢧؒظதͷޙ࠷ͷڅۚΛ͓ࢧ͍ͨ͠ͱ͖
ɹɾॏ�࣬පɾোɾॏհޢҰۚ࣌ಛͷ߹ɿҰۚ࣌Λ͓ࢧ͍ͨ͠ͱ͖

ʬ̑࣬පɾোɾॏհޢՈܭอোಛͷΈʭ
˔ ॏ̑ ࣬පɾোɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹ɺओܖͷ保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘͠ͳ͍ݶΓɺڅ
͍͠·͢ɻࢧֹ݄ۚΛຖ݄͓څຬྃ·Ͱ(˞)ಛؒظࢧۚ

(˞)給付金支払期間を年数で定めた場合、第１回ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した日をى算日として、その年
数をܦաした日が保険期間満了日を͑るときは、保険期間満了日までとします。

˔ ୈ�ճॏ�࣬පɾোɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ͔֘ͨ͠Β保険ؒظຬྃ·Ͱͷ࠷͕ؒظࢧ保ূؒظ
ʹຬͨͳ͍ͱ͖ɺҎ্ʹ͔͔ΘΒͣɺओܖͷ保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘͠ͳ͍ݶΓɺ࠷ࢧ保ূؒظΛ௨ͯ͡ಛ
͍͠·͢ɻࢧֹ݄ۚΛຖ݄͓څ

˔ ॏ̑ ࣬පɾোɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹ɺͦ ͷΑΓޙʹ̑ ࣬පॳظೖӃڅۚͷ͓ࢧࣄ༝ʹ
֘ͯ͠ɺ̑࣬පॳظೖӃڅ͓ۚࢧ͍Ͱ͖·ͤΜɻ

�࣬ප 特約条項の別表に定めるѱੑ新ੜ(ˎ 1)(ˎ ˎ)ม、ຫੑਛ不શߗ؊、ଔ中、࠹ߎے৺ੑٸ、(2 3)をいいます。

बۀෆঢ়ଶ
次のいずれかのঢ়ଶをいいます。たͩし、死亡した後、�࣬පが࣏༊した後は、बۀ不能ঢ়ଶとはいいません。
˓��࣬පの࣏療をతとしてॴ定のೖӃをしているঢ়ଶ
˓��࣬පにより、医ࢣのࣔࢦを受けてࣗで࣏療にઐ೦し、৬種をわず、すてのۀにै事できないঢ়ଶ

ੜ׆障ঢ়ଶ
込みのないঢ়ଶとして当社が定めるものをいݟに相当し、回෮のڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづく障ࠃ
います。たͩし、ਫ਼ਆの障による障ڃ２ڃに相当するঢ়ଶは対とはなりません。ৄ は、特約条項の別表ࡉ
を֬͝ೝくͩさい。

要հޢঢ়ଶ
「ৗ時৸たきり」または「ੑ࣭ثೝ」により、約款ॴ定の条件を満たす他人のհޢを必要とするঢ়ଶをいいま
す。要հޢঢ়ଶは、特約条項に定める保険会社ಠࣗのೝ定基準によるものであり、ެ తհޢ保険制で定める
要հޢঢ়ଶとはҟなります。
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˔ಛఆঢ়ଶ保険ۚͷֹ͝ٻɺ͝ ٻͷ�͔݄ޙͷओܖͷ保険ֹۚҎ͔ͭඃ保険者͓Ұਓʹ͍ͭͯ����ສԁΛ

ɻ͢·͠ࢉ߹ͱܖଞͷ保険	ݶͱ͠·͢ɻ

� ͨͩ͠ɺ保険ؒظͷຬྃલ�Ҏɺಛఆঢ়ଶ保険ۚͷ͝ٻͰ͖·ͤΜɻ

˔ಛఆঢ়ଶ保険ۚͱͯ͠͝ٻͷ�͔݄ޙͷओܖͷ保険ֹۚͷҰ෦Λ͝͞ٻΕͨͱ͖ɺओܖͷ͏ͪɺࢦఆ保険ۚ
ֹʹରԠ͢Δ෦͕ফ໓͠ɺΓͷ෦保ো͕ܧଓ͠·͢ɻ

˔ಛఆঢ়ଶ保険ۚͷ͓ࢧํ๏Ұࢧ࣌ͷΈͱ͠ɺ݄ څͷ͓औѻ͍͍ͨ͠·ͤΜɻ

˔ಛఆঢ়ଶ保険ۚͷ͓ࢧ͍ɺܖ�ʹ͖ͭ�ճΛݶͱ͠ɺಛఆঢ়ଶ保険ۚΛ͓ࢧ͍ͨ͠߹ɺ͜ ͷಛফ໓͠·
͢ɻ

˔ ओܖ͓Αͼಛʹؔ͠ ʮͯ໔ࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹ʯʮࠂٛҧɾॏେࣄ༝ʹΑΔ͝ܖͷղআͷ߹ʯʮٗʹΑΔ
औফͷ߹ʯʮෆ๏औಘతʹΑΔ͝ܖͷແޮͷ߹ʯɺ保険 ɾۚڅۚΛ͓ࢧ͍Ͱ͖ͳ͍߹͕͋Γ·͢ɻ

༰ʹΑͬͯɺ͓ܖ͝˔ ΑΓগͳֹ͍ۚͱͳΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻֹܭ߹保険料ͷࠐ͍͢Δ保険ֹ͕͓ۚࢧ

˔͜ͷ保険ɺ保険͕ؒظຬྃͨ͠߹ʹ͝ܖΛߋ৽͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

˔ ظ༰ʢద༻保険料率ɾ保険ܖͷ͝ࡍ࣮ ɾؒج準څ݄ۚ ɾֹ保険料ɾ保険料ظࠐ ɾؒ保険料ํࠐ๏ͳͲʣʹ ͖ͭ·͠
ͯɺਃࠐॻʢใΛར༻͓ͨ͠ਃࠐΈͷ߹ɺ͓ खଓ͖ը໘ʣͷ֘ՕॴΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞ɻ

˔ඃ保険者Ͱ͋Δ保険ۚͷडऔਓ͕ɺපؾέΨʹΑΓ保険ۚΛ͢ٻΔҙࢥද͕ࣔͰ͖ͳ͍ͷ߹ʹɺ͋ Β͔͡Ί
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͢ٻਓ͕ɺडऔਓͷཧਓͱͯ͠保険ۚΛٻఆཧࢦఆ͞Εͨࢦ

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͢ɻ࣍ɺ͍͓ͯʹ࣌ٻਓɺ保険ۚͷٻఆཧࢦ˔
ɹ�ɾඃ保険者ͷށ੶্ͷۮ者
ɹ�ɾඃ保険者ͷ݂ܥ
ɹ�ɾඃ保険者ͷ�ͷ
ɹ�ɾඃ保険者ͱಉ͠ډɺ·ͨੜܭΛҰʹ͍ͯ͠Δํ
ɹ�ɾඃ保険者ͱͷܖʹͱ͖ͮɺඃ保険者ͷྍཆޢ·ͨ࢈ࡒཧΛ͍ͯͬߦΔํ

͍ͨ͠߹ɺͦࢧରͯ͠保険ۚΛ͓ʹٻਓ͔Βͷ͝ٻఆཧࢦ˔ ͷޙॏෳͯ͠͝ٻΛड͚ͯ保険ۚΛ͓ࢧ
͍͠·ͤΜɻ

その他ご確認いただきたい事項
ϦϏϯάɾχʔζಛʹ͍ͭͯ

ごͯ͠ࡍʹ౼ݕごཹ意͍͖͍ͨͩͨ

͍ͯͭʹಛٻఆཧࢦ

保険金のछྨ ༝の概要ࣄࢧ͓ いする保険金ֹࢧ͓

特定ঢ়ଶ
保険金

༨໋͕͔݄̒Ҏͱஅ͞ΕΔͱ
ʢ͖ˎʣ

ಛఆঢ়ଶอۚݥͷडऔਓ͕
ご͞ٻΕֹͨۚ
ʢࢦఆ保険ֹۚʣ

ఆ保険ֹۚʹରԠࢦ
͢Δ�͔݄ͷ
རଉ

ఆ保険ֹۚʹରԠࢦ
͢Δ�͔݄ͷ
อݥྉ૬ֹ

ʵ ʴ

(ˎ )�༨໋が�か月以内とは、日本で一ൠにೝめられた医療による࣏療を行っても༨໋�か月以内であることを意ຯし、その断は医ࢣにه
ೖいたͩいた診断ॻٻॻ類に基づいて行います。
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保険（˞1）ͷ͝ܖͷ߹ɺ͓ ਃࠐΈ࣌Ͱ࣍ͷ݅Λͯ͢ຬͨ͢ͱ͖ɺ͝ ·ॳͷ保険料ʹׂҾ͕ద༻͞Εܖ （͢˞2）ɻ

ʲద༻݅ �rᶃ౦ژւ্ಈՐࡂ保険ͷ保険ܖ（˞3）͕ క݁͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻ
� ᶄ౦ژւ্ಈՐࡂ保険ͷ保険ܖ（˞3）ͷؒ保険料͕̏ ສԁҎ্Ͱ͋Δ͜ͱɻ

ʲׂ Ҿ  �r͝ܖॳͷ保険料ʹରͯ̎͠ （̀˞�）（˞�）
（˞1）保険とは、౦ژւ্άϧʔϓのੜଛ保一ମ型保険をいいます。なお、保険のお取扱いをしていない取扱者ʗཧళもあります。
（˞2）取扱いのৄࡉは当社の定めるところによります。結Ռとして、割引が適用されない場合数ॲཧなͲによって割引が２̀ とならない

場合があります。
（˞3）保険期間が２年以্のτʔλϧΞシετ保険（ॅまいの保険）およびこれに付ଳされる保険をআきます。
（˞�）ইපྺがあり、特別な条件付でお引き受けする場合の特別保険料෦分は割引の対となりません。
（˞�）契約֓要の͝契約ྫでは、保険のまとめて割引を適用していない保険料をࡌهしています。

อݥͷ·ͱΊׂͯҾʹ͍ͭͯ

ࣾͷੜ໋保険ͷ͓खଓ ʢ͖͝ܖ༰ͷมߋʣ͝ܖʹؔ͢Δরձʹ͖ͭ·ͯ͠ɺΧελϚʔηϯλʔ͝࿈བྷ
͍ͩ͘͞ɻͳ͓ɺ͝ ɻ͢·͍͍ͨ͠ئΈͷखଓ͖ʹؔ͠·ͯ͠ɺࣾͷऔѻ者ʗཧళ·Ͱ͝૬ஊΛ͓ࠐ͓ਃܖ

͋Μ͠Μੜ໋ɹΧελϚʔηϯλʔ 保険（ੜଛ保Ұମ型保険）に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
อݥΧελϚʔηϯλʔ

0120-323-523

生命保険に関するご相談・お問い合わせ

ฏ��ɿ��ʙ��ɿ��ʗ༵��ɿ��ʙ��ɿ��
�ʢ ɾ༵ॕ ɾ࢝Λআ͖·͢ɻʣ受付ؒ࣌

ฏ��ɿ��ʙ��ɿ��ʗॕ��ɿ��ʙ��ɿ��
�ʢ࢝Λআ͖·͢ɻʣ受付ؒ࣌

本社ื資ʟ1���,-01�0��

0120-016-234

ܖ
約
֓
ཁ ừ
Ո
ܭ
อ
ো
ఆ
ظ
อ
ݥ
/
&
0
Ử  

ܖ
約
֓
ཁ ừ
ब
ۀ
ෆ

อ
ো
ϓ
ϥ
ϯ
1
MV
T
Ử  

ܖ
約
֓
ཁ ừ
ब
ۀ
ෆ

อ
ো
ϓ
ϥ
ϯ
Ử  

ܖ
約
֓
ཁ ừ
ͦ
ͷ
ଞ
Ử


ҙ
ש
ى

ใ

ͦ
ͷ
ଞ
ͷ
ॏ
ཁ
ࣄ
項��



ʲ͝هೖྫʳ

౦ژւ্ಈ͋Μ͠Μੜ໋保険ࣜגձࣾߦ�
ᶃࢲԼܖهͷਃࠐΈͷఫճΛ͍ߦ·͢ɻ
ᶄਃࠐਓ	ܖ者ʣ� ҆৺�ଠʢΞϯγϯ�λϩʣ
ᶅॅॴ� ౦ژʷ̫ ۠˓˓˓˓
ᶆి൪߸� ���ˎ ˎˎ �ˎˎ ˎˎ ˎ
ᶇূ݊൪߸� ͇͇ ͇͇ ͇͇ ͇͇ ͇͇ ͇͇
ᶈऔѻ者ʗཧళ� ˚˚保険αʔϏε

ᶉ保険料� ˘˘˘˘ԁ
ᶊฦۚઌ࠲ޱ� ߦ͇ۜ˓˓ ˓˓˓˓˓˓˓ళɹී௨ࢧ͇
� � ਓɹΞϯγϯ�λϩ໊ٛ࠲ޱ

ᶋΫʔϦϯάɾΦϑͷཧ༝ʢҙͰ͝هೖ͍ͩ͘͞ɻʣ

ᶉとᶊはすでに保険料
をお払い込みいたͩ
いた場合のみ、͝ ೖه
くͩさい。また͝契約
者本人໊義の口座に
。りますݶ

お申込者(͝契約者）
ࣗ͝でॺ໊くͩ さい。

注 意 ש ى  ใ
�ʮҙىשใʯɺ͝ ɻ͢͝·͍ͯ͠ࡌهΛ߲ࣄɺಛʹ͝ҙ͍͖͍ͨͩͨͯ͠ࡍʹΈࠐͷ͓ਃܖ ʹલܖ
ඞ͓ͣಡΈ͍͖ͨͩɺ༰Λ֬͝ೝɾ͝ ྃղͷ͏͑ɺ͓ ਃ͠ࠐΈ͍ͩ͘͞ɻ
�ʮҙىשใʯͷ΄͔ɺ͓ ༝ɾ੍ࣄࢧ 、ɺ「ご契約のしおり」߲ࣄͷ༰ʹؔ͢Δܖ͝ࡉͷৄ߲ࣄݶ
「約款」ʹ ͷͰ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ͢·͍ͯ͠ࡌه

˔ お申込者または͝契約者は、ʮ͝契約の͓ਃࠐʯまたはʮ第�ճ保険料૬ֹのྖऩ（˞1）ʯの
いͣれ͔いから、その日を含めて８Ҏ（˞2）であれば、ॻ໘にΑΓΫʔϦϯά・Φϑができます。
この場合、お払い込みいたͩいた金額をお返しいたします。
�（˞1）第１回保険料相当額をΫϨδοτΧʔυによりお払い込みいたͩく場合は、当社がΫϨδοτΧʔυの

༗ޮੑを֬ೝした日をいいます。
�（˞2）「開始期に関する特約」を付加した͝契約の場合は、ʮ͝契約の͓ਃࠐʯから、その日を含めて�Ҏ

となります。

①当社がࢦ定した医ࢣの診ࠪが終了した場合
ᶅ࠴ཤ行の୲保のための保険契約である場合

˔ΫʔϦϯά・Φϑはॻ໘のൃ৴࣌（༣ศのফҹ付）にޮྗがੜじます。
必ず༣ศにͯ下ॅهॴѼにお申し出くͩさい。

˟��������ɹԮۼ༣ศࢲہॻശ��߸
౦ژւ্ಈ͋Μ͠Μੜ໋保険	ג
ɹΫʔϦϯάɾΦϑ୲ɹѼ

②既契約の内容ม更の場合（特約の中్付加）
ᶆ法人を͝契約者とする場合

ʮ͝契約のし͓Γ（͝契約にࡍしͯ）ʯ1���ʙ

1 クーリング・オフ（お申込みの撤回やご契約の解除）ができます。

ΫʔϦϯάɾΦϑʹ͍ͭͯ

ΫʔϦϯάɾΦϑ͕Ͱ͖ͳ͍߹

ΫʔϦϯάɾΦϑͷ͓ਃग़ํ๏

��



˔当社はΫʔϦϯά・Φϑに関してଛഛঈまたはҧ約金その他の金મの支払いをٻしません。

˔ΫʔϦϯά・Φϑॻ໘のൃ৴時に保険金・給付金のお支払事由がੜじている場合には、ΫʔϦϯά・
Φϑのޮྗはੜじません。たͩし、そのॻ໘のൃ৴時に、お申込者または͝契約者が保険金・給付金
のお支払事由がੜじていることをっている場合をআきます。

ΫʔϦϯάɾΦϑʹؔ͢Δご注意

˙ ͝契約ऀඃ保険ऀには、
　 ݈ Λしͯいたͩ͘義が͋Γますɻࠂঢ়ଶにͭいͯਖ਼し͘߁

˙ ইපྺが͋るํの͓引受 （͚特ผ条件付引受）にͭいͯ

ʮ͝契約のし͓Γ（͝契約にࡍしͯ）ʯ1���ʙ

2 最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。

͍ͯͭʹࠂ

˔ ͝契約にあたっては、աڈのইප （ྺইප の健康ࡏݱ、（。療期間。以下同じ໊࣏・
ঢ়ଶ、٤Ԏঢ়گ、ମの障がいঢ়ଶ、৬ۀのうち「ࠂॻ」で当社がおたずͶ
する内容について、事࣮をありのままにਖ਼֬にもれなくおらせ（ࠂ）くͩさい。

˔ 診ࠪを行う͝契約（医ࢣ扱）の場合には、当社ࢦ定の医ࢣがおたずͶする内容に
ついて事࣮をありのままにਖ਼֬にもれなくおらせ（ࠂ）くͩさい。

˔ が༗しています。ੜ໋保険ืू人（ཧళを含みます。）ࢣ定の医ࢦは当社および当社ݖ受ྖࠂ
はࠂ受ྖݖがなく、ੜ໋保険ืू人にޱ಄Ͱ͓しされͯࠂしたこͱにはͳΓまͤんɻ

˔ ইපྺをࠂされた場合、ॴ定の診ࠪ加のৄしいࠂが必要となる場
合があります。

˔ 。の内容によっては、ইපྺがあってもお引き受けすることがありますࠂ
また、͝ 契約Λ特ผͳ条件付（保険料の割૿、保険金のݮ）Ͱ͓引͖受͚するこͱ
、͓ 断Γするこͱ͋Γますɻお申込みにあたってॴ定の診ࠪを͝ར用いたͩく
場合は、ࠂॻでお申し込みいたͩく場合とお引受条件がҟなることがありま
す。
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˙ ͝、ͱ૬ҧする場合࣮ࣄの༰がࠂ 契約または特約Λ解আし、
　 保険金・څ付金Λ͓ࢧいͰ͖ͳいこͱが͋Γますɻ

˙ ͝契約༰の֬ೝにͭいͯ

ٛҧʹͳΔͱɺͲ͏ͳΔͷʁࠂ
˔ 、しています。もし、これらについてࡌهに「ॻࠂ」、いたͩくことがらはࠂ
されなかったり、事࣮とҧうことをࠂ意またはॏେなաࣦによって、事࣮をނ
͝、された場合ࠂ 契約の締結または෮׆の際の開始日から２年以内であ
れば、当社は「ࠂ義ҧ」として͝契約または特約Λ解আするこͱが͋
Γますɻ

˔ ͝契約の締結または෮׆の際の開始日から２年をܦաしていても、保険金・給付金の
支払事由保険料払込みの໔আ事由が２年以内にൃੜしていた場合には、͝ 契約
または特約Λ解আするこͱが͋Γますɻ

อݥ ɾۚڅۚͷ͓ࢧ͍ͷӨڹʁ
˔ ͝契約または特約を解আした場合には、保険金・給付金の支払事由保険料払込みの
໔আ事由がൃੜしていても、保険金・څ付金の͓ࢧい保険料の͓ࠐΈの໔আΛ
こͱはͰ͖まͤん（˞）。この場合には、解আの際にお支払いする返戻金があれば͏ߦ
͝契約者にお支払いします。
（˞）たͩし、保険金・給付金の支払事由保険料払込みの໔আ事由のൃੜが解আのݪҼと

なった事࣮によらないときは、保険金・給付金のお支払い保険料のお払込みの໔আを行い
ます。

ٛҧͷ༰͕ಛʹॏେͳ߹ʁࠂ
˔ にΑる取ফΛٗ、Ͱ͋ͬͯޙաܦ義ҧにΑる解আの対象֎ͱͳる２年ࠂ
ཧ༝ͱしͯ、保険金・څ付金Λ͓ࢧいͰ͖ͳいこͱが͋Γますɻこの場合、すͰに
͓いࠐΈいたͩいた保険料は͓返しいたしまͤんɻ

˔ 当社の社һまたは当社がҕୗした者が、͝ 契約のお申込み後または保険金・給付金の͝
͝、の際ٻおよび保険料のお払込みの໔আの͝ٻ 契約の͓ਃࠐ༰または͝ٻ
༰にͭいͯ֬ೝさͤͯいたͩ͘場合が͋Γますɻ

��



ʮ͝契約のし͓Γ（͝契約にࡍしͯ）ʯ1���ʙ

3 保障は第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、
所定の手続きが完了した時から開始します。

։ظ࢝ʹ͍ͭͯ

˔ お申し込みいたͩいた͝契約を当社が承諾した場合、第１回保険料相当額のお払込方法に応じて、
ॴ定のखଓきが終了した時から͝契約্の保障を開始します。

ʲ։ظ࢝ͷྫࣔʳ

お申込み

お申込み

お申込み

ࠂ

お払込み

ࠂ

承諾

ࠂ

お払込み

お払込み

承諾

承諾

˔ 当社の取扱者ʗཧళ（ੜ໋保険ืू人）は、お٬༷と当社の保険契約締結のഔհを行う者で、
保険契約締結のཧݖはありません。したがって、保険契約は、お٬༷からの保険契約のお申込みに
対して当社が承諾したときに༗ޮに成ཱします。

（˞1）「当社または当社の取扱者ʗཧళが申込ॻを受ྖした時」をいいます。なお、ใをར用したお申
込みの場合は、「ใで͝契約のお申込みをされた時」をいいます。

（˞2）第１回保険料をΫϨδοτΧʔυによりお払い込みされた場合は、「当社によるΫϨδοτΧʔυの༗ޮੑ
の֬ೝが了した時」とします。

ୈ̍ճ保険料૬ֹͷ͓ํࠐ๏ ։ظ࢝ʢ͝ܖ্ͷ保োΛ։࢝͢Δظ࣌ʣ

ᶃ「開始期に関する特約」を
　�付加する͝契約
（お払込方法が࠲ޱৼସ）の場合

下هのいずれかい時
࣌のࠂ・
・͝契約のお申込みを受けた時（˞1）

②「開始期に関する特約」を
����付加しͳい͝契約
（お払込方法が࠲ޱৼସҎ֎）の場合

下هのいずれかい時
࣌のࠂ・
・第１ճ保険料૬ֹの͓ࠐΈがྃした（2˞）࣌

։ظ࢝

։ظ࢝

։ظ࢝

্දᶃͷ߹

্දᶄͷ߹

特約・特則にΑͬͯは、ѱੑ৽ੜに関しͯ、։͔࢝ΒͦのΛؚΊͯ��の
ෆ୲保ؒظ	˞
が͋Γますɻ
（˞）不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױした場合は保障の対となりません。ご注意
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ʮ͝契約のし͓Γ（保険料にͭいͯ）ʯ1���ʙ

ʮ͝契約のし͓Γ（保険料にͭいͯ）ʯ1���ʙ

4

5

「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第１回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください。

第2回以後の保険料は、
払込期月内に当社へお払い込みください。

อݥྉͷࠐΈʹ͍ͭͯ

อݥྉͷࠐΈʹ͍ͭͯ

˔ 払込期間内にお払込みの͝合がつかない場合のために、払込༛༧期間をઃけています。

˔ 第１回保険料の払込期間および払込༛༧期間は次のようになります。

˔ 払込༛༧期間内に第１回保険料のお払込みがない場合、͝ 契約は無ޮͱͳΓますɻ（͝契約のޮྗが当ॳか
らなくなり、開始期にって保障がなくなります。）この場合、͝ 契約の෮׆の͓取扱いは͋Γまͤんɻ

˔ 払込期月内にお払込みの͝合がつかない場合のために、払込期月の翌月１日から日まで(˞)を
払込༛༧期間としてઃけています。

˔ 払込༛༧期間内にお払込みがない場合、͝ 契約はࣦޮしますɻ（͝契約のޮྗがͳ͘ͳΓ、保障がͳ͘ͳ
Γますɻ）
（˞）年払の͝契約の場合は、払込期月の翌月１日から翌ʑ月の月୯Ґの契約応当日までとします。

ʲ ɿྫؒظࠐͱࠐ༛༧ؒظʳ

ʲ ɿྫ݄ظࠐͱࠐ༛༧ؒظʳ

ແޮ

���� ��� ������� ����

開始期

ࠐ༛༧͓ؒظΑͼごܖͷࣦޮʹ͍ͭͯ

ᶃ݄ͷ߹

ᶄͷ߹

���

��� ����

���

���

���

���� ����

����

����

����

契約応当日

契約応当日

ࣦޮ日

ࣦޮ日

ࠐ༛༧ؒظ

ࠐ༛༧ؒظ

݄ظࠐ

݄ظࠐ

ؒظࠐ ࠐ༛༧ؒظ

ظࠐ ʢؒ保険料Λ͓͍ࠐΈ͍ͨͩؒ͘ظʣ ࠐ༛༧ؒظ

主契約の開始日からその翌月日まで 払込期間満了日の翌月１日から翌ʑ月日まで

��



ʮ͝契約のし͓Γ（保険金・څ付金にͭいͯ）ʯ1���ʙ

6 保険金・給付金等がお支払いできない場合や、
保険料のお払込みの免除がされない場合があります。

อݥ ɾۚڅۚʹ͍ͭͯ

˔ 次のような場合には、保険金・څ付金の͓ࢧい保険料の͓ࠐΈの໔আがͰ͖まͤんɻ

・໔事由に該当した場合

・開始期前にੜじていた࣬ප不ྀの事ނをݪҼとするߴ障保険金なͲの͝ٻの
場合（たͩし、͝ 契約の際のࠂにより当社がその事࣮をっていた場合には、お支払いでき
ることがあります。）

͝、しࠂがなかったり、事࣮とҧうことをࠂ意またはॏେなաࣦによってނ・ 契約または特約が
義ҧにより解আとなった場合ࠂ

͝、行ҝにより͝契約が取消となった場合、保険金・給付金の不法取ಘతがありٗ・ 契約が
無ޮとなった場合（この場合、お払い込みいたͩいた保険料は払い戻しいたしません。）

・「開始期に関する特約」を付加した͝契約で、第１回保険料が༛༧期間満了日までに払い込ま
れないことにより、͝ 契約が無ޮとなった場合

・ॏେ事由により͝契約または特約が解আされた場合

・保険料のお払込みがなく、͝ 契約がࣦޮした場合

˔ ࣦޮした͝契約でも、ࣦ ޮ日から̏年以内であれば、͝ 契約の෮׆をٻできます。たͩし、
はࡉのखଓき、開始期のৄ׆Ͱ͖ͳい場合が͋Γますɻ෮׆ঢ়ଶͳͲにΑͬͯは෮߁݈
「͝契約のしおり」を֬͝ೝくͩさい。

ごܖͷ෮׆ʹ͍ͭͯ

ɿྫ開始日から3年以内にඃ保険者がࣗࡴしたとき
��� ͝契約者または死亡保険金受取人が、ނ意にඃ保険者を死亡させたとき�なͲ

ɿྫ保険金・給付金を取するతで事ނをىこしたとき
͝契約者、ඃ保険者または保険金・給付金の受取人が、ྗஂ関者、その他の社会త

　�ྗに該当するとೝめられたとき�なͲ

次の特則・特約にͭいͯは、։͔࢝ΒͦのΛؚΊͯ��ΛܦաするҎલ（
։ظ࢝લΛؚΈますɻ）にѱੑ৽ੜにጶױした場合は、保障の対象ͱͳΓまͤんɻ

ɾಛఆ࣬ප保険料ࠐ໔আಛଇ
ɾಛఆ࣬පɾॏհޢ保険料ࠐ໔আಛଇ
ɾಛఆ࣬පɾোɾॏհޢ保険料ࠐ໔
আಛଇ

ɾ�࣬පɾॏհޢՈܭ保োಛ
ɾॏ�࣬පɾॏհޢҰۚ࣌ಛ
ɾ�࣬පɾোɾॏհޢՈܭ保োಛ
ɾॏ�࣬පɾোɾॏհޢҰۚ࣌ಛ

ご注意
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保険金請求のお問い合わせ先

ʮ͝契約のし͓Γ（保険金・څ付金にͭいͯ）ʯ1���ʙ

7 保険金・給付金等の請求の際はすみやかに当社にご連絡ください。

อݥ ɾۚڅۚʹ͍ͭͯ

˔ 保険金・給付金の支払事由、保険料払込みの໔আ事由、͝ ٻखଓきなͲについては、「͝契約のし
おり」、「約款」、当社ϗʔϜϖʔδ（IUUQT���XXX�UNO�BOTIJO�DP�KQ�）にࡌهしていますので、
֬͝ೝくͩさい。

˔ 保険金・給付金のお支払いにあたっては、お٬༷から͝ٻいたͩく必要があります。保険金・
給付金の支払事由がੜじた場合ͩけでなく、支払Մ能ੑがあるとࢥわれる場合、͝ 不໌な点
がੜじた場合についても、すみかに当社の取扱者ʗཧళまたは保険金ٻ受付ઐ用μ
ΠϠϧ͝࿈བྷくͩさい。

˔ 当社からのおखଓきに関するおらせ、ॏ要な͝Ҋ内ができないおそれがありますので、͝ 契約者の
͝ॅॴなͲをม更された場合には、必ず͝࿈བྷくͩさい。

˔ 保険金・給付金の支払事由がੜじた場合、͝ 加ೖの͝契約内容によっては、ෳ数の保険金・
給付金の支払事由に該当することがありますので、े 分に֬͝ೝくͩさい。

˔ ඃ保険者が受取人となる保険金・給付金について、受取人が
͝ٻできない特別の事がある場合、͝ 契約者がඃ保険者の同
意をಘてあらかじめࢦ定したࢦ定ཧٻ人が、受取人のཧ人
として͝ٻいたͩくことができます（˞）。ࢦ定ཧٻ人に対
し、支払事由およびཧٻできるࢫをお͑くͩさい。
（˞）�保険料払込みの໔আについても、ඃ保険者である͝契約者が͝ٻできない特別の事がある場合、

。することができますٻ人が͝ٻ定ཧࢦ

保険金ٻ受付ઐ用μΠϠϧ

ฏ��ɿ��ʙ��ɿ��ʗ༵�ɿ��ʙ��ɿ��
ʢ ɾ༵ॕ ɾ࢝Λআ͖· ɻ͢ʣ0120-536-338
受付ؒ࣌

��



ʮ͝契約のし͓Γ（͝契約ޙにͭいͯ）ʯ1���ʙ

ʮ͝契約のし͓Γ（ੜ໋保険に関する͓Βͤ）ʯ1���ʙ

8

9

解約の際にはご注意ください。

生命保険会社が破綻した場合等には、
保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。

ղʹ͍ͭͯ

ͦͷଞごཹ意߲ࣄ

˔ お払い込みいたͩいた保険料は༬ஷ金とはҟなり、一෦は保険金のお支払い、͝ 契約の締結ҡ࣋
に必要なܦඅに充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金はଟくの場合、保険料払込
満了後も含めてお払込保険料の合計額よりもগない金額となります。

˔ 解約返戻金の額は、保険種類・適用保険料・契約年 ・ྸੑ 別・保険期間・保険料払込期間・ܦա年
月数・保険料の払込年月数なͲによってもҟなりますが、特に、͝ 契約ޙؒظͰ解約されたͱ
͖の解約返戻金はまͬた͘ͳい͔、͋ ͬͯ͘͝Θ͔ͣͰすɻまた、付加された特約についても、
保険料払込期間・ܦա年月数なͲによって解約返戻金の額はҟなりますが、ଟくの場合、まったく
ないか、あっても͝くわずかです。

˔ 保険会社のۀもしくは࢈ࡒのঢ়گのมԽにより、保険金ֹ、年金ֹ、څ付金ֹがݮされるこͱ
が͋Γますɻ

˔ 当社はੜ໋保険契約者保ߏػޢに加ೖしています。ੜ໋保険契約者保ߏػޢの会һであるੜ໋
保険会社がܦӦഁにؕった場合には、ੜ໋保険契約者保ߏػޢにより、保険契約者保ޢのા
ஔがਤられることとなりますが、この場合にも、͝ 契約࣌の保険金ֹ、年金ֹ、څ付金ֹがݮ
されるこͱが͋Γますɻ

ご注意

Ոܭ保障定ظ保険（無解約返戻金型）͓ Αͼ次の特約にͭいͯは、保険料ؒظࠐதの解
約返戻金は͋Γまͤんɻ
ɾ̑ ࣬පɾॏհޢՈܭ保োಛ
ɾॏ̑࣬පɾॏհޢҰۚ࣌ಛ

ɾ̑ ࣬පɾোɾॏհޢՈܭ保োಛ
ɾॏ̑࣬පɾোɾॏհޢҰۚ࣌ಛ
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10 ご契約の乗換えはお客様にとって、不利益になることがあります。

ͦͷଞごཹ意߲ࣄ

˔ 保険契約の 額を前ఏとして、新たなݮ契約の当社または他社の解約͝ࡏݱ͑）
保険契約を申し込Ήこと）を͝ݕ౼される場合、特に次の事項について͝注意くͩさい。

˔ 解約ݮ額される͝契約の解約返戻金は、ଟくの場合、お払込保険料の合計額よりগない金額に
なります。特に、͝ 契約後期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あっても͝く
わずかです。

˔ 一定期間の契約ܧଓを条件にൃੜする当のݖٻをࣦう場合があります。

˔ 新たな保険契約も、一ൠの͝契約と同༷にࠂ義があるため、ඃ保険者の健康ঢ়ଶによっては
特ผͳ条件Λ͚͓ͭͯ引͖受͚する場合、͓ 断Γする場合が͋Γますɻ（保険種類によっては、
（。義がない場合がありますࠂ

　�また、新たな保険契約の開始日をى算日として、ࠂ義ҧによる解আの規定が適用さ
れ、ٗによる取消の規定なͲについても、新たな保険契約の締結に際してのٗの行ҝなͲが適
用の対となります。
はࡉ義についてのৄࠂ（ˎ） ʮۙ࠷��の݈߁ঢ়ଶ・৬ۀにͭいͯ͋ΓのままΛࠂしͯͩ͘さいɻʯ

（1���ʙ��）を͝ࢀরくͩさい。

˔ 新たな保険契約について、開始日からその日を含めて3年以内のࣗࡴ、開始期前にੜじて
いた࣬ප不ྀの事ނをݪҼとするೖӃの場合は、約款に特に定めがあるときをআき、保険金・
（。されませんྀߟはࡏ額される͝契約のଘݮ解約）いがͰ͖まͤんɻࢧ付金の͓څ

˔ 新たな保険契約ががんを保障する主契約・特約の場合、վめて保険期間の始期から�0日の不୲保
期間が適用されるため、保険期間の始期と開始期がҟなる場合があります。この不୲保期間中
にࡏݱの͝契約を解約すると、がんの保障がない期間がൃੜします。

˔ 新たな保険契約のお引受け条件は、新たに͝契約する時点のඃ保険者の年ྸ健康ঢ়ଶ、保険料
༧定རによってվめてܾまります。そのため、保険料の基ૅとなる༧定རがࡏݱの契約より
い場合は、保険料がߴくなることがあります。

߲ࣄͳͲΛ͞ΕΔ߹ͷෆརӹֹݮʹ͍ͭͯղɺܖͷごࡏݱ

৽ͨͳอܖݥΛ͓ਃ͠ࠐΈ͞ΕΔ߹ͷご注意߲ࣄ

��



生命保険のお手続きやご契約に関する照会

当社へのご不満・ご要望

11 生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望は
各種窓口へご連絡ください。

֤छ૭ޱʹ͍ͭͯ

˔このにるࢦ定ฆ૪解ܾػ関は一ൠ社ஂ法人ੜ໋保険ڠ会です。

˔ 一ൠ社ஂ法人ੜ໋保険ڠ会の「ੜ໋保険相ஊॴ」では、ి ・จॻ（ిࢠϝʔϧ・'"9は不Մ）・དྷ๚に
よりੜ໋保険に関するさま͟まな相ஊ・র会・ۤ をお受けしています。また、શ֤ࠃに「࿈བྷॴ」を
ઃஔし、ి にてお受けしています。

˔ ੜ໋保険相ஊॴがۤの申出を受けたことをੜ໋保険会社に࿈བྷし、解ܾをґཔした後、ݪ則として
１か月をܦաしても、契約者とੜ໋保険会社との間で解ܾがつかない場合については、ࢦ定ฆ૪
解ܾػ関として、ੜ໋保険相ஊॴ内にࡋ定৹ࠪ会をઃけ、契約者のਖ਼当なརӹの保ޢをਤって
います。

ࣾͷご૬ஊ૭ޱʹ͍ͭͯ

Ұൠࣾஂ๏ਓ�ੜ໋อڠݥձͷご૬ஊ૭ޱʹ͍ͭͯ

͋Μ͠Μੜ໋ɹΧελϚʔηϯλʔ

͋Μ͠Μੜ໋ɹ͓٬༷૬ஊίʔφʔ

保険（ੜଛ保Ұମ型保険）に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
อݥΧελϚʔηϯλʔ

ฏ��ɿ��ʙ��ɿ��ɺ༵��ɿ��ʙ��ɿ��
�ʢ ɾ༵ॕ ɾ࢝Λআ͖·͢ɻʣ

受付ؒ࣌ ฏ��ɿ��ʙ��ɿ��ɺॕ��ɿ��ʙ��ɿ��
�ʢ࢝Λআ͖·͢ɻʣ

受付ؒ࣌

0120-016-234

0120-630-077

0120-323-523

一般社団法人  生命保険協会  お問い合わせ先

ϗʔϜϖʔδΞυϨε IUUQT���XXX�TFJIP�PS�KQ�

当社のੜ໋保険のおखଓき（͝契約内容のม更）͝契約に関するর会については、下هΧ
ελϚʔηϯλʔ͝࿈བྷくͩさい。なお、͝ 契約お申込みのखଓきに関しては、当社の取扱者ʗ
ཧళまで͝相ஊをおئいいたします。

当社の͝不満・͝ 要がありましたら、下هお٬༷相ஊίʔφʔ͝࿈བྷくͩさい。
お٬༷の͝意ݟをもとに、・αʔϏεのվળをਤってまいります。

ฏ��ɿ��ʙ��ɿ��
ʢ ɾ༵ ɾ༵ॕ ɾ࢝Λআ͖· ɻ͢ʣ

受付ؒ࣌
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ʮ͝契約のし͓Γ（保険料にͭいͯ）ʯ1���ʙ

12 超保険のまとめて割引について

ͦͷଞごཹ意߲ࣄ

˔ 保険(˞)のまとめて割引は、͝ 契約ॳ年の保険料に対して適用されます。
���まとめて割引が適用された͝契約については、次の点に͝注意くͩさい。
�（˞）保険とは、౦ژւ্άϧʔϓのੜଛ保一ମ型保険をいいます。なお、保険のお取扱いをしていない
取扱者ʗཧళもあります。

・割引が適用される期間中は、保険料の前納・一括払のお取扱いはできません。また、保険料の払込
方法のม更が制ݶされることがあります。

・割引が適用される期間中に特約を中్付加されても、中్付加された特約の保険料に対して、
割引は適用されません。

・保険料の払込方法が口座振替扱・月払の場合、͝ 契約ॳ年の最終月の保険料が口座のߴ
不により振替できなかったときは、その翌月（͝契約２年の最ॳの月）の振替日には、͝ 契約
ॳ年の最終月の保険料のみを࠶͝ٻし、͝ 契約２年の最ॳの月の保険料のٻは行い
ません。このため、͝ 契約２年の最ॳの月の保険料の͝ٻは、払込༛༧期間中（͝契約２年の
２か月の月内）の振替日の１回のみとなりますので、͝ 注意くͩさい。
�（払込༛༧期間内に保険料のお払込みがない場合、͝ 契約は払込༛༧期間満了日の翌日にࣦޮし、
保障がなくなります。）
（ˎ）払込༛༧期間については、ʮ５�第２ճҎޙの保険料は、݄ظࠐに͓ࣾいࠐΈͩ͘さいɻʯ

（1���ʙ��）を͝ࢀরくͩさい。

��



ͦͷଞͷॏཁ߲ࣄ
͓ਃࠐΈʹ͋ͨͬͯɺʮܖ֓ཁʯɺʮҙىשใʯͷ΄͔ɺ࣍ͷ༰ʹ͍ͭͯඞͣ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ·ͨɺਃࠐॻɾ
Έͷ߹ɺ͓ࠐใΛར༻͓ͨ͠ਃ	ॻࠂ खଓ͖ը໘
ͷҙ߲ࣄΛेʹ֬͝ೝͷ͏͑ɺ͓ ਃ͠ࠐΈ͍ͩ͘͞ɻ

個人情報の取扱いに関するご案内
͓ࣾΑͼ౦ژւ্άϧʔϓ֤ （ࣾ˞）ɺຊखଓ ʢ͖ใΛར༻ͨ͠ܖखଓ͖ΛؚΈ·͢ɻʣʹ ͓͍ͯऔಘ͢Δ͓٬༷ͷ
ঢ়ଶʹؔ͢Δ࣭ͷճؚΈ·͢ɻʣΛɺ͜߁ਓใʢ݈ݸ ͷखଓ͖Ҏ߱ͷ͓٬༷ʹؔ͢Δࣾʹର͢ΔҰͷਃࠐΈΛ
ؚΉকདྷʹ͓͚Δͯ͢ͷ保険Ҿड͚ͷஅɺ͜ ͷखଓ͖Ҏ߱ʹཱ͢ΔҰͷܖ·ͨաڈʹక݁͞Εͨܖͷཧ u
ཤߦɺଳαʔϏεͷఏڙɺଞͷ保険 u ۚ༥ͷ֤छ u αʔϏεͷҊ u ఏڙɺΞϯέʔτΛͨ͏ߦΊʹར༻͢Δଞɺ
Լهᶃ͔Βᶆͷར༻ u ఏڙΛ͜͏ߦͱ͕͋Γ·͢ɻ

①�保険契約に関する個人ใのར用తのୡ成に
必要な範囲内で、ۀҕୗઌ（保険ཧళ、保険
ཱ人、医療ػ関、保険金・給付金のٻ・支払いに
関する関ઌ、金༥ػ関を含みます。）に対して個人
ใをఏڙすること

②�保険契約に関して取ಘするใは、契約締結、契約
内容ม更、保険金・給付金支払いのՄ൱を断する
う͑でのߟࢀとするため、個人ใを他のੜ໋保
険会社、౦ژւ্άϧʔϓ内の他の保険会社、一ൠ
社ஂ法人ੜ໋保険ڠ会とڞ同してར用すること

౦ژւ্άϧʔϓ֤ࣾͷൣғ͓ΑͼఏܞઌۀاͷҰཡɺ౦ژւ্άϧʔϓʹ͓͚Δݸਓใར༻ͷཧ者ɺ֤ छ
αʔϏεͷҰཡɺ ʢ͓ࣾΑͼ౦ژւ্άϧʔϓ֤ࣾʣʹ ͓͚Δݸਓใͷऔѻ͍ʹ͍ͭͯɺ
ࣾϗʔϜϖʔδʢIUUQ͂ ���XXX�UNO�BOTIJO�DP�KQ�ʣΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

ᶅ�保険契約に関して取ಘするใは、当社と౦ژւ্άϧʔ
ϓ֤社との間または当社と当社のఏܞઌۀاとの間で
・αʔϏεのఏڙ・Ҋ内のために、個人ใをڞ同して
ར用すること

ᶆ࠶�保険会社における保険契約の引受け、ܧଓ・ҡ࣋ཧ、保険
金・給付金支払いにར用するため、対となる保険契約の
特定に必要な保険契約者の個人ใの他、ඃ保険者໊ࢯ、
ੑ別、ੜ年月日、保険金額の契約内容に関するใおよび
健康ঢ়ଶに関するใなͲ当該ۀに必要な個人ใをه
ഔମに҆શཧાஔをߨじて࠶保険会社にఏڙすること

（˞）「౦ژւ্άϧʔϓ」とは、「౦ژւ্ϗʔϧσΟϯάεࣜג会社」ࡿ下の当社、౦ژւ্日ಈՐࡂ保険ࣜג会社、日新Րࡂւ
্保険ࣜג会社なͲ、前֤ه社のࢠ会社を含みます。

ࣾɺ͓ ٬༷ͷݸਓใʢ݈߁ঢ়ଶͷ࣭ͷճΛؚΈ·͢ɻʣʹ ͍ͭͯɺ͝ ؒظΒͳ͔ͬͨ߹ɺղɺ保険ࢸʹ͕క݁ܖ
ຬྃͳͲʹΑΓ保険ܖ͕ফ໓ͨ͠ޙ保࣋͠·͢ɻ·ͨɺ͝ ఏग़͍͖ͨͩ·͠ ͨਃࠐॻɺࠂॻ֤छॻྨฦ٫͍ͨ͠·ͤΜɻ

ʪิʫ
ੜ໋保険契約は、契約者・ඃ保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場合があります。このため、保険契約のܧଓ・ҡ࣋ཧに
必要な範囲内で、保険金・給付金のٻ・支払に関するඃ保険者・受取人のใを保険契約者に開ࣔすることがあります。
また、受取人がҟなるෳ数の保険金・給付金の間に関࿈がある場合、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・
給付金のٻ・支払に関するใを他方の保険金・給付金の受取人に開ࣔすることがあります。
ཧ、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で契約者のใをඃ保࣋ଓ・ҡܧ、以֎にも、当社は、保険契約の引受けه্
険者受取人に、ඃ保険者のใを契約者受取人に、受取人のใを契約者ඃ保険者に、それぞれ開ࣔすることがあります。
なお、個人ใの取扱いについてのর会開 ・ࣔగਖ਼・আに関する͝ٻは、
ࣾϗʔϜϖʔδ（IUUQ͂ ���XXX�UNO�BOTIJO�DP�KQ�）ࡌܝのϓϥΠόシʔϙϦシʔお合せ૭口まで͝࿈བྷくͩさい。

౦ژւ্ಈ͋んしんੜ໋保険ࣜגձࣾ　個人σʔλཧऀ
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契約内容登録制度・契約内容照会制度
˔ࣾɺҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険ڠձɺಉڠձՃໍͷ֤ੜ໋保険ձ （ࣾ˞）ɺશࡁڞࠃڠۀಉ߹࿈߹ձͱͱʹɺ保険ܖ
ͷ͓Ҿड͚ͷஅ͋Δ͍保険 ɾۚڅۚͷ͓ࢧ͍ͷஅͷߟࢀͱ͢Δ͜ͱΛతͱ͠ ͯɺࣾͷ保険ܖʹؔ͢Δ
Լهͷొ߲ࣄΛڞಉͯ͠ར༻͓ͯ͠Γ·͢ɻ
ʢ�ʣ保険ܖ者͓Αͼඃ保険者ͷ໊ࢯɺੜ݄ɺੑ ผͳΒͼʹॅॴʢࢢɾ۠ ɾ܊·Ͱͱ͠ ·͢ɻʣ
ʢ�ʣࢮ保険ֹ͓ۚΑͼࢮࡂ保険ֹۚ
ʢ�ʣೖӃڅۚͷछྨ͓Αͼֹ
ʢ�ʣܖɺ෮׆ɺ૿ ֹ͓Αͼಛͷத్Ճ
ʢ�ʣऔѻձ໊ࣾ
（˞）ৄ 。রくͩさいࢀձϗʔϜϖʔδʢIUUQT���XXX�TFJIP�PS�KQ�ʣͷʮՃໍձࣾʯを͝ڠݥはҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋อࡉ

支払査定時照会制度
˔ࣾɺҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険ڠձɺ֤ ੜ໋保険ձࣾ（˞）ͱͱʹɺ保険 ɾۚڅۚͷ͓ࢧͷஅͷߟࢀͱ͢Δ͜ͱΛ
తͱ͠ ͯɺ֤ ੜ໋保険ձࣾ（˞）ͷ保༗͢Δ保険ܖʹؔ͢ΔԼهͷ߲Λڞಉͯ͠ར༻͓ͯ͠Γ·͢ɻ
ʢ�ʣඃ保険者ͷ໊ࢯɺੜ݄ɺੑ ผɺॅ ॴʢࢢɾ۠ ɾ܊·Ͱͱ͠ ·͢ɻʣ
ʢ�ʣ保険ൃނࣄੜɺࢮɺೖӃɾୀӃɺରͱͳΔ保険ނࣄʢরձΛड͚͔ͨΒ̑ Ҏͷͷʣ
ʢ�ʣ保険छྨɺܖɺ෮׆ɺফ໓ɺ保険ܖ者ͷ໊͓ࢯΑͼඃ保険者ͱͷଓฑɺࢮ保険ۚडऔਓͷ໊͓ࢯΑͼ

ඃ保険者ͱͷଓฑɺࢮ保険ֹۚɺڅֹۚɺ֤ ಛ༰ɺ保険料͓Αͼํࠐ๏
��（˞）֤ ੜ໋保険会社とは、一ൠ社ஂ法人ੜ໋保険ڠ会、同ڠ会加ໍの֤ੜ໋保険会社、શࡁڞࠃڠۀ同合࿈合会、શࠃ

࿑ಇ者ࡁڞੜڠ׆同合࿈合会、日本ίʔϓࡁڞੜڠ׆同合࿈合会をいいます。

ʮ͝契約のし͓Γ（ੜ໋保険に関する͓Βͤ）ʯ1���ʙ

ʮ͝契約のし͓Γ（ੜ໋保険に関する͓Βͤ）ʯ1���ʙ

��



��

˙ごܖͷ͓ਃࠐΈʹ͍ͭͯ

͓ਃࠐΈ͓ਃࠐΈ
保険ձࣾの։ظ࢝ 1��いつから保障が開始するのか知りたい。

͓ਃࠐΈ͓ਃࠐΈ

ΫʔϦϯά・Φϑ੍度
（͓ਃࠐΈのఫճまたは͝契約の解আ）申込みを撤回したい。

͓ਃࠐΈ͓ਃࠐΈ

のۀঢ়ଶ・৬߁݈
義ࠂ 1��告知義務について知りたい。

อޠ༺ݥอޠ༺ݥอޠ༺ݥ
主ͳ保険用語の͝આ໌ 1��保険用語の意味を知りたい。

˙อݥͷಛ͘͠Έʹ͍ͭͯ

ಛɾ͠ ͘Έಛɾ͠ ͘Έ
Ոܭ保障定ظ保険̣̚ ̤ 1��この保険の特長やしくみを知りたい。

ಛɾ͠ ͘Έಛɾ͠ ͘Έ
付加Ͱ͖る特約にͭいͯ 1��特約について知りたい。

˙อݥྉʹ͍ͭͯ

อݥྉอݥྉ
保険料のํࠐ๏（ܦ࿏） 1��保険料の払込方法を変えたい。

อݥྉอݥྉ

保険料の݄ظࠐͱ༛༧ؒظ
͓Αͼ෮׆にͭいͯ 1��保険料払込みの猶予期間について知りたい。

อݥྉอݥྉ

保険料の͓ࠐΈがࠔに
ͳΒれた場合のܧଓํ๏ 1��保険料の負担を減らしたい。

˙อݥ ɾۚڅۚͷ͓ࢧ͍ʹ͍ͭͯ

อݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚ

保険金・څ付金の
ٻのྲྀれͱ意 1��保険金・給付金等の請求手続きについて知りたい。

อݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚ

保険金・څ付金の
ཧٻにͭいͯ 1��保険金・給付金等の代理請求について知りたい。

อݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚ

保険金・څ付金Λ
いͰ͖ͳい場合ࢧ͓ 1��保険金・給付金等が受け取れないケースについて

知りたい。

อݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚ

保険金受取人のࢮ
มߋにͭいͯ 1��受取人を変更したい。

˙ごܖޙʹ͍ͭͯ

ごܖޙごܖޙごܖޙ
͝契約の解約ͱ解約返戻金 1��保険を解約したい。

ごܖޙごܖޙごܖޙ
ੜ໋保険ͱ੫金にͭいͯ 1��生命保険料控除や

保険金などにかかわる税金について知りたい。

˙ ͝ 契約にͭいͯのॏ要ࣄ項、ॾखଓ͖、੫๏্の取扱いͳͲ、ͥ ͻͬͯいた͖ͩたいࣄ項ΛΘ͔Γす͘͝
આ໌しͯいますɻ

͝契約のし͓Γ

తผɹ࣍
త͔Β؆୯ʹใΛࡧݕ�

1��



��

࣍ͷ͓͠Γɹܖ͝

ओͳอޠ༺ݥͷごઆ໌

ओͳ保険༻ޠͷ͝આ໌�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

ごܖʹͯ͠ࡍ

� �保険ܖͷక݁ͱੜ໋保険ืूਓͷݶݖ� ・・・・・・・・・・ ���

� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�ਓใͷऔѻ͍ݸ� ���

� �ΫʔϦϯάɾΦϑ੍ʢ͓ਃࠐΈͷఫճ·ͨ͝ܖͷղআʣ�・・・ ���

� �͝ ・・・・・・・・・・・・・・・�ͷ͝ҙࡍΈͷࠐͷ͓ਃܖ ���

� �保険ձࣾͷ։ظ࢝�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

� �͓ औҾ࣌ͷ֬ೝ߲ࣄʹ͍ͭͯ� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

� �৽ͨͳ保険ܖͷ͑�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

อݥͷಛͱ͘͠Έ

� �ओܖʹ͍ͭͯ�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

� �ՃͰ͖Δಛʹ͍ͭͯ�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

อݥ ɾۚڅۚʹ͍ͭͯ

�� �保険 ɾۚڅۚͷٻͷྲྀΕͱҙ� ・・・・・・・・・・・ ���

�� �保険 ɾۚڅۚͷ͓ࢧݶظʹ͍ͭͯ� ・・・・・・・・・・・ ���

�� �保険 ɾۚڅۚΛ͓ࢧ͍Ͱ͖ͳ͍߹�・・・・・・・・・・ ���

�� �保険 ɾۚڅۚͷ͓ࢧ͍ʹ͍ͭͯͷ۩ମతྫࣄ� ・・・ ���

�� �保険 ɾۚڅۚͷٻʹ͍ͭͯ�・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

�� �保険 ɾۚڅۚͷཧٻʹ͍ͭͯ�・・・・・・・・・・・・・ ���

�� ・・・・・・・・・・・・・・・�͍ͯͭʹߋ保険ۚडऔਓͷมࢮ� ���

อޠ༺ݥอޠ༺ݥอޠ༺ݥ

͓ਃࠐΈ͓ਃࠐΈ

ಛɾ͠ ͘Έಛɾ͠ ͘Έ

อݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚอݥ ɾۚڅۚ

อݥྉʹ͍ͭͯ

�� �保険料ͷ͓ࠐΈ�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

�� �保険料Λ·ͱΊ͍ͯࠐΉํ๏�・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

�� �保険料ͷ݄ظࠐͱ༛༧͓ؒظΑͼ෮׆ʹ͍ͭͯ� ・・・・ ���

�� �保険料ͷ͓ࠐΈ͕ෆཁͱͳͬͨ߹� ・・・・・・・・・・・・ ���

�� �保険料ͷ͓ࠐΈ͕ࠔʹͳΒΕͨ߹ͷܧଓํ๏�・・・ ���

�� �保険ͷ·ͱΊׂͯҾʹ͍ͭͯ�・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

อো༰ͷݟ͠ʹ͍ͭͯ

�� �ม੍�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

ごܖޙʹ͍ͭͯ

�� �͝ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�ͷղͱղฦۚܖ ���

�� �ੜ໋保険ͱ੫ۚʹ͍ͭͯ�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

ੜ໋อݥʹؔ͢Δ͓Βͤ
�� �ੜ໋保険ܖ者保ߏػޢ� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ���

�� ・・・・・・・・・・・・・�༰রձ੍ܖ༰ొ੍ɾܖ� ���

�� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�রձ੍࣌ࠪఆࢧ� ���
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見直し見直し
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月払契約の場合で、当月分以後、3ʙ12か月分の保険
料をまとめてお払い込みいたͩくことをいいます。

保険金・څ付金・年金なͲを受け取れる人のことをいい
ます。

、の్中でؒظ義ҧがあった場合なͲに、保険ࠂ
当社の意ࢥで͝契約を消滅させることをいいます。

保険ؒظの్中で、͝ 契約者の意ࢥで͝契約を消滅さ
せることをいいます。解約されますと、以後の保障はな
くなります。

͝契約を解約された場合なͲに、͝ 契約者にお支払い
するお金のことをいいます。
金額は、保険種類・契約年 ・ྸੑ 別・保険ظ ・ؒ保険料
ظࠐ ա年月数・保険料の払込年月数なͲによってܦؒ・
ҟなります。また、解約返戻金がなかったり、解約返戻
金をいਫ準にઃ定しているもあります。

保険金の月払給付を行う場合に給付金を支払う期間を
いい、保険期間と同一とします。

Ո計保障定期保険（無解約返戻金型）のѪশ（ϖοτω
ʔϜ）です。

保険金の月払給付を行う場合の給付金の月額または保
険金の一時支払を行う場合の保険金額を算出する基準
として、保険契約締結の際、͝ 契約者のお申出によって
定めた金額をいいます。たͩし、基準給付金月額がม更
されたときは、ม更後の金額をいいます。

ඃ保険ऀがපؾέΨによりೖӃされたとき、ମに
障がੜじたとき、死亡されたときなͲに、お支払いす
るお金のことをいいます。

い Ұׅ（いっかつばらい）

͏ 受取人（うけとりにん）

͔ 解আ（かいじΐ）

解約（かいく）

解約返戻金（かいくんれいきん）

Ոܭ保障ظ （ؒかけいほしΐうきかん）�

Ոܭ保障定ظ保険/&0
（かけいほしΐうていきほけんͶお）�

͖ 基準څ付金݄ （ֹきじΎんきΎう;きん͛つがく）�

付金（きΎう;きん）څ

ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金またはॏ�࣬ප・障・ॏ
հޢ給付金を支払う期間として、保険契約締結の際、
͝契約者のお申出によって定めた期間をいいます。

͝契約後の保険ؒظ中にܴ͑る、ຖ月またはຖ年の契
約に対応する日のことをいい、ຖ月の契約日に対応
する日を「月୯Ґの契約応当日」、ຖ年の契約日に対応
する日を「年୯Ґの契約応当日」といいます。

準උ金のӡ用ӹが当社の༧定したӡ用ӹを͑
た場合に、͝ 契約後�年͝とにお支払いするお金のこと
をいいます。たͩし、契約者当金は、ӡ用࣮によっ
てมಈ（૿ݮ）し、お支払いできないこともあります。
˞この保険には、契約者当金はありません。

ඃ保険ऀの年ྸを契約ࡏݱの満年ྸで計算します。

をい（のଐする日ظ࢝։）則として保障開始の日ݪ
い、契約年ྸ、保険ؒظなͲの計算の基準日になりま
す。たͩし、保険種類（がんを保障する特約なͲ）
保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日
がҟなる場合があります。

基準給付金月額が当社の定める一定の金額以্となる
場合ߴ、 額割引制にもとづく保険料の割引が適用さ
れます。

保険ؒظが満了したときに、ॴ定の条件を満たせば健
康ঢ়ଶにかかわらず、保障をܧଓできる制のことを
いいます。
˞この保険には、更新のお取扱いはありません。

ظࢧ付金څ （ؒきΎう;きんしはらいきかん）�

͚ 契約Ԡ（けいくおうとうび）

ྫ  契約が����年�݄�の場合
月୯Ґの契約応当日ɿ2020年2月1日以߱のຖ月1日
年୯Ґの契約応当日ɿ2021年以߱ຖ年の1月1日

契約ऀ金（けいくしΌはいとうきん）

契約年 （ྸけいくͶんれい）

ྫ 。となりますࡀ�か月のඃ保険者の契約年ྸは�0ࡀ�0 

契約（けいくび）

ྫ   ݄ Ͱ͔ͭ࠲ޱৼସஂମΛ௨ͯ͡の͓ࠐΈ、
ΫϨδοτΧʔυにΑる͓ࠐΈの場合

契約日はݪ則として保障開始の日のଐする月の翌月
1日となります。

こ �割引੍度（こうがくわりびきせいͲ）ֹߴ

৽（こうしん）ߋ

保険用語保険用語保険用語

͝契約のし͓Γ

ओͳอޠ༺ݥͷごઆ໌ このϚʔΫは、この保険ಠࣗの
保険用語です。

（注）�この͝આ໌は、ੜ໋保険に関する一ൠతな用語をࡌܝしております。࣮ 際のお取扱いは、͝ 契約いたͩいた保険種類・͝ 契約
内容によってҟなることがあります。
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保険金なͲのお支払いの対となるঢ়ଶのこ障ߴ
とで、ඃ保険ऀが྆؟のྗࢹをશくӬٱにࣦった場合
なͲ、約款に定められたঢ়ଶをいいます。対となるߴ
障ঢ়ଶは、ެ తなମ障者ೝ定基準なͲとは要
件がҟなります。

͝契約のお申込みに際して、աڈのইප （ྺইප ໊࣏・
療期間なͲ）、ࡏݱの健康ঢ়ଶ・ମの障がいঢ়ଶ・৬ۀ
なͲのうちࠂॻ医ࢣの࣭によりおたずͶする
内容に対して、事࣮をありのままਖ਼֬にもれなくお
͑いたͩく義のことをいいます。

の࣭によりおたずͶする内容に対しࢣॻ医ࠂ
て、事࣮をࠂされなかったり、事࣮とҧうことをࠂ
された場合は、「ࠂ義ҧ」として͝契約特約が
解আされることがあります。

͝契約のお申込みに際して、աڈのইප （ྺইප ໊࣏・
療期間なͲ）、ࡏݱの健康ঢ়ଶ・ମの障がいঢ়ଶ・৬ۀ
なͲについて、ඃ保険 （ऀまたは͝契約者）ࣗ で͝回
していたͩくॻ໘のことをいいます。

保険金の月払給付を行う場合に給付金を支払う最
保ূ年数として、保険契約締結の際、͝ 契約者のお申出
によって定めた期間をいいます。

༛༧期間内に第2回以後の保険料のお払込みがないな
Ͳにより、͝ 契約のޮྗがࣦわれることをいいます。͝
契約がࣦޮすると、保障がないঢ়ଶになり、保険金・څ
付金・年金なͲをお支払いできません。

ඃ保険ऀである保険金・څ付金の受取人が、පؾέ
Ψにより保険金・給付金をٻする意ࢥ表ࣔができ
ないの場合に、保険金・給付金のཧٻを行うこ
とができる、あらかじめࢦ定された人のことをいいま
す。

。のことをいいますݶ付金なͲのお支払いに関するڅ

保険金・څ付金・年金なͲを支払うことになる事をい
います。

ঢ়ଶ（こうͲしΐうがいじΐうたい）度障ߴ

義（こくち͗Ή）ࠂ

義ҧ（こくち͗Ήいはん）ࠂ

ॻ（こくちしΐ）ࠂ

さ ظ保ূࢧ࠷ （ؒさいていしはらいほしΐうきかん）�

し ࣦ （ޮしっこう）

人（していͩいりせいきΎうにん）ٻ定ཧࢦ

度（しはらい͛んͲ）ݶࢧ

ྫ  ೖӃڅ付金のࢧݶ度
1回のೖӃについての支払日数のݶと通算の支払日
数のݶがあります。

༝（しはらいじΏう）ࣄࢧ

ྫ  約款ॴ定のඃ保険者の死亡、ೖӃ、खज़なͲ

͝契約のϕʔεとなる෦分で、約款のうちී௨保険約
款にࡌهされている契約内容のことをいいます。

主契約のී௨保険約款のことをいいます。

約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類ࣅ
の事項に、必要なม更を加͑てあてはめることをいい
ます。これに対し、「適用」とは、ある事項に関する規定
を他の類ࣅの事項に、そのままあてはめることをいい
ます。

をར用した͝契約のお申込ثػଳのใॲཧܞ
みをいいます。

医ࢣ扱の͝契約に申し込まれた場合には、当社のࢦ定
する医ࢣにより診・ݕ診をさせていたͩきます。ま
た、ۈઌなͲの定期健康診断の結Ռを͝ར用いたͩ
く方法なͲもあります。

当社が͝契約্の保障を開始する時期をいいます。ま
た、その開始期のଐする日を開始日といいま
す。

কདྷの保険金・څ付金・年金なͲをお支払いするため
に、保険料の中からੵみཱてられるものをいいます。

年払の場合で、কདྷの保険料を２年分以্まとめて払
い込Ήことをいいます。

͝契約のお申込時にお払い込みいたͩくお金のことを
いいます。͝ 契約が成ཱした場合には、第１回保険料に
充当されます。

保険ؒظの中్で特約を付加することをいいます。特
約を中్付加することにより、その特約の内容に応じ
て保障の加、͝ 契約の一෦ม更なͲをすることがで
きます。

約款の規定の中で、通ৗとはҟなる特別なお約ଋをす
るతでઃ定する規定のことをいいます。

主契約（しΎけいく）

主約款（しΎっかん）

準用（じΎんよう）

ใΛར用した͓ਃࠐΈ
（じΐうほうたんまつをりようしたおもうしこみ）

診 （ࠪしんさ）

ͤ ։ظ࢝（）（せきにんかいしき（び））

準උ金（せきにんじΎんびきん）

લೲ（ͥんのう）

た 第１ճ保険料૬ （ֹॆ金）
（ͩいいっかいほけんりΐうそうとうがく（じΎうとうきん））

ͪ த్付加（ちΎうと;か）

ͱ 特則（とくそく）
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特ผ条件の一つで、ඃ保険ऀの健康ঢ়ଶなͲが当社の
定めた基準に適合しない場合に、そのة険の種類およ
びఔに応じて、当社がࢦ定したମ෦Ґまたは特定
࣬පに対してڅ付金なͲをお支払いしないことをいい
ます。

特ผ条件の一つで、特定障（ॴ定のྗࢹ障）に対し
てߴ、 障保険金をお支払いしないことなͲをいい
ます。

ඃ保険ऀの健康ঢ়ଶաڈのපྺなͲに応じて͝契約
にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付
けしてお引き受けする͝契約を特別条件付契約といい
ます。

主契約の保障内容をさらに充࣮させるため、主契約
とҟなる特別なお約ଋをするతで主契約に付加する
ものです。

特約の約款のことをいいます。なお、ී ௨保険約款と特
約条項がҟなる内容の場合は、特約条項が༏ઌతに適
用されます。

当事者の意ࢥ表ࣔにより、͝ 契約の当ॳにって͝契約の
ޮྗをなくすことをいいます。͝ 契約の締結に際して、
ٗの行ҝがあったことにより͝契約が取り消された場合
は、すでにお払い込みいたͩいた保険料は払い戻しません。

保険料をお払い込みいたͩく月のことで、払込方法に
応じてܴ͑る契約Ԡのଐする月のॳ日から日ま
での期間をいいます。

保険（保障）がかけられている人のことで、その人のੜ
死・පؾ・έΨなͲが保険の対となります。

主契約の約款のことをいいます。

ࣦޮした͝契約を༗ޮなঢ়ଶに戻すことをいいます。
この場合、վめてࠂまたは診ࠪが必要となりますの
で、健康ঢ়ଶなͲによっては෮׆できないこともあり
ます。

特定࣬ප・෦Ґෆ୲保（とくていしっい・Ϳい;たんΆ）

特定障ෆ୲保（とくていしΐうがい;たんΆ）

特ผ条件（とくつじΐうけん）

特約（とくく）

特約条項（とくくじΐうこう）

取ফ（とりけし）

˔˔ （̝˔）は ظࠐ （݄はらいこみき͛つ）

ྫ  契約Ԡが�݄�の場合
保険料の払込期月は、�月1日から�月30日までとなり
ます。

ͻ ඃ保険 （ऀͻほけんしΌ）

; ී௨保険約款（;つうほけんっかん）

෮׆（;っかつ）

当社が͝契約্の保障を開始してから終了するまでの
期間のことをいいます。この期間内に死亡ೖӃなͲ
のࢧࣄ༝がൃੜした場合のみ、保険金・څ付金なͲの
お支払いの対となります。たͩし、保険種類および保
険料の払込方法によっては、保険期間の始期と։
。がҟなる場合がありますظ࢝

ඃ保険ऀがお亡くなりになったとき、当社ॴ定のߴ
度障ঢ়ଶになられたときなͲに、お支払いするお金
のことをいいます。

この保険における保険金額とは、保険金の一時支払を
行う場合にお支払いする金額をいいます。

ੜ໋保険会社と保険契約を結び、͝ 契約্の༷ʑなݖ
ར（たと͑ば、契約内容のม更なͲのٻ）と義（たと
͑ば、保険料を払い込Ή義）を࣋つ人のことをいいま
す。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約
者」とݴい表します。

͝契約の保険金額保険ؒظなͲの契約内容を۩ମత
にࡌهしたものをいいます。

契約から1年͝との期間のことをいいます。契約日か
ら最ॳの満1か年を第1保険年といい、以下ॱ次、第2
保険年、第3保険年、ʜといいます。

契約年ྸに年୯Ґの契約Ԡ͝とに1ࡀを加͑て計
算した年ྸのことをいいます。

͝契約者から、当社にお払い込みいたͩくお金のこと
をいいます。

保険料のํࠐ๏（ճ）に応じ、それぞれの݄ظࠐ
の契約Ԡから次の払込期月の契約応当日の前日ま
での期間をいいます。

保険料の払込方法（回数）には、保険種類に応じて、月
払、年払があります。

΄ 保険ظ （ؒほけんきかん）

保険金（ほけんきん）

保険金 （ֹほけんきんがく）�

保険契約 （ऀほけんけいくしΌ）

保険ূ （݊ほけんしΐうけん）

保険年度（ほけんͶんͲ）

保険年 （ྸほけんͶんれい）

ྫ   契約が����年�݄�、契約年ྸがࡀ��の場合
保険年ྸは、2021年1月1日より�12022、ࡀ年1月1
日より�2ࡀ、ʜとなります。

保険料（ほけんりΐう）

保険料ظ （ؒほけんりΐうきかん）

保険料のํࠐ๏（ճ）
（ほけんりΐうのはらいこみほうほう（かいすう））
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保険料の払込方法（ܦ࿏）には、保険種類に応じて、口座
振替によるお払込み、ΫϨδοτΧʔυによるお払込
みなͲがあります。

特ผ条件の一つで、ඃ保険ऀの健康ঢ়ଶなͲが当社の
定めた基準に適合しない場合に、そのة険の種類およ
びఔに応じて、通ৗの保険料に特別保険料を加算す
ることをいいます。

保険料をお払い込みいたͩく期間のことをいいます。

ඃ保険ऀが不ྀの事ނによりॴ定のମ障のঢ়ଶに
なられたときなͲに、以後の保険料のお払込みを໔আ
することをいいます。

保険料のお払込みが໔আされる事をいいます。

݄ظࠐ内に保険料のお払込みの合がつかない場合
に、保険料のお払込みが༛༧される期間のことをいい
ます。保険料のํࠐ๏（ճ）に応じて、次のとおりで
す。

保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険
金額給付金日額なͲに対する保険料のことをいいま
す。

保険（౦ژւ্άϧʔϓのੜଛ保一ମ型保険）の͝契
約の場合で、お申込み時点でॴ定の条件を満たしたと
きに、͝ 契約ॳ年の保険料に適用される割引のこと
をいいます。

年払保険料のうち、保険料ؒظ中のະܦաの月数に対
応する෦分の保険料をいいます。（１か月ະ満の数は
りࣺてます。）

保険料のํࠐ๏（ܦ࿏）
（ほけんりΐうのはらいこみほうほう（けいろ））

保険料の割 （૿ほけんりΐうのわりまし）

保険料ظࠐ （ؒほけんりΐうはらいこみきかん）

保険料ࠐΈの໔আ
（ほけんりΐうはらいこみのめんじΐ）

保険料ࠐΈの໔আࣄ༝
（ほけんりΐうはらいこみのめんじΐじΏう）

ྫ  ඃ保険ऀの不ྀの事ނによるॴ定のମ障のঢ়ଶなͲ

保険料ࠐΈの༛༧ؒظ
（ほけんりΐうはらいこみのΏうよきかん）

ྫ   第２ճҎޙの保険料ࠐΈの༛༧ؒظ
月払の場合ɿ払込期月の翌月ॳ日から日まで
年払の場合ɿ�払込期月の翌月ॳ日から翌ʑ月の月୯Ґ

の契約Ԡまで

保険料（ほけんりΐうりつ）

ま まͱΊͯ割引（まとめてわりびき）�

Έ ະܦա保険料（みけいかほけんりΐう）

解約返戻金がない期間のことをいいます。
Ո計保障定期保険/&0の場合、保険料ؒظࠐと同一
の期間となります。

͝契約の当ॳから͝契約のޮྗがなくなることをいい
ます。保険金・څ付金を不法に取ಘするతで加ೖさ
れたとೝめられたことにより、͝ 契約が無ޮとなった
場合には、すでにお払い込みいたͩいた保険料は払い
戻しません。

保険金・څ付金のおࢧࣄ༝保険料ࠐΈの໔আ
༝に該当しているものの、保険金・給付金のお支払ࣄ
いまたは保険料ࠐΈの໔আができない、約款ॴ定の
事由をいいます。

「͝契約についてのとりきめ」をࡌهしたもので、ී ௨
保険約款と特約条項があります。

保険料はその算出にあたり、কདྷの資࢈ӡ用によるऩ
ӹをあらかじめݟ込んで割り引いていますが、その際
に用いるརのことを༧定རといいます。

Ή 無解約返戻金ظ （ؒΉかいくんれいきんきかん）�

無 （ޮΉこう）

Ί ໔ࣄ༝（めんせきじΏう）

ྫ   ͝ 契約後̏年以内のࣗࡴ、　　　　　　　　　　　
ञؾଳびӡస中の事ނによるೖӃなͲ

 約款（っかん）

Α ༧定ར（よていりりつ）
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お申込みお申込みお申込

͝契約のし͓Γ

ごܖʹͯ͠ࡍ

ࣾの取扱ऀʗཧళ（ੜ໋保険ืू人）は、͓ ٬༷ͱ
ࣾの保険契約క݁のഔհΛさͤͯいた͖ͩますɻ
ੜ໋保険契約は、͓ ٬༷͔Βの保険契約の͓ਃࠐΈに
対しͯࣾがঝしたͱ͖に༗ޮにཱしますɻ

❶�อܖݥక݁ͷʮഔհʯͱʮཧʯʹ ͍ͭͯ

❷�ੜ໋อूืݥਓʹ͍ͭͯ

保険契約のక݁ͱੜ໋保険ืू人のݶݖ�

個人ใの取扱い�

ㅡ�ੜ໋保険ืू人が保険契約締結の「ഔհ」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約
は༗ޮに成ཱします。
ㅡ�ੜ໋保険ืू人が保険契約締結の「ཧ」を行う場合は、ੜ໋保険ืू人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契
約は༗ޮに成ཱします。

ㅡ�ੜ໋保険のืूは、保険ۀ法に基づきొされたੜ໋保険ืू人のみが行うことができます。
ㅡ�当社の取扱者ʗཧళ（ੜ໋保険ืू人）は、お٬༷と当社の保険契約締結のഔհを行う者で、保険契約締結のཧݖはあり
ません。したがいまして、保険契約は、お٬༷からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに༗ޮに成ཱします。
ㅡ�͝ 契約の成ཱ後に͝契約内容のม更（保険契約の෮׆、特約の中్付加）をされる場合にも、ݪ則として当社の承諾が必
要になります。
ㅡ�当社の取扱者ʗཧళであるੜ໋保険ืू人の分・ݶݖに関しまして֬ೝを͝要の場合には、רのΧελϚʔηϯ
λʔまで͝࿈བྷくͩさい。

 

 

取扱者／代理店（生命保険募集人） 当社お客様

媒介を
します。

ࣾは、ϓϥΠόγʔϙϦγʔ（個人ใの取扱いに関するํ）Λ定Ί、ۀ্ඞ要ͳൣғͰ個人ใΛ適にར用・
ཧし、個人ใの保ޢにͭͱΊͯいますɻ
ϓϥΠόγʔϙϦγʔにͭいͯは、ࣾϗʔϜϖʔδ（IUUQT���XXX�UNO�BOTIJO�DP�KQ�）Λ͝ཡͩ͘さいɻまた、ʮ個人
ใの取扱いに関する͝Ҋʯにͭいͯは、ʮॏ要ࣄ項આ໌ॻʯのͦのଞのॏ要ࣄ項Λ͝ࢀরͩ͘さいɻ
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͓ਃऀࠐまたは͝契約ऀは、ҎԼの͔ΒͦのΛؚΊͯ8日以内Ͱ͋れ、ॻ໘にΑΓ͓ਃࠐΈのఫճまたは͝契約
の解আ（ҎԼʮΫʔϦϯάŋΦϑʯͱいいますɻ）ΛするこͱがͰ͖ますɻ

（˞）第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。

ΫʔϦϯά・Φϑ੍度（͓ਃࠐΈのఫճまたは͝契約の解আ）�

ΫʔϦϯά・ΦϑがՄ能な期間

�ؒ
˛
申込日
（��10）

˛
第1回保険料相当額ྖऩ日

（��1�）

˛
この日まで
（��22）

ʲྫʳ

ʮ։ظ࢝に関する特約ʯ
Λ付加しͳい場合

「ご契約のお申込日」または「第1回
保険料相当額の領収日（※）」の
いͣれ͔い

ʮ։ظ࢝に関する特約ʯ
Λ付加する場合 「ご契約のお申込日」 �ؒ

˛
この日まで
（��1�）

˛
申込日
（��10）

ΫʔϦϯά・ΦϑがՄ能な期間ʲྫʳ

ୈ̍ճ保険料૬ֹͷ͓ํࠐ๏ ୈ̍ճ保険料૬ֹͷྖऩ

①当社の取扱者ʗཧళの払込み 当社の取扱者ʗཧళが受け取った日

②金༥ػ関からの振込 当社ࢦ定の口座にண金した日

ᶅΫϨδοτΧʔυによる払込み 当社がΫϨδοτΧʔυの༗ޮੑを֬ೝした日

ᶆίϯϏχΤϯεετΞの払込み ίϯϏχΤϯεετΞお払い込みされた日

ᶇϖΠδʔ（1BZ�FBTZ）ऩ納αʔϏεによる払込み 金༥ػ関のΠϯλʔωοτ（ϞόΠϧ）όϯΩϯάまたは"5.で払込खଓを了した日

ㅡ�ΫʔϦϯά・Φϑに関する͝注意お申出方法については、「ॏ要事項આ໌ॻ」の注意ىשใ「1�ΫʔϦϯά・Φϑ（お申
込みのఫ回͝契約の解আ）ができます。」を͝ࢀরくͩさい。

͝契約の͓ਃࠐΈのࡍの͝意�
❶�ਃࠐॻɾࠂॻͷごهೖʹ͍ͭͯ
ㅡ�͝ 契約の申込ॻ・ࠂॻは、͝ 契約者およびඃ保険者ࣗ͝でهೖしてくͩさい。هೖ内容をे分お֬かめのう͑、ॺ໊、ԡ
ҹをおئいします。（˞）

（˞）ใをར用したお申込みの場合は、おखଓきը໘に͝契約者およびඃ保険者ࣗ͝でೖྗしてくͩさい。ೖྗ内容をे分お֬かめの
う͑ॺ໊をおئいします。

ٛࠂͷۀঢ়ଶɾ৬߁݈�❷
ㅡ�ੜ໋保険はଟ数の人ʑが保険料を出し合って、相ޓに保障しあう制です。したがって、ॳめから健康ঢ়ଶのྑくない方
。にै事されている方が無条件に契約されますと、保険料ෛ୲のެ平ੑは保たれませんۀい৬ߴ険のة
ㅡ�աڈのইප （ྺইප の࣭にࢣॻ医ࠂのうちۀମの障がいঢ়ଶ、৬、گ٤Ԏঢ়、の健康ঢ়ଶࡏݱ、（療期間໊࣏・
よりおたずͶする内容に対して、事࣮をありのままにਖ਼֬にもれなくおらせ（ࠂ）くͩさい。
ㅡ�当社では、͝ 契約者間のެ平ੑを保つため、お٬༷のおମのঢ়ଶすなわち保険金のお支払いがൃੜするϦεΫに応じた
お引受けを行っております。ইපྺがある場合でも、その内容͝加ೖされる保険種類によってはお引き受けすることが
あります。なお、ইපྺをࠂされた場合は、ॴ定の診ࠪৄしいࠂ、当社がおئいする資料の͝ఏ出が必要となるこ
とがあります。
ㅡ�他の注意点につきましては、「ॏ要事項આ໌ॻ」の注意ىשใ「2ɽ最ۙの健康ঢ়ଶ・৬ۀについてありのままをࠂして
くͩさい。」を͝ࢀরくͩさい。

❸�อݥྉͷ͓ࠐΈʹ͍ͭͯ
ㅡ�第1回保険料相当額のお払込方法は、͝ 定口座ࢦ関からの口座振替、ΫϨδοτΧʔυによる払込み、当社ػ定された金༥ࢦ
のお振込みなͲがあります。（˞）
ㅡ�第1回保険料相当額を当社の取扱者ʗཧళに払い込まれる場合は、引き͑に必ず当社ॴ定の「保険料ྖऩূ」をお受け
取りくͩさい。

（˞）�お取扱いできるお払込方法が制ݶされる場合があります。
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❺�ごܖͷ֬ೝʹ͍ͭͯ
ㅡ�当社の社һまたは当社がҕୗした者が、͝ 契約のお申込み後または保険金・給付金の͝ٻおよび保険料のお払込໔আの
͝ٻの際、͝ 契約のお申込内容または͝ٻ内容について֬͝ೝさせていたͩく場合があります。

❻�ͦͷଞ
ㅡ�͝ 契約内容によっては、お支払いする保険金額がお払込保険料の合計額よりগない金額となることがあります。े 分に
֬͝ೝのう͑、お申し込みくͩさい。

❹�อ݊ূݥͷ֬ೝʹ͍ͭͯ
ㅡ�͝ 契約をお引き受けしますと、当社は保険ূ݊を͝契約者におૹりします。お申込内容と相ҧがない
かをよくお֬かめくͩさい。
ㅡ�ສが一、相ҧする点が͟͝いましたら、おख数ですが取扱者ʗཧళまたは保険ূ݊表ࣔのর会ઌ
͝࿈བྷくͩさい。

͓ਃしࠐΈいたͩいた͝契約Λࣾがঝ（͓引͖受͚するこͱΛܾ定）した場合には、第�ճ保険料૬ֹの͓ࠐ
ํ๏にԠ͡、ॴ定のखଓ͖がऴྃした͔࣌Β͝契約্の保障Λ։࢝しますɻ

保険ձࣾの։ظ࢝�

ୈ̍ճ保険料૬ֹͷ͓ํࠐ๏ ։ظ࢝ʢ͝ܖ্ͷ保োΛ։࢝͢Δظ࣌ʣ

①口座振替による払込み（˞1）
（「開始期に関する特約」を付加） 「͝契約のお申込みを受けた時」（˞2）または「ࠂの時」のいずれかい時

②ΫϨδοτΧʔυによる払込み（˞3） 「当社がΫϨδοτΧʔυの༗ޮੑを֬ೝした時」または「ࠂの時」のいずれかい時

ᶅ金༥ػ関からの振込 「第１回保険料相当額が当社ࢦ定の口座にண金した時」または「ࠂの時」のいずれかい時

ᶆ当社の取扱者ʗཧళの払込み 「当社の取扱者ʗཧళが第１回保険料相当額を受け取った時」または「ࠂの時」のいずれかい時

ᶇίϯϏχΤϯεετΞの払込み 「ίϯϏχΤϯεετΞお払い込みされた時」または「ࠂの時」のいずれかい時

ᶈϖΠδʔ（1BZ�FBTZ）ऩ納αʔϏεによる払込み 「金༥ػ関のΠϯλʔωοτ（ϞόΠϧ）όϯΩϯάまたは"5.で払込खଓを了した時」または
のいずれかい時「の時ࠂ」

（˞1）͝ 契約のお申込みに際して、口座振替による第１回保険料相当額のお払込みをرされ、当社が承諾したものの、࣮ 際には口座振替によ
らず第１回保険料相当額をお払い込みいたͩいた場合を含みます。

（˞2）「͝契約のお申込みを受けた時」とは、「当社または当社の取扱者ʗཧళが申込ॻを受ྖした時」をいいます。なお、ใをར用し
たお申込みの場合は、「ใで͝契約のお申込みをされた時」をいいます。

（˞3）͝ 契約のお申込みに際して、ΫϨδοτΧʔυによる第１回保険料相当額のお払込みをرされた場合であっても、࣮ 際にはΫϨδο
τΧʔυによらず第１回保険料相当額をお払い込みいたͩいたときは、この場合には該当しません。

▲
お払込み（※）

▲
告知

▲
承諾

「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
（第１回保険料相当額のお払込方法が上表②～⑥）

「責任開始期に関する特約」を付加する場合
（第１回保険料相当額のお払込方法が上表①）

▲
お申込み

▲
告知

▲
承諾

▲
お払込み

責任開始期

【責任開始期の例示】

▲
お申込み

▲
告知

▲
お払込み（※）

▲
承諾

▲
お申込み

責任開始期

責任開始期

（˞）�第１回保険料相当額のお払込方法が্表②の場合は、「お払込み」を「ΫϨδοτΧʔυの༗ޮੑを֬ೝ」にಡみ替͑ます。

ご注意

次の特則・特約にͭいͯは、ѱੑ৽ੜに関しͯ90日の不担保期間が͋ΓますɻこのたΊ、ඃ保険ऀが։͔࢝Β
ͦのΛؚΊͯ��ΛܦաするҎલ（։ظ࢝લΛؚΈますɻ）にѱੑ৽ੜにጶױした場合は、保険料のࠐ໔
আまたはڅ付金の͓ࢧいの対象ͱͳΓまͤんɻ
・特定࣬ප保険料ࠐ໔আ特則 
・特定࣬ප・ॏ度հޢ保険料ࠐ໔আ特則（˞�）

・特定࣬ප・障・ॏ度հޢ保険料ࠐ໔আ特則（˞�）

・５࣬ප・ॏ度հޢՈܭ保障特約（˞�）

・ॏ度５࣬ප・ॏ度հޢҰ࣌金特約（˞�）

・５࣬ප・障・ॏ度հޢՈܭ保障特約（˞�）

・ॏ度５࣬ප・障・ॏ度հޢҰ࣌金特約（˞�）

（ １˞）これらの特則・特約は、要հޢঢ়ଶによる保険料の払込໔আまたは給付金のお支払いについては不୲保期間の取扱いはありません。
（ ２˞）これらの特則・特約は、障ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶによる保険料の払込໔আまたは給付金のお支払いについては不୲保期間の取扱いはあ

りません。
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͓取引࣌の֬ೝࣄ項にͭいͯ�
❶�犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認（本人特定事項等の確認）
ʮ൜ࡑʹΑΔऩӹͷҠసࢭʹؔ͢Δ๏ʢ൜ࡑऩӹҠసࢭ๏ʣʯʹ Λॴఆͷํ๏ʹΑΓ߲֬ࣄɺຊਓಛఆ͖ͮج
ೝ͍ͤͯͨͩ͘͜͞ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ຊਓಛఆ߲ࣄʹมࡍ͕ͨͬ͋ߋʹɺࣾ·Ͱご࿈བྷ͍ͩ͘͞·͢Α͏͓͍͠ئ·͢ɻ
ㅡ�取引時֬ೝは、お٬༷の取引に関するهの保ଘを行うことで、金༥ػ関がςϩϦζϜに対する資金ڙ༩にར用されたり、
Ϛωʔ・ϩʔϯμϦϯάにར用されたりすることを͙ことをతとしたものです。
ㅡ�取引時֬ೝは、ੜ໋保険契約の締結、ݱ金による200ສԁを͑る取引、なりすましِりのٙいのある取引の際に必
要となります。
（取引時֬ೝが必要な取引・については、対֎となるものもあります。）
ㅡ֬ೝさせていたͩく本人特定事項は、次のとおりです。
①個人のお٬༷の場合ʜ໊ࢯ、ॅ ۀੜ年月日および৬、ډ
②法人のお٬༷の場合ʜ໊শ、本ళのॴࡏ、事ۀ内容および࣮࣭త支者

ೲ੫ٛऀͷ֬ೝࠃถͮ͘جʹ"5$"'�❷
ถࠃ๏ʮ֎࠲ޱࠃ੫ίϯϓϥΠΞϯε๏ʢ'"5$"ʣʯ࣮ ɺ͓͖ͮجʹிؒͷ໌Δถؔؔ͢ʹࢪ ٬༷͕ถࠃʹ
͓͚Δೲ੫ٛऀͰ͋Δ͔Λ֬ೝ͠ɺ֘ ͢Δ߹ʹถࠃࡀࠃೖிʹごܖใͷใࠂΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ
ごܖޙɺถͷڥͷมԽʹΑͬͯɺถࠃʹ͓͚Δೲ੫ٛऀʹ֘͢Δ͜ͱͱͳͬͨ߹ɺࣾ·Ͱご࿈
བྷ͍ͩ͘͞ɻ
ㅡ�「'"5$"」とは、ถࠃ納੫義者によるถࠃ֎の金༥口座をར用したે੫回ආを͙తで、ถࠃ֎の金༥ػ関に対し
て、お٬༷がถࠃ納੫義者であるかを֬ೝすることなͲをٻめる法です。
ㅡ�ถࠃにおける納੫義者には、一ൠతにۙ̏年間で183日以্ถࠃにࡏする者およびถࠃӬॅݖॴ༗者を含みます。
ㅡ�お٬༷がถࠃにおける納੫義者に該当しないことをએいたͩくことにより֬ೝを行います。該当する場合は、ॴ定のॻ
໘を別్͝ఏ出いたͩきます。

保険契約の ΉこࠐΛલఏͱしͯ、৽たͳ保険契約Λਃしֹݮ契約のࣾまたはଞࣾの解約͝ࡏݱ͑）
ͱ）Λ͝ݕ౼される場合、͓ ٬༷にͱͬ ͯෆརӹにͳるࣄ項が͋ΓますのͰ、特に次の༰にͭいͯ͝意ͩ͘さいɻ
ㅡࡏݱ�の͝契約を解約するにあたっては、ଟくの場合、解約返戻金はお払込保険料の合計額よりগない金額となります。特
に、͝ 契約後期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あっても͝くわずかです。
ㅡ�新たにお申込みの保険契約について、ඃ保険者の健康ঢ়ଶなͲにより引受けをお断りする場合があります。
ㅡ�新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場合、վめて保険期間の始期から�0日の不୲保期間が適用さ
れるため、保険期間の始期と開始期がҟなる場合があります。この不୲保期間中にࡏݱの͝契約を解約するとがんの保
障がない期間がൃੜします。
ㅡ�他の注意点につきましては、「ॏ要事項આ໌ॻ」の注意ىשใ「10�͝契約の͑はお٬༷にとって、不རӹになることが
あります。」を͝ࢀরくͩさい。

৽たͳ保険契約の͑�
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ಛɾ͠ ͘Έಛɾ͠ ͘Έ

͝契約のし͓Γ

อݥͷಛͱ͘͠Έ

主契約にͭいͯ�
この保険は無当保険です
ので、契約者当金はあり
ません。また、͝ 契約を更新
することはできません。

ご注意

保険料を一時払により払い
込Ήことはできません。ま
た、保険期間・保険料払込期
間のม更もできません。

ご注意

保険金額の計算方法につ
いては、普通保険約款ඌの
「ʪߟࢀʫ保険金額の計算
方法」を͝ࢀরくͩさい。

ご参考

基準給付金月額のݮ額に
より、条件を満たさなくなっ
た場合は、 高額割引制度
が適用されなくなります。

ご注意

特定࣬ප・ॏհޢ保険料
払込໔আ特則または特定࣬
ප・障・ॏհޢ保険料払
込໔আ特則を付加する場合
の 最低支払保証期間は2
年または�年となります。

ご注意

˗�保険金の月払給付を行う場合、Ո計保障期間満了日まで、ຖ月、基準給付金月額を
お支払いします。
˗�保険金ٻ時にお申し出いたͩくことにより、保険金の一時支払をબいたͩく
こともできます。この場合、お支払事由に該当した時点の保険金額 をお支払いし
ます。

特長1 ・ߴࢮ 度障の保障ͱしͯ、ຖ݄ॴ定のڅ付金Λ
͓受͚取Γいた͚ͩますɻ

٤Ԏঢ়گにΑΓ適用保険料がҟͳΓますɻ
˗�ඃ保険者のա1ڈ年以内の٤Ԏঢ়گにより、ඇ٤Ԏ者保険料またはඪ準保険料
を適用します。ඇ٤Ԏ者保険料は、ඪ準保険料より保険料が割҆です。

ಛ3

が͋Γますɻؒظ保ূࢧ࠷

˗�死亡ߴ・ 障となられた場合、Ո計保障期間満了日までの期間が、最支払保ূ
期間に満たないときは、Ո計保障期間満了日にかかわらず、最支払保ূ期間を通
じてຖ月ॴ定の給付金をお支払いします。
˗�最低支払保証期間 は、1年、２年、̑ 年のいずれかからબすることができます。

ಛ2

保険料ؒظࠐதの解約返戻金Λͳ͘したϓϥϯͰすɻ
˗�保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
˗�保険料払込期間満了後の解約返戻金の額は、適用保険料・契約年 ・ྸੑ 別・保険期
間・保険料払込期間・ܦա年月数なͲによりҟなります。

ಛ4

割引੍度が͋Γますɻֹߴ
˗�基準給付金月額が�ສԁ以্の場合、高額割引制度 にもとづく保険料の割引が適
用されます。

特長5

Ոܭอোఆظอ0&/ݥ（Ո計保障定期保険（無解約返戻金型））
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ɹçอۚݥͷ͓ࢧ͍

͍ࢧ͓
͢Δ保険ۚ 保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ ͓ड͚औΓʹͳΔਓ

死亡保険金 ඃ保険者が保険期間中に死亡されたとき 死亡保険金受取人

障ߴ
保険金

ඃ保険者が開始期以後にੜじたইまたは࣬පがݪҼで
保険期間中に所定の高度障害状態 になられたとき

ඃ保険者
保険契約者が法
人で、かつ死亡保
険金受取人が保
険契約者である
場合は、保険契
約者

所定の高度障害状態につ
いては、「普通保険約款別
表3�対となるߴ障ঢ়
ଶ」を͝ࢀরくͩさい。

別表参照

ご注意

・ 保険ؒظͱはඃ保険ऀがࢮߴ・ 度障ͱͳΒれた場合に保障の対象ͱͳるؒظΛ
いい、Ոܭ保障ؒظͱは保険金の݄څ付（څ付金のຖ݄ࢧ）Λ͏ߦ場合にڅ付金
Λ͓ࢧいするؒظΛいいますɻ

・ 保険ؒظຬྃͱՈܭ保障ؒظຬྃはಉҰͰすɻ

ご注意

ඃ保険ऀ本人が٤ԎऀͰͳ͘ͱ、受ಈ٤ԎにΑΓ٤ԎࠪݕͰཅੑͱ定された場
合は、ඇ٤Ԏऀ保険料Λ適用するこͱはͰ͖まͤんɻ

ɹçద༻อݥྉʹ͍ͭͯ
˔適用保険料は、ඃ保険者の年ྸに応じて、٤Ԏঢ়گに関するࠂ（お٬༷の͝申ࠂ）および٤
Ԏࠪݕの結Ռにもとづいて定します。

˔この保険に付加される次の特約についても、主契約と同一の種類の保険料を適用します。
・̑ ࣬ප・ॏհޢՈ計保障特約� ・ॏ̑࣬ප・ॏհޢ一時金特約
・̑ ࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約� ・ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ一時金特約

˔この保険に特定࣬ප保険料払込໔আ特則が付加された場合、次の特約のうち、特定࣬ප保険料
払込໔আ෦分の保険料についても、主契約と同一の種類の保険料を適用します。
割૿特約ࡂ・
・ই特約（本人型）

˔保険契約が෮׆した場合、෮׆後の͝契約には、ࣦ ޮ前の͝契約と同一の種類の保険料を適
用します。

ඃ保険者の年ྸ

ະ満ࡀ20

以্ࡀ20 あり

なし ཅੑ

ӄੑ

標準保険料率

標準保険料率

標準保険料率

非喫煙者保険料率

٤Ԏঢ়گに関するࠂ
（ա１ڈ年以内の٤Ԏྺ）

٤Ԏࠪݕ

˞�٤Ԏとは、רࢴたばこのほか、༿ר、ύΠϓ、ࠁみたばこ、טみたばこ、ᄿ͗たばこ、ి λόίおよびχίࢠ
νϯを含༗するࡎ（χίνϯΨϜ、χίνϯύου）のٵ引を含みます。

ইපྺがあり、保険料の
割૿を行う場合はࠨ、 にه
かかわらず、ඪ準保険料
を適用します。

ご注意

ঢ়ଶにෳ数該当し障ߴ
た場合でもߴ、 障保険
金はॏෳしてはお支払いし
ません。

ご注意

＜保険金を月払給付する場合のイメージ図＞

基準給付金月額
給付金をお支払いする期間

死亡または高度障害状態に該当

こ
の
保
険
に

満
期
保
険
金
は
あ
り
ま
せ
ん

保険期間・家計保障期間・保険料払込期間
ご契約日 満了日

仕組図



��

ओ
ͳ
อ
ݥ
༻
ޠ
ͷ
͝
આ
໌

͝
ܖ
約
ʹ
ࡍ
͠
ͯ

อ
ݥ
ͷ
特

ͱ
͠
͘
Έ

อ
ݥ
ۚ
ɾ
څ

ۚ

ʹ
ͭ
͍
ͯ

อ
ݥ
ྉ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

อ
ো

༰
ͷ
ݟ

͠
ʹ
ͭ
͍
ͯ

͝
ܖ
約
ޙ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

ੜ
໋
อ
ݥ
ʹ
ؔ
͢
Δ
͓

Β
ͤ

ご参考

基準給付金月額は、保険
契約締結時に͝契約者のお
申出によって定めます。た
ͩし、基準給付金月額がม
更されたときは、ม更後の
金額をいいます。

ご参考

保険金額の計算方法につ
いては、普通保険約款ඌ
の「ʪߟࢀʫ保険金額の計
算方法」を͝ࢀরくͩさい。

͓डऔํ๏ ֹࢧ͓

月払給付 家計保障期間 満了日まで、ຖ月基準給付金月額 をお支払いします。

一時支払
お支払事由に該当した時の保険金額 をお支払いします。
保険金額は、最支払保ূ期間が適用される期間をআき、保険期間のܦաとともにచ
。しますݮ

˔保険金のお受取方法およびお支払額は次のとおりです。

ご注意

・ߴ 度障保険金Λࢧ͏લにඃ保険ऀがࢮしたͱ͖は、ࣾはߴ、 度障保険金
Λ͓ࢧいしまͤんɻたͩし、ࢮ保険金の໔ࣄ༝に֘した場合し͘はࢮ保
険金のٻがͳされͳいこͱが֬定した場合にはこのݶΓͰは͋Γまͤんɻまたߴ、
度障保険金Λࢧͬたޙにࢮ保険金のٻΛ受͚ͯ、ࣾは、ͦ のࢮ保険
金Λ͓ࢧいしまͤんɻ

・ඃ保険ऀがࢮされた場合、ࢮ保険金受取人にࢮ保険金Λ͓ࢧいし、͝ 契
約はফ໓しますのͰ、保険契約ऀはඃ保険ऀのࢮޙに主契約͓Αͼ特約Λ解約す
るこͱはͰ͖まͤんɻ

ㅡ�保険金は次のとおりお受け取りいたͩくこともできます。
①保険金の一෦を一時支払とし、りを月払給付とすること
（注）たͩし、月払給付෦分の基準給付金月額が当社ॴ定の金額以্であることが必要です。
②保険金を一定期間す͑ஔいた後、お受け取りいたͩくこと（す͑ஔ支払）

ㅡ�月払給付をબされた場合、給付金のお支払い開始後に、কདྷの給付金のお受取りに͑て、給
付金のະ支払分のݱՁを一括して͝ٻいたͩくことができます。

ɹçอۚݥͷ͓डऔํ๏ͱ͓ࢧֹͷؔʹ͍ͭͯ
˔保険金の月払給付を行う場合、ඃ保険者が保険金のお支払事由に該当したときは、家計保障期
間 の満了日までຖ月給付金をお支払いします。
このため、月払給付の受取総額は、保険金のお支払事由に該当した時期によってҟなり、最
支払保ূ期間が適用される期間をআき、保険期間のܦաとともにগなくなります。

ごܖྫ
保険期間・Ո計保障期間�ɿ�30年、最支払保ূ期間�ɿ��年、
基準給付金月額�ɿ�20ສԁ

月払給付の受取総額 ： 月額20万円×321回＝  6,420万円

保険期間・家計保障期間
死亡または高度障害状態に該当

ご契約日 満了日

ʲྫ1ʳ͝ 契約後̏年４か月に死亡またはߴ障ঢ়ଶに該当した場合

ʲྫ２ʳ͝ 契約後2�年1か月に死亡またはߴ障ঢ়ଶに該当した場合

最低支払
保証期間

月払給付の受取総額 ： 月額20万円×60回＝  1,200万円

保険期間・家計保障期間
死亡または高度障害状態に該当

ご契約日 満了日

払低 払最低支払

家計保障期間は保険期間
と同一です。また、最支払
保ূ期間が適用される場合
は、Ո計保障期間満了日に
かかわらず、最支払保ূ
期間を通じてຖ月給付金を
お支払いします。

ご注意

保険金のお支払事由がੜじ
た時以後、保険金の受取人
から保険金の一時支払また
はす͑ஔ支払をબするࢫ
のお申出がない場合は、保
険金の月払給付を行いま
す。

ご注意
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ৄ、表の特則についてࠨ ࡉ
は次ท以߱を͝ࢀরくͩさ
い。

ご参考

表の特則はいずれか１つࠨ
のみ付加することができ、
ॏͶて付加することはでき
ません。

ご注意

不慮の事故については、
「普通保険約款別表2�対
となる不ྀの事ނ」を、 所
定の身体障害の状態につい
ては、「普通保険約款別表
��対となるମ障のঢ়
ଶ」を͝ࢀরくͩさい。

別表参照ɹçอݥྉࠐΈͷ໔আ
ͷ߹ʹɺ࣍͜˔ ͷ保険ͷকདྷͷ保険料ͷ͓ࠐΈ໔আͱͳΓ·͢ɻ
①ඃ保険者が、開始期以後にൃੜした不慮の事故 をのݪҼとして、その事ނの日か
らその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態 になられたとき

②下表の特則が付加される場合で、付加される特則に応じて˓ҹを付したいずれかの事由にඃ
保険者が該当したとき

Ճ͞ΕΔ
ಛଇ

保険料ࠐΈͷ
໔আࣄ༝

ಛఆ࣬ප
保険料ࠐ໔আಛଇ

ಛఆ࣬පɾॏհޢ
保険料ࠐ໔আಛଇ
बۀ不能保障

ϓϥϯ（˞1）には必ず
付加されます。

ಛఆ࣬පɾোɾॏհޢ
保険料ࠐ໔আಛଇ
बۀ不能保障

ϓϥϯ1MVT（˞2）には
必ず付加されます。

ॳめてѱੑ新ੜと診断֬定
されたとき ̋ ̋ ̋

৺࣬ױまたは݂ױ࣬により
ॴ定の࣏療を受けられたとき ̋ ̋ ̋

ߗ؊、ଔ中、࠹ߎے৺ੑٸ
ม、ຫੑਛ不શでॴ定のबۀ不
能ঢ়ଶになられたとき

─ ̋ ̋

පؾέΨでॴ定の障ঢ়ଶ
になられたとき ─ ─ ̋

පؾέΨでॴ定の要հޢঢ়
ଶになられたとき ─ ̋ ̋

（˞1）�ਖ਼໊ࣜশは、Ո計保障定期保険（無解約返戻金型）特定࣬ප・ॏհޢ保険料払込໔আ特則、�࣬ප・
ॏհޢՈ計保障特約�付加です。

（˞2）�ਖ਼໊ࣜশは、Ո計保障定期保険（無解約返戻金型）特定࣬ප・障・ॏհޢ保険料払込໔আ特則、�
࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約�付加です。

˔ओܖͷ保険料ࠐ໔আࣄ༝ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺಛͷ保険料ͷ͓ࠐΈ໔আ͞Ε·͢ɻ�

˔保険金の一時支払を行う場合、お支払事由に該当した時点における保険金額 （月払給付の受取
総額のݱՁに相当する金額）を一時金としてお支払いします。
このため、保険金額は、一ൠに月払給付の受取総額を下回ります。また、保険金額は、最支払保
ূ期間が適用される期間をআき、保険期間のܦաとともにచݮします。
前͝ه契約ྫで、͝ 契約後3年�か月に死亡またはߴ障ঢ়ଶに該当した場合、月払給付と
一時支払の関は下هのとおりです。

死亡または高度障害状態に該当

最低支払保証期間
が適用される期間保険金額

5,184万円

月払給付の受取総額 ： 月額20万円×321回＝  6,420万円

保険期間・家計保障期間
ご契約日 満了日

ご注意

・ ެ త医療保険੍度のվਖ਼がߦΘれたͱ͖は、主ிのೝՄΛಘͯ、্දの֤特
則の保険料払込みの免除事由を変更することがあります。また、ࠃຽ年金๏ͦのଞ
の関࿈する๏ྩのվਖ਼がߦΘれたͱ͖は、主ிのೝՄΛಘͯ、特定࣬ප･
障･ॏ度հޢ保険料ࠐ໔আ特則の保険料払込みの免除事由を変更することがあ
ります。

・ 保険料ࠐΈの໔আࣄ༝のมߋΛ͏ߦ場合、มߋの２͔݄લまͰに保険契約ऀ
にͦのࢫΛ͝Ҋしますɻ

ご参考

保険金額の計算方法につ
いては、普通保険約款ඌ
の「ʪߟࢀʫ保険金額の計
算方法」を͝ࢀরくͩさい。
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この特則における 要介護
状態とは、約款に定める保
険会社ಠࣗのೝ定基準によ
るものであり、ެ తհޢ保
険制に定める要հޢঢ়ଶ
とはҟなります。

ご参考

（˞1）��बۀ不能ঢ়ଶまたは要հޢঢ়ଶに該当するかͲうかの断は、医ࢣの診断ॻٻॻ類にもとづい
て行います。
बۀ不能ঢ়ଶ要հޢঢ়ଶから回෮した後、࠶びबۀ不能ঢ়ଶ要հޢঢ়ଶとなられた場合は、बۀ
不能ঢ়ଶ要հޢঢ়ଶのݪҼとなったපؾέΨが同一か൱かにかかわらず、बۀ不能ঢ়ଶまたは要
հޢঢ়ଶがܧଓしたとはいいません。

。ม、ຫੑਛ不શをいいますߗ؊、ଔ中、࠹ߎے৺ੑٸ�（2˞）
（˞̏ ）��࣬ ප（ ２˞）を࣏療したことにより、そのঢ়がݻ定した後または࣬ප（ ２˞）がೝめられないঢ়ଶとなった

後を含みます。

˔ඃ保険者͕ɺ࣍ͷᶃʙᶅͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠߹ʹɺকདྷͷ保険料ͷ͓ࠐΈΛ໔আ͢ΔಛଇͰ͢ɻ
の保険料払込みの໔আ事由に該当したとき「特定࣬ප保険料払込໔আ特則」ه্①
②�開始期以後にൃපした急性心筋梗塞 、脳卒中 、肝硬変 、慢性腎不全 をのݪҼと
するबۀ不能ঢ়ଶが保険料払込期間中に�0日を͑てܧଓしたと診断されたとき
ᶅ�開始期以後にੜじたইまたは࣬පをݪҼとする要հޢঢ়ଶが保険料払込期間中に
180日を͑てܧଓしたと診断されたとき

˔ରͱͳΔबۀෆঢ়ଶɾཁհޢঢ়ଶɺͦ ΕͧΕҎԼʹ֘͢Δঢ়ଶΛ͍͍·͢ɻʢ˞�ʣ

ɹçಛఆ࣬පɾॏհޢอݥྉࠐ໔আಛଇ

बۀ不能ঢ়ଶ

次の①、②のいずれかのঢ়ଶをいいます。
たͩし、死亡した後बۀ不能ঢ়ଶののݪҼとなった࣬ප（˞2）が࣏༊した�
後（˞3）は、बۀ不能ঢ়ଶとはいいません。
①�࣬ප（˞2）の࣏療をతとして、පӃまたは診療ॴにおいてೖӃしているঢ়ଶ
②��࣬ ප（˞2）により、医ࢣのࣔࢦを受けてࣗで࣏療にઐ೦しており、৬種を
わず、すてのۀにै事できないঢ়ଶ

要介護状態

次の①、②のいずれかのঢ়ଶをいいます。
たͩし、死亡した後は要հޢঢ়ଶとはいいません。
①��ৗ時৸たきりঢ়ଶで、下هのΞ�に該当し、かつ、下هのΠ�ʙΦ�のうち、2項
以্に該当して他人のհޢを必要とするঢ়ଶ
Ξ�ϕουपลのา行がࣗ分ではできない
Π�ҥのணがࣗ分ではできない
�ೖཋがࣗ分ではできない
Τ�৯のઁ取がࣗ分ではできない
Φ�େখศのഉᔔ後の১き取り始がࣗ分ではできない

があ当ࣝ障ݟのないঢ়ଶにおいてೝと診断֬定され、意ࣝ障ੑ࣭ث��②
り、かつ、他人のհޢを必要とするঢ়ଶ

慢性腎不全とは、「࣬ප、
ইٴび死Ҽの౷計分類
ఏ要*$%�10（2013年൛）準
に定めるຫੑਛଁපの「ڌ
εςʔδ�または�に分類
されるものをいいます。

ご注意

特定࣬ප・ॏհޢ保険料
払込໔আ特則は、बۀ不能
保障ϓϥϯの͝契約時に必
ず付加されます。また、この
特則のみの解約はできませ
ん。なお、この特則を付加す
る場合は、�࣬ප・ॏհޢ
Ո計保障特約も付加する必
要があります。

ご注意

対となる 急性心筋梗
塞、 脳卒中、 肝硬変、�
慢性腎不全については、
普通保険約款の「別表��対
となるੑٸ৺࠹ߎے、
ଔ中」および「別表8�対と
なる؊ߗม、ຫੑਛ不શ」を
。রくͩさいࢀ͝

別表参照

ご注意

特定࣬ප・ॏ度հޢ保険料ࠐ໔আ特則の保険料ࠐΈの໔আࣄ༝は、�࣬ප・ॏ度
հޢՈܭ保障特約のڅ付金のࢧࣄ༝ΑΓ対象͓࣬ױΑͼ֘要件が͘ͳͬͯ
いますɻͦ のたΊ、�࣬ප・ॏ度հޢՈܭ保障特約のڅ付金のࢧࣄ༝に֘しͯい
ͳͯ͘、保険料ࠐΈの໔আࣄ༝に֘し、保険料の͓ࠐΈΛ໔আするこͱがͰ
͖る場合が͋Γますɻ

�̝ �ඃ保険者͕ɺѱੑ৽ੜɺ৺࣬ױɺ݂ױ࣬ʹΑΓɺ࣍ͷཁ݅ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠߹ʹɺক
དྷͷ保険料ͷ͓ࠐΈΛ໔আ͢ΔಛଇͰ͢ɻ

（˞）�ઌਐ医療とは、ެ త医療保険制におけるධՁ療ཆのうち、ް ੜ࿑ಇେਉが定めるઌਐ医療をいい、ઌਐ医
療の対となる医療ٕज़͝とに医療ػ関・適応がݶ定されています。
療ཆを受けた時点で、ެ త医療保険制の給付対となっている場合承ೝ取消によりઌਐ医療でなく
なっている場合は、対となりません。

ɹçಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ

悪性新生物
責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間
中に初めて（責任開始期前の期間を通じて初めてとします。）ѱੑ新ੜにጶױし
たと、医ࢣまたはࣃՊ医ࢣによって診断֬定されたとき。

心疾患 、
脳血管疾患

開始期以後に৺࣬ױまたは݂ױ࣬をൃපしたと医ࢣによって診断され、そ
の৺࣬ױまたは݂ױ࣬の࣏療をのతとして、保険料払込期間中に次の
いずれかの࣏療を受けたとき。
・ެ త医療保険制に基づく医Պ診療ใु点数表によりखज़料の算定対として
されているखज़ڍྻ
・ઌਐ医療（˞）に該当する診療行ҝのうち、ث۩を用い、ੜମに断、ఠআのૢ࡞
を加͑るखज़
・20日以্の継続した入院治療

特定࣬ප保険料払込໔আ特
則は、͝ 契約時のみ付加す
ることができます。また、こ
の特則のみの解約はできま
せん。

ご注意

「্ൽ内新ੜ」「݂ߴѹ
ੑ৺࣬ױ」は、お払込みの໔
আ対となる 悪性新生物
 心疾患に含まれません。

ご注意

同一の৺࣬ױまたは݂
ප໊がҟなっていて）ױ࣬
も医学্ॏ要な関がある
場合を含みます。）によりୀ
Ӄ日の翌日からその日を含
めて30日以内に࠶ೖӃし
た場合は1回の 継続した
入院治療とみなします。

ご注意

対となる 悪性新生物、
心疾患、 脳血管疾患に
ついては、普通保険約款の
「別表��対となるѱੑ新
ੜ」および「別表��対と
なる৺࣬ױ、݂ױ࣬」を
。রくͩさいࢀ͝

別表参照

 बۀෆ保障ϓϥϯ



��

ਫ਼ਆの障を含Ήෳ数の障
、がॏෳすることにより
ຽ年金法にもとづく障ࠃ
ڃ２ڃに該当した場合で
も、ਫ਼ਆの障をআく障
が障ڃ２ڃに満たない
ときは、障ঢ়ଶによるこ
の特則の保険料払込みの໔
আの対となりません。

ご注意

ご注意

特定࣬ප・ॏհޢ保険料
払込໔আ特則および特定࣬
ප・障・ॏհޢ保険料払
込໔আ特則の場合、要հޢ
ঢ়ଶによる保険料の払込໔
আについては、 不担保期
間の取扱いはありません。
また、特定࣬ප・障・ॏ
հޢ保険料払込໔আ特則の
場合、障ঢ়ଶによる保険
料の払込໔আについても、
不担保期間の取扱いはあ
りません。

生活障害状態のৄࡉは、
「普通保険約款別表1��対
となるੜ׆障ঢ়ଶ」を͝
。রくͩさいࢀ

別表参照

精神の障害のৄࡉは、「普
通保険約款別表1��ਫ਼ਆの
障」を͝ࢀরくͩさい。

別表参照

ご注意

特定࣬ප・障・ॏ度հޢ保険料ࠐ໔আ特則の保険料ࠐΈの໔আࣄ༝は、５࣬ ප・
障・ॏ度հޢՈܭ保障特約のڅ付金のࢧࣄ༝ΑΓ対象͓࣬ױΑͼ֘要件が
ͳͬͯいますɻͦ͘ のたΊ、５࣬ ප・障・ॏ度հޢՈܭ保障特約のڅ付金の͓ࢧ
ΈΛࠐ༝に֘し、保険料の͓ࣄΈの໔আࠐ༝に֘しͯいͳͯ͘、保険料ࣄ
໔আするこͱがͰ͖る場合が͋Γますɻ

�̝ �ඃ保険者͕ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠߹ʹɺকདྷͷ保険料ͷ͓ࠐΈΛ໔আ͢ΔಛଇͰ͢ɻ
①前ه「特定࣬ප・ॏհޢ保険料払込໔আ特則」の保険料払込みの໔আ事由に該当したとき
②�開始期以後にੜじたইまたは࣬පをݪҼとして、保険料払込期間中に次のいずれかの
障ঢ়ଶに該当したとき
に該当しているとೝ定されたこと。たͩڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづき、障ࠃ�・　
し、精神の障害 をݪҼとして障ڃ２ڃに該当した場合をআきます。

　・ੜ׆障ঢ়ଶに該当したとき
˔ �ରͱͳΔੜ׆োঢ়ଶɺҎԼʹ֘͢Δঢ়ଶΛ͍͍·͢ɻʢ˞ʣ

ɹçಛఆ࣬පɾোɾॏհޢอݥྉࠐ໔আಛଇ

生活障害状態

込みのないঢ়ଶݟに相当し、回෮のڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづく障ࠃ
として当社が定める以下のようなものをいいます。たͩし、精神の障害 による障
。に相当するঢ়ଶは対となりませんڃ２ڃ
ʻྫʼ
　・྆ の障؟の和が0�08以下なͲのྗࢹの؟
　・྆ ࣖのௌྗϨϕϧが�0σシϕϧ以্なͲのௌ֮の障
　・そしΌく・ᅞ下のػ能をܽくঢ়ଶ
　・Իまたはݴ語ػ能のஶしい障
　・্ ମの障ࢶを༗するなͲの能にஶしい障ػのࢶまたは下ࢶ
　・৺ଁҠ২Ӭଓతな人ಁੳ療法を受けるなͲの特定のපঢ়

（˞）�ੜ׆障ঢ়ଶに該当するかͲうかの断は、医ࢣの診断ॻٻॻ類にもとづいて行います。

特定࣬ප・障・ॏհޢ保
険料払込໔আ特則は、बۀ
不能保障ϓϥϯ1MVTの͝契
約時に必ず付加されます。
また、この特則のみの解約
はできません。なお、この特
則を付加する場合は、̑ ࣬
ප・障・ॏհޢՈ計保障
特約も付加する必要があり
ます。

ご注意

ご注意

ෆ୲保ؒظऴྃલのѱੑ৽ੜͱ診断֬定されたこͱにΑΓ、次の特則Λ無ޮͱする
場合は、ͦ れにԠͯ͡次の特約ಉ࣌に無ޮͱͳΓますɻ

ແޮͱ͢Δಛଇ ಉ࣌ʹແޮͱͳΔಛ
特定࣬ප・ॏհޢ保険料払込໔আ
特則

・�࣬ප・ॏհޢՈ計保障特約
・ॏ �࣬ප・ॏհޢ一時金特約

特定࣬ප・障・ॏհޢ保険料払込
໔আ特則

・�࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約
・ॏ �࣬ප・障・ॏհޢ一時金特約

˔ �特定࣬ප保険料払込໔আ特則、特定࣬ප・ॏհޢ保険料払込໔আ特則、特定࣬ප・障・ॏհ
保険料払込໔আ特則には、ѱੑ新ੜについて�0日の不担保期間ޢ があります。
このため、ඃ保険者が責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前（責任開始期前を
含みます。）にѱੑ新ੜにጶױした場合は、ѱੑ新ੜによる保険料払込みの໔আはいたしま
せん。この場合、その後新たにѱੑ新ੜにጶױされてもѱੑ新ੜによる保険料の払込໔আは
いたしません。

˔ �不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からその日を含め
て6か月以内に保険契約者から申出があったときは、これらの特則を無ޮとし、特則を付加した
保険契約の保険料と特則を付加しない保険契約の保険料とのࠩ額を保険契約者に払い戻しま
す。

˔ �෮׆の際の不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からそ
の日を含めて6か月以内に保険契約者から申出があったときは、これらの特則の෮׆を無ޮと
し、次の計算ࣜにより計算した金額を保険契約者に払い戻します。

˔ �たͩし、ࠂ義ҧ・ॏେ事由による解আの場合、またはこの保険が消滅することとなる場合
は、無ޮの申出を行うことはできません。

ɹçෆ୲อؒظऴྃલͷѱੑ৽ੜͱஅ֬ఆ͞Εͨ߹ͷऔѻ͍

ֹ

͜ΕΒͷಛଇΛՃ͢Δͷͱ͠
͍ͯࠐ·Εͨ࣍ͷᶃɾᶄͷ߹ֹܭ
ᶃ�෮࣌׆ͷԆ保険料
ᶄ�෮ޙ׆ʹ͍ࠐ·Εͨ保険料

͜ΕΒͷಛଇΛՃ͠ͳ͍
ͷͱͯ͠هࠨͨ͠ࢉܭᶃɾ
ᶄʹରԠ͢Δֹۚͷ߹ֹܭ

ʹ ʵ

 बۀෆ保障ϓϥϯ1MVT
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付加Ͱ͖る特約にͭいͯ�
●�この保険は、͝ 加ೖのతに応じて特則・特約をみ合わせた次のϓϥϯを͝用意しています。ϓϥϯ
͝とに付加できる特約は次のとおりです。

˕ɿ͝契約時に必ず付加されます。
˓ɿ͝契約時におબびいたͩけます。

ɹత ಛ໊শ

Ոܭ保োఆظ保険/&0ʢ˞�ʣ রϖʔδࢀ
बۀෆ保ো
ϓϥϯ
ʢ˞�ʣ

बۀෆ保ো
ϓϥϯ1MVT
ʢ˞�ʣ ͓͠Γ 

不ྀの事ނによる死
亡・ମの障に対す
る保障を充࣮させるに
は

割૿特約ࡂ ̋ ʕ ʕ 1��� 1����

ই特約（本人型） ̋ ʕ ʕ 1��� 1����

特定の࣬පによりಇけ
なくなった場合要հ
ঢ়ଶとなった場合にޢ
そな͑るには

̑࣬ප・ॏհޢՈ計
保障特約（˒） ʕ ˕ ʕ 1��� 1����

ॏ̑࣬ප・ॏհޢ
一時金特約（˒） ʕ ̋ ʕ 1��� 1����

特定の࣬පによりಇけ
なくなった場合障
ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶとなっ
た場合にそな͑るには

̑࣬ප・障・ॏհޢ
Ո計保障特約（˒） ʕ ʕ ˕ 1��� 1����

ॏ̑࣬ප・障・ॏ
հޢ一時金特約（˒） ʕ ʕ ̋ 1��� 1����

保険金をੜ前に׆用し
たいとお͑ߟのときは ϦϏϯά・χʔζ特約 ̋ ̋ ̋ 1��� 1����

（ １˞）�ਖ਼໊ࣜশは、Ո計保障定期保険（無解約返戻金型）です。
（ ２˞）�ਖ਼໊ࣜশは、Ո計保障定期保険（無解約返戻金型）特定࣬ප・ॏհޢ保険料払込໔আ特則、̑࣬ප・ॏ

հޢՈ計保障特約�付加です。
（˞̏ ）�ਖ਼໊ࣜশは、Ո計保障定期保険（無解約返戻金型）特定࣬ප・障・ॏհޢ保険料払込໔আ特則、̑࣬

ප・障・ॏհޢՈ計保障特約�付加です。

主契約に特定࣬ප保険料払
込໔আ特則を付加した場
合、次の特約のうち、特定࣬
ප保険料払込໔আ෦分の保
険料についても、主契約と
同一の種類の保険料を適
用します。
割૿特約ࡂ・
・ই特約（本人型）

ご注意

ご注意

・͝ 契約のछྨ、༰͓Αͼ͝契約ܗଶͳͲにΑͬͯは、特約の付加Λ͓取扱いͰ͖
ͳい場合が͋Γますɻまた、কདྷࣄલの༧ࠂͳ͘、特約のൢചΛఀࢭするこͱが͋Γ
ますɻ

・ϦϏϯάŋχʔζ特約は͝契約ޙ付加（த్付加）するこͱがͰ͖ますɻたͩし、特
約のൢചఀࢭにい、特約のத్付加の͓取扱いΛఀࢭさͤͯいたͩ͘こͱが͋
Γますɻ

・্ දͰ（˒）Λ付した特約にͭいͯは、次のに͝意ͩ͘さいɻ
ᶃ保険料ؒظࠐதの解約返戻金は͋Γまͤんɻ
ᶄ ඃ保険ऀのաڈ�年Ҏの٤Ԏঢ়گにΑΓ、ඇ٤Ԏऀ保険料またはඪ準保険

料Λ適用しますɻ
適用される保険料のछྨは主契約ͱಉҰͱしますɻ適用保険料のৄࡉにͭい
ͯは、ʮ �主契約にͭいͯʯのʮ適用保険料にͭいͯʯΛ͝ࢀরͩ͘さいɻ
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分類項目 ߸ຊྨද൪ج
１ɽίϨϥ
２ɽνϑε
̏ɽύϥνϑε̖
４ɽੑەࡉཀྵ
̑ɽ出݂ੑେײەછ
̒ɽϖετ
̓ɽδϑςϦΞ
̔ɽੑٸփനԌʻϙϦΦʼ
̕ɽϥοα
ø÷ɽΫϦϛϠ・ίϯΰʻ$SJNFBOʖ$POHPʼ出݂
øøɽϚʔϧϒϧάʻ.BSCVSHʼΠϧεප
øùɽΤϘϥʻ&CPMBʼΠϧεප
øúɽᚃ
øûɽॏثٵݺੑٸީ܈ʦ4"34ʧ
　（�たͩし、පݪମがίϩφΠϧεଐ4"34ίϩφΠϧεであるものにݶり

ます。）

̖00
̖01�0
̖01�1
̖03
̖0��3
̖20
̖3�
̖80
̖���2
̖�8�0
̖�8�3
̖�8��
̗03
̪0�

ɹçײછͷఆٛ
のものとしࡌه第3�߸に定められた分類項中の下表にࣔࠂછとは、平成2�年2月13日総লײ�●
ます。

死亡保険金をお支払いࡂ、を受けٻ死亡保険金のࡂ保険金をお支払いする前に障ߴࡂ�●
するときは、ߴࡂ障保険金はお支払いしません。また、ߴࡂ障保険金を支払ったときは、
その後にࡂ死亡保険金のٻを受けても、ࡂ死亡保険金をお支払いしません。

分類項目の内容について
は、ް ੜ࿑ಇলେਉ౷
計ใ෦ฤ「࣬ප、ইٴび
死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10
（2013年൛）準ڌ」によるも
のとします。

ご参考

所定の高度障害状態につ
いては、「ࡂ割૿特約条項
別表3�対となるߴ障
ঢ়ଶ」を͝ࢀরくͩさい。

別表参照

不慮の事故については、
割૿特約条項別表2�対ࡂ」
となる不ྀの事ނ」を͝
。রくͩさいࢀ

別表参照

この特約の保険期間および
保険料払込期間は主契約と
同一です。

ご注意

ঢ়ଶにෳ数該当し障ߴ
た場合でも、ߴࡂ障
保険金はॏෳしてはお支払
いしません。

ご注意

この特約は、͝ 契約時のみ
付加することができます。

ご注意૿ׂࡂಛ

特長

˗�不慮の事故 で事ނの日からその日を含めて180日以内に死亡ߴ・ 障になら
れたとき、またはײછで死亡ߴ・ 障になられたときに、この特約のࡂ死
亡ߴ・ 障保険金をお支払いします。

ෆྀのނࣄにΑるࢮ͓Αͼߴ度障の保障Λ
֬保Ͱ͖ますɻ

ɹçอۚݥͷ͓ࢧ͍

͍ࢧ͓
͢Δ保険ۚ 保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ ͓ड͚औΓʹͳΔਓ

死亡ࡂ
保険金

この特約の保険期間中にඃ保険者が次の（1）または（2）のいず
れかに該当したとき
（1）�この特約の開始期以後にൃੜした不慮の事故 による

ইをのݪҼとして、その事ނの日からその日を含めて
180日以内に死亡されたとき

（2）�この特約の開始期以後にൃපしたײછをのݪҼ
として死亡されたとき

主契約の
死亡保険金受取人

障ߴࡂ
保険金

この特約の保険期間中にඃ保険者が次の（1）または（2）のいず
れかに該当したとき
（1）�この特約の開始期以後にൃੜした不慮の事故 による

ইをのݪҼとして、その事ނの日からその日を含めて
180日以内に所定の高度障害状態 になられたとき

（2）�この特約の開始期以後にൃපしたײછをのݪҼ
として、所定の高度障害状態 になられたとき

ඃ保険者
保険契約者が法人
で、かつ主契約のߴ
障保険金受取
人が保険契約者で
ある場合は、保険契
約者
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この特約の保険期間および
保険料払込期間は主契約と
同一です。

ご注意

この特約は、͝ 契約時のみ
付加することができます。

ご注意

ɹçอۚݥͷ͓ࢧ͍

給付金、およにより既にお支払いした障ނ死亡保険金をお支払いする場合、同一の事ࡂ˔
びٻを受け、まͩお支払いしていない障給付金をࠩし引きます。
また、ࡂ死亡保険金をお支払いした後に、同一の事ނで障給付金の͝ٻを受けても、
障給付金はお支払いしません。

˔障給付金のお支払額は次のとおりとなります。

���（˞）たͩし、給付割合を通算して100％をもって限度とします。

ɹçײછͷఆٛ
。রくͩさいࢀを͝「છの定義ײ�割૿特約ࡂ̝」

所定の身体障害の状態に
ついては、「ই特約条項
（本人型）別表3�給付割合
表」を͝ࢀরくͩさい。

別表参照

不慮の事故については、
「ই特約条項（本人型）
別表2�対となる不ྀの事
。রくͩさいࢀを͝「ނ

別表参照

ইಛʢຊਓܕʣ

特長

˗�不慮の事故 で事ނの日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき、また
はײછで死亡されたときにࡂ死亡保険金をお支払いします。また、不ྀの事
のঢ়ଶになられの日からその日を含めて180日以内にॴ定のମ障ނで事ނ
たときに障給付金をお支払いします。

ෆྀのނࣄにΑるࢮ͓Αͼମ障の保障Λ
֬保Ͱ͖ますɻ

͍ࢧ͓
͢Δ保険ۚ 保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ ͓ड͚औΓʹͳΔਓ

死亡ࡂ
保険金

この特約の保険期間中に、ඃ保険者が次の（1）または（2）のいずれ
かに該当したとき
（1）�この特約の開始期以後にൃੜした不慮の事故 によるই

の日からその日を含めて180ނҼとして、その事ݪをの
日以内に死亡されたとき

（2）�この特約の開始期以後にൃපしたײછをのݪҼと
して死亡されたとき

主契約の
死亡保険金受取人

障給付金

ඃ保険者が、この特約の開始期以後にൃੜした不慮の事故
によるইをのݪҼとして、その事ނの日からその日を含めて
180日以内で、かつ、この特約の保険期間中に、所定の身体障害の
状態 になられたとき

ඃ保険者
保険契約者が法
人で、かつ主契約
のߴ障保険
金受取人が保険
契約者である場
合は、保険契約者

（˞）付割合څのঢ়ଶのఔ度にԠ͡た保険金ֹʷମ障ࢮࡂ
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̑࣬පɾॏհޢՈܭอোಛ

特長1

˗�次の①、②のいずれかに該当した場合に、「給付金支払期間」を通じてຖ月、ॏ�
࣬ප・ॏհޢ給付金をお支払いします。
①�５疾病 （悪性新生物 ม・慢性腎不全ߗ؊・ଔ中・࠹ߎے৺ੑٸ・ ）によるॴ定
のबۀ不能ঢ়ଶが�0日を͑てܧଓしたと診断されたとき
②�පؾέΨによるॴ定の要հޢঢ়ଶが180日を͑てܧଓしたと診断されたとき
˗�第１回ॏ̑࣬ප・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した日から保険期間満了
日までの期間が、「最支払保ূ期間」に満たない場合は、「最支払保ূ期間」
を通じてຖ月、ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金をお支払いします。
˗給付金支払期間、最支払保ূ期間は次のいずれかからબできます。

５࣬පͰಇ͚ͳ͘ͳͬた場合පؾέΨͰ要հޢঢ়ଶͱ
ͳͬた場合に、ຖ݄ॴ定のڅ付金Λ͓受͚取Γいた͚ͩますɻ

͍ࢧ͓
͢Δڅۚ ༝ࣄࢧۚͷ͓څ ͓ड͚औΓʹͳΔਓ

第1回
ॏ�࣬ප・
ॏհޢ
給付金

ඃ保険者が次の（１）または（２）のいずれかの事由に該当したとき
（１）�ඃ保険者が次の①および②のすてを満たすঢ়ଶに該当し

たとき
①�次のΞɽʙɽのいずれかに該当したこと
Ξɽ��この特約の責任開始日からその日を含めて90日を
経過する日以前（責任開始期前を含みます。）に悪性
新生物に罹患したことがなく、かつ、その翌日以後の
この特約の保険期間中に悪性新生物 にጶױしたと、
医ࢣによりපཧ৫学తॴݟ（ੜݕを含みます。）に
よって診断֬定されたこと（පཧ৫学తॴݟがಘら
れないときは、他のॴݟによる診断֬定もೝめること
があります。）

Πɽ��この特約の開始期以後にੑٸ৺࠹ߎےまたは
ଔ中をൃපしたと、医ࢣによって診断されたこと

ɽ��この特約の開始期以後に؊ߗมまたは慢性腎不
全 のঢ়ଶとなったと、医ࢣによって診断されたこと

②��前①の�࣬පをのݪҼとしてこの特約の保険期間中
にबۀ不能ঢ়ଶに該当し、かつ、बۀ不能ঢ়ଶがその該当
した日からその日を含めて60日を超えてܧଓしたと、医
によって診断されたことࢣ

（２）�この特約の開始期以後にੜじたইまたは࣬පをݪҼと
してこの特約の保険期間中に要հޢঢ়ଶに該当し、かつ、要
հޢঢ়ଶがその該当した日からその日を含めて180日を超
えてܧଓしたと、医ࢣによって診断されたとき

ඃ保険者
保険契約者が法人
で、かつ主契約の
高度障害保険金受
取人が保険契約者
である場合 は、
保険契約者

第2回以後
ॏ�࣬ප・
ॏհޢ
給付金

第1回ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金が支払われた場合において、
ඃ保険者が第1回重度5疾病・重度介護給付金の支払事由に該
当した日 の給付金支払期間中の月単位の応当日（対応する日
がない月の場合には、その月の日）が౸དྷしたとき

この特約は、बۀ不能保障
ϓϥϯの͝契約時に必ず付
加されます。

ご注意

この特約の保険期間および
保険料払込期間は主契約
と同一です。また、ॏ�࣬
ප・ॏհޢ給付金の支払
開始後にこの特約の解約
。額はできませんݮ

ご注意

「্ൽ内新ੜ」は、お支払
対の 悪性新生物ではあ
りません。

ご注意

慢性腎不全とは、「࣬ප、
ইٴび死Ҽの౷計分類
ఏ要*$%�10（2013年൛）準
に定めるຫੑਛଁපの「ڌ
εςʔδ�または�に分類
されるものをいいます。

ご注意

ご注意

・主契約の保険金の͓ࢧࣄ༝に֘したҎޙは、この特約のڅ付金の͓ࢧ対象
ͱͳΓまͤんɻ

ࢧ付金の͓څޢΛ年Ͱ定Ίた場合Ͱ、第�ճॏ度�࣬ප・ॏ度հؒظࢧ付金څ・
ࣄ༝に֘したΛࢉىͱしͯ、ͦ の年Λܦաするが保険ؒظຬྃΛ
͑るͱ͖は、࠷ࢧ保ূؒظが適用される場合Λআ͖、保険ؒظຬྃまͰΛڅ
付金ࢧؒظͱしますɻ

対となる 5疾病につい
ては、「�࣬ප・ॏհޢՈ
計保障特約条項別表2�対
となるѱੑ新ੜ、ੑٸ৺
ม、ຫߗ؊、ଔ中、࠹ߎے
ੑਛ不શ」を͝ࢀরくͩさ
い。

別表参照

第1回重度5疾病・重度介
護給付金の支払事由に該当
した日とは、次の日をいい
ます。
・支払事由が（１）هࠨの場合ɿ
対となるबۀ不能ঢ়ଶ
に該当した日からその日
を含めて�1日にあたる
日
・支払事由が（２）هࠨの場合ɿ
対となる要հޢঢ়ଶに
該当した日からその日を
含めて181日にあたる
日

ご注意

保険契約者が法人で、か
つ主契約の高度障害保険金
受取人が保険契約者である
場合、給付金支払期間の開
始後は、受取人をඃ保険者
にม更することがՄ能です。

ご参考

ɹçڅۚͷ͓ࢧ͍

ಛ2

˗�５疾病 の࣏療をతとしてೖӃした場合、̑ ࣬පॳ期ೖӃ給付金として特約給
付金月額の２か月分をお支払いします。

５࣬පͰೖӃした場合の初ظඅ用にඋ͑るこͱが
Ͱ͖ますɻ

給付金支払期間 2年、�年、保険期間の満了日まで
最支払保ূ期間（˞）　 2年、�年
（˞）この特約の最支払保ূ期間は、主契約の最支払保ূ期間と同一です。

बۀෆ保障ϓϥϯ
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ɹçॏ�࣬පɾॏհڅޢۚʹ͍ͭͯ

ɹçबۀෆঢ়ଶɾཁհޢঢ়ଶʹ͍ͭͯ

対となる 5疾病につい
ては、「�࣬ප・ॏհޢՈ
計保障特約条項別表2�対
となるѱੑ新ੜ、ੑٸ৺
ม、ຫߗ؊、ଔ中、࠹ߎے
ੑਛ不શ」を͝ࢀরくͩさ
い。

別表参照

˔�बۀ不能ঢ়ଶまたは要հޢঢ়ଶがܧଓしている間に、この特約の保険期間が満了した場合で
も、その後引きଓきबۀ不能ঢ়ଶまたは要հޢঢ়ଶがܧଓし、ܧଓ期間が�0日（要հޢঢ়ଶは
180日）を͑たときは、この特約の保険期間の満了時にお支払事由に該当したものとみなし、
最支払保ূ期間を通じてॏ̑࣬ප・ॏհޢ給付金をお支払いします。

˔�ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した場合は、給付金支払期間を通じてຖ月、特
約給付金月額をお支払いします。
˔�第１回ॏ̑࣬ප・ॏհޢ給付金のお支払いは、̑ ࣬පの種類およびお支払事由のԿにかか
わらず、この特約の保険期間を通じて１回をݶとします。

˔�ॏ̑࣬ප・ॏհޢ給付金の対となるबۀ不能ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶは、それぞれ以下に該当す
るঢ়ଶをいいます。（˞1）

ご注意

・ ॏ度５࣬ ප・ॏ度հڅޢ付金のࢧ։ޙ࢝に主契約のશ෦にͭいͯ解約ͦのଞのফ໓
が適用されるؒظ保ূࢧ࠷）தؒظࢧ付金څ、༝がൃੜした場合Ͱ͋ͬͯࣄ
ͱ͖は保険ؒظத）は第２ճҎޙॏ度５࣬ ප・ॏ度հڅޢ付金の͓ࢧࣄ༝に֘した
にඃ保険ऀがੜଘしͯいる場合にݶΓ、ॏ度５࣬ ප・ॏ度հڅޢ付金Λ͓ࢧいしま
すɻ

・ ॏ度�࣬ප・ॏ度հڅޢ付金のҰࢧ࣌はͰ͖まͤんɻたͩし、࠷ࢧ保ূؒظが適
用される場合、保険ؒظຬྃޙの࠷ࢧ保ূؒظதは、次のͱ͓Γ取扱いますɻ
ᶃॏ度５࣬ ප・ॏ度հڅޢ付金のະࢧのݱՁΛҰׅしͯ͝ٻいたͩ͘こͱがͰ

͖ますɻ
ᶄඃ保険ऀがࢮした場合、ॏ度５࣬ ප・ॏ度հڅޢ付金のະࢧのݱՁΛ͓ࢧ

いしますɻ
ͬたͱ͖は、この特ࢧ付金Λڅޢऴճのॏ度�࣬ප・ॏ度հ࠷தのؒظࢧ付金څ ・

約はফ໓しますɻ

बۀ不能ঢ়ଶ

次の①、②のいずれかのঢ়ଶをいいます。
たͩし、死亡した後�࣬පが࣏༊した後（˞2）は、बۀ不能ঢ়ଶとはいいません。
①�࣬පの࣏療をతとして、පӃまたは診療ॴにおいてೖӃしているঢ়ଶ
②��࣬පにより、医ࢣのࣔࢦを受けてࣗで࣏療にઐ೦しており、৬種をわ
ず、すてのۀにै事できないঢ়ଶ

要介護状態

次の①、②のいずれかのঢ়ଶをいいます。
たͩし、死亡した後は要հޢঢ়ଶとはいいません。
①�ৗ時৸たきりঢ়ଶで、下هのΞ�に該当し、かつ、下هのΠ�ʙΦ�のうち、2項以
্に該当して他人のհޢを必要とするঢ়ଶ
　Ξ�ϕουपลのา行がࣗ分ではできない
　Π�ҥのணがࣗ分ではできない
　�ೖཋがࣗ分ではできない
　Τ�৯のઁ取がࣗ分ではできない
　Φ�େখศのഉᔔ後の১き取り始がࣗ分ではできない
があ当ࣝ障ݟのないঢ়ଶにおいてೝと診断֬定され、意ࣝ障ੑ࣭ث�②
り、かつ、他人のհޢを必要とするঢ়ଶ

この特約における 要介護
状態とは、約款に定める保
険会社ಠࣗのೝ定基準によ
るものであり、ެ తհޢ保
険制で定める要հޢঢ়ଶ
とはҟなります。

ご参考

ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金
のお支払いについてのৄࡉ
は、次ทの「ॏ�࣬ප・ॏ
հޢ給付金のお支払いの
み」を͝ࢀরくͩさい。

ご参考

（˞1）��बۀ不能ঢ়ଶまたは要հޢঢ়ଶに該当するかͲうかの断は、医ࢣの診断ॻٻॻ類にもとづい
て行います。
बۀ不能ঢ়ଶ要հޢঢ়ଶから回෮した後、࠶びबۀ不能ঢ়ଶ要հޢঢ়ଶとなられた場合は、बۀ
不能ঢ়ଶ要հޢঢ়ଶのݪҼとなったපؾέΨが同一か൱かにかかわらず、बۀ不能ঢ়ଶまたは要
հޢঢ়ଶがܧଓしたとはいいません。

（ ２˞）�̑ ࣬පを࣏療したことにより、そのঢ়がݻ定した後または̑ ࣬පがೝめられないঢ়ଶとなった後を含み
ます。

͍ࢧ͓
͢Δڅۚ ༝ࣄࢧۚͷ͓څ ͓ड͚औΓʹͳΔਓ

�࣬ප
ॳ期ೖӃ
給付金

ඃ保険者が次の（１）および（２）のすての条件を満たしたとき
（１）�第１回ॏ̑ ࣬ප・ॏհޢ給付金の支払事由（１）①に該当し

たこと
（２）�前（１）において医ࢣによって診断された5疾病 の࣏療を

తとして、この特約の保険期間中にೖӃをしたこと

ඃ保険者
保険契約者が法
人で、かつ主契約
のߴ障保険
金受取人が保険
契約者である場合
は、保険契約者
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この特約の 給付金支払期
間は、2年、�年、保険期間
の満了日までのいずれかか
らબできます。
たͩし、給付金支払期間を
年数で定めた場合でも、第1
回ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付
金のお支払事由に該当した
日をى算日として、その年
数をܦաする日が保険期間
の満了日を͑るときは、
保険期間の満了日までとし
ます。

ご参考

主契約の給付金は、保険
期間満了日まで（最支払
保ূ期間が適用される場合
は最支払保ূ期間満了日
まで）ຖ月お支払いします。

ご参考

この特約の 最低支払保証
期間は、2年または�年の
いずれかとします。

ご参考

ɹçॏ̑࣬පɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧ͍ͷΈ
˔�ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金のお支払いの基本తなみは、次のとおりです。
（1）次の①または②のいずれかに該当した場合に、給付金支払期間 の満了日まで、毎月給付金を

お支払いします。
①̑࣬පによるबۀ不能ঢ়ଶが�0日を͑てܧଓしたと診断されたとき
②පؾέΨによる要հޢঢ়ଶが180日を͑てܧଓしたと診断されたとき

・・・・・・・・・・

上記（1）①②の
原因となる
5疾病または
病気・ケガの発生

第1回重度5疾病・重度介護給付金
の支払事由に該当

重度5疾病・重度介護給付金のお支払い

給付金支払期間

（2）給付金支払期間 中に死亡ߴ・ 障ঢ়ଶとなられた場合、それ以߱は主契約の給付金 をお
支払いし、ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金はお支払いしません。

・・・・・・・・

上記（1）①②の
原因となる
5疾病または
病気・ケガの発生

第1回重度5疾病・重度介護給付金
の支払事由に該当

死亡または高度障害状態
に該当

保険期間
満了

重度5疾病・重度介護
給付金のお支払い

主契約の給付金のお支払い

給付金支払期間

（3）�第1回ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した日から保険期間満了日までの期間
が最低支払保証期間 に満たないときは、最支払保ূ期間を通じて、ຖ月給付金をお支払い
します。

・・・・・・・・・・

上記（1）①②の
原因となる
5疾病または
病気・ケガの発生

第1回重度5疾病・重度介護給付金
の支払事由に該当

保険期間
満了

重度5疾病・重度介護給付金のお支払い

最低支払保証期間
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˔���この特約には、ѱੑ新ੜに関して�0日の不担保期間 があります。不担保期間は、責任開始日
からその日を含めて90日を経過する日まで（責任開始期前を含みます。）とし、۩ମతには次のと
おりです。

ॏ̑࣬ප・ॏհޢ
給付金

不୲保期間終了までにጶױしたѱੑ新ੜによりबۀ不能ঢ়ଶとなった場合、
ѱੑ新ੜによる給付金のお支払いはできません。また、そのѱੑ新ੜにጶ
不能ঢ়ଶとなったときも、ѱੑۀしたѱੑ新ੜによりबױした後で新たにጶױ
新ੜによる給付金のお支払いはできません。

�࣬පॳ期ೖӃ給付金
不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױした場合、ѱੑ新ੜによる給付金の
お支払いはできません。この場合、その後新たにѱੑ新ੜにጶױされても、ѱ
ੑ新ੜによる給付金のお支払いはできません。

˔�不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からその日を含め
て６か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無ޮとし、既に払い込まれたこ
の特約の保険料を保険契約者に払い戻します。
˔�෮׆の際の不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からそ
の日を含めて６か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約の෮׆を無ޮとし、෮
後に払い込まれたこの特約の保׆の際にこの特約に関して払い込まれた当社ॴ定の金額と、෮׆
険料を保険契約者に払い戻します。
˔�たͩし、ࠂ義ҧ・ॏେ事由による解আの場合、この特約が消滅する場合、またはこの特約の
給付金を支払うこととなった場合は、無ޮの申出を行うことはできません。

˔�ॏ̑࣬ප・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した場合は、その日より後に̑࣬පॳ期ೖӃ給
付金のお支払事由に該当しても、̑ ࣬පॳ期ೖӃ給付金はお支払いしません。
˔�主契約の保険金のお支払事由に該当した場合は、その日以後この特約の給付金のお支払事由に
該当してもこの特約の給付金はお支払いしません。
˔�この特約の給付金を支払った後に、主契約の保険金のٻを受け、その保険金を支払うことと
なった場合で、既に支払ったこの特約の給付金のお支払事由がੜじた日以前に主契約の保険金
のお支払事由に該当していたことが໌らかになったときは、既に支払ったこの特約の給付金を
ࠩし引いて主契約の保険金をお支払いします。
˔�同༷に、̑ ࣬පॳ期ೖӃ給付金を支払った後に、̑ ࣬පॳ期ೖӃ給付金のお支払事由がੜじた日
より前にお支払事由がੜじていたॏ̑࣬ප・ॏհޢ給付金を支払う場合は、既に支払った̑
࣬පॳ期ೖӃ給付金をࠩし引きます。

ɹçෆ୲อؒظऴྃલͷѱੑ৽ੜͱஅ֬ఆ͞Εͨ߹ͷऔѻ͍

ɹçෳͷอݥ ɾۚڅۚͷ͓ࢧࣄ༝͕ൃੜͨ͠߹ͷ͓औѻ͍ʹ͍ͭͯ

要հޢঢ়ଶによるॏ�࣬
ප・ॏհޢ給付金のお支
払いについては、 不担保
期間の取扱いはありません。

ご注意

ɹç�࣬පॳظೖӃڅۚʹ͍ͭͯ

˔�࣬පॳ期ೖӃ給付金のお支払額は次のとおりです。

˔��࣬පॳ期ೖӃ給付金のお支払いは、�࣬පの種類にかかわらず、この特約の保険期間を通
じて１回をݶとします。

特約څ付金ֹ݄ʷ�
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˔�ॏ�࣬ප・ॏհޢ一時金を支払った後に、主契約の保険金のٻを受け、その保険金を支払う
こととなった場合で、既に支払ったॏ�࣬ප・ॏհޢ一時金のお支払事由がੜじた日より前
に主契約の保険金のお支払事由に該当していたことが໌らかとなったときは、既に支払ったॏ
�࣬ප・ॏհޢ一時金をࠩし引いて主契約の保険金をお支払いします。

ॏ̑࣬පɾॏհޢҰۚ࣌ಛ
特長

˗�次の①、②のいずれかに該当した場合に、ॏ�࣬ප・ॏհޢ一時金をお支払いします。
①�５疾病 （悪性新生物 ม・慢性腎不全ߗ؊・ଔ中・࠹ߎے৺ੑٸ・ ）によるॴ定
のबۀ不能ঢ়ଶが�0日を͑てܧଓしたと診断されたとき
②�පؾέΨによるॴ定の要հޢঢ়ଶが180日を͑てܧଓしたと診断されたとき
˗�ॏ�࣬ප・ॏհޢ一時金をお支払いした場合、この特約は消滅し、以後この特
約の保障はなくなります。

５࣬පͰಇ͚ͳ͘ͳͬた場合පؾέΨͰ要հޢঢ়ଶͱ
ͳͬた場合に、Ұ࣌金Λ͓受͚取Γいた͚ͩますɻ

͍ࢧ͓
͢ΔҰۚ࣌ Ұۚ࣌ͷ͓ࢧࣄ༝ ͓ड͚औΓʹͳΔਓ

ॏ̑࣬ප・
ॏհޢ
一時金

ඃ保険者が次の（１）または（２）のいずれかの事由に該当したとき
（１）�ඃ保険者が次の①および②のすてを満たすঢ়ଶに該当し

たとき
①�次のΞɽʙɽのいずれかに該当したこと
Ξɽ��この特約の責任開始日からその日を含めて90日を
経過する日以前（責任開始期前を含みます。）に悪性
新生物に罹患したことがなく、かつ、その翌日以後の
この特約の保険期間中に悪性新生物 にጶױしたと、
医ࢣによりපཧ৫学తॴݟ（ੜݕを含みます。）に
よって診断֬定されたこと（පཧ৫学తॴݟがಘら
れないときは、他のॴݟによる診断֬定もೝめること
があります。）

Πɽ��この特約の開始期以後にੑٸ৺࠹ߎےまたは
ଔ中をൃපしたと、医ࢣによって診断されたこと

ɽ��この特約の開始期以後に؊ߗมまたは慢性腎不
全 のঢ়ଶとなったと、医ࢣによって診断されたこと

②��前①の�࣬පをのݪҼとしてこの特約の保険期間中
にबۀ不能ঢ়ଶに該当し、かつ、बۀ不能ঢ়ଶがその該当
した日からその日を含めて60日を超えてܧଓしたと、医
によって診断されたことࢣ

（２）�この特約の開始期以後にੜじたইまたは࣬පをݪҼと
してこの特約の保険期間中に要հޢঢ়ଶに該当し、かつ、要
հޢঢ়ଶがその該当した日からその日を含めて180日を超
えてܧଓしたと、医ࢣによって診断されたとき

ඃ保険者
保険契約者が法人
で、かつ主契約のߴ
障保険金受取
人が保険契約者で
ある場合は、保険契
約者

ɹçҰۚ࣌ͷ͓ࢧ͍

この特約は、बۀ不能保障
ϓϥϯの͝契約時のみ付加
することができます。

ご注意

この特約の保険期間および
保険料払込期間は主契約と
同一です。

ご注意

「্ൽ内新ੜ」は、お支払
対の 悪性新生物ではあ
りません。

ご注意

慢性腎不全とは、「࣬ප、
ইٴび死Ҽの౷計分類
ఏ要*$%�10（2013年൛）準
に定めるຫੑਛଁපの「ڌ
εςʔδ�または�に分類
されるものをいいます。

ご注意

बۀ不能ঢ়ଶまたは要հޢ
ঢ়ଶがܧଓしている間に、
この特約の保険期間が満了
した場合でも、その後引き
ଓきबۀ不能ঢ়ଶまたは
要հޢঢ়ଶがܧଓし、ܧଓ
期間が�0日（要հޢঢ়ଶは
180日）を͑たときは、ॏ
̑࣬ප・ॏհޢ一時金
をお支払いします。

ご注意

要հޢঢ়ଶによるॏ̑࣬
ප・ॏհޢ一時金のお支
払いについては、 不担保
期間の取扱いはありません。

ご注意

主契約の保険金のお支払事
由に該当したときに、ॏ
̑࣬ප・ॏհޢ一時金の
お支払事由のݪҼとなるब
ঢ়ଶにޢ不能ঢ়ଶ・要հۀ
該当していた場合はࠨ、 ه
のお取扱いは行いません。

ご注意

対となる 5疾病につい
ては、「ॏ�࣬ප・ॏհ
一時金特約条項別表2�対ޢ
となるѱੑ新ੜ、ੑٸ
৺࠹ߎے、ଔ中、؊ߗม、
ຫੑਛ不શ」を͝ࢀরくͩ
さい。

別表参照

˔�「̑࣬ප・ॏհޢՈ計保障特約」の「बۀ不能ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶについて」を͝ࢀরくͩさい。

˔この特約には、ѱੑ新ੜによるबۀ不能ঢ়ଶに関して、�0日の不担保期間 があります。
このため、ඃ保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前（この特
約の責任開始期前を含みます。）にጶױしたѱੑ新ੜによりबۀ不能ঢ়ଶとなったときは、ѱ
ੑ新ੜによる一時金はお支払いできません。また、そのѱੑ新ੜにጶױした後で新たにጶױ
したѱੑ新ੜによりबۀ不能ঢ়ଶとなったときも、ѱੑ新ੜによる一時金のお支払いはで
きません。

˔�不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からその日を含め
て６か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無ޮとし、既に払い込まれたこ
の特約の保険料を保険契約者に払い戻します。
˔�෮׆の際の不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からそ
の日を含めて６か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約の෮׆を無ޮとし、෮
後に払い込まれたこの特約の保׆の際にこの特約に関して払い込まれた当社ॴ定の金額と、෮׆
険料を保険契約者に払い戻します。
˔�たͩし、ࠂ義ҧ・ॏେ事由による解আの場合、この特約が消滅する場合、またはこの特約の
一時金を支払うこととなった場合は、無ޮの申出を行うことはできません。�

ɹçबۀෆঢ়ଶɾཁհޢঢ়ଶʹ͍ͭͯ

ɹçෆ୲อؒظऴྃલͷѱੑ৽ੜͱஅ֬ఆ͞Εͨ߹ͷऔѻ͍

बۀෆ保障ϓϥϯ
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̑࣬පɾোɾॏհޢՈܭอোಛ

特長1

˗�次の①ʙᶅのいずれかに該当した場合に、「給付金支払期間」を通じてຖ月、ॏ
�࣬ප・障・ॏհޢ給付金をお支払いします。
①�５疾病 （悪性新生物 ม・慢性腎不全ߗ؊・ଔ中・࠹ߎے৺ੑٸ・ ）によるॴ定
のबۀ不能ঢ়ଶが�0日を͑てܧଓしたと診断されたとき
②පؾέΨにより、次のいずれかの障ঢ়ଶに該当したとき� �
とೝ定されたとき（ਫ਼ਆのڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづき、障ࠃ�・
障による障ڃ２ڃをআきます。）
・ॴ定のੜ׆障ঢ়ଶに該当したとき
ᶅ�පؾέΨによるॴ定の要հޢঢ়ଶが180日を͑てܧଓしたと診断されたとき
˗�第１回ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した日から保険期
間満了日までの期間が、「最支払保ূ期間」に満たない場合は、「最支払保ূ
期間」を通じてຖ月、ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ給付金をお支払いします。
˗給付金支払期間、最支払保ূ期間は次のいずれかからબできます。

５࣬පͰಇ͚ͳ͘ͳͬた場合පؾέΨͰ障
ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶͱͳͬた場合に、ຖ݄ॴ定のڅ付
金Λ͓受͚取Γいた͚ͩますɻ

この特約は、बۀ不能保障
ϓϥϯ1MVTの͝契約時に必
ず付加されます。

ご注意

この特約の保険期間および
保険料払込期間は主契約
と同一です。また、ॏ�࣬
ප・障・ॏհޢ給付金の
支払開始後にこの特約の解
約ݮ額はできません。

ご注意

「্ൽ内新ੜ」は、お支払
対の 悪性新生物ではあ
りません。

ご注意

慢性腎不全とは、「࣬ප、
ইٴび死Ҽの౷計分類
ఏ要*$%�10（2013年൛）準
に定めるຫੑਛଁපの「ڌ
εςʔδ�または�に分類
されるものをいいます。

ご注意

ご注意

・主契約の保険金の͓ࢧࣄ༝に֘したҎޙは、この特約のڅ付金の͓ࢧ対象
ͱͳΓまͤんɻ

・ਫ਼ਆの障ΛݪҼͱしͯࠃຽ年金๏にͱͮ͘障ڃ�ڃに֘したͱ͖は、ࠃຽ
年金๏にΑるೝ定の༗無に͔͔ΘΒͣ、障ঢ়ଶにΑるこの特約のڅ付金の͓ࢧ
対象ͱͳΓまͤんɻ

付金څޢॏ度հ・Λ年Ͱ定Ίた場合Ͱ、第�ճॏ度�࣬ප・障ؒظࢧ付金څ・
の͓ࢧࣄ༝に֘したΛࢉىͱしͯ、ͦ の年Λܦաするが保険ؒظຬྃ
Λ͑るͱ͖は、࠷ࢧ保ূؒظが適用される場合Λআ͖、保険ؒظຬྃま
ͰΛڅ付金ࢧؒظͱしますɻ

対となる 5疾病につい
ては、「�࣬ප・障・ॏ
հޢՈ計保障特約条項別表
2�対となるѱੑ新ੜ、
ߗ؊、ଔ中、࠹ߎے৺ੑٸ
ม、ຫੑਛ不શ」を͝ࢀরく
ͩさい。

別表参照

ಛ2

˗�５疾病 の࣏療をతとしてೖӃした場合、̑ ࣬පॳ期ೖӃ給付金として特約給
付金月額の２か月分をお支払いします。

５࣬පͰೖӃした場合の初ظඅ用にඋ͑るこͱが
Ͱ͖ますɻ

給付金支払期間 2年、�年、保険期間の満了日まで
最支払保ূ期間（˞）　 2年、�年
（˞）この特約の最支払保ূ期間は、主契約の最支払保ূ期間と同一です。

बۀෆ保障ϓϥϯ1MVT
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͍ࢧ͓
͢Δڅۚ ༝ࣄࢧۚͷ͓څ ͓ड͚औΓʹͳΔਓ

第1回
ॏ�࣬ප・
障・
ॏհޢ
給付金

ඃ保険者が次の（１）ʙ（3）のいずれかの事由に該当したとき
（１）�ඃ保険者が次の①および②のすてを満たすঢ়ଶに該当し

たとき
①�次のΞɽʙɽのいずれかに該当したこと
Ξɽ��この特約の責任開始日からその日を含めて90日を
経過する日以前（責任開始期前を含みます。）に悪性
新生物に罹患したことがなく、かつ、その翌日以後の
この特約の保険期間中に悪性新生物 にጶױしたと、
医ࢣによりපཧ৫学తॴݟ（ੜݕを含みます。）に
よって診断֬定されたこと（පཧ৫学తॴݟがಘら
れないときは、他のॴݟによる診断֬定もೝめること
があります。）

Πɽ��この特約の開始期以後にੑٸ৺࠹ߎےまたは
ଔ中をൃපしたと、医ࢣによって診断されたこと

ɽ��この特約の開始期以後に؊ߗมまたは慢性腎不
全 のঢ়ଶとなったと、医ࢣによって診断されたこと

②��前①の�࣬පをのݪҼとしてこの特約の保険期間中
にबۀ不能ঢ়ଶに該当し、かつ、बۀ不能ঢ়ଶがその該当
した日からその日を含めて60日を超えてܧଓしたと、医
によって診断されたことࢣ

（2）�この特約の開始期以後にੜじたইまたは࣬පをݪҼと
してこの特約の保険期間中に次のいずれかの障ঢ়ଶに該
当したとき
に該当しڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづき、障ࠃ��①
ているとೝ定されたこと。たͩし、精神の障害 をݪҼとし
て障ڃ２ڃに該当した場合をআきます。

②�ੜ׆障ঢ়ଶに該当したこと
（3）��この特約の開始期以後にੜじたইまたは࣬පをݪҼと
してこの特約の保険期間中に要հޢঢ়ଶに該当し、かつ、要
հޢঢ়ଶがその該当した日からその日を含めて180日を超
えてܧଓしたと、医ࢣによって診断されたとき

ඃ保険者
保険契約者が法人
で、かつ主契約の
高度障害保険金受
取人が保険契約者
である場合 は、
保険契約者

第2回以後
ॏ�࣬ප・
障・
ॏհޢ
給付金

第1回ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ給付金が支払われた場合にお
いて、ඃ保険者が第1回ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ給付金の支
払事由に該当した日（˞）の給付金支払期間中の月単位の応当
日（対応する日がない月の場合には、その月の日）が౸དྷした
とき

�࣬ප
ॳ期ೖӃ
給付金

ඃ保険者が次の（１）および（２）のすての条件を満たしたとき
（１）�第１回ॏ̑ ࣬ප・障・ॏհޢ給付金の支払事由（１）①に

該当したこと
（２）�前（１）において医ࢣによって診断された5疾病 の࣏療を

తとして、この特約の保険期間中にೖӃをしたこと

ඃ保険者
保険契約者が法
人で、かつ主契約
のߴ障保険
金受取人が保険
契約者である場合
は、保険契約者

ɹçڅۚͷ͓ࢧ͍

対となる 5疾病につい
ては、「�࣬ප・障・ॏ
հޢՈ計保障特約条項別表
2�対となるѱੑ新ੜ、
ߗ؊、ଔ中、࠹ߎے৺ੑٸ
ม、ຫੑਛ不શ」を͝ࢀরく
ͩさい。

別表参照

（˞）��第１回ॏ̑ ࣬ප・障・ॏհޢ給付金の支払事由に該当した日とは、給付金支払のݪҼとなったඃ保険
者のঢ়ଶに応じて次の日をいいます。� � �
・बۀ不能ঢ়ଶ�ɿ�対となるबۀ不能ঢ়ଶに該当した日からその日を含めて�1日にあたる日
・�障ঢ়ଶ� ɿ��次のいずれかに該当した日

がੜじた月のॳ日ݖ基ૅ年金の受給ຽ年金法にもとづく障ࠃ①
②ੜ׆障ঢ়ଶに該当した日

・要հޢঢ়ଶ� ɿ�対となる要հޢঢ়ଶに該当した日からその日を含めて181日にあたる日

精神の障害のৄࡉは、「�
࣬ප・障・ॏհޢՈ計保
障特約条項別表��ਫ਼ਆの障
。রくͩさいࢀを͝「

別表参照

ਫ਼ਆの障を含Ήෳ数の障
、がॏෳすることにより
ຽ年金法にもとづく障ࠃ
ڃ２ڃに該当した場合で
も、ਫ਼ਆの障をআく障
が障ڃ２ڃに満たない
ときは、障ঢ়ଶによるこ
の特約の給付金のお支払対
となりません。

ご注意

「্ൽ内新ੜ」は、お支払
対の 悪性新生物ではあ
りません。

ご注意

慢性腎不全とは、「࣬ප、
ইٴび死Ҽの౷計分類
ఏ要*$%�10（2013年൛）準
に定めるຫੑਛଁපの「ڌ
εςʔδ�または�に分類
されるものをいいます。

ご注意

ご注意

この特約のڅ付に͔͔Θるࠃຽ年金๏ͦのଞの関࿈する๏ྩのվਖ਼がকདྷߦΘれ
たͱ͖は、主ிのೝՄΛಘͯ、第１回重度５疾病・障害・重度介護給付金のお支払
事由の変更を行うことがあります。ͦ の場合、มߋの�͔݄લまͰに保険契約ऀに
ͦのࢫΛ͝Ҋしますɻ

保険契約者が法人で、か
つ主契約の高度障害保険金
受取人が保険契約者である
場合、給付金支払期間の開
始後は、受取人をඃ保険者
にม更することがՄ能です。

ご参考
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精神の障害のৄࡉは、「�
࣬ප・障・ॏհޢՈ計保
障特約条項別表��ਫ਼ਆの障
。রくͩさいࢀを͝「

別表参照

生活障害状態のৄࡉは、
「�࣬ප・障・ॏհޢՈ計
保障特約条項別表��対と
なるੜ׆障ঢ়ଶ」を͝ࢀ
রくͩさい。

別表参照

ご参考

この特約における 要介護
状態とは、約款に定める保
険会社ಠࣗのೝ定基準によ
るものであり、ެ తհޢ保
険制で定める要հޢঢ়ଶ
とはҟなります。

ɹçबۀෆঢ়ଶɾੜ׆োঢ়ଶɾཁհޢঢ়ଶʹ͍ͭͯ

˔�ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ給付金の対となるबۀ不能ঢ়ଶ・ੜ׆障ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶは、そ
れぞれ以下に該当するঢ়ଶをいいます。（˞1）

बۀ不能ঢ়ଶ

次の①、②のいずれかのঢ়ଶをいいます。（˞2）
たͩし、死亡した後�࣬පが࣏༊した後（˞3）は、बۀ不能ঢ়ଶとはいいません。
①�࣬පの࣏療をతとして、පӃまたは診療ॴにおいてೖӃしているঢ়ଶ
②��࣬පにより、医ࢣのࣔࢦを受けてࣗで࣏療にઐ೦しており、৬種をわ
ず、すてのۀにै事できないঢ়ଶ

生活障害状態

込みのないঢ়ଶݟに相当し、回෮のڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづく障ࠃ
として当社が定める以下のようなものをいいます。たͩし、精神の障害 による障
。に相当するঢ়ଶは対となりませんڃ２ڃ
ʻྫʼ
　・྆ の障؟の和が0�08以下なͲのྗࢹの؟
　・྆ ࣖのௌྗϨϕϧが�0σシϕϧ以্なͲのௌ֮の障
　・そしΌく・ᅞ下のػ能をܽくঢ়ଶ
　・Իまたはݴ語ػ能のஶしい障
　・্ ମの障ࢶを༗するなͲの能にஶしい障ػのࢶまたは下ࢶ
　・৺ଁҠ২Ӭଓతな人ಁੳ療法を受けるなͲの特定のපঢ়

要介護状態

次の①、②のいずれかのঢ়ଶをいいます。（˞2）
たͩし、死亡した後は要հޢঢ়ଶとはいいません。
①�ৗ時৸たきりঢ়ଶで、下هのΞ�に該当し、かつ、下هのΠ�ʙΦ�のうち、2項以
্に該当して他人のհޢを必要とするঢ়ଶ
　Ξ�ϕουपลのา行がࣗ分ではできない
　Π�ҥのணがࣗ分ではできない
　�ೖཋがࣗ分ではできない
　Τ�৯のઁ取がࣗ分ではできない
　Φ�େখศのഉᔔ後の১き取り始がࣗ分ではできない
があ当ࣝ障ݟのないঢ়ଶにおいてೝと診断֬定され、意ࣝ障ੑ࣭ث�②
り、かつ、他人のհޢを必要とするঢ়ଶ

（˞1）��बۀ不能ঢ়ଶ・ੜ׆障ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶに該当するかͲうかの断は、医ࢣの診断ॻٻॻ類に
もとづいて行います。

（˞2）��बۀ不能ঢ়ଶ要հޢঢ়ଶから回෮した後、࠶びबۀ不能ঢ়ଶ要հޢঢ়ଶとなられた場合は、बۀ
不能ঢ়ଶ要հޢঢ়ଶのݪҼとなったපؾέΨが同一か൱かにかかわらず、बۀ不能ঢ়ଶまたは要
հޢঢ়ଶがܧଓしたとはいいません。

（˞3）��̑ ࣬පを࣏療したことにより、そのঢ়がݻ定した後または̑ ࣬පがೝめられないঢ়ଶとなった後を含み
ます。

ɹçॏ�࣬පɾোɾॏհڅޢۚʹ͍ͭͯ

˔�ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した場合は、給付金支払期間を通じてຖ
月、特約給付金月額をお支払いします。
˔�第１回ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ給付金のお支払いは、̑ ࣬පの種類およびお支払事由のԿ
にかかわらず、この特約の保険期間を通じて１回をݶとします。

ご注意

・ ॏ度５࣬ ප・障・ॏ度հڅޢ付金のࢧ։ޙ࢝に主契約のશ෦にͭいͯ解約ͦのଞ
のফ໓ࣄ༝がൃੜした場合Ͱ͋ͬͯ、څ付金ࢧؒظத（࠷ࢧ保ূؒظが適用
されるͱ͖は保険ؒظத）は第２ճҎޙॏ度５࣬ ප・障・ॏ度հڅޢ付金の͓ࢧࣄ
༝に֘したにඃ保険ऀがੜଘしͯいる場合にݶΓ、ॏ度５࣬ ප・障・ॏ度հڅޢ
付金Λ͓ࢧいしますɻ

・ ॏ度�࣬ප・障・ॏ度հڅޢ付金のҰࢧ࣌はͰ͖まͤんɻたͩし、࠷ࢧ保ূؒظ
が適用される場合、保険ؒظຬྃޙの࠷ࢧ保ূؒظதは、次のͱ͓Γ取扱いますɻ
ᶃॏ度５࣬ ප・障・ॏ度հڅޢ付金のະࢧのݱՁΛҰׅしͯ͝ٻいたͩ͘こͱ

がͰ͖ますɻ
ᶄඃ保険ऀがࢮした場合、ॏ度５࣬ ප・障・ॏ度հڅޢ付金のະࢧのݱՁΛ͓

いしますɻࢧ
ͬたͱ͖は、こࢧ付金Λڅޢॏ度հ・ऴճのॏ度�࣬ප・障࠷தのؒظࢧ付金څ ・

の特約はফ໓しますɻ

ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ
給付金のお支払いについて
のৄࡉは、次ทの「ॏ�࣬
ප・障・ॏհޢ給付金の
お支払いのみ」を͝ࢀ
রくͩさい。

ご参考

˔�बۀ不能ঢ়ଶまたは要հޢঢ়ଶがܧଓしている間に、この特約の保険期間が満了した場合で
も、その後引きଓきबۀ不能ঢ়ଶまたは要հޢঢ়ଶがܧଓし、ܧଓ期間が�0日（要հޢঢ়ଶは
180日）を͑たときは、この特約の保険期間の満了時にお支払事由に該当したものとみなし、
最支払保ূ期間を通じてॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ給付金をお支払いします。
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ɹçॏ̑࣬පɾোɾॏհڅޢۚͷ͓ࢧ͍ͷΈ
˔�ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ給付金のお支払いの基本తなみは次のとおりです。
（1）次の①ʙᶆのいずれかに該当した場合に、給付金支払期間 の満了日まで、毎月給付金をお支

払いします。
①̑࣬පによるबۀ不能ঢ়ଶが�0日を͑てܧଓしたと診断されたとき
②�පؾέΨによりࠃຽ年金法にもとづき、障1ڃʙ2ڃとೝ定されたとき（ਫ਼ਆの障
による2ڃをআきます。）
ᶅපؾέΨによりੜ׆障ঢ়ଶに該当したとき
ᶆපؾέΨによる要հޢঢ়ଶが180日を͑てܧଓしたと診断されたとき

・・・・・・・・・・

上記（1）①～④の
原因となる
5疾病または
病気・ケガの発生

第1回重度5疾病・障害・重度介護給付金
の支払事由に該当

重度5疾病・障害・重度介護給付金のお支払い

給付金支払期間

（2）�給付金支払期間 中に死亡ߴ・ 障ঢ়ଶとなられた場合、それ以߱は主契約の給付金 をお
支払いし、ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ給付金はお支払いしません。

・・・・・・・・

上記（1）①～④の
原因となる
5疾病または
病気・ケガの発生

第1回重度5疾病・障害・重度介護給付金
の支払事由に該当

死亡または高度障害状態
に該当

保険期間
満了

重度5疾病・障害・重度介護
給付金のお支払い

主契約の給付金のお支払い

給付金支払期間

（3）第1回ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した日から保険期間満了日まで
の期間が最低支払保証期間 に満たないときは、最支払保ূ期間を通じて、ຖ月給付金をお
支払いします。

・・・・・・・・・・

上記（1）①～④の
原因となる
5疾病または
病気・ケガの発生

第1回重度5疾病・障害・重度介護給付金
の支払事由に該当

保険期間
満了

重度5疾病・障害・重度介護給付金のお支払い

最低支払保証期間

この特約の 給付金支払期
間は、2年、�年、保険期間
の満了日までのいずれかか
らબできます。
たͩし、給付金支払期間を
年数で定めた場合でも、第1
回ॏ�࣬ප・障・ॏհ
給付金のお支払事由に該ޢ
当した日をى算日として、
その年数をܦաする日が保
険期間の満了日を͑ると
きは、保険期間の満了日ま
でとします。

ご参考

主契約の給付金は、保険
期間満了日まで（最支払
保ূ期間が適用される場合
は最支払保ূ期間満了日
まで）ຖ月お支払いします。

ご参考

この特約の 最低支払保証
期間は、2年または�年の
いずれかとします。

ご参考
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˔���この特約には、ѱੑ新ੜに関して�0日の不担保期間 があります。不୲保期間は、責任開始日
からその日を含めて90日を経過する日まで（責任開始期前を含みます。）とし、۩ମతには次のと
おりです。

ॏ̑࣬ප・障・ॏ
հޢ給付金

不୲保期間終了までにጶױしたѱੑ新ੜによりबۀ不能ঢ়ଶとなった場合、
ѱੑ新ੜによる給付金のお支払いはできません。また、そのѱੑ新ੜにጶ
不能ঢ়ଶとなったときも、ѱੑۀしたѱੑ新ੜによりबױした後で新たにጶױ
新ੜによる給付金のお支払いはできません。

�࣬පॳ期ೖӃ給付金
不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױした場合、ѱੑ新ੜによる給付金の
お支払いはできません。この場合、その後新たにѱੑ新ੜにጶױされても、ѱ
ੑ新ੜによる給付金のお支払いはできません。

˔�不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からその日を含め
て６か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無ޮとし、既に払い込まれたこ
の特約の保険料を保険契約者に払い戻します。
˔�෮׆の際の不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からそ
の日を含めて６か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約の෮׆を無ޮとし、෮
後に払い込まれたこの特約の保׆の際にこの特約に関して払い込まれた当社ॴ定の金額と、෮׆
険料を保険契約者に払い戻します。
˔�たͩし、ࠂ義ҧ・ॏେ事由による解আの場合、この特約が消滅する場合、またはこの特約の
給付金を支払うこととなった場合は、無ޮの申出を行うことはできません。

˔�ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ給付金のお支払事由に該当した場合は、その日より後に̑࣬පॳ期
ೖӃ給付金のお支払事由に該当しても、̑ ࣬පॳ期ೖӃ給付金はお支払いしません。
˔�主契約の保険金のお支払事由に該当した場合は、その日以後この特約の給付金のお支払事由に
該当してもこの特約の給付金はお支払いしません。
˔�この特約の給付金を支払った後に、主契約の保険金のٻを受け、その保険金を支払うことと
なった場合で、既に支払ったこの特約の給付金のお支払事由がੜじた日以前に主契約の保険金
のお支払事由に該当していたことが໌らかになったときは、既に支払ったこの特約の給付金を
ࠩし引いて主契約の保険金をお支払いします。
˔�同༷に、̑ ࣬පॳ期ೖӃ給付金を支払った後に、̑ ࣬පॳ期ೖӃ給付金のお支払事由がੜじた
日より前にお支払事由がੜじていたॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ給付金を支払う場合は、既に支
払った̑࣬පॳ期ೖӃ給付金をࠩし引きます。

ɹçෆ୲อؒظऴྃલͷѱੑ৽ੜͱஅ֬ఆ͞Εͨ߹ͷऔѻ͍

ɹçෳͷอݥ ɾۚڅۚͷ͓ࢧࣄ༝͕ൃੜͨ͠߹ͷ͓औѻ͍ʹ͍ͭͯ

障ঢ়ଶおよび要հޢঢ়ଶ
によるॏ�࣬ප・障・ॏ
հޢ給付金のお支払いに
ついては、 不担保期間の
取扱いはありません。

ご注意

ɹç�࣬පॳظೖӃڅۚʹ͍ͭͯ

˔�࣬පॳ期ೖӃ給付金のお支払額は次のとおりです。

˔�࣬පॳ期ೖӃ給付金のお支払いは、�࣬පの種類にかかわらず、この特約の保険期間を通
じて１回をݶとします。

特約څ付金ֹ݄ʷ�
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˔�ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ一時金を支払った後に、主契約の保険金のٻを受け、その保険金を
支払うこととなった場合で、既に支払ったॏ�࣬ප・障・ॏհޢ一時金のお支払事由がੜじ
た日より前に主契約の保険金のお支払事由に該当していたことが໌らかとなったときは、既に
支払ったॏ�࣬ප・障・ॏհޢ一時金をࠩし引いて主契約の保険金をお支払いします。

ॏ̑࣬පɾোɾॏհޢҰۚ࣌ಛ
特長

˗�次の①ʙᶅのいずれかに該当した場合に、ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ一時金をお
支払いします。
①�５疾病 （悪性新生物 ม・慢性腎不全ߗ؊・ଔ中・࠹ߎے৺ੑٸ・ ）によるॴ定
のबۀ不能ঢ়ଶが�0日を͑てܧଓしたと診断されたとき
②පؾέΨにより、次のいずれかの障ঢ়ଶに該当したとき� �
とೝ定されたとき（ਫ਼ਆのڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづき、障ࠃ�・
障による障ڃ２ڃをআきます。）

・ॴ定のੜ׆障ঢ়ଶに該当したとき
ᶅ�පؾέΨによるॴ定の要հޢঢ়ଶが180日を͑てܧଓしたと診断されたとき
˗�ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ一時金をお支払いした場合、この特約は消滅し、以後こ
の特約の保障はなくなります。

５࣬පͰಇ͚ͳ͘ͳͬた場合පؾέΨͰ障ঢ়ଶ・要հޢ
ঢ়ଶͱͳͬた場合に、Ұ࣌金Λ͓受͚取Γいた͚ͩますɻ

͍ࢧ͓
͢ΔҰۚ࣌ Ұۚ࣌ͷ͓ࢧࣄ༝ ͓ड͚औΓʹͳΔਓ

ॏ̑࣬ප・
障・
ॏհޢ
一時金

ඃ保険者が次の（１）ʙ（3）のいずれかの事由に該当したとき
（１）�ඃ保険者が次の①および②のすてを満たすঢ়ଶに該当し

たとき
①�次のΞɽʙɽのいずれかに該当したこと
Ξɽ��この特約の責任開始日からその日を含めて90日を
経過する日以前（責任開始期前を含みます。）に悪性
新生物に罹患したことがなく、かつ、その翌日以後の
この特約の保険期間中に悪性新生物 にጶױしたと、
医ࢣによりපཧ৫学తॴݟ（ੜݕを含みます。）に
よって診断֬定されたこと（පཧ৫学తॴݟがಘら
れないときは、他のॴݟによる診断֬定もೝめること
があります。）

Πɽ��この特約の開始期以後にੑٸ৺࠹ߎےまたは
ଔ中をൃපしたと、医ࢣによって診断されたこと

ɽ��この特約の開始期以後に؊ߗมまたは慢性腎不
全 のঢ়ଶとなったと、医ࢣによって診断されたこと

②��前①の�࣬පをのݪҼとしてこの特約の保険期間中
にबۀ不能ঢ়ଶに該当し、かつ、बۀ不能ঢ়ଶがその該当
した日からその日を含めて60日を超えてܧଓしたと、医
によって診断されたことࢣ

（2）�この特約の開始期以後にੜじたইまたは࣬පをݪҼと
してこの特約の保険期間中に次のいずれかの障ঢ়ଶに該
当したとき
に該当してڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづき、障ࠃ�①
いるとೝ定されたこと。たͩし、精神の障害 をݪҼとして
障ڃ２ڃに該当した場合をআきます。
②ੜ׆障ঢ়ଶに該当したこと

（3）�この特約の開始期以後にੜじたইまたは࣬පをݪҼと
してこの特約の保険期間中に要հޢঢ়ଶに該当し、かつ、要
հޢঢ়ଶがその該当した日からその日を含めて180日を超
えてܧଓしたと、医ࢣによって診断されたとき

ඃ保険者
保険契約者が法人
で、かつ主契約のߴ
障保険金受取
人が保険契約者で
ある場合は、保険契
約者

ɹçҰۚ࣌ͷ͓ࢧ͍

この特約は、बۀ不能保障
ϓϥϯ1MVTの͝契約時のみ
付加することができます。

ご注意

この特約の保険期間および
保険料払込期間は主契約と
同一です。

ご注意

「্ൽ内新ੜ」は、お支払
対の 悪性新生物ではあ
りません。

ご注意

慢性腎不全とは、「࣬ප、
ইٴび死Ҽの౷計分類
ఏ要*$%�10（2013年൛）準
に定めるຫੑਛଁපの「ڌ
εςʔδ�または�に分類
されるものをいいます。

ご注意

ਫ਼ਆの障を含Ήෳ数の障
、がॏෳすることにより
ຽ年金法にもとづく障ࠃ
ڃ２ڃに該当した場合で
も、ਫ਼ਆの障をআく障
が障ڃ２ڃに満たない
ときは、障ঢ়ଶによるこ
の特約の一時金のお支払対
となりません。

ご注意

主契約の保険金のお支払事
由に該当したときに、ॏ
̑࣬ප・障・ॏհޢ一時
金のお支払事由のݪҼとな
るबۀ不能ঢ়ଶ・要հޢঢ়
ଶに該当していた場合は、
のお取扱いは行いませهࠨ
ん。

ご注意

対となる 5疾病につい
ては、「ॏ�࣬ප・障・ॏ
հޢ一時金特約条項別表
2�対となるѱੑ新ੜ、
ߗ؊、ଔ中、࠹ߎے৺ੑٸ
ม、ຫੑਛ不શ」を͝ࢀরく
ͩさい。

別表参照

ご注意

ਫ਼ਆの障ΛݪҼͱしͯࠃຽ年金๏にͱͮ͘障ڃ�ڃに֘したͱ͖は、ࠃຽ
年金๏にΑるೝ定の༗無に͔͔ΘΒͣ、障ঢ়ଶにΑるこの特約のҰ࣌金の͓ࢧ
対象ͱͳΓまͤんɻ

ご注意

この特約のڅ付に͔͔Θるࠃຽ年金๏ͦのଞの関࿈する๏ྩのվਖ਼がকདྷߦΘれ
たͱ͖は、主ிのೝՄΛಘͯ、重度5疾病・障害・重度介護一時金のお支払事由の
変更を行うことがあります。ͦ の場合、มߋの�͔݄લまͰに保険契約ऀにͦのࢫ
Λ͝Ҋしますɻ

精神の障害のৄࡉは、「ॏ
�࣬ප・障・ॏհޢ一
時金特約条項別表��ਫ਼ਆの
障」を͝ࢀরくͩさい。

別表参照

बۀෆ保障ϓϥϯ1MVT
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ご請求日とは、特定ঢ়ଶ
保険金のٻに必要なॻ類
が当社に౸ணした日のこと
をいいます。

ご注意

）額ݶ 3,000万円以内）
は、他の保険契約と合算し
ます。

ご注意

この特約の保険 
料は不要です。

ϦϏϯάɾχʔζಛ

ɹçอۚݥͷ͓ࢧ͍

余命が6か月以内とは、日
本で一ൠにೝめられた医療
による࣏療を行っても༨໋
が�か月以内であることを
意ຯします。
༨໋が�か月以内の断
は、医ࢣにهೖいたͩいた
診断ॻٻॻ類に基づ
いて行います。

ご注意

˔�特定ঢ়ଶ保険金のお支払いは、１契約について１回とし、お支払いした後は、この特約は消滅し
ます。（消滅後に、さらにこの特約を中్付加することはできません。）
˔�主契約の保険期間の満了前1年以内に、この特約の特定ঢ়ଶ保険金のٻはできません。

͍ࢧ͓
͢Δ保険ۚ 保険ۚͷ͓ࢧࣄ༝ ͓ड͚औΓʹͳΔਓ

特定ঢ়ଶ
保険金 ඃ保険者の余命が６か月以内 と断されるとき

ඃ保険者
保険契約者が法
人で、かつ主契
約の死亡保険金
受取人が保険契
約者である場合
は、保険契約者

ご注意

ࢮࡂ特約（本人型）の割૿特約͓Αͼইࡂ、しͯࡍ定にࢦのֹٻの͝ه্
保険金ֹはؚまれまͤんɻ

障ঢ়ଶ、要հޢঢ়ଶによ
るॏ�࣬ප・障・ॏհ
一時金のお支払いについޢ
ては、 不担保期間の取扱
いはありません。

ご注意

बۀ不能ঢ়ଶまたは要հޢ
ঢ়ଶがܧଓしている間に、
この特約の保険期間が満了
した場合でも、その後引き
ଓきबۀ不能ঢ়ଶまたは
要հޢঢ়ଶがܧଓし、ܧଓ
期間が�0日（要հޢঢ়ଶは
180日）を͑たときは、ॏ
̑࣬ප・障・ॏհޢ一
時金をお支払いします。

ご注意

特長1

˗�පؾによるとέΨによるとをわず、ඃ保険者の༨໋が̒か月以内と断される
場合には、͝ によりকདྷの死亡保険金のお支払いに͑て、ඃ保険者に特定ر
ঢ়ଶ保険金をお支払いします。

˗�特定ঢ়ଶ保険金のお支払方法は一時支払のみとなり、保険金の月払給付のお取扱
いはいたしません。

ඃ保険ऀの༨໋が６͔݄Ҏͱ断される場合に、
特定ঢ়ଶ保険金Λ͓ࢧいしますɻ

ಛ2

˗�特定ঢ়ଶ保険金の͝ٻ額（ࢦ定保険金額）は、ご請求日 の̒か月後の主契約の
保険金額以内で、かつඃ保険者お一人について3,000万円以内 で͝ࢦ定いたͩ
けます。

˗�主契約の保険金額の一෦を͝ٻされたときは、主契約のうち、ࢦ定保険金額に
対応する෦分が消滅し、りの෦分は保障がܧଓします。

ඞ要ͳ金ֹΛࢦ定するこͱにΑΓ、Ҩ保障Λܧଓ
Ͱ͖ますɻ

ɹçबۀෆঢ়ଶɾੜ׆োঢ়ଶɾཁհޢঢ়ଶʹ͍ͭͯ

ɹçෆ୲อؒظऴྃલͷѱੑ৽ੜͱஅ֬ఆ͞Εͨ߹ͷऔѻ͍

˔�「̑࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約」の「बۀ不能ঢ়ଶ・ੜ׆障ঢ়ଶ・要հޢঢ়ଶについて」を
。রくͩさいࢀ͝

˔この特約には、ѱੑ新ੜによるबۀ不能ঢ়ଶに関して、�0日の不担保期間 があります。
このため、ඃ保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前（この特
約の責任開始期前を含みます。）にጶױしたѱੑ新ੜによりबۀ不能ঢ়ଶとなったときは、ѱ
ੑ新ੜによる一時金はお支払いできません。また、そのѱੑ新ੜにጶױした後で新たにጶױ
したѱੑ新ੜによりबۀ不能ঢ়ଶとなったときも、ѱੑ新ੜによる一時金のお支払いはで
きません。
˔�不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からその日を含め
て６か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無ޮとし、既に払い込まれたこ
の特約の保険料を保険契約者に払い戻します。
˔�෮׆の際の不୲保期間終了までにѱੑ新ੜにጶױし、診断֬定された場合、診断֬定日からそ
の日を含めて６か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約の෮׆を無ޮとし、෮
後に払い込まれたこの特約の׆の際にこの特約に関して払い込まれた当社ॴ定の金額と、෮׆
保険料を保険契約者に払い戻します。
˔�たͩし、ࠂ義ҧ・ॏେ事由による解আの場合、この特約が消滅する場合、またはこの特約の
一時金を支払うこととなった場合は、無ޮの申出を行うことはできません。
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˔�特定ঢ়ଶ保険金は、受取人であるඃ保険者から͝ٻいたͩきますが、ඃ保険者が特定ঢ়ଶ保
険金の͝ٻをできない特別な事がある場合には、あらかじめ͝ࢦ定のあるࢦ定ཧٻ人
が、ඃ保険者のཧ人として͝ٻいたͩくことができます。
˔�ϦϏϯά・χʔζ特約においてࢦ定ཧٻ人をࢦ定する場合、ࢦ定ཧٻ特約を付加する必
要があります。

ɹçࢦఆཧ੍ٻʹ͍ͭͯ

ৄしくは、「��保険金・給付
金のཧٻについて」
を͝ࢀরくͩさい。

ご参考

ɹçอۚݥޙٻͷごܖͷऔѻ͍

（１）͝ ٻ日の�か月後の
　��保険金額のશ෦を͝ٻされた場合

‑
ٻにさ͔の΅ͬͯ

保険契約はফ໓しますɻ

͝契約 ͝ٻ

・ߴࢮ 度障
保険金ֹ ֹ͝ٻ

（͝ٻの�͔݄
（の保険金ֹޙ

（２）͝ ٻ日の�か月後の
　��保険金額の一෦を͝ٻされた場合

‑
定された保険金ֹに対Ԡするࢦ

基準څ付金ֹ݄が
ٻにさ͔の΅ͬͯফ໓した

のͱΈͳしますɻ
͝契約 ͝ٻ ࢮ

・ߴࢮ 度障
保険金ֹ

͝ٻの�͔݄ޙ
の保険金ֹ ֹ͝ٻ

保険金のࢮ
いࢧ͓

の場合、主契約に付（1）هࠨ
加されている特約もすて
消滅します。

ご注意

の場合、特定ঢ়ଶ保（2）هࠨ
険金のお支払後も、主契約に
付加されているその他の特
約はそのままܧଓし、主契約
および特約のܧଓする෦分
の保険料は、お払込みが必要
です。
なお、消滅෦分については、
解約返戻金はお支払いしま
せん。

ご注意

ご注意

・特定ঢ়ଶ保険金の受取人が๏人の場合には、ࢦ定ཧٻ人にΑるཧٻはͰ͖
まͤんɻ

ͦ、いした場合ࢧに対しͯ特定ঢ়ଶ保険金Λ͓ٻ人͔Βの͝ٻ定ཧࢦ・ のޙ
ॏෳしͯ͝ٻΛ受͚ͯ特定ঢ়ଶ保険金Λ͓ࢧいしまͤんɻ

・この特約の保険金ޙٻのඃ保険 （ऀまたは保険契約ऀ）͔ Βのরձにͭいͯ、ࣾ
はのճΛͤͣ、ࢦ定ཧٻ人に࿈བྷΛͱΒͤͯいたͩ͘こͱが͋Γますɻ

˔�特定ঢ়ଶ保険金のお支払いの際は、特定ঢ়ଶ保険金の受取人が͝ٻされたࢦ定保険金額から、
�か月分のརଉと保険料相当額をࠩし引いてお支払いします。

ɹçอۚݥͷ͓ࢧֹ

お支払金額 ＝
特定状態保険金の

受取人がご請求された金額
（指定保険金額）

－（ 指定保険金額に対
応する６か月分の

利息
＋

指定保険金額に対
応する６か月分の
保険料相当額 ）
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保険金・給付金等保険金・給付金等険金 給付金

͝契約のし͓Γ

อݥ ɾۚڅۚʹ͍ͭͯ

保険金・څ付金のٻのྲྀれͱ意��
ඃ保険ऀが͓͘ͳΓにͳͬたͱ͖ͳͲは、すΈ͔に͝࿈བྷͩ͘さいɻ

ご請求手続きの流れ

保険金・給付金の͝ٻ
は、ݖརを行使できる時から
3年間行使しないと、͝ ٻ
のݖརがなくなりますので、
͝注意くͩさい。

ご注意

保険料の払込໔আのٻに
ついても ご請求手続きの
流れと同༷となります。

ご注意

●担当の代理店もしくはライフパートナーへご連絡ください。

下記の3つから連
絡方法をお選び
いただき、ご請求
の内容をお伝えく
ださい。

ご請求の内容とは
被保険者のお名
前・証券番号・身
体の状況などです。

ご連絡
お客様

STEP1

ご案内
東京海上日動あんしん生命

STEP2

お手続きの詳し
いご案内と必要
な書類をお送りし
ます。

診断書・公的書類
など、ご請求に必
要な書類にかかる
費用はお客様の
ご負担になります。

お支払
東京海上日動あんしん生命

STEP4

保険金・給付金等を
お支払いします。
「お支払いのご案
内」をお送りします
のでご確認ください。

保険金・給付金等
は、ご指定いただ
いた口座へお支
払いいたします。

ご提出
お客様

STEP3

必要書類をご記
入いただき書類
の不足がないか
ご確認の上、ご提
出ください。

必要書類（請求
書・診断書など）
は当社で受付後、
内容を確認させ
ていただきます。

ご連絡方法

●保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。

0120-536-338保険金請求受付専用ダイヤル

［受付時間］ 平日9：00～18：00
　　　　　 土曜9：00～17：00（日曜・祝日・年末年始を除きます。）

●インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。

保険金・給付金の
ご請求手続きの流れご契約者様 インターネット

でのご連絡

当社ホームページ https://www.tmn-anshin.co.jp/

ご注意

・ ͝ ఏग़いた͖ͩましたॻྨΛഈݟした݁Ռ、͝ 加ೖલの݈߁ঢ়ଶ、࣏療のܦա・༰
ͳͲにͭいͯ、ৄ にΑるࢣ定した医ࢦೝΛさͤͯいたͩ͘こͱ、ࣾが࣮֬ࣄͳࡉ
ඃ保険ऀの診断ΛٻΊるこͱが͋Γますɻ

にΑる診断の݁Ռ、保険金・給付金等をお支払いできない場合もࢣೝ医࣮֬ࣄ ・
あります。
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อݥ ɾۚڅۚΛΕͳ͘ご͍ͨͩͨ͘ٻΊʹ
・�͝ 契約の内容によって、他の保険金・給付金を͝ٻいたͩけるՄ能ੑがありますので、以下の点
も֬͝ೝくͩさい。

医療保険

医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）

疾病入院特約

入院給付金・手術給付金等のお支払対象
となる可能性があります。
＜対象となる保険種類・特約例＞

など

手術をした

放射線治療をした

入院をした
お亡くなりになる前に

ෳͷごܖʹՃೖ͞Ε͍ͯΔ߹

͝ٻ対となる͝契約が他にないか֬͝ೝくͩさい。

ɹçࢮʹΑΔごٻͷ߹

高度障害保険金や障害給付金等のお支払い、
保険料払込免除の対象となる可能性があり
ます。

など

両耳が
聞こえなくなった 手や足を切断した

両眼が
見えなくなった

発音が
できなくなった

˔ 障ঢ়ଶにͳΒれたͱ͖

ɹçೖӃखज़ʹΑΔごٻͷ߹

ご注意

・͓ いにはͦれͧれ条件が͋Γますɻࢧ
・͓ 対象ͱͳる保険छྨの͝加ೖがͳい場合特約が付加されͯいͳい場合にࢧ

は保険金・څ付金Λ͓ࢧいͰ͖まͤんɻ保険ূ݊Ͱ͝契約༰Λ֬͝ೝͩ͘さいɻ

保険金・څ付金の͓ࢧݶظにͭいͯ��
保険金・څ付金の͝ٻが͋ͬた場合、ࣾは、ٻにඞ要ͳॻ ॻٻඋされたྨ）
ྨのこͱΛいいますɻ）がࣾに౸ணしたのཌӦۀ͔ΒͦのΛؚΊ ５ͯӦۀҎ
に保険金・څ付金Λ͓ࢧいしますɻ
たͩし、保険金・څ付金Λ͓ࢧいするたΊの֬ೝ・রձ・ௐࠪがඞ要ͳ場合は、ҎԼの
ͱ͓Γͱしますɻ

お支払期限は、請求に必
要な書類（完備された請求
書類のことをいいます。）が
当社に到着した日からその
日を含めて計算します。

ご注意

保険料の払込໔আについて
も、͝ ٻがあった場合ࠨ、
内にお払込みを໔ݶの期ه
আします。

ご注意

、の֬ೝに際し②①هࠨ
͝契約者、ඃ保険者または
保険金・給付金の受取人
がਖ਼当なཧ由なくその֬ೝ
を͛、または֬ೝに
応じなかったときは、当社
はこれにより֬ೝがԆ
した期間ののをෛ
わず、その間は保険金・給付
金をお支払いしません。

ご注意

保険 ɾۚڅۚΛ͓ࢧ͍͢ΔͨΊͷ֬ೝ͕ඞཁͳ߹ お支払期限

①

・�保険金・給付金のお支払事由ൃੜの༗無の֬ೝが必要な場合
・�保険金・給付金の໔事由に該当するՄ能ੑがある場合
義ҧに該当するՄ能ੑがある場合ࠂ�・
・�ॏେ事由、ٗまたは不法取ಘతに該当するՄ能ੑがある場合

��̒ 日̌以内

߹Ίʹಛผͳরձ֬ೝ͕ඞཁͳͨ͏ߦᶃͷ֬ೝΛه্ お支払期限

②

・�医療ػ関または医ࢣに対するর会のうち、র会ઌのࢦ定するॻ໘の方法にݶ定
されるর会が必要な場合 ��̕ 日̌以内

・�ห࢜ޢ法に基づくর会その他の法ྩに基づくর会が必要な場合 ��̕ 日̌以内
学のՊ学ٕज़తな特別のௐࠪ、分関による医学またはػ関のઐػڀݚ�・
ੳまたはؑ定が必要な場合 12̌ 日以内

・�͝ 契約者、ඃ保険者または保険金・給付金の受取人をඃٙ者として、ࠪ、ىૌ
その他のܐ事खଓが開始されたことがใಓで໌らかである場合における、ૹ
க、ىૌ、ܾのܐ事खଓの結Ռについてのݕ、ܯのࠪػ関またはࡋ
ॴに対するর会が必要な場合

18̌ 日以内

・�日本ࠃ֎におけるௐࠪが必要な場合 18̌ 日以内
ॿ法が適用されたҬにおけるௐࠪが必要な場合ٹࡂ�・ ���̌ 日以内
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ओܖɾಛ 保険 ɾۚڅۚ
໔ࣄ༝

ʢ保険 ɾۚڅۚΛ͓ࢧ͍Ͱ͖ͳ͍߹ɾ
保険料ͷ͓ࠐΈΛ໔আͰ͖ͳ͍߹ʣ

Ո計保障
定期保険

（無解約返戻金型）

死亡保険金
・�開始日からその日を含めて̏ 年以内のඃ保険者の自殺
・�保険契約者または死亡保険金受取人のނ意
・�戦争その他の変乱

保険金障ߴ ・�保険契約者またはඃ保険者のނ意
・�戦争その他の変乱

保険料払込免除

・�保険契約者またはඃ保険者のނ意またはॏେなաࣦ
・�ඃ保険者の൜ࡑ行ҝ
・�ඃ保険者のਫ਼ਆ障をݪҼとする事ނ
・�ඃ保険者のటਲのঢ়ଶをݪҼとする事ނ
・�ඃ保険者が法ྩに定めるӡస資֨を࣋たないでӡసしてい
る間にੜじた事ނ
・�ඃ保険者が法ྩに定めるञؾଳびӡసまたはこれに相当す
るӡసをしている間にੜじた事ނ
・�地震、噴火または津波
・�戦争その他の変乱

特定࣬ප・ॏհޢ
保険料払込໔আ特則

次のいずれかによりॴ定の要հޢঢ়ଶとなったとき
　・�保険契約者またはඃ保険者のނ意またはॏେなաࣦ
　・�ඃ保険者の൜ࡑ行ҝ
　・�ඃ保険者のༀґଘ
　・�戦争その他の変乱

特定࣬ප・障・
ॏհޢ

保険料払込໔আ
特則

次のいずれかによりॴ定の障ঢ়ଶまたは要հޢঢ়ଶとなっ
たとき
・保険契約者またはඃ保険者のނ意またはॏେなաࣦ
・ඃ保険者の൜ࡑ行ҝ
・ඃ保険者のༀґଘ
・�戦争その他の変乱

ϦϏϯά・χʔζ�
特約 特定ঢ়ଶ保険金 ・�保険契約者またはඃ保険者のނ意

・�ઓ૪その他のมཚ

割૿特約ࡂ

死亡保険金ࡂ
・�保険契約者またはඃ保険者のނ意またはॏେなաࣦ
・�ඃ保険者の൜ࡑ行ҝ
・�ඃ保険者のਫ਼ਆ障をݪҼとする事ނ
・�ඃ保険者のటਲのঢ়ଶをݪҼとする事ނ
・�ඃ保険者が法ྩに定めるӡస資֨を࣋たないでӡసしてい
る間にੜじた事ނ
・�ඃ保険者が法ྩに定めるञؾଳびӡసまたはこれに相当す
るӡసをしている間にੜじた事ނ
・�地震、噴火または津波
・�戦争その他の変乱
意またはॏେなաނ死亡保険金の受取人のࡂ�・ 死ࡂࣦ）
亡保険金の場合）

保険金障ߴࡂ

ই特約
（本人型）

死亡保険金ࡂ

障給付金

�࣬ප・ॏհޢ
Ո計保障特約

第１回ॏ̑ ࣬ප・
ॏհޢ給付金

次のいずれかによりॴ定の要հޢঢ়ଶとなったとき
　・�保険契約者またはඃ保険者のނ意またはॏେなաࣦ
　・�ඃ保険者の൜ࡑ行ҝ
　・�ඃ保険者のༀґଘ
　・�戦争その他の変乱

ॏ�࣬ප・ॏհޢ
一時金特約

ॏ�࣬ප・ॏհޢ
一時金

̑࣬ ප・障・ॏհޢ
Ո計保障特約

第１回ॏ̑ ࣬ප・
障・ॏհޢ給付金

次のいずれかによりॴ定の障ঢ়ଶまたは要հޢঢ়ଶとなっ
たとき
・保険契約者またはඃ保険者のނ意またはॏେなաࣦ
・ඃ保険者の൜ࡑ行ҝ
・ඃ保険者のༀґଘ
・�戦争その他の変乱

ॏ̑ ࣬ප・障・
ॏհޢ一時金特約

ॏ̑ ࣬ප・障・
ॏհޢ一時金

保険金・څ付金Λ͓ࢧいͰ͖ͳい場合��
次のΑ͏ͳ場合には、保険金・څ付金の͓ࢧࣄ༝がੜͯ͡、保険金・څ付金の͓ࢧ
いはいたしまͤんɻまた、保険料の͓ࠐ໔আࣄ༝がੜͯ͡保険料の͓ࠐΈΛ໔আ
いたしまͤんɻ

ɹç໔ࣄ༝ʹ֘ͨ͠߹

自殺に際して৺ਆࣦな
いしこれと同ఔのஶしい
ਫ਼ਆ障があり、ࣗ のੜݾ
໋をઈつೝࣝがなかったと
ೝめられるときは、死亡保険
金をお支払いする場合があ
りますので、当社おい
合わせくͩさい。

ご注意

保険料払込免除には、特
定࣬ප保険料払込໔আ特
則、特定࣬ප・ॏհޢ保険
料払込໔আ特則、特定࣬ප・
障・ॏհޢ保険料払込
໔আ特則による保険料の払
込໔আを含みません。

ご注意

戦争その他の変乱、 地
震、噴火または津波により
໔事由に該当した場合で
あっても該当するඃ保険者
数の૿加が主契約・特約の
計算基ૅにٴ΅すӨڹがগ
ない場合には、そのӨڹの
ఔに応じ、保険金・給付金
のશ額もしくは一෦をお
支払いし、または保険料の
お払込みを໔আします。

ご参考



��

知っていた場合には、
開始期前の࣬පについ
て、保険契約者またはඃ保
険者からࠂされなかった
ことにより、当社が事࣮の一
෦をらなかった場合は含
みません。

ご注意

保険金・給付金等のお支
払いには、保険料の払込໔
আを含みます。

ご注意

健康診断とは、定期健康
診断、人間υοΫ、健康ঢ়
ଶをධՁすることで࣬ױの
༧・ૣ 期ൃݟにཱてるこ
とをతとして行う診ݕ・
。診をいいますݕࠪ・

ご注意

・の(ˑ)ҹを付した特則هࠨ
特約は、要հޢঢ়ଶによる
給付金・一時金のお支払い
または保険料の払込໔আに
ついては、 不担保期間の
取扱いはありません。
またࠨ、 の(˒)ҹを付したه
特則・特約は、障ঢ়ଶ・要
հޢঢ়ଶによる給付金・一
時金のお支払いまたは保険
料の払込໔আについては、�
不担保期間の取扱いはあ
りません。

ご注意

保険 ɾۚڅۚΛ͓ࢧ͍Ͱ͖ͳ͍߹

開始期前にੜじた࣬ප
不ྀの事ނの場合

次の保険金・給付金等のお支払い のݪҼとなる࣬ප不ྀの事ނ
が開始期前にੜじていたとき（下̡ه ͝注意 にrࡌهしている
場合、約款に特に定めのある場合をআきます。）

໔আ　ͳͲࠐ保険金、保険料の度障ߴ

ʲ͝注意ʳ
次の①ʙᶅのいずれかに該当する場合には、開始期以後に
ੜじた࣬පとみなして、保険金・給付金等のお支払い に関す
る規定を適用します。
により当社が開始期前の࣬පについて知ってࠂ�①
いた場合 、またはաࣦによりらなかった場合
②�開始期前の࣬පについて、ੜ໋保険ืू人が、ࠂ
をすることを͛た場合、またはࠂしないこと事࣮でな
いことを͛ࠂることをקめた場合
ᶅ�開始期前の࣬පについて、次のΞɽおよびΠɽを満た
し、かつ、開始期前に、ඃ保険者のମにੜじたঢ়に
ついて保険契約者およびඃ保険者のೝࣝおよび֮ࣗがな
かったことが໌らかな場合
Ξɽ�開始期前に、ඃ保険者が医ࢣの診を受けたことが
ない。

Πɽ�開始期前に、ඃ保険者が健康診断 によるҟৗのࢦ
ఠを受けたことがない。

��特約・特則によっては、ѱੑ新ੜに関して�0日の不担保
期間 があります。
不୲保期間は、開始日からその日を含めて�0日をܦ
աする日まで（開始期前を含みます。）とします。۩ମ
తな取扱いは次のとおりです。
１ɽ�次の特則・特約の給付金については、不୲保期間終了
までにѱੑ新ੜにጶױした場合、্ ه̡ ͝注意 にrか
かわらず、ѱੑ新ੜによる給付金のお支払い、保険
料の払込໔আはいたしません。この場合、その後新た
にѱੑ新ੜにጶױされても、ѱੑ新ੜによる給付
金のお支払い、保険料の払込໔আはいたしません。

２ɽ�次の特約の給付金・一時金については、不୲保期間終
了までにጶױしたѱੑ新ੜによりबۀ不能ঢ়ଶと
なった場合、্ ه̡ ͝注意 にrかかわらず、ѱੑ新ੜ
による給付金・一時金のお支払いはいたしません。ま
た、そのѱੑ新ੜにጶױした後で新たにጶױしたѱ
ੑ新ੜによりबۀ不能ঢ়ଶとなったときも、ѱੑ新
ੜによる給付金・一時金のお支払いはいたしません。

・特定࣬ප保険料払込໔আ特則
・特定࣬ප・ॏհޢ保険料払込໔আ特則（ˑ）
・特定࣬ප・障・ॏհޢ保険料払込໔আ特則（˒）
・�̑ ࣬ප・ॏհޢՈ計保障特約の̑࣬පॳ期ೖӃ
給付金
・�̑ ࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約の̑࣬පॳ期
ೖӃ給付金

・�̑ ࣬ප・ॏհޢՈ計保障特約のॏ̑࣬ප・ॏ
հޢ給付金（ˑ）
・ॏ̑࣬ප・ॏհޢ一時金特約の一時金（ˑ）
・�̑ ࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約のॏ̑࣬ප・
障・ॏհޢ給付金（˒）
・ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ一時金特約の一時金（˒）

ご注意

次の特則・特約にͭいͯは、保険契約ऀまたはඃ保険ऀのނ意またはॏେͳաࣦに
Αͬͯबۀෆঢ়ଶがԆした場合、保険料のࠐ໔আまたはڅ付金の͓ࢧい
がͰ͖ͳいこͱが͋Γますɻ
ɾಛఆ࣬පɾॏհޢ保険料ࠐ໔আಛଇ� ɾಛఆ࣬පɾোɾॏհޢ保険料ࠐ໔আಛଇ
ɾ̑ ࣬පɾॏհޢՈܭ保োಛ� ɾॏ̑ ࣬පɾॏհޢҰۚ࣌ಛ
ɾ̑ ࣬පɾোɾॏհޢՈܭ保োಛ� ɾॏ̑ ࣬පɾোɾॏհޢҰۚ࣌ಛ

ɹç໔ࣄ༝Ҏ֎ͷ߹
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保険 ɾۚڅۚΛ͓ࢧ͍Ͱ͖ͳ͍߹

による取消ٗ

͝契約の締結、෮׆または͝契約内容のม更（以下「͝契約の締結
」といいます。）に際して、͝ 契約者、ඃ保険者または保険金・給付金
の受取人によるٗ行ҝがあったことにより、͝ 契約が取り消さ
れたとき

�この場合、お払い込みいたͩいた保険料は払い戻しいたしません。

不法取ಘతによる無ޮ

͝契約の締結のঢ়گ、͝ 契約成ཱ後の保険金・給付金の͝ٻ
のঢ়گなͲから断して、͝ 契約者が次のいずれかのతをもって
͝契約の締結を行ったとೝめられたことにより、͝ 契約が無ޮとさ
れたとき

①不法に保険金・給付金を取ಘするతがあったとき
②第ࡾ者に不法に保険金・給付金を取ಘさせるతがあったとき

�この場合、お払い込みいたͩいた保険料は払い戻しいたしません。

第１回保険料が
払い込まれないことによる無ޮ

「開始期に関する特約」を付加した͝契約で、第１回保険料が༛༧期
間満了日までに払い込まれないことにより、͝ 契約が無ޮとなったとき

ॏେ事由による解আ

次のような事由に該当し、͝ 契約が解আされたとき

①�保険契約者、ඃ保険者（死亡保険金の場合をআきます。）また
は保険金・給付金の受取人が、保険金・給付金を取し、
または保険料の払込໔আをさせるతで事ނをىこしたとき
（ະを含みます。）
②�保険金・給付金のٻに関して、保険金・給付金の受取人
にٗ行ҝがあったとき（ະを含みます。）
ᶅ�他の保険契約とのॏෳによって保険金額・給付金額の合計
がஶしくաେで、保険制のతにするঢ়ଶがもたらされ
るおそれがあるとき
ᶆ�保険契約者、ඃ保険者または保険金・給付金の受取人が、
社会త （ྗ˞1）に該当するとೝめられるとき、またはこれ
らの社会తྗと社会తにඇされるき関（2˞）を༗
しているとೝめられるとき
ᶇ�次のΞɽまたはΠɽに該当するにより、当社の保険契約者、ඃ
保険者または保険金・給付金の受取人に対する৴པをଛな
い、この͝契約のଘଓをࠔとする①ʙᶆと同のॏେな事
由があるとき
Ξɽ�͝ 契約に付加されている特約または他の͝契約がॏେ事
由により解আされたとき

Πɽ�保険契約者、ඃ保険者または保険金・給付金の受取人
が、他の保険会社との間で締結した保険契約またはڞ
契約がॏେ事由により解আされたときࡁ

（˞1）�ྗஂ、ྗஂһ（ୀ後�年をܦաしない者を含Ή）、
ྗஂ準ߏ成һまたはྗஂ関ۀاその他の社会త
ྗをいいます。

（˞2）�社会తྗに対する資金のఏڙもしくはศٓのڙ
༩、社会తྗの不当なར用を行うことをいいます。
また、保険契約者もしくは保険金・給付金の受取人が法
人の場合は、社会తྗによるܦۀاӦの支もしく
は࣮࣭తな関༩があることを含みます。

義ҧによる解আࠂ

がなかったり、事࣮とҧうことࠂ、意またはॏେなաࣦによってނ
をࠂされたことにより、͝ 契約が解আされたとき

ʲ͝注意ʳ
をすることを͛た場ࠂ、にあたり、ੜ໋保険ืू人がࠂ
合、またはࠂをしないこと事࣮でないことを͛ࠂることをק
めた場合には、当社は͝契約または特約を解আすることはでき
ません。たͩし、ੜ໋保険ืू人のこうした行ҝがなかったとし
ても、͝ 契約者またはඃ保険者が、当社がࠂをٻめた事項に
ついて、事࣮を͛ࠂなかったかまたは事࣮でないことを͛ࠂた
とೝめられる場合には、当社は͝契約または特約を解আするこ
とができます。

͝契約のࣦޮ 第２回以後の保険料のお払込みがなかったため、͝ 契約がࣦ （ޮޮྗ
をࣦうこと）したとき

に定める事由がੜじたهࠨ
後に、保険金・給付金のお
支払事由または保険料のお
払込みの໔আ事由がੜじて
いたときは、当社は保険金・
給付金のお支払いまたは
保険料のお払込みの໔আを
行いません。すでに保険金・
給付金をお支払いしてい
たときでも、その返還をٻ
することができ、また、すで
に保険料のお払込みを໔আ
していたときでもその保険
料のお払込みをٻめること
ができます。

ご注意

義ҧによって͝契ࠂ
約が解আされたときであっ
ても、保険金・給付金のお
支払事由または保険料のお
払込みの໔আ事由のൃੜ
が、解আのݪҼとなった事࣮
によらない場合には、保険
金・給付金のお支払いま
たは保険料のお払込みの໔
আをいたします。

ご注意



��

保険金・څ付金の͓ࢧいにͭいͯの۩ମతྫࣄ��
保険金・څ付金Λ͓ࢧいする場合または͓ࢧいͰ͖ͳい場合ΛΘ͔Γす͘͝આ
໌するたΊ、දతͳྫࣄΛ͝ߟࢀͱしͯ͋͛たのͰすɻ࣮ の͝契約Ͱの取扱いに関ࡍ
しͯは、͝ 契約（特約）༰・約款Λඞͣ֬͝ೝͩ͘さいɻ
また、ࡌهҎ֎にೝΊΒれる࣮ࣄ関にΑͬͯ取扱いにҧいがੜ͡るこͱが͋Γま
すɻ

事例01 ༝にͭいͯࣄ保険金の໔ࢮ

対となる保険金・給付金なͲの種類 保険金ͳͲࢮ

˗�͝ 契約加ೖから̑ 年ܦա後、
ඃ保険者がࣗࡴされた場合。

˗�͝ 契約加ೖから̑ 年ܦա後、
͝契約がࣦޮ。その後す͙に
෮׆をして̒か月後に、ඃ保
険者がࣗࡴされた場合。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

死亡保険金については約款でお支払いできない場合（໔事由）を定めており、い
ずれかに該当するときは死亡保険金はお支払いできません。
͝契約（特約）の開始日からその日を含めて̏ 年以内のࣗࡴについては、死亡保険
金はお支払いできません。また、保険契約者または死亡保険金受取人のނ意、ઓ
૪その他のมཚ（˞）の場合もお支払いできません。

�（˞）�ઓ૪その他のมཚの場合は、該当するඃ保険者数の૿加が主契約・特約の計算
基ૅにٴ΅すӨڹがগない場合には、そのӨڹのఔに応じ、保険金のશ額も
しくは一෦をお支払いします。

解 説

事例02 義ҧが͋ͬたͱ͖ࠂ

対となる保険金・給付金なͲの種類 保険金ͳͲࢮ

͝契約（特約）に͝加ೖいたͩく際には、その時のඃ保険者の健康ঢ়ଶについてਖ਼֬
にࠂいたͩく必要があり、ނ意またはॏେなաࣦによって事࣮をࠂしなかったり
事࣮とҟなる内容をࠂされた場合には、この͝契約（特約）は解আとなり、保険金
はお支払いできません。たͩし、ࠂ義ҧの対となった事࣮と͝ݪٻҼとの
間にશくҼՌ関がೝめられない場合には、保険金をお支払いします。解 説

˗�͝ 契約加ೖ前の「ຫੑ̘型؊
Ԍ」での通Ӄについてࠂॻ
でਖ਼しくࠂせずに加ೖし、
͝加ೖ１̌ か月後に「ຫੑ̘型
؊Ԍ」とશくҼՌ関のない
「ңがん」で亡くなられた場
合。

˗�͝ 契約加ೖ前の「ຫੑ̘型؊
Ԍ」での通Ӄについてࠂॻ
でਖ਼しくࠂせずに加ೖし、
͝加ೖ１̌ か月後に「ຫੑ̘型
؊Ԍ」をݪҼとする「؊がん」
で亡くなられた場合。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

「対となる保険金・給付金
なͲの種類」͝ とに、お支払
いのՄ൱を۩ମతな事ྫで
͝આ໌していますので、お
支払いできない事ྫに該当
した場合であっても、内容に
よっては他の保険金・給付金
をお支払いできる場合が
あります。

ご注意
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事例04 ༝にͭいͯࣄ保険金の໔ࢮࡂ

対となる保険金・給付金なͲの種類 保険金ࢮࡂ特約（本人型）の割૿特約・ইࡂ

˗ඃ保険者の不注意
ඃ保険者がډりӡసをし
て࿏ݞにিಥし、亡くなられ
た場合。

˗ܰのञਲいঢ়ଶでの事ނ
ञにਲっていたが、ԣ断าಓ
を通ৗにา行していて、行
してきたंにはͶられ亡くな
られた場合。

˗ඃ保険者のॏେなաࣦ
ंして対ٯಓ࿏をߴ
とিಥし、亡くなられた場合。

˗టਲঢ়ଶをݪҼとする事ނ
టਲしてಓ࿏্で৸込んで
いたところंにはͶられて亡
くなられた場合。

死亡保険金については約款で以下のようなお支払いできない場合（໔事由）をࡂ
定めており、いずれかに該当するときはࡂ死亡保険金はお支払いできません。

ʻ約款で定めたお支払いできない場合（໔事由）のྫʼ
・保険契約者またはඃ保険者のނ意またはॏେなաࣦ
意またはॏେなաࣦނ死亡保険金受取人のࡂ・
・ඃ保険者のటਲのঢ়ଶをݪҼとする場合
・ඃ保険者が法ྩに定めるӡస資֨を࣋たないでӡసしている間にੜじた事ނ
・�ඃ保険者が法ྩに定めるञؾଳびӡసまたはこれに相当するӡసをしている間にੜ
じた事ނ

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

解 説

事例03 පؾにΑΓ約款ॴ定のߴ度障ঢ়ଶにͳͬたͱ͖

対となる保険金・給付金なͲの種類 保険金度障ߴ

˗͝契約加ೖ後にൃした「く
もບ下出݂」によって৸たき
りのঢ়ଶとなり、৯事のઁ
取、ഉᔔഉᔔの後始、ҥ
のண、ډى、า行、ೖཋ
のすてが、ࣗ ྗではશく不
Մ能で、ৗに他人のհޢを要
するঢ়ଶに該当し、かつ回෮
のݟ込みがない場合。

「̠࠹ߎ」の後Ҩとしてࠨ
のຑᙺがੜじ、ೖཋഉ
ᔔの後始、า行について
は、いずれもৗに他人のհޢ
を要するঢ়ଶではあるもの
の、ӈはほ΅ਖ਼ৗにಈか
すことができ、৯事のઁ取
ҥのண、ډىはࣗྗで行
͑る場合。

込みがないときݟঢ়ଶに該当し、かつ回෮の障ߴ保険金は、約款ॴ定の障ߴ
にお支払いします。対となるߴ障ঢ়ଶは、約款で֬͝ೝくͩさい。
なおߴ、 障保険金のお支払いの対となるߴ障ঢ়ଶは、ମ障者ࢱ法
に定める障ঢ়ଶとはҟなります。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

解 説

事例05 ෆྀのނࣄにΑΓࢮされたͱ͖

対となる保険金・給付金なͲの種類 保険金ࢮࡂ特約（本人型）の割૿特約・ইࡂ

˗֊段でをすらせてసམ
し、಄をڧଧした際の「ੑٸ
ບ下݂ज」により亡くならߗ
れた場合。

「̠࠹ߎ」の後Ҩのため、も
ともと৯をҿみ込Ήことが
となっている方が、৯ࠔ
をに٧まらせて、亡くなら
れた場合。

「対となる不ྀの事ނ」とは、ܹٸかつൃۮతな֎དྷの事ނをいいます。「お支払いで
きません」の事ྫのように、࣬ පによる障（˞）をお࣋ちの方がޡᅞによりଉした
場合は、約款ॴ定のআ֎する事ނにあたるためࡂ死亡保険金はお支払いできません。
（˞）࣬ පによる障とは、ٵݺ障、ઁ ৯・ᅞ下障またはਫ਼ਆਆܦ障のことをいいま

す。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

解 説



��

事例07 ෆྀのނࣄにΑΓ約款ॴ定のମ障のঢ়ଶに
ͳͬたͱ͖ᶄ

対となる保険金・給付金なͲの種類 ই特約（本人型）の障څ付金

˗͝契約加ೖ後にൃੜしたަ
通事ނによりࠨ、 खのすて
のࢦを中खࢦઅ関અから
断しࣦった場合。

˗͝契約加ೖ後にൃੜしたަ
通事ނによりࠨ、 खのࢦをࠎ
ંしたが、खज़の࣏療に
よって回෮した場合。

障給付金は、不ྀの事ނによって約款ॴ定のମ障のঢ়ଶに該当し、かつ回෮の
。込みがないときにお支払いしますݟ
なお、障給付金のお支払いの対となるମ障のঢ়ଶは、ମ障者ࢱ法
に定める障ঢ়ଶとはҟなります。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

解 説

事例06 ෆྀのނࣄにΑΓ約款ॴ定のମ障のঢ়ଶに
ͳͬたͱ͖ᶃ

対となる保険金・給付金なͲの種類 保険料のࠐ໔আ

˗ࣗಈंӡస中にੜじた事ނ
によるέΨで、ӈ؟のྗࢹを
Ӭٱにࣦった場合。

˗ࣗಈंӡస中にੜじた事ނ
によるέΨで、ӈ؟のྗࢹが
ѱくなったが回෮のݟ込み
がある場合。

保険料の払込໔আは、約款ॴ定のମ障のঢ়ଶに該当し、かつ回෮のݟ込みがな
いときに対となります。対となるମ障のঢ়ଶは、約款で֬͝ೝくͩさい。
なお、保険料の払込໔আの対となるମ障のঢ়ଶは、ମ障者ࢱ法に定
める障ঢ়ଶとはҟなります。

保 険 料 の
お 払 込 み を
免除できます

保 険 料 の
お 払 込 み を
免除できません

解 説

事例08 ѱੑ৽ੜ・৺࣬ױ・݂ױ࣬にΑΓ、
約款ॴ定の࣏療Λ受͚たͱ͖

対となる保険金・給付金なͲの種類
特定࣬ප保険料ࠐ໔আ特則、
特定࣬ප・ॏ度հޢ保険料ࠐ໔আ特則、
特定࣬ප・障・ॏ度հޢ保険料ࠐ໔আ特則の保険料ࠐ໔আ

˗開始期以後に「ੑٸ৺ے
をൃපし、�日間ೖӃ「࠹ߎ
してखज़を受けた場合。

˗開始期以後に「ੑٸ৺ے
をൃපし、खज़は行わ「࠹ߎ
ず�日間のೖӃ࣏療のみを
受けた場合。

ѱੑ新ੜ・৺࣬ױ・݂ױ࣬で約款ॴ定の࣏療を受けたときは、保険料の払込
みを໔আします。ੑٸ৺࠹ߎےの「৺࣬ױ」の場合は、以下のいずれかの࣏療を受け
たときに、保険料の払込みが໔আとなります。
・ެత医療保険制に基づく医Պ診療ใु点数表によりखज़料の算定対として
されているखज़ڍྻ

・�ઌਐ医療に該当するखज़
・20日以্のܧଓしたೖӃ࣏療

�ˎ特定࣬ප・ॏհޢ保険料払込໔আ特則は、ੑٸ৺࠹ߎے・ଔ中によるॴ定の
बۀ不能ঢ়ଶ、ॴ定の要հޢঢ়ଶも対とします。また、特定࣬ප・障・ॏհޢ保
険料払込໔আ特則は、্ ৄ。ঢ়ଶも対としますに加͑て、ॴ定の障ه は、約款ࡉ
で֬͝ೝくͩさい。

保 険 料 の
お 払 込 み を
免除できます

保 険 料 の
お 払 込 み を
免除できません

解 説
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事例09 ༨ ６໋͔ ݄ͱ診断されたͱ͖

対となる保険金・給付金なͲの種類 ϦϏϯά・χʔζ特約の特定ঢ়ଶ保険金

˗පؾにより、ඃ保険者の༨໋
が̒ か月であると医ࢣに診断
された場合。

˗පؾにより、ඃ保険者の༨໋
はあと１年から２年ఔと医
。に診断された場合ࢣ

ϦϏϯά・χʔζ特約による特定ঢ়ଶ保険金は、医ࢣによりඃ保険者の༨໋が̒ か月以
内であると診断された場合にお支払いします。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

解 説

事例10 特定の࣬පにΑΓೖӃしたͱ͖

対となる保険金・給付金なͲの種類 �࣬ප・ॏ度հޢՈܭ保障特約、
�࣬ප・障・ॏ度հޢՈܭ保障特約の�࣬ප初ظೖӃڅ付金

˗特約の開始期以後に「
ଔ中」をൃපし、医ࢣのࣔࢦ
によりೖӃした場合。

˗特約の開始期以後に「ٸ
ੑਛ不શ」をൃපし、医ࢣの
。によりೖӃした場合ࣔࢦ

�࣬පॳ期ೖӃ給付金は、特約条項に定める�࣬ප（ѱੑ新ੜ、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔ
中、؊ߗม、ຫੑਛ不શ（˞））によりೖӃをした場合にお支払いします。
対となる࣬පについては、特約条項で֬͝ೝくͩさい。
（˞）�ຫੑਛ不શとは、「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10(2013年൛)準ڌ」

に定めるຫੑਛଁපのεςʔδ�または�に分類されるものをいいます。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

解 説

事例11 特定の࣬පͰ��Λ͑ͯ特約条項ॴ定のबۀෆ
ঢ়ଶがܧଓされたͱ診断されたͱ͖

˗特約の開始期以後にൃ
පした「ଔ中」のためबۀ
不能ঢ়ଶとなり、医ࢣのࣔࢦ
により�1日間ࣗで࣏療に
ઐ೦した場合。

˗特約の開始期以後にൃ
පした「ੑٸਛ不શ」のため、
�1日間ೖӃして࣏療を受け
た場合。

給付金・一時金の対となるबۀ不能ঢ়ଶは、特約条項に定める�࣬ප（ѱੑ新ੜ、
Ҽとし、ॴ定のঢ়ଶが�0ݪม、ຫੑਛ不શ（˞））をのߗ؊、ଔ中、࠹ߎے৺ੑٸ
日を͑てܧଓすることを要件としています。
対となる࣬ප・बۀ不能ঢ়ଶについては、特約条項で֬͝ೝくͩさい。
（˞）�ຫੑਛ不શとは、「࣬ප、ইٴび死Ҽの౷計分類ఏ要*$%�10(2013年൛)準ڌ」

に定めるຫੑਛଁපのεςʔδ�または�に分類されるものをいいます。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

解 説

対となる保険金
・給付金なͲの種類

・�࣬ප・ॏ度հޢՈܭ保障特約のॏ度�࣬ප・ॏ度հڅޢ付金
・ॏ度�࣬ප・ॏ度հޢҰ࣌金特約のॏ度�࣬ප・ॏ度հޢҰ࣌金
・�࣬ප・障・ॏ度հޢՈܭ保障特約のॏ度�࣬ප・障・ॏ度հڅޢ付金
・ॏ度�࣬ප・障・ॏ度հޢҰ࣌金特約のॏ度�࣬ප・障・ॏ度հޢҰ࣌金
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事例13 පؾέΨͰ���Λ͑ͯ特約条項ॴ定の要հ
ଓしたͱ診断されたͱ͖ܧঢ়ଶがޢ

˗ܱ（けいつい）ଛইでࢶ࢛
ຑᙺとなり、ৗ時৸たきりで
า行がࣗ分ではできず、かつ
ೖཋもେখศのഉᔔ後の১
き取り始もࣗ分ではでき
ないঢ়ଶが180日を͑て
により診ࢣଓしていると医ܧ
断された場合。

˗Ҳ （݂のういっけつ）の後
Ҩでӈยຑᙺがったた
め、日ৗੜ׆で時ʑのհޢを
要するঢ়ଶであり、ྫ ͑ばา
行৯事、τΠϨはࣗ分で支
障なくできるが、ཱ ち্がる
際に支͑を必要とすることが
あるような場合。

給付金・一時金のお支払対となる要հޢঢ়ଶは特約条項で定められています。
要հޢঢ়ଶの要件のͻとつは、ৗ時৸たきりঢ়ଶでϕουपลのา行がࣗ分ではでき
ず、かつ、次のうち２項以্に該当して他人のհޢを要するঢ়ଶに該当し、そのঢ়ଶ
が該当した日からその日を含めて180日を͑てܧଓしたときとなります。
1�ҥのணがࣗ分ではできない。
2�ೖཋがࣗ分ではできない。
3�৯のઁ取がࣗ分ではできない。
��େখศのഉᔔ後の১き取り始がࣗ分ではできない。
対となる要հޢঢ়ଶについては、特約条項で֬͝ೝくͩさい。
なお、ެ తհޢ保険制に定める要հޢঢ়ଶとはҟなります。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

解 説

対となる保険金
・給付金なͲの種類

・�࣬ප・ॏ度հޢՈܭ保障特約のॏ度�࣬ප・ॏ度հڅޢ付金
・ॏ度�࣬ප・ॏ度հޢҰ࣌金特約のॏ度�࣬ප・ॏ度հޢҰ࣌金
・�࣬ප・障・ॏ度հޢՈܭ保障特約のॏ度�࣬ප・障・ॏ度հڅޢ付金
・ॏ度�࣬ප・障・ॏ度հޢҰ࣌金特約のॏ度�࣬ප・障・ॏ度հޢҰ࣌金

事例12 පؾέΨにΑΓ特約条項ॴ定の障ঢ়ଶͱͳͬた
ͱ͖

˗特約の開始期以後にൃ
した「内障」によりྗࢹを
ࣦい、ࠃຽ年金法にもとづ
き、障ڃ1ڃとೝ定され
た場合。

˗特約の開始期以後にൃ
した「内障」によりྗࢹが
ஶしく下し、ް ੜ年金保険
法にもとづき、障ڃ3ڃ
とೝ定された場合。

給付金・一時金のお支払対となる障ঢ়ଶは、特約条項で次のとおり定められてい
ます。
w�පؾέΨにより、ࠃຽ年金法にもとづき、障ڃ1ڃまたは2ڃとೝ定されたこと
（ਫ਼ਆの障により障ڃ2ڃとೝ定された場合をআきます）。
w�පؾέΨにより、特約条項に定めるੜ׆障ঢ়ଶに該当し、かつ回෮のݟ込みがな
いこと。
（˞）対となるੜ׆障ঢ়ଶについては、特約条項で֬͝ೝくͩさい。

お 支 払 い
で き ま す

お 支 払 い
できません

解 説

対となる保険金
・給付金なͲの種類

・�࣬ප・障・ॏ度հޢՈܭ保障特約のॏ度�࣬ප・障・ॏ度հڅޢ付金
・ॏ度�࣬ප・障・ॏ度հޢҰ࣌金特約のॏ度�࣬ප・障・ॏ度հޢҰ࣌金
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保険金・給付金の受取人
が法人の場合ඃ保険者と
同一人でない場合には、ࢦ
定ཧٻ人によるཧ
。はできませんٻ

ご注意

人からの͝ٻ定ཧࢦ
に対して保険金・給付金ٻ
をお支払いした場合、その
後ॏෳして͝ٻを受けて
も保険金・給付金をお支
払いしません。

ご注意

曾
祖
父
母

曾
祖
父
母

祖
父
母

祖
父
母

父　

母

配
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者

配
偶
者

配
偶
者

配
偶
者

父　

母

配
偶
者

伯
叔
父
母

配
偶
者

甥　

姪

伯
叔
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母

兄
弟
姉
妹

甥　

姪

配
偶
者

兄
弟
姉
妹

被
保
険
者

子

孫

曾　

孫

3

3

3

3

3 3

3 3

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2 2

3 3

※二重線は配偶者
関係を表し、数字
は親等を表しま
す。

直系血族

指定代理請求人は、請求する時に指定す
れば、良いのかな？

˔ 人は、ඃ保険者ٻ定ཧࢦ�
の同意をಘて、保険契約者にあ
らかじめ1໊の方をࢦ定いたͩ
くことが必要です。

˔ �保険金・給付金のٻ時において、次のい
ずれかに該当することが必要です。
・�ඃ保険者のށ੶্のۮ者
・�ඃ保険者の݂ܥ
・�ඃ保険者の̏ 内の
・ඃ保険者と同ډし、またはੜ計を一にしている方
・�ඃ保険者との契約にもとづき、ඃ保険者の療
ཆޢまたは࢈ࡒཧを行っている方

ɹçࢦఆཧٻਓ

 誰でも、良いのかな？

保険契約者がඃ保険者と同
一人である場合の保険料
の払込໔আのٻについて
もࠨ、 と同༷に取り扱いまه
す。

ご注意

保険金・څ付金のཧٻにͭいͯ��
͋Β͔͡Ίࢦ定したཧ人にΑΓ保険金・څ付金ΛٻするこͱがͰ͖ますɻ

˔ �ඃ保険者である保険金・給付金の受取人が、保険金・給付金をٻできない次のいずれかの事
がある場合に、あらかじめࢦ定されたࢦ定ཧٻ人が受取人のཧ人として、保険金・給付金
をٻすることができます。

・�ইまたは࣬පにより、保険金・給付金をٻする意ࢥ表ࣔができない場合
・�ইප໊のࠂを受けていない場合　　　・�その他これに準じたঢ়ଶである場合

ɹçࢦఆཧٻಛ

保険金・څ付金のٻにͭいͯ��

˔ �保険金・給付金のٻに関するૌুについては、日本ࠃ内におけるࡋॴにఏىするものとします。

ɹçอݥ ɾۚڅۚͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯ

˔ �保険金・給付金・保険料払込みの໔আの͝ٻのॾखଓきに必要なॻ類は、普通保険約款および
֤特約条項の別表を͝ࢀরくͩさい。

ɹçอݥ ɾۚڅۚͷٻॻྨ

ご注意

・ 保険金・څ付金・解約返戻金・保険料ࠐΈの໔আの͝ٻは、ݖརΛߦͰ͖る
͝、しͳいͱߦΒ�年͔ؒ࣌ ٻのݖརがͳ͘ͳΓますのͰ、͝ 意ͩ͘さいɻ

・ ๏人（個人ۀࣄ主ΛؚΈますɻҎԼಉ͡ɻ）Λ保険契約ऀ͓Αͼࢮ保険金受取人
ͱし、ͦ の๏人͔Βڅ༩のࢧΛ受͚る人Λඃ保険ऀͱする保険契約の場合、保
険契約ऀͰ͋る๏人が֘保険契約の保険金のશ෦またはͦの૬෦Λࢮ
ୀ৬金ͱしͯඃ保険ऀまたはࢮୀ৬金の受ऀڅにࢧ͏ͱ͖は、ࢮߴ・ 度
障保険金のٻのࡍ、次のॻྨのఏग़ඞ要Ͱすɻ
ᾇ ඃ保険ऀし͘はࢮୀ৬金の受ऀڅのٻ༰֬ೝॻまたはඃ保険ऀし

͘はࢮୀ৬金の受ऀڅにࢮୀ৬金ΛࢧͬたこͱΛূするॻྨ
ᾈ保険契約ऀͰ͋る๏人が受ऀڅ本人Ͱ͋るこͱΛ֬ೝしたॻྨ

死亡保険金受取人が2人以
্の場合は、表者の方か
ら保険金を͝ٻいたͩく
必要があります。この場合、
表者は、保険金のٻお
よび受ྖに関して、他の死亡
保険金受取人をཧします。

ご注意
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どんな保険金などが請求できるのかな？

˔�この保険では、次の保険金・給付金について、ࢦ定ཧٻ人による͝ٻが
Մ能です。

�保険金障ߴ・ �保険金障ߴࡂ・ ・障給付金�
・特定ঢ়ଶ保険金� ・�࣬පॳ期ೖӃ給付金� ・ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金
・ॏ�࣬ප・ॏհޢ一時金� ・ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ給付金
・ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ一時金� ・保険料の払込免除 （˞）
（˞）保険契約者とඃ保険者が同一人の場合にݶります。

ɹçࢦఆཧٻಛͷରͱͳΔอݥ ɾۚڅۚ

保険料の払込免除には、
特定࣬ප保険料払込໔আ特
則、特定࣬ප・ॏհޢ保険
料払込໔আ特則、特定࣬ප・
障・ॏհޢ保険料払込
໔আ特則による保険料の払
込໔আを含みます。

ご注意

ご注意

・ 対象ͱͳる保険金・څ付金のͦれͧれの約款に規定されͯいるཧٻに関す
る規定は、ࢦ定ཧٻ特約Λ付加した場合には、適用しまͤんɻ（対象ͱͳる保険
金・څ付金のཧٻ人はࢦ定ཧٻ特約のࢦ定ཧٻ人ͱͳΓますɻ）

付金څ・意に保険金ނ༝Λੜ͡さͤたऀ、またはࣄࢧ付金のڅ・意に保険金ނ ・
の受取人Λ保険金・څ付金のٻの意ࢥදࣔΛͰ͖ͳいঢ়ଶにさͤたऀは、ࢦ
定ཧٻ人ͱしͯの取扱いΛ受͚るこͱはͰ͖まͤんɻ

ཧٻをされる場合、次の点についてあらかじめ͝了承くͩさい。
˔ �ཧٻにより保険金・給付金をお支払いした場合、ඃ保険者にはそのࢫを͝࿈བྷいたしません
が、保険金・給付金のお支払い後に、ඃ保険者（または保険契約者）から契約内容について͝র会
があったときは、保険金・給付金をお支払いしたࢫ、回せ͟るを͑ないことがあります。

˔�このため、ඃ保険者（または保険契約者）にইප໊をされるՄ能ੑがあります。
˔ �保険金・給付金のٻがあったことを、ඃ保険者（または保険契約者）がるՄ能ੑのある۩ମత
事ྫは次のようなものです。

・�ඃ保険者が当社に契約内容をর会された場合
・�ۜ 行口座の通ாで保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額がݮগしたことをる場合

˔ �ཧٻいたͩいた後にඃ保険者（または保険契約者）からর会があった場合は、当社はの回
をせずཧٻいたͩいた方に࿈བྷをとらせていたͩくことがありますので、͝ 了承くͩさい。

ɹçอݥ ɾۚڅۚͷཧٻΛ͞ΕΔ߹ͷご注意

˔ �保険契約者はඃ保険者の同意をಘて、当社に対する通によりࢦ定ཧٻ人をม更することが
できます。

˔ 定をఫ回することができます。この場ࢦ人のٻ定ཧࢦ、人が不要となった場合はٻ定ཧࢦ�
合、ࢦ定ཧٻ人はࢦ定されていないものとして取り扱います。（この特約のみの解約はお取扱
いできません。）

˔ 義ҧによる解আまたはॏେ事由による解আをする場合において、保険契約者の通ઌࠂ�
にॅॴ不໌により通できないときは、ࢦ定ཧٻ人に通することがあります。
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ʲࢮอۚݥडऔਓͷมߋΛ͞ΕΔલʹɺඃอࢮ͕ऀݥ͞Εͨ߹ͷྫʳ

保険契約 ・ऀඃ保険ऀ ̖さん
保険金受取人 ̗さんࢮ

"さんよりઌに#さんが死亡し、その後死
亡保険金受取人のม更खଓきをされない
間に"さんが死亡（死亡保険金のお支払事
由がൃੜ）した場合

さ̗んの法定相ଓ人で、"さんの死亡時に
ੜଘしている̘さん、̙ さんが死亡保険金
受取人となります。
˞�死亡保険金受取人となった人が2人以্い
る場合は、その受取割合はۉとなります。

��にͭいͯߋ保険金受取人のมࢮ

ߋ保険ۚडऔਓΛมࢮ者ɺඃ保険者͕͓͘ͳΓʹͳΔ·Ͱɺඃ保険者ͷಉҙΛಘͯɺܖ͝
͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
˔ �死亡保険金受取人をม更される場合には、当社͝࿈བྷくͩさい。
˔�͝ 契約者は死亡保険金のお支払事由がൃੜするまでは、法্༗ޮなҨݴにより、死亡保険金受
取人をม更することができます。（ඃ保険者の同意が必要となります。）この場合、͝ 契約者が亡くな
られた後、͝ 契約者の相ଓ人から当社͝通くͩさい。

当社が通を受ける前にม
更前の死亡保険金受取人に
死亡保険金をお支払いした
ときは、そのお支払い後に
ม更後の死亡保険金受取人
から死亡保険金のٻを受
けても、当社は死亡保険金
をお支払いしません。

ご注意

ɹçࢮอۚݥडऔਓͷมߋ

ɺ͢ʹࡍ保険ۚडऔਓ͕͓͘ͳΓʹͳͬͨࢮ Έ͔ʹࣾʹ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻ৽͍͠ࢮ保険
ۚडऔਓʹม͢ߋΔ͓खଓ͖Λ͍͖ͯͨͩ͠·͢ɻ

ɹçࢮอۚݥडऔਓ͕ࢮͨ͠߹

˔�͝ 契約者は、ඃ保険者の同意をಘて、死亡保険金受取人をม更すること
ができます。

˔ �ສ一、死亡保険金受取人のม更खଓきをされない間に、死亡保険金のお
支払事由がൃੜした場合は、次のようなお取扱いとなります。

変更 
しなかったら、 
どうなるの？ 
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˔�保険料の払込方法（経路）には次の方法があります。

保険料保険料

͝契約のし͓Γ

อݥྉʹ͍ͭͯ

保険料の͓ࠐΈ��
ɹçอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣ

ৼସ扱࠲ޱ ・�当社がఏܞしている金༥ػ関で、͝ 契約者の定めた༬金口座から、ࣗ ಈత
に保険料が当社に振り込まれます。

ૹ 金 扱 ・�払込期月中に最دりの金༥ػ関より当社ࢦ定のۜ行にお払い込みくͩさい。
・�その際の受ྖূは、保険料ྖऩূのかわりとなりますので、େに保ଘして
おいてくͩさい。

Ϋ Ϩ δ οτ
Χ ʔυ  扱

・�͝ 契約者໊義のΫϨδοτΧʔυにより、ࣗ ಈతに保険料が当社に払い込ま
れます。

・ΫϨδοτΧʔυは、当社ࢦ定のΫϨδοτΧʔυにݶります。
・�ΫϨδοτΧʔυの༗ޮੑが֬ೝできなかった場合͝契約内容のม更
により取扱条件を満たさなくなった場合は、ΫϨδοτΧʔυによる保険
料のお払込みをお取扱いできなくなることがあります。この場合、保険料の
払込方法（ܦ࿏）のม更を行ってくͩさい。

ஂ ମ 扱 ・�ஂ ମ扱契約の場合、ۈઌなͲのஂମをܦ由して、お払い込みくͩさい。
・�この場合は、まとめて一ຕのྖऩূをஂମ表者におしし、個ʑの͝契約
者にはおししません。

保険料ΛまͱΊͯいࠐΉํ๏��

ɹçอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣͷมߋ

Ϙʔφε、༬ஷ金、ୀ৬金ͳͲの༨༟資金Λ׆用しͯ、保険料ΛまͱΊͯいࠐΉこͱが
Ͱ͖ますɻ

ͷ߹ʹɺࣾͷऔѻ者ʗཧళ·ͨࣾ·Ͱ͓ਃ͠ग़͍ͩ͘͞ɻ࣍�˔

・払込方法のม更をرする場合
する場合ر定口座のม更ぇࢦ・

ઌஂମからのୀۈ・
� なͲ

˔��お払込方法のม更についてお申出があった場合、当社はॴ定の事खଓをܦて、新たなお払込�
方法に変更 させていたͩきます。

˔��この場合、新たなお払込方法にม更されるまでの間の保険料は、当社のࢦ定する方法によりお払
い込みくͩさい。

ɹçอݥྉͷҰׅʢ݄ܖͷ߹ʣ
˔��当月以߱の月払保険料をまとめて（3ʙ12か月分）お払い込みいたͩくお取扱いです。この場合
には、当社ॴ定の割引で保険料を割引いたします。

˔��この一括払保険料は、払込時期が౸དྷするまで༬り金として当社にੵみཱてられ、払込時期が౸
དྷする͝とに保険料に充当されます。

˔��保険期間中に͝契約が消滅（解約・死亡なͲ）した場合には、まͩ払込時期が౸དྷしていない一括
払保険料は返還されます。

ɹçอݥྉͷલೲʢܖͷ߹ʣ
˔��কདྷの年払保険料を一定の年数分（2年以্かつ当社ॴ定の期間内）まとめてお払い込みいたͩ
くお取扱いです。この場合には、当社所定の利率 で割り引いて計算した保険料前納金をお払い
込みいたͩきます。

˔��この保険料前納金は、当社所定の利率 でੵみཱてておき、年୯Ґの契約応当日͝とに年払保険
料のお払込みにあてられます。

˔��前納期間が満了した場合、または保険料のお払込みを必要としなくなった場合に、保険料前納金
の額があるときは、その額を保険契約者に払い戻します。

˔��月払の͝契約は、年払にม更のう͑、前納のお取扱いができます。

֤ʑの 保険料の払込方法�
（経路）には、当社の定める取�
扱条件があります。また、「
開始期に関する特約」を付
加する場合、保険料の払込
方法（ܦ࿏）については、「口
座振替扱」となります。

ご注意

「口座振替扱」および「ΫϨ
δοτΧʔυ払扱」の場合、
払い込まれた保険料につい
て、保険料ྖऩূはൃ行しま
せん。

ご注意

「ૹ金扱」で、ສ一払込期月
中にお払込みの͝Ҋ内がಧ
かなかった場合なͲは、おख
数でも当社まで͝࿈བྷくͩ
さい。

お願い

新たなお払込方法に変更
できるのは、当社の定める
取扱条件を満たした場合に
り、ม更時に取り扱っていݶ
ないお払込方法にはม更で
きません。また、「開始
期に関する特約」を付加した
͝契約で、第1回保険料が払
い込まれるまでの期間は、お
払込方法のม更はできませ
ん。

ご注意

当社所定の利率は、ࡁܦ
によりม更すること
があります。なお、最新の
རは当社のϗʔϜϖʔ
δ（IUUQT���XXX�UNO�
BOTIJO�DP�KQ�）で֬͝ೝい
たͩけます。

ご注意
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保険料の݄ظࠐͱ༛༧͓ؒظΑͼ෮׆にͭいͯ��
͝契約Λ༗ޮにܧଓさͤるたΊには、ํࠐ๏（ճ）にԠ͡たظまͰにܧଓతに保険
料ΛいࠐΉඞ要が͋Γますɻまた、݄ظࠐに͓ࠐΈがͳい場合Ͱ、ҎԼの༛༧
が͋Γますɻؒظ

݄ظࠐ
ʢ保険料Λ͓͍ࠐΈ͍݄ͨͩ͘ʣ ࠐ༛༧ؒظ

月　払 月୯Ґの契約応当日のଐする月の
１日から日まで 払込期月の翌月の１日から日まで

年　払 年୯Ґの契約応当日のଐする月の
１日から日まで

払込期月の翌月の１日から翌ʑ月の月୯Ґの
契約応当日まで（˞）

（˞）契約応当日が２月、̒月、１１月の֤日の場合には、それぞれ、４月、̔月、１月の֤日までとなります。
また、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の日を契約応当日とします。

ʦྫ1ʧ月払の場合

ʦྫ3ʧ「開始期に関する特約」を付加した場合（月払・年払の場合）

ʦྫ2ʧ年払の場合�

��1

��1 ��10

��1� ��1��30 ��31

��10 ��11

݄ظࠐ�

݄ظࠐ�

ࠐ༛༧ؒظ

ࠐ༛༧ؒظ

˛
契約応当日�

˛
契約応当日�

˛
ࣦޮ日�

˛
ࣦޮ日�

ؒظࠐ� ࠐ༛༧ؒظ

��1

��1���30

��31 ��31��1 8�1

˛
開始期

ୈ̎ ճҎޙͷอݥྉͷ͓݄ظࠐΑͼࠐ༛༧ؒظ

ʮ։ظ࢝ʹؔ͢ΔಛʯΛՃͨ͠߹

˔ �「開始期に関する特約」を付加した͝契約では、第１回保険料について次のとおり払込期間、
払込༛༧期間があります。

ؒظࠐ
ʢ保険料Λ͓͍ࠐΈ͍ͨͩؒ͘ظʣ ࠐ༛༧ؒظ

月　払 主契約の開始日からその翌月
日まで

払込期間満了日の翌月１日から翌ʑ月日
まで年　払

無ޮ

ご注意

・保険料のҰׅまたはલೲΛ͝ར用されたؒظに͖ͭましͯは、保険金 付金څֹ・
ֹのֹݮͳͲ、契約༰のมߋが੍ݶされるこͱが͋ΓますのͰ、͋ Β͔͡Ίྃ͝
ঝͩ͘さいɻ

・ 第�ճ保険料がいࠐまれるまͰのؒظは、Ұׅの͓取扱いはͰ͖まͤんɻまた、
ʮ։ظ࢝に関する特約ʯΛ付加した場合、第�ճ保険料がいࠐまれるまͰのظ
ؒは、લೲの͓取扱いはͰ͖まͤんɻ



��

ɹçࠐ༛༧ؒظຬྃͷ߹ͷऔѻ͍

˔��払込༛༧期間内に第2回以後の保険料のお払込みがない場合、͝ 契約は払込༛༧期間満了の日
の翌日にࣦ （ޮ͝契約のޮՌがなくなり、保障がなくなること）します。

˔��「開始期に関する特約」を付加した͝契約で、払込༛༧期間内に第1回保険料のお払込みが
ない場合、ご契約は無効となります。（͝契約のޮྗが当ॳからなくなり、開始期にって保
障がなくなります。）この場合、次のとおり取り扱います。
ㅡ�準උ金なͲその他の返戻金の払戻しはありません。
ㅡ�෮׆のお取扱いはありません。

˔ 。定口座から第１回保険料の振替を行いますࢦ則として、払込期間内のॴ定の振替日にݪ�
˔ �払込期間内に第１回保険料が口座振替できなかった場合、翌月のॴ定の振替日（༛༧期間中）に
します。（保険料の払込方法（回数）が月払の場合は、第２回保険料とともにٻ定口座͝ࢦ࠶
͝ٻします。）

˔ �当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第１回保険料の口座振替日が払込期間満了
日の翌月（༛༧期間中）になることがあります。この場合、ࢦ定口座の第１回保険料の͝ٻは
一ͩけになりますので͝注意くͩさい。（保険料の払込方法（回数）が月払の場合、第２回保険料
とともにٻします。）

˔ �さらに、払込༛༧期間中の振替日に第１回保険料が口座振替できなかった場合は、当社が͝Ҋ内
する方法にしたがって、払込༛༧期間内（払込期間満了日の翌ʑ月の日まで）に保険料をお払
い込みくͩさい。（保険料の払込方法（回数）が月払の場合、第２ʙ̏ 回保険料とともにお払い込み
くͩさい。）

ɹçޮྗΛࣦͬͨごܖͷ෮׆

˔��保険契約がࣦޮした場合でも、3年以内なら、෮׆のٻができます。（「開始期に関する特
約」を付加した͝契約で、第1回保険料のお払込みがなく無ޮとなった契約をআきます。）

˔��෮׆の際に必要なおखଓきは下هのとおりです。
ㅡ�改めて、告知または診査が必要となります。健康ঢ়ଶなͲによっては෮׆できない場合があり
ます。
ㅡ��当社ॴ定の金額をお払い込みいたͩきます。
˔��͝ 契約の෮׆を当社が承諾した場合、ࠂまたは診ࠪと当社ॴ定の金額のお払込みがともに
了したときから、෮׆の取扱いが行われた後の͝契約の保障が開始されます。
ㅡ�ෳ数回、෮׆の取扱いが行われた場合の開始期は、最後の෮׆の際の開始期とします。
ㅡࠂ�または診ࠪと当社ॴ定の金額のお払込みがともに了した日を「෮׆日」といいます。

ご注意

・保険契約が෮׆した場合、෮ޙ׆の͝契約には、ࣦ ޮલの͝契約ͱಉҰのछྨの保
険料Λ適用しますɻ

・次の特則・特約にͭいͯは、ѱੑ৽ੜに関しͯ、෮׆のࡍの։͔࢝Βͦの
ΛؚΊͯ90日の不担保期間がઃ定されますɻこのたΊ、ෆ୲保ؒظऴྃまͰにѱੑ
৽ੜにጶױした場合は保障の対象ͱͳΓまͤんɻ
ɾಛఆ࣬ප保険料ࠐ໔আಛଇ� ɾ�࣬පɾॏհޢՈܭ保োಛ
ɾಛఆ࣬පɾॏհޢ保険料ࠐ໔আಛଇ� ɾॏ̑ ࣬පɾॏհޢҰۚ࣌ಛ
ɾಛఆ࣬පɾোɾॏհޢ保険料ࠐ໔আಛଇɹ�ɾ�࣬පɾোɾॏհޢՈܭ保োಛ
� ɾॏ̑ ࣬පɾোɾॏհޢҰۚ࣌ಛ

˔保険料はຖ払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間（保険料
期間）に充当されます。

อݥ ɾۚڅۚͷ͓ࢧࣄ༝·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ൃੜͨ͠߹

ɿྫ݄ 契約

��� ���� ��� ���� ���

�月分の保険料期間（��10ʙ���） �月分の保険料期間（��10ʙ���）
˛

契約Ԡ 

���� ���� ����

˛
契約Ԡ 

˛
契約Ԡ 

�݄ͷ保険料ͷ݄ظࠐ� �݄ͷ保険料ͷ݄ظࠐ�
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˔ �保険金・給付金のお支払事由または保険料の払込໔আ事由がൃੜした場合のະ払込保険料の
お取扱いは次のとおりです。

（˞）月払契約で第２回以後の保険料の払込期月の契約応当日が౸དྷしている場合は、্ 第１回保険料と同༷に第ه
　���２回以後の保険料を取り扱います。

ᶅ「開始期に関する特約」を付加した͝契約で、第１回保険料をお払い込みいたͩく前に、保険
金・給付金のお支払事由または保険料の払込໔আ事由がൃੜした場合には、次のようなお取扱
いとなります。
・保険金・給付金を支払うとき・・・・・第１回保険料（˞）を保険金・給付金からࠩし引きます。
・保険料払込みの໔আのとき・・・・・・・第１回保険料（˞）をお払い込みいたͩきます。

ʦྫ1ʧで��10ʙ���までの
間に保険料の払込໔আ事由
がൃੜした場合は�月分の保
険料をお払い込みいたͩき
ます。

ご注意

ʦྫ2ʧで��10ʙ��31までの
間に保険料の払込໔আ事由
がൃੜした場合は�月分お
よび�月分の保険料をお払
い込みいたͩきます。

ご注意

未払込保険料には、্ ②ه
の2か月分の保険料、্ ᶅه
の第１回保険料を含みます。

ご注意

��� ���� ��� ���� ���

①保険金・給付金のお支払事由または保険料の払込໔আ事由がൃੜした日を含Ή保険料期間に
充当されるき保険料が払い込まれていない場合は、次のようなお取扱いとなります。

ʲྫ� �r͔݄の保険料がະࠐΈͰ保険金・څ付金Λࢧ͏場合（݄契約）

・保険金・給付金を支払うとき・・・・・・・ະ払込保険料を保険金・給付金からࠩし引きます。
・保険料払込みの໔আのとき・・・・・・・・・ະ払込保険料をお払い込みいたͩきます。

× �月分の保険料期間（��10ʙ���）

���� ���� ����

˛
契約Ԡ 

˛
契約Ԡ 

˛
契約Ԡ 

��10から���までの間に保険金・給付金のお支払事由がൃੜした場合
�月分の保険料を保険金・給付金からࠩし引きます。

�݄ͷ保険料ͷ݄ظࠐ�
× ະࠐΈ �݄ͷ保険料ͷ݄ظࠐ�

②月払契約で༛༧期間中の契約応当日以後に保険金・給付金のお支払事由または保険料の払込
໔আ事由がൃੜした場合は、次のようなお取扱いとなります。

ʲྫ� �r͔݄の保険料がະࠐΈͰ保険金・څ付金Λࢧ͏場合（݄契約）

・保険金・給付金を支払うとき・・・・・・２か月分の保険料を保険金・給付金からࠩし引きます。
・保険料払込みの໔আのとき・・・・・・・・２か月分の保険料をお払い込みいたͩきます。

（注）×は、保険料のお払込みがないことをࣔします。

��� ���� ��� ���� ���

× �月分の保険料期間（��10ʙ���） × �月分の保険料期間（��10ʙ���）

���� ���� ����

˛
契約Ԡ 

˛
契約Ԡ ˛

契約Ԡ 

�݄ͷ保険料ͷ݄ظࠐ�
× ະࠐΈ

�݄ͷ保険料ͷ༛༧ؒظ
× ະࠐΈ

�݄ͷ保険料ͷ݄ظࠐ�
× ະࠐΈ

��10から��31までの間に保険金・給付金のお支払事由がൃੜした場合
�月分および�月分の保険料を保険金・給付金からࠩし引きます。

（注）×は、保険料のお払込みがないことをࣔします。

ご注意

付金が未払込保険料څ・ᶃʙᶅの場合Ͱ、保険金ه্ にຬたͳいͱ͖は、次のͱ
͓Γ取Γ扱いますɻ
ʻ主契約の保険金の͓ࢧࣄ༝がൃੜした場合ʼ
保険金Λ݄څ付する場合Ͱ、第１ճのڅ付金がະࠐ保険料にຬたͳいͱ͖は、保
険金ΛҰࢧ࣌する場合の͓ࢧֹͰ͋る保険金ֹ͔Βະࠐ保険料Λࠩし引͖ま
すɻこの場合、ͦ のֹΛͱに基準給付金月額を変更し、変更後の基準給付金月額
を毎月お支払いします。たͩし、มޙߋの基準څ付金ֹ݄がࣾの定Ίる金ֹにຬた
ͳいͱ͖は、ͦ のֹΛҰ࣌に͓ࢧいし、保険金の݄څ付はߦいまͤんɻ
ʻ特約のڅ付金の͓ࢧࣄ༝がൃੜした場合ʼ
Έいた͖ͩまࠐ保険料Λ͓いࠐ保険料にຬたͳいͱ͖は、ະࠐ付金がະڅ
すɻこの場合、༛༧ؒظຬྃまͰにະࠐ保険料Λ͓いࠐΈいた͚ͩͳいͱ͖は、
ご契約は失効し、給付金等はお支払いできません。



��

保険料の͓ࠐΈがෆ要ͱͳͬた場合��
保険料のお払込方法（回数）が年の͝契約の場合、保険料の͓ࠐΈがෆ要ͱͳͬた
ͱ͖は、次のΑ͏ͳ͓取扱いͱͳΓますɻ

保険料の͓ࠐΈがࠔにͳΒれたͱ͖Ͱ、主契約の基準څ付金ֹ݄ΛݮΒすこͱ
にΑΓ、ࠐ保険料Λগͳ し͘、͝ 契約Λ༗ޮにଓ͚るこͱがͰ͖ますɻ

˔��保険料をお払い込みいたͩいた後に、ご契約の消滅等 により、保険料のお払込みが不要となっ
た場合は、次の額（ະܦա保険料）をお支払いします。（ٗによる契約取消不法取ಘతによ
る無ޮの場合、約款・特約条項に定める場合をআきます。）

ʻ͓ࢧいする （ֹະܦա保険料）̓
すでに払い込まれた保険料 のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最ॳに౸དྷ
する月୯Ґの契約応当日からその保険料が充当される保険料期間 の日までの月数（日数
ࣺて）に対応する保険料相当額

˔ 。額後の基準給付金月額は�ສԁ以্、かつ、1ສԁの数ഒであることが必要ですݮ�
˔ 000額後の͝契約の月払保険料が3ݮ�ԁະ満の場合は、保険料の払込方法（回数）を年払にม更
する必要があります。たͩし、保険期間満了時年ྸが�0ࡀ以্で、かつ、基準給付金月額が10ສ
ԁ以্の場合はม更する必要はありません。

˔ �保険料払込期間中は無解約返戻金期間となりますので、ݮ額されても解約返戻金はありません。
保険料払込期間満了後にݮ額した場合は、ݮ額分に対する解約返戻金をお支払いします。

˔ �次の特約については、下表の範囲内で保険金額のݮ額をお取扱いします。

割૿特約ࡂ 。額は10ສԁ୯Ґとし、最保険金額は100ສԁとしますݮ

ই特約（本人型） 。額は10ສԁ୯Ґとし、最保険金額は�0ສԁとしますݮ

�࣬ප・ॏհޢՈ計保障特
約、�࣬ප・障・ॏհޢՈ
計保障特約

。額は1ສԁ୯Ґとし、最給付金月額は�ສԁとしますݮ

ॏ�࣬ප・ॏհޢ一時金
特約、ॏ�࣬ප・障・ॏ
հޢ一時金特約

。額は100ສԁ୯Ґとし、最一時金額は100ສԁとしますݮ

お払込方法（回数）が月払
の͝契約にはࠨ、 取扱いه
はありません。

ご注意

ご契約の消滅等には、͝
契約または付加されている
特約の消滅、ݮ額および保
険料払込みの໔আを含み
ます。

ご注意

後ม更ࠓ、お取扱いはهࠨ
することがあります。

ご注意

同時に֤種特約もݮ額され
ることがあります。

ご注意

保険料の一෦のお払込み
を必要としなくなった場合
は、そのお払込みを必要とし
なくなった෦分にݶります。

ご注意ʻ͝ܖྫʼ
୯ҐͷܖԠɿ̍ ݄̍ ɺ݄ ୯ҐͷܖԠɿຖ݄̍ 

݄̍ ̎̓ ʹ保険料Λ͍ࠐΜͩޙɺ݄̑̎ ̑ʹܖΛղͨ͠߹
˰保険料ͷ͓ࠐΈΛඞཁͱ͠ͳ͘ͳͬͨͷܖΛղͨ̑͠ ݄̎ ̑Ͱ͋Γɺͦ ͷཌҎ࠷ޙॳʹ
ɹ౸དྷ͢Δ݄୯ҐͷܖԠ̒ ݄̍ ͱͳΓ·͢ɻ͠ ͕ͨͬͯɺ݄̒̍ ͔Β̍ ݄̎ ̏̍ ·Ͱͷ̓ ͔݄
ɹʹରԠ͢Δ保険料૬ֹΛ͓ࢧ͍͠·͢ɻ
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保険料
ࠐΈ

ղ

�͔݄の
保険料૬ֹΛ͓ࢧい

ະܦա保険料は݄୯ҐͰࢉܭされるたΊ、
このؒظにະܦա保険料は͋Γまͤんɻ 保険料期間とは、年払の

場合、年୯Ґの契約応当日
から次の年୯Ґの契約応当
日の前日までの期間をいい
ます。

ご注意

�� 保険料の͓ࠐΈがࠔにͳΒれた場合のܧଓํ๏
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超保険 の͝契約の場合、͓ ਃࠐΈ࣌Ͱॴ定の条件Λຬたしたͱ͖は、͝ 契約初年度
の保険料に対しͯ、まͱΊͯ割引が適用されますɻ

保険のまͱΊͯ割引にͭいͯ��

取扱いのৄࡉは当社の定め
るところによります。結Ռ
として、割引が適用されな
い場合数ॲཧなͲに
よって割引が２ˋとなら
ない場合があります。

ご注意

ه̡ࠨ ྫ でr、�月の振替日
に�月分の保険料の口座振
替ができず、�月日まで
に�月分の保険料が払い込
まれなかったときは、͝ 契
約はࣦޮし、保障がなくな
ります。

ご注意

まとめて割引が適用される
͝契約には、「ॳ年保険料
の割引に関する特約」が付
加されます。

ご参考

額割引制が適用されたߴ
͝契約の場合ߴ、 額割引適
用後の保険料に対してまと
めて割引が適用されます。

ご参考

主契約を締結する際に付加
する特約の保険料も、特別
な条件付でお引き受けする
場合の特別保険料をআき、
割引の対となります。

ご参考

超保険とは、౦ژւ্ά
ϧʔϓのੜଛ保一ମ型保険
をいいます。なお、保険の
お取扱いをしていない取扱
者ʗཧళもあります。

ご参考

年間保険料は、౦ژւ্
日ಈՐࡂ保険の保険契約
の保険始期時点の契約条件
にもとづいて計算します。
たͩし、この͝契約の申込
日以前に保険契約の契約
条件にม更がある場合は、
そのม更による加・返還
保険料を含めて計算しま
す。

ご参考

˔�まͱΊͯ割引の適用条件・割引は次のͱ͓ΓͰすɻ

ʲ適用条件ʳ
お申込み時点で次の条件をすて満たすとき。
①౦ژւ্日ಈՐࡂ保険の保険契約(˞1)が締結されていること。
②౦ژւ্日ಈՐࡂ保険の保険契約(˞1)の年間保険料 が̏ສԁ以্であること。

ʲ割引ʳ
͝契約ॳ年の保険料に対して２ˋ(˞2)

（˞1）�保険期間が２年以্のτʔλϧΞシετ保険（ॅまいの保険）およびこれに付ଳされる保険をআきま
す。

（˞2）�ইපྺがあり、特別な条件付でお引き受けする場合の特別保険料෦分は割引の対となりません。

˔ まͱΊͯ割引が適用される͝契約にͭいͯは、次のに͝意ͩ͘さいɻ

ㅡ�割引が適用される期間中は、保険料の前納・一括払のお取扱いはできません。また、保険料の払
込方法のม更が制ݶされることがあります。
ㅡ�割引が適用される期間中に特約を中్付加されても、中్付加された特約の保険料に対して、
割引は適用されません。
ㅡ�保険料の払込方法が口座振替扱・月払の場合、͝ 契約ॳ年の最終月の保険料が口座のߴ不
により振替できなかったときは、翌月の振替日に͝契約ॳ年の最終月の保険料のみを࠶
ٻします。この場合、翌ʑ月の振替日に翌月と翌ʑ月の２か月分の保険料をٻします。

ʲྫʳ͝ 契約が�݄�の場合

˛
͝契約 

��� ��� ��� ���

�݄ͷৼସ
�݄保険料ͷ
ৼସ࠲ޱ
˰ৼସෆ×

�݄ͷৼସ
�݄保険料ͷ
Έ࠶͠ٻ·
͢ɻ

�݄ͷৼସ
� ɾ݄�݄ͷ�͔
݄ͷ保険料Λ
͠ٻ·͢ɻ

·ͱΊׂͯҾ͕ద༻͞ΕΔؒظ



��

見直し見直し

͝契約のし͓Γ

อো༰ͷݟ͠ʹ͍ͭͯ

ม੍度��
すͰに͝契約され༗ޮにܧଓしͯいる保険契約のશ෦またはҰ෦にͭいͯ、ࠂ（または
診ࠪ）ΛߦΘͣに、ࣾॴ定のଞの保険契約にมͰ͖ますɻ
ɹçม੍ͷΈ

ɹçରͱͳΔอݥछྨ

【例：定期保険を終身保険に変換する場合】

ご契約日 

②解約返戻金 

満了 

変換日 

③死亡・高度障害保険金 

 被変換契約 （＝定期保険）  変換後契約 （＝終身保険）

変換後契約の保険金額の限度（③） ＝被変換契約の換算保険金額（①） － 被変換契約の解約返戻金額（②） 

①死亡・高度障害保険金 

มの対となる保険契約
を 被変換契約、ม後の
契約を 変換後契約といい
ます。ඃม契約には、保険
契約に付加されている特約
のうち、มの対となる
特約を含み、ඃม契約の
一෦がมされる場合に
は、その一෦をࢦします。

ご参考

มにより、保険金額、保険
料、保険料払込期間なͲ、͝
契約内容はશく新しくり替
わります。

ご注意

長割り定期とは「定期保険
（解約返戻金特則付加）」の
Ѫশ（ϖοτωʔϜ）です。

ご参考

ม時に締結を取り扱って
いない主契約・特約にはม
。できません

ご注意

ඃม契約に付加された特
定࣬ප保険料払込໔আ特
則、特定࣬ප・ॏհޢ保
険料払込໔আ特則、特定࣬
ප・障・ॏհޢ保険料払
込໔আ特則なͲの特則をม
後契約に付加することは
できません。

ご注意

家計保障定期保険NEO
とは、「Ո計保障定期保険
（無解約返戻金型）」のѪশ
（ϖοτωʔϜ）です。

ご参考

ʲ被変換契約 ʳ ʲ変換後契約 ʳ

主
契
約（
※
�
）

・定期保険
・長割り定期
・చ૿定期保険
・解約返戻金型చ૿定期保険
・Ո計保障定期保険
・家計保障定期保険ＮＥＯ
保障期間付定期保険ࡂ・

主
契
約

・終保険
・定期保険（˞2）
・ཆ保険（˞3）

特
約（
※
�
）

・平準定期保険特約
・చݮ定期保険特約
・Ո計保障定期保険特約
・Ո計保障定期保険特約
（無解約返戻金型）
・చ૿定期保険特約
・ऩೖ保障特約
・ੜଘ給付金付定期保険特約

（˞1）�主契約の一෦のみをมすることもできます。また、特約のみをそのશ෦または一෦について終保険ま
たはཆ保険にมすることもできます。

（˞2）�定期保険にมできるඃม契約は、定期保険、చ૿定期保険、解約返戻金型చ૿定期保険またはࡂ
保障期間付定期保険にݶります。（主契約に付加された特約をඃม契約に含めることはできません。）

（˞3）�ཆ保険にมできるのは、ม後契約の͝契約者が法人の場合にݶります。

この場合の 解約返戻金額
は、保険料の振替ି付およ
び契約者ି付の元ར金をࠩ
し引く前の金額とし、健康診
断ΩϟοシϡόοΫ特約の解
約返戻金額を含みます。

ご注意

˔ม後契約の保険金額は次の額がݶとなります。

ɹçมܖޙͷอֹۚݥͷݶ

変換後契約の
保険金額の限度

変換日（※1）における
被変換契約の

保険金額（※2）（※3）

変換日（※1）における
被変換契約の＝ －
解約返戻金額

（˞1）ม日とはม後契約の開始期（第1回保険料相当額を受け取った時）のଐする日をいいます。
（˞2）ඃม契約となる主契約・特約の保険金額を合算した金額をいいます。
（˞3）Ո計保障定期保険、Ո計保障定期保険/&0、చݮ定期保険特約、Ո計保障定期保険特約、Ո計保障定期

保険特約（無解約返戻金型）、ऩೖ保障特約をඃม契約とする場合は、ม日におけるその保険金額の
8割とします。

ม

ม後契約に「保険
契約のมに関す
る特約」が付加され
ます。
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˔�ม制を͝ར用の場合、ඃ保険者の同意が必要ですが、診 （ࠪまたはࠂ）は必要ありません。
˔�ඃ保険者がม後契約の開始期のଐする日からى算して3年以内にࣗࡴした場合で
も、これをม後契約の死亡保険金の໔事由とはしません。たͩし、ม後契約において、
すでに෮׆または෮چが行われている場合にはこの取扱いは行いません。
˔�ඃ保険者がม後契約の開始期以後にॴ定のߴ障ঢ়ଶに該当した場合で、ඃม契
約の開始期（෮׆または෮چの取扱いが行われた場合は最後の෮׆または෮چの際の
開始期）以後、ม後契約の開始期前に、そのߴ障ঢ়ଶのݪҼとなるইまたは࣬
පがੜじていたときは、ม後契約については、そのইまたは࣬පはม後契約の開
始期以後にੜじたものとみなします。たͩし、ม後契約において、すでに෮׆または෮چが
行われている場合にはこの取扱いは行いません。
˔�ม後契約の保険料のお払込みが໔আとなるのは、ม後

4 4 4

契約の開始期以後にൃੜした
不ྀの事ނによるইをのݪҼとして、その事ނの日からその日を含めて180日以内に
ॴ定のମ障のঢ়ଶになられたときにݶります。

ɹçมܖޙͷऔѻ͍

˔次の場合はม制を͝ར用できません。
ㅡ�ඃม契約の保険料のお払込みが໔আされているとき。
ㅡ�ඃม契約を含Ή保険契約に特別条件付保険特約が付加されているとき。（たͩし、保険
金ݮ支払法、給付金ݮ支払法が適用されている場合で、ݮ期間をܦաした後はこの
（。りではありませんݶ
ㅡ�ඃม契約の契約日、最後の෮׆日、෮چ日または特約の中్付加日のうちいずれかい
日からその日を含めてม日までの期間が3年ະ満のとき。（たͩし、ࣗ ໔期間が2年ࡴ
のඃม契約の場合は2年ະ満となります。）
ㅡ�ม日からその日を含めてඃม契約の保険期間の満了日（ඃม契約に含まれる主契
約または特約の保険期間の満了日がҟなる場合には、ઌに౸དྷする満了日）までの期間が
2年ະ満のとき。（たͩし、更新がՄ能な主契約または特約は保険期間の満了日の2か月前
の日までมすることができます。）
ㅡ�定期保険、చ૿定期保険、解約返戻金型చ૿定期保険およびࡂ保障期間付定期保険を
保険期間が終となる払ࡁ保険ม更したとき。
ㅡඃม契約がࡂ保障期間付定期保険で、第1保険期間中のとき。

ɹçม੍Λごར༻Ͱ͖ͳ͍߹

このほかにもม後契約が
ॴ定の基準を満たさないと
きなͲม制を͝ར用で
きない場合があります。
చ૿定期保険または解約
返戻金型చ૿定期保険を
ඃม契約とする場合、ม
日における同一ඃ保険者
にる他の保険契約（͝契
約者がҟなる契約を含みま
す。）の保険金額を通算した
結Ռ、ม制が͝ར用で
きないもしくはม後契約
の保険金額がく͑られ
ることがあります。

ご注意

˔�ม後契約の契約年ྸ、払込期間なͲは、ม時の新契約取扱規定の範囲でお取り扱いします。
˔�ม後契約にはม時の普通保険約款および特約条項が適用されます。
˔�ม後契約の保険料については、ม時のඃ保険者の年ྸにより計算され、保険料の計算の
基ૅとなる༧定ར・༧定死亡が、ඃม契約とҟなることがあります。
˔�มできる保険金額は、通ৗ、ඃม契約の保険金額を下回ります。
˔ม後契約からඃม契約の෮چはできません。
˔�ඃม契約に付加されていたࡂ割૿特約、ই特約（本人型）、�࣬ප・ॏհޢՈ計保障特
約、ॏ�࣬ප・ॏհޢ一時金特約、�࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約、ॏ�࣬ප・障・
ॏհޢ一時金特約なͲの特約が、มにより消滅し、またはݮ額されることがあります。
˔�ม後契約にはϦϏϯά・χʔζ特約、ࢦ定ཧٻ特約以֎の特約を中్付加することは
できません。

ɹçม੍ごར༻ͷࡍͷཹ意߲ࣄ
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ご契約後ご契約後ご契約後

͝契約のし͓Γ

ごܖޙʹ͍ͭͯ

͝契約の解約ͱ解約返戻金
͝契約Λ解約された場合、解約された࣌Ͱ͝契約はফ໓し、Ҏ߱の保障はͳ͘ͳΓますɻ
͝契約いたͩいたੜ໋保険は、͝ Ոのੜ׆保障、資金ͮ Γ͘にཱͭେͳ࢈ࡒͰす
͔Β、ͥ ͻ͝ܧଓͩ͘さいɻ

��

解約返戻金額は、保険ূ݊に
ྫࣔしています。

ご参考

保険料の払込みが໔আされ
ている場合、保険料が払い込
まれているものとみなして
解約返戻金を計算します。

ご参考

解約返戻金は、そのٻに必
要なॻ類が当社に౸ணした
日の翌Ӧۀ日からその日を
含めて�Ӧۀ日以内にお支払
いします。

ご注意

解約返戻金の͝ٻは、ݖར
を行使できる時から3年間行
使しないと、͝ ٻのݖརが
なくなりますので、͝ 注意く
ͩさい。

ご注意

w�ੜ໋保険では払い込まれる保険料は、༬ஷ金のようにそのままੵみཱてら
れているわけではありません。͝ 契約時には、その一෦がൢച、診ࠪ、ূ ݊
͝。අにあてられますܦ成なͲの࡞ 契約中は、保険金の支払およびੜ໋保
険のӡӦに必要なܦඅにあてられます。
w�これらをআいたりを基準として定めた金額が解約の際に返戻されるた
め、ごܖޙؒظͰղ͞Εͨͱ͖ͷղฦۚ·ͬͨ͘ͳ͍͔ɺ
͋ͬͯご͘Θ͔ͣͰ͢ɻ
w�主契約を解約されますと、主契約に付加された֤種特約も同時に解約とな
ります。֤ 種特約の返戻金は、特約の種類、ܦա年月数なͲによってҟなり
ますが、ଟくの場合、まったくないか、あっても͝くわずかです。
w�ղฦۚͷֹɺอݥछ ɾྨద༻อݥྉɾܖ ɾྸੑ ผɾอظݥ ɾؒ�
อݥྉظࠐ ɾؒܦա݄ɾอݥྉͷࠐ݄ͳͲʹΑͬͯҟͳΓ·
͢ɻ

ղฦۚ
ͷٻ

w�Ήを͑ず͝契約を解約される場合には、解約返戻
金を͝ٻくͩさい。ॴ定の解約返戻金を͝契約者
にお支払いします。

ղͱ
ղฦۚ

無解約返戻金期間について

˔Ո計保障定期保険（無解約返戻金型）および次の特約は、保険料払込期間を無解約返戻金
期間とします。このため、保険料払込期間中に主契約およびこれらの特約を解約されて
も、解約返戻金はありません。
　・̑ ࣬ප・ॏհޢՈ計保障特約� ・ॏ̑࣬ප・ॏհޢ一時金特約
　・̑ ࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約� ・ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ一時金特約
˔無解約返戻金期間は、次の項͝とに基準となる日がその期間中にある場合に適用します。

߲ 準ͱͳΔʢ˞ʣج

・͝ 契約の解約　・基準給付金月額のݮ額 ٻに必要なॻ類が当社に౸ணした日

義ҧまたはॏେ事由による解আࠂ・ 解আの通が、͝ 契約者に౸ணした日

(˞)基準となる日のৄࡉについては、普通保険約款・特約条項の次の規定を͝ࢀরくͩさい。
・Ո計保障定期保険（無解約返戻金型）普通保険約款�第2�条（解約返戻金）
・̑ ࣬ප・ॏհޢՈ計保障特約条項�第1�条（特約の返戻金）
・ॏ̑࣬ප・ॏհޢ一時金特約条項�第18条（特約の返戻金）
・̑ ࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約条項�第1�条（特約の返戻金）
・ॏ̑࣬ප・障・ॏհޢ一時金特約条項�第18条（特約の返戻金）
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อۚݥɾڅۚͷडऔਓʹΑΔごܖͷଘଓʹ͍ͭͯ
者が解約の通を行った場合でも、解約が当社に通された時において、以下のすݖ࠴˔
てを満たす保険金・給付金の受取人は͝契約をଘଓさせることができます。
①͝契約者の、ඃ保険者のまたはඃ保険者本人であること
②͝契約者でないこと

˔保険金・給付金の受取人が͝契約をଘଓさせるためには、解約の通が当社に౸ୡした時
から1か月をܦաする日までの間に、以下のすてのखଓきを行う必要があります。
①͝契約者の同意をಘること
②解約の通が当社に౸ୡした日に解約のޮྗがੜじたとすれば当社がݖ࠴者に支払う
き金額をݖ࠴者に対して支払うこと
ᶅ্ه②について、ݖ࠴者に支払ったࢫを当社に対して通すること（当社の通につ
いても期間内に行うこと）

˔解約返戻金と払込保険料合計額との関
ʦ͝契約ྫʧ

ຬྃࠐࡀ��
�契約ࡀ30・ ・保険期間ɿࡀ��まで
・உੑ� ・保険料払込期間ɿ�0ࡀまで
・月払（口座振替扱）� ・無解約返戻金期間ɿ�0ࡀまで
・基準給付金月額ɿ20ສԁ� ・ඇ٤Ԏ者保険料適用
・最支払保ূ期間ɿ�年� ・特定࣬ප保険料払込໔আ特則付加
� ・保険のまとめて割引適用なし�

ղฦֹۚ
ࠐ保険料߹ֹܭ

ʢ͝ܖʣ
ࡀ�� ࡀ�� ࡀ�� ࡀ�� ࡀ��

���ສԁ

���ສԁ

���ສԁ

���ສԁ

ඃอऀݥʹΑΔごܖऀͷղͷٻʹ͍ͭͯ
˔ඃ保険者と͝契約者がҟなる͝契約の場合、次に͛ܝる事由に該当するときは、ඃ保険者は
͝契約者に対し、͝ 契約の解約をٻすることができます。
� この場合、ඃ保険者から解約のٻを受けた͝契約者は、͝ 契約の解約を行う必要がありま
す。
①͝契約者または保険金・給付金の受取人が当社に保険給付を行わせることをతとして
保険金・給付金のお支払事由をൃੜさせた場合（ະを含みます。）
②保険金・給付金の受取人が当該保険契約に基づく保険給付のٻについてٗを行った
場合（ະを含みます。）
ᶅ্ه①②の他、ඃ保険者の͝契約者または保険金・給付金の受取人に対する৴པをଛな
い、͝ 契約のଘଓをࠔとするॏେな事由がある場合
ᶆ͝契約者とඃ保険者との間の関の終了その他の事により、ඃ保険者が͝契約のお
申込みの同意をするにあたって基ૅとした事がஶしくมԽした場合

ࠩԡऀݖ࠴ɺഁࡒ࢈ਓʹΑΔղʹ͍ͭͯ
˔͝契約者のࠩԡݖ࠴者、ഁ による͝契約の解約（。といいます「者ݖ࠴」、以下）人ࡒ࢈
は、解約の通が当社に౸ணした時から1か月をܦաした日にޮྗをੜじます。
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ॴಘ੫およびॅຽ੫の߇আ
額は、「一ൠੜ໋保険料߇
আ」、「個人年金保険料߇
আ」および「հޢ医療保険料
আ額を合算して߇আ」の߇
ॴಘ੫120000ԁ、ॅ ຽ੫
�0000ԁがݶとなります。

ご注意

ᶅ߇�আֹ
「一ൠੜ໋保険料߇আ」、「個人年金保険料߇আ」および「հޢ医療保険料߇আ」は、それぞれ
次のとおり߇আ額が計算されます。
�ॴಘ੫ͷ߇আֹ�

年間ਖ਼ຯ払込保険料 総ॴಘ金額から߇আされる金額

20000ԁ以下のとき શ　　　　額

20000ԁを͑�0000ԁ以下のとき （年間ਖ਼ຯ払込保険料ʷ 1ʕ2 ）ɹ 10000ԁ

�0000ԁを͑80000ԁ以下のとき （年間ਖ਼ຯ払込保険料ʷ 1ʕ� ）ɹ 20000ԁ

80000ԁを͑るとき 一　�0000ԁ

�ॅຽ੫ͷ߇আֹʼ
年間ਖ਼ຯ払込保険料 総ॴಘ金額から߇আされる金額

12000ԁ以下のとき શ　　　　額

12000ԁを͑32000ԁ以下のとき （年間ਖ਼ຯ払込保険料ʷ 1ʕ2 ）ɹ �000ԁ

32000ԁを͑��000ԁ以下のとき （年間ਖ਼ຯ払込保険料ʷ 1ʕ� ）ɹ 1�000ԁ

��000ԁを͑るとき 一　28000ԁ

͝契約日が2011年12月31
日以前の他の͝契約がある
場合は、取扱いがҟなること
があります。

ご注意

正味払込保険料とは、1年
間の払込保険料から契約者
当金をࠩし引いたもの
をいいます。

ご参考

ݱ内容は、201�年1月هࠨ
ࠓ、の੫制に基づくものでࡏ
後੫の取扱いがมわる場
合もあります。

ご注意ੜ໋保険ͱ੫金にͭいͯ��
ੜ໋อݥྉ߇আ

�年ؒの正味払込保険料 のҰ定ֹがͦの年のॴಘ੫ͱॅຽ੫の対象ͱͳるॴಘ͔Β߇
আされますɻ
ᶃ�ੜ໋保険料߇আͷରͱͳΔ͝ܖɾ保険料

対となる契約 納੫する人が保険料を払い込み、保険金受取人が「本人」あるいは「ۮ者または
その他の」である契約

対となる保険料 1月から12月までにお払い込みいたͩいた保険料の合計額から、その年に支払わ
れた当金（その年に新たにੵみཱてられた当金を含みます。）をࠩし引いた額

（注）ੜ໋保険料߇আを受けるためには、年ௐまたは֬定申ࠂのときに申ࠂが必要です。当
社からൃ行する「ੜ໋保険料߇আূ໌ॻ」を申ࠂॻにఴ付してくͩさい。

ᶄ�ੜ໋保険料߇আͷछྨ
ੜ໋保険料߇আには、「一ൠੜ໋保険料߇আ」、「個人年金保険料߇আ」、「հޢ医療保険料
。আがあります߇আ」の3つの߇
保険契約および付加される特約͝とに、ੜ໋保険料߇আの適用の༗無および適用されるੜ
໋保険料߇আの種類がҟなります。
この保険に適用されるੜ໋保険料߇আの種類は次のとおりです。

আの種類߇ 対となる保険契約・特約

一ൠੜ໋保険料߇আ Ո計保障定期保険/&0（主契約）

հޢ医療保険料߇আ
�࣬ප・ॏհޢՈ計保障特約、
ॏ�࣬ප・ॏհޢ一時金特約、
�࣬ප・障・ॏհޢՈ計保障特約、
ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ一時金特約

（注）ࡂ割૿特約、ই特約（本人型）はੜ໋保険料߇আの対となりません。
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ᶃࢮ�保険͓ۚडऔ࣌ͷ՝੫ͷऔѻ͍
ʢ�ʣࢮ保険ۚΛҰࢧ࣌Ͱ͓ड͚औΓʹͳΔ߹

͝契約ܗଶ
͝契約ྫ

՝੫の種類
͝契約者 ඃ保険者 受取人

͝契約者とඃ保険者が同一人 本人 本人 ۮ者 相ଓ੫

͝契約者と受取人が同一人 本人 ۮ者 本人 ॴಘ੫（一時ॴಘ）（˞1）

͝契約者、ඃ保険者、受取人が
それぞれ別人 本人 ۮ者 ࢠ ଃ༩੫

ʢ�ʣࢮ�保険ۚΛ݄څͰ͓ड͚औΓʹͳΔ߹

͝契約ܗଶ
͝契約ྫ

՝੫の種類
͝契約者 ඃ保険者 受取人

͝契約者とඃ保険者が同一人 本人 本人 ۮ者
相ଓ੫（˞2）

ॴಘ੫（ࡶॴಘ）（˞1）（˞3）
͝契約者と受取人が同一人 本人 ۮ者 本人 ॴಘ੫（ࡶॴಘ）（˞1）（˞�）

͝契約者、ඃ保険者、受取人が
それぞれ別人 本人 ۮ者 ࢠ

ଃ༩੫（˞2）
ॴಘ੫（ࡶॴಘ）（˞1）（˞3）

（˞1）2013年1月1日から203�年12月31日まで、納付すきॴಘ੫の額の2�1ˋが෮ڵ特別ॴಘ੫と
してซせて՝されます。

（˞2）年金受給ݖ取ಘ時に相ଓ੫法্の年金の受給ݖධՁ額に対して՝੫されます。
（˞3）年金受取時に՝੫されます。1年の年金はඇ՝੫となり、2年以߱の年金のうち一෦が՝੫

対となります。ৄ しくは੫ॺに֬͝ೝくͩさい。
（˞�）՝੫ॴಘが2�ສԁ以্の場合には、この՝੫ॴಘに対して、10�のॴಘ੫がݯઘऩされます。

ᶄ�保険 ɾۚڅۚͷ非՝੫ѻ
ㅡ�͝ 契約者（保険料ෛ୲者）とඃ保険者が同一人で、死亡保険金受取人がඃ保険者の相ଓ人
の場合、死亡保険金に対して相ଓ੫法্一定の金額がඇ՝੫となることがあります。
ㅡߴ� 障保険金、�࣬පॳ期ೖӃ給付金、ॏ�࣬ප・ॏհޢ給付金、ॏ̑࣬ප・ॏ
հޢ一時金、ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ給付金、ॏ�࣬ප・障・ॏհޢ一時金、ϦϏϯ
ά・χʔζ特約の特定ঢ়ଶ保険金なͲは、受取人が以下のいずれかに該当する場合、શ額
ඇ՝੫扱となります。

ㅡඃ保険者　ㅡඃ保険者のۮ者もしくは݂ܥ　ㅡੜ計を一にするその他の

อۚݥɾڅۚͷ੫๏্ͷ͓औѻ͍
保険 ɾۚڅۚΛ͓ड͚औΓʹͳΔࡍʹɺॴಘ੫ɾ૬ଓ੫ɾଃ༩੫ͷ͍ͣΕ͔ͷ੫͕͔͔ۚ
Δͷɺ非՝੫ͱͳΔͷ͕͋Γ·͢ɻ՝੫͞ΕΔ੫ۚɺ͝ 者ʢ保険料ෛ୲者ʣɾඃ保険ܖ
者ɾडऔਓͷؔͰܾ·Γ·͢ɻ

ݱ内容は、201�年1月هࠨ
ࠓ、の੫制に基づくものでࡏ
後੫の取扱いがมわる場
合もあります。

ご注意

ॴಘ੫の対となるものに
ついてはॅຽ੫が՝੫され
ます。

ご参考
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お知らせお知らせ

͝契約のし͓Γ

ੜ໋อݥʹؔ͢Δ͓Βͤ

˔�保ߏػޢの会һであるੜ໋保険会社がܦӦഁにؕった場合には、保ߏػޢにより、保険契約者保ޢのાஔがਤられます。
˔��たͩし、この場合でも、ੜ໋保険会社のۀまたは࢈ࡒのঢ়گにより、͝ 契約時にお約ଋした保険金額、年金額、給付金額が
。されることがありますݮ

ࣾはʮੜ໋保険契約ऀ保ߏػޢʯ（ҎԼʮ保ߏػޢʯͱいいますɻ）に加ೖし͓ͯΓますɻ

ੜ໋保険契約ऀ保ߏػޢ��

保護機構って、どんな団体?
�保ߏػޢɺ保険ۀ๏ʹ͖ͮجઃཱ͞Εͨ๏ਓͰ͋Γɺ保ߏػޢͷձһͰ͋Δੜ໋保険ձ͕ࣾഁʹؕͬͨ
߹ɺੜ໋保険ʹΔ保険ܖ者ͷͨΊͷ૬ޓԉॿ੍ͱͯ͠ɺ֘ഁ保険ձࣾʹΔ保険ܖͷҠస
ʹ͓͚Δۚࢿԉॿɺঝܧ保険ձࣾͷܦӦཧɺ保険ܖͷҾड͚ɺิ ঈର保険ۚͷࢧ͍ʹΔۚࢿԉॿ
ର͢Δ৴པʹۀΛਤΓɺͬͯੜ໋保険ޢ者ͷ保ܖʹΑΓɺ保険͏ߦͷങऔΓΛݖٻͼ保険ۚٴ
ੑΛҡ࣋͢Δ͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなるのかしら?
�保険ܖ্ɺྸ݈߁ঢ়ଶʹΑͬͯܖ͍ͯͨ͠ഁ保険ձࣾͱಉ༷ͷ݅Ͱ৽ͨʹՃೖ͢Δ͜ͱ͕ࠔʹͳΔ͜ͱ
͋ΔͨΊɺ保険ձ͕ࣾഁͨ͠߹ʹɺ保͕ߏػޢ保険ܖͷҠసʹۚࢿͯ͠ࡍԉॿͷࢧԉΛ͍ߦɺՃೖ͍ͯ͠Δ保険
ଓΛਤΔ͜ͱʹ͍ͯ͠·͢ɻܧͷܖ
�保険ܖͷҠసʹ͓͚Δิঈରܖɺӡ༻࣮࿈ಈܕ保険ܖͷಛఆಛผצఆʢ˞�ʣʹ ͚͓ʹࠃΔ෦Λআ͍ͨ
Δݩड保険ܖͰɺͦ ͷิঈݶߴɺ ༧ఆར率ܖʢ˞�ʣΛআ͖ɺ準උۚʢ˞�ʣͷ��ˋͱ͢Δ͜ͱ͕ɺ保険ۀ๏Ͱ
ఆΊΒΕ͍ͯ· ʢ͢保険 ɾۚۚͷ��ˋ͕ิঈ͞ΕΔͷͰ͋Γ·ͤΜɻʢ˞�ʣʣɻ
�ͳ͓ɺ保険ܖͷҠసͷࡍʹɺ準උۚͷݮʹՃ͑ɺ保険ܖΛҾ͖ଓ͖దਖ਼ɾ̓ શʹҡ࣋͢Δͨ
Ίʹɺܖ݅ͷࢉఆૅجͱͳΔૅج率ʢ༧ఆར率ɺ༧ఆࢮ率ɺ༧ఆۀࣄඅ率ʣͷมߦ͕ߋΘΕΔՄੑ͕
͋Γɺ͜ Εʹ͍ɺ保険ۚ ɾֹֹ͕ۚݮগ͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ͋ Θͤͯɺૣ আ੍ʢ保険ूஂΛ߇ղظ
ҡ࣋͠ɺ保険ܖͷܧଓΛਤΔͨΊʹɺ௨ৗͷղ߇আͱผʹɺҰఆؒظಛผͳղ߇আΛ੍͏ߦʣ͕ ઃ
͚ΒΕΔՄੑ͋Γ·͢ɻ

（˞1）��特別צ定をઃஔしなければならない保険契約のうち最保 （ূ最死亡保険金保ূ、最年金ݪ資保ূ）のない保険契約にる特別צ
定をࢦします。更ੜखଓにおいては、当該෦分についての準උ金をݮしない更ੜ計ըを࡞成することがՄ能です（࣮際にݮしな
いか൱かは、個別の更ੜखଓの中で֬定することとなります）。

（˞2）��ഁ 時にաڈ�年間でৗに༧定རが基準ར（注1）を͑ていた契約をࢦします（注2）。当該契約については、準උ金のิঈݶ
が以下のとおりとなります。たͩし、ഁ 会社に対して資金ԉॿがなかった場合のหࡁが下ݶとなります。

ˋ༧定ར契約のิঈʹ�0ߴ　　 ʨɻ（աڈ�年間における֤年の༧定རʵ基準ར）の総和ʸ2ʩ
　（注1）��基準རは、ੜ保֤社のաڈ�年間の平ۉӡ用ར回りを基準に、金༥ிٴびࡒେਉが定めることとなっております。ࡏݱの基

準རについては、当社ຢは保ߏػޢのϗʔϜϖʔδで֬ೝできます。
　（注2）��一つの保険契約において、主契約・特約の༧定རがҟなる場合、主契約・特約を༧定རがҟなる͝とにಠཱした保険契約とみな

してߴ、 ༧定ར契約に該当するか൱かを断することになります。また、ۀا保険においてඃ保険者が保険料をڌ出している場
合でඃ保険者ຖに༧定རがҟなる場合には、ඃ保険者ຖにಠཱの保険契約が締結されているものとみなしてߴ༧定ར契約に該
当するか൱かの断をすることになります。たͩし、֬ 定ڌ出年金保険契約については、ඃ保険者が保険料をڌ出しているか൱かに
かかわらず、ඃ保険者ຖにߴ༧定ར契約に該当するか൱かを断することになります。

（˞3）��準උ金とは、কདྷの保険金・年金・給付金の支払いにඋ͑、保険料ӡ用ऩӹなͲをݯࡒとしてੵみཱてている準උ金をいいます。
（˞�）��個人ม額年金保険に付されている年金ݪ資保ূ額についても、その�0ˋがิঈされるものではありません。
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れた場合ݱ保険会社がࡁٹ˔

れない場合ݱ保険会社がࡁٹ˔

（注①）��্ 出によるෛ୲金ͩけで資ڌは、2022年3月までにੜ໋保険会社がഁした場合に対応するાஔで、会һ保険会社の「ાஔࡒ」のه
金ԉॿの対応ができない場合に、ࠃ会৹ٞをܦてิॿ金がೝめられた際に行われるものです。

（注②）��ഁ ॲཧ中の保険事ނに基づくิঈ対契約の保険金の支払、保ߏػޢがิঈ対契約にる保険金ݖٻをങい取ることをࢦ
します。この場合における支払およびങ取については、準උ金のิঈݶと同となります。（ߴ༧定ར契約については、
前ท（˞2）にࡌهのとなります。）

˗�ิ ঈ対契約の範囲・ิ ঈ対契約のิঈݶを含め、本ࡌܝ内容はશてࡏݱの法ྩに基づいたものであり、ࠓ後、法ྩのվਖ਼によりม更
されるՄ能ੑがあります。

ˎੜ໋保険会社がഁした場合の保険契約の取扱いに関するおい合わせઌ

国

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払い

保険金請求権等の
買取り（注②） 資金援助

負担金の拠出

資金貸出

財政措置（注①）

保護機構

破綻
保険会社

保険
契約者等

救済
保険会社

民間金融
機関等

会員
保険会社

保険契約の全部・
一部の移転、
合併、株式取得

補償対象保険金の
支払い（注②）

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払い

保険金請求権等の買取り（注②）

保険契約の引受け

保険契約の承継

負担金の拠出

資金貸出

財政措置（注①）

保護機構

補償対象保険金の
支払い（注②）

（承継保険会社）

国

破綻
保険会社

保険
契約者等

民間金融
機関等

会員
保険会社

IUUQ���XXX�TFJIPIPHP�KQ�ϗʔϜϖʔδΞυϨε

ੜ໋保険ܖ者保ߏػޢ ������������ 月༵日ʙ金༵日（ॕ日・年年始をআく）
後�時ޕ後1時ʙޕ、ޕ前�時ʙਖ਼ޕ

Έͷུ֓ਤ
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͓٬༷の͝契約༰がొされるこͱが͋Γますɻ
˔��ࣾɺҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険ڠձɺҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険ڠձՃໍͷଞͷ֤ੜ໋保険ձ͓ࣾΑͼશࡁڞࠃڠۀಉ߹࿈
߹ձʢҎԼʮ֤ੜ໋保険ձࣾʯͱ͍͍·͢ɻʣͱͱʹɺ保険ܖ͘͠ܖࡁڞ·ͨಛՃʢҎԼʮ保険ܖʯͱ͍͍
·͢ɻʣͷ͓Ҿड͚ͷஅ͋Δ͍保険ۚɺڅۚۚ͘͠ࡁڞʢҎԼʮ保険ۚʯͱ͍͍·͢ɻʣͷ͓ࢧ͍ͷஅͷߟࢀ
ͱ͢Δ͜ͱΛతͱͯ͠ɺʮܖ༰ొ੍ʯʢશࡁڞࠃڠۀಉ߹࿈߹ձͱͷؒͰʮܖ༰রձ੍ʯͱ͍͍·͢ɻʣ
ಉͯ͠ར༻͓ͯ͠Γ·͢ɻڞΛ߲ࣄͷొهʹؔ͢ΔԼܖɺࣾͷ保険͖ͮجʹ

˔��保険ܖͷ͓ਃࠐΈ͕͋ͬͨ߹ɺࣾɺҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険ڠձʹɺ保険ܖʹؔ͢ΔԼهͷొ߲ࣄͷશ෦·ͨ
Ұ෦Λొ͠·͢ɻͨ ͩ͠ɺ保険ܖΛ͓Ҿ͖ड͚Ͱ͖ͳ͔ͬͨͱ͖ɺͦ ͷొ߲ࣄফ͞ڈΕ·͢ɻ

˔��Ұൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険ڠձʹొ͞Εͨใɺಉ͡ඃ保険者ʹ͍ͭͯ保険ܖͷ͓ਃࠐΈ͕͋ͬͨ߹·ͨ保険ۚ
ͷ͕ͨͬ͋͝ٻ߹ɺҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険ڠձ͔Β֤ੜ໋保険ձࣾʹఏ͞ڙΕɺ֤ ੜ໋保険ձࣾʹ͓͍ͯɺ保険ܖ
ͷ͓Ҿड͚·ͨ͜ΕΒͷ保険ۚͷ͓ࢧ͍ͷஅͷߟࢀͱ͍ͤͯͨͩͨ͘͞Ίʹར༻͞ΕΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

�ɹ�ͳ͓ɺొ ͷؒظͳΒͼʹ͓Ҿड͚͓Αͼ͓ࢧ͍ͷஅͷߟࢀͱ͍ͤͯͨͩؒ͘͞ظɺܖɺ෮׆ɺ૿ ֹ·ͨಛ
ͷத్ՃʢҎԼʮܖʯͱ͍͍·͢ɻʣ͔ Β� ʢؒඃ保険者͕ࡀ��ະຬͷ保険ܖʹ͍ͭͯɺʮܖ͔Β�
ؒʯͱʮܖ͔Βඃ保険者͕ࡀ��ʹ౸ୡ͢Δ·Ͱͷؒظʯͷ͍ͣΕ͔͍ؒظʣͰ͢ɻ

�ɹ�֤ ੜ໋保険ձࣾ͜ͷ੍ʹΑΓΓಘͨ༰Λɺ保険ܖͷ͓Ҿड͚͓Αͼ͜ΕΒͷ保険ۚͷ͓ࢧ͍ͷஅͷࢀ
ͱ͢ΔҎ֎ʹ༻͍Δ͜ͱ͋Γ·ͤΜɻߟ

�ɹ�·ͨɺ֤ ੜ໋保険ձࣾɺ͜ ͷ੍ʹΑΓΓಘͨ༰Λଞʹެ։͍ͨ͠·ͤΜɻ
˔��ࣾͷ保険ܖʹؔ͢Δొ߲ࣄʹ͍ͭͯɺ͕ࣾཧΛෛ͍·͢ɻܖ者·ͨඃ保険者ɺࣾͷఆΊΔखଓ͖
ʹै͍ɺొ ߲ࣄͷ։ࣔΛٻΊɺͦ ͷ༰͕࣮ࣄͱ૬ҧ͍ͯ͠Δ߹ʹɺగਖ਼Λਃ͠ग़Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ·ͨɺݸਓใͷ
保ޢʹؔ͢Δ๏ʹҧͯ͠ొ͕߲ࣄऔΓѻΘΕ͍ͯΔ߹ɺࣾͷఆΊΔखଓ͖ʹै͍ɺར༻ఀ͋ࢭΔ͍ୈࡾ者ͷ
ఏڙͷఀࢭΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ্ ͷΧελϚʔηϯλʔʹ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻרɺ͍ͯͭʹࡉखଓ͖ͷৄ֤ه

契約༰ొ੍度・契約༰রձ੍度��

「˞契約内容ొ制・契約内容র会制」にࢀ加している֤ੜ໋保険会社໊につきましては、一ൠ社ஂ法人ੜ໋保険ڠ会ϗʔϜϖʔδ
　（IUUQT���XXX�TFJIP�PS�KQ�）の「加ໍ会社」を͝ࢀরくͩさい。

ʲొ߲ࣄʳ
ʢ�ʣ保険ܖ者͓Αͼඃ保険者ͷ໊ࢯɺੜ݄ɺੑ ผͳΒͼʹॅॴʢࢢɾ۠ ɾ܊·Ͱͱ͠·͢ɻʣ
ʢ�ʣࢮ保険ֹ͓ۚΑͼࢮࡂ保険ֹۚ
ʢ�ʣೖӃڅۚͷछྨ͓Αͼֹ
ʢ�ʣܖɺ෮׆ɺ૿ ֹ͓Αͼಛͷத్Ճ
ʢ�ʣऔѻձ໊ࣾ
ͦͷଞɺਖ਼֬ͳใͷѲͷͨΊɺܖ͓ΑͼਃࠐΈͷঢ়ଶʹؔͯ͠૬ޓʹরձ͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
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保険金の͝ٻにࡍし、͓ ٬༷の͝契約༰Λরձさͤͯいたͩ͘こͱが͋Γますɻ
˔��ࣾɺҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険ڠձɺҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険ڠձՃໍͷ֤ੜ໋保険ձࣾɺશࡁڞࠃڠۀಉ߹࿈߹ձɺશࠃ
࿑ಇ者ࡁڞੜڠ׆ಉ߹࿈߹ձ͓Αͼຊίʔϓࡁڞੜڠ׆ಉ߹࿈߹ձʢҎԼʮ֤ੜ໋保険ձࣾʯͱ͍͍·͢ɻʣͱͱ
ʹɺ͓ ʯͱ͍͍·͢ɻʣͷղআɺऔফ͘͠ແޮͷஅܖʢҎԼʮ保険ܖࡁڞ͘͠ܖ͍ͷஅ·ͨ保険ࢧ
ʢҎԼʮ͓ࢧͷஅʯͱ͍͍·͢ɻʣͷߟࢀͱ͢Δ͜ͱΛతͱͯ͠ɺʮࢧࠪఆ࣌রձ੍ʯʹ ɺࣾΛؚΉ֤ੜ໋͖ͮج
保険ձࣾͷ保༗͢Δ保険ܖʹؔ͢ΔԼهͷ૬ޓরձࡌه߲ࣄͷใΛڞಉͯ͠ར༻͓ͯ͠Γ·͢ɻ

˔��保険ۚɺۚ·ͨڅ ʢۚҎԼʮ保険ۚʯͱ͍͍·͢ɻʣͷ͕ͨͬ͋͝ٻ߹ɺ͜ ΕΒʹΔ保険ൃ͕ނࣄੜͨ͠ͱஅ
͞ΕΔ߹ʹɺʮࢧࠪఆ࣌রձ੍ʯʹ ձΛ௨ڠͷશ෦·ͨҰ෦ʹ͍ͭͯɺҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋保険߲ࣄরձޓɺ૬͖ͮج
ͯ͡ɺଞͷ֤ੜ໋保険ձࣾʹরձΛͳ͠ɺଞͷ֤ੜ໋保険ձ͔ࣾΒใͷఏڙΛड͚ɺ·ͨଞͷ֤ੜ໋保険ձ͔ࣾΒͷ
রձʹର͠ɺใΛఏ͢ڙΔ͜ͱʢҎԼʮ૬ޓরձʯͱ͍͍·͢ɻʣ͕ ͋Γ·͢ɻ૬ޓরձ͞ΕΔใԼهͷͷʹݶఆ͞Εɺ
͝ʹٻΔইප໊ͦͷଞͷใ͕૬ޓরձ͞ΕΔ͜ͱ͋Γ·ͤΜɻ·ͨɺ૬ޓরձʹ֤͖ͮجੜ໋保険ձࣾʹఏ͞ڙ
Εͨใɺ૬ޓরձΛ֤ͨͬߦੜ໋保険ձࣾʹΑΔ͓ࢧ͍ͷஅͷߟࢀͱ͢ΔͨΊར༻͞ΕΔ͜ͱ͕͋Γ·͕͢ɺ
ͦͷଞͷతͷͨΊʹར༻͞ΕΔ͜ͱ͋Γ·ͤΜɻরձΛड͚֤ͨੜ໋保険ձࣾʹ͓͍ͯɺ૬ޓরձࡌه߲ࣄͷใ͕
ଘ͠ࡏͳ͔ͬͨͱ͖ɺরձΛड͚࣮ͨࣄফ͞ڈΕ·͢ɻ֤ ੜ໋保険ձࣾʮࢧࠪఆ࣌রձ੍ʯʹ ΑΓΓಘͨใ
Λଞʹެ։͍ͨ͠·ͤΜɻ

˔��͕ࣾ保༗͢Δ૬ޓরձࡌه߲ࣄͷใʹ͍ͭͯɺ͕ࣾཧΛෛ͍·͢ɻܖ者ɺඃ保険者·ͨ保険ۚडऔਓ
ɺࣾͷఆΊΔखଓ͖ʹै͍ɺ૬ޓরձࡌه߲ࣄͷใͷ։ࣔΛٻΊɺͦ ͷ༰͕࣮ࣄͱ૬ҧ͍ͯ͠Δ߹ʹɺగਖ਼Λਃ
͠ग़Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ·ͨɺݸਓใͷ保ޢʹؔ͢Δ๏ʹҧͯ͠૬ޓরձࡌه߲ࣄͷใ͕औΓѻΘΕ͍ͯΔ߹ɺ
ࣾͷఆΊΔखଓ͖ʹै͍ɺ֘ใͷར༻ఀ͋ࢭΔ͍ୈࡾ者ͷఏڙͷఀࢭΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ্ खଓ͖ͷৄ֤ه
ͷΧελϚʔηϯλʔʹ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻרɺ͍ͯͭʹࡉ

��রձ੍度࣌ࠪ定ࢧ

ࣾは、౦ژւ্ϗʔϧσΟϯάεࣜגձࣾࡿԼの保険ձࣾに、ਃࠐॻにࡌهのใΛ։ࣔするこͱが͋Γますɻ
また౦ژւ্ϗʔϧσΟϯάεࣜגձࣾࡿԼの保険ձࣾの保༗するඃ保険ऀが加ೖしͯいる保険契約のใの 
ఏڙΛ受͚ͯ、これΛར用するこͱが͋Γますɻ
˔��ࣾɺ౦ژւ্ϗʔϧσΟϯάεࣜגձࣾࡿԼͷ保険ձࣾʹɺ͝ खଓܖ ɾ͖͝ खଓߋ༰มܖ ʢ͖ใΛར༻͠
ͨखଓ͖ΛؚΈ·͢ɻʣʹ ͓͍ͯऔಘ͢Δ͓٬༷ͷݸਓใʢ݈߁ঢ়ଶʹؔ͢Δ࣭ͷճؚΈ·͢ɻʣɺ保険 ɾۚڅۚ
ͷ͝ٻखଓ͖ʹ͓͍ͯऔಘ͢Δ͓٬༷ͷݸਓใɺͦ ͷଞͷ֤छॻྨʹ͞ࡌهΕͨใ·ͨ保険ނࣄͷঢ়گͷ࣮ؔࣄ
ΔใΛ։ࣔ͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻؔ͢ʹ

˔��·ͨɺࣾɺۀ·ͨࣄͷҰ෦Λ౦ژւ্ϗʔϧσΟϯάεࣜגձࣾࡿԼҎ֎ͷ保険ձࣾʹҕୗͯ͜͠͏ߦͱ͕͋Γ·
͢ɻ

˔��͠ ͕͍ͨ·ͯ͠ɺ͜ ΕΒͷใΛۀͷཧ·ͨࣄͷߦΛ͢ߦΔ্ͰඞཁͳൣғͰɺ֘保険ձ͕ࣾΔ͜ͱ͕͋
Γ·͢ɻ

͝契約༰の取扱い��

˞��「支払ࠪ定時র会制」にࢀ加している֤ੜ໋保険会社໊につきましては、一ൠ社ஂ法人ੜ໋保険ڠ会ϗʔϜϖʔδ（IUUQT���XXX�TFJIP�
PS�KQ�）の「加ໍ会社」を͝ࢀরくͩさい。

ʲ૬ޓরձ߲ࣄʳ
রձ͞Ε·͢ɻͨޓ૬͕߲ࣄͷ࣍ ͩ͠ɺܖফ໓ޙ�Λܦաͨ͠ܖʹΔͷ
আ͖·͢ɻ
ʢ�ʣඃ保険者ͷ໊ࢯɺੜ݄ɺੑ ผɺॅ ॴʢࢢɾ۠ ɾ܊·Ͱͱ͠·͢ɻʣ
ʢ�ʣ�保険ൃނࣄੜɺࢮɺೖӃɾୀӃɺରͱͳΔ保険ނࣄʢهࠨͷ߲ࣄɺ

রձΛड͚͔ͨΒ�Ҏͷͷͱ͠·͢ɻʣ
ʢ�ʣ�保険छྨɺܖɺ෮׆ɺফ໓ɺ保険ܖ者ͷ໊͓ࢯΑͼඃ保険者ͱͷଓฑɺࢮ保険ۚडऔਓͷ໊͓ࢯΑͼ

ඃ保険者ͱͷଓฑɺࢮ保険ֹۚɺڅֹۚɺ֤ ಛ༰ɺ保険料͓Αͼํࠐ๏
ֹۚɺ保険料ͱ͋Δͷɺڅ保険ۚɺࢮ者ɺܖɺ保険छྨɺ保険ނࣄɺඃ保険者ɺ保険͍͓ͯʹ߲ࣄরձޓ૬ه্
ͱಡΈସֻ͑ۚࡁڞɺֹۚࡁڞɺۚࡁڞࢮ者ɺܖࡁڞछྨɺࡁڞɺނࣄࡁڞ者ɺࡁڞʹ͓͍ͯͦΕͧΕɺඃܖࡁڞ
·͢ɻ
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（͜の保険の֓ཁ）
（	1	）	　この保険は、下表の給付およͼ保険料払込みの免除をߦうこと

を主な内༰とするものです。ただし、保険金の受取ਓから保険金
の一時支払またはす͑ஔ支払をબするࢫのਃग़がない場合に
は、保険金の月払給付をߦいます。なお、死亡保険金額およͼ高
度障害保険金額は同額です。

内　༰

死亡保険金 被保険者が保険期間தに死亡したときに支
払います。

高度障害保険金 被保険者が保険期間தに所定の高度障害
状態になったときに支払います。

保険料払込みの
免除

被保険者が保険料払込期間தに不慮の事
故によって所定の身体障害の状態になった
ときに、その後の保険料の払込みを免除し
ます。

（	2	）	　この保険は、被保険者の٤Ԏ状گに応じて保険料を۠し、
かつ、保険料払込期間தの解約返戻金をなくすることにより、それ
らを保険料にөしています。

�ɽ用ޠのҙٛ
第 � 条（用ޠのҙٛ）
　この普通保険約款において用される次の用ޠのҙٛは、それͧれ下
表のとおりとします。

用　ޠ 用ޠのҙٛ

カ Ո計保障期間 保険金の月払給付をߦう場合に給付金を支払う
期間をいい、保険期間と同一とします。

キ 基準給付金
月額

保険金額または保険金の月払給付をߦう場合の
給付金の月額を算ग़する際に基準となる金額と
して、保険契約締結の際、当会社の定める取ѻൣ
ғにより保険契約者のਃग़によって定めた金額
をいいます。ただし、基準給付金月額がมߋされ
たときは、มߋ後の金額をいいます。

έ 経過年
契約日からى算し、この保険契約の年୯位の契
約応当日͝とに１年を加͑て計算した年をい
います。この場合、１年ະ満のについては
りࣺてます。

έ 契約応当日

ຖ月またはຖ年の契約日にର応する日をいい、
ຖ月の契約日にର応する日をň月୯位の契約応
当日ŉ、ຖ年の契約日にର応する日をň年୯位の
契約応当日ŉといいます。なお、契約日にର応す
る日のない月の場合には、その月の日をいう
ものとします。

έ 契約日 契約年ྸ、保険期間等の計算の基準日をいいま
す。

ί ࠂ

保険契約者およͼ被保険者が、契約のਃ込をさ
れるとき等に、ࡏݱの健康状態、٤Ԏ状گ、৬業、
過ڈの傷病ྺ等、支払事由または保険料払込み
の免除事由のൃ生のՄ能ੑに関する重要な事項
のうち、当会社がたずͶた事項について当会社
にらせることをいいます。

α 支払保証࠷
期間

保険金の月払給付をߦう場合に、給付金を支払
う࠷保証年として、保険契約締結の際、当会
社の定める取ѻൣғにより保険契約者のਃग़に
よって定めた期間をいいます。

α ଘ期間

保険金額の算ग़に際して、その基準となるՈ計
保障期間தの時からՈ計保障期間満了日まで
の期間をいいます。この場合、１か月ະ満の
についてはり上͛ます。ただし、その時から
Ո計保障期間満了日までの期間が࠷支払保
証期間に満たない場合は、࠷支払保証期間と
同じ期間とします。

γ ࣦޮ 保険契約のޮྗがࣦわれることをいいます。ࣦ
ޮ日以߱は、保障がなくなります。

γ 支払事由 保険金を支払うことになる事をいいます。

η 責任開始期

保険契約の締結または復活に際して、当会社の
保険契約上の責任が開始される時をいいます。
なお、復活の取ѻいがߦわれた場合は、復活にお
ける責任開始期とし、ෳճ復活の取ѻいがߦ
われた場合は、࠷後の復活における責任開始期
とします。

η 責任開始日 責任開始期のଐする日をいいます。

ϋ 払込期月
ୈ２ճ以߱の֤ճの保険料を払い込んでいた
だく期間として、保険料の払込方法（ճ）に応じ
て定められている期間（契約応当日のଐする月
のॳ日から日まで）をいいます。

ώ 被保険者 保険のରとして、保障されているਓをいいま
す。

ϑ 復活 ࣦޮした契約のޮྗをݩに戻すことをいいます。

ϗ 保険金額

基準給付金月額を基準として、ଘ期間、経過年
に応じて、当会社が定める方法によって算ग़し
たをじてಘられる金額をいいます。この場
合、保険金額に1000ԁະ満のが生じたと
きは、100ԁの位をり上͛て1000ԁ୯位とし
ます。

ϗ 保険料払込み
の免除事由

保険料の払込みを免除することになる事をい
います。

ϝ 免責事由 支払事由に該当しても保険金をお支払いしない
ことになる事をいいます。

Ϣ ༛༧期間
払込期月内に保険料が払い込まれなかった場合
に、払込期月がऴ了してから保険契約をࣦޮさ
せるまでに一定期間の༛༧をઃけていますが、
この期間をいいます。

�ɽ適用保険ྉ
第 � 条（適用保険ྉ）
　当会社は、保険契約の締結の際の被保険者の٤Ԏ状گにより、次のい
ずれかのछྨの保険料をこの保険契約に適用します。
①　ඇ٤Ԏ者保険料
②　ඪ準保険料

�ɽ保険ۚのࢧ
第 � 条（保険ۚのࢧ）
　この保険契約において支払う保険金は、次のとおりです。ただし、支払事
由が生じた時以後、保険金の受取ਓから保険金の一時支払またはす͑ஔ
支払をબするࢫのਃग़がない場合には、保険金の月払給付をߦいます
（ １˞）。
①　死亡保険金

支払額 被保険者が死亡した時における保険金額

受取ਓ 死亡保険金受取ਓ

支払事由 被保険者が保険期間தに死亡したとき。

免責事由
次のいずれかにより上هの支払事由が生じたとき。
アɽ　責任開始日からその日を含めて３年以内のࣗࡴ
イɽ　保険契約者または死亡保険金受取ਓの故ҙ
ウɽ　ઓ૪その他のมཚ

②　高度障害保険金

支払額 被保険者が高度障害状態（別表３）に該当した時における
保険金額

受取ਓ 被保険者（ ２˞）

Ոܭ保ো定ظ保険（ແ解約ฦۚܕ）ී ௨保険約款
（2020年3月2日改定）
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支払事由

被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病をݪҼと
して保険期間தに高度障害状態（別表３）に該当したと
き。
この場合、責任開始期前にطに生じていた障害状態に責
任開始期以後の傷害または疾病（ ３˞）をݪҼとする障害
状態が৽たに加わって高度障害状態（別表３）に該当した
ときを含みます。

免責事由
次のいずれかにより上هの支払事由が生じたとき。
アɽ　保険契約者または被保険者の故ҙ
イɽ　ઓ૪その他のมཚ

（˞1）	　保険金の一部について一時支払をબするࢫのਃग़があった
場合は、りの保険金について月払給付またはす͑ஔ支払をߦい
ます。

（˞2）	　高度障害保険金の受取ਓを被保険者以֎の者にมߋすること
はできません。

（˞3）	　責任開始期前にطに生じていた障害状態のݪҼとなった傷害
または疾病とҼՌ関のない傷害または疾病に限りますŇ

第 � 条（保険ۚのࢧに関する補則）
（	1	）	　被保険者の生死が不໌の場合でも、当会社が死亡したものとೝ

めたときは、死亡保険金を支払います。
（	2	）	　次の①～③の全てに該当する場合には、保険期間の満了時に

高度障害状態（別表３）に該当したものとみなして高度障害保険金
を支払います。
①　被保険者が保険期間தに、ճ復のݟ込みの༗ແを除いては
高度障害状態（別表３）に該当したこと。
②　保険期間の満了時にそのճ復のՄ能ੑがগしでもあるか、ま
たはճ復のՄ能ੑの༗ແのஅができない場合において、満
了後もҾき続きその状態が継続したこと。
③　保険期間の満了後にそのճ復のݟ込みがないことが໌らか
になって高度障害状態（別表３）に該当したこと。

（	3	）	　当会社が高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、被
保険者が高度障害状態（別表３）に該当した時にফ໓したものとみ
なします。ただし、保険金の月払給付をߦうときを除きます。

（	4	）	　次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険
者が責任開始期前にൃ病した疾病または被った傷害（以下、本（4）
において「責任開始期前の疾病等」といいます。）を、この保険契約
の責任開始期以後に生じたものとみなして前条②の規定を適用し
ます。
①　この保険契約の締結または復活の際、ࠂ等により当会社が
責任開始期前の疾病等についてっていた場合、または過ࣦに
よりらなかった場合（責任開始期前の疾病等について、保険
契約者または被保険者からࠂされなかったことにより、当会
社が事࣮の一部をらなかった場合を除きます。）
②　この保険契約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病
等について、保険ഔ介者（注１）が保険契約者または被保険者に
ରし、ࠂをすることを͛た場合、ࠂしないことをקめた場
合、または事࣮でないことを͛ࠂることをקめた場合
③　責任開始期前の疾病等について、次のアɽおよͼイɽを満た
し、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状につい
て保険契約者およͼ被保険者のೝࣝおよͼ֮ࣗがなかったこ
とが໌らかな場合
アɽ　責任開始期前に、被保険者がҩࢣのを受けたことが
ない。

イɽ　責任開始期前に、被保険者が健康அ（定期健康அ、ਓ
間υοク等、健康状態をධՁすることで疾ױの༧・ૣ 期ൃ
ݕ・うߦにཱてることをతとしてݟ をいいまݕࠪ・
す。）によるҟৗの指ఠを受けたことがない。

（	5	）	　高度障害保険金を支払う前に被保険者が死亡したときは、当会
社は、高度障害保険金を支払いません。ただし、前条①に定める死
亡保険金の免責事由に該当した場合（注２）もしくは死亡保険金の
求がなされないことが֬定した場合にはこの限りではありませ
ん。また、高度障害保険金を支払った後に死亡保険金の求を受
けても、当会社は、その死亡保険金を支払いません。

（	6	）	　保険契約者が法ਓで、かつ、死亡保険金受取ਓ（注３）が保険契
約者（その法ਓ）である場合には、前条の規定にかかわらず、保険
契約者（その法ਓ）を高度障害保険金の受取ਓとし、それ以֎の者
にมߋすることはできません。

（注1）	　当会社のために保険契約の締結のഔ介をߦうことができる者
をいいます。

（注2）	　次条（3）の規定により責任準備金を保険契約者に支払った場合
を除きます。

（注3）	　死亡保険金の一部の受取ਓである場合を含みます。

第 � 条（保険ۚࢧの໔ࣄ༝に֘ͨ͠߹のऔѻ͍）
（	1	）	　死亡保険金受取ਓが故ҙに被保険者を死亡させた場合で、そ

の受取ਓが死亡保険金の一部の受取ਓであるときは、その受取
ਓには死亡保険金を支払いません。この場合、死亡保険金のうち
支払わない部をࠩしҾいたりの部を他の死亡保険金受取
ਓに支払い、支払わない部の責任準備金を保険契約者に支払
います。

（	2	）	　被保険者がઓ૪その他のมཚによって死亡し、または高度障害
状態（別表３）に該当した場合でも、そのݪҼによって死亡し、また
は高度障害状態に該当した被保険者のの૿加について、当会
社がこの保険の計算の基礎にٴ΅すӨڹがগないとೝめたとき
は、そのӨڹの程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の
全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。この場合、
死亡保険金または高度障害保険金の金額を削減して支払うとき
は、その削減の割合に応じて基準給付金月額を改めます。

（	3	）	　次のいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金
が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支
払います。
①　責任開始日からその日を含めて３年以内に被保険者がࣗࡴし
たとき。
②　死亡保険金受取ਓが故ҙに被保険者を死亡させたとき。
③　ઓ૪その他のมཚによって被保険者が死亡したとき。

（	4	）	　保険契約者が故ҙに被保険者を死亡させたことによって、死亡
保険金が支払われないときは、本条（1）およͼ（3）の規定にかかわ
らず、当会社は責任準備金その他の返戻金を支払いません。

第 � 条（保険ۚのࢧํ๏のબ）
（	1	）	　保険金の支払事由が生じた時以後、その支払事由が生じた保

険金の受取ਓ（以下、本条およͼ次条において「保険金受取ਓ」と
いいます。）は、当会社の定める取ѻൣғ内で、保険金の一時支払
に加͑て、す͑ஔ支払または月払給付のதから保険金の支払方法
をબすることができます。この場合、保険金受取ਓから保険金
の一時支払またはす͑ஔ支払をબするࢫのਃग़がないときは、
保険金の月払給付をߦうものとします。

（	2	）	　本条（1）の保険金の一時支払をબするࢫのਃग़は、保険金の
一部についてߦうことができます。この場合、ୈ３条（保険金の支
払）およͼ本条（1）の規定にかかわらず、保険金の支払方法に応じ
て、次の①または②のとおり取りѻいます。
①　保険金の一部について一時支払をߦい、りの保険金につい
て月払給付をߦう方法
アɽ　保険金受取ਓは、そのਃग़の際に、基準給付金月額のう
ち、当会社の定める取ѻൣғ内で月払給付をߦう金額を指
定するものとします。

イɽ　その指定した金額を基準給付金月額からࠩしҾいた金額
を基準として、当会社の定める方法により一時支払をߦう金
額を算ग़します（注）。

ウɽ　その指定した金額を基準給付金月額として次条の規定を
適用します。

②　保険金の一部について一時支払をߦい、りの保険金につい
てす͑ஔ支払をߦう方法
アɽ　保険金受取ਓは、そのਃग़の際に、保険金の支払事由が
生じた時における保険金額のうち、当会社の定める取ѻൣ
ғ内です͑ஔく金額を指定するものとします。

イɽ　その指定した金額を保険金の支払事由が生じた時におけ
る保険金額からࠩしҾいた金額を一時支払をߦう金額とし
ます（注）。

ウɽ　その指定した金額についてୈ̔ 条（保険金のす͑ஔ支払）
の規定を適用します。

（注）	 　ୈ13条（保険料の払込み）（6）またはୈ17条（༛༧期間およͼ
保険契約のࣦޮ）（3）の規定により、ະ払込保険料を保険金からࠩ
しҾくべき場合には、その金額をࠩしҾきます。

第 � 条（保険ۚの݄څ付）
（	1	）	　前条の規定により保険金の月払給付をߦう場合、月払給付され

る保険金（以下「給付金」といいます。）の支払方法は次の①～⑤の
とおりとし、保険金の支払事由が生じた時以後であっても保険契
約はফ໓しないものとします。
①　保険金の支払事由が生じた日以後࠷ॳに౸དྷする「月୯位の
契約応当日の前日」をୈ１ճの給付金の支払日（給付金を支払
う基準となる日をいいます。以下同じ。）とし、その後Ո計保障期
間満了日（注１）まで、ຖ月の契約応当日の前日をୈ２ճ以後の
֤ճの給付金の支払日として、֤ ճ͝とに基準給付金月額を保
険金受取ਓに支払います。
②　前①の規定にかかわらず、ୈ13条（保険料の払込み）（6）また
はୈ17条（༛༧期間およͼ保険契約のࣦޮ）（3）の規定により、
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ୈ１ճの給付金からະ払込保険料をࠩしҾく場合で、ୈ１ճの
給付金がະ払込保険料に不するときは、ະ払込保険料を保
険金額からࠩしҾき、その額をもとに当会社の定める方法に
より基準給付金月額を改め、前①の規定を適用します。
③　前②の場合、มߋ後の基準給付金月額にが生じることに
より当会社の定める取ѻൣғ֎となるときは、ະ払込保険料を
ࠩしҾいた保険金額の額のうち、その一部を保険金受取ਓに
一時に支払い、基準給付金月額のௐをߦいます。
④　保険金の月払給付をߦう場合において、طに支払日が౸དྷし
ている給付金があるときは、その給付金は、保険金受取ਓに一
時に支払います。
⑤　保険金の月払給付をߦう場合において、その保険金の支払
事由が生じた日から、࠷ऴճの給付金の支払日までの期間（以
下本条において「給付金支払期間」といいます。）தに、保険金受
取ਓが死亡したときは、保険金受取ਓは死亡した保険金受取ਓ
の法定૬続ਓにมߋされたものとします。この場合、法定૬続
ਓが２ਓ以上であるときは、その受取割合はそれͧれの法定૬
続に応じた割合とします。

（	2	）	　本条（1）の規定にかかわらず、基準給付金月額が当会社の定め
る金額に満たないときは、保険金の月払給付を取りѻわず、保険
金を一時に支払います。

（	3	）	　保険金の月払給付をߦう場合には、次の①～③のとおり取りѻ
います。
①　その保険金の支払事由が生じた日後に౸དྷするୈ13条（保
険料の払込み）（2）の保険料期間にରする保険料の払込みをඞ
要としません。
②　その保険金の支払事由が生じた時以後、次のアɽ～エɽの取ѻ
いに関する規定は適用しません。
アɽ　ୈ25条（解約）
イɽ　ୈ28条（基準給付金月額の減額）
ウɽ　ୈ30条（死亡保険金受取ਓのมߋ）
エɽ　ୈ34条（保険契約者のมߋ）

③　その保険金の支払事由が生じた時に、保険契約上の一の
。རٛが保険金受取ਓにঝ継されますݖ

（	4	）	　高度障害保険金の月払給付をߦう場合には、次の①およͼ②の
とおり取りѻいます。
①　被保険者がその高度障害状態（別表３）に該当した時から、死
亡保険金を求するݖརはফ໓したものとします。
②　被保険者が高度障害状態（別表３）にෳ該当することとなる
場合でも、当会社は、高度障害保険金を重ෳしては支払いませ
ん。

（	5	）	　保険金受取ਓは、給付金支払期間த、কདྷの給付金の支払にか
͑て、当会社の定める方法により、給付金のະ支払のݱՁ（注２）
の一時支払を求することができます。この場合、次の①およͼ
②のとおり取りѻいます。
①　保険金受取ਓは当会社所定のॻ （ྨ別表１）をఏग़してくださ
い。
②　当会社が、給付金のະ支払のݱՁの全部を一時に支払っ
た場合には、この保険契約（注３）はফ໓します。

（注1）	　ୈ１ճの給付金の支払日からՈ計保障期間満了日までの期間
が࠷支払保証期間に満たない場合には、ୈ１ճの給付金の支払
日から࠷支払保証期間を経過する日とします。

（注2）	　保険金受取ਓが２ਓ以上であるときは、保険金の支払事由が生
じた時（本条（1）⑤の規定により、保険金受取ਓがมߋされた場合
はそのมߋ時とします。）に定められていたその保険金受取ਓの
受取割合にର応する給付金のະ支払のݱՁとします。

（注3）	　保険金受取ਓが２ਓ以上であるときは、一時支払の求を受け
た部とします。

第 � 条（保険ۚのす͑ஔࢧ）
（	1	）	　ୈ̒ 条（保険金の支払方法のબ）の規定により保険金のす͑

ஔ支払をߦう場合には、当会社の定める方法により当会社所定の
རଉをつけて保険金をす͑ஔきます。

（	2	）	　本条（1）の場合、す͑ஔかれた保険金は、保険金の受取ਓから
求があったときまたは当会社の定める期間が満了したときに保
険金の受取ਓに支払います。

第 � 条（保険ۚのٻɺࢧظ࣌およびࢧॴ）
（	1	）	　保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険

金の受取ਓは、すみかに当会社に通してください。
（	2	）	　保険金の支払事由が生じたときは、その保険金の受取ਓは、当

会社所定のॻ （ྨ別表１）をఏग़して、その保険金を求してくだ
さい。この場合、保険金の一時支払またはす͑ஔ支払のબをߦ
うときは、ซせてਃग़をߦってください。

（	3	）	　保険金の月払給付をߦう場合、ୈ２ճ以後の給付金の支払日が
౸དྷしたときは、その受取ਓは、当会社所定のॻ （ྨ別表１）をఏग़

して、その給付金を求してください。
（	4	）	　当会社は、保険金の月払給付をߦうときは、支払うべき給付金

について月払給付証ॻを࡞して、その受取ਓに交付します。
（	5	）	　本条ï2ðまたはï3ðの求を受けた場合、保険金（保険金の月払

給付をߦう場合の給付金を含みます。以下同じ。）の支払は、その
求にඞ要なॻྨが当会社に౸ணした日（以下本条において「
求了日」といいます。）の翌Ӧ業日からその日を含めて５Ӧ業日
以内に、当会社の本ళでߦいます。ただし、当会社がೝめたとき
は、保険金の受取ਓの࠲ޱï注ðにରして保険金の払込手続をߦ
います。

（	6	）	　本条ï5ðの規定にかかわらず、保険金の月払給付をߦう場合で、
ୈ１ճの給付金の支払日がその求了日の翌Ӧ業日からその
日を含めて５Ӧ業日より後となるときは、ୈ１ճの給付金の支払
は、ୈ１ճの給付金の支払日（その日がӦ業日でないときはその
翌Ӧ業日とします。ðに当会社の本ళでߦいます。この場合、本条
ï5ðただしॻの規定を準用します。

（	7	）	　保険金を支払うために֬ೝがඞ要な下表の①～④に͛ܝる場
合において、保険契約の締結時から保険金求時までに当会社に
ఏग़されたॻྨだけでは֬ೝができないときは、それͧれ①～④
に定める事項の֬ೝ（当会社の指定したҩࢣによる被保険者の
அを含みます。）をߦいます。この場合には、本条（5）または（6）の
規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、求了日から
その日を含めて60日を経過する日とします。

֬ೝ等がඞ要な場合 ֬ೝ事項

① 保険金の支払事由ൃ生の༗
ແの֬ೝがඞ要な場合

被保険者の死亡またはୈ
３条（保険金の支払）②に
定める高度障害状態（別表
３）に該当する事࣮の༗ແ

② 保険金支払いの免責事由に
該当するՄ能ੑがある場合

保険金の支払事由がൃ生
したݪҼ

③ ٛҧに該当するՄࠂ
能ੑがある場合

当会社がࠂを求めた事
項およͼࠂٛҧに
Ҽݪったࢸ

④
この約款に定める重େ事由、
または不法取ಘతにٗ
該当するՄ能ੑがある場合

前②およͼ③に定める事
項、ୈ24条（重େ事由によ
る解除）（1）ᶈアɽ～オɽに
該当する事࣮の༗ແまた
は保険契約者、被保険者も
しくは保険金の受取ਓの
保険契約締結のతもし
くは保険金求のҙਤに
関する保険契約の締結時
から保険金求時までに
おける事࣮

（	8	）	　本条（7）の֬ೝをするため、下表の①～ᶈに͛ܝる事項につい
ての特別なর会ௐࠪが不Մܽな場合には、本条（5）～（7）の規
定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、求了日からそ
の日を含めてそれͧれ下表①～ᶈに定める日（①～ᶈのうちෳ
に該当する場合には、それͧれに定める日のうち࠷もଟい日
）を経過する日とします。

特別なর会ௐࠪ 日

①
本条（7）①～④に定める事項についてのҩ療ػ
関またはҩࢣにରするর会のうち、র会ઌの指
定するॻ໘等の方法に限定されるর会

90日

②
本条（7）①～④に定める事項についてのห護࢜
法（ত24年法ୈ205߸）にもとづくর会そ
の他の法ྩにもとづくর会

90日

③
本条（7）①、②または④に定める事項についての
ֶ関によるҩֶまたはػ関等のઐػڀݚ
等のՊֶٕ術తな特別のௐࠪ、ੳまたはؑ定

120日

④

本条（7）①、②または④に定める事項に関し、保
険契約者、被保険者または保険金の受取ਓを被
ٙ者として、ࠪ、ىૌその他のܐ事手続が開
始されたことがใಓ等から໌らかである場合に
おける、本条（7）①、②または④に定める事項に
関する、ૹக、ىૌ、ܾ等のܐ事手続の結Ռに
ついてのݕ、ܯ等のࠪػ関またはࡋ所
にରするর会

180日

⑤ 本条（7）①～④に定める事項についての日本ࠃ
֎におけるௐࠪ 180日
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ᶈ
本条（7）①～④に定める事項についてのࡂ害ٹ
ॿ法（ত22年法ୈ118߸）が適用された
Ҭにおけるௐࠪ

90日

（	9	）	　保険金を支払うべき期限について、本条（7）または（8）に定める
期限を適用する場合には、当会社はそのࢫを保険金の受取ਓに
通します。

（	10	）	　本条ï7ðまたはï8ðに定める期限を過͗てもなお、র会ઌま
たはௐࠪઌからのճのԆその他当会社の責任によらないཧ
由により本条ï7ðの֬ೝがऴ了しない場合には、当会社は、その֬
ೝがऴ了しなかったཧ由およͼ֬ೝがඞ要な事項の内༰を保険
金の受取ਓに通したう͑で、その֬ೝを継続します。

（	11	）	　本条ï5ð～ï8ðに定める期限を経過した後で保険金を支払う
こととなるときは、当会社は、その期限の翌日以後の責任を
ෛい、Ԇརଉを保険金とあわせて支払います。

（	12	）	　本条（7）およͼ（8）に͛ܝるඞ要な事項の֬ೝに際し、保険契約
者、被保険者または保険金の受取ਓが、ਖ਼当なཧ由なくその֬ೝ
を͛、またはこれに応じなかったとき（当会社の指定したҩࢣに
よるඞ要なஅに応じなかったときを含みます。）は、当会社は、こ
れによりその事項の֬ೝがԆした期間のの責任をෛわず、
その間は保険金を支払いません。

（	13	）	　下表のň要件ŉを全て満たす保険金の求については、下表
のň求ॻྨŉを本条（2）に定めるॻྨに加してఏग़するඞ要が
あります。

要
件

①	　ஂ体（ １˞）を保険契約者およͼ死亡保険金受取ਓと
している保険契約であること。
②	　そのஂ体（ １˞）から給༩の支払を受ける者を被保険
者とする保険契約であること。
③	　保険契約者であるஂ体（ １˞）がその保険契約の保険
金の全部またはその૬当部をҨิঈ規程等に基づ
く死亡退৬金またはீҚ金等（以下本条において「死亡
退৬金等」といいます。）として被保険者または死亡退৬
金等の受給者に支払うこと。

請
求
書
類

次のアɽまたはイɽのいずれかおよͼウɽのॻྨをఏग़（˞
２）するඞ要があります。
アɽ	　被保険者または死亡退৬金等の受給者の求内༰
֬ೝॻ

イɽ	　被保険者または死亡退৬金等の受給者に死亡退৬
金等を支払ったことを証するॻྨ

ウɽ	　受給者本ਓであることを、保険契約者であるஂ体（˞
１）が֬ೝしたॻྨ

ஂ、場その他のஂ体をいい、ி、会社、合ެ　	（1˞） 体の
表者を含みます。

（˞2）	　被保険者または死亡退৬金等の受給者が２ਓ以上である
ときは、そのうち１ਓからのఏग़でりるものとします。

（	注	）	　当会社が指定した金༥ػ関等の࠲ޱに限ります。

�ɽ保険ྉࠐΈの໔除
第 ��条（保険ྉࠐΈの໔除）
（	1	）	　下表のとおり、当会社は、次に౸དྷするୈ13条（保険料の払込

み）（2）の保険料期間以߱の保険料の払込みを免除します。

保険料払込みの
免除事由

被保険者が、責任開始期以後にൃ生した不
慮の事故（別表２）による傷害（ １˞）をの
Ҽとして、その事故の日からその日を含めݪ
て180日以内の保険料払込期間தに身体
障害の状態（別表４）に該当したとき。　　
この場合、責任開始期前にطに生じていた
障害状態に、責任開始期以後の傷害（ ２˞）
をݪҼとする障害状態が৽たに加わって、身
体障害の状態（別表４）に該当したときを含
みます。

保険料払込みの
免除事由に該当
しても、保険料
の払込みを免除
しない場合

次のいずれかによって上هの保険料払込み
の免除事由に該当したとき。
①	　保険契約者または被保険者の故ҙまた
は重େな過ࣦ
②	　被保険者の൜ߦࡑҝ
③	　被保険者のਫ਼ਆ障害をݪҼとする事故
④	　被保険者のటਲの状態をݪҼとする事
故
⑤	　被保険者が法ྩに定めるӡస֨ࢿを࣋
たないでӡసしている間に生じた事故

ᶈ	　被保険者が法ྩに定めるञؾଳͼӡస
またはこれに૬当するӡసをしている間
に生じた事故
ᶉ	　、Րまたは
ᶊ	　ઓ૪その他のมཚ

（˞1）	　責任開始期前にൃ生した不慮の事故（別表２）による傷害
の取ѻいについては、ୈ４条（保険金の支払に関するิଇ）
（4）の規定を準用します。

（˞2）	　責任開始期前にطに生じていた障害状態のݪҼとなった
傷害とҼՌ関のない傷害に限ります。

（	2	）	　保険料の払込みが免除された場合には、以後ୈ13条（保険料の
払込み）に定める払込方法（ճ）に応じ、それͧれの契約応当日
͝とに保険料が払い込まれたものとして取りѻいます。

（	3	）	　保険料の払込みが免除された保険契約については、ୈ28条（基
準給付金月額の減額）の規定にかかわらず、保険料払込みの免除
事由のൃ生時以後、基準給付金月額の減額を取りѻいません。

（	4	）	　被保険者が、Ր、またはઓ૪その他のมཚによって、
身体障害の状態（別表４）に該当した場合でも、これらの事由により
保険料払込みの免除事由に該当した被保険者のの૿加につい
て、当会社がこの保険の計算の基礎にٴ΅すӨڹがগないとೝ
めたときは、当会社は、保険料の払込みを免除します。

第 ��条（保険ྉࠐ໔除のٻ）
（	1	）	　保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者または被

保険者はすみかに当会社に通してください。
（	2	）	　保険契約者は、当会社所定のॻ （ྨ別表１）をఏग़して、保険料

の払込免除を求してください。
（	3	）	　保険料払込みの免除の求については、ୈ̕ 条（保険金の求、

支払時期およͼ支払場所）（5）～（12）の規定を準用します。

�ɽձࣾの։ظ࢝
第��条（ձࣾの։ظ࢝）
（	1	）	　当会社は、下表のň保険契約上の責任が開始される時（責任開

始期）ŉから保険契約上の責任をෛいます。

保険料受領とঝの時期 保険契約上の責任が
開始される時（責任開始期）

①
保険契約のਃ込をঝし
た後にୈ１ճ保険料を受
け取った場合

ୈ１ճ保険料を受け取った時

②
ୈ１ճ保険料ॆ当金を受
け取った後に保険契約の
ਃ込をঝした場合

ୈ１ճ保険料ॆ当金を受け
取った時または被保険者に
関するࠂの時のいずれか
い時

（	2	）	　本条（1）により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
（	3	）	　保険期間およͼ保険料払込期間の計算にあたっては契約日か

らその日を含めて計算します。
（	4	）	　当会社が保険契約またはこれに付加する特約（注１）のਃ込をঝ

した場合（注２）には、保険契約者にରし、この保険契約について
次の事項（注３）をࡌهした保険証券を交付します。
①　当会社໊
②　保険契約者の໊ࢯまたは໊শ
③　被保険者の໊ࢯ
④　死亡保険金受取ਓの໊ࢯまたは໊শその他のその受取ਓを
特定するためにඞ要な事項
⑤　保険期間
ᶈ　基準給付金月額
ᶉ　保険料およͼその払込方法（ճ）
ᶊ　付加された特約（注１）の໊শ
ᶋ　契約日
ᶌ　保険証券を࡞した年月日

（注1）	　当会社が保険給付をߦい、かつ、保険契約者が特約保険料を支
払うことを約定した特約に限ります。

（注2）	　保険契約の復活をঝした場合およͼこの保険契約に付加さ
れた特約のみߋ৽される場合を除きます。

（注3）	　この保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付加され
た特約の特約条項の規定により定められる事項を除きます。
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�ɽ保険ྉのࠐΈ
第��条（保険ྉのࠐΈ）
（	1	）	　ୈ２ճ以後の保険料は、保険料払込期間த、ຖճ下表の「払込期

月」に定める期間内に払い込んでください。

保険料の払込方法
（ճ） 払込期月

① 月払（年12ճ払） 月୯位の契約応当日のଐする月の
ॳ日から日まで

② 年払（年１ճ払） 年୯位の契約応当日のଐする月の
ॳ日から日まで

（	2	）	　本条（1）で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法（ճ）に
応じ、それͧれの保険料期間（注１）にର応する保険料とします。

（	3	）	　ୈ２ճ以後の保険料が本条	1
に定める払込期月内に払い込ま
れなかった場合には、当会社は、保険契約者に次の事項を通し
ます。
①　ୈ２ճ以後の保険料が払込期月内に払い込まれなかったこ
と。
②　ୈ２ճ以後の保険料の払込みについての༛༧期間
③　༛༧期間内にୈ２ճ以後の保険料が払い込まれないときは
保険契約がࣦޮすること。

（	4	）	　当会社は、年払の保険契約が保険料払込期間தにফ໓した場
合または保険料の払込みをඞ要としなくなった場合で、かつ、払い
込まれた保険料のうち保険料期間（注１）தの経過月により計算
したະ経過部の保険料（注２）（以下、「ະ経過保険料」といいま
す。）があるときは、これを保険契約者（注３）に支払います。ただし、
次の①～③の場合は、ະ経過保険料の支払いはありません。
①　保険料の払込みが免除された保険契約がফ໓したとき。
②　保険契約者が、故ҙに被保険者を死亡させたことによって、
死亡保険金が支払われないとき。
③　保険契約が、ٗにより取りফされたとき、または不法取ಘ
తによるແޮとされたとき。

（	5	）	　本条（1）の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、か
つ、その日までに保険契約がফ໓したとき、または保険料の払込
みをඞ要としなくなったときには、当会社は、その払い込まれた保
険料を保険契約者（注３）に払い戻します。

（	6	）	　本条（1）の保険料が払い込まれないまま、本条（1）の契約応当
日以後その日のଐする月の日までに保険金の支払事由が生じ
たときには、当会社は、ະ払込保険料（注4）を支払うべき保険金か
らࠩしҾきます。ただし、保険金の月払給付をߦう場合は、当会社
は、ະ払込保険料（注4）をୈ１ճの給付金からࠩしҾきます。

（	7	）	　本条（1）の保険料が払い込まれないまま、本条（1）の契約応当
日以後その日のଐする月の日までに保険料払込みの免除事由
が生じたときは、保険契約者は、ୈ17条（༛༧期間およͼ保険契
約のࣦޮ）に定める༛༧期間満了の日までにະ払込保険料（注4）
を払い込んでください。このະ払込保険料（注4）が払い込まれな
い場合には、当会社は、保険料払込みの免除事由のൃ生により免
除すべき保険料の払込みを免除しません。

（	8	）	　本条（7）の場合、ະ払込保険料（注4）の払込みについてはୈ17
条（༛༧期間およͼ保険契約のࣦޮ）の規定を準用します。

（	9	）	　保険契約者は、当会社の定める取ѻൣғ内で、保険料の払込方
法（ճ）をมߋすることができます。

（注1）	　契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
（注2）	　経過月は、１か月ະ満のをり上͛て計算します。また、

年払以֎の保険契約にはະ経過保険料はありません。
（注3）	　保険金を支払うときは保険金の受取ਓとします。
（注4）	　保険契約に付加された特約があるときは、その特約の保険料を

含みます。

第��条（保険ྉのํࠐ๏（ܦ࿏））
（	1	）	　保険契約者は、次の①～④のいずれかの保険料の払込方法（経

࿏）をબすることができます。

保険料の払込方法
（経࿏） 内　༰

① ৼସѻ࠲ޱ 当会社の指定した金༥ػ関等のޱ
ৼସにより払い込む方法࠲

② ૹ金ѻ
金༥ػ関等の当会社の指定したޱ
にૹ金することにより払い込む࠲
方法

③ ஂ体ѻ 所ଐஂ体を通じ払い込む方法（注
１）

④ クϨδοτカーυ払 当会社の指定するクϨδοτカーυ
により払い込む方法

（	2	）	　本条（1）の規定にかかわらず、本条（1）に定める࠲ޱৼସѻ、ஂ
体ѻまたはクϨδοτカーυ払のいずれかをબする場合は、それ
ͧれ下表の特約の付加をඞ要とし、当会社がこの保険契約にこれ
らの特約を付加することを取りѻっていないときは、その保険料
の払込方法（経࿏）をબすることはできません。

保険料の払込方法
（経࿏） 付加する特約

① ৼସѻ࠲ޱ 保険料࠲ޱৼସ特約

② ஂ体ѻ ஂ体ѻ特約ᶗまたはஂ体ѻ特約ᶘ（注
２）

③ クϨδοτカーυ払 保険料クϨδοτカーυ払特約

（	3	）	　本条（1）に定める保険料の払込方法（経࿏）のいずれによっても
その払込期月の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、
その保険料についてのみ、当会社の本ళもしくは当会社の指定し
た場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込
むことができます。

（	4	）	　保険契約者は、本条（1）に定める保険料の払込方法（経࿏）を૬
後の保険料の払込ߋすることができます。この場合、มߋにมޓ
方法（経࿏）について、本条（2）の規定を準用します。

（	5	）	　保険料の払込方法（経࿏）が本条（1）に定める࠲ޱৼସѻ、ஂ 体
ѻまたはクϨδοτカーυ払の場合において、その保険契約が本条
（2）の規定により付加された特約の特約条項に定める取ѻ条件に
該当しなくなったときは、保険契約者は、本条（4）の規定により保
険料の払込方法（経࿏）を他の払込方法（経࿏）にมߋしてくださ
い。この場合、保険契約者が保険料の払込方法（経࿏）のมߋをߦ
うまでの間の保険料については、当会社の本ళもしくは当会社の
指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により
払い込んでください。

（注1）	　所ଐஂ体と当会社との間にஂ体取ѻいに関するڠ定が締結さ
れている場合に限ります。

（注2）	　所ଐஂ体のछྨに応じて、いずれかの特約の付加をඞ要としま
す。

第��条（保険ྉのલೲ）
（	1	）	　保険契約者は、当会社の定める払込期間のൣғ内で、当会社の

定める方法により、কདྷの２年以上の年払保険料を前ೲするこ
とができます。この場合には、当会社所定のརで割りҾいて計
算した保険料前ೲ金を払い込んでください。

（	2	）	　本条（1）の保険料前ೲ金は、当会社所定のརによるෳར計算
のརଉをつけて当会社にੵみཱてておき、年୯位の契約応当日͝
とに年払保険料の払込みにॆ当します。

（	3	）	　前ೲ期間が満了した場合に保険料前ೲ金の額があるときは、
その額を保険契約者に払い戻します。

（	4	）	　保険料の払込みをඞ要としなくなった場合に保険料前ೲ金の
額を保険契約者に払い戻します。ただ額があるときは、その
し、保険金を支払うときはその保険金の受取ਓに払い戻します。

第��条（݄保険ྉのҰׅ）
（	1	）	　月払契約の場合には、保険契約者は、当会社の定める取ѻいの

ൣғ内で、当会社の定める方法により、当月以後の保険料（注）
を一ׅ払することができます。この場合、当会社所定の割Ҿで
保険料を割Ҿします。

（	2	）	　保険料の払込みをඞ要としなくなった場合に、一ׅ払された保
険料に額があるときは、その額を保険契約者に払い戻しま
す。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取ਓに払い戻し
ます。

（	注	）	　３か月以上12か月以下の保険料に限ります。

�ɽ保険ྉࠐΈの༛༧ؒظおよび保険ܖ約のࣦޮ
第��条（༛༧ؒظおよび保険ܖ約のࣦޮ）
（	1	）	　ୈ２ճ以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「༛༧

期間」があります。
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保険料の払込方法
（ճ） ༛༧期間

① 月払（年12ճ払） 払込期月の翌月ॳ日から日まで

② 年払（年１ճ払）

払込期月の翌月ॳ日から翌ʑ月の
月୯位の契約応当日まで
ただし、契約応当日が２月、̒月、11
月の֤日の場合には、それͧれ４
月、̔月、１月の֤日まで

（	2	）	　༛༧期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、༛
༧期間満了の日の翌日からޮྗをࣦいます。

（	3	）	　༛༧期間தに保険金の支払事由が生じたときは、当会社はະ払
込保険料（注）を保険金からࠩしҾきます。ただし、保険金の月払
給付をߦう場合は、当会社は、ະ払込保険料（注）をୈ１ճの給付
金からࠩしҾきます。

（	4	）	　༛༧期間தに保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契
約者はその༛༧期間満了の日までにະ払込保険料（注）を払い込
んでください。このະ払込保険料（注）が払い込まれない場合に
は、当会社は、免除事由のൃ生により免除すべき保険料の払込み
を免除しません。

（	注	）	　保険契約に付加された特約があるときは、その特約の保険料を
含みます。

�ɽ保険ܖ約の෮׆
第��条（保険ܖ約の෮׆）
（	1	）	　保険契約者は、保険契約がޮྗをࣦった日からその日を含めて

３年以内は、当会社のঝをಘて、保険契約の復活をすることがで
きます。

（	2	）	　保険契約の復活を求するときは、保険契約者は、当会社所定
のॻ （ྨ別表１）をఏग़してください。

（	3	）	　保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定し
た日までに、Ԇ保険料を当会社の本ళもしくは当会社の指定し
た場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込
んでください。

（	4	）	　復活後の保険契約には、ࣦ ޮ前の保険契約に適用した保険料
と同一のछྨの保険料を適用します。

（	5	）	　ୈ12条（当会社の責任開始期）（1）の規定は、本条の場合に準用
します。

�ɽٗによるऔফ
第��条（ٗによるऔফ）
　保険契約の締結、復活または契約内༰のมߋに際して、保険契約者、被
保険者または保険金の受取ਓによるٗのߦҝがあったときは、当会社
は、保険契約の締結、復活または契約内༰のมߋを取りফすことができま
す。この場合、طに払い込んだ保険料を払い戻しません。

第��条（ෆ๏औಘ目తによるແޮ）
　保険契約者が保険金を不法に取ಘするతまたは他ਓに保険金を不法
に取ಘさせるతをもって保険契約の締結、復活または契約内༰のมߋ
をしたときは、保険契約をແޮとし、当会社はطに払い込んだ保険料を払
い戻しません。

��ɽࠂٛおよび保険ܖ約の解除
第��条（ࠂٛ）
　保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料払込みの免除
事由のൃ生のՄ能ੑに関する重要な事項のうち当会社がॻ໘（注）でࠂ
を求めた事項について保険契約者または被保険者は、そのॻ໘（注）によ
りࠂすることをඞ要とします。ただし、当会社の指定するҩࢣがޱ಄で
࣭した事項については、そのҩࢣにޱ಄によりࠂすることをඞ要とし
ます。

（	注	）	　ॻ໘にか͑て、当会社の定めるి࣓త方法によりࠂする場合
は、そのి࣓త方法をいいます。

第��条（ࠂٛҧによる解除）
（	1	）	　保険契約者または被保険者が故ҙまたは重େな過ࣦによって、

前条の規定により当会社がࠂを求めた事項について、事࣮をࠂ
͛なかったか、または事࣮でないことを͛ࠂた場合には、当会社
は、কདྷにって保険契約を解除することができます。

（	2	）	　当会社は、保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由
が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合に
は、次の①およͼ②のとおり取りѻいます。
①　保険金は支払いません。また、طに保険金を支払っていたと
きは、保険金の返ؐを求します。
②　保険料の払込みは免除しません。また、طに保険料の払込み
を免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものと
します。

（	3	）	　本条（2）の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料
払込みの免除事由のൃ生が解除のݪҼとなった事࣮によらな
かったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取ਓが証໌
したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込みを免除しま
す。

（	4	）	　本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、そ
のࢫを保険契約者に通します。ただし、保険契約者またはその
ॅ所もしくはډ所が不໌であるか、その他ਖ਼当なཧ由によって保
険契約者に通できない場合には、被保険者または保険金の受
取ਓに通します。

（	5	）	　本条の規定によって保険契約を解除した場合、当会社は、解約
返戻金があるときは解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に
支払います。

第��条（保険ܖ約Λ解除Ͱ͖ͳ͍߹）
（	1	）	　当会社は、次のいずれかの場合には、前条による保険契約の解

除をすることができません。
①　保険契約の締結または復活の際、当会社が解除のݪҼとな
る事࣮をっていたとき、または過ࣦのためらなかったとき。
②　保険ഔ介者（注1）が、保険契約者または被保険者がୈ21条
。をすることを͛たときࠂの（ٛࠂ）
③　保険ഔ介者（注1）が、保険契約者または被保険者にରし、ୈ
21条（ࠂٛ）のࠂをしないことをקめたとき、または事࣮
でないことを͛ࠂることをקめたとき。
④　当会社が前条の規定による解除のݪҼがあることをった
日の翌日からその日を含めて１か月を経過したとき。
⑤　保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じる
ことなく、責任開始日からその日を含めて２年を経過したとき
（責任開始期前にݪҼが生じていたことにより、保険金の支払ま
たは保険料払込みの免除がߦわれない場合を除きます。）。
ᶈ　保険契約の締結または復活（注2）の時から5年を経過したとき。

（	2	）	　本条（1）②およͼ③の規定は、その規定に定める保険ഔ介者
（注1）のߦҝがなかったとしても、保険契約者または被保険者が
ୈ21条（ࠂٛ）のࠂの際に事࣮を͛ࠂなかったまたは事࣮
でないことを͛ࠂたとೝめられる場合には、これを適用しません。

（	注1）	　当会社のために保険契約の締結のഔ介をߦうことができる者
をいいます。

（注2）	　ෳճ復活の取ѻいがߦわれた場合は、࠷後の復活とします。

第��条（ॏେࣄ༝による解除）
（	1	）	　当会社は、次の①～ᶉのいずれかに定める事由が生じた場合に

は、কདྷにって保険契約を解除することができます。
①　保険契約者または死亡保険金受取ਓが、死亡保険金（注１）を
取させるతで、事故টக（ະ取するతまたは他ਓに
を含みます。）をした場合
②　保険契約者または被保険者が、この保険契約の高度障害保
険金を取するతまたは他ਓに取させるతで、事故টக
（ະを含みます。）をした場合
③　保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約の保
険料払込免除をさせるతで、事故টக（ະを含みます。）を
した場合
④　この保険契約の保険金の求に関し、保険金の受取ਓに
ҝ（ະを含みます。）があった場合ߦٗ
⑤　他の保険契約との重ෳによって、被保険者にかかる死亡保険
金（注１）の保険金額の合計がஶしく過େであって、保険੍度の
తにする状態がもたらされるおそれがある場合
ᶈ　保険契約者、被保険者または保険金の受取ਓが、次のアɽ～
オɽのいずれかに該当する場合
アɽ　ྗஂ、ྗஂһ（ྗஂһでなくなった日から５年を経
過しない者を含みます。）、ྗஂ準ߏһ、ྗஂ関ا業
その他の社会త （ྗ以下「社会తྗ」といいます。）
に該当するとೝめられるとき。

イɽ　社会తྗにରしてࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ
༩するなͲの関༩をしているとೝめられるとき。

ウɽ　社会తྗを不当にར用しているとೝめられるとき。
エɽ　保険契約者または保険金の受取ਓが法ਓの場合、社会
తྗがその法ਓの経Ӧを支し、またはその法ਓの経Ӧ
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に࣮࣭తに関༩しているとೝめられるとき。
オɽ　その他社会తྗと社会తにඇされるべき関を༗
しているとೝめられるとき。

ᶉ　次のアɽまたはイɽに該当する等により、当会社の保険契約者、
被保険者または保険金の受取ਓにରする৴པをଛない、この保
険契約のଘ続をࠔとする前①～ᶈに͛ܝる事由と同等の重
େな事由がある場合
アɽ　この保険契約に付加されている特約または他の保険契約
が重େ事由によって解除されたとき。

イɽ　保険契約者、被保険者または保険金の受取ਓが他の保険
者との間で締結した保険契約またはڞ済契約が重େ事由に
より解除されたとき。

（	2	）	　当会社は、保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由
が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合に
は、本条（1）①～ᶉに定める事由のൃ生時以߱に生じた支払事由
による保険金およͼ保険料払込みの免除は、次の①およͼ②のと
おり取りѻいます。
①　保険金（注２）は支払いません。また、طに保険金（注２）を支
払っていたときは、保険金（注２）の返ؐを求します。
②　保険料の払込みは免除しません。また、طに保険料の払込み
を免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものと
します。

（	3	）	　本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、そ
のࢫを保険契約者に通します。ただし、保険契約者またはその
ॅ所もしくはډ所が不໌であるか、その他ਖ਼当なཧ由によって保
険契約者に通できない場合には、被保険者または保険金の受
取ਓに通します。

（	4	）	　本条の規定によって保険契約を解除した場合、当会社は、解約
返戻金があるときは解約返戻金と同額の返戻金（注３）を保険契約
者に支払います。

（	5	）	　本条（4）の規定にかかわらず、本条（1）ᶈの規定によって保険契
約を解除した場合で、保険金の一部の受取ਓ（以下、本（5）において
「一部受取ਓ」といいます。）にରして本条（2）①の規定を適用し保
険金を支払わないときは、次の①およͼ②のとおり取りѻいます。
①　保険契約のうち支払われない保険金にର応する部につい
ては本条（4）の規定を適用し、その部の解約返戻金と同額の
返戻金を保険契約者に支払います。
②　前①以֎の部については、その部にର応する保険金（注
４）を一部受取ਓ以֎の受取ਓに支払います。

（注1）	　本条（1）①およͼ⑤においては、保険छྨおよͼ保険金の໊শ
がいかなる場合であっても他の保険契約の死亡保険金を含みま
す。

（注2）	　本条（1）ᶈのみに該当した場合で、本条（1）ᶈアɽ～オɽに該当し
た者が保険金の受取ਓのみであり、かつ、その保険金の受取ਓが
保険金の一部の受取ਓであるときは、保険金のうち、その受取ਓ
に支払われるべき保険金をいいます。

（注3）	　ୈ̓ 条（保険金の月払給付）の規定により保険金の月払給付を
なう場合で、かつ、その保険金の支払事由のൃ生時より後に本条ߦ
（1）①～ᶉに定める事由が生じたときの返戻金の額は、当会社の
定める計算方法によって算ग़する給付金のະ支払のݱՁとしま
す。

（注4）	　ୈ̓ 条（保険金の月払給付）の規定により保険金の月払給付を
なう場合は、当会社の定める計算方法によって算ग़する給付金ߦ
のະ支払のݱՁとします。

��ɽ解約および解約ฦۚ
第��条（解約）
（	1	）	　保険契約者は、いつでもকདྷにって保険契約を解約すること

ができます。
（	2	）	　保険契約を解約するときは、保険契約者は、当会社所定のॻྨ

（別表１）をఏग़し、解約返戻金があるときは、解約返戻金を求し
てください。

第��条（解約ฦۚ）
（	1	）	　解約返戻金は、適用保険料およͼ経過年月により、当会社

の定める計算方法にैい計算します。
（	2	）	　本条（1）の規定にかかわらず、保険料払込期間をແ解約返戻金

期間とし、ແ解約返戻金期間தの保険契約については、解約返戻
金はありません。

（	3	）	　本条（2）に定めるແ解約返戻金期間தの保険契約とは、解約返
戻金の計算をߦう下表に定める事項に応じて、下表に定める定
基準日がແ解約返戻金期間にଐするものをいいます。ただし、保
険料払込期間தの保険料がすべて払い込まれていないときは、
下表に定める定基準日がແ解約返戻金期間満了後となる場合
であっても、ແ解約返戻金期間தの保険契約とみなします。

事項 定基準日

①
ୈ22条（ࠂٛҧに
よる解除）の規定によるࠂ
ٛҧによる解除 保険契約を解除するࢫの通

が保険契約者（˞）に౸ୡ
した日

②
ୈ24条（重େ事由による
解除）の規定による重େ事
由による解除

③ ୈ25条（解約）の規定によ
る解約

当会社所定のॻ （ྨ別表１）
が当会社に౸ணした日

④
ୈ27条（保険金等の受取
ਓによる保険契約のଘ続）
の規定によるݖ࠴者等の
解約

解約のޮྗが生じた日

⑤
ୈ28条（基準給付金月額
の減額）の規定による基準
給付金月額の減額

当会社所定のॻ （ྨ別表１）
が当会社に౸ணした日

（˞）	 　保険契約者またはそのॅ所もしくはډ所が不໌である
か、その他ਖ਼当なཧ由によって保険契約者に通できない
場合には、被保険者または保険金の受取ਓとします。

（	4	）	　解約返戻金額は、保険証券に例示します。
（	5	）	　解約返戻金の支払は、その求にඞ要なॻྨが当会社に౸ண

した日の翌Ӧ業日からその日を含めて５Ӧ業日以内に当会社の本
ళでߦいます。ただし、当会社がೝめたときは保険契約者の࠲ޱ
ï注１ðにରして解約返戻金の払込手続をߦいます。

（	6	）	　本条ï5ðの規定は、保険金およͼ解約返戻金以֎のこの保険契
約に基づくॾ支払金の支払ï注２ðに準用します。

（注1）	　当会社が指定した金༥ػ関等の࠲ޱに限ります。
（注2）	　保険金とともに保険金の受取ਓに支払う場合を除きます。

第��条（保険ۚのडऔਓによる保険ܖ約のଘଓ）
者等（注１）による保険契約（付加された特約を含みます。以ݖ࠴　	（	1	）

下本条において同じ。）の解約は、解約の通が当会社に౸ୡした
時から１か月を経過した日にޮྗを生じます。

（	2	）	　本条（1）の解約が通された場合でも、通の時において次の
①およͼ②を満たす保険金等（注２）の受取ਓが、保険契約者の同
ҙをಘて、本条（1）の期間が経過するまでの間に、その解約の通
が当会社に౸ୡした日に解約のޮྗが生じたとすれ当会社
がݖ࠴者等（注１）に支払うべき金額（注3）をݖ࠴者等（注１）に支
払い、かつ、当会社にそのࢫを通したときは、本条（1）の解約は
そのޮྗを生じません。
①　保険契約者もしくは被保険者のまたは被保険者本ਓで
あること。
②　保険契約者でないこと。

（	3	）	　本条（2）の規定により、本条（1）のޮྗを生じさせないこととす
るときは、保険金等（注２）の受取ਓは当会社所定のॻ （ྨ別表１）
をఏग़してください。

（	4	）	　本条（1）の解約の通が当会社に౸ୡした日以後、その解約の
ޮྗが生じるまでまたは本条（2）の規定によりޮྗが生じなくな
るまでに、次の①～③のいずれかを満たす保険金等（注２）の支払
事由が生じ、当会社が保険金等（注２）を支払うべきときは、その支
払うべき金額を限度として、本条（2）の金額をݖ࠴者等（注１）に支
払います。この場合、その支払うべき金額からݖ࠴者等（注１）に支
払った金額をࠩしҾいた額を、保険金等（注２）の受取ਓに支払
います。
①　被保険者の死亡を支払事由とする保険金等（注２）であるこ
と。ただし、死亡のݪҼを一定の傷害疾病に限定している保
険金等（注２）は除きます。
②　その支払により、この保険契約がফ໓する保険金等（注２）で
あること。
③　その支払により、解約のޮྗが生じたときに当会社がݖ࠴者
等（注１）に支払うべき金額が減গすることとなる保険金等（注
２）であること。

（	5	）	　本条（4）の規定を適用する場合、この保険契約（付加された特
約は含みません。以下本（5）において同じ。）により支払うべき保
険金があり、かつ、保険金の一時支払をબするࢫのਃग़がな
かったときは、次のとおり取りѻいます。
①　この保険契約に付加されている特約により支払うべき保険金
等（注２）がある場合には、その支払うべき金額から本条（2）の金
額をࠩしҾきます。
②　前①の場合で、本条（2）の金額のうちࠩしҾけない額があ
るときは、この保険契約の保険金は月払給付とし、ୈ１ճの給付
金として支払うべき金額からその額をࠩしҾきます。
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③　この保険契約に付加されている特約により支払うべき保険金
等（注２）がない場合には、この保険契約の保険金は月払給付と
し、ୈ１ճの給付金として支払うべき金額から本条（2）の金額を
ࠩしҾきます。
④　前②または③の場合、本条（2）の金額のうちࠩしҾけない
額があるときまたはୈ１ճの給付金の支払日が本条（1）の解約
のޮྗが生じる日の翌日以後となるときは、前②または③の規
定にかかわらず、保険金の月払給付を取りѻわず、保険金の一
時支払をߦいます。

（注1）	　保険契約者以֎の者で保険契約の解約をすることができる者
をいいます。

（注2）	　໊শがいかなる場合であっても、この保険契約において、被保
険者の生ଘ、死亡、傷害または疾病に関し、一定の事由が生じたこ
とを条件として保険給付することを定めた金મをいいます。ただ
し、本条（2）およͼ（3）においては、被保険者の生ଘを支払事由と
する金મを除きます。

（注3）	　本条（4）の規定によりطにݖ࠴者等（注1）に支払った金額があ
るときは、その金額をࠩしҾきます。

��ɽܖ約༰のมߋ
第��条（ج४څ付ֹ݄ۚのֹݮ）
（	1	）	　保険契約者は、当会社の定める୯位にて、基準給付金月額を減

額することができます。ただし、減額後の基準給付金月額は、当会
社の定める金額以上であることをඞ要とします。

（	2	）	　基準給付金月額の減額を求するときは、保険契約者は当会社
所定のॻ （ྨ別表１）をఏग़してください。

（	3	）	　基準給付金月額を減額したときは、減額は解約したものとし
て取りѻいます。

��ɽ保険ۚのडऔਓ
第��条（保険ۚのडऔਓのදऀ）
（	1	）	　保険金の受取ਓが２ਓ以上の場合には、表者１ਓを定めてく

ださい。この場合、その表者は、他の保険金の受取ਓをཧす
るものとします。

（	2	）	　本条（1）の表者が定まらないとき、またはその所ࡏが不໌の
ときは、当会社が保険金の受取ਓの１ਓにରしてしたߦҝは、他の
保険金の受取ਓにରしてもޮྗを生じます。

第��条（ࢮ保険ۚडऔਓのมߋ）
（	1	）	　保険契約者またはそのঝ継ਓは、死亡保険金の支払事由が生

じるまでは、被保険者の同ҙをಘた上で、当会社にରする通によ
り、死亡保険金受取ਓをมߋすることができます。

（	2	）	　本条（1）の通が当会社に౸ୡする前にมߋ前の死亡保険金
受取ਓに死亡保険金を支払ったときは、その支払い後にมߋ後の
死亡保険金受取ਓから死亡保険金の求を受けても、当会社はこ
れを支払いません。

（	3	）	　死亡保険金受取ਓのมߋをするときは、保険契約者またはその
ঝ継ਓは、当会社所定のॻ （ྨ別表１）をఏग़してください。

第��条（Ҩݴによるࢮ保険ۚडऔਓのมߋ）
（	1	）	　前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生

じるまでは、法上༗ޮなҨݴにより、死亡保険金受取ਓをมߋ
することができます。

（	2	）	　本条（1）の死亡保険金受取ਓのมߋは、被保険者の同ҙがなけ
れ、そのޮྗを生じません。

（	3	）	　本条（1）およͼ（2）による死亡保険金受取ਓのมߋは、保険契
約者が死亡した後、保険契約者の૬続ਓが当会社に通しなけれ
、これを当会社にର߅することができません。

（	4	）	　Ҩݴによる死亡保険金受取ਓのมߋをするときは、当会社所定
のॻ （ྨ別表１）をఏग़してください。

第��条（ࢮ保険ۚडऔਓのࢮ）
（	1	）	　死亡保険金受取ਓが支払事由のൃ生以前に死亡したときは、そ

の法定૬続ਓを死亡保険金受取ਓとします。
（	2	）	　本条（1）の規定により死亡保険金受取ਓとなった者が死亡した

場合に、この者に法定૬続ਓがいないときは、本条（1）の規定によ
り死亡保険金受取ਓとなった者のうち生ଘしている他の死亡保険
金受取ਓを死亡保険金受取ਓとします。

（	3	）	　本条（1）およͼ（2）により死亡保険金受取ਓとなった者が２ਓ以
上いる場合、その受取割合はۉ等とします。

��ɽ保険ܖ約ऀ
第��条（保険ܖ約ऀのදऀ）
（	1	）	　保険契約者が２ਓ以上の場合には、表者１ਓを定めてくださ

い。この場合、その表者は他の保険契約者をཧするものとし
ます。

（	2	）	　本条（1）の表者が定まらないとき、またはその所ࡏが不໌の
ときは、当会社が保険契約者の１ਓにରしてしたߦҝは、他の保険
契約者にରしてもޮྗを生じます。

（	3	）	　保険契約者が２ਓ以上の場合には、その責任は࿈ଳとします。

第��条（保険ܖ約ऀのมߋ）
（	1	）	　保険契約者またはそのঝ継ਓは、被保険者およͼ当会社の同

ҙをಘて、保険契約上の一のݖརٛをୈࡾ者にঝ継させるこ
とができます。

（	2	）	　本条（1）のঝ継により、保険契約者のมߋを求するときは、保
険契約者またはそのঝ継ਓは、当会社所定のॻ （ྨ別表１）をఏग़
してください。

（	3	）	　本条の規定により保険契約者のมߋがߦわれたときは、保険証
券に表示します。

第��条（保険ܖ約ऀのॅॴのมߋ）
（	1	）	　保険契約者がॅ所または通৴ઌをมߋしたときは、すみかに

当会社に通してください。
（	2	）	　本条（1）の通がなく、保険契約者のॅ所または通৴ઌを当会

社が֬ೝできなかった場合、当会社のった࠷ऴのॅ所または通
৴ઌにൃした通は、通ৗ౸ୡするためにඞ要とする期間を経過
した時に、保険契約者に౸ୡしたものとみなします。

��ɽ ྸのࢉܭͳΒびにܖ約ྸɺੑ 別および٤Ԏঢ়گ
のޡΓのऔѻ͍

第��条（ྸのࢉܭ）
（	1	）	　被保険者の契約年ྸは、契約日ࡏݱの満年で計算し、１年ະ満

のについてはりࣺてます。
（	2	）	　保険契約締結後の被保険者の年ྸは、本条（1）の契約年ྸに年

୯位の契約応当日͝とに１ࡀを加͑て計算します。

第��条（ܖ約ྸɺੑ 別および٤Ԏঢ়گのޡΓのऔѻ͍）
（	1	）	　保険契約ਃ込ॻにࡌهされた被保険者の契約年 （ྸ注）にޡり

があった場合は、次の方法により取りѻいます。
①　契約日における࣮際の年ྸが、当会社の定める契約年ྸの
ൣғ内であったときは、当会社の定める方法により計算した金
額をਫ਼算し、保険料を改めます。	

②　契約日における࣮際の年ྸが、当会社の定める契約年ྸの
ൣғ֎であったときは、当会社は保険契約を取りফすことがで
きるものとし、これにより保険契約を取りফしたときはطに払い
込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日
においては࠷契約年ྸにりなかったが、その事࣮がൃݟさ
れた日においてطに࠷契約年ྸにୡしていたときには、࠷
契約年ྸにୡした日に契約したものとして当会社の定める方法
により計算した金額をਫ਼算し、保険料を改めます。

（	2	）	　保険契約ਃ込ॻにࡌهされた被保険者のੑ別（注）にޡりが
あった場合には、当会社の定める方法により計算した金額をਫ਼算
し、保険料を改めます。

（	3	）	　この保険契約にඇ٤Ԏ者保険料が適用された場合で、保険
契約の締結の際、当会社がࠂを求めた被保険者の٤Ԏ状گに
ついて、ࠂのޡりがあったときは、次の方法により取りѻいま
す。
①　当会社の定める方法により計算した金額をਫ਼算し、保険料を
改めます。
②　前①の規定にかかわらず、保険金の支払事由が生じた時以後
にࠂのޡりがൃݟされた場合で、その保険金を支払うことと
なったときは、当会社の定める方法により計算した金額を支払
うべき保険金とਫ਼算します。

（	注	）	　保険契約ਃ込ॻにか͑て、当会社の定めるి࣓త方法により保
険契約をਃし込む場合は、そのి࣓త方法により通された被保
険者の年ྸまたはੑ別をいいます。

��ɽܖ約ऀ
第��条（ܖ約ऀ）
　この保険契約にରしては、契約者当はありません。
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��ɽٻॻྨ
第��条（ٻॻྨ）
（	1	）	　保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づくॾ支払金の

支払、保険料払込みの免除、契約内༰のมߋ等の求にඞ要なॻ
ྨは、別表１のとおりとします。

（	2	）	　本条（1）の規定にかかわらず、当会社は、別表１に定めるॻྨの
ఏग़にか͑て、そのॻྨにࡌهすべき事項を当会社の定める方法
により当会社に通することをೝめることがあります。

（	3	）	　当会社は、下表のいずれかの求の場合、別表１に定めるॻྨ
のఏग़に加͑、下表に定めるతに応じて、当会社の指定したҩ
。による被保険者のஅを求めることがありますࢣ

求 త

① 保険金の支払
保険料払込みの免除

ୈ̕ 条（保険金の求、支払時期
およͼ支払場所）（7）①～④にܝ
͛る事項の֬ೝをߦうこと（注）。

② 保険契約の復活
支払事由または保険料払込みの
免除事由のൃ生のՄ能ੑのධՁ
をߦうこと。

（	4	）	　本条（2）の場合、そのॻྨにࡌهすべき事項について当会社の
定める方法により当会社が通を受けた時に、そのॻྨが当会社
に౸ணしたものとみなします。

（	5	）	　本条（1）～（4）の規定は、この保険契約の契約日後にこの保険
契約に特約を付加することをਃし込む場合、またはこの保険契約
に付加された特約について保険金、給付金、解約返戻金その他の
ॾ支払金の支払、契約内༰のมߋ等を求する場合に準用しま
す。

（	注	）	　ୈ11条（保険料払込免除の求）（3）の規定により準用する場
合を含みます。

��ɽޮ࣌
第��条（ޮ࣌）
　保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づくॾ支払金の支払また
は保険料払込みの免除を求するݖརは、これらをߦすることができる
時から3年間ߦしない場合にはফ໓します。

��ɽඃ保険ऀのۀɺసډおよびཱྀߦ
第��条（ඃ保険ऀのۀɺసډおよびཱྀߦ）
　保険契約の継続தに、次の①～③の事由が生じた場合であっても、当会
社は、保険契約の解除およͼ保険料のมߋをߦわずに保険契約上の責任
をෛいます。
①　被保険者がै事する業をมߋした場合（注）
②　被保険者がసډした場合
③　被保険者がཱྀߦした場合

（	注	）	　ୈ24条（重େ事由による解除）（1）ᶈに該当する場合を除きま
す。

��ɽࡋॴ
第��条（ૌুのఏى）
　この保険契約に関するૌুについては、日本ࠃ内におけるࡋ所にఏ
。するものとしますى

��ɽܖ約༰のొ
第��条（ܖ約༰のొ）
（	1	）	　当会社は、保険契約者およͼ被保険者の同ҙをಘて、次の事項

を一ൠ社ஂ法ਓ生໋保険ڠ会（以下本条において「ڠ会」といいま
す。）にొします。
①　保険契約者ならͼに被保険者の໊ࢯ、生年月日、ੑ 別およͼ
ॅ所（ࢢ、۠ （。までとします܊、
②　責任開始期の死亡保険金の金額
③　契約日（注１）
④　当会社໊

（	2	）	　本条（1）のొの期間は、契約日（注１）から５年以内とします。
同合࿈合ڠ済業ڞࠃ会加ໍの֤生໋保険会社およͼ全ڠ　	（	3	）

会（以下本条において「֤生໋保険会社等」といいます。）は、本条
（1）の規定によりొされた被保険者について、保険契約（注２）の

ਃ込（注３）を受けた場合、ڠ会にରして本条（1）の規定によりొ
された内༰についてর会することができるものとします。この場
合、ڠ会からその結Ռの࿈བྷを受けるものとします。

（	4	）	　֤生໋保険会社等は、本条（2）のొの期間தに保険契約（注
２）のਃ込（注３）があった場合、本条（3）によって࿈བྷされた内༰を
保険契約（注２）のঝ（注４）のஅのߟࢀとすることができるも
のとします。

（	5	）	　֤生໋保険会社等は、契約日（注５）から５年以内に保険契約（注
２）について死亡保険金または高度障害保険金の求を受けたと
きは、ڠ会にରして本条（1）の規定によりొされた内༰につい
てর会し、その結Ռを死亡保険金または高度障害保険金の支払
のஅのߟࢀとすることができるものとします。

（	6	）	　֤生໋保険会社等は、࿈བྷされた内༰をঝ（注４）のஅまた
は支払のஅのߟࢀとする以֎に用いないものとします。

ొ、会およͼ֤生໋保険会社等はڠ　	（	7	） または࿈བྷされた内༰を
他にެ開しないものとします。

（	8	）	　保険契約者または被保険者は、ొ または࿈བྷされた内༰につ
いて、当会社またはڠ会にর会することができます。また、その内
༰が事࣮と૬ҧしていることをったときは、そのగਖ਼を求す
ることができます。

（	9	）	　本条（3）～（5）およͼ（注２）～（注５）தの下表ňಡସ前ŉཝにࡌه
の۟ࣈは、業ڠ同合法に基づくڞ済契約においては、それͧ
れňಡସ後ŉཝにࡌهの۟ࣈにಡみସ͑ます。

ಡସ前 ಡସ後

被保険者 被ڞ済者

保険契約 済契約ڞ

死亡保険金 死亡ڞ済金

害死亡保険金ࡂ 済金ڞ害死亡ࡂ

保険金額 済金額ڞ

高度障害保険金 後Ҩ障害ڞ済金

（注1）	　復活の取ѻいがߦわれた場合は、復活の日とし、ෳճ復活の
取ѻいがߦわれた場合には࠷後の復活の日とします。

（注2）	　死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金また
はࡂ害死亡保険金のある特約を含みます。

（注3）	　復活、復چ、保険金額の૿額または特約のத్付加のਃ込を含
みます。

（注4）	　復活、復چ、保険金額の૿額または特約のத్付加のঝを含
みます。

（注5）	　復活、復چ、保険金額の૿額または特約のத్付加の取りѻい
がߦわれた場合は、֤ ʑの復活、復چ、保険金額の૿額または特
約のத్付加の日とし、ෳճ֤ʑの取ѻいがߦわれた場合には
保険金額の૿額または特約のத్付加の日と、چ後の復活、復࠷
します。

��ɽ特定࣬ප保険ྉࠐ໔除特則
第��条（特定࣬ප保険ྉࠐ໔除特則）
（	1	）	　保険契約者は、保険契約の締結の際、被保険者の同ҙおよͼ当

会社のঝをಘて、この特ଇを保険契約に付加して締結すること
ができます。この場合、そのࢫを保険証券にࡌهし、次の①～ᶈの
とおり取りѻいます。
①　当会社は、ୈ10条（保険料払込みの免除）（1）に規定するほ
か、被保険者が次のアɽまたはイɽのいずれかの事由に該当した
ときは、次に౸དྷするୈ13条（保険料の払込み）（2）の保険料期
間以߱の保険料の払込みを免除します。
アɽ　被保険者が責任開始日からその日を含めて90日を経過
する日以前（責任開始期前を含みます。）にѱੑ৽生（別表
５）にጶױしたことがなく、かつ、責任開始日からその日を含
めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間தに
ॳめてѱੑ৽生（別表５）にጶױしたと、ҩࢣまたはࣃՊҩ
によってஅ֬定（注（注２）ݟにより病ཧ৫ֶత所（注１）ࢣ
３）されたとき。

イɽ　被保険者が責任開始期以後に৺疾ױまたは݂疾ױ
（別表̒ ）をൃ病した（注４）とҩࢣ（注5）によってஅされ、か
つ、その৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の治療をの
తとして、保険料払込期間தにҩࢣ（注5）による次のいず
れかの治療（注6）を受けたとき。
（ア）　別表̕ に定める手術
（イ）　別表10に定める入院による治療。ただし、その入院日

（注7）が継続して20日にୡした場合に限ります。
②　前①イ.（イ）に定める保険料払込みの免除事由に該当した場
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合、前①イ.（イ）に定める入院による治療について、その入院日
（注7）が継続して20日にୡした日を保険料払込みの免除事由
に該当した日とします。
③　被保険者が責任開始期前にൃ病した৺疾ױまたは݂疾ױ
（別表̒ ）の治療をのతとして、入院（別表10）しまたは手術
（別表̕ ）を受けた場合でも、責任開始日からその日を含めて２年
を経過した後に入院（別表10）を開始しまたは手術（別表̕ ）を受
けたときは、この保険契約の責任開始期以後にൃ病したものと
みなして前①イɽの規定を適用します。
④　被保険者が৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の治療を
のతとして入院し、その入院の退院後に同一の৺疾ױまたは
݂疾ױ（別表̒ ）（注8）による入院を開始した場合で、前の入
院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に後の入院を
開始したときは、これらの入院を１ճの継続した入院とみなし、
֤入院について入院日を合算して前①イɽ（イ）の規定を適用
します。
⑤　この特ଇにもとづく保険料払込みの免除の求について、ୈ
11条（保険料払込免除の求）（3）の規定にもとづき、ୈ̕ 条（保
険金の求、支払時期およͼ支払場所）（5）～（12）の規定を準
用する場合、当会社が保険料払込みを免除するために֬ೝをߦ
うことがある事項には、病ཧ৫ֶతݕ （ࠪ注２）のରとなった
ඪ本等のఏग़を含みます。
ᶈ　この特ଇにもとづく保険料払込みの免除にかかわるެతҩ
療保険੍度（別表11）の改ਖ਼がকདྷߦわれたときは、当会社は、
主ிのೝՄをಘて、保険料払込みの免除事由のมߋをߦ
うことがあります。この場合、มߋ日の２か月前までに保険契約
者にそのࢫを通します。

（	2	）	　この特ଇのみの解約はできません。

（注1）	　日本のҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者
が日本のҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合には、被
保険者以֎の日本のҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい
ます。

（注2）	　生ݕを含みます。
（注3）	　病ཧ৫ֶత所ݟがಘられないときは、その他の所ݟによる

அ֬定もೝめることがあります。
（注4）	　責任開始期前にൃ病した৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の

取ѻいについては、本条（1）③に規定するほか、ୈ４条（保険金の
支払に関するิଇ）（4）の規定を準用します。

（注5）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの
ࢿのࢣつ者である場合には、被保険者以֎の日本のҩ࣋を֨ࢿ
֨を࣋つ者をいいます。

（注6）	　ඒ༰ܗ上のॲஔ、治療ॲஔをわないஅ、ݕ （ࠪਓ間υοク
には該当しませ「による治療ࢣҩ」等）等はࠪݕڸߢෲ、ݕ生、ࠪݕ
ん。

（注7）	　৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の治療をのతとする入
院தに他の疾病をซൃした場合、その入院のうち、ซൃした他の
疾病の治療のみをతとする期間தの入院日は含めないもの
とします。

（注8）	　ҩֶ上重要な関にある৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）は、
病໊がҟなっている場合であっても、これを同一の৺疾ױまたは
݂疾ױ（別表̒ ）として取りѻいます。例͑、ڱ৺症とそのڱ
৺症からҠߦした৺࠹ߎے等をいいます。

第��条（։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ৽ੜ
ͱஅ֬定͞Εͨ߹の特定࣬ප保険ྉࠐ໔除特
則のऔѻ͍）

（	1	）	　被保険者が責任開始日（注１）からその日を含めて90日を経過
する日以前（注２）にѱੑ৽生（別表５）にጶױし、ҩࢣまたはࣃՊ
ҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定の日からその日
を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़があったとき
は、この特ଇの付加をແޮとします。

（	2	）	　本条（1）の規定によりこの特ଇの付加がແޮとなったときは、当
会社は、ୈ13条（保険料の払込み）（4）の規定にかかわらず、次の
①およͼ②に定める保険料のࠩ額を保険契約者に払い戻します。
①　この特ଇを付加したものとしてطに払い込まれた保険料
②　この特ଇを付加しないものとして計算した前①にର応する保
険料

（	3	）	　本条（1）の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該
当するときは、本条（1）の規定は適用しません。
①　ୈ22条（ࠂٛҧによる解除）またはୈ24条（重େ事由
による解除）の規定により、当会社が保険契約を解除することが
できるとき。
②　保険契約が解約その他の事由によってফ໓することとなると
き。

（	4	）	　被保険者が復活における責任開始日からその日を含めて90日
を経過する日以前（注３）にѱੑ৽生（別表５）にጶױし、ҩࢣまた

はࣃՊҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定の日から
その日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़（注４）
があったときは、その復活後の保険契約におけるこの特ଇの付加
をແޮとします。

（	5	）	　本条（4）の規定により復活後の保険契約におけるこの特ଇの付
加がແޮとなったときは、当会社は、ୈ13条（保険料の払込み）
（4）の規定にかかわらず、次の①およͼ②に定める保険料のࠩ額
を保険契約者に払い戻します。
①　この特ଇを付加したものとして復活の際に払い込まれたԆ
保険料およͼその復活後に払い込まれた保険料の合計額
②　この特ଇを付加しないものとして計算した前①にର応する保
険料（注５）の合計額

（	6	）	　本条（3）の規定は、本条（4）の適用にあたって準用します。この
場合において、本条（3）の規定த「本条（1）」とあるのを「本条（4）」
とಡみସ͑ます。

（注1）	　復活における責任開始日を除きます。
（注2）	　責任開始日（注１）前を含みます。
（注3）	　その復活に関して、保険契約がޮྗをࣦった日から復活におけ

る責任開始日までの期間を含みます。
（注4）	　保険期間が満了する場合は、保険期間が満了する前に当会社

にਃしग़ることをඞ要とします。
（注5）	　復活の際に払い込むԆ保険料を含みます。

��ɽ特定࣬පɾॏհޢ保険ྉࠐ໔除特則
第��条（特定࣬පɾॏհޢ保険ྉࠐ໔除特則）
（	1	）	　保険契約者は、保険契約の締結の際、被保険者の同ҙおよͼ当

会社のঝをಘて、この特ଇを保険契約に付加して締結すること
ができます。この場合、そのࢫを保険証券にࡌهし、次の①～ᶍの
とおり取りѻいます。
①　当会社は、ୈ10条（保険料払込みの免除）（1）に規定するほ
か、被保険者が次のアɽ～エɽのいずれかの事由に該当したとき
は、次に౸དྷするୈ13条（保険料の払込み）（2）の保険料期間以
߱の保険料の払込みを免除します。
アɽ　被保険者が責任開始日からその日を含めて90日を経過
する日以前（責任開始期前を含みます。）にѱੑ৽生（別表
５）にጶױしたことがなく、かつ、責任開始日からその日を含
めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間தに
ॳめてѱੑ৽生（別表５）にጶױしたと、ҩࢣまたはࣃՊҩ
によってஅ֬定（注（注２）ݟにより病ཧ৫ֶత所（注１）ࢣ
３）されたとき。

イɽ　被保険者が責任開始期（注４）以後に৺疾ױまたは݂
疾ױ（別表̒ ）をൃ病したとҩࢣ（注5）によってஅされ、か
つ、その৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の治療をの
తとして、保険料払込期間தにҩࢣ（注5）による次のいず
れかの治療（注6）を受けたとき。
（ア）　別表̕ に定める手術
（イ）　別表10に定める入院による治療。ただし、その入院日

（注7）が継続して20日にୡした場合に限ります。
ウɽ　被保険者が次の（ア）およͼ（イ）のすべてを満たす状態に
該当したとき。
（ア）　次のBɽまたはCɽのいずれかに該当したこと。

	Bɽ	　責任開始期（注４）以後にੑٸ৺࠹ߎےまたは
ଔத（別表̓ ）をൃ病したと、ҩࢣ（注5）によってஅ
されたこと。

	Cɽ	　責任開始期（注４）以後に؊ߗมまたはຫੑਛ不全
（別表̔ ）の状態となったと、ҩࢣ（注5）によってஅ
されたこと。

（イ）　前（ア）の疾病をのݪҼとして保険料払込期間த
に就業不能状態（別表13）に該当し、かつ、その就業不能
状態（別表13）が保険料払込期間தに60日を超͑て（注
8）継続した（注9）と、ҩࢣ（注5）によってஅされたこ
と。

エɽ　被保険者が責任開始期（注４）以後の傷害または疾病をݪ
Ҽとして保険料払込期間தに要介護状態（別表17）に該当
し、かつ、その要介護状態（別表17）が保険料払込期間தに
180日を超͑て（注10）継続した（注11）と、ҩࢣ（注5）によっ
てஅされたとき。

②　前①の規定にかかわらず、次のアɽ～エɽのいずれかにより前
①エɽに定める事由が生じたときは、当会社は、保険料の払込み
を免除しません。
アɽ　保険契約者または被保険者の故ҙまたは重େな過ࣦ
イɽ　被保険者の൜ߦࡑҝ
ウɽ　被保険者のༀґଘ（注12）
エɽ　ઓ૪その他のมཚ

③　被保険者が৺疾ױもしくは݂疾ױ（別表̒ ）の治療を
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のతとして入院（別表10）による治療を受けたこと、または就
業不能状態（別表13）もしくは要介護状態（別表17）に該当した
ことにより、保険料の払込みを免除することとなった場合、保険
料払込みの免除事由に該当した日とは、下表のとおりとします。

保険料払込みの免除の
Ҽとなった被保険者ݪ

の状態
保険料払込みの免除事由に

該当した日

アɽ
৺疾ױまたは݂疾
による入院（別表̒）ױ
（別表10）

その入院（別表10）による治
療について、その入院日
（注7）が継続して20日にୡし
た日

イɽ 就業不能状態（別表13）
その就業不能状態（別表13）
に該当した日からその日を含
めて61日に当たる日

ウɽ 要介護状態（別表17）
その要介護状態（別表17）に
該当した日からその日を含め
て181日に当たる日

④　被保険者が責任開始期前にൃ病した৺疾ױまたは݂疾ױ
（別表̒ ）の治療をのతとして、入院（別表10）しまたは手術
（別表̕ ）を受けた場合でも、責任開始日からその日を含めて２年
を経過した後に入院（別表10）を開始しまたは手術（別表̕ ）を受
けたときは、この保険契約の責任開始期以後にൃ病したものと
みなして前①イɽの規定を適用します。
⑤　被保険者が৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の治療を
のతとして入院し、その入院の退院後に同一の৺疾ױまたは
݂疾ױ（別表̒ ）（注13）による入院を開始した場合で、前の
入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に後の入院
を開始したときは、これらの入院を１ճの継続した入院とみな
し、֤ 入院について入院日を合算して前①イɽ（イ）の規定を適
用します。
ᶈ　被保険者が前①ウɽ（ア）に定める事由により就業不能状態
（別表13）となった時またはその就業不能状態（別表13）が継続
している間に、次のいずれかに該当した場合には、その就業不
能状態（別表13）の開始ののݪҼとなった疾病により、その
就業不能状態（別表13）が継続したものとみなして、前①ウɽの
規定を適用します。
アɽ　前①ウɽ（ア）に定める事由により就業不能状態（別表13）
となった時に、この特ଇによる保険料払込みの免除事由の
。Ҽとなる他の疾病（注14）をซൃしていたときݪ

イɽ　前①ウɽ（ア）に定める事由により就業不能状態（別表13）
が継続している間に、この特ଇによる保険料払込みの免除
事由のݪҼとなる他の疾病（注14）をซൃしたとき。

ᶉ　保険契約者または被保険者の故ҙまたは重େな過ࣦによっ
て、就業不能状態（別表13）がԆした場合には、当会社は、そ
のӨڹがなかったときに૬当する就業不能状態（別表13）をೝ
定したう͑で、前①ウɽの規定を適用します。
ᶊ　前②の規定にかかわらず、被保険者がઓ૪その他のมཚに
よって要介護状態（別表17）に該当した場合でも、これらの事由
により保険料払込みの免除事由に該当した被保険者のの૿
加について、当会社がこの保険の計算の基礎にٴ΅すӨڹが
গないとೝめたときは、保険料の払込みを免除します。
ᶋ　この特ଇによる保険料払込みの免除の求について、ୈ11条
（保険料払込免除の求）（3）の規定にもとづき、ୈ̕ 条（保険金
の求、支払時期およͼ支払場所）（5）～（12）の規定を準用す
る場合、当会社が保険料払込みを免除するために֬ೝをߦうこ
とがある事項には、病ཧ৫ֶతݕ （ࠪ注２）のରとなったඪ
本等のఏग़を含みます。
ᶌ　次のアɽまたはイɽに該当する場合には、同時に保険契約者か
らこの特ଇによる保険料払込みの免除の求があったものとし
て取りѻいます。
アɽ　この保険契約に５疾病・重度介護Ո計保障特約を付加した
場合で、かつ、その特約にもとづくୈ１ճ重度５疾病・重度介
護給付金またはѱੑ৽生（別表５）による５疾病ॳ期入院
給付金の求があったとき。

イɽ　この保険契約に重度５疾病・重度介護一時金特約を付加し
た場合で、かつ、その特約にもとづく重度５疾病・重度介護一
時金の求があったとき。

ᶍ　この特ଇにもとづく保険料払込みの免除にかかわるެతҩ
療保険੍度（別表11）の改ਖ਼がকདྷߦわれたときは、当会社は、
主ிのೝՄをಘて、保険料払込みの免除事由のมߋをߦ
うことがあります。この場合、มߋ日の２か月前までに保険契約
者にそのࢫを通します。

（	2	）	　この特ଇのみの解約はできません。

（注1）	　日本のҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者
が日本のҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合には、被
保険者以֎の日本のҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい
ます。

（注2）	　生ݕを含みます。
（注3）	　病ཧ৫ֶత所ݟがಘられないときは、その他の所ݟによる

அ֬定もೝめることがあります。
（注4）	　責任開始期前の傷害または疾病の取ѻいについては、本条（1）

④に規定するほか、ୈ４条（保険金の支払に関するิଇ）（4）の規定
を準用します。

（注5）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの
ࢿのࢣつ者である場合には、被保険者以֎の日本のҩ࣋を֨ࢿ
֨を࣋つ者をいいます。

（注6）	　ඒ༰ܗ上のॲஔ、治療ॲஔをわないஅ、ݕ （ࠪਓ間υοク
には該当しませ「による治療ࢣҩ」等）等はࠪݕڸߢෲ、ݕ生、ࠪݕ
ん。

（注7）	　৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の治療をのతとする入
院தに他の疾病をซൃした場合、その入院のうち、ซൃした他の
疾病の治療のみをతとする期間தの入院日は含めないもの
とします。

（注8）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算するものと
します。

（注9）	　就業不能状態に該当する期間の日が࿈続して60日を超͑る
ことをඞ要とします。就業不能状態に該当する期間がதஅしたと
きは、同一の疾病により就業不能状態がൃ࠶した場合であっても、
そのதஅ前後の就業不能状態は「継続した就業不能状態」とはい
いません。

（注10）要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するもの
とします。

（注11）要介護状態に該当する期間の日が࿈続して180日を超͑る
ことをඞ要とします。要介護状態に該当する期間がதஅしたとき
は、同一の傷害または疾病により要介護状態がൃ࠶した場合で
あっても、そのதஅ前後の要介護状態は「継続した要介護状態」と
はいいません。

（注12）「ༀґଘ」とは、ฏ27年2月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定め
られたྨ項தのྨ൪߸'11.2、'12.2、'13.2、'14.2、
'15.2、'16.2、'18.2、'19.2に規定される内༰によるものとし、
ༀには、Ϟϧώω、アϔϯ、ίカイϯ、େຑ、ਫ਼ਆܹༀ、֮ݬༀ
等を含みます。

（注13）ҩֶ上重要な関にある৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）は、
病໊がҟなっている場合であっても、これを同一の৺疾ױまたは
݂疾ױ（別表̒ ）として取りѻいます。例͑、ڱ৺症とそのڱ
৺症からҠߦした৺࠹ߎے等をいいます。

（注14）別表̓ に定めるੑٸ৺࠹ߎے、ଔதまたは別表̔ に定める؊
。ม、ຫੑਛ不全をいいますߗ

第��条（։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ৽ੜ
ͱஅ֬定͞Εͨ߹の特定࣬පɾॏհޢ保険ྉ
（໔除特則のऔѻ͍ࠐ

（	1	）	　被保険者が責任開始日（注１）からその日を含めて90日を経過
する日以前（注２）にѱੑ৽生（別表５）にጶױし、ҩࢣまたはࣃՊ
ҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定の日からその日
を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़があったとき
は、この特ଇの付加をແޮとします。

（	2	）	　被保険者が復活における責任開始日からその日を含めて90日
を経過する日以前（注３）にѱੑ৽生（別表５）にጶױし、ҩࢣまた
はࣃՊҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定の日から
その日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़（注４）
があったときは、その復活後の保険契約におけるこの特ଇの付加
をແޮとします。

（	3	）	　この保険契約に５疾病・重度介護Ո計保障特約または重度５疾
病・重度介護一時金特約が付加されているときは、本条（1）または
本条（2）の規定によるこの特ଇのແޮのਃग़は、５疾病・重度介護
Ո計保障特約条項または重度５疾病・重度介護一時金特約条項に
定める特約の責任開始日から90日を経過する日以前にѱੑ৽生
とஅ֬定された場合のその特約のແޮのਃग़とあわせてߦ
うことをඞ要とします。

（	4	）	　ୈ45条（責任開始日から90日を経過する日以前にѱੑ৽生
とஅ֬定された場合の特定疾病保険料払込免除特ଇの取ѻい）
（2）、（3）、（5）およͼ（6）の規定は、本条（1）およͼ（2）の規定によ
るこの特ଇのແޮについて準用します。

（注1）	　復活における責任開始日を除きます。
（注2）	　責任開始日（注１）前を含みます。
（注3）	　その復活に関して、保険契約がޮྗをࣦった日から復活におけ

る責任開始日までの期間を含みます。
（注4）	　保険期間が満了する場合は、保険期間が満了する前に当会社
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にਃしग़ることをඞ要とします。

��ɽ特定࣬පɾোɾॏհޢ保険ྉࠐ໔除特則
第��条（特定࣬පɾোɾॏհޢ保険ྉࠐ໔除特則）
（	1	）	　保険契約者は、保険契約の締結の際、被保険者の同ҙおよͼ当

会社のঝをಘて、この特ଇを保険契約に付加して締結すること
ができます。この場合、そのࢫを保険証券にࡌهし、次の①～ᶎの
とおり取りѻいます。
①　当会社は、ୈ10条（保険料払込みの免除）（1）に規定するほ
か、被保険者が次のア.～オ.のいずれかの事由に該当したとき
は、次に౸དྷするୈ13条（保険料の払込み）（2）の保険料期間以
߱の保険料の払込みを免除します。
アɽ　被保険者が責任開始日からその日を含めて90日を経過
する日以前（責任開始期前を含みます。）にѱੑ৽生（別表
５）にጶױしたことがなく、かつ、責任開始日からその日を含
めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間தに
ॳめてѱੑ৽生（別表５）にጶױしたと、ҩࢣまたはࣃՊҩ
によってஅ֬定（注（注２）ݟにより病ཧ৫ֶత所（注１）ࢣ
３）されたとき。

イɽ　被保険者が責任開始期（注４）以後に৺疾ױまたは݂
疾ױ（別表̒ ）をൃ病したとҩࢣ（注5）によってஅされ、か
つ、その৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の治療をの
తとして、保険料払込期間தにҩࢣ（注5）による次のいず
れかの治療（注6）を受けたとき。
（ア）　別表̕ に定める手術
（イ）　別表10に定める入院による治療。ただし、その入院日

（注7）が継続して20日にୡした場合に限ります。
ウɽ　被保険者が次の（ア）およͼ（イ）のすべてを満たす状態に
該当したとき。
（ア）　次のBɽまたはCɽのいずれかに該当したこと。

	Bɽ	　責任開始期（注４）以後にੑٸ৺࠹ߎےまたは
ଔத（別表̓ ）をൃ病したと、ҩࢣ（注5）によってஅ
されたこと。

	Cɽ	　責任開始期（注４）以後に؊ߗมまたはຫੑਛ不全
（別表̔ ）の状態となったと、ҩࢣ（注5）によってஅ
されたこと。

（イ）　前（ア）の疾病をのݪҼとして保険料払込期間த
に就業不能状態（別表13）に該当し、かつ、その就業不能
状態（別表13）が保険料払込期間தに60日を超͑て（注
8）継続した（注9）と、ҩࢣ（注5）によってஅされたこ
と。

エɽ　被保険者が責任開始期（注４）以後の傷害または疾病をݪ
Ҽとして保険料払込期間தに次のいずれかの障害状態に該
当したとき。この場合、責任開始期前にطに生じていた障害
状態に責任開始期以後の傷害または疾病（注10）をݪҼと
する障害状態が৽たに加わって次のいずれかの障害状態に
該当したときを含みます。
（ア）　ࠃຽ年金法にもとづき、障害等ڃ１ڃまたは２ڃ（別表

14）に該当しているとೝ定されたこと。ただし、ਫ਼ਆの障
害（別表15）をݪҼとして障害等ڃ２ڃ（別表14）に該当
した場合（注11）を除きます。

（イ）　生活障害状態（別表16）に該当したこと。
オɽ　被保険者が責任開始期（注４）以後の傷害または疾病をݪ
Ҽとして保険料払込期間தに要介護状態（別表17）に該当
し、かつ、その要介護状態（別表17）が保険料払込期間தに
180日を超͑て（注12）継続した（注13）と、ҩࢣ（注5）によっ
てஅされたとき。

②　前①の規定にかかわらず、次のア.～エ.のいずれかにより前
①エ.またはオ.に定める事由が生じたときは、当会社は、保険料
の払込みを免除しません。
アɽ　保険契約者または被保険者の故ҙまたは重େな過ࣦ
イɽ　被保険者の൜ߦࡑҝ
ウɽ　被保険者のༀґଘ（注14）
エɽ　ઓ૪その他のมཚ

③　被保険者が৺疾ױもしくは݂疾ױ（別表̒ ）の治療を
のతとして入院（別表10）による治療を受けたこと、または就
業不能状態（別表13）、障害状態もしくは要介護状態（別表17）
に該当したことにより、保険料の払込みを免除することとなった
場合、保険料払込みの免除事由に該当した日とは、下表のとお
りとします。

保険料払込みの免除の
Ҽとなった被保険者ݪ

の状態
保険料払込みの免除事由に

該当した日

アɽ
৺疾ױまたは݂疾
による入院（別表̒）ױ
（別表10）

その入院（別表10）による治
療について、その入院日
（注7）が継続して20日にୡし
た日

イɽ 就業不能状態（別表13）
その就業不能状態（別表13）
に該当した日からその日を含
めて61日に当たる日

ウɽ 障害状態

該当した保険料払込みの免
除事由に応じて、ࠃຽ年金法
にもとづく障害基礎年金の
受給ݖが生じた日（注15）ま
たは生活障害状態（別表16）
に該当した日

エɽ 要介護状態（別表17）
その要介護状態（別表17）に
該当した日からその日を含め
て181日に当たる日

④　被保険者が責任開始期前にൃ病した৺疾ױまたは݂疾ױ
（別表̒ ）の治療をのతとして、入院（別表10）しまたは手術
（別表̕ ）を受けた場合でも、責任開始日からその日を含めて２年
を経過した後に入院（別表10）を開始しまたは手術（別表̕ ）を受
けたときは、この保険契約の責任開始期以後にൃ病したものと
みなして前①イ.の規定を適用します。
⑤　被保険者が৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の治療を
のతとして入院し、その入院の退院後に同一の৺疾ױまたは
݂疾ױ（別表̒ ）（注16）による入院を開始した場合で、前の
入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に後の入院
を開始したときは、これらの入院を１ճの継続した入院とみな
し、֤ 入院について入院日を合算して前①イ.（イ）の規定を適
用します。
ᶈ　被保険者が前①ウ.（ア）に定める事由により就業不能状態（別
表13）となった時またはその就業不能状態（別表13）が継続し
ている間に、次のいずれかに該当した場合には、その就業不能
状態（別表13）の開始ののݪҼとなった疾病により、その就
業不能状態（別表13）が継続したものとみなして、前①ウ.の規
定を適用します。
アɽ　前①ウ.（ア）に定める事由により就業不能状態（別表13）と
なった時に、この特ଇによる保険料払込みの免除事由のݪ
Ҽとなる他の疾病（注17）をซൃしていたとき。

イɽ　前①ウ.（ア）に定める事由により就業不能状態（別表13）が
継続している間に、この特ଇによる保険料払込みの免除事
由のݪҼとなる他の疾病（注17）をซൃしたとき。

ᶉ　保険契約者または被保険者の故ҙまたは重େな過ࣦによっ
て、就業不能状態（別表13）がԆした場合には、当会社は、そ
のӨڹがなかったときに૬当する就業不能状態（別表13）をೝ
定したう͑で、前①ウ.の規定を適用します。
ᶊ　身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害（別表15）
が重ෳすることにより、被保険者がࠃຽ年金法にもとづく障害
等ڃ１ڃまたは２ڃ（別表14）に該当しているとೝ定された場合
（注18）で、重ෳする障害または病状の一部が前②ア.～エ.のい
ずれかの事由により生じたときは、その事由により生じた障害ま
たは病状を除いても、障害等ڃ１ڃまたは２ڃ（別表14）に該当
するとೝめられる場合（注18）に限り、保険料の払込みを免除し
ます。
ᶋ　前②およͼᶊの規定にかかわらず、被保険者がઓ૪その他
のมཚによって次のいずれかに該当した場合でも、これらの事
由により保険料払込みの免除事由に該当した被保険者のの
૿加について、当会社がこの保険の計算の基礎にٴ΅すӨڹ
がগないとೝめたときは、保険料の払込みを免除します。
アɽ　生活障害状態（別表16）または要介護状態（別表17）に該
当した場合

イɽ　ࠃຽ年金法にもとづき、障害等ڃ１ڃまたは２ڃ（別表14）
に該当しているとೝ定された場合

ᶌ　この特ଇによる保険料払込みの免除の求について、ୈ11条
（保険料払込免除の求）（3）の規定にもとづき、ୈ̕ 条（保険金
の求、支払時期およͼ支払場所）（5）～（12）の規定を準用す
る場合、当会社が保険料払込みを免除するために֬ೝをߦうこ
とがある事項には、病ཧ৫ֶతݕ （ࠪ注２）のରとなったඪ
本等のఏग़を含みます。
ᶍ　次のア.またはイ.に該当する場合には、同時に保険契約者か
らこの特ଇによる保険料払込みの免除の求があったものとし
て取りѻいます。
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アɽ　この保険契約に５疾病・障害・重度介護Ո計保障特約を付
加した場合で、かつ、その特約にもとづくୈ１ճ重度５疾病・
障害・重度介護給付金またはѱੑ৽生（別表５）による５疾
病ॳ期入院給付金の求があったとき。

イɽ　この保険契約に重度５疾病・障害・重度介護一時金特約を
付加した場合で、かつ、その特約にもとづく重度５疾病・障害・
重度介護一時金の求があったとき。

ᶎ　この特ଇにもとづく保険料払込みの免除にかかわるެతҩ
療保険੍度（別表11）またはࠃຽ年金法その他の関࿈する法ྩ
等の改ਖ਼がকདྷߦわれたときは、当会社は、主ிのೝՄを
ಘて、保険料払込みの免除事由のมߋをߦうことがあります。
この場合、มߋ日の２か月前までに保険契約者にそのࢫを通
します。

（	2	）	　この特ଇのみの解約はできません。

（注1）	　日本のҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者
が日本のҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合には、被
保険者以֎の日本のҩࢣまたはࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい
ます。

（注2）	　生ݕを含みます。
（注3）	　病ཧ৫ֶత所ݟがಘられないときは、その他の所ݟによる

அ֬定もೝめることがあります。
（注4）	　責任開始期前の傷害または疾病の取ѻいについては、本条（1）

④に規定するほか、ୈ４条（保険金の支払に関するิଇ）（4）の規定
を準用します。

（注5）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの
ࢿのࢣつ者である場合には、被保険者以֎の日本のҩ࣋を֨ࢿ
֨を࣋つ者をいいます。

（注6）	　ඒ༰ܗ上のॲஔ、治療ॲஔをわないஅ、ݕ （ࠪਓ間υοク
には該当しませ「による治療ࢣҩ」等）等はࠪݕڸߢෲ、ݕ生、ࠪݕ
ん。

（注7）	　৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒ ）の治療をのతとする入
院தに他の疾病をซൃした場合、その入院のうち、ซൃした他の
疾病の治療のみをతとする期間தの入院日は含めないもの
とします。

（注8）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算するものと
します。

（注9）	　就業不能状態に該当する期間の日が࿈続して60日を超͑る
ことをඞ要とします。就業不能状態に該当する期間がதஅしたと
きは、同一の疾病により就業不能状態がൃ࠶した場合であっても、
そのதஅ前後の就業不能状態は「継続した就業不能状態」とはい
いません。

（注10）責任開始期前にطに生じていた障害状態のݪҼとなった傷害
または疾病とҼՌ関のない傷害または疾病に限りますŇ

（注11）ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ２ڃ（別表14）のୈ16߸に
該当した場合をいい、身体のػ能の障害もしくは病状または
ਫ਼ਆの障害（別表15）が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にも
とづく障害等ڃ２ڃ（別表14）に該当した場合で、ਫ਼ਆの障害
（別表15）を除く障害または病状が障害等ڃ２ڃ（別表14）に満
たないときを含みます。

（注12）要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するもの
とします。

（注13）要介護状態に該当する期間の日が࿈続して180日を超͑
ることをඞ要とします。要介護状態に該当する期間がதஅし
たときは、同一の傷害または疾病により要介護状態がൃ࠶し
た場合であっても、そのதஅ前後の要介護状態は「継続した
要介護状態」とはいいません。

（注14）「ༀґଘ」とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸
に定められたྨ項தのྨ൪߸'11.2、'12.2、'13.2、
'14.2、'15.2、'16.2、'18.2、'19.2に規定される内༰に
よるものとし、ༀには、Ϟϧώω、アϔϯ、ίカイϯ、େ
ຑ、ਫ਼ਆܹༀ、֮ݬༀ等を含みます。

（注15）ࠃຽ年金法にもとづく障害基礎年金の受給ݖが生じた月の
ॳ日（その日が責任開始日前であるときは責任開始日）を保
険料払込みの免除事由に該当した日として取りѻいます。

（注16）ҩֶ上重要な関にある৺疾ױまたは݂疾ױ（別表̒）
は、病໊がҟなっている場合であっても、これを同一の৺疾
、として取りѻいます。例͑（別表̒）ױまたは݂疾ױ
。等をいいます࠹ߎےした৺ߦ৺症からҠڱ৺症とそのڱ

（注17）別表̓に定めるੑٸ৺࠹ߎے、ଔதまたは別表̔に定め
る؊ߗม、ຫੑਛ不全をいいます。

（注18）ਫ਼ਆの障害（別表15）をݪҼとしてࠃຽ年金法にもとづく障
害等ڃ２ڃ（別表14）に該当した場合（注11）を除きます。

第��条（։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ৽ੜ
ͱஅ֬定͞Εͨ߹の特定࣬පɾোɾॏհޢ保
険ྉࠐ໔除特則のऔѻ͍）

（	1	）	　被保険者が責任開始日（注１）からその日を含めて90日を経過
する日以前（注２）にѱੑ৽生（別表５）にጶױし、ҩࢣまたはࣃՊ
ҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定の日からその日
を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़があったとき
は、この特ଇの付加をແޮとします。

（	2	）	　被保険者が復活における責任開始日からその日を含めて90日
を経過する日以前（注３）にѱੑ৽生（別表５）にጶױし、ҩࢣまた
はࣃՊҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定の日から
その日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़（注４）
があったときは、その復活後の保険契約におけるこの特ଇの付加
をແޮとします。

（	3	）	　この保険契約に５疾病・障害・重度介護Ո計保障特約または重度
５疾病・障害・重度介護一時金特約が付加されているときは、本条
（1）または本条（2）の規定によるこの特ଇのແޮのਃग़は、５疾
病・障害・重度介護Ո計保障特約条項または重度５疾病・障害・重度
介護一時金特約条項に定める特約の責任開始日から90日を経過
する日以前にѱੑ৽生とஅ֬定された場合のその特約のແ
ޮのਃग़とあわせてߦうことをඞ要とします。

（	4	）	　ୈ45条（責任開始日から90日を経過する日以前にѱੑ৽生
とஅ֬定された場合の特定疾病保険料払込免除特ଇの取ѻい）
（2）、（3）、（5）およͼ（6）の規定は、本条（1）およͼ（2）の規定によ
るこの特ଇのແޮについて準用します。

（注1）	　復活における責任開始日を除きます。
（注2）	　責任開始日（注１）前を含みます。
（注3）	　その復活に関して、保険契約がޮྗをࣦった日から復活におけ

る責任開始日までの期間を含みます。
（注4）	　保険期間が満了する場合は、保険期間が満了する前に当会社

にਃしग़ることをඞ要とします。
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別ද１ ٻॻྨ

（	1	）　保険金、保険料払込免除の求ॻྨ

項　 ఏ ग़ ॻ ྨ

1
・保険金の一時支払

・保険金の月払給付（ୈ１ճの給付金）
・保険金のす͑ஔ支払

アɽ死亡保険金
（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　当会社所定の༷式によるҩࢣの死亡証໌ॻ（ただし、事࣮֬ೝがՄ能な場合には、ҩࢣの死亡

அॻまたは死体ݕҊॻをもってこれに͑ることができます。）
（	3	）　被保険者の死亡事࣮がࡌهされたॅຽථ（ただし、事࣮֬ೝがඞ要な場合はށ੶౽（ঞ）本）
（	4	）　死亡保険金受取ਓのށ੶౽（ঞ）本
（	5	）　死亡保険金受取ਓのҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	6	）
（	7	）　保険証券

イɽ高度障害保険金
（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　当会社所定の༷式によるҩࢣ（被保険者がҩࢣの場合には、被保険者以֎のҩࢣ）のஅॻ
（	3	）　被保険者のॅຽථ（ただし、受取ਓと同一の場合は不要。また、事࣮֬ೝがඞ要な場合はށ੶౽

（ঞ）本）
（	4	）　高度障害保険金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本とҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	5	）
（	6	）　保険証券

2
保険金の月払給付

（ୈ２ճ以後の給付金または給付金の
ະ支払のݱՁの一時支払）

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　保険金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本
（	3	）　保険金の受取ਓのҹؑ証໌ॻ
（	4	）　月払給付証ॻ

3 保険料払込みの免除

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　不慮の事故であることを証するॻ （ྨ不慮の事故による所定の身体障害の状態に該当したことに

より保険料払込みの免除を求する場合に限ります。）
（	3	）　当会社所定の༷式によるҩࢣ（被保険者がҩࢣの場合には、被保険者以֎のҩࢣ）のஅॻ
（	4	）　被保険者がࠃຽ年金法に基づく所定の状態に該当していることを通するॻ ຽ年金法に基ࠃྨ）

づく所定の状態に該当したことにより保険料払込みの免除を求する場合に限ります。）
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	5	）
（	6	）　保険証券

（注）　当会社は、上ه以֎のॻྨのఏग़を求め、または上هのఏग़ॻྨの一部のলུをೝめることがあります。

（	2	）　その他の求ॻྨ

項　 ఏ ग़ ॻ ྨ

1 保険契約の復活 （	1	）　当会社所定の復活求ॻ
（	2	）　被保険者についての当会社所定のࠂॻ

2 解約およͼ解約返戻金
（	1	）　当会社所定の解約返戻金求ॻ
（	2	）　保険契約者のҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	3	）
（	4	）　保険証券

3 基準給付金月額の減額
（	1	）　当会社所定の保険契約内༰มߋ求ॻ
（	2	）　保険契約者のҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	3	）
（	4	）　保険証券

4 死亡保険金受取ਓのมߋ
（Ҩݴによるมߋを含みます。）

（	1	）　当会社所定の໊ٛมߋ求ॻ
（	2	）　保険契約者のҹؑ証໌ॻ（Ҩݴによるมߋの場合は、Ҩݴॻ（ࣸ））
（	3	）　保険証券

5 保険契約者のมߋ
（	1	）　当会社所定の໊ٛมߋ求ॻ
（	2	）　มߋ前の保険契約者のҹؑ証໌ॻ
（	3	）　保険証券

6 保険金等の受取ਓによる
保険契約のଘ続の通

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　保険契約者およͼ求者である保険金等の受取ਓのҹؑ証໌ॻ
者等に支払うべき金額の支払いを証するॻྨݖ࠴　（	3	）

（注）	　当会社は、上ه以֎のॻྨのఏग़を求め、または上هのఏग़ॻྨの一部のলུをೝめることがあります。また、１の求については、当会社の指
定したҩࢣに被保険者のஅをߦわせることがあります。
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別ද２ ରͱͳるෆྀのނࣄ

　ରとなる不慮の事故とは、ܹٸかつൃۮతな֎དྷの事故とします（ٸ ۮܹ・ ・ൃ֎དྷの定ٛは表１によるものとし、備ߟに事故を例示します。）。ただし、
表２の事故は除֎します。

表1　ٸ ۮܹ・ ・ൃ֎དྷの定ٛ

用　ޠ 定　ٛ

1ɽܹٸ 事故から傷害のൃ生までの経過がతで、時間త間ִのないことをいいます。（ຫੑ、復ੑ、࣋続ੑのڧいものは該当しません。）

２ɽൃۮ 事故のൃ生または事故による傷害のൃ生が被保険者にとって༧ݟできないことをいいます。（被保険者の故ҙにもとづくものは該当
しません。）

３ɽ֎དྷ 事故が被保険者の身体の֎部から࡞用することをいいます。（身体の内部తݪҼによるものは該当しません。）

備ܹٸ　ߟかつൃۮతな֎དྷの事故の例

該　当　例 ඇ　該　当　例

次のような事故は、表１の定ٛをすべて満たす場合は、ܹٸかつൃۮతな
֎དྷの事故に該当します。
・交通事故
・不慮のసམ・స
・不慮のనਫ
・ଉ

次のような事故は、表１の定ٛのいずれかを満たさないため、ܹٸかつۮ
ൃతな֎དྷの事故に該当しません。
・高ࢁ病・ਲいにおけるݪҼ
・ٌ ծ
・過度のӡಈ
・૽ Ի
・ॲܐ

表2　除֎する事故

項　 除　֎　す　る　事　故

1ɽ	疾病のൃ症等におけるܰඍ
な֎Ҽ

疾病または体࣭తな要Ҽを༗する者がܰඍな֎Ҽによりൃ症しまたはその症状がѱԽした場合における、そのܰඍ
な֎Ҽとなった事故

2ɽ	疾病のஅ・治療上の事故 疾病のஅまたは治療をతとしたҩ療ߦҝ、ҩༀ等の用およͼॲஔにおける事故

3ɽ	疾病による障害の状態にあ
る者のޡᅞʻٵޡҾʼ等

疾病によるٵݺ障害、ઁ ৯・ᅞ下障害またはਫ਼ਆਆ経障害の状態にある者のң内༰のޡᅞʻٵޡҾʼもしくはؾಓ
ด࠹を生じた৯その他の体のޡᅞʻٵޡҾ （̓ᅅు、৯その他の体のඓまたはޱからの৵入によるଉ
を含みます。）

4ɽ	ؾ条件による過度の高Թ （。Ҽとなったものをいいますݪத症（日射病・射病）の）条件による過度の高Թにさらされる事故ؾ

5ɽ	৮ൽෘԌ、৯தಟなͲの
Ҽとなった事故ݪ

次の症状のݪҼとなった事故
（	1	）　ચࡎ、༉ࢷおよͼάϦーε、༹ その他のԽֶ࣭による৮ൽෘԌࡎ
（	2	）　֎用ༀまたはༀ৮によるアϨϧΪー、ൽෘԌなͲ
またはウイϧεੑの৯தಟならͼにアϨϧΪーੑ、৯事ੑまたはதಟੑのңԌおよͼେԌੑەࡉ　（	3	）
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別ද３ ରͱͳるߴোঢ়ଶ

　ରとなる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。

ରとなる高度障害状態 備　ߟ

1 にࣦっٱを全くӬྗࢹの؟྆
たもの

。についてଌ定しますྗࢹずつ、きΐうਖ਼؟表により、１ྗࢹࢼ式ࠃのଌ定は、ສྗࢹ　（	1	）
。込のない場合をいいますݟが0.02以下になってճ復のྗࢹ、とは「にࣦったものٱを全くӬྗࢹ」　（	2	）
。をࣦったものとはみなしませんྗࢹ障害はྗࢹᛐ下ਨによる؟さくおよͼڱࢹ　（	3	）

2 能をػまたはそしΌくのޠݴ
全くӬٱにࣦったもの

。とは、次の３つの場合をいいます「にࣦったものٱ能を全くӬػのޠݴ」　（	1	）
Ի、こう಄Իの４छのうち、３छ以上のൃԻが不能となり、そ֖ޱ、ઉԻࣃ、৶Իޱ、能障害でػߏԻޠ　①
のճ復のݟ込がない場合
②　ޠݴதのଛ傷によるࣦޠ症で、Իޠݴによるҙࢤのૄ通が不Մ能となり、そのճ復のݟ込がな
い場合
③　ଳ全部のてきग़によりൃԻが不能な場合

（	2	）　「そしΌくのػ能を全くӬٱにࣦったもの」とは、ྲྀ ಈ৯以֎のものはઁ取できない状態で、そのճ復のݟ
込のない場合をいいます。

3
தਆ経ܥ・ਫ਼ਆまたはڳෲ
部ଁثにஶしい障害をし、
ऴ身ৗに介護をඞ要とするも
の

「ৗに介護をඞ要とするもの」とは、৯のઁ取、ഉศ・ഉ・その後始、およͼҥண・ډى・าߦ・入ཋのいず
れもがࣗではできず、ৗに他ਓの介護をඞ要とする状態をいいます。

4
྆上ࢶとも、手関અ以上で
ࣦったかまたはその用を全く
Ӭٱにࣦったもの

ň上・下ࢶの用を全くӬٱにࣦったものŉとは、全にそのӡಈػ能をࣦったもので次のいずれかの場合をいいます。
①　上・下ࢶの全ӡಈຑͻでճ復のݟ込みのない場合
②　上・下ࢶにおいてそれͧれ３େ関અ（上ࢶにおいてはݞ関અ、ͻじ関અおよͼ手関અ、下ࢶにおいてはまた
関અ、ͻ͟関અおよͼ関અ）の全ڧで、ճ復のݟ込のない場合

5
྆下ࢶとも、関અ以上で
ࣦったかまたはその用を全く
Ӭٱにࣦったもの

6
１上ࢶを手関અ以上でࣦい、
かつ、１下ࢶを関અ以上で
ࣦったかまたはその用を全く
Ӭٱにࣦったもの

7
１上ࢶの用を全くӬٱにࣦ
い、かつ、１下ࢶを関અ以上
でࣦったもの
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別ද４ ରͱͳるମোのঢ়ଶ

　ରとなる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。

ରとなる身体障害状態 備　ߟ

1 にࣦっٱを全くӬྗࢹの؟１
たもの

。についてଌ定しますྗࢹずつ、きΐうਖ਼؟表により、１ྗࢹࢼ式ࠃのଌ定は、ສྗࢹ　（	1	）
。込のない場合をいいますݟが0.02以下になってճ復のྗࢹ、とは「にࣦったものٱを全くӬྗࢹ」　（	2	）
。をࣦったものとはみなしませんྗࢹ障害はྗࢹᛐ下ਨによる؟さくおよͼڱࢹ　（	3	）

2 ྆ࣖのௌྗを全くӬٱにࣦっ
たもの

（	1	）　ௌྗのଌ定は、日本業規֨に準ڌしたオーδオϝーλでߦいます。
（	2	）　「ௌྗを全くӬٱにࣦったもの」とは、प500・1000ŋ2000ϔϧπにおけるௌྗϨϕϧをそれͧれ̰・

・̱̲σγϕϧとしたとき、
　　１�４（̰ ＋２̱ ＋̲ ）
　　のが90σγϕϧ以上（ࣖ介にしてもେޠをཧ解し͑ないもの）でճ復のݟ込のない場合をいいます。

3
பにஶしいܗحまたはஶし
いӡಈ障害をӬٱにすも
の

（	1	）　「பのஶしいܗح」とは、பのܗحが通ৗのҥをண用しても֎部からݟて໌らかにわかる程度以上
のものをいいます。

（	2	）　「பのஶしいӡಈ障害」とは、次のいずれかの場合をいいます。
①　ᰍにおける全ڧの場合
、ࠨ以下における前後۶ڳ　② ӈ۶およͼࠨӈճટの３छのӡಈのうち、２छ以上のӡಈが生ཧతൣғの
２の１以下に੍限された場合

4
１上ࢶを手関અ以上でࣦった
かまたは１上ࢶの用もしくは１
上ࢶの３େ関અதの２関અの
用を全くӬٱにࣦったもの

（	1	）　「上・下ࢶの用を全くӬٱにࣦったものŉとは、全にそのӡಈػ能をࣦったもので次のいずれかの場合を
いいます。
①　上・下ࢶの全ӡಈຑͻでճ復のݟ込みのない場合
②　上・下ࢶにおいてそれͧれ３େ関અ（上ࢶにおいてはݞ関અ、ͻじ関અおよͼ手関અ、下ࢶにおいてはま
た関અ、ͻ͟関અおよͼ関અ）の全ڧで、ճ復のݟ込のない場合

（	2	）　「関અの用を全くӬٱにࣦったもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。
①　関અの全ڧでճ復のݟ込のない場合
②　ਓ骨಄もしくはਓ関અをそう入ஔした場合

5
１下ࢶを関અ以上でࣦった
かまたは１下ࢶの用もしくは１
下ࢶの３େ関અதの２関અの
用を全くӬٱにࣦったもの

6
１手の５手指をࣦったかまた
はୈ１指（指）およͼୈ２指
（示指）を含んで４手指をࣦっ
たもの

「手指をࣦったもの」とは、ୈ１指（指）においては指અ間関અ、その他の手指はۙ位指અ間関અ以上をࣦったも
のをいいます。

7 10手指の用を全くӬٱに
ࣦったもの

「手指の用を全くӬٱにࣦったもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。
①　手指のઅの２の１以上をࣦった場合
②　手指のத手指અ関અもしくはۙ位指અ間関અ（ୈ１指（指）においては指અ間関અ）のӡಈൣғが生ཧత
ӡಈൣғの２の１以下でճ復のݟ込のない場合

8 10指をࣦったもの 「指をࣦったもの」とは、指全部をࣦったものをいいます。
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別ද５ ରͱͳるѱੑ৽ੜ

1ɽ	　ରとなるѱੑ৽生とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表にࡌهのものとし、ྨ項の内༰については、
ް生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によるものとします。

　ྨ　項　 基本ྨίーυ

ͼҺ಄のѱੑ৽生ʻजᙾʼٴߢޱ、৶ޱ
ফԽثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
のѱੑ৽生ʻजᙾʼث内ଁߢڳͼٴثٵݺ
骨ٴͼ関અೈ骨のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ൽෘのࠇ৭जٴͼその他のൽෘのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
தൽٴͼೈ部৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ೕのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ঁੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
உੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ਛ࿏のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
の部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼܥͼその他のதਆ経ٴ、؟
ͼその他の内ൻથのѱੑ৽生ʻजᙾʼٴ状થߕ
部位不໌֬、続ൃ部位ٴͼ部位不໌のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ、ൃݪとࡌهされたຢはਪ定されたもの
ಠཱした（ੑൃݪ）ଟ部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ਅਖ਼݂૿ٿ加症ʻଟ݂症ʼ
骨髄ҟܗ症ީ܈
Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のੑ状不ৄຢは不໌のその他の৽生ʻजᙾ （̓%47）のうち、
・ຫੑ骨髄૿৩ੑ疾ױ
・本態 （ੑग़݂ੑ）݂ খ൘݂症
・骨髄線ҡ症
・ຫੑੑٿࢎന݂病	<૿ٿࢎ加症ީ܈>

$00～$14
$15～$26
$30～$39
$40～$41
$43～$44
$45～$49
$50

$51～$58
$60～$63
$64～$68
$69～$72
$73～$75
$76～$80
$81～$96
$97
%45
%46

%47.1
%47.3
%47.4
%47.5

（注）	　ରとなるѱੑ৽生には、「上ൽ内৽生」は含まれません。

2ɽ	　前１ɽにおいて「ѱੑ৽生」とは、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「ࠃ際疾病ྨ	जᙾ （ֶ/$$म）ୈ３൛（2012年改ਖ਼൛）」により、৽生のੑ
状を表すୈ５ܻ ίーυとして次のίーυ൪߸が付されたものであることをඞ要とします。

৽生のੑ状を表すୈ5ܻίーυ

ίーυ൪߸

ʗ3
ʗ6

ʗ9

ѱੑ、ൃݪ部位
ѱੑ、	సҠ部位	

ѱੑ、続ൃ部位
ѱੑ、ൃݪ部位ຢはసҠ部位の別不ৄ

別ද̒ ରͱͳる৺࣬ױɺ݂ױ࣬

　ରとなる৺疾ױ、݂疾ױとは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表にࡌهのものとし、ྨ項の内༰につい
ては、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によるものとします。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

1ɽ৺疾ױ
ຫੑϦウϚνੑ৺疾ױ
ױ৺疾ੑ݂ڏ
ഏੑ৺疾ٴױͼഏ॥疾ױ
その他のܕの৺疾ױ

*05～*09
*20～*25
*26～*28
*30～*52

2ɽ݂疾ױ 一過ੑٴ࡞ൃ݂ڏͼ関࿈症ީ܈
݂疾ױ

(45
*60～*69
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別ද̓ ରͱͳるੑٸ৺࠹ߎےɺଔத

　ରとなるੑٸ৺࠹ߎے、ଔதとは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表にࡌهのものとし、ྨ項の内༰につ
いては、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によるものとします。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

1ɽੑٸ৺࠹ߎے
、のうち（25*～20*）ױ৺疾ੑ݂ڏ
࠹ߎے৺ੑٸ・
࠹ߎے৺ੑൃ࠶・

*21
*22

2ɽଔத
݂疾（69*～60*）ױのうち、
・くもບ下ग़݂
・内ग़݂
・࠹ߎ

*60
*61
*63

別ද� ରͱͳる؊ߗมɺຫੑਛෆશ

	　ରとなる؊ߗม、ຫੑਛ不全とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表にࡌهのものとし、ྨ項の内༰につい
ては、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によるものとします。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

1ɽ؊ߗม

アϧίーϧੑ؊疾（70,）ױのうち、
・アϧίーϧੑ؊ߗม
؊線ҡ症ٴͼ؊ߗม（,74）のうち、
มߗ؊ोੑੑൃݪ・
・続ൃੑोੑ؊ߗม
・ोੑ؊ߗม、ৄ 不໌ࡉ
・その他ٴͼৄࡉ不໌の؊ߗม

,70.3

,74.3
,74.4
,74.5
,74.6

2ɽຫੑਛ不全
ਛ不全（/17～/19）のうち、
・ຫੑਛଁ病、εςーδ４
・ຫੑਛଁ病、εςーδ５

/18.4
/18.5
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別ද� ରͱͳるखज़

　ରとなる手術とは、次の１ɽまたは２ɽのいずれかに該当する手術であって、病院または療所（注１）においてߦわれるものをいいます。
1ɽ	　別表11に定めるެతҩ療保険੍度に基づくҩՊ療ใु表（注２）（注３）により手術料の算定ରとしてྻڍされている手術
2ɽ	　別表12に定めるઌਐҩ療に該当する療ߦҝのうち、ث۩を用い、生体にஅ、ఠ除等のૢ࡞を加͑る手術（注４）

（注1）	　「病院または療所」とは、次の（1）または（2）のいずれかに該当したものとします。
（	1	）　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院または療所。ただし、介護保険法に定める介護療ཆܕҩ療ࢪઃを除きます。また、同法に定める介護

ҩ療院は含まれません。
（	2	）　前（1）の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ

（注2）	　「ҩՊ療ใु表」とは、手術を受けた時において、ް 生࿑ಇলࠂ示にもとづき定められているҩՊ療ใु表をいいます。
（注3）	　ެతҩ療保険੍度（別表11）に基づくࣃՊ療ใु表（注５）により手術料の算定ରとしてྻڍされている手術のうち、ެ తҩ療保険੍度

（別表11）に基づくҩՊ療ใु表（注２）においても手術料の算定ରとしてྻڍされているものを含みます。
（注4）	　அ、ࠪݕ等をのతとした療ߦҝならͼに注射、ణ、全身తༀࡎ༩、ہ所తༀࡎ༩、放射線র射およͼԹ療法による療ߦҝ

を除きます。
（注5）	　「ࣃՊ療ใु表」とは、手術を受けた時において、ް 生࿑ಇলࠂ示にもとづき定められているࣃՊ療ใु表をいいます。

別ද�� ରͱͳるೖӃ

　ରとなる入院とは、ҩࢣ（注１）による治療がඞ要であり、かつ、ࣗ 等（注２）での治療がࠔなため、病院または療所（注３）に入り、ৗにҩࢣ（注１）の
ཧ下において治療にઐ೦することをいいます。

（注1）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合は、被保険者以֎の日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいいま
す。

（注2）	　ਓࢱ法に定める༗料ਓϗーϜおよͼਓࢪࢱઃならͼに介護保険法に定める介護保険ࢪઃ等を含みます。
（注3）	　「病院または療所」とは、次の（1）または（2）のいずれかに該当したものとします。

（	1	）　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院またはױ者が入院するためのࢪઃを༗する療所。ただし、介護保険法に定める介護療ཆܕҩ療ࢪઃ
を除きます。また、同法に定める介護ҩ療院は含まれません。

（	2	）　前（1）の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ

別ද�� ެతҩྍ保険੍

　「ެతҩ療保険੍度」とは、次のいずれかの法に基づくҩ療保険੍度をいいます。
1ɽ	　健康保険法
2ɽ	　ࠃຽ健康保険法
3ɽ	　ࠃՈެһڞ済合法
4ɽ	　方ެһ等ڞ済合法
5ɽ	　ڭߍֶཱࢲ৬һڞ済法
6ɽ	　ધһ保険法
7ɽ	　高ྸ者のҩ療の֬保に関する法

別ද�� ઌਐҩྍ

　「ઌਐҩ療」とは、別表11の法に定められるධՁ療ཆのうち、ް 生࿑ಇେਉが定めるઌਐҩ療（ઌਐҩ療͝とにް生࿑ಇେਉが定めるࢪઃ基準に適
合する病院または療所（注）においてߦわれるものに限ります。）をいいます。ただし、療ཆを受けた日ࡏݱ、別表11の法に定める療ཆの給付に関する
規定において給付ରとなっている療ཆ等、ް 生࿑ಇେਉが定めるઌਐҩ療でなくなっているものは除きます。

（注）	 　「病院または療所」とは、次の（1）または（2）のいずれかに該当したものとします。
（	1	）　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院または療所。ただし、介護保険法に定める介護療ཆܕҩ療ࢪઃを除きます。また、同法に定める介護

ҩ療院は含まれません。
（	2	）　前（1）の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ
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別ද�� बۀෆঢ়ଶ

　「就業不能状態」とは、次の１ɽまたは２ɽのいずれかの状態をいいます。ただし、死亡したときおよͼ就業不能状態ののݪҼとなった疾病（注１）が治༊
したとき（注２）は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
1ɽ	　疾病（注１）の治療をతとして（注３）、病院または療所（注４）において別表10に定める入院している状態。
2ɽ	　疾病（注１）により、ҩࢣ（注５）の指示を受けてࣗ等（注̒ ）で治療にઐ೦しており、৬छをわず、すべての業にै事できない状態。

（注1）	　別表̓ に定めるੑٸ৺࠹ߎے、ଔதまたは別表̔ に定める؊ߗม、ຫੑਛ不全をいいます。
（注2）	　就業不能状態ののݪҼとなった疾病（注１）を治療したことにより、その症状がݻ定しまたは疾病（注１）がೝめられない状態となった場合を含

みます。
（注3）	　治療ॲஔをわないਓ間υοクࠪݕのための入院、入院治療をඞ要としない介護を主たるతとする入院等は、「治療をతとした入院」には該

当しません。
（注4）	　「病院または療所」とは、次の（1）または（2）のいずれかに該当したものとします。

（	1	）　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院またはױ者が入院するためのࢪઃを༗する療所。ただし、介護保険法に定める介護療ཆܕҩ療ࢪઃ
を除きます。また、同法に定める介護ҩ療院は含まれません。

（	2	）　前（1）の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ
（注5）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合は、被保険者以֎の日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいいま

す。
（注6）	　ਓࢱ法に定める༗料ਓϗーϜおよͼਓࢪࢱઃならͼに介護保険法に定める介護保険ࢪઃ等を含みます。

別ද�� োڃ１ڃ·ͨ２ڃ

　「障害等ڃ１ڃまたは２ڃ」とは、ฏ30年４月１日におけるࠃຽ年金法（ত34年４月16日法ୈ141߸）ୈ30条ୈ２項およͼࠃຽ年金法ߦࢪ （ྩত
34年５月25日ྩୈ184߸）ୈ４条の̒ 別表に定める障害等ڃ１ڃまたは２ڃをいいます。

別ද�� ਫ਼ਆのো

　「ਫ਼ਆの障害」とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表にࡌهのものとし、ྨ項の内༰については、ް 生࿑ಇল
େਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によるものとします。

　ྨ　項　 基本ྨίーυ

症状ੑを含むੑ࣭ثਫ਼ਆ障害
ਫ਼ਆ࡞用࣭用によるਫ਼ਆٴͼߦಈの障害（ただし、ༀґଘを除きます。）

౷合ࣦௐ症、౷合ࣦௐ症ܕ障害ٴͼໝੑ障害
<感>障害ؾ
ਆ経症ੑ障害、ετϨε関࿈障害ٴͼ身体表ੑݱ障害
生ཧత障害ٴͼ身体త要Ҽに関࿈したߦಈ症ީ܈
ਓのਓ֨ٴͼߦಈの障害
త障害ʻਫ਼ਆʼ
৺ཧతൃୡの障害
খࣇʻࣇಐʼ期ٴͼ੨年期に通ৗൃ症するߦಈٴͼॹの障害
不໌のਫ਼ਆ障害ࡉৄ

'00～'09
'10～'19

（ただし、'11.2、'12.2、'13.2、'14.2、'15.2、
'16.2、'18.2、'19.2	を除きます。）

'20～'29
'30～'39
'40～'48
'50～'59
'60～'69
'70～'79
'80～'89
'90～'98
'99
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別ද�� ରͱͳるੜ׆োঢ়ଶ

１ɽ　ରとなる生活障害状態とは、下表のいずれかに該当し、かつ、ճ復のݟ込のない状態をいいます。

ରとなる
生活障害状態 備 ߟ

1 のが0.08以下のྗࢹの؟྆
もの

。についてଌ定しますྗࢹずつ、きΐうਖ਼؟表により、１ྗࢹࢼ式ࠃのଌ定は、ສྗࢹ　（	1	）
྆、とは「のྗࢹの؟྆」　（	2	） 。を別ʑにଌ定したを合算したものをいいますྗࢹのそれͧれの؟
。障害は含みませんྗࢹᛐ下ਨによる؟さくおよͼڱࢹ　（	3	）

2 ྆ࣖのௌྗϨϕϧが90σγϕ
ϧ以上のもの

（	1	）　ௌྗのଌ定は、日本業規֨に準ڌしたオーδオϝーλでߦいます。
（	2	）　ௌྗϨϕϧのσγϕϧは、प500・1000・2000ϔϧπにおけるௌྗϨϕϧをそれͧれ̰ ・̱・̲σ

γϕϧとしたとき、1�4（̰ ＋２̱ ＋̲ ）のをいいます。

3 ฏػߧ能にஶしい障害を༗す
るもの

「ฏػߧ能にஶしい障害を༗するもの」とは、ࢶ࢛体װに࣭ثతҟৗがない場合に、ด؟でى ・ཱཱ 位保࣋が不
能または開؟で線をาߦதに10ϝɻ τϧ以内にసあるいはஶしくよΖめいてาߦをதஅせ͟るをಘない
程度のものをいいます。

4 そしΌく・ᅞ下のػ能をܽくも
の

「そしΌく・ᅞ下のػ能をܽくもの」とは、ྲྀ ಈ৯以֎はઁ取できないもの、経ޱతに৯をઁ取することができ
ないものまたは経ޱతに৯をઁ取することがۃめてࠔなものをいいます。

5 Իまたはػޠݴ能にஶしい
障害を༗するもの

（	1	）　「Իまたはػޠݴ能にஶしい障害を༗するもの」とは、ൃ Իに関わるػ能をࣦするか、すことฉ
いてཧ解することのͲちらかまたは྆方がほとんͲできないため、日ৗ会が୭ともཱしない程度のも
のをいいます。

ൃ、した結Ռࢪ಄全ఠग़手術を　（	2	） Իに関わるػ能をࣦした場合は、「Իまたはػޠݴ能にஶしい障
害を༗するもの」とします。

6 一上ࢶのػ能にஶしい障害を
༗するもの

「上ࢶのػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、上ࢶの３େ関અ（ݞ関અ・ͻじ関અおよͼ手関અ）தいずれか２関
અ以上の関અが、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
①　不ྑࢶ位でڧしているもの
②　関અの他ಈՄಈҬが、健ଆの他ಈՄಈҬの２の１以下に੍限され、かつ、ྗےが減以下のもの
がஶ減またはফࣦしているものྗے　③

7
྆上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ
２指（示指）もしくはୈ３指（த
指）をܽくものまたは一上ࢶの
すべての指をܽくもの

「上ࢶの指をܽくもの」とは、基અ骨の基部からܽき、その༗ޮが̌ のものをいいます。
また、「上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ２指（示指）もしくはୈ３指（த指）をܽくもの」とは、ඞず上ࢶのୈ１指（指）
をܽき、それに加͑て、上ࢶのୈ２指（示指）またはୈ３指（த指）をܽくものをいいます。

8

྆上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ
２指（示指）もしくはୈ３指（த
指）のػ能にஶしい障害を༗す
るものまたは一上ࢶのすべて
の指のػ能にஶしい障害を༗
するもの

「上ࢶの指のػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、上ࢶの指のஶしいมܗ、ຑᙺによる高度のྗ、関અの不
等により、指があってもそれがないのとほとんͲ同程度ॖ߆位ࢶ、ᚄࠟによる指のຒまたは不ྑڧ位ࢶྑ
のػ能障害があるものをいいます。
また、「上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ２指（示指）もしくはୈ３指（த指）のػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、
上ࢶのୈ１指（指）のػ能にஶしい障害を༗し、それに加͑て、上ࢶのୈ２指（示指）またはୈ３指（த指）のػ能
にஶしい障害を༗し、そのため指間にをはさむことはできても、一指を他指にରཱさせてをつまむことがで
きない程度の障害があるものをいいます。

9 一下ࢶのػ能にஶしい障害を
༗するもの

「下ࢶのػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、下ࢶの３େ関અ（また関અ、ͻ͟関અおよͼ関અ）தいずれか２
関અ以上の関અが、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
①　不ྑࢶ位でڧしているもの
②　関અの他ಈՄಈҬが、健ଆの他ಈՄಈҬの２の１以下に੍限され、かつ、ྗےが減以下のもの
がஶ減またはফࣦしているものྗے　③

10 ྆下ࢶのすべての指をܽくも
の 「下ࢶの指をܽくもの」とは、த指અ関અからܽくものをいいます。

11 一下ࢶを関અ以上でܽくも
の 「下ࢶを関અ以上でܽくもの」とは、γϣύーϧ関અ以上でܽくものをいいます。

12
体װのػ能にาくことができ
ない程度またはそれ以上の程
度の障害を༗するもの

「体װのػ能にาくことができない程度またはそれ以上の程度の障害を༗するもの」とは、次のいずれかに該当
するものをいいます。
①	　ࣨ内においては、দ༿、その他のิॿ用۩をඞ要とせず、ཱىҠಈがՄ能であるが、֎ではこれら
のิॿ用۩のॿけをかりるඞ要がある程度のもの
あ、࠲ਖ਼、ֻࠊ　② ら͙、ԣすわりのいずれもができず、࠲っていることができない程度のもの
③	　թ位または࠱位からࣗྗのみでཱち上がれず、他ਓ、ப、、その他のثの介護またはิॿによりはじめ
てཱち上がることができる程度のもの
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13

身体のػ能の障害または期
にわたる҆੩をඞ要とする病
状であって、日ৗ生活がஶしい
੍限を受けるか、もしくは日ৗ
生活にஶしい੍限を加͑ること
をඞ要とする程度またはそれ
以上の程度のもの

（	1	）　「日ৗ生活がஶしい੍限を受けるか、もしくは日ৗ生活にஶしい੍限を加͑ることをඞ要とする程度また
はそれ以上の程度の身体のػ能の障害」とは、次のいずれかに該当する程度またはそれ以上の程度のも
のをいいます。
①	　求৺ੑࢹࡥڱまたはྠ状҉があるものについて、次のいずれかに該当するもの（؟ᛐ下ਨによ
るࢹ障害は含みません。）
ア.　ᶗ�２のࢹඪで྆؟のࢹがそれͧれ５度以内におさまるもの
イ.	　྆؟のࢹがそれͧれᶗ�４のࢹඪでத৺10度以内におさまるもので、かつ、ᶗ�２のࢹඪでத৺10
度以内の̔ 方のଘࢹの֯度の合計が56度以下のもの

②　྆ࣖのௌྗϨϕϧが80σγϕϧ以上で、かつ、ޠྑ࠷Ի໌ྎ度が30％以下のもの
③	　྆上ࢶまたは྆下ࢶのػ能に૬当程度の障害をすもの。「上ࢶまたは下ࢶのػ能に૬当程度の障
害をすもの」とは、上ࢶまたは下ࢶの３େ関અதそれͧれ１関અの他ಈՄಈҬが、ਖ਼ৗՄಈҬの２の
１以下に੍限され、かつ、ྗےが減しているものまたはそれと同程度のものをいいます。
④	　一上ࢶおよͼ一下ࢶのػ能に૬当程度の障害をすもの。「一上ࢶおよͼ一下ࢶのػ能に૬当程度
の障害をすもの」とは、一上ࢶおよͼ一下ࢶのൣғにわたる障害であって、日ৗ生活におけるಈ࡞
のଟくが一ਓで全くできない場合または日ৗ生活におけるಈ࡞のほとんͲが一ਓでできるがඇৗに不
ࣗ由な場合の状態をいいます。
ғにわたる障害であっൣのࢶ࢛、とは「すもの能障害をػにࢶ࢛」。すもの能障害をػにࢶ࢛　	⑤
て、日ৗ生活におけるಈ࡞の一部が一ਓで全くできない場合またはほとんͲが一ਓでできても不
ࣗ由な場合の状態をいいます。
ᶈ	　பのػ能障害により、日ৗ生活におけるಈ࡞が一ਓでできるがඇৗに不ࣗ由な場合またはこれに
ۙいもの

（	2	）　「日ৗ生活がஶしい੍限を受けるか、もしくは日ৗ生活にஶしい੍限を加͑ることをඞ要とする程度また
はそれ以上の程度の病状」とは、次の①または②のいずれかに該当する程度のものをいいます。
①	　ඞずしも他ਓのॿけをआりるඞ要はないが、日ৗ生活はۃめてࠔで、࿑ಇにより収入をಘることが
できない程度のもの
②	　他ਓの介ॿを受けなけれほとんͲࣗの用をหずることができない程度のもの
また、次の③～ᶊのいずれかの状態に該当した場合は、「日ৗ生活がஶしい੍限を受けるか、もしくは日
ৗ生活にஶしい੍限を加͑ることをඞ要とする程度またはそれ以上の程度の病状」にあるものとしま
す。

③　৺ଁҠ২を受けたもの
④　ਓ৺ଁをணしたもの
⑤　$35（৺ଁ࠶同期ҩ療ثػ）または$35�%（除ࡉಈػث能付き৺ଁ࠶同期ҩ療ثػ）をணしたもの
ᶈ　Ӭ続తなਓಁੳ療法ߦࢪதのもの
ᶉ　ਓᡗをӬٱతにઃし、かつ、৽ᡦをӬٱతにઃしたものまたは࿏มߋ術をࢪしたもの
ᶊ	　ਓᡗをӬٱతにઃし、かつ、全ഉ障害（カςーςϧཹஔまたはࣗݾಋのৗ時ߦࢪをඞ要
とする）状態にあるもの

（	3	）　前（1）①において、ࢹのଌ定は、ΰーϧυϚϯࢹ計およͼࣗಈࢹ計またはこれらに準ずるものに
よります。ΰーϧυϚϯࢹ計による場合、த৺ࢹについてはᶗ�２のࢹඪを用い、पลࢹについては	
ᶗ�４のࢹඪを用います。

（	4	）　前（1）②において、ޠԻ໌ྎ度は、次の算式により算ग़し、ޠԻ໌ྎ度の࠷も高いをޠྑ࠷Ի໌ྎ度
とします。
（％）100×（ޠࠪݕԻʗޠਖ਼）＝Ի໌ྎ度ޠ　
また、ޠԻ໌ྎ度のଌ定に用するޠԻௌྗ表は、「57͂ 式ޠ表」または「67͂ 式ޠ表」とします。

14
ਫ਼ਆの障害であって、日ৗ生活
の用をหずることを不能ならし
める程度のもの

「ਫ਼ਆの障害であって、日ৗ生活の用をหずることを不能ならしめる程度のもの」とは、次のいずれかに該当す
る程度のものをいいます。
①	　౷合ࣦௐ症によるものにあっては、高度のҨ状態または高度の病状があるため高度のਓ֨มԽ、ࢥ
がஶ໌なため、ৗ時のԉॿがඞ要なものݧ等のҟৗ体֮ݬ・障害、その他もうߟ
障害の病૬期ߟࢥಈの障害およͼ高度のߦ・、ҙཉؾ（感）障害によるものにあっては、高度のؾ　	②
があり、かつ、これが࣋続したり、ͻんͺんに܁り返したりするため、ৗ時のԉॿがඞ要なもの
③	　症状ੑを含むੑ࣭ثਫ਼ਆ障害によるものにあっては、高度のೝ障害、高度のਓ֨มԽ、その他の高度
のਫ਼ਆਆ経症状がஶ໌なため、ৗ時のԉॿがඞ要なもの
④	　てんかんによるものにあっては、े な治療にかかわらず、てんかんੑのҙࣝ障害をఄし、状گにそ͙わ
ないߦҝを示すൃ࡞またはҙࣝ障害の༗ແをわず、సするൃ࡞が月に１ճ以上あり、かつ、ৗ時のԉ
ॿがඞ要なもの

２ɽ	　前１.に͛ܝるもののほか、身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害（別表15）が重ෳする場合、次のいずれかに該当するとೝめられるとき
は、生活障害状態に該当するものとします。
（1）	　身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害（別表15）が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ１ڃ（別表14）に૬当する障害

を༗すること。
（2）	　身体のػ能の障害または病状（ਫ਼ਆの障害（別表15）を除きます。）が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ２ڃ（別表14）に૬当す

る障害を༗すること。
３ɽ	　前２.の規定にかかわらず、重ෳする身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害（別表15）の一部が保険料払込みの免除の免責事由（注）により
生じたときは、その免責事由（注）により生じた身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害（別表15）を除いて、前２.の規定を適用するものとしま
す。

（注）　ୈ48条（特定疾病・障害・重度介護保険料払込免除特ଇ）（1）②ア.～エ.に定める事由をいいます。
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別ද�� ཁհޢঢ়ଶ

　「要介護状態」とは、次の１ɽまたは２ɽのいずれかの状態をいいます。
1ɽ	　ৗ時৸たきり状態で、下表の（1）に該当し、かつ、下表の（2）～（5）のうち２項以上に該当して他ਓの介護をඞ要とする状態（注１）
2ɽ	　ੑ࣭ثೝ症（注２）とஅ֬定され、ҙࣝ障害（注３）のない状態においてݟ当ࣝ障害（注４）があり、かつ、他ਓの介護をඞ要とする状態

（	1	）　ϕουपลのาߦがࣗではできない。
（	2	）　ҥのணがࣗではできない。
（	3	）　入ཋがࣗではできない。
（	4	）　৯のઁ取がࣗではできない。
（	5	）　େখศのഉᔔ後の১き取り始がࣗではできない。

（注1）	　上（1）هから（5）までの֤項について、それͧれ下هイɽまたはウɽに該当した場合に「ࣗではできない」とみなします。
（	1	）　ϕουपลのาߦ

アɽ　・۩等を用すれ、ࣗ でできる
イɽ　・۩等を用しても、介ॿがなけれࠔ
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない

（	2	）　ҥのண
アɽ　ҥをすれ、ࣗ でできる
イɽ　ҥをしても、介ॿがなけれࠔ
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない

（	3	）　入ཋ
アɽ　ཋ૧等をすれ、ࣗ でできる
イɽ　ཋ૧等をしても、介ॿがなけれࠔ
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない

（	4	）　৯のઁ取
アɽ　৯ث・৯等をすれ、ࣗ でできる
イɽ　৯ث・৯等をしても、介ॿがなけれࠔ
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない

（	5	）　େখศのഉᔔ後の১き取り始
アɽ　特別のث۩を用すれ、ࣗ でできる
イɽ　特別のث۩を用しても、介ॿがなけれࠔ
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない
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（注2）	　「ੑ࣭ثೝ症」とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に基づくް生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要
*$%�10（2013年൛）準ڌ」にࡌهされたྨ項த、次の基本ྨίーυに規定される内༰によるものをいい、「ੑ࣭ثೝ症とஅ֬定されてい
る」とは、次の（1）、（2）のすべてに該当する「ੑ࣭ثೝ症」であることを、ҩࢣ（注５）によりஅ֬定された場合をいいます。
（	1	）　内に後ఱతにおこった࣭ثతな病มあるいはଛ傷（注̒ ）を༗すること。
（	2	）　ਖ਼ৗにख़したが、前（1）による࣭ثత障害（注̒ ）によりഁյされたために、一度֫ಘされた能が࣋続తかつ全ൠతに下したもので

あること。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

ೝ症ੑ࣭ث

アϧπϋイϚーʻ"M[IFJNFS̓ 病のೝ症
݂ੑೝ症
ϐοク̒ 1JDL̓ 病のೝ症
クϩイπϑΣϧτ・Ϡίϒʻ$SFVU[GFMEU�+BLPC̓ 病のೝ症
ϋϯνϯτϯ )̒VOUJOHUPO̓ 病のೝ症
ύーキϯιϯ 1̒BSLJOTPO̓ 病のೝ症
ώτ免Ӹ不全ウイϧεʦ)*7ʧ病のೝ症
他にྨされるその他の໌示された疾ױのೝ症
不໌のೝ症ࡉৄ
せんໝ、ೝ症に重なったもの

'00
'01
'02.0
'02.1
'02.2
'02.3
'02.4
'02.8
'03
'05.1

（˞）	　2013年൛以後のް生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要」において、上ه疾病以֎に該当する疾病
がある場合には、その疾病も含むものとします。

（注3）	　「ҙࣝ障害」とは、次のようなものをいいます。
	 　通ৗ、ରをೝし、पғに注ҙを払い、֎からのܹをత֬にうけとって応することのできる状態をҙࣝがはっきりしているといいますが、こ

のҙࣝが障害された状態をҙࣝ障害といいます。
	 　ҙࣝ障害は、通ৗେきくわけてҙࣝࠞとҙࣝม༰とにわけられます。

（	1	）　「ҙࣝࠞ」とは、ҙࣝがಶっている状態で、その障害の程度により、ܰ 度の場合、（うとうとしているが、ܹにより֮੧する状態）、த度
の場合ࠚ、 （֮੧させることはできないが、かなりڧいܹには、一時తに応する状態）、高度の場合ࠚ、 ਭ（ਫ਼ਆ活ಈはఀࢭし、全てのܹ
に応ੑをࣦった状態）にわけられます。

（	2	）　「ҙࣝม༰」とは、特घなҙࣝ障害であり、これにはアϝϯνア（ҙࣝࠞはܰいが、応は支໓྾で、ࣗ でもࠔした状態）、せんໝ（ൺֱ
త高度のҙࣝࠞʵҙࣝの程度はಈ༳しすい にɻ加͑て、ࡨ ฃ等を示す状態）およͼもうΖう状態（ҙࣝࠞのڵ、をい不҆、不Ժ֮ݬ֮・
程度はܰいが、ҙࣝのൣғがڱまり、֎քを全ൠతにѲすることができない状態）等があります。

（注4）	　「ݟ当ࣝ障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

（	1	）　時間のݟ当ࣝ障害ɿقઅまたはே・ਅன・のいずれかのೝࣝができない。
（	2	）　場所のݟ当ࣝ障害ɿॅࠓんでいるࣗのՈまたはࠓいる場所のೝࣝができない。
（	3	）　ਓのݟ当ࣝ障害ɿ日ࠒしているपғのਓのೝࣝができない。

（注5）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合は、被保険者以֎の日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいいま
す。

（注6）	　「࣭ثతな病มあるいはଛ傷」、「࣭ثత障害」とは、֤ छの病Ҽまたは傷害によってҾきىこされた৫ֶతにೝめられる病มあるいはଛ傷、障
害のことをいいます。
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ߟࢀ 保険ֹۚのํࢉܭ๏

保険金額は、基準給付金月額に下هのをじた金額とします。（1000ԁະ満のについては、100ԁの位をり上͛て1000ԁ୯位）

Ո計保障定期保険（ແ解約返戻金ܕ）普通保険約款	ୈ̓ 条（保険金の月払給付）（5）の規定により、給付金のະ支払のݱՁを一時に支払う場合も、同
༷に計算した金額をお支払いします。


̌）ଘ期間を年と月 か月から１１か月まで）にけ、その年と月に応じたとします。

月
年 0 1 2 3 4 5
0 1.0085 2.0156 3.0213 4.0254 5.0282
1 12.0068 12.9980 13.9877 14.9761 15.9630 16.9485
2 23.8071 24.7812 25.7540 26.7253 27.6952 28.6638
3 35.4044 36.3618 37.3178 38.2724 39.2257 40.1776
4 46.8023 47.7432 48.6828 49.6210 50.5578 51.4933
5 58.0041 58.9289 59.8523 60.7743 61.6951 62.6145
6 69.0133 69.9221 70.8296 71.7359 72.6408 73.5444
7 79.8331 80.7263 81.6182 82.5089 83.3982 84.2863
8 90.4669 91.3447 92.2213 93.0966 93.9706 94.8434
9 100.9177 101.7804 102.6419 103.5022 104.3612 105.2190
10 111.1888 112.0367 112.8834 113.7289 114.5731 115.4161
11 121.2833 122.1166 122.9487 123.7796 124.6093 125.4379
12 131.2041 132.0231 132.8409 133.6575 134.4730 135.2872
13 140.9543 141.7592 142.5630 143.3655 144.1670 144.9672
14 150.5368 151.3279 152.1178 152.9066 153.6942 154.4807
15 159.9545 160.7320 161.5083 162.2835 163.0576 163.8306
16 169.2102 169.9743 170.7373 171.4992 172.2600 173.0197
17 178.3068 179.0577 179.8076 180.5564 181.3041 182.0507
18 187.2469 187.9849 188.7219 189.4578 190.1926 190.9264
19 196.0332 196.7585 197.4828 198.2061 198.9283 199.6494
20 204.6684 205.3813 206.0931 206.8039 207.5137 208.2224
21 213.1551 213.8557 214.5553 215.2539 215.9514 216.6480
22 221.4958 222.1844 222.8719 223.5585 224.2441 224.9287
23 229.6931 230.3698 231.0456 231.7203 232.3941 233.0669
24 237.7494 238.4145 239.0786 239.7417 240.4039 241.0652
25 245.6671 246.3208 246.9735 247.6252 248.2760 248.9259
26 253.4487 254.0911 254.7325 255.3731 256.0127 256.6514
27 261.0964 261.7278 262.3582 262.9877 263.6163 264.2440
28 268.6126 269.2331 269.8527 270.4714 271.0892 271.7061
29 275.9995 276.6093 277.2183 277.8263 278.4335 279.0398
30 283.2594 283.8587 284.4572 285.0548 285.6515 286.2474
31 290.3944 290.9834 291.5716 292.1589 292.7454 293.3310
32 297.4067 297.9856 298.5636 299.1408 299.7172 300.2928
33 304.2984 304.8673 305.4354 306.0027 306.5692 307.1348
34 311.0715 311.6307 312.1890 312.7465 313.3033 313.8592
35 317.7282 318.2777 318.8265 319.3744 319.9215 320.4679
36 324.2704 324.8104 325.3497 325.8883 326.4260 326.9630
37 330.7000 331.2308 331.7608 332.2901 332.8186 333.3463
38 337.0191 337.5408 338.0617 338.5818 339.1012 339.6199
39 343.2295 343.7422 344.2541 344.7653 345.2758 345.7855
40 349.3331 349.8369 350.3401 350.8425 351.3442 351.8451
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月
年 6 7 8 9 10 11
0 6.0294 7.0293 8.0276 9.0246 10.0201 11.0142
1 17.9325 18.9152 19.8964 20.8762 21.8545 22.8315
2 29.6309 30.5966 31.5610 32.5239 33.4855 34.4456
3 41.1281 42.0772 43.0249 43.9713 44.9163 45.8600
4 52.4275 53.3603 54.2917 55.2218 56.1506 57.0780
5 63.5326 64.4493 65.3648 66.2789 67.1917 68.1031
6 74.4467 75.3477 76.2473 77.1457 78.0428 78.9386
7 85.1730 86.0585 86.9427 87.8257 88.7073 89.5877
8 95.7149 96.5852 97.4542 98.3220 99.1885 100.0537
9 106.0755 106.9308 107.7849 108.6377 109.4893 110.3397
10 116.2579 117.0985 117.9379 118.7760 119.6130 120.4487
11 126.2652 127.0913 127.9163 128.7400 129.5625 130.3839
12 136.1003 136.9123 137.7230 138.5326 139.3410 140.1482
13 145.7663 146.5643 147.3611 148.1567 148.9512 149.7446
14 155.2661 156.0503 156.8334 157.6154 158.3962 159.1759
15 164.6025 165.3732 166.1428 166.9113 167.6788 168.4451
16 173.7782 174.5357 175.2921 176.0474 176.8016 177.5548
17 182.7962 183.5407 184.2841 185.0264 185.7676 186.5078
18 191.6591 192.3907 193.1213 193.8509 194.5794 195.3068
19 200.3695 201.0886 201.8066 202.5236 203.2396 203.9545
20 208.9302 209.6369 210.3425 211.0472 211.7509 212.4535
21 217.3436 218.0381 218.7317 219.4242 220.1157 220.8063
22 225.6122 226.2949 226.9765 227.6571 228.3368 229.0154
23 233.7387 234.4096 235.0795 235.7484 236.4164 237.0834
24 241.7254 242.3848 243.0431 243.7006 244.3570 245.0126
25 249.5748 250.2228 250.8698 251.5159 252.1611 252.8054
26 257.2891 257.9260 258.5619 259.1969 259.8310 260.4642
27 264.8708 265.4967 266.1217 266.7458 267.3689 267.9912
28 272.3221 272.9372 273.5514 274.1648 274.7772 275.3888
29 279.6452 280.2497 280.8534 281.4562 282.0581 282.6592
30 286.8424 287.4365 288.0298 288.6222 289.2138 289.8045
31 293.9157 294.4997 295.0828 295.6650 296.2464 296.8270
32 300.8675 301.4414 302.0144 302.5866 303.1580 303.7286
33 307.6996 308.2637 308.8269 309.3892 309.9508 310.5116
34 314.4143 314.9686 315.5221 316.0748 316.6268 317.1779
35 321.0135 321.5582 322.1022 322.6455 323.1879 323.7295
36 327.4991 328.0346 328.5692 329.1031 329.6361 330.1685
37 333.8733 334.3995 334.9249 335.4496 335.9735 336.4967
38 340.1378 340.6549 341.1713 341.6870 342.2019 342.7161
39 346.2945 346.8028 347.3103 347.8171 348.3231 348.8285
40 352.3454 352.8449 353.3437 353.8418 354.3391 354.8358
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月
年 0 1 2 3 4 5
41 355.3317 355.8269 356.3214 356.8151 357.3082 357.8005
42 361.2271 361.7138 362.1998 362.6851 363.1696 363.6535
43 367.0211 367.4995 367.9771 368.4540 368.9303 369.4058
44 372.7155 373.1856 373.6550 374.1238 374.5918 375.0592
45 378.3120 378.7740 379.2353 379.6960 380.1560 380.6153
46 383.8122 384.2662 384.7196 385.1724 385.6245 386.0759
47 389.2178 389.6640 390.1096 390.5546 390.9989 391.4426
48 394.5304 394.9690 395.4069 395.8442 396.2809 396.7169
49 399.7517 400.1827 400.6131 401.0429 401.4720 401.9006
50 404.8831 405.3067 405.7297 406.1521 406.5739 406.9951
51 409.9263 410.3426 410.7584 411.1735 411.5880 412.0020
52 414.8828 415.2919 415.7005 416.1085 416.5159 416.9227
53 419.7540 420.1561 420.5577 420.9586 421.3590 421.7588
54 424.5414 424.9366 425.3313 425.7253 426.1189 426.5118
55 429.2465 429.6349 430.0228 430.4101 430.7968 431.1830
56 433.8707 434.2524 434.6336 435.0142 435.3943 435.7739
57 438.4153 438.7905 439.1651 439.5392 439.9128 440.2858
58 442.8818 443.2505 443.6187 443.9864 444.3535 444.7201
59 447.2715 447.6338 447.9957 448.3570 448.7178 449.0781
60 451.5856 451.9418 452.2974 452.6525 453.0071 453.3612
61 455.8256 456.1756 456.5251 456.8741 457.2226 457.5706
62 459.9926 460.3366 460.6801 461.0231 461.3656 461.7077
63 464.0880 464.4261 464.7637 465.1008 465.4374 465.7735
64 468.1129 468.4452 468.7770 469.1083 469.4391 469.7695
65 472.0686 472.3952 472.7213 473.0469 473.3720 473.6967
66 475.9563 476.2772 476.5977 476.9177 477.2373 477.5564
67 479.7771 480.0925 480.4075 480.7220 481.0360 481.3496
68 483.5322 483.8422 484.1517 484.4608 484.7695 485.0777
69 487.2227 487.5274 487.8316 488.1354 488.4387 488.7416
70 490.8497
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月
年 6 7 8 9 10 11
41 358.2922 358.7831 359.2733 359.7628 360.2516 360.7397
42 364.1367 364.6192 365.1010 365.5820 366.0624 366.5421
43 369.8807 370.3549 370.8284 371.3012 371.7733 372.2448
44 375.5259 375.9919 376.4573 376.9220 377.3860 377.8493
45 381.0740 381.5320 381.9894 382.4461 382.9021 383.3575
46 386.5267 386.9768 387.4263 387.8752 388.3233 388.7709
47 391.8856 392.3280 392.7698 393.2109 393.6513 394.0912
48 397.1523 397.5871 398.0213 398.4548 398.8877 399.3200
49 402.3285 402.7558 403.1825 403.6086 404.0340 404.4589
50 407.4156 407.8356 408.2550 408.6737 409.0918 409.5094
51 412.4153 412.8280 413.2402 413.6517 414.0626 414.4730
52 417.3289 417.7346 418.1396 418.5441 418.9480 419.3513
53 422.1581 422.5567 422.9548 423.3523 423.7493 424.1456
54 426.9042 427.2960 427.6872 428.0779 428.4680 428.8575
55 431.5686 431.9537 432.3382 432.7221 433.1055 433.4884
56 436.1529 436.5313 436.9092 437.2865 437.6633 438.0396
57 440.6582 441.0302 441.4016 441.7724 442.1428 442.5125
58 445.0861 445.4517 445.8167 446.1812 446.5451 446.9085
59 449.4379 449.7971 450.1559 450.5141 450.8718 451.2289
60 453.7148 454.0679 454.4204 454.7725 455.1240 455.4750
61 457.9181 458.2651 458.6116 458.9576 459.3031 459.6481
62 462.0492 462.3902 462.7307 463.0708 463.4103 463.7494
63 466.1092 466.4443 466.7790 467.1132 467.4469 467.7802
64 470.0993 470.4287 470.7577 471.0861 471.4141 471.7416
65 474.0209 474.3446 474.6679 474.9907 475.3130 475.6349
66 477.8750 478.1931 478.5109 478.8281 479.1449 479.4612
67 481.6628 481.9755 482.2877 482.5995 482.9109 483.2217
68 485.3855 485.6928 485.9996 486.3061 486.6121 486.9176
69 489.0441 489.3461 489.6477 489.9489 490.2496 490.5499



災害割増特約条項  目次

災害割増特約条項
（2020年3月2日改定）

（この特約の概要）
この特約は、被保険者が不慮の事故または感染症によって、死亡また

は所定の高度障害状態になった場合に、災害死亡保険金または災害高
度障害保険金を支払うことを主な内容とするものです。

第  1 条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）
この特約において支払う保険金は、次のとおりです。

　①　災害死亡保険金

第 1 条　災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払
第 2 条　 災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払に関する

補則
第 3 条　 災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、支払時

期および支払場所
第 4 条　特約保険料の払込免除
第 5 条　特約の締結
第 6 条　特約の責任開始期
第 7 条　 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払

込み
第 8 条　猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い
第 9 条　特約の失効
第10条　特約の復活
第11条　告知義務および告知義務違反
第12条　重大事由による解除
第13条　特約の解約
第14条　特約の返戻金
第15条　特約の消滅とみなす場合
第16条　災害死亡保険金額の減額
第17条　 特約の復旧

第18条　特約の更新
第19条　特約の契約者配当
第20条　 主契約の内容変更に伴う特約の取扱い
第21条　 契約内容の登録
第22条　 主約款の規定の準用
第23条　 この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関する

特則
第24条　 定期保険に付加した場合の特則
第25条　 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配

当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年ごと利
差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配
当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合の特則

第26条　 ５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の
特則

第27条　 養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加
した場合の特則

第28条　 家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解約
返戻金型）に付加した場合の特則

支払額 災害死亡保険金額

受取人 主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の死
亡保険金受取人（主契約の死亡保険金受取人以外
の者には変更することはできません。）

保険金を支払
う場合（以下

「支払事由」と
いいます。）

この特約の保険期間中に被保険者が次のいずれ
かに該当したとき。
ア. 　この特約の責任開始期(※１)以後に発生した

不慮の事故（別表２）による傷害を直接の原因と
して、その事故の日からその日を含めて180日
以内に死亡したとき。

イ. 　この特約の責任開始期(※１)以後に発病した
感染症(別表５)を直接の原因として死亡したと
き。

支払事由に該
当した場合で
あっても保険
金を支払わな
い場合（以下

「免責事由」と
いいます。）

次のいずれかにより上記の支払事由に該当したと
き。
ア. 　保険契約者または被保険者の故意または重

大な過失
イ. 　災害死亡保険金の受取人の故意または重大

な過失。ただし、その者がその一部の受取人で
あるときは、当会社は、その残額をその他の受
取人に支払います。

ウ.　被保険者の犯罪行為
エ.　被保険者の精神障害を原因とする事故
オ.　被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
カ. 　被保険者が法令に定める運転資格を持たな

いで運転している間に生じた事故
キ. 　被保険者が法令に定める酒気帯び運転また

はこれに相当する運転をしている間に生じた事
故

ク.　地震、噴火または津波
ケ.　戦争その他の変乱

　②　災害高度障害保険金

第 ２ 条（ 災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払に関する
補則）

（ 1 ） 　次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保
険者がこの特約の責任開始期(注１)前に発生した不慮の事故（別
表２）によって被った傷害または発病した感染症（別表５）（以下、
本(1)において「責任開始期前の傷害等」といいます。）を、この特
約の責任開始期(注１)以後に生じたものとみなして前条の規定

支払額 災害死亡保険金額と同額の災害高度障害保険金額

受取人 被保険者（保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度
障害保険金の受取人が保険契約者である場合には、
保険契約者）（被保険者または保険契約者以外の者に
は変更することができません。）

支払事由 この特約の保険期間中に被保険者が次のいずれかに
該当したとき。
ア. 　この特約の責任開始期(※１)以後に発生した不

慮の事故（別表２）による傷害を直接の原因として、
その事故の日からその日を含めて180日以内に
高度障害状態（別表３）に該当したとき(※２)。

イ. 　この特約の責任開始期(※１)以後に発病した感
染症(別表５)を直接の原因として、高度障害状態

（別表３）に該当したとき(※２)。

免責事由 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。
ア. 　保険契約者または被保険者の故意または重大

な過失
イ. 　被保険者の犯罪行為
ウ. 　被保険者の精神障害を原因とする事故
エ. 　被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
オ. 　被保険者が法令に定める運転資格を持たない

で運転している間に生じた事故
カ. 　被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ

れに相当する運転をしている間に生じた事故
キ.　地震、噴火または津波
ク.　戦争その他の変乱

（※１） 　復活または復旧の取扱いが行なわれた場合は、復活または復
旧における責任開始期とし、複数回復活または復旧の取扱いが
行なわれた場合は、最後の復活または復旧における責任開始期
とします。

（※２） 　この特約の責任開始期(※１)前に既に生じていた障害状態に
この特約の責任開始期(※１)以後の傷害または責任開始期（※１）
以後に発病した感染症(別表５)を原因とする障害状態が新たに加
わって高度障害状態（別表３）に該当したときも同様とします。
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第 ３ 条（ 災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、支払時
期および支払場所）

第 ４ 条（特約保険料の払込免除）

（ 1 ） 　災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が生
じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやかに当会社
に通知してください。

（ 2 ） 　災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が生
じたときは、その災害死亡保険金または災害高度障害保険金の
受取人は、当会社に、請求に必要な書類（別表１）を提出して、災
害死亡保険金または災害高度障害保険金を請求してください。

（ 3 ） 　主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）に定める
保険金支払の時期および場所に関する規定は、この特約による
災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払の場合に準
用します。

（ 1 ） 　主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された
場合には、同時にこの特約の保険料払込みを免除します。

（ 2 ） 　本条(1)のほか、次の①または②の場合にも主約款の保険料
払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払
込みを免除します。

 ①　主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払のとき。
 ② 　この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間と

が異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のとき。
（ 3 ） 　この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合には、本

第 ５ 条（特約の締結）
　保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の
承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。

第 ７ 条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）

第 ８ 条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）
　保険料払込みの猶予期間中に、この特約による災害死亡保険金また
は災害高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、当会社は、災害
死亡保険金または災害高度障害保険金から未払込保険料（注）を差し引
きます。

第  6 条（特約の責任開始期）

（ 1 ） 　この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険
期間の満了する日を限度とし、当会社所定の範囲内で定めます。

（ 2 ） 　この特約（特約保険料の払込方法（回数）が一時払の場合を除
きます。以下本条において同じ。）の保険料は、主契約の保険料と
ともに払い込むことを必要とします。保険料の前納または一括払
の場合も同様とします。

（ 3 ） 　本条(2)の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法（回
数）が一時払の場合には、この特約の保険料は、一括して前納す
ることを必要とします。

（ 4 ） 　この特約が保険料払込期間中に消滅したときまたはこの特約
の保険料の払込みが免除されたときのこの特約の未経過部分の
保険料（以下「未経過保険料」といいます。）の取扱いについては、
主約款の規定を準用します。ただし、主約款に未経過保険料の取
扱いに関する規定がない場合には、この特約の未経過保険料の
支払いはありません。

（ 5 ） 　本条(2)に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主
約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日（注1）
以後その日の属する月の末日までにこの特約による保険金の支
払事由が生じた場合には、当会社は、その支払うべき金額から、
未払込保険料（注2）を差し引きます。

（ 6 ） 　主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込ま
れない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの猶
予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。

（ 7 ） 　この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異
なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込
むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法（回数）
にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満了日
の属する月の末日までに一括して前納することを必要とします。

（ 8 ） 　本条(7)の場合には、主約款に定める保険料の払込み、前納お
よび猶予期間の規定を準用します。

（ 9 ） 　本条(7)に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特
約は、主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたもの
とします。

特約の付加と承諾の
時期

特約上の責任が開始される時
（責任開始期）

①
主契約締結の際、この特
約を主契約に付加する
場合

主契約の責任開始期と同一

②

主契約の契約日後、この
特約を主契約に付加す
る場合で、当会社が保険
契約者からの特約付加
の申込を承諾した場合

当会社所定の保険料および
精算額を当会社が受け取った
時または告知の時のいずれか
遅い時

（ 2 ） 　この特約に関する保険証券の交付については、主約款または
他の特約条項の規定によります。

（ 1 ） 　この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の責任が
開始される時（責任開始期）」からこの特約上の責任を負います。

を適用します。
 ① 　この特約の締結、復活または復旧の際、告知等により当会社

が責任開始期前の傷害等について知っていた場合、または過
失により知らなかった場合（責任開始期前の傷害等について、
保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、
当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。）

 ② 　この特約の締結、復活または復旧の際、責任開始期前の傷
害等について、保険媒介者(注２)が保険契約者または被保険
者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧
めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合

 ③ 　責任開始期前の傷害等について、次のア.およびイ.を満た
し、かつ、責任開始期(注１)前に、被保険者の身体に生じた症状
について保険契約者および被保険者の認識および自覚がな
かったことが明らかな場合

 　ア. 　責任開始期(注１)前に、被保険者が医師の診察を受けた
ことがない。

 　イ. 　責任開始期(注１)前に、被保険者が健康診断（定期健康診
断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・
早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診
をいいます。）による異常の指摘を受けたことがない。

（ 2 ） 　この特約が更新されない場合において、次の①～③のすべて
に該当する場合には、この特約の保険期間の満了時に高度障害
状態（別表３）に該当したものとみなして前条②の規定を適用し
ます。

 ① 　被保険者がこの特約の保険期間中(注３)に、回復の見込み
の有無を除いては高度障害状態（別表３）に該当したこと。

 ② 　この特約の保険期間の満了時にその回復の可能性が少し
でもあるか、あるいは回復の可能性の有無の判断ができない
場合において、満了後も引き続きその状態が継続したこと。

 ③ 　この特約の保険期間の満了後に、その回復の見込みがない
ことが明らかになって高度障害状態（別表３）に該当したこと。

（ 3 ） 　災害高度障害保険金を支払う前に災害死亡保険金の請求を
受け、災害死亡保険金が支払われるときは、当会社は、災害高度
障害保険金を支払いません。また、災害高度障害保険金を支払
った後に災害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、災害死
亡保険金を支払いません。

（ 4 ） 　被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により
死亡し、または高度障害状態（別表３）に該当した被保険者の数の
増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響
が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、災害死亡
保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、またはその
金額を削減して支払います。

（注１） 　復活または復旧の取扱いが行われた場合は、復活または復旧
における責任開始期とし、複数回復活または復旧の取扱いが行
われた場合は、最後の復活または復旧における責任開始期とし
ます。

（注２） 　当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者
をいいます。

（注3） 　不慮の事故（別表２）による傷害を直接の原因とする場合には、
その事故の日からその日を含めて180日以内であることを必要
とします。

（注1） 　月払契約の場合は月単位、半年払契約の場合は半年単位、年
払契約の場合は年単位の契約応当日とします。

（注2） 　主契約の保険料および主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

条(1)および(2)の規定は適用しません。

（ 注 ） 　主契約の保険料および主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。
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第 10 条（特約の復活）
（ 1 ） 　主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活

の請求があったものとします。
（ 2 ） 　当会社は、本条(1)の規定によって請求された特約の復活を承

諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復
活の取扱いをします。

第 11 条（告知義務および告知義務違反）
　この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義
務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規
定を準用します。

第 12 条（重大事由による解除）
（ 1 ） 　当会社は次の①～⑥のいずれかに定める事由が生じた場合に

は、この特約を将来に向って解除することができます。
 ① 　保険契約者、被保険者または災害死亡保険金の受取人がこ

の特約の災害死亡保険金(注１)を詐取する目的または他人に
詐取させる目的で事故招致（未遂を含みます。）をした場合

 ② 　保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料
払込免除をさせる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした
場合

 ③ 　この特約の災害死亡保険金(注１)の請求に関し、災害死亡
保険金(注１)の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった
場合

 ④ 　他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金
額等(注２)の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に
反する状態がもたらされるおそれがある場合

 ⑤ 　保険契約者、被保険者または災害死亡保険金(注１)の受取
人が、次のア.～オ.のいずれかに該当する場合

 　ア. 　暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経
過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいま
す。）に該当すると認められるとき。

 　イ. 　反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供
与するなどの関与をしていると認められるとき。

 　ウ. 　反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
 　エ. 　保険契約者または災害死亡保険金(注１)の受取人が法

人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、また
はその法人の経営に実質的に関与していると認められると
き。

 　オ. 　その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を
有していると認められるとき。

 ⑥ 　次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約
者、被保険者または災害死亡保険金(注１)の受取人に対する
信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前①～⑤に掲げ
る事由と同等の重大な事由がある場合

 　ア. 　主契約が重大事由によって解除されたとき。
 　イ. 　保険契約者、被保険者または災害死亡保険金(注１)の受

取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済
契約が重大事由により解除されたとき。

（ 2 ） 　災害死亡保険金(注１)の支払事由または保険料払込みの免除
事由が生じた後でも、当会社は、本条(1)の規定によってこの特
約を解除することができます。この場合には、本条(1)①～⑥に
定める事由の発生時以降に生じた支払事由による災害死亡保険
金(注１)および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり
取り扱います。

 ① 　災害死亡保険金(注１)(注３)は支払いません。また、既に災
害死亡保険金(注１)(注３)を支払っていたときは、災害死亡保
険金(注１)(注３)の返還を請求します。

 ② 　保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込
みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったも
のとします。

（ 3 ） 　本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、そ
の旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその
住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって
保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者また
は災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金の受取人に通知
します。

（ 4 ） 　本条の規定によってこの特約を解除したときは、当会社は、解
約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支
払います。

（ 5 ） 　本条(4)の規定にかかわらず、本条(1)⑤の規定によって保険

第 1５ 条（特約の消滅とみなす場合）
　次の①または②の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
　①　主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
　②　主契約が延長定期保険または払済保険に変更されたとき。

第 1７ 条（特約の復旧）
（ 1 ） 　延長定期保険または払済保険に変更された主契約について

元の保険契約への復旧の請求があった場合には、第15条（特約
の消滅とみなす場合）②の規定によって消滅したこの特約も同
時に復旧の請求があったものとします。

（ 2 ） 　当会社が本条(1)の規定によって請求された復旧を承諾した
場合には、主約款の復旧の規定を準用して、この特約の復旧の
取扱いをします。

第 1８ 条（特約の更新）
（ 1 ） 　この特約の保険期間が満了する場合、この特約は、保険期間

の満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日
とします。ただし、保険契約者がその満了日の２か月前までにこ
の特約を継続しない旨を当会社に通知した場合には更新しませ
ん。

（ 2 ） 　本条(1)の規定にかかわらず、次の①～③のいずれかに該当す
る場合は、当会社は、本条(1)の更新を取り扱いません。

 ① 　この特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の
年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。

 ② 　この特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間
の満了日を超えているとき。

第 1６ 条（災害死亡保険金額の減額）
（ 1 ） 　保険契約者は、災害死亡保険金額を減額することができます。

ただし、減額後のその災害死亡保険金額は、当会社の定める範
囲内であることを必要とします。

（ 2 ） 　本条(1)の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場合
には、減額分は、解約されたものとして取り扱います。

（注１） 　災害高度障害保険金を含みます。
（注２） 　保険種類および保険金の名称がいかなる場合であっても他の

保険契約の保険金等を含みます。
（注3） 　本条(1)⑤のみに該当した場合で、本条(1)⑤ア.～オ.に該当し

た者が災害死亡保険金の受取人のみであり、かつ、その災害死
亡保険金の受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であると
きは、災害死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき災害
死亡保険金をいいます。

第 13 条（特約の解約）
　保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することがで
きます。

第 1４ 条（特約の返戻金）
（ 1 ） 　この特約が解約または解除されたときは、当会社は、当会社

の定めた方法で計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻しま
す。ただし、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者
貸付があるときは、この特約の解約返戻金をそれらの元利金の
返済にあてます。

（ 2 ） 　この特約が次条①の規定によって消滅したときは、本条(1)と
同様に取り扱います。ただし、主約款の規定によって主契約の責
任準備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金を主約款
の規定に準じて払い戻します。

（ 3 ） 　本条(2)の規定にかかわらず、主約款の規定によって主契約の
保険金を支払う場合（注）には、この特約の責任準備金その他の
返戻金の払戻はありません。

（ 4 ） 　この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせ
て保険証券に例示します。

（ 5 ） 　主約款の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の
解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加えません。

（ 注 ） 　主契約の保険金支払の免責事由に該当した場合で、主契約の
保険金が支払われず、主契約の責任準備金の払戻がないときを
含みます。

第  ９ 条（特約の失効）
　主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力
を失います。

契約を解除した場合で、災害死亡保険金の一部の受取人に対し
て本条(2)①の規定を適用し災害死亡保険金を支払わないとき
は、保険契約のうち支払われない災害死亡保険金に対応する部
分については本条(4)の規定を適用し、その部分の解約返戻金と
同額の返戻金を保険契約者に支払います。
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 ③ 　主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払のとき。
（ 3 ） 　更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期

間と同一とします。ただし、次の①または②のいずれかに該当す
る場合は、更新後のこの特約の保険期間を当会社所定の保険期
間に変更することがあります。

 ① 　更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被
保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。

 ② 　更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料
払込期間の満了日を超えるとき。

（ 4 ） 　本条(3)のほか、この特約は、当会社の定める取扱方法により、
保険期間を変更して更新することがあります。

（ 5 ） 　更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一としま
す。

（ 6 ） 　更新されたこの特約の保険期間は更新日からその日を含めて
計算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の
被保険者の年齢によって計算します。

（ 7 ） 　更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、主契約の保
険料の払込方法（回数）(注)と同一とし、更新後のこの特約の第１
回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険
料とともに払い込むことを必要とします。この場合、主契約の保
険料の払込方法（回数）に応じた保険料払込みの猶予期間の規
定によるほか第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保
険料の払込み）(6)の規定を準用します。

（ 8 ） 　更新後のこの特約の第１回保険料および同時に払い込むべき
主契約の保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、主約
款に定める保険料の振替貸付の規定を準用します。

（ 9 ） 　更新後のこの特約の第１回保険料および同時に払い込むべき
主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の
満了する日までに次の①～③のいずれかに該当した場合には、第
７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）
(5)および第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱
い）の規定を準用します。

 ① 　この特約の災害死亡保険金または災害高度障害保険金の
支払事由が生じたとき。

 ②　主契約の保険料払込みの免除事由が生じたとき。
 ③ 　主契約に付加されている特約の保険金または給付金の支

払事由が生じたとき。
（10） 　本条(7)～(9)の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間

の満了日の翌日に更新する場合には、次の①および②のとおりと
します。

 ① 　主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべき
この特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法（回数）にか
かわらず年払保険料とし、更新日の属する月の末日までに一括
して前納することを必要とします。この場合、主約款に定める
保険料の払込み、前納および猶予期間の規定ならびに本条
(9)の規定を準用します。

 ② 　更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前①に定めるこ
の特約の保険料が払い込まれなかったときは、この特約の更
新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険
期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。

（11） 　この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知
し、次の①および②によって取り扱います。

 ① 　更新後のこの特約には更新時の特約条項および保険料率
が適用されます。

 ② 　次の規定に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新
後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。

 　ア. 　第１条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）
 　イ. 　第２条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払に

関する補則）
 　ウ. 　第11条（告知義務および告知義務違反）

（12） 　この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合で、主契
約の保険料の払込みが免除されたときは、本条(1)の規定は適
用せず、次の①、②のとおり取り扱います。

 ① 　保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特
約の更新の請求を行なったときは、この特約の更新を取り扱
います。

 ② 　前①の場合、この特約の保険期間の満了日の翌日を更新日
とし、本条(2)～(4)、(6)および(11)の規定によるほか、次のと
おりとします。

 　ア. 　本条(5)、(7)および(8)の規定は適用せず、更新後のこの
特約の保険料の払込方法（回数）は一時払とし、更新日の属
する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場
合、主契約の保険料の払込方法（回数）に応じた保険料払込
みの猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、
保険料払込期間および保険料の払込み）(6)の規定を準用
します。

 　イ. 　更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新
日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死亡
保険金または災害高度障害保険金の支払事由が生じたと

きは、本条(9)の規定は適用せず、第７条（特約の保険期間、
保険料払込期間および保険料の払込み）(5)および第８条

（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定
を準用します。

 　ウ. 　主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場
合には、本条(10)および前ア．、イ．の規定を適用せず、次の
とおりとします。

 　　(ア) 　主契約の保険料払込期間の満了後において払い込
むべきこの特約の保険料は、一時払保険料とし、更新日
の属する月の末日までに払い込むことを必要とします。
この場合、主約款に定める年払契約の保険料の払込み
の猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、
保険料払込期間および保険料の払込み）(5)および第８条

（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規
定を準用します。

 　　(イ) 　更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前(ア)に
定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったときは、
この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前
のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅する
ものとします。

（13） 　更新時に当会社がこの特約の締結を取り扱っていないとき
は、当会社所定の特約により更新されることがあります。

（ 注 ） 　主契約が一時払保険部分と分割払保険部分から構成されてい
る場合は、分割払保険部分の保険料の払込方法（回数）とします。

第 1９ 条（特約の契約者配当）
　この特約に対しては、契約者配当はありません。

第20条（ 主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）
（ 1 ） 　主契約の保険金額を減額したとき(注１)に、減額後の主契約の

保険金額(注２)に対するこの特約の災害死亡保険金額の割合が、
当会社所定の限度を超えることとなるときは、その限度までこの
特約の災害死亡保険金額を減額します。

（ 2 ） 　本条(1)の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場合
には、減額分は、解約されたものとします。

（ 3 ） 　主契約の保険期間を短縮した場合、この特約の保険期間が、主
契約の保険期間の満了日を超えることとなるときは、主契約の保
険期間に合わせてこの特約の保険期間を変更します。ただし、変
更後のこの特約の保険期間が、当会社の定める保険期間に満た
ないときは、この特約は解約されたものとします。

（ 4 ） 　主契約の保険料払込期間を変更した場合、この特約の保険料
払込期間を変更することがあります。ただし、変更後のこの特約
の保険料払込期間が、当会社の定める保険料払込期間に満たな
いときは、この特約は解約されたものとします。

（ 5 ） 　本条(3)または(4)の規定により、この特約の保険期間または保
険料払込期間が変更された場合には、責任準備金(注３)の差額を
授受し、その後の特約保険料を改めます。この場合、主約款の規
定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、返
戻金をそれらの元利金の返済にあてます。

（ 6 ） 　主契約の保険期間を延長した場合、この特約の保険期間は延
長せず、そのまま有効に継続します。

（注１） 　主契約に平準定期保険特約、逓減定期保険特約、逓増定期保
険特約、生存給付金付定期保険特約、収入保障特約、家計保障
定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）
が付加されている場合には、それらの特約が消滅したときまたは
それらの特約保険金額、特約基本保険金額、特約基本年金月額
もしくは特約基準給付金月額が減額されたときを含みます。

（注２） 　主契約に付加されている他の特約の保険金額等（別表４）を含
みます。

（注3） 　主約款に未経過保険料の取扱いに関する規定があるときは、
この特約の未経過保険料を加えます。

第21条（契約内容の登録）
（ 1 ） 　当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事

項を一般社団法人生命保険協会（以下本条において「協会」とい
います。）に登録します。

 ① 　保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および
住所（市、区、郡までとします。）

 ②　災害死亡保険金の金額
 ③　契約日(注１)
 ④　当会社名

（ 2 ） 　本条(1)の登録の期間は、契約日(注１)から５年(注２)以内としま
す。

（ 3 ） 　協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連
合会（以下本条において「各生命保険会社等」といいます。）は、本
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条(1)の規定により登録された被保険者について、保険契約（注
３）の申込(注４)を受けたときまたは更新日において被保険者が
満15歳未満の場合に保険契約(注３)が更新されるときは、協会に
対して本条(1)の規定により登録された内容について照会するこ
とができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を
受けるものとします。

（ 4 ） 　各生命保険会社等は、本条(2)の登録の期間中に保険契約(注
３)の申込(注４)があった場合、本条(3)によって連絡された内容を
保険契約(注３)の承諾(注５)の判断の参考とすることができるも
のとします。

（ 5 ） 　各生命保険会社等は、契約日(注６)から５年(注２)以内に保険契
約(注３)について死亡保険金、災害死亡保険金または高度障害保
険金の請求を受けたときは、協会に対して本条(1)の規定により
登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金、災害死
亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすること
ができるものとします。

（ 6 ） 　各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾(注５)の判断また
は支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。

（ 7 ） 　協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容
を他に公開しないものとします。

（ 8 ） 　保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容に
ついて、当会社または協会に照会することができます。また、その
内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求
することができます。

（ 9 ） 　本条(3)～(5)および(注２)～(注６)中の下表「読替前」欄に記載
の字句は、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞ
れ「読替後」欄に記載の字句に読み替えます。

（注１） 　復活または復旧の取扱いが行なわれた場合は、復活または復
旧の日とし、複数回復活または復旧の取扱いが行われた場合に
は、最後の復活または復旧の日とします。また、主契約の契約日
後付加した場合は、この特約の付加の日とします。

（注２） 　契約日(注１)において被保険者が15歳未満の場合は、「５年」ま
たは「被保険者が満15歳に達する日までの期間」のうちいずれ
か長い期間とします。

（注3） 　死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいま
す。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含み
ます。

（注4） 　復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を
含みます。

（注5） 　復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を
含みます。

（注6） 　復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の取扱い
が行なわれた場合は、各々の復活、復旧、保険金額の増額または
特約中途付加の日とし、複数回各々の取扱いが行なわれた場合
には、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加
の日とします。

読替前 読替後

被保険者 被共済者

保険契約 共済契約

死亡保険金 死亡共済金

災害死亡保険金 災害死亡共済金

保険金額 共済金額

高度障害保険金 後遺障害共済金

第22条（ 主約款の規定の準用）
　この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第23条（ この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関する特則）
（ 1 ） 　次の①および②について主約款の規定を適用する場合には、

この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加えて取り扱
います。

 ①　保険料の振替貸付
 ②　延長定期保険または払済保険への変更

（ 2 ） 　本条(1)①の保険料の振替貸付は、主契約の保険料と、特約保
険料の払込方法（回数）が一時払を除くこの特約（更新後のこの
特約を含みます。）の保険料との合計額について行なうものとし
ます。

（ 3 ） 　第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込
み）(4)の規定により当会社が支払うべき未経過保険料があると
きは、次のとおり本条(1)の規定を適用します。

 ① 　本条(1)①の場合は、この特約の未経過保険料を主契約の

解約返戻金に加えて取り扱います。
 ② 　本条(1)②の場合は、第７条（特約の保険期間、保険料払込期

間および保険料の払込み）(4)の規定にかかわらず、当会社は
この特約の未経過保険料を支払わず、その金額を主契約の解
約返戻金に加えて取り扱います。

第24条（ 定期保険に付加した場合の特則）
　この特約を定期保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱
います。
　① 　この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同

一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定により
更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、
この特約は主契約と同時に更新されます。

　② 　更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の
更新の規定を準用します。

　　ア. 　更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間
と同一とします。

　　イ. 　更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、更新後の主
契約の保険料の払込方法（回数）と同一とします。

　　ウ. 　更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一としま
す。

　③ 　災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払に関する規定
の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続
されたものとして取り扱います。

　④ 　この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合で、主契約
の保険料の払込みが免除されたときは、前①の規定は適用せず、次
のとおり取り扱います。

　　ア. 　保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約
の更新の請求を行なったときは、主契約と同時にこの特約の更新
を取り扱います。

　　イ. 　前ア.の場合、前②イ．およびウ．の規定は適用せず、更新後のこ
の特約の保険料の払込方法（回数）は一時払とし、更新日の属す
る月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、主契
約の保険料の払込方法（回数）に応じた保険料払込みの猶予期間
の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間およ
び保険料の払込み）(6)の規定を準用します。

　　ウ. 　更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以
後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死亡保険金また
は災害高度障害保険金の支払事由が生じたときは、第７条（特約
の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）(5)および
第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定
を準用します。

第25条（ 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差
配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年ご
と利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと
利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した
場合の特則）

（ 1 ） 　この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと
利差配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年ごと利
差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低
解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①および
②のとおり取り扱います。

 ① 　この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に年金支払
移行特約または５年ごと利差配当付年金支払移行特約を付加
し、年金支払に移行したときは、次のとおりとします。

 　ア. 　主契約の全部について年金支払に移行した場合には、こ
の特約の保険期間は年金支払開始日の前日までとします。
この場合、この特約は年金支払開始日の前日に消滅したも
のとします。

 　イ. 　主契約の一部について年金支払に移行した場合、年金
支払に移行しない終身保険部分または総合終身保険部分
(注１)が解約その他の事由によって消滅したときは、第15条

（特約の消滅とみなす場合）の規定によるほか、この特約は
消滅します。

 　ウ. 　主契約の一部について年金支払に移行した場合、年金支
払に移行しない終身保険部分の保険金額または総合終身
保険部分(注１)の基本保険金額(注２)に対するこの特約の災
害死亡保険金額の割合が当会社所定の限度を超えることと
なるときは、その限度までこの特約の災害死亡保険金額を
減額します。

 ② 　この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に５年ごと
利差配当付介護保障移行特約を付加し、介護保障に移行した
ときは、前①中「年金支払」とあるのは「介護保障」と、「年金支払
開始日」とあるのは「５年ごと利差配当付介護保障移行特約の
締結日」と読み替えて前①ア.～ウ.の規定を適用します。
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第26条（ ５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則）

第27条（ 養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加し
た場合の特則）

　この特約を養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加した
場合には、次の①～③のとおり取り扱います。
　① 　この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同

一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定によ
り更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限
り、この特約は主契約と同時に更新されます。

　② 　更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の
更新の規定を準用します。

　　ア. 　更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間
と同一とします。

　　イ. 　更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、更新後の主
契約の保険料の払込方法（回数）と同一とします。

　　ウ. 　更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一としま
す。

　③ 　災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払に関する規定
の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継
続されたものとして取り扱います。

第28条（ 家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解約返
戻金型）に付加した場合の特則）

（ 1 ） 　この特約を家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解
約返戻金型）に付加した場合には、次の①および②のとおり取り
扱います。

 ① 　第20条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）(1)中「主
契約の保険金額を減額したとき」とあるのは「主契約の基準給
付金月額を減額したとき」と、「減額後の主契約の保険金額」と
あるのは「減額後の主契約の基準給付金月額をもとに計算し
た主契約の責任開始期の保険金額」と読み替えます。

 ② 　主契約の保険金支払事由が発生し、保険金の月払給付を行
なう場合、この特約はその保険金支払事由の発生時に消滅し
たものとみなします。

（ 2 ） 　本条(1)のほか、この特約を家計保障定期保険（無解約返戻金
型）に付加した場合で、その家計保障定期保険（無解約返戻金型）
に特定疾病保険料払込免除特則が付加されたときは、この特約

　この特約を５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、次
の①～⑨のとおり取り扱います。
　① 　この特約の保険期間は、第７条（特約の保険期間、保険料払込期

間および保険料の払込み）の規定にかかわらず、主契約の年金支払
開始日の前日を限度とします。

　② 　第１条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）①中「主た
る保険契約（以下「主契約」といいます。）の死亡保険金受取人」とあ
るのは「主契約の死亡給付金受取人」と、第１条（災害死亡保険金・災
害高度障害保険金の支払）②中「被保険者（保険契約者が法人で、
かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合
には、保険契約者）」とあるのは「被保険者（保険契約者が法人で、か
つ、主契約の年金受取人（年金の一部の受取人である場合を含みま
す。）および主契約の死亡給付金受取人（死亡給付金の一部の受取
人である場合を含みます。）が保険契約者であるときは、保険契約
者）」と読み替えます。

　③ 　災害高度障害保険金については、主約款に定める死亡給付金支
払方法の選択の規定を準用して、一時支払にかえて、当会社所定の
金額、期間等の範囲内で、すえ置支払または年金支払を選択するこ
とができます。

　④ 　第３条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、支払時期
および支払場所）(3)中「主契約の普通保険約款（以下「主約款」とい
います。）に定める保険金」とあるのは「主契約の普通保険約款（以下

「主約款」といいます。）に定める死亡給付金」と読み替えます。
　⑤ 　第20条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）(1)中「主契約の

保険金額」とあるのは「主契約の基本年金額」と読み替えます。
　⑥ 　主契約の年金支払開始日を繰り下げた場合、この特約の保険期

間は変更せず、そのまま有効に継続します。
　⑦ 　主契約の基本年金額が主契約の契約内容の変更により減額され

た場合、主契約の基本年金額に対するこの特約の保険金額の割合
が当会社所定の限度を超えることとなるときは、その限度まで特約
保険金額を減額します。この場合、第20条（主契約の内容変更に伴
う特約の取扱い）(1)の規定を準用して取り扱います。

　⑧ 　主約款の規定により主契約を払済保険に変更する場合、第23条
（この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関する特則）(1)お
よび(3)中「主契約の解約返戻金」とあるのは「主契約について当会
社の定めた方法で計算した金額」と読み替えます。

　⑨ 　災害高度障害保険金の請求に必要な書類については、主約款に
定める死亡給付金の請求に関する規定を準用します。

（注１） 　残存する死亡保障部分または総合終身保険の保障部分をい
います。

（注２） 　主契約に付加されている他の特約の保険金額等（別表４）を含
みます。

（ 2 ） 　本条(1)のほか、この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身
保険、５年ごと利差配当付総合終身保険または５年ごと利差配当
付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①お
よび②のとおり取り扱います。

 ① 　保険契約者が、主約款に定める保険料の払込完了の特則
により保険料の払込みを完了する場合には、次のとおりとしま
す。

 　ア. 　保険契約者は、当会社の定める取扱範囲により、この特約
の保険期間を変更することができます。この場合、責任準備
金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。

 　イ. 　この特約の更新日と保険料の払込完了日が同一の場合、
第18条（特約の更新）(2)および(3)中「主契約の保険料払込
期間の満了日」とあるのは「保険料の払込完了日の前日」と
読み替えて、第18条（特約の更新）(1)～(3)、(6)、(11)およ
び(13)の規定を適用します。

 　ウ. 　保険契約者は、保険料の払込完了日以後において払い込
むべきこの特約の保険料を、保険料の払込完了日の属する
月の末日までに一括して前納すること、または当会社所定
の金額を一時に払い込み、保険料の払込みを完了すること
を必要とします。一括して前納した場合には、保険料の払込
完了の特則適用前の主契約の保険料の払込方法（回数）に
応じて、主約款に定める保険料の払込み、前納および猶予期
間の規定を、払込みを完了した場合には、主約款に定める保
険料の払込完了の規定をそれぞれ準用します。

 　エ. 　前ウ．に規定する前納が行われなかった場合には、この特
約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約された
ものとします。

 ② 　第４条（特約保険料の払込免除）の規定によるほか、保険契
約者が主約款に定める保険料の払込完了の特則により保険料
の払込みを完了した場合、保険料の払込完了日以後も、主約款
の保険料払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の
保険料の払込みを免除します。

（ 3 ） 　本条(1)および(2)のほか、この特約を５年ごと利差配当付総合
終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保
険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。

 ① 　第４条（特約保険料の払込免除）および本条(2)②の規定に
かかわらず、この特約の保険料の払込免除については、主約款
の保険料払込みの免除に関する規定を準用します。

 ② 　第18条（特約の更新）(12)中「主契約の保険料の払込みが
免除されたときは」とあるのは「主契約の保険料の払込みが免
除されている期間中は」と読み替えます。

 ③ 　第20条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）(1)中「主
契約の保険金額を減額したとき」とあるのは「主契約の保険金
額等を減額したとき」と、「減額後の主契約の保険金額」とある
のは「減額後の主契約の基本保険金額」と読み替えます。

 ④ 　５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約が主契約に付加
して締結されている場合には、次のとおりとします。

 　ア. 　第１条（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）①
中「主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の死亡保
険金受取人」とあるのは「５年ごと利差配当付終身介護保障
移行特約の締結時の主契約の死亡保険金受取人」と、第１条

（災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払）②中「被保
険者（保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金
の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者）」とあ
るのは「被保険者（保険契約者が法人で、かつ、５年ごと利差
配当付終身介護保障移行特約の締結時の主契約の高度障
害保険金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約
者）」と読み替えます。

 　イ. 　第14条（特約の返戻金）(3)中「主約款の規定によって主
契約の保険金を支払う場合」とあるのは「被保険者が死亡し
た場合」と読み替えます。

 　ウ. 　前イ.の規定にかかわらず、５年ごと利差配当付終身保障
移行特約が主契約に付加して締結されている場合には、第
14条（特約の返戻金）(2)中「主約款の規定」および第14条

（特約の返戻金）(3)中「主約款の規定」とあるのは「５年ご
と利差配当付終身保障移行特約条項の規定」と読み替えま
す。

 　エ. 　５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の契約者貸
付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、
主契約のうち終身保障移行部分の解約返戻金に加えませ
ん。

 　オ. 　５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の規定による
契約者貸付がある場合には、主約款の規定による契約者貸
付がある場合の規定を準用します。
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の保険料のうち、特定疾病保険料払込免除特則に係る保険料に
ついて、次の①～③のとおり取り扱います。

 ① 　この特約の締結の際の被保険者の喫煙状況により、次のい
ずれかの種類の保険料率を適用します。

 　ア. 　非喫煙者保険料率
 　イ. 　標準保険料率
 ② 　主契約締結の際、この特約を主契約に付加して締結する場

合には、前①に定める保険料率のうち、主契約に適用する保険
料率と同一の種類の保険料率を適用します。

 ③ 　この特約を復活する場合、復活後のこの特約には、失効前の
この特約に適用した保険料率と同一の種類の保険料率を適用
します。

別表１ 請求書類

項　目 提 出 書 類

災害死亡保険金 （ 1 ）　当会社所定の請求書
（ 2 ）　不慮の事故であることを証する書類

災害高度障害保険金 （ 1 ）　当会社所定の請求書
（ 2 ） 　不慮の事故であることを証する書類

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

別表２ 対象となる不慮の事故

　対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします（急激・偶発・外来の定義は表１によるものとし、備考に事故を例示します。）。ただ
し、表２の事故は除外します。

表１　急激・偶発・外来の定義

用　語 定　義

１．急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持続性の強いものは該当しませ
ん。）

２．偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。（被保険者の故意にもとづくものは該
当しません。）

３．外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（身体の内部的原因によるものは該当しません。）

備考　急激かつ偶発的な外来の事故の例

該　当　例 非　該　当　例

次のような事故は、表１の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的
な外来の事故に該当します。
・交通事故
・不慮の転落・転倒
・不慮の溺水
・窒息

次のような事故は、表１の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ
偶発的な外来の事故に該当しません。
・高山病・乗物酔いにおける原因
・飢餓
・過度の運動
・騒音
・処刑

表２　除外する事故

項　目 除　外　す　る　事　故

１． 疾病の発症等における軽微
な外因

疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場合における、その軽
微な外因となった事故

２．疾病の診断・治療上の事故 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故

３． 疾病による障害の状態にあ
る者の誤嚥＜誤吸引＞等

疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥＜誤吸引＞もしくは気
道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥＜誤吸引＞（嘔吐物、食物その他の物体の鼻または口からの侵入による
窒息を含みます。）

４．気象条件による過度の高温 気象条件による過度の高温にさらされる事故（熱中症（日射病・熱射病）の原因となったものをいいます。）

５． 接触皮膚炎、食中毒などの
原因となった事故

次の症状の原因となった事故
(1) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
(2) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など
(3) 細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および大腸炎
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別表3 対象となる高度障害状態

　対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。

対象となる高度障害状態 備 考

１ 両眼の視力を全く永久に
失ったもの

（ 1 ）　視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
（ 2 ）　「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
（ 3 ）　視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

２ 言語またはそしゃくの機能を
全く永久に失ったもの

（ 1 ）　「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。
   　① 　語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種以上の発音が不能となり、

その回復の見込がない場合
   　② 　脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込が

ない場合
   　③　声帯全部のてき出により発音が不能な場合

（ 2 ） 　「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の
見込のない場合をいいます。

３

中枢神経系・精神または胸腹
部臓器に著しい障害を残し、
終身常に介護を必要とする
もの

「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のい
ずれもが自分ではできず、常に他人の介護を必要とする状態をいいます。

４
両上肢とも、手関節以上で
失ったかまたはその用を全く
永久に失ったもの

｢上･下肢の用を全く永久に失ったもの｣とは、完全にその運動機能を失ったもので次のいずれかの場合をいい
ます。
①　上･下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場合
② 　上･下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた

関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込のない場合

５
両下肢とも、足関節以上で
失ったかまたはその用を全く
永久に失ったもの

６

１上肢を手関節以上で失い、
かつ、１下肢を足関節以上で
失ったかまたはその用を全く
永久に失ったもの

７
１上肢の用を全く永久に失い、
かつ、１下肢を足関節以上で
失ったもの

身体部位の名称は、次の図のとおりとします。

別表4 対象となる保険金額等

（ 1 ）　平準定期保険特約の特約保険金額
（ 2 ）　生存給付金付定期保険特約の特約保険金額
（ 3 ）　逓減定期保険特約の特約基本保険金額
（ 4 ）　逓増定期保険特約の特約基本保険金額
（ 5 ）　収入保障特約の保険金換算額
（ 6 ）　家計保障定期保険特約の責任開始期の特約保険金額
（ 7 ）　家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の責任開始期の特約保険金額
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別表5 対象となる感染症

　対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項目の内容については、厚生
労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD－10（2013年版）準拠」によるものとします。

分 類 項 目 基本分類表番号

１．コレラ
２．腸チフス
３．パラチフスＡ
４．細菌性赤痢
５．腸管出血性大腸菌感染症
６．ペスト
７．ジフテリア
８．急性灰白髄炎＜ポリオ＞
９．ラッサ熱
10．クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱
11．マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病
12．エボラ＜Ebola＞ウイルス病
13．痘瘡
14．重症急性呼吸器症候群[SARS]
　　（ただし、病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限ります。）

Ａ00
Ａ01.0
Ａ01.1
Ａ03
Ａ04.3
Ａ20
Ａ36
Ａ80
Ａ96.2
Ａ98.0
Ａ98.3
Ａ98.4
Ｂ03
Ｕ04
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傷害特約条項（本人型）  目次
第 1 条　災害死亡保険金・障害給付金の支払
第 2 条　災害死亡保険金・障害給付金の支払に関する補則
第 3 条　 災害死亡保険金・障害給付金の請求、支払時期および

支払場所
第 4 条　特約保険料の払込免除
第 5 条　特約の締結
第 6 条　特約の責任開始期
第 7 条　 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払

込み
第 8 条　猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い
第 9 条　特約の失効
第10条　特約の復活
第11条　告知義務および告知義務違反
第12条　重大事由による解除
第13条　特約の解約
第14条　特約の返戻金
第15条　特約の消滅とみなす場合
第16条　災害死亡保険金額の減額
第17条　特約の復旧

傷害特約条項（本人型）

（この特約の概要）
　この特約は、被保険者が不慮の事故または感染症によって死亡した場合
には災害死亡保険金を支払い、また、不慮の事故によって身体に障害を受
けた場合には、所定の障害給付金を支払うことを主な内容とするものです。

第  1 条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）
　この特約において支払う保険金・給付金は、次のとおりです。
　① 　災害死亡保険金

支払額 災害死亡保険金額

受取人
主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の死
亡保険金受取人（主契約の死亡保険金受取人以外
の者には変更することはできません。）

保険金・給付
金を支払う場
合（以下「支払
事由」といい
ます。）

この特約の保険期間中に、被保険者が次のア.また
はイ.のいずれかに該当したとき。
ア. 　この特約の責任開始期（※）以後に発生した

不慮の事故（別表２）による傷害を直接の原因と
して、その事故の日からその日を含めて180日
以内に死亡したとき。

イ. 　この特約の責任開始期（※）以後に発病した感
染症（別表６）を直接の原因として死亡したとき。

支払事由に該
当した場合で
あっても保険
金・給付金を
支払わない場
合（以下「免責
事由」といい
ます。）

次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。
ア. 　保険契約者または被保険者の故意または重

大な過失
イ. 　災害死亡保険金の受取人の故意または重大

な過失。ただし、その者がその一部の受取人で
あるときは、当会社はその残額をその他の受取
人に支払います。

ウ. 　被保険者の犯罪行為
エ. 　被保険者の精神障害を原因とする事故
オ. 　被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
カ. 　被保険者が法令に定める運転資格を持たな

いで運転している間に生じた事故
キ. 　被保険者が法令に定める酒気帯び運転または

これに相当する運転をしている間に生じた事故
ク. 　地震、噴火または津波
ケ. 　戦争その他の変乱

第18条　特約の更新
第19条　特約の契約者配当
第20条　主契約の内容変更に伴う特約の取扱い
第21条　契約内容の登録
第22条　主約款の規定の準用
第23条　 この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関する

特則
第24条　 定期保険に付加した場合の特則
第25条　 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差

配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年
ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年
ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加
した場合の特則

第26条　 ５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の
特則

第27条　 養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加
した場合の特則

第28条　 家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解約
返戻金型）に付加した場合の特則

　② 　障害給付金

支払額

ア. 　被保険者の身体障害の状態が給付割合表
（別表３）の１種目のみに該当する場合

災害死亡保険金額 ×
給付割合表（別表３）の
その該当する種目に対
応する給付割合

イ. 　被保険者の身体障害の状態が給付割合表
（別表３）の２種目以上に該当する場合

　  　その該当する各種目ごと（ただし、身体の同一
部位（別表４）に生じた２種目以上の障害につい
ては、そのうち最も上位の種目のみとします。）
に前ア.の規定を適用して得られる金額の合計額

　  　ただし、この特約による障害給付金の支払は、
支払割合を通算して100％をもって限度とします。

受取人

被保険者（保険契約者が法人で、かつ、主契約の高
度障害保険金の受取人が保険契約者である場合
には、保険契約者）（被保険者または保険契約者以
外の者には変更することはできません。）

支払事由

被保険者が、この特約の責任開始期（※）以後に発
生した不慮の事故（別表２）による傷害を直接の原
因として、その事故の日からその日を含めて180
日以内で、かつ、この特約の保険期間中に、給付割
合表（別表３）に定めるいずれかの身体障害の状態
に該当したとき。

免責事由

次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。
ア. 　保険契約者または被保険者の故意または重

大な過失
イ. 　被保険者の犯罪行為
ウ. 　被保険者の精神障害を原因とする事故
エ. 　被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
オ. 　被保険者が法令に定める運転資格を持たな

いで運転している間に生じた事故
カ. 　被保険者が法令に定める酒気帯び運転または

これに相当する運転をしている間に生じた事故
キ. 　地震、噴火または津波
ク. 　戦争その他の変乱

 （ ※ ） 　復活または復旧の取扱いが行なわれた場合は、復活または復
旧における責任開始期とし、複数回復活または復旧の取扱いが
行なわれた場合は、最後の復活または復旧における責任開始期
とします。

第 ２ 条（災害死亡保険金・障害給付金の支払に関する補則）
（ 1 ） 　次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保

険者がこの特約の責任開始期（注１）前に発生した不慮の事故

（2020年3月2日改定）
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（別表２）によって被った傷害または発病した感染症（別表６）（以
下、本（1）において「責任開始期前の傷害等」といいます。）を、こ
の特約の責任開始期（注１）以後に生じたものとみなして前条の
規定を適用します。

 ① 　この特約の締結、復活または復旧の際、告知等により当会社
が責任開始期前の傷害等について知っていた場合、または過
失により知らなかった場合（責任開始期前の傷害等について、
保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、
当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。）

 ② 　この特約の締結、復活または復旧の際、責任開始期前の傷
害等について、保険媒介者（注２）が保険契約者または被保険
者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧
めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合

 ③ 　責任開始期前の傷害等について、次のア.およびイ.を満た
し、かつ、責任開始期（注１）前に、被保険者の身体に生じた症状
について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなか
ったことが明らかな場合

 　ア. 　責任開始期（注１）前に、被保険者が医師の診察を受けた
ことがない。

 　イ. 　責任開始期（注１）前に、被保険者が健康診断（定期健康
診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予
防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検
診をいいます。）による異常の指摘を受けたことがない。

（ 2 ） 　当会社は、前条①の規定によって災害死亡保険金を支払う場
合に、前条②に規定する障害給付金について、次の①または②の
いずれかに該当する事実があるときは、被保険者について定め
られた災害死亡保険金額にその該当する障害給付金の給付割
合を乗じて得られる金額の合計額を、その災害死亡保険金から
差し引きます。

 ① 　被保険者について、災害死亡保険金の支払原因となった不
慮の事故（別表２）と同一の不慮の事故による障害給付金を既
に支払っているとき。

 ② 　被保険者について、災害死亡保険金の支払原因となった不
慮の事故（別表２）と同一の不慮の事故による障害給付金の支
払請求を受け、まだ支払っていないとき。

（ 3 ） 　前条①の規定によって災害死亡保険金が支払われた場合に
は、その支払後に、被保険者について、災害死亡保険金の支払原
因となった不慮の事故（別表２）と同一の不慮の事故による障害
給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。

（ 4 ） 　この特約が更新されない場合において、次の①～③のすべて
に該当する場合には、この特約の保険期間の満了時に身体障害
の状態に該当したものとみなして前条②の規定を適用します。

 ① 　被保険者がこの特約の保険期間中（注３）に、回復の見込み
の有無を除いては身体障害の状態に該当し、満了後も引き続
きその状態が継続したこと。

 ② 　この特約の保険期間の満了時にその回復の可能性が少し
でもあるか、あるいは回復の可能性の有無の判断ができない
こと。

 ③ 　この特約の保険期間の満了後にその回復の見込みがない
ことが明らかになって身体障害の状態に該当したこと。　

（ 5 ） 　前条②「支払額」の適用にあたっては、既に給付割合表（別表３）
に該当する身体障害のあった身体の同一部位（別表４）に生じた
身体障害については、既にあった身体障害（本（5）において「前障
害」といいます。）を含めた新たな身体障害の状態が該当する最
も上位の種目に対応する給付割合から、その前障害の状態に対
応する給付割合（２種目以上に該当する場合には、最も上位の種
目に対応する給付割合）を差し引いて得られる割合を、その身体
障害についての給付割合とします。

（ 6 ） 　被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により
死亡し、または身体障害の状態（別表３）に該当した被保険者の数
の増加について、当会社が、この特約の計算の基礎に及ぼす影
響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、災害死
亡保険金または障害給付金の全額を支払い、またはその金額を
削減して支払います。

（注１） 　復活または復旧の取扱いが行われた場合は、復活または復旧
における責任開始期とし、複数回復活または復旧の取扱いが行
われた場合は、最後の復活または復旧における責任開始期とし
ます。

（注２） 　当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者
をいいます。

（注３） 　事故の日からその日を含めて180日以内であることを必要と
します。

第 ３ 条（ 災害死亡保険金・障害給付金の請求、支払時期および
支払場所）

（ 1 ） 　災害死亡保険金または障害給付金の支払事由が生じたとき

は、保険契約者またはその受取人は、すみやかに当会社に通知し
てください。

（ 2 ） 　災害死亡保険金または障害給付金の支払事由が生じたとき
は、その受取人は、当会社に、請求に必要な書類（別表１）を提出
して、災害死亡保険金または障害給付金を請求してください。

（ 3 ） 　主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）に定める
保険金、年金の支払時期および支払場所に関する規定は、この
特約による災害死亡保険金および障害給付金の支払の場合に
準用します。

第 ４ 条（特約保険料の払込免除）
（ 1 ） 　主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された

場合には、同時にこの特約の保険料払込みを免除します。
（ 2 ） 　本条（1）のほか、次の①または②の場合にも主約款の保険料

払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払
込みを免除します。

 ① 　主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払のとき。
 ② 　この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間と

が異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のとき。
（ 3 ） 　この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合には、本

条（1）および（2）の規定は適用しません。

第 ５ 条（特約の締結）
　保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の
承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。

第 ６ 条（特約の責任開始期）
（ 1 ） 　この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の責任が

開始される時（責任開始期）」からこの特約上の責任を負います。

特約の付加と承諾の時期 特約上の責任が開始
される時（責任開始期）

① 主契約締結の際、この特約
を主契約に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

②

主契約の契約日後、この特
約を主契約に付加する場
合で、当会社が保険契約者
からの特約付加の申込を
承諾した場合

当会社所定の保険料およ
び精算額を当会社が受け
取った時または告知の時の
いずれか遅い時

（ 2 ） 　この特約に関する保険証券の交付については、主約款または
他の特約条項の規定によります。

第 ７ 条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）
（ 1 ） 　この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険

期間の満了する日を限度とし、当会社所定の範囲内で定めます。
（ 2 ） 　この特約（特約保険料の払込方法（回数）が一時払の場合を除

きます。以下本条において同じ。）の保険料は、主契約の保険料と
ともに払い込むことを必要とします。保険料の前納または一括払
の場合も同様とします。

（ 3 ） 　本条（2）の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法（回
数）が一時払の場合には、この特約の保険料は、一括して前納す
ることを必要とします。

（ 4 ） 　この特約が保険料払込期間中に消滅したときまたはこの特約
の保険料の払込みが免除されたときのこの特約の未経過部分
の保険料（以下「未経過保険料」といいます。）の取扱いについて
は、主約款の規定を準用します。ただし、主約款に未経過保険料
の取扱いに関する規定がない場合には、この特約の未経過保険
料の支払いはありません。

（ 5 ） 　本条（2）に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、
主約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日

（注1）以後その日の属する月の末日までにこの特約による災害
死亡保険金または障害給付金の支払事由が生じた場合には、当
会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料（注2）を差し引
きます。ただし、障害給付金が未払込保険料（注2）に不足する場
合には、保険契約者は、その未払込保険料（注2）を払い込んでく
ださい。

（ 6 ） 　本条（5）ただし書きに定める場合において、未払込保険料（注
2）の払込みについては、保険契約者は、主約款に定める保険料
払込みの猶予期間の満了する時までに、未払込保険料（注2）を
払い込むことを必要とします。この未払込保険料（注2）が払い込
まれない場合には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき
障害給付金を支払いません。

（ 7 ） 　主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込ま
れない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの
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猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとしま
す。

（ 8 ） 　この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが
異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い
込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法（回
数）にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満
了日の属する月の末日までに一括して前納することを必要とし
ます。

（ 9 ） 　本条（8）の場合には、主約款に定める保険料の払込み、前納お
よび猶予期間の規定を準用します。

（10） 　本条（8）に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特
約は、主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたもの
とします。

（注1） 　月払契約の場合は月単位、半年払契約の場合は半年単位、年
払契約の場合は年単位の契約応当日とします。

（注2） 　主契約の保険料および主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第 ８ 条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）
（ 1 ） 　保険料払込みの猶予期間中に、この特約による災害死亡保険

金または障害給付金の支払事由が発生した場合には、当会社
は、その支払うべき金額から未払込保険料（注）を差し引きます。

（ 2 ） 　障害給付金が本条（1）の未払込保険料（注）に不足するとき
は、保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間の
満了する時までに、未払込保険料（注）を払い込むことを必要とし
ます。この未払込保険料（注）が払い込まれない場合には、当会
社は、支払事由の発生により支払うべき障害給付金を支払いま
せん。

（ 注 ） 　主契約の保険料および主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第 ９ 条（特約の失効）
　主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力
を失います。

第10 条（特約の復活）
（ 1 ） 　主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活

の請求があったものとします。
（ 2 ） 　当会社は、本条（1）の規定によって請求された特約の復活を承

諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復
活の取扱いをします。

第11条（告知義務および告知義務違反）
　この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義
務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規
定を準用します。

第12条（重大事由による解除）
（ 1 ） 　当会社は次の①～⑥のいずれかに定める事由が生じた場合に

は、この特約を将来に向って解除することができます。
 ① 　保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の

給付金（注１）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、
事故招致（未遂を含みます。）をした場合

 ② 　保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料
払込免除をさせる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした
場合

 ③ 　この特約の給付金（注１）の請求に関し、給付金（注１）の受取
人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合

 ④ 　他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金
額等（注１）の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に
反する状態がもたらされるおそれがある場合

 ⑤ 　保険契約者、被保険者または給付金（注１）の受取人が、次の
ア.～オ.のいずれかに該当する場合

 　ア. 　暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経
過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいま
す。）に該当すると認められるとき。

 　イ. 　反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供
与するなどの関与をしていると認められるとき。

 　ウ. 　反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
 　エ. 　保険契約者または給付金（注１）の受取人が法人の場合、

反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人
の経営に実質的に関与していると認められるとき。

 　オ. 　その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を
有していると認められるとき。

 ⑥ 　次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約
者、被保険者または給付金（注１）の受取人に対する信頼を損
ない、この特約の存続を困難とする前①～⑤に掲げる事由と
同等の重大な事由がある場合

 　ア. 　主契約が重大事由によって解除されたとき。
 　イ. 　保険契約者、被保険者または給付金の受取人（注１）が他

の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重
大事由により解除されたとき。

（ 2 ） 　給付金（注１）の支払事由または保険料払込みの免除事由が生
じた後でも、当会社は、本条（1）の規定によってこの特約を解除
することができます。この場合には、本条（1）①～⑥に定める事
由の発生時以降に生じた支払事由による給付金（注１）および保
険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。

 ① 　給付金（注１）（注２）は支払いません。また、既に給付金（注１）
（注２）を支払っていたときは、給付金（注１）（注２）の返還を請求
します。

 ② 　保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込
みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったも
のとします。

（ 3 ） 　本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、そ
の旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその
住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって
保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者また
は給付金（注１）の受取人に通知します。

（ 4 ） 　本条の規定によってこの特約を解除したときは、当会社は、解
約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支
払います。

（ 5 ） 　本条（4）の規定にかかわらず、本条（1）⑤の規定によって保険
契約を解除した場合で、災害死亡保険金の一部の受取人に対し
て本条（2）①の規定を適用し災害死亡保険金を支払わないとき
は、保険契約のうち支払われない災害死亡保険金に対応する部
分については本条（4）の規定を適用し、その部分の解約返戻金
と同額の返戻金を保険契約者に支払います。

（注１） 　災害死亡保険金を含みます。また、本条（1）④の給付金額等に
は、保険種類および給付金の名称がいかなる場合であっても他
の保険契約の給付金等を含みます。

（注２） 　本条（1）⑤のみに該当した場合で、本条（1）⑤ア.～オ.に該当し
た者が災害死亡保険金の受取人のみであり、かつ、その災害死
亡保険金の受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であると
きは、災害死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき災害
死亡保険金をいいます。

第13条（特約の解約）
　保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することがで
きます。

第14条（特約の返戻金）
（ 1 ） 　この特約が解約または解除されたときは、当会社は、当会社の

定めた方法で計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻しま
す。ただし、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者
貸付があるときは、この特約の解約返戻金をそれらの元利金の
返済にあてます。

（ 2 ） 　この特約が次条①の規定によって消滅したときは、本条（1）と
同様に取り扱います。ただし、主約款の規定によって主契約の責
任準備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金を主約款
の規定に準じて払い戻します。

（ 3 ） 　本条（2）の規定にかかわらず、主約款の規定によって主契約の
保険金を支払う場合（注）には、この特約の責任準備金その他の
返戻金の払戻はありません。

（ 4 ） 　この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせ
て保険証券に例示します。

（ 5 ） 　主約款の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の
解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加えません。

（ 注 ） 　主契約の保険金支払の免責事由に該当した場合で、主契約の
保険金が支払われず、主契約の責任準備金の払戻がないときを
含みます。

第15条（特約の消滅とみなす場合）
　次の①または②の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
　① 　主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
　② 　主契約が延長定期保険または払済保険に変更されたとき。
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第16条（災害死亡保険金額の減額）
（ 1 ） 　保険契約者は、災害死亡保険金額を減額することができます。

ただし、減額後のその災害死亡保険金額は、当会社の定める範
囲内であることを必要とします。

（ 2 ） 　本条（1）の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場
合には、減額分は、解約されたものとして取り扱います。

第17条（特約の復旧）
（ 1 ） 　延長定期保険または払済保険に変更された主契約について

元の保険契約への復旧の請求があった場合には、第15条（特約
の消滅とみなす場合）②の規定によって消滅したこの特約も同
時に復旧の請求があったものとします。

（ 2 ） 　当会社が本条（1）の規定によって請求された復旧を承諾した
場合には、主約款の復旧の規定を準用して、この特約の復旧の
取扱いをします。

第18条（特約の更新）
（ 1 ） 　この特約の保険期間が満了する場合、この特約は、保険期間の

満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日と
します。ただし、保険契約者がその満了日の２か月前までにこの
特約を継続しない旨を当会社に通知した場合には更新しません。

（ 2 ） 　本条（1）の規定にかかわらず、次の①～③のいずれかに該当
する場合は、当会社は、本条（1）の更新を取り扱いません。

 ① 　この特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の
年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。

 ② 　この特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間
の満了日を超えているとき。

 ③ 　主契約の保険料の払込方法（回数）が一時払のとき。
（ 3 ） 　更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期

間と同一とします。ただし、次の①または②のいずれかに該当す
る場合は、更新後のこの特約の保険期間を当会社所定の保険期
間に変更することがあります。

 ① 　更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被
保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。

 ② 　更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料
払込期間の満了日を超えるとき。

（ 4 ） 　本条（3）のほか、この特約は、当会社の定める取扱方法により、
保険期間を変更して更新することがあります。

（ 5 ） 　更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一としま
す。

（ 6 ） 　更新されたこの特約の保険期間は更新日からその日を含めて
計算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の
被保険者の年齢によって計算します。

（ 7 ） 　更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、主契約の保
険料の払込方法（回数）（注）と同一とし、更新後のこの特約の第１
回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険
料とともに払い込むことを必要とします。この場合、主契約の保
険料の払込方法（回数）に応じた保険料払込みの猶予期間の規
定によるほか第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保
険料の払込み）（7）の規定を準用します。

（ 8 ） 　更新後のこの特約の第１回保険料および同時に払い込むべき
主契約の保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、主約
款に定める保険料の振替貸付の規定を準用します。

（ 9 ） 　更新後のこの特約の第１回保険料および同時に払い込むべき
主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の
満了する日までに次の①～③のいずれかに該当した場合には、第
７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み）

（5）および第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱
い）の規定を準用します。

 ① 　この特約の災害死亡保険金または障害給付金の支払事由
が生じたとき。

 ② 　主契約の保険料払込みの免除事由が生じたとき。
 ③ 　主契約に付加されている特約の保険金または給付金の支

払事由が生じたとき。
（10） 　本条（7）～（9）の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間

の満了日の翌日に更新する場合には、次の①および②のとおりと
します。

 ① 　主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべき
この特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法（回数）にか
かわらず年払保険料とし、更新日の属する月の末日までに一括
して前納することを必要とします。この場合、主約款に定める
保険料の払込み、前納および猶予期間の規定ならびに本条

（9）の規定を準用します。
 ② 　更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前①に定めるこ

の特約の保険料が払い込まれなかったときは、この特約の更
新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険
期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。

（11） 　この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知
し、次の①および②によって取り扱います。

 ① 　更新後のこの特約には更新時の特約条項および保険料率
が適用されます。

 ② 　次の規定に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新
後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。

 　ア. 　第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）
 　イ. 　第２条（災害死亡保険金・障害給付金の支払に関する補

則）
 　ウ. 　第11条（告知義務および告知義務違反）

（12） 　この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合で、主契
約の保険料の払込みが免除されたときは、本条（1）の規定は適
用せず、次の①、②のとおり取り扱います。

 ① 　保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特
約の更新の請求を行なったときは、この特約の更新を取り扱
います。

 ② 　前①の場合、この特約の保険期間の満了日の翌日を更新日
とし、本条（2）～（4）、（6）および（11）の規定によるほか、次の
とおりとします。

 　ア. 　本条（5）、（7）および（8）の規定は適用せず、更新後のこ
の特約の保険料の払込方法（回数）は一時払とし、更新日の
属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この
場合、主契約の保険料の払込方法（回数）に応じた保険料払
込みの猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期
間、保険料払込期間および保険料の払込み）（7）の規定を
準用します。

 　イ. 　更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新
日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死亡
保険金または障害給付金の支払事由が生じたときは、本条

（9）の規定は適用せず、第７条（特約の保険期間、保険料払
込期間および保険料の払込み）（5）および第８条（猶予期間
中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定を準用しま
す。

 　ウ. 　主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場
合には、本条（10）および前ア．、イ．の規定を適用せず、次の
とおりとします。

 　　（ア） 　主契約の保険料払込期間の満了後において払い込
むべきこの特約の保険料は、一時払保険料とし、更新日
の属する月の末日までに払い込むことを必要とします。
この場合、主約款に定める年払契約の保険料の払込み
の猶予期間の規定によるほか、第７条（特約の保険期
間、保険料払込期間および保険料の払込み）（5）および
第８条（猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱
い）の規定を準用します。

 　　（イ） 　更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前（ア）に
定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったときは、
この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前
のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅する
ものとします。

（13） 　更新時に当会社がこの特約の締結を取り扱っていないとき
は、当会社所定の特約により更新されることがあります。

（ 注 ） 　主契約が一時払保険部分と分割払保険部分から構成されて
いる場合は、分割払保険部分の保険料の払込方法（回数）としま
す。

第19条（特約の契約者配当）
　この特約に対しては、契約者配当はありません。

第20条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）
（ 1 ） 　主契約の保険金額を減額したとき（注１）に、減額後の主契約

の保険金額（注２）に対するこの特約の災害死亡保険金額の割合
が、当会社所定の限度を超えることとなるときは、その限度まで
この特約の災害死亡保険金額を減額します。

（ 2 ） 　本条（1）の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場
合には、減額分は、解約されたものとします。

（ 3 ） 　主契約の保険期間を短縮した場合、この特約の保険期間が、
主契約の保険期間の満了日を超えることとなるときは、主契約
の保険期間に合わせてこの特約の保険期間を変更します。ただ
し、変更後のこの特約の保険期間が、当会社の定める保険期間
に満たないときは、この特約は解約されたものとします。

（ 4 ） 　主契約の保険料払込期間を変更した場合、この特約の保険料
払込期間を変更することがあります。ただし、変更後のこの特約
の保険料払込期間が、当会社の定める保険料払込期間に満たな
いときは、この特約は解約されたものとします。

（ 5 ） 　本条（3）または（4）の規定により、この特約の保険期間または
保険料払込期間が変更された場合には、責任準備金（注３）の差
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額を授受し、その後の特約保険料を改めます。この場合、主約款
の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるとき
は、返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。

（ 6 ） 　主契約の保険期間を延長した場合、この特約の保険期間は延
長せず、そのまま有効に継続します。

（注１） 　主契約に平準定期保険特約、逓減定期保険特約、逓増定期保
険特約、生存給付金付定期保険特約、収入保障特約、家計保障
定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）
が付加されている場合には、それらの特約が消滅したときまたは
それらの特約保険金額、特約基本保険金額、特約基本年金月額
もしくは特約基準給付金月額が減額されたときを含みます。

（注２） 　主契約に付加されている他の特約の保険金額等（別表５）を含
みます。

（注３） 　主約款に未経過保険料の取扱いに関する規定があるときは、
この特約の未経過保険料を加えます。

第21条（契約内容の登録）
（ 1 ） 　当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事

項を一般社団法人生命保険協会（以下本条において「協会」とい
います。）に登録します。

 ① 　保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別およ
び住所（市、区、郡までとします。）

 ② 　災害死亡保険金の金額
 ③ 　契約日（注１）
 ④ 　当会社名

（ 2 ） 　本条（1）の登録の期間は、契約日（注１）から５年（注２）以内とし
ます。

（ 3 ） 　協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連
合会（以下本条において「各生命保険会社等」といいます。）は、本
条（1）の規定により登録された被保険者について、保険契約（注
３）の申込（注４）を受けたときまたは更新日において被保険者が
満15歳未満の場合に保険契約（注３）が更新されるときは、協会
に対して本条（1）の規定により登録された内容について照会す
ることができるものとします。この場合、協会からその結果の連
絡を受けるものとします。

（ 4 ） 　各生命保険会社等は、本条（2）の登録の期間中に保険契約（注
３）の申込（注４）があった場合、本条（3）によって連絡された内容
を保険契約（注３）の承諾（注５）の判断の参考とすることができる
ものとします。

（ 5 ） 　各生命保険会社等は、契約日（注６）から５年（注２）以内に保険
契約（注３）について死亡保険金、災害死亡保険金または高度障
害保険金の請求を受けたときは、協会に対して本条（1）の規定に
より登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金、災
害死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とす
ることができるものとします。

（ 6 ） 　各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾（注５）の判断ま
たは支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。

（ 7 ） 　協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容
を他に公開しないものとします。

（ 8 ） 　保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容に
ついて、当会社または協会に照会することができます。また、そ
の内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請
求することができます。

（ 9 ） 　本条（3）～（5）および（注２）～（注６）中の下表「読替前」欄に記
載の字句は、農業協同組合法に基づく共済契約においては、そ
れぞれ「読替後」欄に記載の字句に読み替えます。

読替前 読替後

被保険者 被共済者

保険契約 共済契約

死亡保険金 死亡共済金

災害死亡保険金 災害死亡共済金

保険金額 共済金額

高度障害保険金 後遺障害共済金

（注１） 　復活または復旧の取扱いが行なわれた場合は、復活または復
旧の日とし、複数回復活または復旧の取扱いが行われた場合に
は、最後の復活または復旧の日とします。また、主契約の契約日
後付加した場合は、この特約の付加の日とします。

（注２） 　契約日（注１）において被保険者が15歳未満の場合は、「５年」
または「被保険者が満15歳に達する日までの期間」のうちいずれ
か長い期間とします。

（注３） 　死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいま
す。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含み
ます。

（注４） 　復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を
含みます。

（注５） 　復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を
含みます。

（注６） 　復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の取扱い
が行なわれた場合は、各々の復活、復旧、保険金額の増額または
特約中途付加の日とし、複数回各々の取扱いが行なわれた場合
には、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加
の日とします。

第22条（主約款の規定の準用）
　この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第23条（ この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関する特則）
（ 1 ） 　次の①および②について主約款の規定を適用する場合には、

この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加えて取り扱
います。

 ① 　保険料の振替貸付
 ② 　延長定期保険または払済保険への変更

（ 2 ） 　本条（1）①の保険料の振替貸付は、主契約の保険料と、特約保
険料の払込方法（回数）が一時払を除くこの特約（更新後のこの
特約を含みます。）の保険料との合計額について行なうものとし
ます。

（ 3 ） 　第７条（特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込
み）（4）の規定により当会社が支払うべき未経過保険料があると
きは、次のとおり本条（1）の規定を適用します。

 ① 　本条（1）①の場合は、この特約の未経過保険料を主契約の
解約返戻金に加えて取り扱います。

 ② 　本条（1）②の場合は、第７条（特約の保険期間、保険料払込
期間および保険料の払込み）（4）の規定にかかわらず、当会社
はこの特約の未経過保険料を支払わず、その金額を主契約の
解約返戻金に加えて取り扱います。

第24条（ 定期保険に付加した場合の特則）
　この特約を定期保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱
います。
　① 　この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同

一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定によ
り更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限
り、この特約は主契約と同時に更新されます。

　② 　更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の
更新の規定を準用します。

　　ア. 　更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間
と同一とします。

　　イ. 　更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、更新後の主
契約の保険料の払込方法（回数）と同一とします。

　　ウ. 　更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一としま
す。

　③ 　災害死亡保険金および障害給付金の支払に関する規定の適用に
際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたも
のとして取り扱います。

　④ 　この特約の保険料の払込方法（回数）が一時払の場合で、主契約
の保険料の払込みが免除されたときは、前①の規定は適用せず、次
のとおり取り扱います。

　　ア. 　保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約
の更新の請求を行なったときは、主契約と同時にこの特約の更新
を取り扱います。

　　イ. 　前ア.の場合、前②イ．およびウ．の規定は適用せず、更新後のこ
の特約の保険料の払込方法（回数）は一時払とし、更新日の属す
る月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、主契
約の保険料の払込方法（回数）に応じた保険料払込みの猶予期間
の規定によるほか、第７条（特約の保険期間、保険料払込期間お
よび保険料の払込み）（7）の規定を準用します。

　　ウ. 　更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以
後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死亡保険金また
は障害給付金の支払事由が生じたときは、第７条（特約の保険期
間、保険料払込期間および保険料の払込み）（5）および第８条（猶
予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い）の規定を準用し
ます。

���

特　

約

ই

特
約
条
項
ớ
ຊ
ਓ
ܕ
Ờ



第25条（ 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差
配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年
ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ご
と利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加し
た場合の特則）

（ 1 ） 　この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと
利差配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年ごと利
差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低
解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①～⑤の
とおり取り扱います。

 ① 　保険契約者が、主契約に年金支払移行特約または５年ごと
利差配当付年金支払移行特約を付加し、主契約の全部につい
て年金支払に移行した場合には、次のとおりとします。

 　ア. 　年金支払移行部分の年金の種類が確定年金のみのとき
は、この特約の保険期間は主契約の保険期間の満了日を限
度とします。

 　イ. 　前ア．により、この特約の保険期間が変更された場合、責
任準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めま
す。

 　ウ. 　第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）①中「主たる
保険契約（以下、「主契約」といいます。）の死亡保険金受取
人」とあるのは「保険契約者」と、第１条（災害死亡保険金・障
害給付金の支払）②中「被保険者（保険契約者が法人で、か
つ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者であ
る場合には、保険契約者）」とあるのは「被保険者（保険契約
者が法人で、かつ、年金支払開始日前の主契約の高度障害
保険金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約
者）」と読み替えます。

 ② 　保険契約者が、主契約に年金支払移行特約または５年ごと
利差配当付年金支払移行特約を付加し、主契約の一部につい
て年金支払に移行した場合で、年金支払に移行しない終身保
険部分または総合終身保険部分（残存する死亡保障部分また
は総合終身保険の保障部分をいいます。以下同じ。）が消滅し
たときは、次のとおりとします。

 　ア. 　年金支払移行部分の年金の種類が確定年金のみのとき
は、前①ア．およびイ．の規定を適用します。ただし、主契約に
５年ごと利差配当付介護保障移行特約が付加されている場
合を除きます。

 　イ. 　第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）①中「主たる
保険契約（以下、「主契約」といいます。）の死亡保険金受取
人」とあるのは「保険契約者」と、第１条（災害死亡保険金・障
害給付金の支払）②中「被保険者（保険契約者が法人で、か
つ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者であ
る場合には、保険契約者）」とあるのは「被保険者（保険契約
者が法人で、かつ、年金支払に移行しない終身保険部分ま
たは総合終身保険部分の消滅時の高度障害保険金の受取
人が保険契約者である場合には、保険契約者）」と読み替え
ます。ただし、主契約に５年ごと利差配当付介護保障移行特
約が付加されている場合を除きます。

 ③ 　保険契約者が、主契約に５年ごと利差配当付介護保障移行
特約を付加し、介護保障に移行した場合には、第１条（災害死亡
保険金・障害給付金の支払）②中「被保険者（保険契約者が法
人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者
である場合には、保険契約者）」とあるのは「被保険者（保険契
約者が法人で、かつ、死亡給付金の受取人が保険契約者であ
る場合には、保険契約者）」と読み替えます。

 ④ 　次のア．またはイ．の場合には、第14条（特約の返戻金）（3）中
「主約款の規定によって主契約の保険金を支払う場合」とある
のは「主契約の被保険者が死亡した場合」と読み替えます。

 　ア. 　主契約の全部について、年金支払移行特約条項、５年ご
と利差配当付年金支払移行特約条項または５年ごと利差配
当付介護保障移行特約条項を適用したとき。

 　イ. 　主契約の一部について、年金支払移行特約条項、５年ご
と利差配当付年金支払移行特約条項または５年ごと利差配
当付介護保障移行特約条項を適用した場合で、これらを適
用しない終身保険部分または総合終身保険部分（残存する
死亡保障部分または総合終身保険の保障部分をいいま
す。）が消滅したとき。

 ⑤ 　第４条（特約保険料の払込免除）の規定によるほか、保険契
約者が、主契約に年金支払移行特約、５年ごと利差配当付年金
支払移行特約または５年ごと利差配当付介護保障移行特約を
付加した場合で、年金支払開始日以後の場合にも主約款の保
険料払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保険
料の払込みを免除します。

（ 2 ） 　本条（1）のほか、この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終
身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険または５年ごと利差配
当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①
および②のとおり取り扱います。

 ① 　保険契約者が、主約款に定める保険料の払込完了の特則に
より保険料の払込みを完了する場合には、次のとおりとします。

 　ア. 　保険契約者は、当会社の定める取扱範囲により、この特
約の保険期間を変更することができます。この場合、責任
準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。

 　イ. 　この特約の更新日と保険料の払込完了日が同一の場合、
第18条（特約の更新）（2）および（3）中「主契約の保険料払
込期間の満了日」とあるのは「保険料の払込完了日の前日」
と読み替えて、第18条（特約の更新）（1）～（3）、（6）、（11）
および（13）の規定を適用します。

 　ウ. 　保険契約者は、保険料の払込完了日以後において払い込
むべきこの特約の保険料を、保険料の払込完了日の属する
月の末日までに一括して前納すること、または当会社所定
の金額を一時に払い込み、保険料の払込みを完了すること
を必要とします。一括して前納した場合には、保険料の払込
完了の特則適用前の主契約の保険料の払込方法（回数）に
応じて、主約款に定める保険料の払込み、前納および猶予
期間の規定を、払込みを完了した場合には、主約款に定め
る保険料の払込完了の規定をそれぞれ準用します。

 　エ. 　前ウ．に規定する前納が行われなかった場合には、この特
約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約された
ものとします。

 ② 　第４条（特約保険料の払込免除）の規定によるほか、保険契
約者が、主約款に定める保険料の払込完了の特則により保険
料の払込みを完了した場合で、保険料の払込完了日以後の場
合にも主約款の保険料払込みの免除に関する規定を準用し
て、この特約の保険料の払込みを免除します。

（ 3 ） 　本条（1）および（2）のほか、この特約を５年ごと利差配当付総
合終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身
保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。

 ① 　第４条（特約保険料の払込免除）および本条（1）⑤の規定に
かかわらず、この特約の保険料の払込免除については、主約款
の保険料払込みの免除に関する規定を準用します。

 ② 　第18条（特約の更新）（12）中「主契約の保険料の払込みが
免除されたときは」とあるのは「主契約の保険料の払込みが免
除されている期間中は」と読み替えます。

 ③ 　第20条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）（1）中「主
契約の保険金額を減額したとき」とあるのは「主契約の保険金
額等を減額したとき」と、「減額後の主契約の保険金額」とある
のは「減額後の主契約の基本保険金額」と読み替えます。

 ④ 　５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約が主契約に付加
して締結されている場合には、次のとおりとします。

 　ア. 　第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）①中「主たる
保険契約（以下「主契約」といいます。）の死亡保険金受取
人」とあるのは「５年ごと利差配当付終身介護保障移行特約
の締結時の主契約の死亡保険金受取人」と、第１条（災害死
亡保険金・障害給付金の支払）②中「被保険者（保険契約者
が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険
契約者である場合には、保険契約者）」とあるのは「被保険者

（保険契約者が法人で、かつ、５年ごと利差配当付終身介護
保障移行特約の締結時の主契約の高度障害保険金の受取
人が保険契約者である場合には、保険契約者）」と読み替え
ます。

 　イ. 　第14条（特約の返戻金）（3）中「主約款の規定によって主
契約の保険金を支払う場合」とあるのは「主契約の被保険
者が死亡した場合」と読み替えます。

 　ウ. 　前イ.の規定にかかわらず、５年ごと利差配当付終身保障
移行特約が主契約に付加して締結されている場合には、第
14条（特約の返戻金）（2）および（3）中「主約款の規定」とあ
るのは「５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の規定」
と読み替えます。

 　エ. 　５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の契約者貸付
の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、主
契約のうち終身保障移行部分の解約返戻金に加えません。

 　オ. 　５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の規定による
契約者貸付がある場合には、主約款の規定による契約者貸
付がある場合の規定を準用します。

第26条（５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則）
　この特約を５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、次
の①～⑧のとおり取り扱います。
　① 　主契約の年金の種類もしくは年金支払期間の変更または年金支

払開始日の繰下げが行なわれた場合には、この特約の保険期間が
変更されることがあります。

　② 　前①により、この特約の保険期間が変更された場合、責任準備金
（注１）の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。

　③ 　第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）①中「主たる保険契約
（以下、「主契約」といいます。）の死亡保険金受取人」とあるのは、主
契約の年金支払開始日前においては「主契約の死亡給付金受取���
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人」、年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人（年金受
取人が被保険者のときはその法定相続人）」と読み替えます。

　④ 　この特約の災害死亡保険金については、主約款に定める死亡給
付金支払方法の選択の規定を準用して、一時支払にかえて、当会社
所定の金額、期間等の範囲内で、すえ置支払または年金支払を選択
することができます。

　⑤ 　主契約の基本年金額を減額したとき（注２）に、主契約の被保険者
について定められた災害死亡保険金額が当会社所定の限度を超え
ることとなるときは、その限度の額までその災害死亡保険金額が減
額されます。この場合、減額分は解約されたものとして取り扱います。

　⑥ 　主約款に定める契約者貸付の規定の適用により、主契約の基本
年金額が新たに定められたときは、前⑤の規定を準用して取り扱い
ます。

　⑦ 　保険契約者が法人で、かつ、次のア．またはイ．に該当するときは、
第１条（災害死亡保険金・障害給付金の支払）②の規定にかかわら
ず、障害給付金の受取人は、保険契約者とします。

　　ア. 　主契約の年金支払開始日前においては、主契約の年金受取人
および主契約の死亡給付金受取人（注３）が保険契約者であると
き。

　　イ. 　主契約の年金支払開始日以後においては、主契約の年金受取
人および主契約の年金支払開始日前の主契約の死亡給付金受
取人（注３）が保険契約者であるとき。

　⑧ 　主約款の規定により主契約を払済保険に変更する場合、第23条
（この特約を付加した場合の主契約の取扱いに関する特則）（1）およ
び（3）中「主契約の解約返戻金」とあるのは「主契約について当会社
の定めた方法で計算した金額」と読み替えます。

（注１） 　主約款に未経過保険料の取扱いに関する規定があるときは、
この特約の未経過保険料を加えます。

（注２） 　主契約の基本年金額が契約内容の変更により減額されたとき
を含みます。

（注３） 　死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。

第27条（ 養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加し
た場合の特則）

　この特約を養老保険または５年ごと利差配当付養老保険に付加した
場合には、次の①～③のとおり取り扱います。
　① 　この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同

一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定によ
り更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限
り、この特約は主契約と同時に更新されます。

　② 　更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の
更新の規定を準用します。

　　ア. 　更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間
と同一とします。

　　イ. 　更新後のこの特約の保険料の払込方法（回数）は、更新後の主
契約の保険料の払込方法（回数）と同一とします。

　　ウ. 　更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一としま
す。

　③ 　災害死亡保険金および障害給付金の支払に関する規定の適用に
際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたも
のとして取り扱います。

第28条（ 家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解約返
戻金型）に付加した場合の特則）

（ 1 ） 　この特約を家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解
約返戻金型）に付加した場合には、次の①および②のとおり取り
扱います。

 ① 　第20条（主契約の内容変更に伴う特約の取扱い）(1)中「主
契約の保険金額を減額したとき」とあるのは「主契約の基準給
付金月額を減額したとき」と、「減額後の主契約の保険金額」と
あるのは「減額後の主契約の基準給付金月額をもとに計算し
た主契約の責任開始期の保険金額」と読み替えます。

 ② 　主契約の保険金支払事由が発生し、保険金の月払給付を行
なう場合、この特約はその保険金支払事由の発生時に消滅し
たものとみなします。

（ 2 ） 　本条(1)のほか、この特約を家計保障定期保険（無解約返戻金
型）に付加した場合で、その家計保障定期保険（無解約返戻金
型）に特定疾病保険料払込免除特則が付加されたときは、この特
約の保険料のうち、特定疾病保険料払込免除特則に係る保険料
について、次の①～③のとおり取り扱います。

 ① 　この特約の締結の際の被保険者の喫煙状況により、次のい
ずれかの種類の保険料率を適用します。

 　ア. 　非喫煙者保険料率
 　イ. 　標準保険料率
 ② 　主契約締結の際、この特約を主契約に付加して締結する場

合には、前①に定める保険料率のうち、主契約に適用する保険
料率と同一の種類の保険料率を適用します。

 ③ 　この特約を復活する場合、復活後のこの特約には、失効前の
この特約に適用した保険料率と同一の種類の保険料率を適用
します。

別表１ 請求書類

　

項　目 提 出 書 類

1 災害死亡保険金

（ 1 ）　当会社所定の請求書
（ 2 ）　不慮の事故であることを証する書類
（ 3 ） 　当会社所定の様式による医師の死亡証明書（ただし、事実確認が可能な場合には、医師の死亡診断書ま

たは死体検案書をもってこれに代えることができます。）
（ 4 ）　被保険者の死亡事実が記載された住民票（ただし、事実確認が必要な場合は戸籍謄（抄）本）
（ 5 ）　災害死亡保険金の受取人の戸籍謄（抄）本と印鑑証明書
（ 6 ）　最終の保険料払込みを証する書類
（ 7 ）　保険証券

２ 障害給付金

（ 1 ）　当会社所定の請求書
（ 2 ）　不慮の事故であることを証する書類
（ 3 ）　当会社所定の様式による医師（被保険者が医師の場合には、被保険者以外の医師）の診断書
（ 4 ）　被保険者の住民票（ただし、受取人と同一の場合は不要。）
（ 5 ）　障害給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
（ 6 ）　最終の保険料払込みを証する書類
（ 7 ）　保険証券

（注）　当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
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別表２ 対象となる不慮の事故

　対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします（急激・偶発・外来の定義は表１によるものとし、備考に事故を例示します。）。ただ
し、表２の事故は除外します。

表１　急激・偶発・外来の定義
用 語 定 義

１．　急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持続性の強いものは該当しま
せん。）

２．　偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。（被保険者の故意にもとづくもの
は該当しません。）

３．　外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（身体の内部的原因によるものは該当しません。）

備考　急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 非 該 当 例

次のような事故は、表１の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的
な外来の事故に該当します。
・交通事故
・不慮の転落・転倒
・不慮の溺水
・窒息

次のような事故は、表１の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ
偶発的な外来の事故に該当しません。
・高山病・乗物酔いにおける原因
・飢餓
・過度の運動
・騒音
・処刑

表２　除外する事故
項 目 除 外 す る 事 故

１． 　疾病の発症等における軽微
な外因

疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場合における、その
軽微な外因となった事故

２．　疾病の診断・治療上の事故 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故

３． 　疾病による障害の状態にあ
る者の誤嚥＜誤吸引＞等

疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥＜誤吸引＞もしく
は気道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥＜誤吸引＞（嘔吐物、食物その他の物体の鼻または口からの侵入
による窒息を含みます。）

４．　気象条件による過度の高温 気象条件による過度の高温にさらされる事故（熱中症（日射病・熱射病）の原因となったものをいいます。）

５． 　接触皮膚炎、食中毒などの
原因となった事故

次の症状の原因となった事故
( 1 )　洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
( 2 )　外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など
( 3 )　細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および大腸炎

別表３ 給付割合表

　

等級 身 体 障 害 給付割合

第
１
級

１.　両眼の視力を全く永久に失ったもの
２.　言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
３.　中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を必要とするもの
４.　両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
５.　両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
６.　１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
７.　１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

100％

第
２
級

８.　１上肢および１下肢の用を全く永久に失ったもの
９.　10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
10. 　１肢に第３級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の１肢に第３級の13から15までまたは第４級

の21から25までのいずれかの身体障害を生じたもの
11.　両耳の聴力を全く永久に失ったもの

70％

第
３
級

12.　１眼の視力を全く永久に失ったもの
13. 　１上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢の用もしくは１上肢の３大関節中の２関節の用をまったく永久に失った

もの
14. 　１下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢の用もしくは１下肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
15.　１手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含んで４手指を失ったもの
16.　10足指を失ったもの
17.　脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

50％
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等級 身 体 障 害 給付割合

第
４
級

18.　両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
19.　言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
20.　中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
21.　１上肢の３大関節中の１関節の用を全く永久に失ったもの
22.　１下肢の３大関節中の１関節の用を全く永久に失ったもの
23.　１下肢が永久に５センチ以上短縮したもの
24. 　１手の第１指（母指）および第２指（示指）を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）のうち少なくとも１手指

を含んで３手指以上を失ったもの
25. 　１手の５手指の用を全く永久に失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含んで３手指以上の用を全く永

久に失ったもの
26.　10足指の用を全く永久に失ったもの
27.　１足の５足指を失ったもの

30％

第
５
級

28.　１上肢の３大関節中の２関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
29.　１下肢の３大関節中の２関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
30. 　１手の第１指（母指）もしくは第２指（示指）を失ったか、または第１指（母指）もしくは第２指（示指）を含んで２手指を

失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）以外の３手指を失ったもの
31.　１手の第１指（母指）及び第２指（示指）の用を全く永久に失ったもの
32.　１足の５足指の用を全く永久に失ったもの
33.　両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
34.　１耳の聴力を全く永久に失ったもの
35.　鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
36.　脊柱（頸椎を除く）に運動障害を永久に残すもの

15％

第
６
級

37.　１上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
38.　１下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
39.　１下肢が永久に３センチ以上短縮したもの
40. 　１手の第１指（母指）もしくは第２指（示指）の用を全く永久に失ったか第１指（母指）もしくは第２指（示指）を含んで２

手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）以外の２手指もしくは３手指の用を全く
永久に失ったもの

41.　１手の第１指（母指）および第２指（示指）以外の１手指または２手指を失ったもの
42.　１足の第１指（母指）または他の４足指を失ったもの
43.　１足の第１指（母指）を含んで３足指以上の用を全く永久に失ったもの

10％

備考
１.　常に介護を必要とするもの
　  　「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他

人の介護を必要とする状態をいいます。
２.　日常生活動作が著しく制限されるもの
　  　「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難

で、その都度他人の介護を必要とする状態をいいます。
３.　眼の障害（視力障害）
（ 1 ）　視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
（ 2 ）　「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
（ 3 ）　「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06以下になって回復の見込のない場合をいいます。
（ 4 ）　視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

４.　言語またはそしゃくの障害
（ 1 ）　「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。
　　 ①　語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
　　 ②　脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
　　 ③　声帯全部のてき出により発音が不能な場合

（ 2 ） 　「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の
補助動作がなくては、音声言語による意志の疎通が困難となり、その回復の見込のない場合をいいます。

（ 3 ） 　「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
（ 4 ） 　「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復

の見込がない場合をいいます。
５.　耳の障害（聴力障害）
（ 1 ） 　聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
（ 2 ） 　「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれａ・ｂ・ｃデシベルとしたとき、 

　1/4（ａ＋２ｂ＋ｃ） 
　の値が90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいます。

（ 3 ） 　「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記の（2）の1/4（ａ＋２ｂ＋ｃ）の値が70デシベル以上（40cmを超えると話声語を理解しえない
もの）で回復の見込のない場合をいいます。

６.　鼻の障害
（ 1 ） 　「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の２分の１以上を欠損した場合をいいます。
（ 2 ） 　「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。

７.　上・下肢の障害
（ 1 ） 　「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそ

れぞれ3大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見
込のない場合をいいます。

（ 2 ） 　「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場
合をいいます。

（ 3 ） 　「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見込のない場合をいいます。
８.　脊柱の障害
（ 1 ） 　「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
（ 2 ） 　「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の３種の運動のうち、

２種以上の運動が生理的範囲の２分の１以下に制限された場合をいいます。
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（ 3 ） 　「脊柱（頸椎を除く）の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の３種の運動のうち２種以上の運動が生理的範囲の
３分の２以下に制限された場合をいいます。

９.　手指の障害
（ 1 ） 　手指の障害については、５手指をもって１手として取扱い、個々の指の障害につき、それぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
（ 2 ） 　「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
（ 3 ） 　「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の２分の１以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節（第

１指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見込のない場合をいいます。
10.　足指の障害
（ 1 ） 　「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
（ 2 ） 　「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第１指（母指）は末節の２分の１以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足

指節関節もしくは近位指節間関節（第１指（母指）にあっては指節間関節）が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。

別表４ 身体の同一部位

（ 1 ）　１上肢については、肩関節以下すべて同一部位とします。
（ 2 ）　１下肢については、また関節以下すべて同一部位とします。
（ 3 ）　眼については、両眼を同一部位とします。
（ 4 ）　耳については、両耳を同一部位とします。
（ 5 ）　脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。
（ 6 ） 　別表３の第１級の４、５、６もしくは７、第２級の８、９もしくは10、第３級の16または第４級の26の障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、１上肢

と１下肢、10手指または10足指をそれぞれ同一部位とします。

別表5 対象となる保険金額等

（ 1 ）　平準定期保険特約の特約保険金額
（ 2 ）　生存給付金付定期保険特約の特約保険金額
（ 3 ）　逓減定期保険特約の特約基本保険金額
（ 4 ）　逓増定期保険特約の特約基本保険金額
（ 5 ）　収入保障特約の保険金換算額
（ 6 ）　家計保障定期保険特約の責任開始期の特約保険金額
（ 7 ）　家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の責任開始期の特約保険金額
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別表6 対象となる感染症

　対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項目の内容については、厚生
労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD－10（2013年版）準拠」によるものとします。

分 類 項 目 基本分類表番号

１.　コレラ
２.　腸チフス
３.　パラチフスＡ
４.　細菌性赤痢
５.　腸管出血性大腸菌感染症
６.　ペスト
７.　ジフテリア
８.　急性灰白髄炎＜ポリオ＞
９.　ラッサ熱
10.　クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱
11.　マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病
12.　エボラ＜Ebola＞ウイルス病
13.　痘瘡
14.　重症急性呼吸器症候群［SARS］
　  　（ただし、病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限ります。）

Ａ00
Ａ01.0
Ａ01.1
Ａ03
Ａ04.3
Ａ20
Ａ36
Ａ80
Ａ96.2
Ａ98.0
Ａ98.3
Ａ98.4
Ｂ03
Ｕ04
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（͜の特約の֓ཁ）
（	1	）	　この特約は、下表の給付金を支払うことを主な内༰とするもの

です。

内　༰

重度５疾病
・重度介護
給付金

被保険者がこの特約の保険期間தに、５疾病（ѱ
ੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、؊ߗมまたは
ຫੑਛ不全）により所定の就業不能状態に該当し
たとき、または所定の要介護状態になったときに、
一定の期間த、月͝とに給付金を支払います。

５疾病
ॳ期入院
給付金

被保険者がこの特約の保険期間தに、５疾病によ
り所定の入院をしたときに給付金を一時に支払い
ます。

（	2	）	　この特約は、被保険者の٤Ԏ状گに応じて保険料を۠し、
かつ、この特約の保険料払込期間தの解約返戻金をなくすること
により、それらを特約保険料にөしています。

第 � 条（用ޠのҙٛ）
　この特約条項において用される次の用ޠのҙٛは、それͧれ下表の
とおりとします。

用　ޠ 用ޠのҙٛ

キ 給付金支払
期間

重度５疾病・重度介護給付金を支払う期間（ １˞）とし
て、この特約を締結する際に、当会社の定める取ѻ
ൣғにより保険契約者のਃग़によって定めた期間
をいいます。給付金支払期間は、その定め方に応じ
て次のとおりとします。なお、この特約の締結後に、
給付金支払期間をมߋすることはできません。

年で
定めた場合

ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付
金の支払事由に該当した日から
その日を含めて当該年を経過
する日まで。ただし、当該年を経
過する日が保険期間の満了日を
超͑る場合は、ୈ１ճ重度５疾病・
重度介護給付金の支払事由に該
当した日から保険期間の満了日ま
で。

保険期間の
満了日までと
定めた場合

ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付
金の支払事由に該当した日から
保険期間の満了日まで。

ί 5疾病 別表２に定めるѱੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、
。มまたはຫੑਛ不全をいいますߗ؊

α 支払保࠷
証期間

重度５疾病・重度介護給付金を支払う࠷保証年
（ １˞）として、この特約を締結する際に、当会社の定
める取ѻൣғにより保険契約者のਃग़によって定
めた期間をいいます。なお、この特約の締結後に、
。することはできませんߋ支払保証期間をม࠷

γ 支払事由 給付金を支払うことになる事をいいます。

γ 就業不能状
態

次の（1）または（2）のいずれかの状態をいいます。
ただし、死亡したときおよͼ５疾病が治༊したとき
（ ２˞）は、いかなる場合でも就業不能状態とはいい
ません。
（	1	）	　５疾病の治療をతとして（ ３˞）、病院ま

たは療所（ ４˞）において入院している状
態。

（	2	）	　５疾病により、ҩࢣ（ ５˞）の指示を受けて
ࣗ等（˞̒ ）で治療にઐ೦しており、৬छを
わず、すべての業にै事できない状
態。

τ 特約給付金
月額

給付金の支払額の基準となる金額として、この特約
を締結する際に、当会社の定める取ѻൣғにより保
険契約者のਃग़によって定めた金額をいいます。た
だし、特約給付金月額がมߋされた場合は、มߋ後
の金額をいいます。

χ 入院
ҩࢣ（ ５˞）による治療がඞ要であり、かつ、ࣗ 等
（˞̒ ）での治療がࠔなため、病院または療所（˞
４）に入り、ৗにҩࢣ（ ５˞）のཧ下において治療に
ઐ೦することをいいます。

ϝ 免責事由 支払事由に該当しても給付金をお支払いしないこ
とになる事をいいます。

Ϥ 要介護状態

次の（1）または（2）のいずれかの状態をいいます。
ただし、死亡したときならͼに次の（1）およͼ（2）の
状態に該当しなくなったときは、いかなる場合でも
要介護状態とはいいません。
（	1	）	　ৗ時৸たきり状態で、次の①に該当し、か

つ、次の②～⑤のうち２項以上に該当して
他ਓの介護をඞ要とする状態（˞̓ ）。
①　ϕουपลのาߦがࣗではできな
い。
②　ҥのணがࣗではできない。
③　入ཋがࣗではできない。
④　৯のઁ取がࣗではできない。
⑤　େখศのഉᔔ後の১き取り始がࣗ
ではできない。

第 � 条　用ޠのҙٛ
第 � 条　適用保険ྉ
第 � 条　څ付ۚのࢧ
第 � 条　څ付ۚのࢧに関する補則
第 � 条　ෳのࣄ༝Ͱबۀෆঢ়ଶͱͳͬͨ߹のऔѻ͍
第 � 条　ॏ５࣬ පɾॏհڅޢ付ۚのҰࢧ࣌
第 � 条　څ付ۚのٻɺࢧظ࣌およびࢧॴ
第 � 条　特約保険ྉのࠐ໔除
第 � 条　特約のక݁
第��条　特約の։ظ࢝
第��条　特約の保険ྉのࠐΈ
第��条　༛༧ؒظதのࢧࣄ༝のൃੜͱ保険ྉのऔѻ͍
第��条　特約のࣦޮ
第��条　特約の෮׆
第��条　特約の։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ

৽ੜͱஅ֬定͞Εͨ߹のऔѻ͍
第��条　ٗによるऔফおよびෆ๏औಘ目తによるແޮͳΒ

びにࠂٛおよびࠂٛҧによる解除

第��条　ॏେࣄ༝による解除
第��条　特約の解約
第��条　特約のฦۚ
第��条　ऀݖ࠴͔Βの解約௨による解約のޮྗ͕ੜ͡る

લにॏ５࣬ පɾॏհڅޢ付ۚのࢧࣄ༝͕ੜͨ͡
߹のऔѻ͍

第��条　特約のফ໓ͱΈͳす߹
第��条　࠷ࢧ保ূ͕ؒظ適用͞Εる߹およびڅ付ۚࢧ

ؒظ։ޙ࢝に主ܖ約のશ෦に͍ͭͯফ໓ࣄ༝͕ൃ
ੜͨ͠߹のऔѻ͍

第��条　特約څ付ֹ݄ۚのֹݮ
第��条　څ付ۚࢧؒظ։ޙ࢝のڅ付ۚडऔਓのมߋ
第��条　特約のܖ約ऀ
第��条　主ܖ約の༰มߋに͏特約のऔѻ͍
第��条　٤Ԏঢ়گのޡΓのऔѻ͍
第�̔ 条　主約款の規定の४用

５࣬ පɾॏհޢՈܭ保ো特約条項

５࣬ පɾॏհޢՈܭ保ো特約条項  目次

（2020年3月2日改定）
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、ೝ症（別表３）とஅ֬定されੑ࣭ث　	（	2	）
ҙࣝ障害（別表４）のない状態においてݟ当
ࣝ障害（別表５）があり、かつ、他ਓの介護を
ඞ要とする状態。

（˞1）	　主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の保険金（˞̔ ）の
求を受け、その保険金（˞̔ ）を支払うこととなったこと、または給付
金支払期間の開始後に主契約の全部について解約その他のফ໓事
由がൃ生したことにより、ୈ３条（給付金の支払）（2）または（4）に該
当する場合は、その規定にしたがいます。

（˞2）	　５疾病を治療したことにより、その症状がݻ定しまたは５疾病がೝ
められない状態となった場合を含みます。

（˞3）	　治療ॲஔをわないਓ間υοクࠪݕのための入院、入院治療をඞ
要としない介護を主たるతとする入院等は、「治療をతとした入
院」には該当しません。

（˞4）	　「病院または療所」とは、次の①または②のいずれかに該当した
ものとします。
①	　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院またはױ者が入院するた
めのࢪઃを༗する療所。ただし、介護保険法に定める介護療ཆ
ઃを除きます。また、同法に定める介護ҩ療院は含まれࢪҩ療ܕ
ません。
②	　前①の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ

（˞5）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、ֺ 領Ҭにおける疾病のߢޱ
療については日本のࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者を含みます。ただ
し、被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣをいいます。

（˞6）	　ਓࢱ法に定める༗料ਓϗーϜおよͼਓࢪࢱઃならͼ
に介護保険法に定める介護保険ࢪઃ等を含みます。

（˞7）	　要介護状態の（1）①～⑤までの֤項について、それͧれ次の
イɽまたはウɽに該当した場合に「ࣗではできない」とみなします。
①	　ϕουपลのาߦ
アɽ　・۩等を用すれ、ࣗ でできる。
イɽ　・۩等を用しても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
②	　ҥのண
アɽ　ҥをすれ、ࣗ でできる。
イɽ　ҥをしても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
③	　入ཋ
アɽ　ཋ૧等をすれ、ࣗ でできる。
イɽ　ཋ૧等をしても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
④	　৯のઁ取
アɽ　৯ث・৯等をすれ、ࣗ でできる。
イɽ　৯ث・৯等をしても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
⑤	　େখศのഉᔔ後の১き取り始
アɽ　特別のث۩を用すれ、ࣗ でできる。
イɽ　特別のث۩を用しても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。

（˞8）	　主契約にϦϏϯά・χーζ特約が付加された場合で、特定状態保
険金の支払により主契約がফ໓したものとなるときは、その特定状
態保険金を含みます。

第 � 条（適用保険ྉ）
（	1	）	　当会社は、特約締結の際の被保険者の٤Ԏ状گにより、次のい

ずれかのछྨの保険料をこの特約に適用します。
①　ඇ٤Ԏ者保険料
②　ඪ準保険料

（	2	）	　主契約締結の際、この特約を主契約に付加して締結する場合に
は、本条（1）に定める保険料のうち、主契約に適用する保険料
と同一のछྨの保険料をこの特約に適用します。

第 � 条（څ付ۚのࢧ）
（	1	）	　この特約において支払う給付金は次のとおりです。

①　重度５疾病・重度介護給付金
アɽ　ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金

支払額 特約給付金月額

受取ਓ 被保険者（被保険者以֎の者にはมߋすることは
できません。）

支払事由

被保険者が次の（ア）または（イ）のいずれかの事由
に該当したとき。
（ア）	　被保険者が次のBɽおよͼCɽのすべてを満

たす状態に該当したとき。
Bɽ	　次の（B）～（D）のいずれかに該当したこと。
（B）	　この特約の責任開始日（ １˞）からそ

の日を含めて90日を経過する日以前
（責任開始期（ １˞）前を含みます。）にѱ
ੑ৽生（別表２）にጶױしたことがな
く、かつ、この特約の責任開始日（ １˞）
からその日を含めて90日を経過した日
の翌日以後のこの特約の保険期間தに
ѱੑ৽生（別表２）にጶױしたと、ҩࢣ
（ ２˞）により病ཧ৫ֶత所ݟ（ ３˞）に
よってஅ֬定（ ４˞）されたこと。

（C）	　この特約の責任開始期（ １˞）以後に
またはଔத（別表２）࠹ߎے৺ੑٸ
（別表２）をൃ病したと、ҩࢣ（ ２˞）によっ
てஅされたこと。

（D）	　この特約の責任開始期（ １˞）以後に
ม（別表２）またはຫੑਛ不全（別表ߗ؊
２）の状態となったと、ҩࢣ（ ２˞）によっ
てஅされたこと。

Cɽ	　前Bɽの５疾病をのݪҼとしてこの特約
の保険期間தに就業不能状態に該当し、か
つ、その就業不能状態がこの特約の保険期
間தに60日を超͑て（ ５˞）継続した（˞̒ ）
と、ҩࢣ（ ２˞）によってஅされたこと。

（イ）	　被保険者がこの特約の責任開始期（ １˞）以
後の傷害または疾病をݪҼとしてこの特約の
保険期間தに要介護状態に該当し、かつ、その
要介護状態がこの特約の保険期間தに180
日を超͑て（˞̓ ）継続した（˞̔ ）と、ҩࢣ（ ２˞）
によってஅされたとき。

免責事由

次のいずれかにより上هの支払事由（イ）が生じた
とき。
（ア）	　保険契約者または被保険者の故ҙまたは

重େな過ࣦ
（イ）　被保険者の൜ߦࡑҝ
（ウ）	　被保険者のༀґଘ（˞̕ ）
（エ）	　ઓ૪その他のมཚ

イɽ　ୈ２ճ以後重度５疾病・重度介護給付金

支払額 支払事由に該当する͝とに、特約給付金月額

受取ਓ 被保険者（被保険者以֎の者にはมߋすることは
できません。）

支払事由
ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金が支払われた場
合において、被保険者がୈ１ճ重度５疾病・重度介
護給付金の支払事由に該当した日の給付金支払
期間தの月୯位の応当日（˞10）が౸དྷしたとき。

②　５疾病ॳ期入院給付金

支払額 特約給付金月額×２

受取ਓ 被保険者（被保険者以֎の者にはมߋすることは
できません。）

支払事由

被保険者が次のアɽおよͼイɽのすべての条件を満
たしたとき。
アɽ	　前①アɽのୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金
の支払事由（ア）Bɽに該当したこと。

イɽ	　前アɽにおいてҩࢣ（ ２˞）によってஅされた
５疾病（˞11）の治療をతとして（˞12）、この
特約の保険期間தに病院または療所（˞13）
において入院をしたこと。

（˞1）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開
始期とし、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の
復活における責任開始期とします。また、責任開始期のଐす
る日を「責任開始日」といいます。

（˞2）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、ֺ 領Ҭにおけるߢޱ
疾病の療については日本のࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者を
含みます。ただし、被保険者がҩࢣである場合は、被保険者
以֎のҩࢣをいいます。

（˞3）	　生ݕを含みます。
（˞4）	　病ཧ৫ֶత所ݟがಘられないときは、他の所ݟによる

அ֬定もೝめることがあります。
（˞5）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算する

ものとします。
（˞6）	　就業不能状態に該当する期間の日が࿈続して60日を

超͑ることをඞ要とします。就業不能状態に該当する期間が
தஅしたときは、同一の５疾病により就業不能状態がൃ࠶し
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た場合であっても、そのதஅ前後の就業不能状態は「継続し
た就業不能状態」とはいいません。

（˞7）	　要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するも
のとします。

（˞8）	　要介護状態に該当する期間の日が࿈続して180日を超
͑ることをඞ要とします。要介護状態に該当する期間がதஅ
したときは、同一の傷害または疾病により要介護状態がൃ࠶
した場合であっても、そのதஅ前後の要介護状態は「継続し
た要介護状態」とはいいません。

（˞9）			「ༀґଘ」とは、ฏ27年2月13日૯লࠂ示ୈ35߸に
定められたྨ項தのྨ൪߸'11.2、'12.2、'13.2、
'14.2、'15.2、'16.2、'18.2、'19.2に規定される内༰によ
るものとし、ༀには、Ϟϧώω、アϔϯ、ίカイϯ、େຑ、ਫ਼
ਆܹༀ、֮ݬༀ等を含みます。

（˞10）	給付金支払期間தの֤月において、ୈ１ճ重度５疾病・重
度介護給付金の支払事由に該当した日にର応する日をい
い、ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金の支払事由に該当し
た日にର応する日がない月の場合には、その月の日をい
うものとします。

（˞11）	前アɽにおいてҩࢣ（ ２˞）により病ཧ৫ֶత所ݟ（ ３˞）に
よってஅ֬定（ ４˞）されたѱੑ৽生（別表２）を含みま
す。

（˞12）	治療ॲஔをわないਓ間υοクࠪݕのための入院、入院治
療をඞ要としない介護を主たるతとする入院等は、「治療
をతとした入院」には該当しません。

（˞13）	「病院または療所」とは、次の①または②のいずれかに該
当したものとします。
①　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院またはױ者が入院
するためのࢪઃを༗する療所。ただし、介護保険法に定
める介護療ཆܕҩ療ࢪઃを除きます。また、同法に定める
介護ҩ療院は含まれません。
②　前①の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ

（	2	）	　本条（1）の規定にかかわらず、当会社が主契約の保険金（注１）
の求を受け、その保険金（注１）を支払うこととなったときは、被
保険者が主契約の保険金（注１）の支払事由に該当した日より前に
この特約の給付金の支払事由に該当していた場合に限り、その給
付金を支払います。

（	3	）	　当会社がୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金の求を受け、ୈ１
ճ重度５疾病・重度介護給付金を支払うこととなったときは、次の
①およͼ②のとおりとします。
①　ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金の支払事由が生じた日よ
り後に౸དྷする保険料期間にର応するこの特約の保険料の払
込みをඞ要としません。
②　本条（1）②の規定にかかわらず、被保険者がୈ１ճ重度５疾
病・重度介護給付金の支払事由に該当した日より後に５疾病ॳ
期入院給付金の支払事由に該当しても、５疾病ॳ期入院給付金
を支払いません。

（	4	）	　本条（2）の場合を除き、給付金支払期間の開始後に主契約の全
部について解約その他のফ໓事由がൃ生したときは、そのফ໓事
由のൃ生日以後の給付金支払期間த（注２）は、本条（1）①の規定
にかかわらず、重度５疾病・重度介護給付金の支払事由に該当した
日に被保険者が生ଘしている場合に限り、その重度５疾病・重度介
護給付金を支払います。

（	5	）	　ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金およͼ５疾病ॳ期入院給付
金の支払は、５疾病のछྨおよͼ支払事由のԿにかかわらず、こ
の特約の保険期間を通じてそれͧれ１ճを限度とします。

（	6	）	　ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金を支払うこととなった場合、
その支払事由に該当した日とは、給付金支払のݪҼとなった被保
険者の状態に応じて、下表のとおりとします。

給付金支払のݪ
Ҽとなった被保
険者の状態

給付金の支払事由に該当した日

① 就業不能状態 その就業不能状態に該当した日から
その日を含めて61日に当たる日

② 要介護状態 その要介護状態に該当した日からそ
の日を含めて181日に当たる日

支払保証期間を定めた場合で、かつ、ୈ１ճ重度５疾病・重࠷　	（	7	）
度介護給付金の支払事由に該当した日から保険期間の満了日ま
での期間が࠷支払保証期間に満たないとき（注３）は、ୈ１条（用
のҙٛ）の規定にかかわらず、ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付ޠ
金の支払事由に該当した日からその日を含めて࠷支払保証期
間を経過する日までの期間を給付金支払期間として、本条（1）①
イɽの規定を適用します。

（注1）	　主契約にϦϏϯά・χーζ特約が付加された場合で、特定状態

保険金の支払により主契約の全部がফ໓したものとなるときは、
その特定状態保険金を含みます。

（注2）	　本条（7）の規定により、࠷支払保証期間が適用されるときは、
主契約の全部についてのফ໓事由のൃ生日以後のこの特約の保
険期間தとします。

（注3）	　被保険者の就業不能状態または要介護状態が継続している間
に保険期間が満了し、次条（1）または（2）の規定が適用される場合
を含みます。

第 ４ 条（څ付ۚのࢧに関する補則）
（	1	）	　この特約の保険期間の満了時に被保険者の就業不能状態が

60日を超͑て（注１）継続していないことによりୈ１ճ重度５疾病・
重度介護給付金が支払われない場合で、その後もҾき続きその
就業不能状態が継続し、就業不能状態の継続日が60日を超͑た
（注１）ときは、この特約の保険期間の満了時にその就業不能状態
が60日を超͑て（注１）継続したものとみなして、前条の規定を適
用します。

（	2	）	　この特約の保険期間の満了時に被保険者の要介護状態が180
日を超͑て（注２）継続していないことによりୈ１ճ重度５疾病・重
度介護給付金が支払われない場合で、その後もҾき続きその要
介護状態が継続し、要介護状態の継続日が180日を超͑た（注
２）ときは、この特約の保険期間の満了時にその要介護状態が
180日を超͑て（注２）継続したものとみなして、前条の規定を適用
します。

（	3	）	　次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険
者がこの特約の責任開始期（注３）前にൃ病した疾病または被った
傷害（以下、本（3）において「責任開始期前の疾病等」といいます。）
を、この特約の責任開始期（注３）以後に生じたものとみなして前
条の規定を適用します。ただし、前条（1）①アɽに定めるୈ１ճ重度
５疾病・重度介護給付金の支払事由（ア）または前条（1）②に定める
５疾病ॳ期入院給付金の支払事由のݪҼとなった５疾病がѱੑ৽
生（別表２）である場合を除きます。
①　この特約の締結または復活の際、ࠂ等により当会社が責任
開始期前の疾病等についてっていた場合、または過ࣦにより
らなかった場合（責任開始期前の疾病等について、保険契約
者または被保険者からࠂされなかったことにより、当会社が
事࣮の一部をらなかった場合を除きます。）
②　この特約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等に
ついて、保険ഔ介者（注４）が保険契約者または被保険者にର
し、ࠂをすることを͛た場合、ࠂしないことをקめた場
合、または事࣮でないことを͛ࠂることをקめた場合
③　責任開始期前の疾病等について、次のアɽおよͼイɽを満た
し、かつ、責任開始期（注３）前に、被保険者の身体に生じた症状
について保険契約者およͼ被保険者のೝࣝおよͼ֮ࣗがな
かったことが໌らかな場合
アɽ　責任開始期（注３）前に、被保険者がҩࢣのを受けたこ
とがない。

イɽ　責任開始期（注３）前に、被保険者が健康அ（定期健康
அ、ਓ間υοク等、健康状態をධՁすることで疾ױの༧・ૣ
期ൃݟにཱてることをతとしてߦうݕ・ をいݕࠪ・
います。）によるҟৗの指ఠを受けたことがない。

（	4	）	　当会社がこの特約の給付金を支払った後に、主契約の保険金の
求を受け、その保険金を支払うこととなった場合で、طに支払っ
たこの特約の給付金の支払事由が生じた日以前に被保険者が主
契約の保険金の支払事由に該当していたことが໌らかとなったと
きは、当会社は、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいま
す。）の規定にかかわらず、主契約の保険金からطに支払ったこの
特約の給付金をࠩしҾきます。ただし、主約款の規定により、主契
約の保険金の月払給付をߦうときは、月払給付される主契約のୈ
１ճの給付金からطに支払ったこの特約の給付金をࠩしҾきま
す。この場合、ࠩ しҾいた金額がطに支払ったこの特約の給付金
に満たないときは、ࠩ しҾいた金額のྦྷ計がطに支払ったこの特
約の給付金にୡするまで、ॱ 次その次のճの主契約の給付金から
ࠩしҾきます。

（	5	）	　当会社が５疾病ॳ期入院給付金を支払った後に、重度５疾病・重
度介護給付金の求を受け、重度５疾病・重度介護給付金を支払
うこととなった場合で、طに支払った５疾病ॳ期入院給付金の支払
事由が生じた日より前に被保険者がୈ１ճ重度５疾病・重度介護給
付金の支払事由に該当していたことが໌らかとなったときは、当
会社は、前条（1）①の規定にかかわらず、重度５疾病・重度介護給
付金からطに支払った５疾病ॳ期入院給付金をࠩしҾきます。こ
の場合、まずୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金からࠩしҾくことと
し、ࠩ しҾいた金額のྦྷ計がطに支払った５疾病ॳ期入院給付金
にୡするまで、ॱ 次その次のճの重度５疾病・重度介護給付金から
ࠩしҾきます。

（	6	）	　本条（5）の規定によりࠩしҾいた金額のྦྷ計がطに支払った５
疾病ॳ期入院給付金にୡする前に主契約の保険金の求を受
け、その保険金を支払うこととなった場合で、ୈ１ճ重度５疾病・重
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度介護給付金の支払事由が生じた日より後に被保険者が主契約
の保険金の支払事由に該当したときは、طに支払った５疾病ॳ期
入院給付金と本条（5）の規定によりࠩしҾいた金額（注５）とのࠩ
額をطに支払ったこの特約の給付金とみなし、本条（4）の規定を
準用して主契約の保険金または給付金からطに支払ったこの特
約の給付金をࠩしҾきます。

（	7	）	　保険契約者、被保険者または給付金の受取ਓの故ҙまたは重
େな過ࣦによって、就業不能状態がԆした場合には、当会社は、
そのӨڹがなかったときに૬当する就業不能状態をೝ定したう͑
で、前条の規定を適用します。

（	8	）	　前条の規定にかかわらず、被保険者がઓ૪その他のมཚによっ
て要介護状態に該当した場合でも、そのݪҼによってୈ１ճ重度５
疾病・重度介護給付金の支払事由に該当した被保険者のの૿
加について、当会社がこの特約の計算の基礎にٴ΅すӨڹがগ
ないとೝめたときは、そのӨڹの程度に応じ、ୈ１ճ重度５疾病・重
度介護給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払い
ます。この場合、ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金の金額を削減
して支払うときは、その削減の割合に応じて特約給付金月額を改
めます。

（	9	）	　前条の規定にかかわらず、保険契約者が法ਓで、かつ、主契約
の高度障害保険金の受取ਓが保険契約者である場合は、保険契
約者をこの特約の給付金の受取ਓとし、それ以֎の者にมߋする
ことはできません。

（注1）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算するものと
します。

（注2）	　要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するものとし
ます。

（注3）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開始期と
し、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の復活におけ
る責任開始期とします。

（注4）	　当会社のために保険契約の締結のഔ介をߦうことができる者
をいいます。

（注5）	　被保険者が主契約の保険金の支払事由に該当した日より前に
支払事由が生じた重度５疾病・重度介護給付金からࠩしҾいた金
額に限ります。

第 � 条（ෳのࣄ༝Ͱबۀෆঢ়ଶͱͳͬͨ߹のऔѻ͍）
　当会社は、被保険者がୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金の支払ରと
なる就業不能状態となった時またはその就業不能状態が継続している間
に、次のいずれかの事由に該当した場合には、その就業不能状態の開始の
のݪҼとなった５疾病により、その就業不能状態が継続したものとみ
なして、ୈ３条（給付金の支払）（1）①アɽの支払事由（ア）の規定を適用しま
す。
①　５疾病をのݪҼとしてୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金の支
払ରとなる就業不能状態となった時に、そのୈ１ճ重度５疾病・重度
介護給付金の支払事由（ア）のݪҼとなる他の５疾病をซൃしていた
とき。
②　５疾病をのݪҼとしてୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金の支
払ରとなる就業不能状態が継続している間に、そのୈ１ճ重度５疾
病・重度介護給付金の支払事由（ア）のݪҼとなる他の５疾病をซൃし
たとき。

第 ̒  条（ॏ５࣬ පɾॏհڅޢ付ۚのҰࢧ࣌）
（	1	）	　ୈ３条（給付金の支払）（7）の規定により、࠷支払保証期間が

適用される場合で、保険期間が満了した後、給付金支払期間தに
次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、給付金
支払期間தのকདྷの重度５疾病・重度介護給付金の支払にか͑
て、当会社の定める計算方法によって算ग़する給付金のະ支払
のݱՁを一時に支払います。
①　被保険者が死亡したとき。
②　重度５疾病・重度介護給付金の受取ਓから給付金のະ支払
のݱՁの一時支払の求を受けたとき。

（	2	）	　本条（1）①の場合、重度５疾病・重度介護給付金の受取ਓ（注）
は、すみかに当会社に通してください。

（	3	）	　本条（1）②の求をߦう場合、重度５疾病・重度介護給付金の受
取ਓは、当会社に、求にඞ要なॻ （ྨ別表１）をఏग़してくださ
い。

（	4	）	　本条（1）の規定により、当会社が給付金のະ支払のݱՁを一
時に支払った場合には、この特約はফ໓します。

（	注	）	　被保険者が重度５疾病・重度介護給付金の受取ਓである場合
は、その法定૬続ਓとします。

第 ̓  条（څ付ۚのٻɺࢧظ࣌およびࢧॴ）
（	1	）	　給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその給付

金の受取ਓは、すみかに当会社に通してください。
（	2	）	　給付金の支払事由が生じたときは、その給付金の受取ਓは、当

会社に、求にඞ要なॻ （ྨ別表１）をఏग़して、給付金を求して
ください。

（	3	）	　当会社は、ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金を支払うときは、
月払給付証ॻを࡞し、その給付金の受取ਓに交付します。

（	4	）	　主約款に定める保険金の支払時期およͼ支払場所に関する規
定は、この特約による給付金の支払の場合に準用します。この場
合、当会社がୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金または５疾病ॳ期
入院給付金を支払うために֬ೝをߦうことがある事項には、病ཧ
৫ֶతݕ （ࠪ注）のରとなったඪ本等のఏग़を含みます。

（	5	）	　給付金の受取ਓと被保険者が同一ਓであり、かつ、その被保険
者が給付金の支払事由に該当した後、給付金が支払われるまでの
間に死亡した場合の給付金の求については、被保険者の法定
૬続ਓのうち、次の①または②に定める１ਓの者を表者としま
す。この場合、その表者は、被保険者の他の法定૬続ਓをཧ
するものとします。
①　被保険者のށ੶上のۮ者
②　前①に該当する者がいない場合には、法定૬続ਓのٞڠによ
り定めた者

（	注	）	　生ݕを含みます。

第 � 条（特約保険ྉのࠐ໔除）
　主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場合には、
同時にこの特約の保険料払込みを免除します。

第 � 条（特約のక݁）
　保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同ҙおよͼ当会社の
ঝをಘて、この特約を主契約に付加して締結することができます。

第��条（特約の։ظ࢝）
（	1	）	　当会社は、下表の「特約上の責任が開始される時（責任開始

期）」からこの特約上の責任をෛいます。

特約の付加とঝの時期 特約上の責任が開始される時
（責任開始期）

① 主契約締結の際、主契約
に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

②

主契約の契約日後、主契
約に付加する場合で、当
会社が保険契約者からの
特約付加のਃ込をঝし
た場合

当会社所定の保険料およͼ
ਫ਼算額を当会社が受け取っ
た時またはࠂの時のいず
れかい時

（	2	）	　この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他
の特約条項の規定によります。

第��条（特約の保険ྉのࠐΈ）
（	1	）	　この特約の保険料払込期間は、保険期間の満了する日を限度と

し、当会社所定のൣғ内で定めてください。
（	2	）	　この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを

ඞ要とします。保険料の前ೲまたは一ׅ払の場合も同༷としま
す。

（	3	）	　この特約が保険料払込期間தにফ໓したときまたはこの特約
の保険料の払込みをඞ要としなくなったときのこの特約のະ経過
部の保険料の取ѻいについては、主約款の規定を準用します。

（	4	）	　本条（2）に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主
約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日（注1）
以後その日のଐする月の日までにこの特約による給付金の支
払事由が生じた場合には、当会社は、その支払うべき金額から、ະ
払込保険料（注2）をࠩしҾきます。ただし、給付金がະ払込保険料
（注2）に不する場合は、保険契約者はそのະ払込保険料（注2）
を払い込んでください。

（	5	）	　本条（4）ただしॻきに定める場合において、ະ払込保険料（注2）
の払込みについては、保険契約者は、主約款に定める保険料払込
みの༛༧期間の満了する時までにະ払込保険料（注2）を払い込
むことをඞ要とします。このະ払込保険料（注2）が払い込まれな
い場合には、当会社は、支払事由のൃ生により支払うべき給付金
を支払いません。

（	6	）	　主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込ま
れない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの༛
༧期間が満了した時からকདྷにって解約されたものとします。
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（	注1）	　月払契約の場合は月୯位、年払契約の場合は年୯位の契約応
当日とします。

（	注2）	　主契約の保険料およͼ主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第��条（༛༧ؒظதのࢧࣄ༝のൃੜͱ保険ྉのऔѻ͍）
（	1	）	　保険料払込みの༛༧期間தに、この特約による給付金の支払

事由がൃ生した場合には、当会社は、給付金からະ払込保険料
（注）をࠩしҾきます。

（	2	）	　給付金が本条（1）のະ払込保険料（注）に不するときは、保険
契約者は、主約款に定める保険料払込みの༛༧期間の満了する
時までにະ払込保険料（注）を払い込むことをඞ要とします。この
ະ払込保険料（注）が払い込まれない場合には、当会社は、支払事
由のൃ生により支払うべき給付金を支払いません。

（	注	）	　主契約の保険料およͼ主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第��条（特約のࣦޮ）
　主契約がޮྗをࣦった場合には、この特約も同時にকདྷにってޮྗ
をࣦいます。

第��条（特約の෮׆）
（	1	）	　主契約の復活求の際には、この特約についても同時に復活

の求があったものとします。
（	2	）	　復活後のこの特約には、ࣦ ޮ前のこの特約に適用した保険料

と同一のछྨの保険料を適用します。
（	3	）	　当会社は、本条（1）の規定によって求された特約の復活をঝ

した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復
活の取ѻいをします。

第��条（特約の։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ
৽ੜͱஅ֬定͞Εͨ߹のऔѻ͍）

（	1	）	　被保険者がこの特約の責任開始日（注１）からその日を含めて
90日を経過する日以前（注２）にѱੑ৽生（別表２）にጶױし、ҩ
によりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定のࢣՊҩࣃまたはࢣ
日からその日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़
があったときは、この特約をແޮとします。

（	2	）	　本条（1）の規定によりこの特約がແޮとなったときは、当会社
は、ୈ11条（特約の保険料の払込み）（3）の規定にかかわらず、ط
に払い込まれたこの特約の保険料（注３）を保険契約者に払い戻し
ます。

（	3	）	　本条（1）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、
本条（1）の規定は適用しません。
①　次条またはୈ17条（重େ事由による解除）の規定により、当会
社がこの特約を解除することができるとき。
②　ୈ21条（特約のফ໓とみなす場合）の規定により、この特約
がফ໓したものとみなされるとき。
③　当会社がこの特約によるୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金
または５疾病ॳ期入院給付金の求を受け、その給付金を支払
うこととなったとき。

（	4	）	　被保険者がこの特約の復活における責任開始日からその日を
含めて90日を経過する日以前（注４）にѱੑ৽生（別表２）にጶױ
し、ҩࢣまたはࣃՊҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ
֬定の日からその日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社
にਃग़（注５）があったときは、この特約の復活をແޮとします。

（	5	）	　本条（4）の規定によりこの特約の復活がແޮとなったときは、当
会社は、ୈ11条（特約の保険料の払込み）（3）の規定にかかわら
ず、その復活の際に払い込まれたこの特約のԆ保険料およͼ
その復活後に払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払
い戻します。

（	6	）	　本条（3）の規定は、本条（4）の適用にあたって準用します。この
場合において、本条（3）の規定த「本条（1）」とあるのを「本条（4）」
とಡみସ͑ます。

（注1）	　この特約の復活における責任開始日を除きます。
（注2）	　この特約の責任開始日（注１）前を含みます。
（注3）	　主契約の契約日後にこの特約を主契約に付加した場合は、この

特約を付加した際に当会社が受け取った当会社所定のਫ਼算額を
含みます。

（注4）	　その復活に関して、この特約がޮྗをࣦった日から復活におけ
る責任開始日までの期間を含みます。

（注5）	　保険期間が満了する場合は、保険期間が満了する前に当会社
にਃしग़ることをඞ要とします。

第��条（ٗによるऔফおよびෆ๏औಘ目తによるແޮͳΒび
にࠂٛおよびࠂٛҧによる解除）

（	1	）	　この特約の締結または復活に際しては主約款の以下①～③の
規定を準用します。
による取ফに関する規定ٗ　①
②　不法取ಘతによるແޮに関する規定
ٛҧによる解除に関する規定ࠂٛおよͼࠂ　③

（	2	）	　本条（1）の場合、この特約の締結の際、当会社の求めに応じて
保険契約者または被保険者がࠂすることをඞ要とする事項に
は、被保険者の٤Ԏ状گに関する事項を含みます。

第��条（ॏେࣄ༝による解除）
（	1	）	　当会社は、次の①～ᶈのいずれかに定める事由が生じた場合に

は、この特約をকདྷにって解除することができます。
①　保険契約者、被保険者または給付金の受取ਓが、この特約の
給付金を取するతまたは他ਓに取させるతで、事故ট
க（ະを含みます。）をした場合
②　保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料
払込免除をさせるతで、事故টக（ະを含みます。）をした
場合
③　この特約の給付金の求に関し、給付金の受取ਓにߦٗҝ
（ະを含みます。）があった場合
④　他の保険契約との重ෳによって、被保険者にかかる給付金額
（注１）の合計がஶしく過େであって、保険੍度のతにする
状態がもたらされるおそれがある場合
⑤　保険契約者、被保険者または給付金の受取ਓが、次のアɽ～
オɽのいずれかに該当する場合
アɽ　ྗஂ、ྗஂһ（ྗஂһでなくなった日から５年を経
過しない者を含みます。）、ྗஂ準ߏһ、ྗஂ関ا業
その他の社会త （ྗ以下「社会తྗ」といいます。）
に該当するとೝめられるとき。

イɽ　社会తྗにରしてࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ
༩するなͲの関༩をしているとೝめられるとき。

ウɽ　社会తྗを不当にར用しているとೝめられるとき。
エɽ　保険契約者または給付金の受取ਓが法ਓの場合、社会
తྗがその法ਓの経Ӧを支し、またはその法ਓの経Ӧ
に࣮࣭తに関༩しているとೝめられるとき。

オɽ　その他社会తྗと社会తにඇされるべき関を༗
しているとೝめられるとき。

ᶈ　次のアɽまたはイɽに該当する等により、当会社の保険契約者、
被保険者または給付金の受取ਓにରする৴པをଛない、この特
約のଘ続をࠔとする前①～⑤に͛ܝる事由と同等の重େな
事由がある場合
アɽ　主契約が重େ事由によって解除されたとき。
イɽ　保険契約者、被保険者または給付金の受取ਓが他の保険
者との間で締結した保険契約またはڞ済契約が重େ事由に
より解除されたとき。

（	2	）	　当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由
が生じた後でも、本条（1）の規定によってこの特約を解除すること
ができます。この場合には、本条（1）①～ᶈに定める事由のൃ生時
以߱に生じた支払事由による給付金およͼ保険料払込みの免除
は、次の①およͼ②のとおり取りѻいます。
①　給付金は支払いません。また、طに給付金を支払っていたと
きは、その返ؐを求します。
②　保険料の払込みは免除しません。また、طに保険料の払込み
を免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものと
します。

（	3	）	　本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、そ
のࢫを保険契約者に通します。ただし、保険契約者またはその
ॅ所もしくはډ所が不໌であるか、その他ਖ਼当なཧ由によって保
険契約者に通できない場合には、当会社は、被保険者または給
付金の受取ਓに通します。

（	4	）	　本条の規定によってこの特約を解除した場合、当会社は、解約
返戻金があるときは解約返戻金と同額の返戻金（注２）を保険契約
者に支払います。

（注1）	　保険छྨおよͼ給付金の໊শがいかなる場合であっても他の
保険契約の給付金等を含みます。

（注2）	　重度５疾病・重度介護給付金の支払事由のൃ生時より後に本条
（1）①～ᶈに定める事由が生じたときの返戻金の額は、責任準備
金とします。ただし、ୈ３条（給付金の支払）（7）の規定により、࠷
支払保証期間が適用される場合で、保険期間が満了した後に本条
（1）①～ᶈに定める事由が生じたときの返戻金の額は、当会社の
定める計算方法によって算ग़する給付金のະ支払のݱՁとしま
す。
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第��条（特約の解約）
　保険契約者は、給付金支払期間の開始前に限り、いつでもকདྷにって
この特約を解約することができます。

第��条（特約のฦۚ）
（	1	）	　この特約が解約または解除されたときは、当会社は、適用保険

料およͼ経過年月により、当会社の定めた方法で計算した解
約返戻金を保険契約者に払い戻します。

（	2	）	　この特約がୈ21条（特約のফ໓とみなす場合）（1）の規定によ
りফ໓したときは、本条（1）と同༷に取りѻいます。ただし、主約款
の規定によって主契約の責任準備金を払い戻す場合には、この特
約の責任準備金を主約款の規定に準じて払い戻します。

（	3	）	　本条（1）または（2）の規定にかかわらず、この特約の保険料払込
期間をແ解約返戻金期間とし、ແ解約返戻金期間தの特約につい
ては、解約返戻金はありません。

（	4	）	　本条（3）に定めるແ解約返戻金期間தの特約とは、解約返戻金
の計算をߦう下表に定める事項に応じて、下表に定める定基準
日がແ解約返戻金期間にଐするものをいいます。ただし、この特
約の保険料払込期間தの保険料がすべて払い込まれていないと
きは、下表に定める定基準日がແ解約返戻金期間満了後となる
場合であっても、ແ解約返戻金期間தの特約とみなします。

事項 定基準日

①

ୈ16条（ٗによる取ফおよ
ͼ不法取ಘతによるແޮ
ならͼにࠂٛおよͼࠂ
ٛҧによる解除）の規
定により準用する主約款の
ٛに関する規定によࠂ
るࠂٛҧによる解除

特約を解除するࢫの通
が保険契約者（˞）に౸ୡ
した日

②
ୈ17条（重େ事由による解
除）の規定による重େ事由に
よる解除

③ ୈ18条（特約の解約）の規定
による解約

主約款に定める解約返戻
金の求ॻྨが当会社に
౸ணした日

④
ୈ21条（特約のফ໓とみな
す場合）（1）の規定によるফ
໓

主契約の全部についてফ
໓事由がൃ生した日

⑤
ୈ23条（特約給付金月額の
減額）の規定による特約給付
金月額の減額

主約款に定める減額の
求ॻྨが当会社に౸ணし
た日

ᶈ
ୈ26条（主契約の内༰มߋ
にう特約の取ѻい）の規定
により解約されたものとする
場合

主契約の基準給付金月額
を減額した日

（˞）　保険契約者またはそのॅ所もしくはډ所が不໌であるか、
その他ਖ਼当なཧ由によって保険契約者に通できない場合
には、被保険者または給付金の受取ਓとします。

（	5	）	　本条（2）の規定にかかわらず、主約款の規定によって主契約の
保険金を支払う場合（注）には、この特約の責任準備金その他の返
戻金の払戻はありません。

（	6	）	　この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせ
て保険証券に例示します。

（	注	）	　主契約の保険金支払の免責事由に該当した場合で、主契約の
保険金が支払われず、主契約の責任準備金の払戻がないときを
含みます。

第��条（ऀݖ࠴͔Βの解約௨による解約のޮྗ͕ੜ͡るલ
にॏ５࣬ පɾॏհڅޢ付ۚのࢧࣄ༝͕ੜͨ͡
߹のऔѻ͍）

者等（注１）による解約の通が当会社に౸ୡし、かつ、主約ݖ࠴　	（	1	）
款の規定により解約のޮྗが生じるまでまたは主約款の規定によ
りޮྗが生じなくなるまでに、重度５疾病・重度介護給付金の支払
事由が生じ、当会社が重度５疾病・重度介護給付金を支払うべきと
きは、主約款の規定にかかわらず、責任準備金（注２）を限度として
主約款に規定するݖ࠴者等（注１）に支払うべき金額をݖ࠴者等
（注１）に支払います。

（	2	）	　本条（1）の場合、責任準備金（注２）からݖ࠴者等（注１）に支払っ
た金額をࠩしҾいた額は一時に重度５疾病・重度介護給付金の

受取ਓに支払い、この特約は重度５疾病・重度介護給付金の支払
事由のൃ生時にফ໓します。

（注1）	　保険契約者以֎の者でこの特約の解約をすることができる者
をいいます。

（注2）	　ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金の支払事由のൃ生時におけ
る責任準備金をいいます。

第��条（特約のফ໓ͱΈͳす߹）
（	1	）	　主契約の全部について解約その他のফ໓事由がൃ生したとき

は、この特約はফ໓したものとみなします。
（	2	）	　主契約の保険金の支払事由がൃ生し、保険金の月払給付をߦう

ときは、この特約はその保険金の支払事由のൃ生時にফ໓したも
のとみなします。

（	3	）	　本条（1）の規定にかかわらず、給付金支払期間の開始後は、主
契約の保険金（注）の支払事由に該当した場合を除き、主契約の全
部について解約その他のফ໓事由がൃ生した場合でも、この特約
はফ໓しないものとします。

（	4	）	　本条（3）の場合、給付金支払期間தの࠷ऴճの重度５疾病・重
度介護給付金を当会社が支払ったとき、または給付金支払期間த
に被保険者が死亡したときは、この特約はফ໓します。

（	注	）	　主契約にϦϏϯά・χーζ特約が付加された場合で、特定状態
保険金の支払により主契約がফ໓したものとなるときは、その特
定状態保険金を含みます。

第��条（࠷ࢧ保ূ͕ؒظ適用͞Εる߹およびڅ付ۚࢧ
ؒظ։ޙ࢝に主ܖ約のશ෦に͍ͭͯফ໓ࣄ༝͕ൃ
ੜͨ͠߹のऔѻ͍）

（	1	）	　ୈ３条（給付金の支払）（7）の規定により、࠷支払保証期間が
適用されるときは、次の①～⑤のとおり取りѻいます。
①　保険期間が満了した場合であっても、主契約およͼこの特約
（注１）はফ໓しないものとします。ただし、主約款およͼ主契約
に付加されているその他の特約の特約条項の規定は、本条（1）
③に定める規定を除き、保険期間が満了した時に主契約がফ໓
するものとみなして、これを適用します。
②　保険期間が満了した時に、保険契約上の一のݖརٛ（注
２）が重度５疾病・重度介護給付金の受取ਓにঝ継されます。
③　主約款に定める次の規定は、保険期間が満了した時以後も、
なおそのޮྗを༗します。
アɽ　保険金の求、支払時期およͼ支払場所に関する規定
イɽ　ٗによる取ফに関する規定
ウɽ　不法取ಘతによるແޮに関する規定
エɽ　ࠂٛおよͼࠂٛҧに関する規定
オɽ　重େ事由による解除に関する規定
カɽ　保険契約者の表者およͼॅ所等のมߋに関する規定
キɽ　ࡋ所に関する規定
クɽ　時ޮに関する規定
④　前③の場合において、主約款に定める保険契約者のॅ所等
のมߋに関する規定த「保険契約者」とあるのは「５疾病・重度介
護Ո計保障特約条項に定める重度５疾病・重度介護給付金の受
取ਓ」とಡみସ͑ます。
⑤　給付金支払期間தの࠷ऴճの重度５疾病・重度介護給付金を
当会社が支払ったとき、または保険期間が満了した時以後に被
保険者が死亡したときは、主契約およͼこの特約（注１）はফ໓
します。

（	2	）	　本条（1）①～⑤の規定は、給付金支払期間の開始後に主契約の
全部について解約その他のফ໓事由がൃ生した場合（注３）に準用
します。この場合において、本条（1）①～⑤の規定த「保険期間が
満了した」とあるのは「主契約の全部についてফ໓事由がൃ生し
た」とಡみସ͑ます。

（注1）	　主契約に指定ཧ求特約または指定ཧ求ਓのରൣғ
に関する特約が付加されている場合は、それらの特約を含みま
す。

（注2）	　主約款またはこの特約条項の規定により当会社がൃする通
の૬手方を保険契約者としている場合、その通の૬手方として
の位を含みます。

（注3）	　主契約の保険金（注４）の支払事由に該当した場合を除きます。
（注4）	　主契約にϦϏϯά・χーζ特約が付加された場合で、特定状態

保険金の支払により主契約がফ໓したものとなるときは、その特
定状態保険金を含みます。

第��条（特約څ付ֹ݄ۚのֹݮ）
（	1	）	　保険契約者は、給付金支払期間の開始前に限り、特約給付金月
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別ද１ ٻॻྨ

（	1	）　給付金の求ॻྨ

項　 ఏ　ग़　ॻ　ྨ

1 ୈ１ճ重度５疾病・重度介護給付金

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　当会社所定の༷式によるҩࢣ（被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣを

いいます。）のஅॻ
（	3	）　被保険者のॅຽථ（ただし、受取ਓと同一の場合は不要。）
（	4	）　給付金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本とҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	5	）
（	6	）　保険証券

2 ୈ２ճ以後重度５疾病・重度介護給付金または
給付金のະ支払のݱՁの一時支払

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　給付金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本とҹؑ証໌ॻ
（	3	）　月払給付証ॻ

3 ５疾病ॳ期入院給付金

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　当会社所定の༷式によるҩࢣ（被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣを

いいます。）のஅॻ
（	3	）　当会社所定の༷式による入院した病院または療所の入院証໌ॻ
（	4	）　被保険者のॅຽථ（ただし、受取ਓと同一の場合は不要。）
（	5	）　給付金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本とҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	6	）
（	7	）　保険証券

（注）　当会社は、上ه以֎のॻྨのఏग़を求め、または上هのఏग़ॻྨの一部のলུをೝめることがあります。

（	2	）　その他の求ॻྨ

項　 ఏ　ग़　ॻ　ྨ

1 給付金支払期間開始後の給付金受取ਓのมߋ
（	1	）　当会社所定の໊ٛมߋ求ॻ
（	2	）　保険契約者のҹؑ証໌ॻ
（	3	）　保険証券

（注）　当会社は、上ه以֎のॻྨのఏग़を求め、または上هのఏग़ॻྨの一部のলུをೝめることがあります。

額を減額することができます。ただし、減額後の特約給付金月額
は、当会社の定めるൣғ内であることをඞ要とします。

（	2	）	　本条（1）の規定によって、特約給付金月額が減額された場合に
は、減額は、解約されたものとして取りѻいます。

第��条（څ付ۚࢧؒظ։ޙ࢝のڅ付ۚडऔਓのมߋ）
（	1	）	　保険契約者が法ਓで、かつ、重度５疾病・重度介護給付金の受取

ਓである場合は、ୈ４条（給付金の支払に関するิଇ）（9）の規定
にかかわらず、保険契約者は、給付金支払期間の開始後、被保険
者の同ҙをಘた上で、当会社にରする通により、重度５疾病・重
度介護給付金の受取ਓを被保険者にมߋすることができます。

（	2	）	　本条（1）の通が当会社に౸ୡする前にมߋ前の重度５疾病・
重度介護給付金の受取ਓに重度５疾病・重度介護給付金を支払っ
たときは、その支払い後にมߋ後の重度５疾病・重度介護給付金
の受取ਓからその重度５疾病・重度介護給付金の求を受けて
も、当会社はこれを支払いません。

（	3	）	　本条の規定により重度５疾病・重度介護給付金の受取ਓをมߋ
するときは、保険契約者は、当会社所定のॻ （ྨ別表１）をఏग़して
ください。

第��条（特約のܖ約ऀ）
　この特約にରしては、契約者当はありません。

第��条（主ܖ約の༰มߋに͏特約のऔѻ͍）
（	1	）	　主契約の基準給付金月額を減額した場合に、減額後の主契約

の基準給付金月額にରするこの特約の特約給付金月額の割合が
当会社所定の限度を超͑ることとなるときは、給付金支払期間の
開始後を除き、その限度までこの特約の特約給付金月額を減額し
ます。ただし、減額後のその特約給付金月額が当会社の定める金
額ະ満となるときは、この特約は解約されたものとします。

（	2	）	　本条（1）の規定により、特約給付金月額が減額された場合には、
減額は、解約されたものとします。

第��条（٤Ԏঢ়گのޡΓのऔѻ͍）
　この特約にඇ٤Ԏ者保険料が適用された場合で、特約締結の際、当
会社がࠂを求めた被保険者の٤Ԏ状گについて、ࠂのޡりがあった
ときは、次の方法により取りѻいます。
①　当会社の定める方法により計算した金額をਫ਼算し、この特約の保険
料を改めます。
②　前①の規定にかかわらず、重度５疾病・重度介護給付金の支払事由
が生じた時以後にࠂのޡりがൃݟされた場合で、その重度５疾病・
重度介護給付金を支払うこととなったときは、当会社の定める方法に
より計算した金額を支払うべき重度５疾病・重度介護給付金とਫ਼算し
ます。

第��条（主約款の規定の४用）
　この特約に別ஈの定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
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別ද２ ରͱͳるѱੑ৽ੜɺੑٸ৺࠹ߎےɺଔதɺ؊ߗมɺຫੑਛෆશ

1ɽ	　ରとなるѱੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、؊ߗม、ຫੑਛ不全とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表に
ް、のものとし、ྨ項の内༰についてはࡌه 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によ
るものとします。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

1ɽѱੑ৽生

ͼҺ಄のѱੑ৽生ʻजᙾʼٴߢޱ、৶ޱ $00～$14

ফԽثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $15～$26

のѱੑ৽生ʻजᙾʼث内ଁߢڳͼٴثٵݺ $30～$39

骨ٴͼ関અೈ骨のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $40～$41

ൽෘのࠇ৭जٴͼその他のൽෘのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $43～$44

தൽٴͼೈ部৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $45～$49

ೕのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $50

ঁੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $51～$58

உੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $60～$63

ਛ࿏のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $64～$68

の部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼܥͼその他のதਆ経ٴ、؟ $69～$72

ͼその他の内ൻથのѱੑ৽生ʻजᙾʼٴ状થߕ $73～$75

部位不໌֬、続ൃ部位ٴͼ部位不໌のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $76～$80

Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ、ൃݪとࡌهされたຢはਪ
定されたもの $81～$96

ಠཱした（ੑൃݪ）ଟ部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $97

ਅਖ਼݂૿ٿ加症ʻଟ݂症ʼ %45

骨髄ҟܗ症ީ܈ %46

Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のੑ状不ৄຢは不໌のその他の৽生ʻजᙾʼ
（%47）のうち、
・ຫੑ骨髄૿৩ੑ疾ױ
・本態 （ੑग़݂ੑ）݂ খ൘݂症
・骨髄線ҡ症
・ຫੑੑٿࢎന݂病	<૿ٿࢎ加症ީ܈>

%47.1
%47.3
%47.4
%47.5

2ɽੑٸ৺࠹ߎے
、のうち（25*～20*）ױ৺疾ੑ݂ڏ
࠹ߎے৺ੑٸ・
࠹ߎے৺ੑൃ࠶・

*21
*22

3ɽଔத
݂疾（69*～60*）ױのうち、
・くもບ下ग़݂
・内ग़݂
・࠹ߎ

*60
*61
*63

4ɽ؊ߗม

アϧίーϧੑ؊疾（70,）ױのうち、
・アϧίーϧੑ؊ߗม
؊線ҡ症ٴͼ؊ߗม（,74）のうち、
มߗ؊ोੑੑൃݪ・
・続ൃੑोੑ؊ߗม
・ोੑ؊ߗม、ৄ 不໌ࡉ
・その他ٴͼৄࡉ不໌の؊ߗม

,70.3

,74.3
,74.4
,74.5
,74.6

5ɽຫੑਛ不全
ਛ不全（/17～/19）のうち、
・ຫੑਛଁ病、εςーδ４
・ຫੑਛଁ病、εςーδ５

/18.4
/18.5

（注）　ରとなるѱੑ৽生には、「上ൽ内৽生」は含まれません。

2ɽ	　前1ɽにおいて「ѱੑ৽生」とは、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「ࠃ際疾病ྨ		जᙾֶ	（/$$म）	ୈ3൛	（2012年改ਖ਼൛）」により、৽生
のੑ状を表すୈ5ܻίーυとして次のίーυ൪߸が付されたものであることをඞ要とします。

৽生のੑ状を表すୈ5ܻίーυ

ίーυ൪߸
ʗ3
ʗ6

ʗ9

ѱੑ、ൃݪ部位
ѱੑ、	సҠ部位	

ѱੑ、続ൃ部位
ѱੑ、ൃݪ部位ຢはసҠ部位の別不ৄ
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別ද３ ରͱͳるੑ࣭ثೝ

ͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%�10ٴ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害示ୈ35߸に基づくް生࿑ಇলେਉࠂとは、ฏ27年２月13日૯ল「ೝ症ੑ࣭ث」　
（2013年൛）準ڌ」にࡌهされたྨ項த、次の基本ྨίーυに規定される内༰によるものをいい、「ੑ࣭ثೝ症とஅ֬定されている」とは、次の
（1）、（2）のすべてに該当する「ੑ࣭ثೝ症」であることを、ҩࢣ（注1）によりஅ֬定された場合をいいます。
（	1	）　内に後ఱతにおこった࣭ثతな病มあるいはଛ傷（注2）を༗すること。
（	2	）　ਖ਼ৗにख़したが、前（1）による࣭ثత障害（注2）によりഁյされたために、一度֫ಘされた能が࣋続తかつ全ൠతに下したものであるこ

と。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

ೝ症ੑ࣭ث

アϧπϋイϚーʻ"M[IFJNFS̓ 病のೝ症
݂ੑೝ症
ϐοク̒ 1JDL̓ 病のೝ症
クϩイπϑΣϧτ・Ϡίϒʻ$SFVU[GFMEU�+BLPC̓ 病のೝ症
ϋϯνϯτϯ )̒VOUJOHUPO̓ 病のೝ症
ύーキϯιϯ 1̒BSLJOTPO̓ 病のೝ症
ώτ免Ӹ不全ウイϧεʦ)*7ʧ病のೝ症
他にྨされるその他の໌示された疾ױのೝ症
不໌のೝ症ࡉৄ
せんໝ、ೝ症に重なったもの

'00
'01
'02.0
'02.1
'02.2
'02.3
'02.4
'02.8
'03
'05.1

（˞）	　2013年൛以後のް生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要」において、上ه疾病以֎に該当する疾病がある場合
には、その疾病も含むものとします。

（注1）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合は、被保険者以֎の日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいいま
す。

（注2）	　「࣭ثతな病มあるいはଛ傷」、「࣭ثత障害」とは、֤ छの病Ҽまたは傷害によってҾきىこされた৫ֶతにೝめられる病มあるいはଛ傷、障
害のことをいいます。

別ද４ ҙࣝো

　「ҙࣝ障害」とは、次のようなものをいいます。
　通ৗ、ରをೝし、पғに注ҙを払い、֎からのܹをత֬にうけとって応することのできる状態をҙࣝがはっきりしているといいますが、このҙࣝ
が障害された状態をҙࣝ障害といいます。
　ҙࣝ障害は、通ৗେきくわけてҙࣝࠞとҙࣝม༰とにわけられます。
（	1	）　「ҙࣝࠞ」とは、ҙࣝがಶっている状態で、その障害の程度により、ܰ 度の場合、（うとうとしているが、ܹにより֮੧する状態）、த度の場合、

、ࠚ高度の場合、（には、一時తに応する状態ܹいڧ੧させることはできないが、かなり֮）ࠚ ਭ（ਫ਼ਆ活ಈはఀࢭし、全てのܹに応ੑを
ࣦった状態）にわけられます。

（	2	）　「ҙࣝม༰」とは、特घなҙࣝ障害であり、これにはアϝϯνア（ҙࣝࠞはܰいが、応は支໓྾で、ࣗ でもࠔした状態）、せんໝ（ൺֱత高
度のҙࣝࠞʵҙࣝの程度はಈ༳しすい にɻ加͑て、ࡨ ฃ等を示す状態）およͼもうΖう状態（ҙࣝࠞの程度はܰڵ、をい不҆、不Ժ֮ݬ֮・
いが、ҙࣝのൣғがڱまり、֎քを全ൠతにѲすることができない状態）等があります。

別ද５ ࣝোݟ

。とは、次のいずれかに該当する場合をいいます「当ࣝ障害ݟ」　
（	1	）　時間のݟ当ࣝ障害ɿقઅまたはே・ਅன・のいずれかのೝࣝができない。
（	2	）　場所のݟ当ࣝ障害ɿॅࠓんでいるࣗのՈまたはࠓいる場所のೝࣝができない。
（	3	）　ਓのݟ当ࣝ障害ɿ日ࠒしているपғのਓのೝࣝができない。
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ߟࢀ ॏ５࣬ පɾॏհڅޢ付ۚのະࢧのݱՁ

　５疾病・重度介護Ո計保障特約条項	ୈ6条（重度５疾病・重度介護給付金の一時支払）の規定により、重度５疾病・重度介護給付金のະ支払のݱՁ
を一時に支払う場合は、次のとおり計算した金額をお支払いします。

　特約給付金月額×（1000ԁະ満のについては、100ԁの位をり上͛て1000ԁ୯位）


	 。としますଘ期間を年と月（0か月から11か月まで）にけ、その年と月に応じた

月
年 0 1 2 3 4 5
0 1.0085 2.0156 3.0213 4.0254 5.0282
1 12.0068 12.9980 13.9877 14.9761 15.9630 16.9485
2 23.8071 24.7812 25.7540 26.7253 27.6952 28.6638
3 35.4044 36.3618 37.3178 38.2724 39.2257 40.1776
4 46.8023 47.7432 48.6828 49.6210 50.5578 51.4933
5 58.0041 58.9289 59.8523 60.7743 61.6951 62.6145

月
年 6 7 8 9 10 11
0 6.0294 7.0293 8.0276 9.0246 10.0201 11.0142
1 17.9325 18.9152 19.8964 20.8762 21.8545 22.8315
2 29.6309 30.5966 31.5610 32.5239 33.4855 34.4456
3 41.1281 42.0772 43.0249 43.9713 44.9163 45.8600
4 52.4275 53.3603 54.2917 55.2218 56.1506 57.0780
5 63.5326 64.4493 65.3648 66.2789 67.1917 68.1031
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（͜の特約の֓ཁ）
（	1	）	　この特約は、被保険者がこの特約の保険期間தに、５疾病（ѱੑ

৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、؊ߗมまたはຫੑਛ不全）により
所定の就業不能状態に該当したとき、または所定の要介護状態に
なったときに、重度５疾病・重度介護一時金を支払うことを主な内
༰とするものです。

（	2	）	　この特約は、被保険者の٤Ԏ状گに応じて保険料を۠し、
かつ、この特約の保険料払込期間தの解約返戻金をなくすること
により、それらを特約保険料にөしています。

第 � 条（用ޠのҙٛ）
　この特約条項において用される次の用ޠのҙٛは、それͧれ下表の
とおりとします。

用　ޠ 用ޠのҙٛ

ί ５疾病 別表２に定めるѱੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、
。มまたはຫੑਛ不全をいいますߗ؊

γ 支払事由 一時金を支払うことになる事をいいます。

γ 就業不能状
態

次の（1）または（2）のいずれかの状態をいいます。
ただし、死亡したときおよͼ５疾病が治༊したとき
（ １˞）は、いかなる場合でも就業不能状態とはいい
ません。
（	1	）	　５疾病の治療をతとして（ ２˞）、病院ま

たは療所（ ３˞）において入院（ ４˞）してい
る状態。

（	2	）	　５疾病により、ҩࢣ（ ５˞）の指示を受けて
ࣗ等（˞̒ ）で治療にઐ೦しており、৬छを
わず、すべての業にै事できない状
態。

ϝ 免責事由 支払事由に該当しても一時金をお支払いしないこ
とになる事をいいます。

Ϥ 要介護状態

次の（1）または（2）のいずれかの状態をいいます。
ただし、死亡したときならͼに次の（1）およͼ（2）の
状態に該当しなくなったときは、いかなる場合でも
要介護状態とはいいません。
（	1	）	　ৗ時৸たきり状態で、次の①に該当し、か

つ、次の②～⑤のうち２項以上に該当して
他ਓの介護をඞ要とする状態（˞̓ ）。
①　ϕουपลのาߦがࣗではできな
い。

②　ҥのணがࣗではできない。
③　入ཋがࣗではできない。
④　৯のઁ取がࣗではできない。
⑤　େখศのഉᔔ後の১き取り始がࣗ
ではできない。

、ೝ症（別表３）とஅ֬定されੑ࣭ث　	（	2	）
ҙࣝ障害（別表４）のない状態においてݟ当
ࣝ障害（別表５）があり、かつ、他ਓの介護を
ඞ要とする状態。

（˞1）	　５疾病を治療したことにより、その症状がݻ定しまたは５疾病がೝ
められない状態となった場合を含みます。

（˞2）	　治療ॲஔをわないਓ間υοクࠪݕのための入院、入院治療をඞ
要としない介護を主たるతとする入院等は、「治療をతとした入
院」には該当しません。

（˞3）	　「病院または療所」とは、次の①または②のいずれかに該当した
ものとします。
①	　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院またはױ者が入院するた
めのࢪઃを༗する療所。ただし、介護保険法に定める介護療ཆ
ઃを除きます。また、同法に定める介護ҩ療院は含まれࢪҩ療ܕ
ません。
②	　前①の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ

（˞4）	　ҩࢣ（ ５˞）による治療がඞ要であり、かつ、ࣗ 等（˞̒ ）での治療
がࠔなため、病院または療所（ ３˞）に入り、ৗにҩࢣ（ ５˞）の
ཧ下において治療にઐ೦することをいいます。

（˞5）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、ֺ 領Ҭにおける疾病のߢޱ
療については日本のࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者を含みます。ただ
し、被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣをいいます。

（˞6）	　ਓࢱ法に定める༗料ਓϗーϜおよͼਓࢪࢱઃならͼ
に介護保険法に定める介護保険ࢪઃ等を含みます。

（˞7）	　要介護状態の（1）①～⑤までの֤項について、それͧれ次の
イɽまたはウɽに該当した場合に「ࣗではできない」とみなします。
①	　ϕουपลのาߦ
アɽ　・۩等を用すれ、ࣗ でできる。
イɽ　・۩等を用しても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
②	　ҥのண
アɽ　ҥをすれ、ࣗ でできる。
イɽ　ҥをしても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
③	　入ཋ
アɽ　ཋ૧等をすれ、ࣗ でできる。
イɽ　ཋ૧等をしても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
④	　৯のઁ取
アɽ　৯ث・৯等をすれ、ࣗ でできる。
イɽ　৯ث・৯等をしても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
⑤	　େখศのഉᔔ後の১き取り始
アɽ　特別のث۩を用すれ、ࣗ でできる。
イɽ　特別のث۩を用しても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。

第 � 条（適用保険ྉ）
（	1	）	　当会社は、特約締結の際の被保険者の٤Ԏ状گにより、次のい

ずれかのछྨの保険料をこの特約に適用します。
①　ඇ٤Ԏ者保険料
②　ඪ準保険料

（	2	）	　主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、この特
約を主契約に付加して締結する場合には、本条（1）に定める保険
料のうち、主契約に適用する保険料と同一のछྨの保険料
をこの特約に適用します。

ॏ５࣬ පɾॏհޢҰۚ࣌特約条項
（2020年3月2日改定）

第 � 条　用ޠのҙٛ
第 � 条　適用保険ྉ
第 � 条　ॏ５࣬ පɾॏհޢҰۚ࣌のࢧ
第 � 条　ॏ５࣬ පɾॏհޢҰۚ࣌のࢧに関する補則
第 � 条　ෳのࣄ༝Ͱबۀෆঢ়ଶͱͳͬͨ߹のऔѻ͍
第 � 条　ॏ５࣬ පɾॏհޢҰۚ࣌のٻɺࢧظ࣌および

ॴࢧ
第 � 条　特約保険ྉのࠐ໔除
第 � 条　特約のక݁
第 � 条　特約の։ظ࢝
第��条　特約の保険ྉのࠐΈ
第��条　༛༧ؒظதのࢧࣄ༝のൃੜͱ保険ྉのऔѻ͍
第��条　特約のࣦޮ
第��条　特約の෮׆

第��条　特約の։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ
৽ੜͱஅ֬定͞Εͨ߹のऔѻ͍

第��条　ٗによるऔফおよびෆ๏औಘ目తによるແޮͳΒ
びにࠂٛおよびࠂٛҧによる解除

第��条　ॏେࣄ༝による解除
第��条　特約の解約
第��条　特約のฦۚ
第��条　特約のফ໓ͱΈͳす߹
第��条　ॏ５࣬ පɾॏհޢҰֹۚ࣌のֹݮ
第��条　特約のܖ約ऀ
第��条　主ܖ約の༰มߋに͏特約のऔѻ͍
第��条　٤Ԏঢ়گのޡΓのऔѻ͍
第��条　主約款の規定の४用

ॏ５࣬ පɾॏհޢҰۚ࣌特約条項  目次
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第 � 条（ॏ５࣬ පɾॏհޢҰۚ࣌のࢧ）
（	1	）	　この特約において支払う重度５疾病・重度介護一時金は次のと

おりです。

支払額 重度５疾病・重度介護一時金額

受取ਓ 被保険者（被保険者以֎の者にはมߋすることは
できません。）

支払事由

被保険者が次の①または②のいずれかの事由に
該当したとき。
①	　被保険者が次のアɽおよͼイɽのすべてを満た
す状態に該当したとき。
アɽ	　次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当したこ
と。
（ア）	　この特約の責任開始日（ １˞）からその

日を含めて90日を経過する日以前（責任
開始期（ １˞）前を含みます。）にѱੑ৽生
（別表２）にጶױしたことがなく、かつ、
この特約の責任開始日（ １˞）からその日
を含めて90日を経過した日の翌日以後
のこの特約の保険期間தにѱੑ৽生
（別表２）にጶױしたと、ҩࢣ（ ２˞）により
病ཧ৫ֶత所ݟ（ ３˞）によってஅ֬
定（ ４˞）されたこと。

（イ）	　この特約の責任開始期（ １˞）以後にٸ
ੑ৺࠹ߎے（別表２）またはଔத（別表
２）をൃ病したと、ҩࢣ（ ２˞）によってஅ
されたこと。

（ウ）	　この特約の責任開始期（ １˞）以後に؊
ม（別表２）またはຫੑਛ不全（別表２）ߗ
の状態となったと、ҩࢣ（ ２˞）によって
அされたこと。

イɽ	　前アɽの５疾病をのݪҼとしてこの特
約の保険期間தに就業不能状態に該当し、か
つ、その就業不能状態がこの特約の保険期
間தに60日を超͑て（˞５）継続した（˞̒）
と、ҩࢣ（ ２˞）によってஅされたこと。

②	　被保険者がこの特約の責任開始期（ １˞）以後
の傷害または疾病をݪҼとしてこの特約の保険
期間தに要介護状態に該当し、かつ、その要介
護状態がこの特約の保険期間தに180日を超
͑て（˞̓ ）継続した（˞̔ ）と、ҩࢣ（ ２˞）によって
அされたとき。

免責事由

次のいずれかにより上هの支払事由②が生じたと
き。
①	　保険契約者または被保険者の故ҙまたは重
େな過ࣦ
②	　被保険者の൜ߦࡑҝ
③　被保険者のༀґଘ（˞̕ ）
④	　ઓ૪その他のมཚ

（˞1）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開
始期とし、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の
復活における責任開始期とします。また、責任開始期のଐす
る日を「責任開始日」といいます。

（˞2）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、ֺ 領Ҭにおけるߢޱ
疾病の療については日本のࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者を
含みます。ただし、被保険者がҩࢣである場合は、被保険者
以֎のҩࢣをいいます。

（˞3）	　生ݕを含みます。
（˞4）	　病ཧ৫ֶత所ݟがಘられないときは、他の所ݟによる

அ֬定もೝめることがあります。
（˞5）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算する

ものとします。
（˞6）	　就業不能状態に該当する期間の日が࿈続して60日を

超͑ることをඞ要とします。就業不能状態に該当する期間が
தஅしたときは、同一の５疾病により就業不能状態がൃ࠶し
た場合であっても、そのதஅ前後の就業不能状態は「継続し
た就業不能状態」とはいいません。

（˞7）	　要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するも
のとします。

（˞8）	　要介護状態に該当する期間の日が࿈続して180日を超
͑ることをඞ要とします。要介護状態に該当する期間がதஅ
したときは、同一の傷害または疾病により要介護状態がൃ࠶
した場合であっても、そのதஅ前後の要介護状態は「継続し
た要介護状態」とはいいません。

（˞9）	　「ༀґଘ」とは、ฏ27年2月13日૯লࠂ示ୈ35߸に
定められたྨ項தのྨ൪߸'11.2、'12.2、'13.2、

'14.2、'15.2、'16.2、'18.2、'19.2に規定される内༰によ
るものとし、ༀには、Ϟϧώω、アϔϯ、ίカイϯ、େຑ、ਫ਼
ਆܹༀ、֮ݬༀ等を含みます。

（	2	）	　重度５疾病・重度介護一時金を支払うこととなった場合、その支
払事由に該当した日とは、一時金支払のݪҼとなった被保険者の
状態に応じて、下表のとおりとします。

一時金支払のݪ
Ҽとなった被保
険者の状態

一時金の支払事由に該当した日

① 就業不能状態 その就業不能状態に該当した日から
その日を含めて61日に当たる日

② 要介護状態 その要介護状態に該当した日からそ
の日を含めて181日に当たる日

第 ４ 条（ॏ５࣬ පɾॏհޢҰۚ࣌のࢧに関する補則）
（	1	）	　この特約の保険期間が満了したことまたは主契約の高度障害

保険金が支払われたこと	注１
によりこの特約がফ໓する時	注２

に、被保険者の就業不能状態が60日を超͑て	注３
継続していな
いことにより重度５疾病・重度介護一時金が支払われない場合で、
その後もҾき続きその就業不能状態が継続し、就業不能状態の
継続日が60日を超͑た	注３
ときは、この特約の༗ޮதにその
就業不能状態が60日を超͑て	注３
継続したものとみなして、前
条の規定を適用します。

（	2	）	　この特約の保険期間が満了したことまたは主契約の高度障害
保険金が支払われたこと	注１
によりこの特約がফ໓する時	注２

に、被保険者の要介護状態が180日を超͑て	注４
継続していな
いことにより重度５疾病・重度介護一時金が支払われない場合で、
その後もҾき続きその要介護状態が継続し、要介護状態の継続
日が180日を超͑た	注4
ときは、この特約の༗ޮதにその要
介護状態が180日を超͑て	注４
継続したものとみなして、前条の
規定を適用します。

（	3	）	　当会社が重度５疾病・重度介護一時金を支払った場合には、この
特約は、被保険者が重度５疾病・重度介護一時金の支払事由に該
当した時にফ໓したものとみなします。

（	4	）	　次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険
者がこの特約の責任開始期（注５）前にൃ病した疾病または被った
傷害（以下、本（4）において「責任開始期前の疾病等」といいます。）
を、この特約の責任開始期（注５）以後に生じたものとみなして前
条の規定を適用します。ただし、前条（1）に定める重度５疾病・重度
介護一時金の支払事由①のݪҼとなった５疾病がѱੑ৽生（別
表２）である場合を除きます。
①　この特約の締結または復活の際、ࠂ等により当会社が責任
開始期前の疾病等についてっていた場合、または過ࣦにより
らなかった場合（責任開始期前の疾病等について、保険契約
者または被保険者からࠂされなかったことにより、当会社が
事࣮の一部をらなかった場合を除きます。）
②　この特約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等に
ついて、保険ഔ介者（注̒ ）が保険契約者または被保険者にର
し、ࠂをすることを͛た場合、ࠂしないことをקめた場
合、または事࣮でないことを͛ࠂることをקめた場合
③　責任開始期前の疾病等について、次のアɽおよͼイɽを満た
し、かつ、責任開始期（注５）前に、被保険者の身体に生じた症状
について保険契約者およͼ被保険者のೝࣝおよͼ֮ࣗがな
かったことが໌らかな場合
アɽ　責任開始期（注５）前に、被保険者がҩࢣのを受けたこ
とがない。

イɽ　責任開始期（注５）前に、被保険者が健康அ（定期健康
அ、ਓ間υοク等、健康状態をධՁすることで疾ױの༧・ૣ
期ൃݟにཱてることをతとしてߦうݕ・ をいݕࠪ・
います。）によるҟৗの指ఠを受けたことがない。

（	5	）	　当会社が重度５疾病・重度介護一時金を支払った後に、主契約
の保険金の求を受け、その保険金を支払うこととなった場合で、
に支払った重度５疾病・重度介護一時金の支払事由が生じた日ط
より前に被保険者が主契約の保険金の支払事由に該当していた
ことが໌らかとなったとき（注7）は、当会社は、主契約の普通保険
約款（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、主契約の
保険金からطに支払った重度５疾病・重度介護一時金をࠩしҾき
ます。ただし、主約款の規定により、主契約の保険金の月払給付を
に支طうときは、月払給付される主契約のୈ１ճの給付金からߦ
払った重度５疾病・重度介護一時金をࠩしҾきます。この場合、ࠩ
しҾいた金額がطに支払った重度５疾病・重度介護一時金に満た
ないときは、ࠩ しҾいた金額のྦྷ計がطに支払った重度５疾病・重
度介護一時金にୡするまで、ॱ 次その次のճの主契約の給付金
からࠩしҾきます。

（	6	）	　保険契約者、被保険者または一時金の受取ਓの故ҙまたは重
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େな過ࣦによって、就業不能状態がԆした場合には、当会社は、
そのӨڹがなかったときに૬当する就業不能状態をೝ定したう͑
で、前条の規定を適用します。

（	7	）	　前条の規定にかかわらず、被保険者がઓ૪その他のมཚによっ
て要介護状態に該当した場合でも、そのݪҼによって重度５疾病・
重度介護一時金の支払事由に該当した被保険者のの૿加につ
いて、当会社がこの特約の計算の基礎にٴ΅すӨڹがগないと
ೝめたときは、そのӨڹの程度に応じ、重度５疾病・重度介護一時
金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。

（	8	）	　前条の規定にかかわらず、保険契約者が法ਓで、かつ、主契約
の高度障害保険金の受取ਓが保険契約者である場合は、保険契
約者を重度５疾病・重度介護一時金の受取ਓとし、それ以֎の者に
มߋすることはできません。

（注1）	　主契約の高度障害保険金が月払給付される場合を含みます。
（注2）	　「この特約がফ໓する時」とは、この特約の保険期間が満了する

場合はその時、主契約の高度障害保険金が支払われる場合（注１）
はその支払事由に該当した時をいいます。

（注3）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算するものと
します。

（注4）	　要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するものとし
ます。

（注5）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開始期と
し、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の復活におけ
る責任開始期とします。

（注6）	　当会社のために保険契約の締結のഔ介をߦうことができる者
をいいます。

（注7）	　被保険者が主契約の保険金の支払事由に該当した時に、طに
支払った重度５疾病・重度介護一時金の支払事由のݪҼとなった
就業不能状態または要介護状態に該当していたときを除きます。

第 � 条（ෳのࣄ༝Ͱबۀෆঢ়ଶͱͳͬͨ߹のऔѻ͍）
　当会社は、被保険者が重度５疾病・重度介護一時金の支払ରとなる就
業不能状態となった時またはその就業不能状態が継続している間に、次
のいずれかの事由に該当した場合には、その就業不能状態の開始の
のݪҼとなった５疾病により、その就業不能状態が継続したものとみなし
てୈ３条（重度５疾病・重度介護一時金の支払）（1）の支払事由①の規定を
適用します。
①　５疾病をのݪҼとして重度５疾病・重度介護一時金の支払ର
となる就業不能状態となった時に、その重度５疾病・重度介護一時金
の支払事由①のݪҼとなる他の５疾病をซൃしていたとき。
②　５疾病をのݪҼとして重度５疾病・重度介護一時金の支払ର
となる就業不能状態が継続している間に、その重度５疾病・重度介護
一時金の支払事由①のݪҼとなる他の５疾病をซൃしたとき。

第 ̒  条（ॏ５࣬ පɾॏհޢҰۚ࣌のٻɺࢧظ࣌およびࢧ
ॴ）

（	1	）	　重度５疾病・重度介護一時金の支払事由が生じたときは、保険
契約者またはその一時金の受取ਓは、すみかに当会社に通し
てください。

（	2	）	　重度５疾病・重度介護一時金の支払事由が生じたときは、その
一時金の受取ਓは、当会社に、求にඞ要なॻ （ྨ別表１）をఏग़し
て、重度５疾病・重度介護一時金を求してください。

（	3	）	　主約款に定める保険金の支払時期およͼ支払場所に関する規
定は、この特約による重度５疾病・重度介護一時金の支払の場合に
準用します。この場合、当会社が重度５疾病・重度介護一時金を支
払うために֬ೝをߦうことがある事項には、病ཧ৫ֶతࠪݕ
（注）のରとなったඪ本等のఏग़を含みます。

（	4	）	　重度５疾病・重度介護一時金の受取ਓと被保険者が同一ਓであ
り、かつ、その被保険者が重度５疾病・重度介護一時金の支払事由
に該当した後、重度５疾病・重度介護一時金が支払われるまでの間
に死亡した場合の重度５疾病・重度介護一時金の求について
は、被保険者の法定૬続ਓのうち、次の①または②に定める１ਓの
者を表者とします。この場合、その表者は、被保険者の他の法
定૬続ਓをཧするものとします。
①　被保険者のށ੶上のۮ者
②　前①に該当する者がいない場合には、法定૬続ਓのٞڠによ
り定めた者

（	注	）	　生ݕを含みます。

第 ̓  条（特約保険ྉのࠐ໔除）
　主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場合には、
同時にこの特約の保険料払込みを免除します。

第 � 条（特約のక݁）
　保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同ҙおよͼ当会社の
ঝをಘて、この特約を主契約に付加して締結することができます。

第 � 条（特約の։ظ࢝）
（	1	）	　当会社は、下表の「特約上の責任が開始される時（責任開始

期）」からこの特約上の責任をෛいます。

特約の付加とঝの時期 特約上の責任が開始される時
（責任開始期）

① 主契約締結の際、主契約
に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

②

主契約の契約日後、主契
約に付加する場合で、当
会社が保険契約者からの
特約付加のਃ込をঝし
た場合

当会社所定の保険料およͼ
ਫ਼算額を当会社が受け取っ
た時またはࠂの時のいず
れかい時

（	2	）	　この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他
の特約条項の規定によります。

第��条（特約の保険ྉのࠐΈ）
（	1	）	　この特約の保険料払込期間は、保険期間の満了する日を限度と

し、当会社所定のൣғ内で定めてください。
（	2	）	　この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを

ඞ要とします。保険料の前ೲまたは一ׅ払の場合も同༷としま
す。

（	3	）	　この特約が保険料払込期間தにফ໓したときまたはこの特約
の保険料の払込みが免除されたときのこの特約のະ経過部の
保険料の取ѻいについては、主約款の規定を準用します。

（	4	）	　本条（2）に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主
約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日（注1）
以後その日のଐする月の日までにこの特約による重度５疾病・
重度介護一時金の支払事由が生じた場合には、当会社は、その支
払うべき金額から、ະ払込保険料（注2）をࠩしҾきます。ただし、重
度５疾病・重度介護一時金がະ払込保険料	注２
に不する場合
には、保険契約者は、そのະ払込保険料	注２
を払い込んでくださ
い。

（	5	）	　本条（4）ただしॻきに定める場合において、ະ払込保険料（注2）
の払込みについては、保険契約者は、主約款に定める保険料払込
みの༛༧期間の満了する時までに、ະ払込保険料（注2）を払い込
むことをඞ要とします。このະ払込保険料（注2）が払い込まれな
い場合には、当会社は、支払事由のൃ生により支払うべき重度５疾
病・重度介護一時金を支払いません。

（	6	）	　主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込ま
れない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの༛
༧期間が満了した時からকདྷにって解約されたものとします。

（	注1）	　月払契約の場合は月୯位、年払契約の場合は年୯位の契約応
当日とします。

（	注2）	　主契約の保険料およͼ主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第��条（༛༧ؒظதのࢧࣄ༝のൃੜͱ保険ྉのऔѻ͍）
（	1	）	　保険料払込みの༛༧期間தに、この特約による重度５疾病・重

度介護一時金の支払事由がൃ生した場合には、当会社は、重度５
疾病・重度介護一時金からະ払込保険料（注）をࠩしҾきます。

（	2	）	　重度５疾病・重度介護一時金が本条（1）のະ払込保険料（注）に
不するときは、保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの
༛༧期間の満了する時までに、ະ払込保険料（注）を払い込むこと
をඞ要とします。このະ払込保険料（注）が払い込まれない場合に
は、当会社は、支払事由のൃ生により支払うべき重度５疾病・重度
介護一時金を支払いません。

（	注	）	　主契約の保険料およͼ主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第��条（特約のࣦޮ）
　主契約がޮྗをࣦった場合には、この特約も同時にকདྷにってޮྗ
をࣦいます。

第��条（特約の෮׆）
（	1	）	　主契約の復活求の際には、この特約についても同時に復活
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の求があったものとします。
（	2	）	　復活後のこの特約には、ࣦ ޮ前のこの特約に適用した保険料

と同一のछྨの保険料を適用します。
（	3	）	　当会社は、本条（1）の規定によって求された特約の復活をঝ

した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復
活の取ѻいをします。

第��条（特約の։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ
৽ੜͱஅ֬定͞Εͨ߹のऔѻ͍）

（	1	）	　被保険者がこの特約の責任開始日（注１）からその日を含めて
90日を経過する日以前（注２）にѱੑ৽生（別表２）にጶױし、ҩ
によりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定のࢣՊҩࣃまたはࢣ
日からその日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़
があったときは、この特約をແޮとします。

（	2	）	　本条（1）の規定によりこの特約がແޮとなったときは、当会社
は、ୈ10条（特約の保険料の払込み）（3）の規定にかかわらず、ط
に払い込まれたこの特約の保険料（注３）を保険契約者に払い戻し
ます。

（	3	）	　本条（1）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、
本条（1）の規定は適用しません。
①　次条またはୈ16条（重େ事由による解除）の規定により、当会
社がこの特約を解除することができるとき。
②　ୈ19条（特約のফ໓とみなす場合）の規定により、この特約
がফ໓したものとみなされるとき。
③　当会社がこの特約による重度５疾病・重度介護一時金の求
を受け、その一時金を支払うこととなったとき。

（	4	）	　被保険者がこの特約の復活における責任開始日からその日を
含めて90日を経過する日以前（注４）にѱੑ৽生（別表２）にጶױ
し、ҩࢣまたはࣃՊҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ
֬定の日からその日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社
にਃग़（注５）があったときは、この特約の復活をແޮとします。

（	5	）	　本条（4）の規定によりこの特約の復活がແޮとなったときは、当
会社は、ୈ10条（特約の保険料の払込み）（3）の規定にかかわら
ず、その復活の際に払い込まれたこの特約のԆ保険料およͼ
その復活後に払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払
い戻します。

（	6	）	　本条（3）の規定は、本条（4）の適用にあたって準用します。この
場合において、本条（3）の規定த「本条（1）」とあるのを「本条（4）」
とಡみସ͑ます。

（注1）	　この特約の復活における責任開始日を除きます。
（注2）	　この特約の責任開始日（注１）前を含みます。
（注3）	　主契約の契約日後にこの特約を主契約に付加した場合は、この

特約を付加した際に当会社が受け取った当会社所定のਫ਼算額を
含みます。

（注4）	　その復活に関して、この特約がޮྗをࣦった日から復活におけ
る責任開始日までの期間を含みます。

（注5）	　保険期間が満了する場合は、保険期間が満了する前に当会社
にਃしग़ることをඞ要とします。

第��条（ٗによるऔফおよびෆ๏औಘ目తによるແޮͳΒび
にࠂٛおよびࠂٛҧによる解除）

（	1	）	　この特約の締結または復活に際しては主約款の以下①～③の
規定を準用します。
による取ফに関する規定ٗ　①
②　不法取ಘతによるແޮに関する規定
ٛҧによる解除に関する規定ࠂٛおよͼࠂ　③

（	2	）	　本条（1）の場合、この特約の締結の際、当会社の求めに応じて
保険契約者または被保険者がࠂすることをඞ要とする事項に
は、被保険者の٤Ԏ状گに関する事項を含みます。

第��条（ॏେࣄ༝による解除）
（	1	）	　当会社は、次の①～ᶈのいずれかに定める事由が生じた場合に

は、この特約をকདྷにって解除することができます。
①　保険契約者、被保険者または重度５疾病・重度介護一時金の
受取ਓが、この特約の一時金を取するతまたは他ਓに取
させるతで、事故টக（ະを含みます。）をした場合
②　保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料
払込免除をさせるతで、事故টக（ະを含みます。）をした
場合
③　この特約の一時金の求に関し、重度５疾病・重度介護一時
金の受取ਓにߦٗҝ（ະを含みます。）があった場合
④　他の保険契約との重ෳによって、被保険者にかかる一時金額
（注）の合計がஶしく過େであって、保険੍度のతにする状
態がもたらされるおそれがある場合
⑤　保険契約者、被保険者または重度５疾病・重度介護一時金の

受取ਓが、次のアɽ～オɽのいずれかに該当する場合
アɽ　ྗஂ、ྗஂһ（ྗஂһでなくなった日から５年を経
過しない者を含みます。）、ྗஂ準ߏһ、ྗஂ関ا業
その他の社会త （ྗ以下「社会తྗ」といいます。）
に該当するとೝめられるとき。

イɽ　社会తྗにରしてࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ
༩するなͲの関༩をしているとೝめられるとき。

ウɽ　社会తྗを不当にར用しているとೝめられるとき。
エɽ　保険契約者または重度５疾病・重度介護一時金の受取ਓ
が法ਓの場合、社会తྗがその法ਓの経Ӧを支し、
またはその法ਓの経Ӧに࣮࣭తに関༩しているとೝめられ
るとき。

オɽ　その他社会తྗと社会తにඇされるべき関を༗
しているとೝめられるとき。

ᶈ　次のアɽまたはイɽに該当する等により、当会社の保険契約者、
被保険者または重度５疾病・重度介護一時金の受取ਓにରする
৴པをଛない、この特約のଘ続をࠔとする前①～⑤に͛ܝる
事由と同等の重େな事由がある場合
アɽ　主契約が重େ事由によって解除されたとき。
イɽ　保険契約者、被保険者または重度５疾病・重度介護一時金
の受取ਓが他の保険者との間で締結した保険契約またはڞ
済契約が重େ事由により解除されたとき。

（	2	）	　当会社は、重度５疾病・重度介護一時金の支払事由または保険
料払込みの免除事由が生じた後でも、本条（1）の規定によってこ
の特約を解除することができます。この場合には、本条（1）①～ᶈ
に定める事由のൃ生時以߱に生じた支払事由による重度５疾病・
重度介護一時金およͼ保険料払込みの免除は、次の①およͼ②
のとおり取りѻいます。
①　重度５疾病・重度介護一時金は支払いません。また、طに重度
５疾病・重度介護一時金を支払っていたときは、その返ؐを求
します。
②　保険料の払込みは免除しません。また、طに保険料の払込み
を免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものと
します。

（	3	）	　本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、そ
のࢫを保険契約者に通します。ただし、保険契約者またはその
ॅ所もしくはډ所が不໌であるか、その他ਖ਼当なཧ由によって保
険契約者に通できない場合には、当会社は、被保険者または重
度５疾病・重度介護一時金の受取ਓに通します。

（	4	）	　本条の規定によってこの特約を解除した場合、当会社は、解約
返戻金があるときは解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に
支払います。

（	注	）	　保険छྨおよͼ一時金の໊শがいかなる場合であっても他の
保険契約の一時金等を含みます。

第��条（特約の解約）
　保険契約者は、いつでもকདྷにってこの特約を解約することができま
す。

第��条（特約のฦۚ）
（	1	）	　この特約が解約または解除されたときは、当会社は、適用保険

料およͼ経過年月により、当会社の定めた方法で計算した解
約返戻金を保険契約者に払い戻します。

（	2	）	　この特約が次条（1）の規定によりফ໓したときは、本条（1）と同
༷に取りѻいます。ただし、主約款の規定によって主契約の責任準
備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金を主約款の規
定に準じて払い戻します。

（	3	）	　本条（1）または（2）の規定にかかわらず、この特約の保険料払込
期間をແ解約返戻金期間とし、ແ解約返戻金期間தの特約につい
ては、解約返戻金はありません。

（	4	）	　本条（3）に定めるແ解約返戻金期間தの特約とは、解約返戻金
の計算をߦう下表に定める事項に応じて、下表に定める定基準
日がແ解約返戻金期間にଐするものをいいます。ただし、この特
約の保険料払込期間தの保険料がすべて払い込まれていないと
きは、下表に定める定基準日がແ解約返戻金期間満了後となる
場合であっても、ແ解約返戻金期間தの特約とみなします。
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事項 定基準日

①

ୈ15条（ٗによる取ফお
よͼ不法取ಘతによるແ
ޮならͼにࠂٛおよͼ
（ٛҧによる解除ࠂ
の規定により準用する主約
款のࠂٛに関する規定
によるࠂٛҧによる
解除

特約を解除するࢫの通
が保険契約者（˞）に౸ୡし
た日

②
ୈ16条（重େ事由による解
除）の規定による重େ事由
による解除

③ ୈ17条（特約の解約）の規
定による解約

主約款に定める解約返戻
金の求ॻྨが当会社に
౸ணした日

④
ୈ19条（特約のফ໓とみな
す場合）（1）の規定によるফ
໓

主契約の全部についてফ
໓事由がൃ生した日

⑤
ୈ20条（重度５疾病・重度介
護一時金額の減額）の規定
による重度５疾病・重度介護
一時金額の減額

主約款に定める減額の
求ॻྨが当会社に౸ணした
日

（˞）　保険契約者またはそのॅ所もしくはډ所が不໌であるか、
その他ਖ਼当なཧ由によって保険契約者に通できない場合
には、被保険者または一時金の受取ਓとします。

（	5	）	　本条（2）の規定にかかわらず、主約款の規定によって主契約の
保険金を支払う場合（注）には、この特約の責任準備金その他の返
戻金の払戻はありません。

（	6	）	　この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせ
て保険証券に例示します。

（	注	）	　主契約の保険金支払の免責事由に該当した場合で、主契約の
保険金が支払われず、主契約の責任準備金の払戻がないときを
含みます。

第��条（特約のফ໓ͱΈͳす߹）
（	1	）	　主契約の全部について解約その他のফ໓事由がൃ生したとき

は、この特約はফ໓したものとみなします。
（	2	）	　主契約の保険金の支払事由がൃ生し、保険金の月払給付をߦう

ときは、この特約はその保険金の支払事由のൃ生時にফ໓したも
のとみなします。

第��条（ॏ５࣬ පɾॏհޢҰֹۚ࣌のֹݮ）
（	1	）	　保険契約者は、重度５疾病・重度介護一時金額を減額することが

できます。ただし、減額後の重度５疾病・重度介護一時金額は、当会
社の定めるൣғ内であることをඞ要とします。

（	2	）	　本条（1）の規定によって、重度５疾病・重度介護一時金額が減額
された場合には、減額は、解約されたものとして取りѻいます。

第��条（特約のܖ約ऀ）
　この特約にରしては、契約者当はありません。

第��条（主ܖ約の༰มߋに͏特約のऔѻ͍）
　主契約の基準給付金月額を減額した場合でも、この特約はそのまま༗
ޮに継続します。

第��条（٤Ԏঢ়گのޡΓのऔѻ͍）
　この特約にඇ٤Ԏ者保険料が適用された場合で、特約締結の際、当
会社がࠂを求めた被保険者の٤Ԏ状گについて、ࠂのޡりがあった
ときは、次の方法により取りѻいます。
①　当会社の定める方法により計算した金額をਫ਼算し、この特約の保険
料を改めます。
②　前①の規定にかかわらず、重度５疾病・重度介護一時金の支払事由
が生じた時以後にࠂのޡりがൃݟされた場合で、その重度５疾病・
重度介護一時金を支払うこととなったときは、当会社の定める方法に
より計算した金額を支払うべき重度５疾病・重度介護一時金とਫ਼算し
ます。

第��条（主約款の規定の४用）
　この特約に別ஈの定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

別ද１ ٻॻྨ

項　 ఏ　ग़　ॻ　ྨ

重度５疾病・重度介護一時金

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　当会社所定の༷式によるҩࢣ（被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣをいいま

す。）のஅॻ
（	3	）　被保険者のॅຽථ（ただし、受取ਓと同一の場合は不要。）
（	4	）　重度５疾病・重度介護一時金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本とҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	5	）
（	6	）　保険証券

（注）　当会社は、上ه以֎のॻྨのఏग़を求め、または上هのఏग़ॻྨの一部のলུをೝめることがあります。
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別ද２ ରͱͳるѱੑ৽ੜɺੑٸ৺࠹ߎےɺଔதɺ؊ߗมɺຫੑਛෆશ

1ɽ	　ରとなるѱੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、؊ߗม、ຫੑਛ不全とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表に
ް、のものとし、ྨ項の内༰についてはࡌه 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によ
るものとします。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

1ɽѱੑ৽生

ͼҺ಄のѱੑ৽生ʻजᙾʼٴߢޱ、৶ޱ $00～$14

ফԽثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $15～$26

のѱੑ৽生ʻजᙾʼث内ଁߢڳͼٴثٵݺ $30～$39

骨ٴͼ関અೈ骨のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $40～$41

ൽෘのࠇ৭जٴͼその他のൽෘのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $43～$44

தൽٴͼೈ部৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $45～$49

ೕのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $50

ঁੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $51～$58

உੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $60～$63

ਛ࿏のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $64～$68

の部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼܥͼその他のதਆ経ٴ、؟ $69～$72

ͼその他の内ൻથのѱੑ৽生ʻजᙾʼٴ状થߕ $73～$75

部位不໌֬、続ൃ部位ٴͼ部位不໌のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $76～$80

Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ、ൃݪとࡌهされたຢはਪ
定されたもの $81～$96

ಠཱした（ੑൃݪ）ଟ部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $97

ਅਖ਼݂૿ٿ加症ʻଟ݂症ʼ %45

骨髄ҟܗ症ީ܈ %46

Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のੑ状不ৄຢは不໌のその他の৽生ʻजᙾʼ
	%47
のうち、
・ຫੑ骨髄૿৩ੑ疾ױ
・本態 （ੑग़݂ੑ）݂ খ൘݂症
・骨髄線ҡ症
・ຫੑੑٿࢎന݂病	<૿ٿࢎ加症ީ܈>

%47.1
%47.3
%47.4
%47.5

2ɽੑٸ৺࠹ߎے

25*～20*	ױ৺疾ੑ݂ڏのうち、
࠹ߎے৺ੑٸ・
࠹ߎے৺ੑൃ࠶・

*21
*22

3ɽଔத
݂疾ױ	69*～60*
のうち、
・くもບ下ग़݂
・内ग़݂
・࠹ߎ

*60
*61
*63

4ɽ؊ߗม

アϧίーϧੑ؊疾ױ	70,
のうち、
・アϧίーϧੑ؊ߗม
؊線ҡ症ٴͼ؊ߗม	,74
のうち、
มߗ؊ोੑੑൃݪ・
・続ൃੑोੑ؊ߗม
・ोੑ؊ߗม、ৄ 不໌ࡉ
・その他ٴͼৄࡉ不໌の؊ߗม

,70.3

,74.3
,74.4
,74.5
,74.6

5ɽຫੑਛ不全
ਛ不全	/17～/19
のうち、
・ຫੑਛଁ病、εςーδ４
・ຫੑਛଁ病、εςーδ５

/18.4
/18.5

（注）　ରとなるѱੑ৽生には、「上ൽ内৽生」は含まれません。

2ɽ	　前1ɽにおいて「ѱੑ৽生」とは、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「ࠃ際疾病ྨ		जᙾֶ	（/$$म）	ୈ3൛	（2012年改ਖ਼൛）」により、৽生
のੑ状を表すୈ5ܻίーυとして次のίーυ൪߸が付されたものであることをඞ要とします。

৽生のੑ状を表すୈ5ܻίーυ

ίーυ൪߸
ʗ3
ʗ6

ʗ9

ѱੑ、ൃݪ部位
ѱੑ、	సҠ部位	

ѱੑ、続ൃ部位
ѱੑ、ൃݪ部位ຢはసҠ部位の別不ৄ
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別ද３ ରͱͳるੑ࣭ثೝ

ͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%�10ٴ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害示ୈ35߸に基づくް生࿑ಇলେਉࠂとは、ฏ27年２月13日૯ল「ೝ症ੑ࣭ث」　
（2013年൛）準ڌ」にࡌهされたྨ項த、次の基本ྨίーυに規定される内༰によるものをいい、「ੑ࣭ثೝ症とஅ֬定されている」とは、次の
（1）、（2）のすべてに該当する「ੑ࣭ثೝ症」であることを、ҩࢣ（注1）によりஅ֬定された場合をいいます。
（	1	）　内に後ఱతにおこった࣭ثతな病มあるいはଛ傷（注2）を༗すること。
（	2	）　ਖ਼ৗにख़したが、前（1）による࣭ثత障害（注2）によりഁյされたために、一度֫ಘされた能が࣋続తかつ全ൠతに下したものであるこ

と。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

ೝ症ੑ࣭ث

アϧπϋイϚーʻ"M[IFJNFS̓ 病のೝ症
݂ੑೝ症
ϐοク̒ 1JDL̓ 病のೝ症
クϩイπϑΣϧτ・Ϡίϒʻ$SFVU[GFMEU�+BLPC̓ 病のೝ症
ϋϯνϯτϯ )̒VOUJOHUPO̓ 病のೝ症
ύーキϯιϯ 1̒BSLJOTPO̓ 病のೝ症
ώτ免Ӹ不全ウイϧεʦ)*7ʧ病のೝ症
他にྨされるその他の໌示された疾ױのೝ症
不໌のೝ症ࡉৄ
せんໝ、ೝ症に重なったもの

'00
'01
'02.0
'02.1
'02.2
'02.3
'02.4
'02.8
'03
'05.1

（˞）	　2013年൛以後のް生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要」において、上ه疾病以֎に該当する疾病がある場合
には、その疾病も含むものとします。

（注1）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合は、被保険者以֎の日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいいま
す。

（注2）	　「࣭ثతな病มあるいはଛ傷」、「࣭ثత障害」とは、֤ छの病Ҽまたは傷害によってҾきىこされた৫ֶతにೝめられる病มあるいはଛ傷、障
害のことをいいます。

別ද４ ҙࣝো

　「ҙࣝ障害」とは、次のようなものをいいます。
　通ৗ、ରをೝし、पғに注ҙを払い、֎からのܹをత֬にうけとって応することのできる状態をҙࣝがはっきりしているといいますが、このҙࣝ
が障害された状態をҙࣝ障害といいます。
　ҙࣝ障害は、通ৗେきくわけてҙࣝࠞとҙࣝม༰とにわけられます。

（	1	）　「ҙࣝࠞ」とは、ҙࣝがಶっている状態で、その障害の程度により、ܰ 度の場合、（うとうとしているが、ܹにより֮੧する状態）、த度の場合、
、ࠚ高度の場合、（には、一時తに応する状態ܹいڧ੧させることはできないが、かなり֮）ࠚ ਭ（ਫ਼ਆ活ಈはఀࢭし、全てのܹに応ੑを
ࣦった状態）にわけられます。

（	2	）　「ҙࣝม༰」とは、特घなҙࣝ障害であり、これにはアϝϯνア（ҙࣝࠞはܰいが、応は支໓྾で、ࣗ でもࠔした状態）、せんໝ（ൺֱత高
度のҙࣝࠞʵҙࣝの程度はಈ༳しすい にɻ加͑て、ࡨ ฃ等を示す状態）およͼもうΖう状態（ҙࣝࠞの程度はܰڵ、をい不҆、不Ժ֮ݬ֮・
いが、ҙࣝのൣғがڱまり、֎քを全ൠతにѲすることができない状態）等があります。

別ද５ ࣝোݟ

。とは、次のいずれかに該当する場合をいいます「当ࣝ障害ݟ」　
（	1	）　時間のݟ当ࣝ障害ɿقઅまたはே・ਅன・のいずれかのೝࣝができない。
（	2	）　場所のݟ当ࣝ障害ɿॅࠓんでいるࣗのՈまたはࠓいる場所のೝࣝができない。
（	3	）　ਓのݟ当ࣝ障害ɿ日ࠒしているपғのਓのೝࣝができない。
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（͜の特約の֓ཁ）
（	1	）	　この特約は、下表の給付金を支払うことを主な内༰とするもの

です。

内　༰

重度５疾病・
障害・重度
介護給付金

被保険者がこの特約の保険期間தに、５疾病（ѱ
ੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、؊ߗมまたは
ຫੑਛ不全）により所定の就業不能状態に該当し
たとき、または所定の障害状態もしくは所定の要
介護状態になったときに、一定の期間த、月͝とに
給付金を支払います。

５疾病
ॳ期入院
給付金

被保険者がこの特約の保険期間தに、５疾病によ
り所定の入院をしたときに給付金を一時に支払い
ます。

（	2	）	　この特約は、被保険者の٤Ԏ状گに応じて保険料を۠し、
かつ、この特約の保険料払込期間தの解約返戻金をなくすること
により、それらを特約保険料にөしています。

第 � 条（用ޠのҙٛ）
　この特約条項において用される次の用ޠのҙٛは、それͧれ下表の
とおりとします。

用　ޠ 用ޠのҙٛ

キ 給付金支払
期間

重度５疾病・障害・重度介護給付金を支払う期間	
（ １˞）として、この特約を締結する際に、当会社の定
める取ѻൣғにより保険契約者のਃग़によって定
めた期間をいいます。給付金支払期間は、その定め
方に応じて次のとおりとします。なお、この特約の締
結後に、給付金支払期間をมߋすることはできませ
ん。

年で
定めた場合

ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護
給付金の支払事由に該当した日
からその日を含めて当該年を
経過する日まで。ただし、当該年
を経過する日が保険期間の満
了日を超͑る場合は、ୈ１ճ重度５
疾病・障害・重度介護給付金の支
払事由に該当した日から保険期
間の満了日まで。

保険期間の
満了日までと
定めた場合

ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護
給付金の支払事由に該当した日
から保険期間の満了日まで。

ί 5疾病 別表２に定めるѱੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、
。มまたはຫੑਛ不全をいいますߗ؊

α 支払保࠷
証期間

重度５疾病・障害・重度介護給付金を支払う࠷保
証年（ １˞）として、この特約を締結する際に、当会
社の定める取ѻൣғにより保険契約者のਃग़に
よって定めた期間をいいます。なお、この特約の締
結後に、࠷支払保証期間をมߋすることはできま
せん。

γ 支払事由 給付金を支払うことになる事をいいます。

γ 就業不能状
態

次の（1）または（2）のいずれかの状態をいいます。
ただし、死亡したときおよͼ５疾病が治༊したとき	
（ ２˞）は、いかなる場合でも就業不能状態とはいい
ません。
（	1	）	　５疾病の治療をతとして（ ３˞）、病院ま

たは療所（ ４˞）において入院している状
態。

（	2	）	　５疾病により、ҩࢣ（ ５˞）の指示を受けて
ࣗ等（˞̒ ）で治療にઐ೦しており、৬छを
わず、すべての業にै事できない状
態。

η 生活障害状
態

別表５に定める生活障害状態をいいます。

τ 特約給付金
月額

給付金の支払額の基準となる金額として、この特約
を締結する際に、当会社の定める取ѻൣғにより保
険契約者のਃग़によって定めた金額をいいます。た
だし、特約給付金月額がมߋされた場合は、มߋ後
の金額をいいます。

χ 入院
ҩࢣ（ ５˞）による治療がඞ要であり、かつ、ࣗ 等
（˞̒ ）での治療がࠔなため、病院または療所	
（ ４˞）に入り、ৗにҩࢣ（ ５˞）のཧ下において治療
にઐ೦することをいいます。

ϝ 免責事由 支払事由に該当しても給付金をお支払いしないこ
とになる事をいいます。

Ϥ 要介護状態

次の（1）または（2）のいずれかの状態をいいます。
ただし、死亡したときならͼに次の（1）およͼ（2）の
状態に該当しなくなったときは、いかなる場合でも
要介護状態とはいいません。
（	1	）	　ৗ時৸たきり状態で、次の①に該当し、か

つ、次の②～⑤のうち２項以上に該当して
他ਓの介護をඞ要とする状態（˞̓ ）。
①　ϕουपลのาߦがࣗではできな
い。
②　ҥのணがࣗではできない。
③　入ཋがࣗではできない。
④　৯のઁ取がࣗではできない。
⑤　େখศのഉᔔ後の১き取り始がࣗ
ではできない。

第 � 条　用ޠのҙٛ
第 � 条　適用保険ྉ
第 � 条　څ付ۚのࢧ
第 � 条　څ付ۚのࢧに関する補則
第 � 条　ෳのࣄ༝Ͱबۀෆঢ়ଶͱͳͬͨ߹のऔѻ͍
第 � 条　ॏ５࣬ පɾোɾॏհڅޢ付ۚのҰࢧ࣌
第 � 条　څ付ۚのٻɺࢧظ࣌およびࢧॴ
第 � 条　特約保険ྉのࠐ໔除
第 � 条　特約のక݁
第��条　特約の։ظ࢝
第��条　特約の保険ྉのࠐΈ
第��条　༛༧ؒظதのࢧࣄ༝のൃੜͱ保険ྉのऔѻ͍
第��条　特約のࣦޮ
第��条　特約の෮׆
第��条　特約の։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ

৽ੜͱஅ֬定͞Εͨ߹のऔѻ͍
第��条　ٗによるऔফおよびෆ๏औಘ目తによるແޮͳΒ

びにࠂٛおよびࠂٛҧによる解除

第��条　ॏେࣄ༝による解除
第��条　特約の解約
第��条　特約のฦۚ
第��条　ऀݖ࠴͔Βの解約௨による解約のޮྗ͕ੜ͡る

લにॏ５࣬ පɾোɾॏհڅޢ付ۚのࢧࣄ༝͕
ੜͨ͡߹のऔѻ͍

第��条　特約のফ໓ͱΈͳす߹
第��条　࠷ࢧ保ূ͕ؒظ適用͞Εる߹およびڅ付ۚࢧ

ؒظ։ޙ࢝に主ܖ約のશ෦に͍ͭͯফ໓ࣄ༝͕ൃ
ੜͨ͠߹のऔѻ͍

第��条　特約څ付ֹ݄ۚのֹݮ
第��条　څ付ۚࢧؒظ։ޙ࢝のڅ付ۚडऔਓのมߋ
第��条　๏ྩのվਖ਼に͏ܖ約༰のมߋ
第��条　特約のܖ約ऀ
第��条　主ܖ約の༰มߋに͏特約のऔѻ͍
第��条　٤Ԏঢ়گのޡΓのऔѻ͍
第��条　主約款の規定の४用

５࣬ පɾোɾॏհޢՈܭ保ো特約条項

５࣬ පɾোɾॏհޢՈܭ保ো特約条項  目次

（2020年3月2日改定）
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ೝ症（別表̒ੑ࣭ث　	（	2	） ）とஅ֬定され、
ҙࣝ障害（別表̓ ）のない状態においてݟ当
ࣝ障害（別表̔ ）があり、かつ、他ਓの介護を
ඞ要とする状態。

（˞1）	　主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の保険金（˞̔ ）の
求を受け、その保険金（˞̔ ）を支払うこととなったこと、または給付
金支払期間の開始後に主契約の全部について解約その他のফ໓事
由がൃ生したことにより、ୈ３条（給付金の支払）（2）または（4）に該
当する場合は、その規定にしたがいます。

（˞2）	　５疾病を治療したことにより、その症状がݻ定しまたは５疾病がೝ
められない状態となった場合を含みます。

（˞3）	　治療ॲஔをわないਓ間υοクࠪݕのための入院、入院治療をඞ
要としない介護を主たるతとする入院等は、「治療をతとした入
院」には該当しません。

（˞4）	　「病院または療所」とは、次の①または②のいずれかに該当した
ものとします。
①	　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院またはױ者が入院するた
めのࢪઃを༗する療所。ただし、介護保険法に定める介護療ཆ
ઃを除きます。また、同法に定める介護ҩ療院は含まれࢪҩ療ܕ
ません。
②	　前①の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ

（˞5）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、ֺ 領Ҭにおける疾病のߢޱ
療については日本のࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者を含みます。ただ
し、被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣをいいます。

（˞6）	　ਓࢱ法に定める༗料ਓϗーϜおよͼਓࢪࢱઃならͼ
に介護保険法に定める介護保険ࢪઃ等を含みます。

（˞7）	　要介護状態の（1）①～⑤までの֤項について、それͧれ次の
イ.またはウ.に該当した場合に「ࣗではできない」とみなします。
①	　ϕουपลのาߦ
アɽ　・۩等を用すれ、ࣗ でできる。
イɽ　・۩等を用しても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
②	　ҥのண
アɽ　ҥをすれ、ࣗ でできる。
イɽ　ҥをしても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
③	　入ཋ
アɽ　ཋ૧等をすれ、ࣗ でできる。
イɽ　ཋ૧等をしても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
④	　৯のઁ取
アɽ　৯ث・৯等をすれ、ࣗ でできる。
イɽ　৯ث・৯等をしても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
⑤	　େখศのഉᔔ後の১き取り始
アɽ　特別のث۩を用すれ、ࣗ でできる。
イɽ　特別のث۩を用しても、介ॿがなけれࠔ。
ウɽ　介ॿがなけれࣗでは全くできない。

（˞8）	　主契約にϦϏϯά・χーζ特約が付加された場合で、特定状態保
険金の支払により主契約がফ໓したものとなるときは、その特定状
態保険金を含みます。

第 � 条（適用保険ྉ）
（	1	）	　当会社は、特約締結の際の被保険者の٤Ԏ状گにより、次のい

ずれかのछྨの保険料をこの特約に適用します。
①　ඇ٤Ԏ者保険料
②　ඪ準保険料

（	2	）	　主契約締結の際、この特約を主契約に付加して締結する場合に
は、本条（1）に定める保険料のうち、主契約に適用する保険料
と同一のछྨの保険料をこの特約に適用します。

第 � 条（څ付ۚのࢧ）
（	1	）	　この特約において支払う給付金は次のとおりです。

①　重度５疾病・障害・重度介護給付金
アɽ　ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金

支払額 特約給付金月額

受取ਓ 被保険者（被保険者以֎の者にはมߋすることは
できません。）

支払事由

被保険者が次の（ア）～（ウ）のいずれかの事由に該
当したとき。
（ア）	　被保険者が次のB.およͼC.のすべてを満た

す状態に該当したとき。
Bɽ　次の（B）～（D）のいずれかに該当したこと。
（B）	　この特約の責任開始日（ １˞）からそ

の日を含めて90日を経過する日以前
（責任開始期（ １˞）前を含みます。）にѱ
ੑ৽生（別表２）にጶױしたことがなく、
かつ、この特約の責任開始日（ １˞）から
その日を含めて90日を経過した日の翌
日以後のこの特約の保険期間தにѱੑ
৽生（別表２）にጶױしたと、ҩࢣ（ ２˞）
により病ཧ৫ֶత所ݟ（ ３˞）によって
அ֬定（ ４˞）されたこと。

（C）	　この特約の責任開始期（ １˞）以後に
またはଔத（別表２）࠹ߎے৺ੑٸ
（別表２）をൃ病したと、ҩࢣ（ ２˞）によっ
てஅされたこと。

（D）	　この特約の責任開始期（ １˞）以後に
ม（別表２）またはຫੑਛ不全（別表ߗ؊
２）の状態となったと、ҩࢣ（ ２˞）によっ
てஅされたこと。

Cɽ	　前B.の５疾病をのݪҼとしてこの特約
の保険期間தに就業不能状態に該当し、か
つ、その就業不能状態がこの特約の保険期
間தに60日を超͑て（ ５˞）継続した（˞̒ ）
と、ҩࢣ（ ２˞）によってஅされたこと。

（イ）	　被保険者がこの特約の責任開始期（ １˞）以
後の傷害または疾病をݪҼとしてこの特約の
保険期間தに次のいずれかの障害状態に該当
したとき。この場合、この特約の責任開始期	
（ １˞）前にطに生じていた障害状態にこの特
約の責任開始期（ １˞）以後の傷害または疾病
（˞̓ ）をݪҼとする障害状態が৽たに加わっ
て次のいずれかの障害状態に該当したときを
含みます。
Bɽ	　ࠃຽ年金法にもとづき、障害等ڃ１ڃまた
は２ڃ（別表３）に該当しているとೝ定されたこ
と。ただし、ਫ਼ਆの障害（別表４）をݪҼとして
障害等ڃ２ڃ（別表３）に該当した場合（˞̔ ）を
除きます。
Cɽ	　生活障害状態に該当したこと。

（ウ）	　被保険者がこの特約の責任開始期（ １˞）以
後の傷害または疾病をݪҼとしてこの特約の
保険期間தに要介護状態に該当し、かつ、その
要介護状態がこの特約の保険期間தに180日
を超͑て（˞̕ ）継続した（˞10）と、ҩࢣ（ ２˞）
によってஅされたとき。

免責事由

次のいずれかにより上هの支払事由（イ）または
（ウ）が生じたとき。
（ア）		　保険契約者または被保険者の故ҙまたは

重େな過ࣦ
（イ）	　被保険者の൜ߦࡑҝ
（ウ）	　被保険者のༀґଘ（˞11）
（エ）	　ઓ૪その他のมཚ

イɽ　ୈ２ճ以後重度５疾病・障害・重度介護給付金

支払額 支払事由に該当する͝とに、特約給付金月額

受取ਓ 被保険者（被保険者以֎の者にはมߋすることは
できません。）

支払事由

ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金が支払わ
れた場合において、被保険者がୈ１ճ重度５疾病・
障害・重度介護給付金の支払事由に該当した日の
給付金支払期間தの月୯位の応当日（˞12）が౸
དྷしたとき。

②　５疾病ॳ期入院給付金

支払額 特約給付金月額×２

受取ਓ 被保険者（被保険者以֎の者にはมߋすることは
できません。）

支払事由

被保険者が次のア.およͼイ.のすべての条件を満
たしたとき。
アɽ	　前①ア.のୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護
給付金の支払事由（ア）B.に該当したこと。

イɽ	　前ア.においてҩࢣ（ ２˞）によってஅされた
５疾病（˞13）の治療をతとして（˞14）、この
特約の保険期間தに病院または療所（˞15）
において入院をしたこと。
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（˞1）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開
始期とし、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の
復活における責任開始期とします。また、責任開始期のଐす
る日を「責任開始日」といいます。

（˞2）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、ֺ 領Ҭにおけるߢޱ
疾病の療については日本のࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者を
含みます。ただし、被保険者がҩࢣである場合は、被保険者
以֎のҩࢣをいいます。

（˞3）	　生ݕを含みます。
（˞4）	　病ཧ৫ֶత所ݟがಘられないときは、他の所ݟによる

அ֬定もೝめることがあります。
（˞5）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算する

ものとします。
（˞6）	　就業不能状態に該当する期間の日が࿈続して60日を

超͑ることをඞ要とします。就業不能状態に該当する期間が
தஅしたときは、同一の５疾病により就業不能状態がൃ࠶し
た場合であっても、そのதஅ前後の就業不能状態は「継続し
た就業不能状態」とはいいません。

（˞7）	　この特約の責任開始期（ １˞）前にطに生じていた障害状
態のݪҼとなった傷害または疾病とҼՌ関のない傷害ま
たは疾病に限ります。

のୈ16߸に（別表３）ڃ２ڃຽ年金法にもとづく障害等ࠃ　	（8˞）
該当した場合をいい、身体のػ能の障害もしくは病状または
ਫ਼ਆの障害（別表４）が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にも
とづく障害等ڃ２ڃ（別表３）に該当した場合で、ਫ਼ਆの障害
（別表４）を除く障害または病状が障害等ڃ２ڃ（別表３）に満
たないときを含みます。

（˞9）			要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するも
のとします。

（˞10）	要介護状態に該当する期間の日が࿈続して180日を超
͑ることをඞ要とします。要介護状態に該当する期間がதஅ
したときは、同一の傷害または疾病により要介護状態がൃ࠶
した場合であっても、そのதஅ前後の要介護状態は「継続し
た要介護状態」とはいいません。

（˞11）	「ༀґଘ」とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に
定められたྨ項தのྨ൪߸'11.2、'12.2、'13.2、
'14.2、'15.2、'16.2、'18.2、'19.2に規定される内༰によ
るものとし、ༀには、Ϟϧώω、アϔϯ、ίカイϯ、େຑ、ਫ਼
ਆܹༀ、֮ݬༀ等を含みます。

（˞12）	給付金支払期間தの֤月において、ୈ１ճ重度５疾病・障
害・重度介護給付金の支払事由に該当した日にର応する日
をいい、ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払事由
に該当した日にର応する日がない月の場合には、その月の
日をいうものとします。

（˞13）	前ア.においてҩࢣ（ ２˞）により病ཧ৫ֶత所ݟ（ ３˞）に
よってஅ֬定（ ４˞）されたѱੑ৽生（別表２）を含みま
す。

（˞14）	治療ॲஔをわないਓ間υοクࠪݕのための入院、入院治
療をඞ要としない介護を主たるతとする入院等は、「治療
をతとした入院」には該当しません。

（˞15）	「病院または療所」とは、次の①または②のいずれかに該
当したものとします。
①　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院またはױ者が入院
するためのࢪઃを༗する療所。ただし、介護保険法に定
める介護療ཆܕҩ療ࢪઃを除きます。また、同法に定める
介護ҩ療院は含まれません。
②　前①の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ

（	2	）	　本条（1）の規定にかかわらず、当会社が主契約の保険金（注１）
の求を受け、その保険金（注１）を支払うこととなったときは、被
保険者が主契約の保険金（注１）の支払事由に該当した日より前に
この特約の給付金の支払事由に該当していた場合に限り、その給
付金を支払います。

（	3	）	　当会社がୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金の求を受
け、ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金を支払うこととなった
ときは、次の①およͼ②のとおりとします。
①　ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払事由が生じた
日より後に౸དྷする保険料期間にର応するこの特約の保険料
の払込みをඞ要としません。
②　本条（1）②の規定にかかわらず、被保険者がୈ１ճ重度５疾
病・障害・重度介護給付金の支払事由に該当した日より後に５疾
病ॳ期入院給付金の支払事由に該当しても、５疾病ॳ期入院給
付金を支払いません。

（	4	）	　本条（2）の場合を除き、給付金支払期間の開始後に主契約の全
部について解約その他のফ໓事由がൃ生したときは、そのফ໓事
由のൃ生日以後の給付金支払期間த（注２）は、本条（1）①の規定
にかかわらず、重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払事由に該
当した日に被保険者が生ଘしている場合に限り、その重度５疾病・
障害・重度介護給付金を支払います。

（	5	）	　ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金およͼ５疾病ॳ期入院
給付金の支払は、５疾病のछྨおよͼ支払事由のԿにかかわら
ず、この特約の保険期間を通じてそれͧれ１ճを限度とします。

（	6	）	　ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金を支払うこととなった
場合、その支払事由に該当した日とは、給付金支払のݪҼとなっ
た被保険者の状態に応じて、下表のとおりとします。

給付金支払のݪ
Ҽとなった被保
険者の状態

給付金の支払事由に該当した日

① 就業不能状態 その就業不能状態に該当した日から
その日を含めて61日に当たる日

② 障害状態
該当した支払事由に応じて、ࠃຽ年金
法にもとづく障害基礎年金の受給ݖ
が生じた日（注３）または生活障害状態
に該当した日

③ 要介護状態 その要介護状態に該当した日からそ
の日を含めて181日に当たる日

支払保証期間を定めた場合で、かつ、ୈ１ճ重度５疾病・障࠷　	（	7	）
害・重度介護給付金の支払事由に該当した日から保険期間の満了
日までの期間が࠷支払保証期間に満たないとき（注４）は、ୈ１条
（用ޠのҙٛ）の規定にかかわらず、ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度
介護給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて࠷支
払保証期間を経過する日までの期間を給付金支払期間として、本
条（1）①イ.の規定を適用します。

（注1）	　主契約にϦϏϯά・χーζ特約が付加された場合で、特定状態
保険金の支払により主契約の全部がফ໓したものとなるときは、
その特定状態保険金を含みます。

（注2）	　本条（7）の規定により、࠷支払保証期間が適用されるときは、
主契約の全部についてのফ໓事由のൃ生日以後のこの特約の保
険期間தとします。

（注3）	　ࠃຽ年金法にもとづく障害基礎年金の受給ݖが生じた月のॳ日
（その日がこの特約の責任開始日（注5）前であるときはこの特約
の責任開始日（注5））を給付金の支払事由に該当した日として取り
ѻいます。

（注4）	　被保険者の就業不能状態または要介護状態が継続している間
に保険期間が満了し、次条（1）または（2）の規定が適用される場合
を含みます。

（注5）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開始日と
し、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の復活におけ
る責任開始日とします。

第 ４ 条（څ付ۚのࢧに関する補則）
（	1	）	　この特約の保険期間の満了時に被保険者の就業不能状態が

60日を超͑て（注１）継続していないことによりୈ１ճ重度５疾病・
障害・重度介護給付金が支払われない場合で、その後もҾき続き
その就業不能状態が継続し、就業不能状態の継続日が60日を
超͑た（注1）ときは、この特約の保険期間の満了時にその就業不
能状態が60日を超͑て（注１）継続したものとみなして、前条の規
定を適用します。

（	2	）	　この特約の保険期間の満了時に被保険者の要介護状態が180
日を超͑て（注２）継続していないことによりୈ１ճ重度５疾病・障
害・重度介護給付金が支払われない場合で、その後もҾき続きそ
の要介護状態が継続し、要介護状態の継続日が180日を超͑た
（注2）ときは、この特約の保険期間の満了時にその要介護状態が
180日を超͑て（注２）継続したものとみなして、前条の規定を適用
します。

（	3	）	　次の①～③の全てに該当する場合には、この特約の保険期間の
満了時に生活障害状態に該当したものとみなして、前条の規定を
適用します。
①　被保険者がこの特約の保険期間தに、ճ復のݟ込みの༗ແ
を除いては生活障害状態に該当したこと。
②　この特約の保険期間の満了時にそのճ復のՄ能ੑがগしで
もあるか、またはճ復のՄ能ੑの༗ແのஅができない場合に
おいて、満了後もҾき続きその状態が継続したこと。
③　この特約の保険期間の満了後にそのճ復のݟ込みがないこ
とが໌らかになって生活障害状態に該当したこと。

（	4	）	　次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険
者がこの特約の責任開始期（注３）前にൃ病した疾病または被った
傷害（以下、本（4）において「責任開始期前の疾病等」といいます。）
を、この特約の責任開始期（注３）以後に生じたものとみなして前
条の規定を適用します。ただし、前条（1）①ア.に定めるୈ１ճ重度
５疾病・障害・重度介護給付金の支払事由（ア）または前条（1）②に
定める５疾病ॳ期入院給付金の支払事由のݪҼとなった５疾病が
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ѱੑ৽生（別表２）である場合を除きます。
①　この特約の締結または復活の際、ࠂ等により当会社が責任
開始期前の疾病等についてっていた場合、または過ࣦにより
らなかった場合（責任開始期前の疾病等について、保険契約
者または被保険者からࠂされなかったことにより、当会社が
事࣮の一部をらなかった場合を除きます。）
②　この特約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等に
ついて、保険ഔ介者（注４）が保険契約者または被保険者にର
し、ࠂをすることを͛た場合、ࠂしないことをקめた場
合、または事࣮でないことを͛ࠂることをקめた場合
③　責任開始期前の疾病等について、次のア.およͼイ.を満たし、
かつ、責任開始期（注３）前に、被保険者の身体に生じた症状につ
いて保険契約者およͼ被保険者のೝࣝおよͼ֮ࣗがなかった
ことが໌らかな場合
アɽ　責任開始期（注３）前に、被保険者がҩࢣのを受けたこ
とがない。

イɽ　責任開始期（注３）前に、被保険者が健康அ（定期健康
அ、ਓ間υοク等、健康状態をධՁすることで疾ױの༧・ૣ
期ൃݟにཱてることをతとしてߦうݕ・ をいݕࠪ・
います。）によるҟৗの指ఠを受けたことがない。

（	5	）	　当会社がこの特約の給付金を支払った後に、主契約の保険金の
求を受け、その保険金を支払うこととなった場合で、طに支払っ
たこの特約の給付金の支払事由が生じた日以前に被保険者が主
契約の保険金の支払事由に該当していたことが໌らかとなったと
きは、当会社は、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいま
す。）の規定にかかわらず、主契約の保険金からطに支払ったこの
特約の給付金をࠩしҾきます。ただし、主約款の規定により、主契
約の保険金の月払給付をߦうときは、月払給付される主契約のୈ
１ճの給付金からطに支払ったこの特約の給付金をࠩしҾきま
す。この場合、ࠩ しҾいた金額がطに支払ったこの特約の給付金
に満たないときは、ࠩ しҾいた金額のྦྷ計がطに支払ったこの特
約の給付金にୡするまで、ॱ 次その次のճの主契約の給付金から
ࠩしҾきます。

（	6	）	　当会社が５疾病ॳ期入院給付金を支払った後に、重度５疾病・障
害・重度介護給付金の求を受け、重度５疾病・障害・重度介護給
付金を支払うこととなった場合で、طに支払った５疾病ॳ期入院給
付金の支払事由が生じた日より前に被保険者がୈ１ճ重度５疾病・
障害・重度介護給付金の支払事由に該当していたことが໌らかと
なったときは、当会社は、前条（1）①の規定にかかわらず、重度５疾
病・障害・重度介護給付金からطに支払った５疾病ॳ期入院給付金
をࠩしҾきます。この場合、まずୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護
給付金からࠩしҾくこととし、ࠩ しҾいた金額のྦྷ計がطに支払っ
た５疾病ॳ期入院給付金にୡするまで、ॱ 次その次のճの重度５
疾病・障害・重度介護給付金からࠩしҾきます。

（	7	）	　本条（6）の規定によりࠩしҾいた金額のྦྷ計がطに支払った５
疾病ॳ期入院給付金にୡする前に主契約の保険金の求を受
け、その保険金を支払うこととなった場合で、ୈ１ճ重度５疾病・障
害・重度介護給付金の支払事由が生じた日より後に被保険者が主
契約の保険金の支払事由に該当したときは、طに支払った５疾病
ॳ期入院給付金と本条（6）の規定によりࠩしҾいた金額（注５）と
のࠩ額をطに支払ったこの特約の給付金とみなし、本条（5）の規
定を準用して主契約の保険金または給付金からطに支払ったこの
特約の給付金をࠩしҾきます。

（	8	）	　保険契約者、被保険者または給付金の受取ਓの故ҙまたは重
େな過ࣦによって、就業不能状態がԆした場合には、当会社は、
そのӨڹがなかったときに૬当する就業不能状態をೝ定したう͑
で、前条の規定を適用します。

（	9	）	　身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害（別表４）が重
ෳすることにより、被保険者がࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ１ڃ
または２ڃ（別表３）に該当しているとೝ定された場合（注̒ ）で、重
ෳする障害または病状の一部が前条（1）①ア.の免責事由（ア）～
（エ）のいずれかにより生じたときは、その免責事由により生じた障
害または病状を除いても、障害等ڃ１ڃまたは２ڃ（別表３）に該当
するとೝめられる場合（注̒ ）に限り、ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度
介護給付金を支払います。

（	10	）	　前条およͼ本条（9）の規定にかかわらず、被保険者がઓ૪そ
の他のมཚによって次のいずれかに該当した場合でも、そのݪҼ
によってୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払事由に該
当した被保険者のの૿加について、当会社がこの特約の計算
の基礎にٴ΅すӨڹがগないとೝめたときは、そのӨڹの程度に
応じ、ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金の全額を支払い、ま
たはその金額を削減して支払います。この場合、ୈ１ճ重度５疾
病・障害・重度介護給付金の金額を削減して支払うときは、その削
減の割合に応じて特約給付金月額を改めます。
①　生活障害状態または要介護状態に該当した場合
に該（別表３）ڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづき、障害等ࠃ　②
当しているとೝ定された場合

（	11	）	　前条の規定にかかわらず、保険契約者が法ਓで、かつ、主契

約の高度障害保険金の受取ਓが保険契約者である場合は、保険
契約者をこの特約の給付金の受取ਓとし、それ以֎の者にมߋす
ることはできません。

（注1）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算するものと
します。

（注2）	　要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するものとし
ます。

（注3）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開始期と
し、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の復活におけ
る責任開始期とします。

（注4）	　当会社のために保険契約の締結のഔ介をߦうことができる者
をいいます。

（注5）	　被保険者が主契約の保険金の支払事由に該当した日より前に
支払事由が生じた重度５疾病・障害・重度介護給付金からࠩしҾい
た金額に限ります。

（注6）	　ਫ਼ਆの障害（別表４）をݪҼとしてࠃຽ年金法にもとづく障害等
に該当した場合（注̓（別表３）ڃ２ڃ ）を除きます。

（注7）	　ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ２ڃ（別表３）のୈ16߸に該当し
た場合をいい、身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害
（別表４）が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ２ڃ
（別表３）に該当した場合で、ਫ਼ਆの障害（別表４）を除く障害または
病状が障害等ڃ２ڃ（別表３）に満たないときを含みます。

第 � 条（ෳのࣄ༝Ͱबۀෆঢ়ଶͱͳͬͨ߹のऔѻ͍）
　当会社は、被保険者がୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払ର
となる就業不能状態となった時またはその就業不能状態が継続してい
る間に、次のいずれかの事由に該当した場合には、その就業不能状態の開
始ののݪҼとなった５疾病により、その就業不能状態が継続したもの
とみなして、ୈ３条（給付金の支払）（1）①ア.の支払事由（ア）の規定を適用
します。
①　５疾病をのݪҼとしてୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金
の支払ରとなる就業不能状態となった時に、そのୈ１ճ重度５疾病・
障害・重度介護給付金の支払事由（ア）のݪҼとなる他の５疾病をซൃ
していたとき。
②　５疾病をのݪҼとしてୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金
の支払ରとなる就業不能状態が継続している間に、そのୈ１ճ重度
５疾病・障害・重度介護給付金の支払事由（ア）のݪҼとなる他の５疾
病をซൃしたとき。

第 ̒  条（ॏ５࣬ පɾোɾॏհڅޢ付ۚのҰࢧ࣌）
（	1	）	　ୈ３条（給付金の支払）（7）の規定により、࠷支払保証期間が

適用される場合で、保険期間が満了した後、給付金支払期間தに
次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、給付金
支払期間தのকདྷの重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払に
か͑て、当会社の定める計算方法によって算ग़する給付金のະ支
払のݱՁを一時に支払います。
①　被保険者が死亡したとき。
②　重度５疾病・障害・重度介護給付金の受取ਓから給付金のະ
支払のݱՁの一時支払の求を受けたとき。

（	2	）	　本条（1）①の場合、重度５疾病・障害・重度介護給付金の受取ਓ
（注）は、すみかに当会社に通してください。

（	3	）	　本条（1）②の求をߦう場合、重度５疾病・障害・重度介護給付
金の受取ਓは、当会社に、求にඞ要なॻ （ྨ別表１）をఏग़してく
ださい。

（	4	）	　本条（1）の規定により、当会社が給付金のະ支払のݱՁを一
時に支払った場合には、この特約はফ໓します。

（	注	）	　被保険者が重度５疾病・障害・重度介護給付金の受取ਓである
場合は、その法定૬続ਓとします。

第 ̓  条（څ付ۚのٻɺࢧظ࣌およびࢧॴ）
（	1	）	　給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその給付

金の受取ਓは、すみかに当会社に通してください。
（	2	）	　給付金の支払事由が生じたときは、その給付金の受取ਓは、当

会社に、求にඞ要なॻ （ྨ別表１）をఏग़して、給付金を求して
ください。

（	3	）	　当会社は、ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金を支払うとき
は、月払給付証ॻを࡞し、その給付金の受取ਓに交付します。

（	4	）	　主約款に定める保険金の支払時期およͼ支払場所に関する規
定は、この特約による給付金の支払の場合に準用します。この場
合、当会社がୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金または５疾病
ॳ期入院給付金を支払うために֬ೝをߦうことがある事項には、
病ཧ৫ֶతݕ （ࠪ注）のରとなったඪ本等のఏग़を含みます。

（	5	）	　給付金の受取ਓと被保険者が同一ਓであり、かつ、その被保険
者が給付金の支払事由に該当した後、給付金が支払われるまでの
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間に死亡した場合の給付金の求については、被保険者の法定
૬続ਓのうち、次の①または②に定める１ਓの者を表者としま
す。この場合、その表者は、被保険者の他の法定૬続ਓをཧ
するものとします。
①　被保険者のށ੶上のۮ者
②　前①に該当する者がいない場合には、法定૬続ਓのٞڠによ
り定めた者

（	注	）	　生ݕを含みます。

第 � 条（特約保険ྉのࠐ໔除）
　主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場合には、
同時にこの特約の保険料払込みを免除します。

第 � 条（特約のక݁）
　保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同ҙおよͼ当会社の
ঝをಘて、この特約を主契約に付加して締結することができます。

第��条（特約の։ظ࢝）
（	1	）	　当会社は、下表の「特約上の責任が開始される時（責任開始

期）」からこの特約上の責任をෛいます。

特約の付加とঝの時期 特約上の責任が開始される時
（責任開始期）

① 主契約締結の際、主契約
に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

②

主契約の契約日後、主契
約に付加する場合で、当
会社が保険契約者からの
特約付加のਃ込をঝし
た場合

当会社所定の保険料およͼ
ਫ਼算額を当会社が受け取っ
た時またはࠂの時のいず
れかい時

（	2	）	　この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他
の特約条項の規定によります。

第��条（特約の保険ྉのࠐΈ）
（	1	）	　この特約の保険料払込期間は、保険期間の満了する日を限度と

し、当会社所定のൣғ内で定めてください。
（	2	）	　この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを

ඞ要とします。保険料の前ೲまたは一ׅ払の場合も同༷としま
す。

（	3	）	　この特約が保険料払込期間தにফ໓したときまたはこの特約
の保険料の払込みをඞ要としなくなったときのこの特約のະ経過
部の保険料の取ѻいについては、主約款の規定を準用します。

（	4	）	　本条（2）に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主
約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日（注1）
以後その日のଐする月の日までにこの特約による給付金の支
払事由が生じた場合には、当会社は、その支払うべき金額から、ະ
払込保険料（注2）をࠩしҾきます。ただし、給付金がະ払込保険料
（注2）に不する場合は、保険契約者はそのະ払込保険料（注2）
を払い込んでください。

（	5	）	　本条（4）ただしॻきに定める場合において、ະ払込保険料（注2）
の払込みについては、保険契約者は、主約款に定める保険料払込
みの༛༧期間の満了する時までにະ払込保険料（注2）を払い込
むことをඞ要とします。このະ払込保険料（注2）が払い込まれな
い場合には、当会社は、支払事由のൃ生により支払うべき給付金
を支払いません。

（	6	）	　主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込ま
れない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの༛
༧期間が満了した時からকདྷにって解約されたものとします。

（	注1）	　月払契約の場合は月୯位、年払契約の場合は年୯位の契約応
当日とします。

（	注2）	　主契約の保険料およͼ主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第��条（༛༧ؒظதのࢧࣄ༝のൃੜͱ保険ྉのऔѻ͍）
（	1	）	　保険料払込みの༛༧期間தに、この特約による給付金の支払

事由がൃ生した場合には、当会社は、給付金からະ払込保険料
（注）をࠩしҾきます。

（	2	）	　給付金が本条（1）のະ払込保険料（注）に不するときは、保険
契約者は、主約款に定める保険料払込みの༛༧期間の満了する
時までにະ払込保険料（注）を払い込むことをඞ要とします。この

ະ払込保険料（注）が払い込まれない場合には、当会社は、支払事
由のൃ生により支払うべき給付金を支払いません。

（	注	）	　主契約の保険料およͼ主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第��条（特約のࣦޮ）
　主契約がޮྗをࣦった場合には、この特約も同時にকདྷにってޮྗ
をࣦいます。

第��条（特約の෮׆）
（	1	）	　主契約の復活求の際には、この特約についても同時に復活

の求があったものとします。
（	2	）	　復活後のこの特約には、ࣦ ޮ前のこの特約に適用した保険料

と同一のछྨの保険料を適用します。
（	3	）	　当会社は、本条（1）の規定によって求された特約の復活をঝ

した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復
活の取ѻいをします。

第��条（特約の։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ
৽ੜͱஅ֬定͞Εͨ߹のऔѻ͍）

（	1	）	　被保険者がこの特約の責任開始日（注１）からその日を含めて
90日を経過する日以前（注２）にѱੑ৽生（別表２）にጶױし、ҩ
によりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定のࢣՊҩࣃまたはࢣ
日からその日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़
があったときは、この特約をແޮとします。

（	2	）	　本条（1）の規定によりこの特約がແޮとなったときは、当会社
は、ୈ11条（特約の保険料の払込み）（3）の規定にかかわらず、ط
に払い込まれたこの特約の保険料（注３）を保険契約者に払い戻し
ます。

（	3	）	　本条（1）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、
本条（1）の規定は適用しません。
①　次条またはୈ17条（重େ事由による解除）の規定により、当会
社がこの特約を解除することができるとき。
②　ୈ21条（特約のফ໓とみなす場合）の規定により、この特約
がফ໓したものとみなされるとき。
③　当会社がこの特約によるୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給
付金または５疾病ॳ期入院給付金の求を受け、その給付金を
支払うこととなったとき。

（	4	）	　被保険者がこの特約の復活における責任開始日からその日を
含めて90日を経過する日以前（注４）にѱੑ৽生（別表２）にጶױ
し、ҩࢣまたはࣃՊҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ
֬定の日からその日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社
にਃग़（注５）があったときは、この特約の復活をແޮとします。

（	5	）	　本条（4）の規定によりこの特約の復活がແޮとなったときは、当
会社は、ୈ11条（特約の保険料の払込み）（3）の規定にかかわら
ず、その復活の際に払い込まれたこの特約のԆ保険料およͼ
その復活後に払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払
い戻します。

（	6	）	　本条（3）の規定は、本条（4）の適用にあたって準用します。この
場合において、本条（3）の規定த「本条（1）」とあるのを「本条（4）」
とಡみସ͑ます。

（注1）	　この特約の復活における責任開始日を除きます。
（注2）	　この特約の責任開始日（注１）前を含みます。
（注3）	　主契約の契約日後にこの特約を主契約に付加した場合は、この

特約を付加した際に当会社が受け取った当会社所定のਫ਼算額を
含みます。

（注4）	　その復活に関して、この特約がޮྗをࣦった日から復活におけ
る責任開始日までの期間を含みます。

（注5）	　保険期間が満了する場合は、保険期間が満了する前に当会社
にਃしग़ることをඞ要とします。

第��条（ٗによるऔফおよびෆ๏औಘ目తによるແޮͳΒび
にࠂٛおよびࠂٛҧによる解除）

（	1	）	　この特約の締結または復活に際しては主約款の以下①～③の
規定を準用します。
による取ফに関する規定ٗ　①
②　不法取ಘతによるແޮに関する規定
ٛҧによる解除に関する規定ࠂٛおよͼࠂ　③

（	2	）	　本条（1）の場合、この特約の締結の際、当会社の求めに応じて
保険契約者または被保険者がࠂすることをඞ要とする事項に
は、被保険者の٤Ԏ状گに関する事項を含みます。
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第��条（ॏେࣄ༝による解除）
（	1	）	　当会社は、次の①～ᶈのいずれかに定める事由が生じた場合に

は、この特約をকདྷにって解除することができます。
①　保険契約者、被保険者または給付金の受取ਓが、この特約の
給付金を取するతまたは他ਓに取させるతで、事故ট
க（ະを含みます。）をした場合
②　保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料
払込免除をさせるతで、事故টக（ະを含みます。）をした
場合
③　この特約の給付金の求に関し、給付金の受取ਓにߦٗҝ
（ະを含みます。）があった場合
④　他の保険契約との重ෳによって、被保険者にかかる給付金額
（注１）の合計がஶしく過େであって、保険੍度のతにする
状態がもたらされるおそれがある場合
⑤　保険契約者、被保険者または給付金の受取ਓが、次のア.～
オ.のいずれかに該当する場合
ア.　ྗஂ、ྗஂһ（ྗஂһでなくなった日から５年を経過
しない者を含みます。）、ྗஂ準ߏһ、ྗஂ関ا業そ
の他の社会త （ྗ以下「社会తྗ」といいます。）に
該当するとೝめられるとき。

イ.　社会తྗにରしてࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ༩
するなͲの関༩をしているとೝめられるとき。

ウ.　社会తྗを不当にར用しているとೝめられるとき。
エ.　保険契約者または給付金の受取ਓが法ਓの場合、社会
తྗがその法ਓの経Ӧを支し、またはその法ਓの経Ӧ
に࣮࣭తに関༩しているとೝめられるとき。

オ.　その他社会తྗと社会తにඇされるべき関を༗
しているとೝめられるとき。

ᶈ　次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、
被保険者または給付金の受取ਓにରする৴པをଛない、この特
約のଘ続をࠔとする前①～⑤に͛ܝる事由と同等の重େな
事由がある場合
ア.　主契約が重େ事由によって解除されたとき。
イ.　保険契約者、被保険者または給付金の受取ਓが他の保険
者との間で締結した保険契約またはڞ済契約が重େ事由に
より解除されたとき。

（	2	）	　当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由
が生じた後でも、本条（1）の規定によってこの特約を解除すること
ができます。この場合には、本条（1）①～ᶈに定める事由のൃ生時
以߱に生じた支払事由による給付金およͼ保険料払込みの免除
は、次の①およͼ②のとおり取りѻいます。
①　給付金は支払いません。また、طに給付金を支払っていたと
きは、その返ؐを求します。
②　保険料の払込みは免除しません。また、طに保険料の払込み
を免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものと
します。

（	3	）	　本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、そ
のࢫを保険契約者に通します。ただし、保険契約者またはその
ॅ所もしくはډ所が不໌であるか、その他ਖ਼当なཧ由によって保
険契約者に通できない場合には、当会社は、被保険者または給
付金の受取ਓに通します。

（	4	）	　本条の規定によってこの特約を解除した場合、当会社は、解約
返戻金があるときは解約返戻金と同額の返戻金（注２）を保険契約
者に支払います。

（注1）	　保険छྨおよͼ給付金の໊শがいかなる場合であっても他の
保険契約の給付金等を含みます。

（注2）	　重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払事由のൃ生時より後
に本条（1）①～ᶈに定める事由が生じたときの返戻金の額は、責
任準備金とします。ただし、ୈ３条（給付金の支払）（7）の規定によ
り、࠷支払保証期間が適用される場合で、保険期間が満了した
後に本条（1）①～ᶈに定める事由が生じたときの返戻金の額は、
当会社の定める計算方法によって算ग़する給付金のະ支払の
。Ձとしますݱ

第��条（特約の解約）
　保険契約者は、給付金支払期間の開始前に限り、いつでもকདྷにって
この特約を解約することができます。

第��条（特約のฦۚ）
（	1	）	　この特約が解約または解除されたときは、当会社は、適用保険

料およͼ経過年月により、当会社の定めた方法で計算した解
約返戻金を保険契約者に払い戻します。

（	2	）	　この特約がୈ21条（特約のফ໓とみなす場合）（1）の規定によ
りফ໓したときは、本条（1）と同༷に取りѻいます。ただし、主約款
の規定によって主契約の責任準備金を払い戻す場合には、この特

約の責任準備金を主約款の規定に準じて払い戻します。
（	3	）	　本条（1）または（2）の規定にかかわらず、この特約の保険料払込

期間をແ解約返戻金期間とし、ແ解約返戻金期間தの特約につい
ては、解約返戻金はありません。

（	4	）	　本条（3）に定めるແ解約返戻金期間தの特約とは、解約返戻金
の計算をߦう下表に定める事項に応じて、下表に定める定基準
日がແ解約返戻金期間にଐするものをいいます。ただし、この特
約の保険料払込期間தの保険料がすべて払い込まれていないと
きは、下表に定める定基準日がແ解約返戻金期間満了後となる
場合であっても、ແ解約返戻金期間தの特約とみなします。

事項 定基準日

①

ୈ16条（ٗによる取ফおよ
ͼ不法取ಘతによるແޮ
ならͼにࠂٛおよͼࠂ
ٛҧによる解除）の規
定により準用する主約款の
ٛに関する規定によࠂ
るࠂٛҧによる解除

特約を解除するࢫの通
が保険契約者（˞）に౸ୡ
した日

②
ୈ17条（重େ事由による解
除）の規定による重େ事由に
よる解除

③ ୈ18条（特約の解約）の規定
による解約

主約款に定める解約返戻
金の求ॻྨが当会社に
౸ணした日

④
ୈ21条（特約のফ໓とみな
す場合）（1）の規定によるফ
໓

主契約の全部についてফ
໓事由がൃ生した日

⑤
ୈ23条（特約給付金月額の
減額）の規定による特約給付
金月額の減額

主約款に定める減額の
求ॻྨが当会社に౸ணし
た日

ᶈ
ୈ27条（主契約の内༰มߋ
にう特約の取ѻい）の規定
により解約されたものとする
場合

主契約の基準給付金月額
を減額した日

（˞）　保険契約者またはそのॅ所もしくはډ所が不໌であるか、
その他ਖ਼当なཧ由によって保険契約者に通できない場合
には、被保険者または給付金の受取ਓとします。

（	5	）	　本条（2）の規定にかかわらず、主約款の規定によって主契約の
保険金を支払う場合（注）には、この特約の責任準備金その他の返
戻金の払戻はありません。

（	6	）	　この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせ
て保険証券に例示します。

（	注	）	　主契約の保険金支払の免責事由に該当した場合で、主契約の
保険金が支払われず、主契約の責任準備金の払戻がないときを
含みます。

第��条（ऀݖ࠴͔Βの解約௨による解約のޮྗ͕ੜ͡るલ
にॏ５࣬ පɾোɾॏհڅޢ付ۚのࢧࣄ༝͕ੜ͡
ͨ߹のऔѻ͍）

者等（注１）による解約の通が当会社に౸ୡし、かつ、主約ݖ࠴　	（	1	）
款の規定により解約のޮྗが生じるまでまたは主約款の規定によ
りޮྗが生じなくなるまでに、重度５疾病・障害・重度介護給付金の
支払事由が生じ、当会社が重度５疾病・障害・重度介護給付金を支
払うべきときは、主約款の規定にかかわらず、責任準備金（注２）を
限度として主約款に規定するݖ࠴者等（注１）に支払うべき金額を
。者等（注１）に支払いますݖ࠴

（	2	）	　本条（1）の場合、責任準備金（注２）からݖ࠴者等（注１）に支払っ
た金額をࠩしҾいた額は一時に重度５疾病・障害・重度介護給付
金の受取ਓに支払い、この特約は重度５疾病・障害・重度介護給付
金の支払事由のൃ生時にফ໓します。

（注1）	　保険契約者以֎の者でこの特約の解約をすることができる者
をいいます。

（注2）	　ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払事由のൃ生時に
おける責任準備金をいいます。

第��条（特約のফ໓ͱΈͳす߹）
（	1	）	　主契約の全部について解約その他のফ໓事由がൃ生したとき

は、この特約はফ໓したものとみなします。
（	2	）	　主契約の保険金の支払事由がൃ生し、保険金の月払給付をߦう
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ときは、この特約はその保険金の支払事由のൃ生時にফ໓したも
のとみなします。

（	3	）	　本条（1）の規定にかかわらず、給付金支払期間の開始後は、主
契約の保険金（注）の支払事由に該当した場合を除き、主契約の全
部について解約その他のফ໓事由がൃ生した場合でも、この特約
はফ໓しないものとします。

（	4	）	　本条（3）の場合、給付金支払期間தの࠷ऴճの重度５疾病・障
害・重度介護給付金を当会社が支払ったとき、または給付金支払
期間தに被保険者が死亡したときは、この特約はফ໓します。

（	注	）	　主契約にϦϏϯά・χーζ特約が付加された場合で、特定状態
保険金の支払により主契約がফ໓したものとなるときは、その特
定状態保険金を含みます。

第��条（࠷ࢧ保ূ͕ؒظ適用͞Εる߹およびڅ付ۚࢧ
ؒظ։ޙ࢝に主ܖ約のશ෦に͍ͭͯফ໓ࣄ༝͕ൃ
ੜͨ͠߹のऔѻ͍）

（	1	）	　ୈ３条（給付金の支払）（7）の規定により、࠷支払保証期間が
適用されるときは、次の①～⑤のとおり取りѻいます。
①　保険期間が満了した場合であっても、主契約およͼこの特約
（注１）はফ໓しないものとします。ただし、主約款およͼ主契約
に付加されているその他の特約の特約条項の規定は、本条（1）
③に定める規定を除き、保険期間が満了した時に主契約がফ໓
するものとみなして、これを適用します。
②　保険期間が満了した時に、保険契約上の一のݖརٛ	
（注２）が重度５疾病・障害・重度介護給付金の受取ਓにঝ継され
ます。
③　主約款に定める次の規定は、保険期間が満了した時以後も、
なおそのޮྗを༗します。
ア.　保険金の求、支払時期およͼ支払場所に関する規定
イ.　ٗによる取ফに関する規定
ウ.　不法取ಘతによるແޮに関する規定
エ.　ࠂٛおよͼࠂٛҧに関する規定
オ.　重େ事由による解除に関する規定
カ.　保険契約者の表者およͼॅ所等のมߋに関する規定
キ.　ࡋ所に関する規定
ク.　時ޮに関する規定
④　前③の場合において、主約款に定める保険契約者のॅ所等
のมߋに関する規定த「保険契約者」とあるのは「５疾病・障害・
重度介護Ո計保障特約条項に定める重度５疾病・障害・重度介
護給付金の受取ਓ」とಡみସ͑ます。
⑤　給付金支払期間தの࠷ऴճの重度５疾病・障害・重度介護給
付金を当会社が支払ったとき、または保険期間が満了した時以
後に被保険者が死亡したときは、主契約およͼこの特約（注１）
はফ໓します。

（	2	）	　本条（1）①～⑤の規定は、給付金支払期間の開始後に主契約の
全部について解約その他のফ໓事由がൃ生した場合（注３）に準用
します。この場合において、本条（1）①～⑤の規定த「保険期間が
満了した」とあるのは「主契約の全部についてফ໓事由がൃ生し
た」とಡみସ͑ます。

（注1）	　主契約に指定ཧ求特約または指定ཧ求ਓのରൣғ
に関する特約が付加されている場合は、それらの特約を含みま
す。

（注2）	　主約款またはこの特約条項の規定により当会社がൃする通
の૬手方を保険契約者としている場合、その通の૬手方として
の位を含みます。

（注3）	　主契約の保険金（注４）の支払事由に該当した場合を除きます。
（注4）	　主契約にϦϏϯά・χーζ特約が付加された場合で、特定状態

保険金の支払により主契約がফ໓したものとなるときは、その特
定状態保険金を含みます。

第��条（特約څ付ֹ݄ۚのֹݮ）
（	1	）	　保険契約者は、給付金支払期間の開始前に限り、特約給付金月

額を減額することができます。ただし、減額後の特約給付金月額
は、当会社の定めるൣғ内であることをඞ要とします。

（	2	）	　本条（1）の規定によって、特約給付金月額が減額された場合に
は、減額は、解約されたものとして取りѻいます。

第��条（څ付ۚࢧؒظ։ޙ࢝のڅ付ۚडऔਓのมߋ）
（	1	）	　保険契約者が法ਓで、かつ、重度５疾病・障害・重度介護給付金

の受取ਓである場合は、ୈ４条（給付金の支払に関するิଇ）（11）
の規定にかかわらず、保険契約者は、給付金支払期間の開始後、
被保険者の同ҙをಘた上で、当会社にରする通により、重度５疾
病・障害・重度介護給付金の受取ਓを被保険者にมߋすることが

できます。
（	2	）	　本条（1）の通が当会社に౸ୡする前にมߋ前の重度５疾病・

障害・重度介護給付金の受取ਓに重度５疾病・障害・重度介護給付
金を支払ったときは、その支払い後にมߋ後の重度５疾病・障害・
重度介護給付金の受取ਓからその重度５疾病・障害・重度介護給
付金の求を受けても、当会社はこれを支払いません。

（	3	）	　本条の規定により重度５疾病・障害・重度介護給付金の受取ਓを
มߋするときは、保険契約者は、当会社所定のॻ （ྨ別表１）をఏग़
してください。

第��条（๏ྩのվਖ਼に͏ܖ約༰のมߋ）
（	1	）	　この特約の給付にかかわるࠃຽ年金法その他の関࿈する法ྩ

等の改ਖ਼がকདྷߦわれたときは、当会社は、主ிのೝՄをಘ
て、ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払事由のมߋを
。うことがありますߦ

（	2	）	　本条（1）によりୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金の支払
事由をมߋするときは、มߋ日の２か月前までに保険契約者にそ
のࢫを通します。

第��条（特約のܖ約ऀ）
　この特約にରしては、契約者当はありません。

第��条（主ܖ約の༰มߋに͏特約のऔѻ͍）
（	1	）	　主契約の基準給付金月額を減額した場合に、減額後の主契約

の基準給付金月額にରするこの特約の特約給付金月額の割合が
当会社所定の限度を超͑ることとなるときは、給付金支払期間の
開始後を除き、その限度までこの特約の特約給付金月額を減額し
ます。ただし、減額後のその特約給付金月額が当会社の定める金
額ະ満となるときは、この特約は解約されたものとします。

（	2	）	　本条（1）の規定により、特約給付金月額が減額された場合には、
減額は、解約されたものとします。

第��条（٤Ԏঢ়گのޡΓのऔѻ͍）
　この特約にඇ٤Ԏ者保険料が適用された場合で、特約締結の際、当
会社がࠂを求めた被保険者の٤Ԏ状گについて、ࠂのޡりがあった
ときは、次の方法により取りѻいます。
①　当会社の定める方法により計算した金額をਫ਼算し、この特約の保険
料を改めます。
②　前①の規定にかかわらず、重度５疾病・障害・重度介護給付金の支
払事由が生じた時以後にࠂのޡりがൃݟされた場合で、その重度５
疾病・障害・重度介護給付金を支払うこととなったときは、当会社の定
める方法により計算した金額を支払うべき重度５疾病・障害・重度介護
給付金とਫ਼算します。

第��条（主約款の規定の४用）
　この特約に別ஈの定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
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別ද１ ٻॻྨ

（	1	）　給付金の求ॻྨ

項　 ఏ　ग़　ॻ　ྨ

1 ୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　当会社所定の༷式によるҩࢣ（被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣを

いいます。）のஅॻ
（	3	）　被保険者がࠃຽ年金法に基づく所定の状態に該当していることを通するॻ ຽࠃྨ）

年金法に基づく所定の状態に該当したことによりୈ１ճ重度５疾病・障害・重度介護給付金
を求する場合に限ります。）

（	4	）　被保険者のॅຽථ（ただし、受取ਓと同一の場合は不要。）
（	5	）　給付金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本とҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	6	）
（	7	）　保険証券

2 ୈ２ճ以後重度５疾病・障害・重度介護給付金ま
たは給付金のະ支払のݱՁの一時支払

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　給付金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本とҹؑ証໌ॻ
（	3	）　月払給付証ॻ

3 ５疾病ॳ期入院給付金

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　当会社所定の༷式によるҩࢣ（被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣを

いいます。）のஅॻ
（	3	）　当会社所定の༷式による入院した病院または療所の入院証໌ॻ
（	4	）　被保険者のॅຽථ（ただし、受取ਓと同一の場合は不要。）
（	5	）　給付金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本とҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	6	）
（	7	）　保険証券

（注）　当会社は、上ه以֎のॻྨのఏग़を求め、または上هのఏग़ॻྨの一部のলུをೝめることがあります。

（	2	）　その他の求ॻྨ

項　 ఏ　ग़　ॻ　ྨ

1 給付金支払期間開始後の給付金受取ਓのมߋ
（	1	）　当会社所定の໊ٛมߋ求ॻ
（	2	）　保険契約者のҹؑ証໌ॻ
（	3	）　保険証券

（注）　当会社は、上ه以֎のॻྨのఏग़を求め、または上هのఏग़ॻྨの一部のলུをೝめることがあります。
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別ද２ ରͱͳるѱੑ৽ੜɺੑٸ৺࠹ߎےɺଔதɺ؊ߗมɺຫੑਛෆશ

1ɽ	　ରとなるѱੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、؊ߗม、ຫੑਛ不全とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表に
ް、のものとし、ྨ項の内༰についてはࡌه 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によ
るものとします。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

1ɽѱੑ৽生

ͼҺ಄のѱੑ৽生ʻजᙾʼٴߢޱ、৶ޱ $00～$14

ফԽثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $15～$26

のѱੑ৽生ʻजᙾʼث内ଁߢڳͼٴثٵݺ $30～$39

骨ٴͼ関અೈ骨のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $40～$41

ൽෘのࠇ৭जٴͼその他のൽෘのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $43～$44

தൽٴͼೈ部৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $45～$49

ೕのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $50

ঁੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $51～$58

உੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $60～$63

ਛ࿏のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $64～$68

の部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼܥͼその他のதਆ経ٴ、؟ $69～$72

ͼその他の内ൻથのѱੑ৽生ʻजᙾʼٴ状થߕ $73～$75

部位不໌֬、続ൃ部位ٴͼ部位不໌のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $76～$80

Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ、ൃݪとࡌهされたຢはਪ
定されたもの $81～$96

ಠཱした（ੑൃݪ）ଟ部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $97

ਅਖ਼݂૿ٿ加症ʻଟ݂症ʼ %45

骨髄ҟܗ症ީ܈ %46

Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のੑ状不ৄຢは不໌のその他の৽生ʻजᙾʼ
（%47）のうち、
・ຫੑ骨髄૿৩ੑ疾ױ
・本態 （ੑग़݂ੑ）݂ খ൘݂症
・骨髄線ҡ症
・ຫੑੑٿࢎന݂病	<૿ٿࢎ加症ީ܈>

%47.1
%47.3
%47.4
%47.5

2ɽੑٸ৺࠹ߎے
、のうち（25*～20*）ױ৺疾ੑ݂ڏ
࠹ߎے৺ੑٸ・
࠹ߎے৺ੑൃ࠶・

*21
*22

3ɽଔத
݂疾（69*～60*）ױのうち、
・くもບ下ग़݂
・内ग़݂
・࠹ߎ

*60
*61
*63

4ɽ؊ߗม

アϧίーϧੑ؊疾（70,）ױのうち、
・アϧίーϧੑ؊ߗม
؊線ҡ症ٴͼ؊ߗม（,74）のうち、
มߗ؊ोੑੑൃݪ・
・続ൃੑोੑ؊ߗม
・ोੑ؊ߗม、ৄ 不໌ࡉ
・その他ٴͼৄࡉ不໌の؊ߗม

,70.3

,74.3
,74.4
,74.5
,74.6

5ɽຫੑਛ不全
ਛ不全（/17～/19）のうち、
・ຫੑਛଁ病、εςーδ４
・ຫੑਛଁ病、εςーδ５

/18.4
/18.5

（注）　ରとなるѱੑ৽生には、「上ൽ内৽生」は含まれません。

2ɽ	　前1ɽにおいて「ѱੑ৽生」とは、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「ࠃ際疾病ྨ		जᙾֶ	（/$$म）	ୈ3൛	（2012年改ਖ਼൛）」により、৽生
のੑ状を表すୈ5ܻίーυとして次のίーυ൪߸が付されたものであることをඞ要とします。

৽生のੑ状を表すୈ5ܻίーυ

ίーυ൪߸
ʗ3
ʗ6

ʗ9

ѱੑ、ൃݪ部位
ѱੑ、	సҠ部位	

ѱੑ、続ൃ部位
ѱੑ、ൃݪ部位ຢはసҠ部位の別不ৄ
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別ද� োڃ１ڃ·ͨ２ڃ

　「障害等ڃ１ڃまたは２ڃ」とは、ฏ30年４月１日におけるࠃຽ年金法（ত34年４月16日法ୈ141߸）ୈ30条ୈ２項およͼࠃຽ年金法ߦࢪ （ྩত
34年５月25日ྩୈ184߸）ୈ４条の̒ 別表に定める障害等ڃ１ڃまたは２ڃをいいます。

別ද� ਫ਼ਆのো

　「ਫ਼ਆの障害」とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表にࡌهのものとし、ྨ項の内༰については、ް 生࿑ಇল
େਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によるものとします。

　ྨ　項　 基本ྨίーυ

症状ੑを含むੑ࣭ثਫ਼ਆ障害
ਫ਼ਆ࡞用࣭用によるਫ਼ਆٴͼߦಈの障害（ただし、ༀґଘを除きます。）

౷合ࣦௐ症、౷合ࣦௐ症ܕ障害ٴͼໝੑ障害
<感>障害ؾ
ਆ経症ੑ障害、ετϨε関࿈障害ٴͼ身体表ੑݱ障害
生ཧత障害ٴͼ身体త要Ҽに関࿈したߦಈ症ީ܈
ਓのਓ֨ٴͼߦಈの障害
త障害ʻਫ਼ਆʼ
৺ཧతൃୡの障害
খࣇʻࣇಐʼ期ٴͼ੨年期に通ৗൃ症するߦಈٴͼॹの障害
不໌のਫ਼ਆ障害ࡉৄ

'00～'09
'10～'19

（ただし、'11.2、'12.2、'13.2、'14.2、'15.2、
'16.2、'18.2、'19.2	を除きます。）

'20～'29
'30～'39
'40～'48
'50～'59
'60～'69
'70～'79
'80～'89
'90～'98
'99

別ද� ରͱͳるੜ׆োঢ়ଶ

１ɽରとなる生活障害状態とは、下表のいずれかに該当し、かつ、ճ復のݟ込のない状態をいいます。

ରとなる
生活障害状態 備 ߟ

1 のが0.08以下のྗࢹの؟྆
もの

。についてଌ定しますྗࢹずつ、きΐうਖ਼؟表により、１ྗࢹࢼ式ࠃのଌ定は、ສྗࢹ　（	1	）
྆、とは「のྗࢹの؟྆」　（	2	） 。を別ʑにଌ定したを合算したものをいいますྗࢹのそれͧれの؟
。障害は含みませんྗࢹᛐ下ਨによる؟さくおよͼڱࢹ　（	3	）

2 ྆ࣖのௌྗϨϕϧが90σγϕ
ϧ以上のもの

（	1	）　ௌྗのଌ定は、日本業規֨に準ڌしたオーδオϝーλでߦいます。
（	2	）　ௌྗϨϕϧのσγϕϧは、प500・1000・2000ϔϧπにおけるௌྗϨϕϧをそれͧれ̰ ・̱・̲σ

γϕϧとしたとき、1�4（̰ ＋２̱ ＋̲ ）のをいいます。

3 ฏػߧ能にஶしい障害を༗す
るもの

「ฏػߧ能にஶしい障害を༗するもの」とは、ࢶ࢛体װに࣭ثతҟৗがない場合に、ด؟でى ・ཱཱ 位保࣋が不
能または開؟で線をาߦதに10ϝɻ τϧ以内にసあるいはஶしくよΖめいてาߦをதஅせ͟るをಘない
程度のものをいいます。

4 そしΌく・ᅞ下のػ能をܽくも
の

「そしΌく・ᅞ下のػ能をܽくもの」とは、ྲྀ ಈ৯以֎はઁ取できないもの、経ޱతに৯をઁ取することができ
ないものまたは経ޱతに৯をઁ取することがۃめてࠔなものをいいます。

5 Իまたはػޠݴ能にஶしい
障害を༗するもの

（	1	）　「Իまたはػޠݴ能にஶしい障害を༗するもの」とは、ൃ Իに関わるػ能をࣦするか、すことฉ
いてཧ解することのͲちらかまたは྆方がほとんͲできないため、日ৗ会が୭ともཱしない程度のも
のをいいます。

ൃ、した結Ռࢪ಄全ఠग़手術を　（	2	） Իに関わるػ能をࣦした場合は、「Իまたはػޠݴ能にஶしい障
害を༗するもの」とします。

6 一上ࢶのػ能にஶしい障害を
༗するもの

「上ࢶのػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、上ࢶの３େ関અ（ݞ関અ・ͻじ関અおよͼ手関અ）தいずれか２関
અ以上の関અが、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
①　不ྑࢶ位でڧしているもの
②　関અの他ಈՄಈҬが、健ଆの他ಈՄಈҬの２の１以下に੍限され、かつ、ྗےが減以下のもの
がஶ減またはফࣦしているものྗے　③

7
྆上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ
２指（示指）もしくはୈ３指（த
指）をܽくものまたは一上ࢶの
すべての指をܽくもの

「上ࢶの指をܽくもの」とは、基અ骨の基部からܽき、その༗ޮが̌ のものをいいます。
また、「上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ２指（示指）もしくはୈ３指（த指）をܽくもの」とは、ඞず上ࢶのୈ１指（指）
をܽき、それに加͑て、上ࢶのୈ２指（示指）またはୈ３指（த指）をܽくものをいいます。

8

྆上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ
２指（示指）もしくはୈ３指（த
指）のػ能にஶしい障害を༗す
るものまたは一上ࢶのすべて
の指のػ能にஶしい障害を༗
するもの

「上ࢶの指のػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、上ࢶの指のஶしいมܗ、ຑᙺによる高度のྗ、関અの不
等により、指があってもそれがないのとほとんͲ同程度ॖ߆位ࢶ、ᚄࠟによる指のຒまたは不ྑڧ位ࢶྑ
のػ能障害があるものをいいます。
また、「上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ２指（示指）もしくはୈ３指（த指）のػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、
上ࢶのୈ１指（指）のػ能にஶしい障害を༗し、それに加͑て、上ࢶのୈ２指（示指）またはୈ３指（த指）のػ能
にஶしい障害を༗し、そのため指間にをはさむことはできても、一指を他指にରཱさせてをつまむことがで
きない程度の障害があるものをいいます。

9 一下ࢶのػ能にஶしい障害を
༗するもの

「下ࢶのػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、下ࢶの３େ関અ（また関અ、ͻ͟関અおよͼ関અ）தいずれか２
関અ以上の関અが、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
①　不ྑࢶ位でڧしているもの
②　関અの他ಈՄಈҬが、健ଆの他ಈՄಈҬの２の１以下に੍限され、かつ、ྗےが減以下のもの
がஶ減またはফࣦしているものྗے　③
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10 ྆下ࢶのすべての指をܽくも
の 「下ࢶの指をܽくもの」とは、த指અ関અからܽくものをいいます。

11 一下ࢶを関અ以上でܽくも
の 「下ࢶを関અ以上でܽくもの」とは、γϣύーϧ関અ以上でܽくものをいいます。

12
体װのػ能にาくことができ
ない程度またはそれ以上の程
度の障害を༗するもの

「体װのػ能にาくことができない程度またはそれ以上の程度の障害を༗するもの」とは、次のいずれかに該当
するものをいいます。
①	　ࣨ内においては、দ༿、その他のิॿ用۩をඞ要とせず、ཱىҠಈがՄ能であるが、֎ではこれら
のิॿ用۩のॿけをかりるඞ要がある程度のもの
あ、࠲ਖ਼、ֻࠊ　② ら͙、ԣすわりのいずれもができず、࠲っていることができない程度のもの
③	　թ位または࠱位からࣗྗのみでཱち上がれず、他ਓ、ப、、その他のثの介護またはิॿによりはじめ
てཱち上がることができる程度のもの

13

身体のػ能の障害または期
にわたる҆੩をඞ要とする病
状であって、日ৗ生活がஶしい
੍限を受けるか、もしくは日ৗ
生活にஶしい੍限を加͑ること
をඞ要とする程度またはそれ
以上の程度のもの

（	1	）　「日ৗ生活がஶしい੍限を受けるか、もしくは日ৗ生活にஶしい੍限を加͑ることをඞ要とする程度また
はそれ以上の程度の身体のػ能の障害」とは、次のいずれかに該当する程度またはそれ以上の程度のも
のをいいます。
①	　求৺ੑࢹࡥڱまたはྠ状҉があるものについて、次のいずれかに該当するもの（؟ᛐ下ਨによ
るࢹ障害は含みません。）
ア.　ᶗ�２のࢹඪで྆؟のࢹがそれͧれ５度以内におさまるもの
イ.	　྆؟のࢹがそれͧれᶗ�４のࢹඪでத৺10度以内におさまるもので、かつ、ᶗ�２のࢹඪでத৺10
度以内の̔ 方のଘࢹの֯度の合計が56度以下のもの

②　྆ࣖのௌྗϨϕϧが80σγϕϧ以上で、かつ、ޠྑ࠷Ի໌ྎ度が30％以下のもの
③	　྆上ࢶまたは྆下ࢶのػ能に૬当程度の障害をすもの。「上ࢶまたは下ࢶのػ能に૬当程度の障
害をすもの」とは、上ࢶまたは下ࢶの３େ関અதそれͧれ１関અの他ಈՄಈҬが、ਖ਼ৗՄಈҬの２の
１以下に੍限され、かつ、ྗےが減しているものまたはそれと同程度のものをいいます。
④	　一上ࢶおよͼ一下ࢶのػ能に૬当程度の障害をすもの。「一上ࢶおよͼ一下ࢶのػ能に૬当程度
の障害をすもの」とは、一上ࢶおよͼ一下ࢶのൣғにわたる障害であって、日ৗ生活におけるಈ࡞
のଟくが一ਓで全くできない場合または日ৗ生活におけるಈ࡞のほとんͲが一ਓでできるがඇৗに不
ࣗ由な場合の状態をいいます。
ғにわたる障害であっൣのࢶ࢛、とは「すもの能障害をػにࢶ࢛」。すもの能障害をػにࢶ࢛　	⑤
て、日ৗ生活におけるಈ࡞の一部が一ਓで全くできない場合またはほとんͲが一ਓでできても不
ࣗ由な場合の状態をいいます。
ᶈ	　பのػ能障害により、日ৗ生活におけるಈ࡞が一ਓでできるがඇৗに不ࣗ由な場合またはこれに
ۙいもの

（	2	）　「日ৗ生活がஶしい੍限を受けるか、もしくは日ৗ生活にஶしい੍限を加͑ることをඞ要とする程度また
はそれ以上の程度の病状」とは、次の①または②のいずれかに該当する程度のものをいいます。
①	　ඞずしも他ਓのॿけをआりるඞ要はないが、日ৗ生活はۃめてࠔで、࿑ಇにより収入をಘることが
できない程度のもの
②	　他ਓの介ॿを受けなけれほとんͲࣗの用をหずることができない程度のもの
また、次の③～ᶊのいずれかの状態に該当した場合は、「日ৗ生活がஶしい੍限を受けるか、もしくは日
ৗ生活にஶしい੍限を加͑ることをඞ要とする程度またはそれ以上の程度の病状」にあるものとしま
す。

③　৺ଁҠ২を受けたもの
④　ਓ৺ଁをணしたもの
⑤　$35（৺ଁ࠶同期ҩ療ثػ）または$35�%（除ࡉಈػث能付き৺ଁ࠶同期ҩ療ثػ）をணしたもの
ᶈ　Ӭ続తなਓಁੳ療法ߦࢪதのもの
ᶉ　ਓᡗをӬٱతにઃし、かつ、৽ᡦをӬٱతにઃしたものまたは࿏มߋ術をࢪしたもの
ᶊ	　ਓᡗをӬٱతにઃし、かつ、全ഉ障害（カςーςϧཹஔまたはࣗݾಋのৗ時ߦࢪをඞ要
とする）状態にあるもの

（	3	）　前（1）①において、ࢹのଌ定は、ΰーϧυϚϯࢹ計およͼࣗಈࢹ計またはこれらに準ずるものに
よります。ΰーϧυϚϯࢹ計による場合、த৺ࢹについてはᶗ�２のࢹඪを用い、पลࢹについては	
ᶗ�４のࢹඪを用います。

（	4	）　前（1）②において、ޠԻ໌ྎ度は、次の算式により算ग़し、ޠԻ໌ྎ度の࠷も高いをޠྑ࠷Ի໌ྎ度
とします。
（％）100×（ޠࠪݕԻʗޠਖ਼）＝Ի໌ྎ度ޠ　
また、ޠԻ໌ྎ度のଌ定に用するޠԻௌྗ表は、「57͂ 式ޠ表」または「67͂ 式ޠ表」とします。

14
ਫ਼ਆの障害であって、日ৗ生活
の用をหずることを不能ならし
める程度のもの

「ਫ਼ਆの障害であって、日ৗ生活の用をหずることを不能ならしめる程度のもの」とは、次のいずれかに該当す
る程度のものをいいます。
①	　౷合ࣦௐ症によるものにあっては、高度のҨ状態または高度の病状があるため高度のਓ֨มԽ、ߟࢥ
障害、その他もう・֮ݬ等のҟৗ体ݧがஶ໌なため、ৗ時のԉॿがඞ要なもの
障害の病૬期がߟࢥಈの障害およͼ高度のߦ・、ҙཉؾ（感）障害によるものにあっては、高度のؾ　	②
あり、かつ、これが࣋続したり、ͻんͺんに܁り返したりするため、ৗ時のԉॿがඞ要なもの
③	　症状ੑを含むੑ࣭ثਫ਼ਆ障害によるものにあっては、高度のೝ障害、高度のਓ֨มԽ、その他の高度の
ਫ਼ਆਆ経症状がஶ໌なため、ৗ時のԉॿがඞ要なもの
④	　てんかんによるものにあっては、े な治療にかかわらず、てんかんੑのҙࣝ障害をఄし、状گにそ͙わな
いߦҝを示すൃ࡞またはҙࣝ障害の༗ແをわず、సするൃ࡞が月に１ճ以上あり、かつ、ৗ時のԉॿが
ඞ要なもの

２ɽ	　前１.に͛ܝるもののほか、身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害	別表４
が重ෳする場合、次のいずれかに該当するとೝめられるときは、
生活障害状態に該当するものとします。
（1）	　身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害	別表４
が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ１ڃ	別表３
に૬当する障害を

༗すること。
（2）	　身体のػ能の障害または病状（ਫ਼ਆの障害	別表４
を除きます。）が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ２ڃ	別表３
に૬当する障

害を༗すること。
３ɽ	　前２.の規定にかかわらず、重ෳする身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害	別表４
の一部が給付金支払の免責事由により生じたときは、
その免責事由により生じた身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害	別表４
を除いて、前２.の規定を適用するものとします。
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別ද̒ ରͱͳるੑ࣭ثೝ

ͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%�10ٴ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害示ୈ35߸に基づくް生࿑ಇলେਉࠂとは、ฏ27年２月13日૯ল「ೝ症ੑ࣭ث」　
（2013年൛）準ڌ」にࡌهされたྨ項த、次の基本ྨίーυに規定される内༰によるものをいい、「ੑ࣭ثೝ症とஅ֬定されている」とは、次の
（1）、（2）のすべてに該当する「ੑ࣭ثೝ症」であることを、ҩࢣ（注1）によりஅ֬定された場合をいいます。
（	1	）　内に後ఱతにおこった࣭ثతな病มあるいはଛ傷（注2）を༗すること。
（	2	）　ਖ਼ৗにख़したが、前（1）による࣭ثత障害（注2）によりഁյされたために、一度֫ಘされた能が࣋続తかつ全ൠతに下したものであるこ

と。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

ೝ症ੑ࣭ث

アϧπϋイϚーʻ"M[IFJNFS̓ 病のೝ症
݂ੑೝ症
ϐοク̒ 1JDL̓ 病のೝ症
クϩイπϑΣϧτ・Ϡίϒʻ$SFVU[GFMEU�+BLPC̓ 病のೝ症
ϋϯνϯτϯ )̒VOUJOHUPO̓ 病のೝ症
ύーキϯιϯ 1̒BSLJOTPO̓ 病のೝ症
ώτ免Ӹ不全ウイϧεʦ)*7ʧ病のೝ症
他にྨされるその他の໌示された疾ױのೝ症
不໌のೝ症ࡉৄ
せんໝ、ೝ症に重なったもの

'00
'01
'02.0
'02.1
'02.2
'02.3
'02.4
'02.8
'03
'05.1

（˞）	　2013年൛以後のް生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要」において、上ه疾病以֎に該当する疾病がある場合
には、その疾病も含むものとします。

（注1）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合は、被保険者以֎の日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいいま
す。

（注2）	　「࣭ثతな病มあるいはଛ傷」、「࣭ثత障害」とは、֤ छの病Ҽまたは傷害によってҾきىこされた৫ֶతにೝめられる病มあるいはଛ傷、障
害のことをいいます。
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別ද̓ ҙࣝো

　「ҙࣝ障害」とは、次のようなものをいいます。
　通ৗ、ରをೝし、पғに注ҙを払い、֎からのܹをత֬にうけとって応することのできる状態をҙࣝがはっきりしているといいますが、このҙࣝ
が障害された状態をҙࣝ障害といいます。
　ҙࣝ障害は、通ৗେきくわけてҙࣝࠞとҙࣝม༰とにわけられます。
（	1	）　「ҙࣝࠞ」とは、ҙࣝがಶっている状態で、その障害の程度により、ܰ 度の場合、（うとうとしているが、ܹにより֮੧する状態）、த度の場合、

、ࠚ高度の場合、（には、一時తに応する状態ܹいڧ੧させることはできないが、かなり֮）ࠚ ਭ（ਫ਼ਆ活ಈはఀࢭし、全てのܹに応ੑを
ࣦった状態）にわけられます。

（	2	）　「ҙࣝม༰」とは、特घなҙࣝ障害であり、これにはアϝϯνア（ҙࣝࠞはܰいが、応は支໓྾で、ࣗ でもࠔした状態）、せんໝ（ൺֱత高
度のҙࣝࠞʵҙࣝの程度はಈ༳しすい にɻ加͑て、ࡨ ฃ等を示す状態）およͼもうΖう状態（ҙࣝࠞの程度はܰڵ、をい不҆、不Ժ֮ݬ֮・
いが、ҙࣝのൣғがڱまり、֎քを全ൠతにѲすることができない状態）等があります。

別ද̔ ࣝোݟ

。とは、次のいずれかに該当する場合をいいます「当ࣝ障害ݟ」　
（	1	）　時間のݟ当ࣝ障害ɿقઅまたはே・ਅன・のいずれかのೝࣝができない。
（	2	）　場所のݟ当ࣝ障害ɿॅࠓんでいるࣗのՈまたはࠓいる場所のೝࣝができない。
（	3	）　ਓのݟ当ࣝ障害ɿ日ࠒしているपғのਓのೝࣝができない。

ߟࢀ ॏ５࣬ පɾোɾॏհڅޢ付ۚのະࢧのݱՁ

　５疾病・障害・重度介護Ո計保障特約条項	ୈ6条（重度５疾病・障害・重度介護給付金の一時支払）の規定により、重度５疾病・障害・重度介護給付金の
ະ支払のݱՁを一時に支払う場合は、次のとおり計算した金額をお支払いします。

　特約給付金月額×（1000ԁະ満のについては、100ԁの位をり上͛て1000ԁ୯位）


	 。としますଘ期間を年と月（0か月から11か月まで）にけ、その年と月に応じた

月
年 0 1 2 3 4 5
0 1.0085 2.0156 3.0213 4.0254 5.0282
1 12.0068 12.9980 13.9877 14.9761 15.9630 16.9485
2 23.8071 24.7812 25.7540 26.7253 27.6952 28.6638
3 35.4044 36.3618 37.3178 38.2724 39.2257 40.1776
4 46.8023 47.7432 48.6828 49.6210 50.5578 51.4933
5 58.0041 58.9289 59.8523 60.7743 61.6951 62.6145

月
年 6 7 8 9 10 11
0 6.0294 7.0293 8.0276 9.0246 10.0201 11.0142
1 17.9325 18.9152 19.8964 20.8762 21.8545 22.8315
2 29.6309 30.5966 31.5610 32.5239 33.4855 34.4456
3 41.1281 42.0772 43.0249 43.9713 44.9163 45.8600
4 52.4275 53.3603 54.2917 55.2218 56.1506 57.0780
5 63.5326 64.4493 65.3648 66.2789 67.1917 68.1031



���

特　

約

ॏ

̑
࣬
ප
ɾ
ো

ɾ
ॏ

հ
ޢ
Ұ࣌
ۚ
特
約
条
項

（͜の特約の֓ཁ）
（	1	）	　この特約は、被保険者がこの特約の保険期間தに、５疾病（ѱੑ

৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、؊ߗมまたはຫੑਛ不全）により
所定の就業不能状態に該当したとき、または所定の障害状態もし
くは所定の要介護状態になったときに、重度５疾病・障害・重度介
護一時金を支払うことを主な内༰とするものです。

（	2	）	　この特約は、被保険者の٤Ԏ状گに応じて保険料を۠し、
かつ、この特約の保険料払込期間தの解約返戻金をなくすること
により、それらを特約保険料にөしています。

第 � 条（用ޠのҙٛ）
　この特約条項において用される次の用ޠのҙٛは、それͧれ下表の
とおりとします。

用　ޠ 用ޠのҙٛ

ί ５疾病 別表２に定めるѱੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、
。มまたはຫੑਛ不全をいいますߗ؊

γ 支払事由 一時金を支払うことになる事をいいます。

γ 就業不能状
態

次の（1）または（2）のいずれかの状態をいいます。
ただし、死亡したときおよͼ５疾病が治༊したとき
（ １˞）は、いかなる場合でも就業不能状態とはいい
ません。
（	1	）	　５疾病の治療をతとして（ ２˞）、病院ま

たは療所（ ３˞）において入院（ ４˞）してい
る状態。

（	2	）	　５疾病により、ҩࢣ（ ５˞）の指示を受けて
ࣗ等（˞̒ ）で治療にઐ೦しており、৬छを
わず、すべての業にै事できない状
態。

η 生活障害状
態

別表５に定める生活障害状態をいいます。

ϝ 免責事由 支払事由に該当しても一時金をお支払いしないこ
とになる事をいいます。

Ϥ 要介護状態

次の（1）または（2）のいずれかの状態をいいます。
ただし、死亡したときならͼに次の（1）およͼ（2）の
状態に該当しなくなったときは、いかなる場合でも
要介護状態とはいいません。
（	1	）	　ৗ時৸たきり状態で、次の①に該当し、か

つ、次の②～⑤のうち２項以上に該当して
他ਓの介護をඞ要とする状態（˞̓ ）。
①　ϕουपลのาߦがࣗではできな
い。

②　ҥのணがࣗではできない。
③　入ཋがࣗではできない。
④　৯のઁ取がࣗではできない。
⑤　େখศのഉᔔ後の১き取り始がࣗ
ではできない。

ೝ症（別表̒ੑ࣭ث　	（	2	） ）とஅ֬定され、
ҙࣝ障害（別表̓ ）のない状態においてݟ当
ࣝ障害（別表̔ ）があり、かつ、他ਓの介護を
ඞ要とする状態。

（˞1）	　５疾病を治療したことにより、その症状がݻ定しまたは５疾病がೝ
められない状態となった場合を含みます。

（˞2）	　治療ॲஔをわないਓ間υοクࠪݕのための入院、入院治療をඞ
要としない介護を主たるతとする入院等は、「治療をతとした入
院」には該当しません。

（˞3）	　「病院または療所」とは、次の①または②のいずれかに該当した
ものとします。
①	　ҩ療法に定める日本ࠃ内にある病院またはױ者が入院するた
めのࢪઃを༗する療所。ただし、介護保険法に定める介護療ཆ
ઃを除きます。また、同法に定める介護ҩ療院は含まれࢪҩ療ܕ
ません。
②　前①の場合と同等の日本ࠃ֎にあるҩ療ࢪઃ

（˞4）	　ҩࢣ（ ５˞）による治療がඞ要であり、かつ、ࣗ 等（˞̒ ）での治療
がࠔなため、病院または療所（ ３˞）に入り、ৗにҩࢣ（ ５˞）の
ཧ下において治療にઐ೦することをいいます。

（˞5）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、ֺ 領Ҭにおける疾病のߢޱ
療については日本のࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者を含みます。ただ
し、被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣをいいます。

（˞6）	　ਓࢱ法に定める༗料ਓϗーϜおよͼਓࢪࢱઃならͼ
に介護保険法に定める介護保険ࢪઃ等を含みます。

（˞7）	　要介護状態の（1）①～⑤までの֤項について、それͧれ次の
イ.またはウ.に該当した場合に「ࣗではできない」とみなします。
①　ϕουपลのาߦ
ア.　・۩等を用すれ、ࣗ でできる。
イ.　・۩等を用しても、介ॿがなけれࠔ。
ウ.　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
②	　ҥのண
ア.　ҥをすれ、ࣗ でできる。
イ.　ҥをしても、介ॿがなけれࠔ。
ウ.　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
③	　入ཋ
ア.　ཋ૧等をすれ、ࣗ でできる。
イ.　ཋ૧等をしても、介ॿがなけれࠔ。
ウ.　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
④	　৯のઁ取
ア.　৯ث・৯等をすれ、ࣗ でできる。
イ.　৯ث・৯等をしても、介ॿがなけれࠔ。
ウ.　介ॿがなけれࣗでは全くできない。
⑤	　େখศのഉᔔ後の১き取り始
ア.　特別のث۩を用すれ、ࣗ でできる。
イ.　特別のث۩を用しても、介ॿがなけれࠔ。
ウ.　介ॿがなけれࣗでは全くできない。

第 � 条（適用保険ྉ）
（	1	）	　当会社は、特約締結の際の被保険者の٤Ԏ状گにより、次のい

ずれかのछྨの保険料をこの特約に適用します。
①　ඇ٤Ԏ者保険料

ॏ５࣬ පɾোɾॏհޢҰۚ࣌特約条項
（2020年3月2日改定）

第 � 条　用ޠのҙٛ
第 � 条　適用保険ྉ
第 � 条　ॏ５࣬ පɾোɾॏհޢҰۚ࣌のࢧ
第 � 条　ॏ５࣬ පɾোɾॏհޢҰۚ࣌のࢧに関する補

則
第 � 条　ෳのࣄ༝Ͱबۀෆঢ়ଶͱͳͬͨ߹のऔѻ͍
第 � 条　ॏ５࣬ පɾোɾॏհޢҰۚ࣌のٻɺࢧظ࣌お

よびࢧॴ
第 � 条　特約保険ྉのࠐ໔除
第 � 条　特約のక݁
第 � 条　特約の։ظ࢝
第��条　特約の保険ྉのࠐΈ
第��条　༛༧ؒظதのࢧࣄ༝のൃੜͱ保険ྉのऔѻ͍
第��条　特約のࣦޮ
第��条　特約の෮׆

第��条　特約の։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ
৽ੜͱஅ֬定͞Εͨ߹のऔѻ͍

第��条　ٗによるऔফおよびෆ๏औಘ目తによるແޮͳΒ
びにࠂٛおよびࠂٛҧによる解除

第��条　ॏେࣄ༝による解除
第��条　特約の解約
第��条　特約のฦۚ
第��条　特約のফ໓ͱΈͳす߹
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②　ඪ準保険料
（	2	）	　主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、この特

約を主契約に付加して締結する場合には、本条（1）に定める保険
料のうち、主契約に適用する保険料と同一のछྨの保険料
をこの特約に適用します。

第 � 条（ॏ５࣬ පɾোɾॏհޢҰۚ࣌のࢧ）
（	1	）	　この特約において支払う重度５疾病・障害・重度介護一時金は次

のとおりです。

支払額 重度５疾病・障害・重度介護一時金額

受取ਓ 被保険者（被保険者以֎の者にはมߋすることは
できません。）

支払事由

被保険者が次の①～③のいずれかの事由に該当
したとき。
①	　被保険者が次のア.およͼイ.のすべてを満た
す状態に該当したとき。
アɽ	　次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当したこ
と。
（ア）	　この特約の責任開始日（ １˞）からその

日を含めて90日を経過する日以前（責任
開始期（ １˞）前を含みます。）にѱੑ৽生
（別表２）にጶױしたことがなく、かつ、
この特約の責任開始日（ １˞）からその日
を含めて90日を経過した日の翌日以後
のこの特約の保険期間தにѱੑ৽生
（別表２）にጶױしたと、ҩࢣ（ ２˞）により
病ཧ৫ֶత所ݟ（ ３˞）によってஅ֬
定（ ４˞）されたこと。

（イ）	　この特約の責任開始期（ １˞）以後にٸ
ੑ৺࠹ߎے（別表２）またはଔத（別表
２）をൃ病したと、ҩࢣ（ ２˞）によってஅ
されたこと。

（ウ）	　この特約の責任開始期（ １˞）以後に؊
ม（別表２）またはຫੑਛ不全（別表２）ߗ
の状態となったと、ҩࢣ（ ２˞）によって
அされたこと。

イɽ	　前ア.の５疾病をのݪҼとしてこの特
約の保険期間தに就業不能状態に該当し、か
つ、その就業不能状態がこの特約の保険期
間தに60日を超͑て（˞５）継続した（˞̒）
と、ҩࢣ（ ２˞）によってஅされたこと。

②	　被保険者がこの特約の責任開始期（ １˞）以後
の傷害または疾病をݪҼとしてこの特約の保険
期間தに次のいずれかの障害状態に該当したと
き。この場合、この特約の責任開始期（ １˞）前に
に生じていた障害状態にこの特約の責任開始ط
期（ １˞）以後の傷害または疾病（˞̓ ）をݪҼと
する障害状態が৽たに加わって次のいずれかの
障害状態に該当したときを含みます。
アɽ	　ࠃຽ年金法にもとづき、障害等ڃ１ڃまた
は２ڃ（別表３）に該当しているとೝ定されたこ
と。ただし、ਫ਼ਆの障害（別表４）をݪҼとして
障害等ڃ２ڃ（別表３）に該当した場合（˞̔ ）を
除きます。

イɽ	　生活障害状態に該当したこと。
③	　被保険者がこの特約の責任開始期（ １˞）以後
の傷害または疾病をݪҼとしてこの特約の保険
期間தに要介護状態に該当し、かつ、その要介
護状態がこの特約の保険期間தに180日を超
͑て（˞̕ ）継続した（˞10）と、ҩࢣ（ ２˞）によっ
てஅされたとき。

免責事由

次のいずれかにより上هの支払事由②または③が
生じたとき。
①	　保険契約者または被保険者の故ҙまたは重
େな過ࣦ
②　被保険者の൜ߦࡑҝ
③　被保険者のༀґଘ（˞11）
④　ઓ૪その他のมཚ

（˞1）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開
始期とし、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の
復活における責任開始期とします。また、責任開始期のଐす
る日を「責任開始日」といいます。

（˞2）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、ֺ 領Ҭにおけるߢޱ
疾病の療については日本のࣃՊҩࢣの֨ࢿを࣋つ者を

含みます。ただし、被保険者がҩࢣである場合は、被保険者
以֎のҩࢣをいいます。

（˞3）	　生ݕを含みます。
（˞4）	　病ཧ৫ֶత所ݟがಘられないときは、他の所ݟによる

அ֬定もೝめることがあります。
（˞5）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算する

ものとします。
（˞6）	　就業不能状態に該当する期間の日が࿈続して60日を

超͑ることをඞ要とします。就業不能状態に該当する期間が
தஅしたときは、同一の５疾病により就業不能状態がൃ࠶し
た場合であっても、そのதஅ前後の就業不能状態は「継続し
た就業不能状態」とはいいません。

（˞7）	　この特約の責任開始期（ １˞）前にطに生じていた障害状
態のݪҼとなった傷害または疾病とҼՌ関のない傷害ま
たは疾病に限ります。

のୈ16߸に（別表３）ڃ２ڃຽ年金法にもとづく障害等ࠃ　	（8˞）
該当した場合をいい、身体のػ能の障害もしくは病状または
ਫ਼ਆの障害（別表４）が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にも
とづく障害等ڃ２ڃ（別表３）に該当した場合で、ਫ਼ਆの障害
（別表４）を除く障害または病状が障害等ڃ２ڃ（別表３）に満
たないときを含みます。

（˞9）	　要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するも
のとします。

（˞10）	要介護状態に該当する期間の日が࿈続して180日を超
͑ることをඞ要とします。要介護状態に該当する期間がதஅ
したときは、同一の傷害または疾病により要介護状態がൃ࠶
した場合であっても、そのதஅ前後の要介護状態は「継続し
た要介護状態」とはいいません。

（˞11）	「ༀґଘ」とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に
定められたྨ項தのྨ൪߸'11.2、'12.2、'13.2、
'14.2、'15.2、'16.2、'18.2、'19.2に規定される内༰によ
るものとし、ༀには、Ϟϧώω、アϔϯ、ίカイϯ、େຑ、ਫ਼
ਆܹༀ、֮ݬༀ等を含みます。

（	2	）	　重度５疾病・障害・重度介護一時金を支払うこととなった場合、そ
の支払事由に該当した日とは、一時金支払のݪҼとなった被保険
者の状態に応じて、下表のとおりとします。

一時金支払のݪ
Ҽとなった被保
険者の状態

一時金の支払事由に該当した日

① 就業不能状態 その就業不能状態に該当した日から
その日を含めて61日に当たる日

② 障害状態
該当した支払事由に応じて、ࠃຽ年金
法にもとづく障害基礎年金の受給ݖ
が生じた日（注1）または生活障害状態
に該当した日

③ 要介護状態 その要介護状態に該当した日からそ
の日を含めて181日に当たる日

（注1）	　ࠃຽ年金法にもとづく障害基礎年金の受給ݖが生じた月
のॳ日（その日がこの特約の責任開始日（注2）前であるとき
はこの特約の責任開始日（注2））を一時金の支払事由に該当
した日として取りѻいます。

（注2）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開
始日とし、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の
復活における責任開始日とします。

第 ４ 条（ॏ５࣬පɾোɾॏհޢҰۚ࣌のࢧに関する補
則）

（	1	）	　この特約の保険期間が満了したことまたは主契約の高度障害
保険金が支払われたこと（注１）によりこの特約がফ໓する時（注
２）に、被保険者の就業不能状態が60日を超͑て（注３）継続してい
ないことにより重度５疾病・障害・重度介護一時金が支払われない
場合で、その後もҾき続きその就業不能状態が継続し、就業不能
状態の継続日が60日を超͑た（注３）ときは、この特約の༗ޮத
にその就業不能状態が60日を超͑て（注３）継続したものとみなし
て、前条の規定を適用します。

（	2	）	　この特約の保険期間が満了したことまたは主契約の高度障害
保険金が支払われたこと（注１）によりこの特約がফ໓する時（注
２）に、被保険者の要介護状態が180日を超͑て（注４）継続してい
ないことにより重度５疾病・障害・重度介護一時金が支払われない
場合で、その後もҾき続きその要介護状態が継続し、要介護状態
の継続日が180日を超͑た（注４）ときは、この特約の༗ޮதに
その要介護状態が180日を超͑て（注４）継続したものとみなし
て、前条の規定を適用します。

（	3	）	　次の①～③の全てに該当する場合には、この特約の保険期間の
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満了時に生活障害状態に該当したものとみなして、前条の規定を
適用します。
①　被保険者がこの特約の保険期間தに、ճ復のݟ込みの༗ແ
を除いては生活障害状態に該当したこと。
②　この特約の保険期間の満了時にそのճ復のՄ能ੑがগしで
もあるか、またはճ復のՄ能ੑの༗ແのஅができない場合に
おいて、満了後もҾき続きその状態が継続したこと。
③　この特約の保険期間の満了後にそのճ復のݟ込みがないこ
とが໌らかになって生活障害状態に該当したこと。

（	4	）	　当会社が重度５疾病・障害・重度介護一時金を支払った場合に
は、この特約は、被保険者が重度５疾病・障害・重度介護一時金の
支払事由に該当した時にফ໓したものとみなします。

（	5	）	　次の①～③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険
者がこの特約の責任開始期（注５）前にൃ病した疾病または被った
傷害（以下、本（5）において「責任開始期前の疾病等」といいます。）
を、この特約の責任開始期（注５）以後に生じたものとみなして前
条の規定を適用します。ただし、前条（1）に定める重度５疾病・障
害・重度介護一時金の支払事由①のݪҼとなった５疾病がѱੑ৽
生（別表２）である場合を除きます。
①　この特約の締結または復活の際、ࠂ等により当会社が責任
開始期前の疾病等についてっていた場合、または過ࣦにより
らなかった場合（責任開始期前の疾病等について、保険契約
者または被保険者からࠂされなかったことにより、当会社が
事࣮の一部をらなかった場合を除きます。）
②　この特約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等に
ついて、保険ഔ介者（注̒ ）が保険契約者または被保険者にର
し、ࠂをすることを͛た場合、ࠂしないことをקめた場
合、または事࣮でないことを͛ࠂることをקめた場合
③　責任開始期前の疾病等について、次のア.およͼイ.を満たし、
かつ、責任開始期（注５）前に、被保険者の身体に生じた症状につ
いて保険契約者およͼ被保険者のೝࣝおよͼ֮ࣗがなかった
ことが໌らかな場合
アɽ　責任開始期（注５）前に、被保険者がҩࢣのを受けたこ
とがない。

イɽ　責任開始期（注５）前に、被保険者が健康அ（定期健康
அ、ਓ間υοク等、健康状態をධՁすることで疾ױの༧・ૣ
期ൃݟにཱてることをతとしてߦうݕ・ をいݕࠪ・
います。）によるҟৗの指ఠを受けたことがない。

（	6	）	　当会社が重度５疾病・障害・重度介護一時金を支払った後に、主
契約の保険金の求を受け、その保険金を支払うこととなった場
合で、طに支払った重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払事由
が生じた日より前に被保険者が主契約の保険金の支払事由に該
当していたことが໌らかとなったとき（注̓ ）は、当会社は、主契約
の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわら
ず、主契約の保険金からطに支払った重度５疾病・障害・重度介護
一時金をࠩしҾきます。ただし、主約款の規定により、主契約の保
険金の月払給付をߦうときは、月払給付される主契約のୈ１ճの
給付金からطに支払った重度５疾病・障害・重度介護一時金をࠩし
Ҿきます。この場合、ࠩ しҾいた金額がطに支払った重度５疾病・
障害・重度介護一時金に満たないときは、ࠩ しҾいた金額のྦྷ計
がطに支払った重度５疾病・障害・重度介護一時金にୡするまで、
ॱ次その次のճの主契約の給付金からࠩしҾきます。

（	7	）	　保険契約者、被保険者または一時金の受取ਓの故ҙまたは重
େな過ࣦによって、就業不能状態がԆした場合には、当会社は、
そのӨڹがなかったときに૬当する就業不能状態をೝ定したう͑
で、前条の規定を適用します。

（	8	）	　身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害（別表４）が重
ෳすることにより、被保険者がࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ１ڃ
または２ڃ（別表３）に該当しているとೝ定された場合（注̔ ）で、重
ෳする障害または病状の一部が前条（1）の免責事由①～④のい
ずれかにより生じたときは、その免責事由により生じた障害または
病状を除いても、障害等ڃ１ڃまたは２ڃ（別表３）に該当するとೝ
められる場合（注̔ ）に限り、重度５疾病・障害・重度介護一時金を支
払います。

（	9	）	　前条およͼ本条（8）の規定にかかわらず、被保険者がઓ૪その
他のมཚによって次のいずれかに該当した場合でも、そのݪҼに
よって重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払事由に該当した被
保険者のの૿加について、当会社がこの特約の計算の基礎に
の程度に応じ、重ڹがগないとೝめたときは、そのӨڹすӨ΅ٴ
度５疾病・障害・重度介護一時金の全額を支払い、またはその金額
を削減して支払います。
①　生活障害状態または要介護状態に該当した場合
に該（別表３）ڃまたは２ڃ１ڃຽ年金法にもとづき、障害等ࠃ　②
当しているとೝ定された場合

（	10	）	　前条の規定にかかわらず、保険契約者が法ਓで、かつ、主契
約の高度障害保険金の受取ਓが保険契約者である場合は、保険
契約者を重度５疾病・障害・重度介護一時金の受取ਓとし、それ以
֎の者にมߋすることはできません。

（注1）	　主契約の高度障害保険金が月払給付される場合を含みます。
（注2）	　「この特約がফ໓する時」とは、この特約の保険期間が満了する

場合はその時、主契約の高度障害保険金が支払われる場合（注１）
はその支払事由に該当した時をいいます。

（注3）	　就業不能状態に該当した日からその日を含めて計算するものと
します。

（注4）	　要介護状態に該当した日からその日を含めて計算するものとし
ます。

（注5）	　復活の取ѻいがߦなわれた場合は、復活における責任開始期と
し、ෳճ復活の取ѻいがߦなわれた場合は、࠷後の復活におけ
る責任開始期とします。

（注6）	　当会社のために保険契約の締結のഔ介をߦうことができる者
をいいます。

（注7）	　被保険者が主契約の保険金の支払事由に該当した時に、طに
支払った重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払事由のݪҼと
なった就業不能状態または要介護状態に該当していたときを除き
ます。

（注8）	　ਫ਼ਆの障害（別表４）をݪҼとしてࠃຽ年金法にもとづく障害等
に該当した場合（注̕（別表３）ڃ２ڃ ）を除きます。

（注9）	　ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ２ڃ（別表３）のୈ16߸に該当し
た場合をいい、身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害
（別表４）が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ２ڃ
（別表３）に該当した場合で、ਫ਼ਆの障害（別表４）を除く障害または
病状が障害等ڃ２ڃ（別表３）に満たないときを含みます。

第 � 条（ෳのࣄ༝Ͱबۀෆঢ়ଶͱͳͬͨ߹のऔѻ͍）
　当会社は、被保険者が重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払ରと
なる就業不能状態となった時またはその就業不能状態が継続している間
に、次のいずれかの事由に該当した場合には、その就業不能状態の開始の
のݪҼとなった５疾病により、その就業不能状態が継続したものとみ
なしてୈ３条（重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払）（1）の支払事由①
の規定を適用します。
①　５疾病をのݪҼとして重度５疾病・障害・重度介護一時金の支
払ରとなる就業不能状態となった時に、その重度５疾病・障害・重度
介護一時金の支払事由①のݪҼとなる他の５疾病をซൃしていたと
き。
②　５疾病をのݪҼとして重度５疾病・障害・重度介護一時金の支
払ରとなる就業不能状態が継続している間に、その重度５疾病・障
害・重度介護一時金の支払事由①のݪҼとなる他の５疾病をซൃした
とき。

第 ̒  条（ॏ５࣬ පɾোɾॏհޢҰۚ࣌のٻɺࢧظ࣌お
よびࢧॴ）

（	1	）	　重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払事由が生じたときは、
保険契約者またはその一時金の受取ਓは、すみかに当会社に
通してください。

（	2	）	　重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払事由が生じたときは、
その一時金の受取ਓは、当会社に、求にඞ要なॻ （ྨ別表１）を
ఏग़して、重度５疾病・障害・重度介護一時金を求してください。

（	3	）	　主約款に定める保険金の支払時期およͼ支払場所に関する規
定は、この特約による重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払の
場合に準用します。この場合、当会社が重度５疾病・障害・重度介護
一時金を支払うために֬ೝをߦうことがある事項には、病ཧ৫
ֶతݕ （ࠪ注）のରとなったඪ本等のఏग़を含みます。

（	4	）	　重度５疾病・障害・重度介護一時金の受取ਓと被保険者が同一
ਓであり、かつ、その被保険者が重度５疾病・障害・重度介護一時
金の支払事由に該当した後、重度５疾病・障害・重度介護一時金が
支払われるまでの間に死亡した場合の重度５疾病・障害・重度介護
一時金の求については、被保険者の法定૬続ਓのうち、次の①
または②に定める１ਓの者を表者とします。この場合、その表
者は、被保険者の他の法定૬続ਓをཧするものとします。
①　被保険者のށ੶上のۮ者
②　前①に該当する者がいない場合には、法定૬続ਓのٞڠによ
り定めた者

（	注	）	　生ݕを含みます。

第 ̓  条（特約保険ྉのࠐ໔除）
　主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場合には、
同時にこの特約の保険料払込みを免除します。

第 � 条（特約のక݁）
　保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同ҙおよͼ当会社の
ঝをಘて、この特約を主契約に付加して締結することができます。
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第 � 条（特約の։ظ࢝）
（	1	）	　当会社は、下表の「特約上の責任が開始される時（責任開始

期）」からこの特約上の責任をෛいます。

特約の付加とঝの時期 特約上の責任が開始される時
（責任開始期）

① 主契約締結の際、主契約
に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

②

主契約の契約日後、主契
約に付加する場合で、当
会社が保険契約者からの
特約付加のਃ込をঝし
た場合

当会社所定の保険料およͼ
ਫ਼算額を当会社が受け取っ
た時またはࠂの時のいず
れかい時

（	2	）	　この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他
の特約条項の規定によります。

第��条（特約の保険ྉのࠐΈ）
（	1	）	　この特約の保険料払込期間は、保険期間の満了する日を限度と

し、当会社所定のൣғ内で定めてください。
（	2	）	　この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを

ඞ要とします。保険料の前ೲまたは一ׅ払の場合も同༷としま
す。

（	3	）	　この特約が保険料払込期間தにফ໓したときまたはこの特約
の保険料の払込みが免除されたときのこの特約のະ経過部の
保険料の取ѻいについては、主約款の規定を準用します。

（	4	）	　本条（2）に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主
約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日（注1）
以後その日のଐする月の日までにこの特約による重度５疾病・
障害・重度介護一時金の支払事由が生じた場合には、当会社は、そ
の支払うべき金額から、ະ払込保険料（注2）をࠩしҾきます。ただ
し、重度５疾病・障害・重度介護一時金がະ払込保険料（注２）に不
する場合には、保険契約者は、そのະ払込保険料（注２）を払い
込んでください。

（	5	）	　本条（4）ただしॻきに定める場合において、ະ払込保険料（注２）
の払込みについては、保険契約者は、主約款に定める保険料払込
みの༛༧期間の満了する時までに、ະ払込保険料（注２）を払い込
むことをඞ要とします。このະ払込保険料（注２）が払い込まれな
い場合には、当会社は、支払事由のൃ生により支払うべき重度５疾
病・障害・重度介護一時金を支払いません。

（	6	）	　主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込ま
れない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの༛
༧期間が満了した時からকདྷにって解約されたものとします。

（	注1）	　月払契約の場合は月୯位、年払契約の場合は年୯位の契約応
当日とします。

（	注2）	　主契約の保険料およͼ主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第��条（༛༧ؒظதのࢧࣄ༝のൃੜͱ保険ྉのऔѻ͍）
（	1	）	　保険料払込みの༛༧期間தに、この特約による重度５疾病・障

害・重度介護一時金の支払事由がൃ生した場合には、当会社は、重
度５疾病・障害・重度介護一時金からະ払込保険料（注）をࠩしҾき
ます。

（	2	）	　重度５疾病・障害・重度介護一時金が本条（1）のະ払込保険料
（注）に不するときは、保険契約者は、主約款に定める保険料払
込みの༛༧期間の満了する時までに、ະ払込保険料（注）を払い込
むことをඞ要とします。このະ払込保険料（注）が払い込まれない
場合には、当会社は、支払事由のൃ生により支払うべき重度５疾
病・障害・重度介護一時金を支払いません。

（	注	）	　主契約の保険料およͼ主契約に付加された他の特約があると
きは、その特約の保険料を含みます。

第��条（特約のࣦޮ）
　主契約がޮྗをࣦった場合には、この特約も同時にকདྷにってޮྗ
をࣦいます。

第��条（特約の෮׆）
（	1	）	　主契約の復活求の際には、この特約についても同時に復活

の求があったものとします。
（	2	）	　復活後のこの特約には、ࣦ ޮ前のこの特約に適用した保険料

と同一のछྨの保険料を適用します。
（	3	）	　当会社は、本条（1）の規定によって求された特約の復活をঝ

した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復
活の取ѻいをします。

第��条（特約の։͔࢝Β��ΛܦաするҎલのѱੑ
৽ੜͱஅ֬定͞Εͨ߹のऔѻ͍）

（	1	）	　被保険者がこの特約の責任開始日（注１）からその日を含めて
90日を経過する日以前（注２）にѱੑ৽生（別表２）にጶױし、ҩ
によりஅ֬定された場合で、そのஅ֬定のࢣՊҩࣃまたはࢣ
日からその日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社にਃग़
があったときは、この特約をແޮとします。

（	2	）	　本条（1）の規定によりこの特約がແޮとなったときは、当会社
は、ୈ10条（特約の保険料の払込み）（3）の規定にかかわらず、ط
に払い込まれたこの特約の保険料（注３）を保険契約者に払い戻し
ます。

（	3	）	　本条（1）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、
本条（1）の規定は適用しません。
①　次条またはୈ16条（重େ事由による解除）の規定により、当会
社がこの特約を解除することができるとき。
②　ୈ19条（特約のফ໓とみなす場合）の規定により、この特約
がফ໓したものとみなされるとき。
③　当会社がこの特約による重度５疾病・障害・重度介護一時金の
求を受け、その一時金を支払うこととなったとき。

（	4	）	　被保険者がこの特約の復活における責任開始日からその日を
含めて90日を経過する日以前（注４）にѱੑ৽生（別表２）にጶױ
し、ҩࢣまたはࣃՊҩࢣによりஅ֬定された場合で、そのஅ
֬定の日からその日を含めて̒ か月以内に保険契約者から当会社
にਃग़（注５）があったときは、この特約の復活をແޮとします。

（	5	）	　本条（4）の規定によりこの特約の復活がແޮとなったときは、当
会社は、ୈ10条（特約の保険料の払込み）（3）の規定にかかわら
ず、その復活の際に払い込まれたこの特約のԆ保険料およͼ
その復活後に払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払
い戻します。

（	6	）	　本条（3）の規定は、本条（4）の適用にあたって準用します。この
場合において、本条（3）の規定த「本条（1）」とあるのを「本条（4）」
とಡみସ͑ます。

（注1）	　この特約の復活における責任開始日を除きます。
（注2）	　この特約の責任開始日（注１）前を含みます。
（注3）	　主契約の契約日後にこの特約を主契約に付加した場合は、この

特約を付加した際に当会社が受け取った当会社所定のਫ਼算額を
含みます。

（注4）	　その復活に関して、この特約がޮྗをࣦった日から復活におけ
る責任開始日までの期間を含みます。

（注5）	　保険期間が満了する場合は、保険期間が満了する前に当会社
にਃしग़ることをඞ要とします。

第��条（ٗによるऔফおよびෆ๏औಘ目తによるແޮͳΒび
にࠂٛおよびࠂٛҧによる解除）

（	1	）	　この特約の締結または復活に際しては主約款の以下①～③の
規定を準用します。
による取ফに関する規定ٗ　①
②　不法取ಘతによるແޮに関する規定
ٛҧによる解除に関する規定ࠂٛおよͼࠂ　③

（	2	）	　本条（1）の場合、この特約の締結の際、当会社の求めに応じて
保険契約者または被保険者がࠂすることをඞ要とする事項に
は、被保険者の٤Ԏ状گに関する事項を含みます。

第��条（ॏେࣄ༝による解除）
（	1	）	　当会社は、次の①～ᶈのいずれかに定める事由が生じた場合に

は、この特約をকདྷにって解除することができます。
①　保険契約者、被保険者または重度５疾病・障害・重度介護一時
金の受取ਓが、この特約の一時金を取するతまたは他ਓに
取させるతで、事故টக（ະを含みます。）をした場合
②　保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料
払込免除をさせるతで、事故টக（ະを含みます。）をした
場合
③　この特約の一時金の求に関し、重度５疾病・障害・重度介護
一時金の受取ਓにߦٗҝ（ະを含みます。）があった場合
④　他の保険契約との重ෳによって、被保険者にかかる一時金額
（注）の合計がஶしく過େであって、保険੍度のతにする状
態がもたらされるおそれがある場合
⑤　保険契約者、被保険者または重度５疾病・障害・重度介護一時
金の受取ਓが、次のア.～オ.のいずれかに該当する場合
ア.　ྗஂ、ྗஂһ（ྗஂһでなくなった日から５年を経過
しない者を含みます。）、ྗஂ準ߏһ、ྗஂ関ا業そ
の他の社会త （ྗ以下「社会తྗ」といいます。）に
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該当するとೝめられるとき。
イ.　社会తྗにରしてࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ༩
するなͲの関༩をしているとೝめられるとき。

ウ.　社会తྗを不当にར用しているとೝめられるとき。
エ.　保険契約者または重度５疾病・障害・重度介護一時金の受
取ਓが法ਓの場合、社会తྗがその法ਓの経Ӧを支
し、またはその法ਓの経Ӧに࣮࣭తに関༩しているとೝめら
れるとき。

オ.　その他社会తྗと社会తにඇされるべき関を༗
しているとೝめられるとき。

ᶈ　次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、
被保険者または重度５疾病・障害・重度介護一時金の受取ਓに
ରする৴པをଛない、この特約のଘ続をࠔとする前①～⑤に
る事由と同等の重େな事由がある場合͛ܝ
アɽ　主契約が重େ事由によって解除されたとき。
イɽ　保険契約者、被保険者または重度５疾病・障害・重度介護
一時金の受取ਓが他の保険者との間で締結した保険契約ま
たはڞ済契約が重େ事由により解除されたとき。

（	2	）	　当会社は、重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払事由または
保険料払込みの免除事由が生じた後でも、本条（1）の規定によっ
てこの特約を解除することができます。この場合には、本条（1）①
～ᶈに定める事由のൃ生時以߱に生じた支払事由による重度５疾
病・障害・重度介護一時金およͼ保険料払込みの免除は、次の①
およͼ②のとおり取りѻいます。
①　重度５疾病・障害・重度介護一時金は支払いません。また、ط
に重度５疾病・障害・重度介護一時金を支払っていたときは、そ
の返ؐを求します。
②　保険料の払込みは免除しません。また、طに保険料の払込み
を免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものと
します。

（	3	）	　本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、そ
のࢫを保険契約者に通します。ただし、保険契約者またはその
ॅ所もしくはډ所が不໌であるか、その他ਖ਼当なཧ由によって保
険契約者に通できない場合には、当会社は、被保険者または重
度５疾病・障害・重度介護一時金の受取ਓに通します。

（	4	）	　本条の規定によってこの特約を解除した場合、当会社は、解約
返戻金があるときは解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に
支払います。

（	注	）	　保険छྨおよͼ一時金の໊শがいかなる場合であっても他の
保険契約の一時金等を含みます。

第��条（特約の解約）
　保険契約者は、いつでもকདྷにってこの特約を解約することができま
す。

第��条（特約のฦۚ）
（	1	）	　この特約が解約または解除されたときは、当会社は、適用保険

料およͼ経過年月により、当会社の定めた方法で計算した解
約返戻金を保険契約者に払い戻します。

（	2	）	　この特約が次条（1）の規定によりফ໓したときは、本条（1）と同
༷に取りѻいます。ただし、主約款の規定によって主契約の責任準
備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金を主約款の規
定に準じて払い戻します。

（	3	）	　本条（1）または（2）の規定にかかわらず、この特約の保険料払込
期間をແ解約返戻金期間とし、ແ解約返戻金期間தの特約につい
ては、解約返戻金はありません。

（	4	）	　本条（3）に定めるແ解約返戻金期間தの特約とは、解約返戻金
の計算をߦう下表に定める事項に応じて、下表に定める定基準
日がແ解約返戻金期間にଐするものをいいます。ただし、この特
約の保険料払込期間தの保険料がすべて払い込まれていないと
きは、下表に定める定基準日がແ解約返戻金期間満了後となる
場合であっても、ແ解約返戻金期間தの特約とみなします。

事項 定基準日

①

ୈ15条（ٗによる取ফお
よͼ不法取ಘతによるແ
ޮならͼにࠂٛおよͼ
（ٛҧによる解除ࠂ
の規定により準用する主約
款のࠂٛに関する規定
によるࠂٛҧによる
解除

特約を解除するࢫの通
が保険契約者（˞）に౸ୡし
た日

②
ୈ16条（重େ事由による解
除）の規定による重େ事由
による解除

③ ୈ17条（特約の解約）の規
定による解約

主約款に定める解約返戻
金の求ॻྨが当会社に
౸ணした日

④
ୈ19条（特約のফ໓とみな
す場合）（1）の規定によるফ
໓

主契約の全部についてফ
໓事由がൃ生した日

⑤

ୈ20条（重度５疾病・障害・
重度介護一時金額の減額）
の規定による重度５疾病・障
害・重度介護一時金額の減
額

主約款に定める減額の
求ॻྨが当会社に౸ணした
日

（˞）　保険契約者またはそのॅ所もしくはډ所が不໌であるか、
その他ਖ਼当なཧ由によって保険契約者に通できない場合
には、被保険者または一時金の受取ਓとします。

（	5	）	　本条（2）の規定にかかわらず、主約款の規定によって主契約の
保険金を支払う場合（注）には、この特約の責任準備金その他の返
戻金の払戻はありません。

（	6	）	　この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせ
て保険証券に例示します。

（	注	）	　主契約の保険金支払の免責事由に該当した場合で、主契約の
保険金が支払われず、主契約の責任準備金の払戻がないときを
含みます。

第��条（特約のফ໓ͱΈͳす߹）
（	1	）	　主契約の全部について解約その他のফ໓事由がൃ生したとき

は、この特約はফ໓したものとみなします。
（	2	）	　主契約の保険金の支払事由がൃ生し、保険金の月払給付をߦう

ときは、この特約はその保険金の支払事由のൃ生時にফ໓したも
のとみなします。

第��条（ॏ５࣬ පɾোɾॏհޢҰֹۚ࣌のֹݮ）
（	1	）	　保険契約者は、重度５疾病・障害・重度介護一時金額を減額する

ことができます。ただし、減額後の重度５疾病・障害・重度介護一時
金額は、当会社の定めるൣғ内であることをඞ要とします。

（	2	）	　本条（1）の規定によって、重度５疾病・障害・重度介護一時金額が
減額された場合には、減額は、解約されたものとして取りѻいま
す。

第��条（๏ྩのվਖ਼に͏ܖ約༰のมߋ）
（	1	）	　この特約の給付にかかわるࠃຽ年金法その他の関࿈する法ྩ

等の改ਖ਼がকདྷߦわれたときは、当会社は、主ிのೝՄをಘ
て、重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払事由のมߋをߦうこ
とがあります。

（	2	）	　本条（1）により重度５疾病・障害・重度介護一時金の支払事由を
มߋするときは、มߋ日の２か月前までに保険契約者にそのࢫを
通します。

第��条（特約のܖ約ऀ）
　この特約にରしては、契約者当はありません。

第��条（主ܖ約の༰มߋに͏特約のऔѻ͍）
　主契約の基準給付金月額を減額した場合でも、この特約はそのまま༗
ޮに継続します。

第��条（٤Ԏঢ়گのޡΓのऔѻ͍）
　この特約にඇ٤Ԏ者保険料が適用された場合で、特約締結の際、当
会社がࠂを求めた被保険者の٤Ԏ状گについて、ࠂのޡりがあった
ときは、次の方法により取りѻいます。
①　当会社の定める方法により計算した金額をਫ਼算し、この特約の保険
料を改めます。
②　前①の規定にかかわらず、重度５疾病・障害・重度介護一時金の支
払事由が生じた時以後にࠂのޡりがൃݟされた場合で、その重度５
疾病・障害・重度介護一時金を支払うこととなったときは、当会社の定
める方法により計算した金額を支払うべき重度５疾病・障害・重度介護
一時金とਫ਼算します。

第��条（主約款の規定の४用）
　この特約に別ஈの定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
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別ද１ ٻॻྨ

項　 ఏ　ग़　ॻ　ྨ

重度５疾病・障害・重度介護一時金

（	1	）　当会社所定の求ॻ
（	2	）　当会社所定の༷式によるҩࢣ（被保険者がҩࢣである場合は、被保険者以֎のҩࢣをいいま

す。）のஅॻ
（	3	）　被保険者がࠃຽ年金法に基づく所定の状態に該当していることを通するॻ ຽ年金法ࠃྨ）

に基づく所定の状態に該当したことにより重度５疾病・障害・重度介護一時金を求する場合に
限ります。）

（	4	）　被保険者のॅຽථ（ただし、受取ਓと同一の場合は不要。）
（	5	）　重度５疾病・障害・重度介護一時金の受取ਓのށ੶౽（ঞ）本とҹؑ証໌ॻ
ऴの保険料払込みを証するॻྨ࠷　（	6	）
（	7	）　保険証券

（注）　当会社は、上ه以֎のॻྨのఏग़を求め、または上هのఏग़ॻྨの一部のলུをೝめることがあります。
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別ද２ ରͱͳるѱੑ৽ੜɺੑٸ৺࠹ߎےɺଔதɺ؊ߗมɺຫੑਛෆશ

1ɽ	　ରとなるѱੑ৽生、ੑٸ৺࠹ߎے、ଔத、؊ߗม、ຫੑਛ不全とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表に
ް、のものとし、ྨ項の内༰についてはࡌه 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によ
るものとします。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

1ɽѱੑ৽生

ͼҺ಄のѱੑ৽生ʻजᙾʼٴߢޱ、৶ޱ $00～$14

ফԽثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $15～$26

のѱੑ৽生ʻजᙾʼث内ଁߢڳͼٴثٵݺ $30～$39

骨ٴͼ関અೈ骨のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $40～$41

ൽෘのࠇ৭जٴͼその他のൽෘのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $43～$44

தൽٴͼೈ部৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $45～$49

ೕのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $50

ঁੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $51～$58

உੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ $60～$63

ਛ࿏のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $64～$68

の部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼܥͼその他のதਆ経ٴ、؟ $69～$72

ͼその他の内ൻથのѱੑ৽生ʻजᙾʼٴ状થߕ $73～$75

部位不໌֬、続ൃ部位ٴͼ部位不໌のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $76～$80

Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ、ൃݪとࡌهされたຢはਪ
定されたもの $81～$96

ಠཱした（ੑൃݪ）ଟ部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼ $97

ਅਖ਼݂૿ٿ加症ʻଟ݂症ʼ %45

骨髄ҟܗ症ީ܈ %46

Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のੑ状不ৄຢは不໌のその他の৽生ʻजᙾʼ
（%47）のうち、
・ຫੑ骨髄૿৩ੑ疾ױ
・本態 （ੑग़݂ੑ）݂ খ൘݂症
・骨髄線ҡ症
・ຫੑੑٿࢎന݂病	<૿ٿࢎ加症ީ܈>

%47.1
%47.3
%47.4
%47.5

2ɽੑٸ৺࠹ߎے
、のうち（25*～20*）ױ৺疾ੑ݂ڏ
࠹ߎے৺ੑٸ・
࠹ߎے৺ੑൃ࠶・

*21
*22

3ɽଔத
݂疾（69*～60*）ױのうち、
・くもບ下ग़݂
・内ग़݂
・࠹ߎ

*60
*61
*63

4ɽ؊ߗม

アϧίーϧੑ؊疾（70,）ױのうち、
・アϧίーϧੑ؊ߗม
؊線ҡ症ٴͼ؊ߗม（,74）のうち、
มߗ؊ोੑੑൃݪ・
・続ൃੑोੑ؊ߗม
・ोੑ؊ߗม、ৄ 不໌ࡉ
・その他ٴͼৄࡉ不໌の؊ߗม

,70.3

,74.3
,74.4
,74.5
,74.6

5ɽຫੑਛ不全
ਛ不全（/17～/19）のうち、
・ຫੑਛଁ病、εςーδ４
・ຫੑਛଁ病、εςーδ５

/18.4
/18.5

（注）　ରとなるѱੑ৽生には、「上ൽ内৽生」は含まれません。

2ɽ	　前1ɽにおいて「ѱੑ৽生」とは、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「ࠃ際疾病ྨ		जᙾֶ	（/$$म）	ୈ3൛	（2012年改ਖ਼൛）」により、৽生
のੑ状を表すୈ5ܻίーυとして次のίーυ൪߸が付されたものであることをඞ要とします。

৽生のੑ状を表すୈ5ܻίーυ

ίーυ൪߸
ʗ3
ʗ6

ʗ9

ѱੑ、ൃݪ部位
ѱੑ、	సҠ部位	

ѱੑ、続ൃ部位
ѱੑ、ൃݪ部位ຢはసҠ部位の別不ৄ
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別ද� োڃ１ڃ·ͨ２ڃ

　「障害等ڃ１ڃまたは２ڃ」とは、ฏ30年４月１日におけるࠃຽ年金法（ত34年４月16日法ୈ141߸）ୈ30条ୈ２項およͼࠃຽ年金法ߦࢪ （ྩত
34年５月25日ྩୈ184߸）ୈ４条の̒ 別表に定める障害等ڃ１ڃまたは２ڃをいいます。

別ද� ਫ਼ਆのো

　「ਫ਼ਆの障害」とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表にࡌهのものとし、ྨ項の内༰については、ް 生࿑ಇল
େਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%ɻ 10（2013年൛）準ڌ」によるものとします。

　ྨ　項　 基本ྨίーυ

症状ੑを含むੑ࣭ثਫ਼ਆ障害
ਫ਼ਆ࡞用࣭用によるਫ਼ਆٴͼߦಈの障害（ただし、ༀґଘを除きます。）

౷合ࣦௐ症、౷合ࣦௐ症ܕ障害ٴͼໝੑ障害
<感>障害ؾ
ਆ経症ੑ障害、ετϨε関࿈障害ٴͼ身体表ੑݱ障害
生ཧత障害ٴͼ身体త要Ҽに関࿈したߦಈ症ީ܈
ਓのਓ֨ٴͼߦಈの障害
త障害ʻਫ਼ਆʼ
৺ཧతൃୡの障害
খࣇʻࣇಐʼ期ٴͼ੨年期に通ৗൃ症するߦಈٴͼॹの障害
不໌のਫ਼ਆ障害ࡉৄ

'00～'09
'10～'19

（ただし、'11.2、'12.2、'13.2、'14.2、'15.2、
'16.2、'18.2、'19.2	を除きます。）

'20～'29
'30～'39
'40～'48
'50～'59
'60～'69
'70～'79
'80～'89
'90～'98
'99

別ද� ରͱͳるੜ׆োঢ়ଶ

１ɽ　ରとなる生活障害状態とは、下表のいずれかに該当し、かつ、ճ復のݟ込のない状態をいいます。

ରとなる
生活障害状態 備 ߟ

1 のが0.08以下のྗࢹの؟྆
もの

。についてଌ定しますྗࢹずつ、きΐうਖ਼؟表により、１ྗࢹࢼ式ࠃのଌ定は、ສྗࢹ　（	1	）
྆、とは「のྗࢹの؟྆」　（	2	） 。を別ʑにଌ定したを合算したものをいいますྗࢹのそれͧれの؟
。障害は含みませんྗࢹᛐ下ਨによる؟さくおよͼڱࢹ　（	3	）

2 ྆ࣖのௌྗϨϕϧが90σγϕ
ϧ以上のもの

（	1	）　ௌྗのଌ定は、日本業規֨に準ڌしたオーδオϝーλでߦいます。
（	2	）　ௌྗϨϕϧのσγϕϧは、प500・1000・2000ϔϧπにおけるௌྗϨϕϧをそれͧれ̰ ・̱・̲σ

γϕϧとしたとき、1�4（̰ ＋２̱ ＋̲ ）のをいいます。

3 ฏػߧ能にஶしい障害を༗す
るもの

「ฏػߧ能にஶしい障害を༗するもの」とは、ࢶ࢛体װに࣭ثతҟৗがない場合に、ด؟でى ・ཱཱ 位保࣋が不
能または開؟で線をาߦதに10ϝɻ τϧ以内にసあるいはஶしくよΖめいてาߦをதஅせ͟るをಘない
程度のものをいいます。

4 そしΌく・ᅞ下のػ能をܽくも
の

「そしΌく・ᅞ下のػ能をܽくもの」とは、ྲྀ ಈ৯以֎はઁ取できないもの、経ޱతに৯をઁ取することができ
ないものまたは経ޱతに৯をઁ取することがۃめてࠔなものをいいます。

5 Իまたはػޠݴ能にஶしい
障害を༗するもの

（	1	）　「Իまたはػޠݴ能にஶしい障害を༗するもの」とは、ൃ Իに関わるػ能をࣦするか、すことฉ
いてཧ解することのͲちらかまたは྆方がほとんͲできないため、日ৗ会が୭ともཱしない程度のも
のをいいます。

ൃ、した結Ռࢪ಄全ఠग़手術を　（	2	） Իに関わるػ能をࣦした場合は、「Իまたはػޠݴ能にஶしい障
害を༗するもの」とします。

6 一上ࢶのػ能にஶしい障害を
༗するもの

「上ࢶのػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、上ࢶの３େ関અ（ݞ関અ・ͻじ関અおよͼ手関અ）தいずれか２関
અ以上の関અが、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
①　不ྑࢶ位でڧしているもの
②　関અの他ಈՄಈҬが、健ଆの他ಈՄಈҬの２の１以下に੍限され、かつ、ྗےが減以下のもの
がஶ減またはফࣦしているものྗے　③

7
྆上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ
２指（示指）もしくはୈ３指（த
指）をܽくものまたは一上ࢶの
すべての指をܽくもの

「上ࢶの指をܽくもの」とは、基અ骨の基部からܽき、その༗ޮが̌ のものをいいます。
また、「上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ２指（示指）もしくはୈ３指（த指）をܽくもの」とは、ඞず上ࢶのୈ１指（指）
をܽき、それに加͑て、上ࢶのୈ２指（示指）またはୈ３指（த指）をܽくものをいいます。

8

྆上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ
２指（示指）もしくはୈ３指（த
指）のػ能にஶしい障害を༗す
るものまたは一上ࢶのすべて
の指のػ能にஶしい障害を༗
するもの

「上ࢶの指のػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、上ࢶの指のஶしいมܗ、ຑᙺによる高度のྗ、関અの不
等により、指があってもそれがないのとほとんͲ同程度ॖ߆位ࢶ、ᚄࠟによる指のຒまたは不ྑڧ位ࢶྑ
のػ能障害があるものをいいます。
また、「上ࢶのୈ１指（指）およͼୈ２指（示指）もしくはୈ３指（த指）のػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、
上ࢶのୈ１指（指）のػ能にஶしい障害を༗し、それに加͑て、上ࢶのୈ２指（示指）またはୈ３指（த指）のػ能
にஶしい障害を༗し、そのため指間にをはさむことはできても、一指を他指にରཱさせてをつまむことがで
きない程度の障害があるものをいいます。

9 一下ࢶのػ能にஶしい障害を
༗するもの

「下ࢶのػ能にஶしい障害を༗するもの」とは、下ࢶの３େ関અ（また関અ、ͻ͟関અおよͼ関અ）தいずれか２
関અ以上の関અが、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
①　不ྑࢶ位でڧしているもの
②　関અの他ಈՄಈҬが、健ଆの他ಈՄಈҬの２の１以下に੍限され、かつ、ྗےが減以下のもの
がஶ減またはফࣦしているものྗے　③
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10 ྆下ࢶのすべての指をܽくも
の 「下ࢶの指をܽくもの」とは、த指અ関અからܽくものをいいます。

11 一下ࢶを関અ以上でܽくも
の 「下ࢶを関અ以上でܽくもの」とは、γϣύーϧ関અ以上でܽくものをいいます。

12
体װのػ能にาくことができ
ない程度またはそれ以上の程
度の障害を༗するもの

「体װのػ能にาくことができない程度またはそれ以上の程度の障害を༗するもの」とは、次のいずれかに該当
するものをいいます。
①	　ࣨ内においては、দ༿、その他のิॿ用۩をඞ要とせず、ཱىҠಈがՄ能であるが、֎ではこれら
のิॿ用۩のॿけをかりるඞ要がある程度のもの
あ、࠲ਖ਼、ֻࠊ　② ら͙、ԣすわりのいずれもができず、࠲っていることができない程度のもの
③	　թ位または࠱位からࣗྗのみでཱち上がれず、他ਓ、ப、、その他のثの介護またはิॿによりはじめ
てཱち上がることができる程度のもの

13

身体のػ能の障害または期
にわたる҆੩をඞ要とする病
状であって、日ৗ生活がஶしい
੍限を受けるか、もしくは日ৗ
生活にஶしい੍限を加͑ること
をඞ要とする程度またはそれ
以上の程度のもの

（	1	）　「日ৗ生活がஶしい੍限を受けるか、もしくは日ৗ生活にஶしい੍限を加͑ることをඞ要とする程度また
はそれ以上の程度の身体のػ能の障害」とは、次のいずれかに該当する程度またはそれ以上の程度のも
のをいいます。
①	　求৺ੑࢹࡥڱまたはྠ状҉があるものについて、次のいずれかに該当するもの（؟ᛐ下ਨによ
るࢹ障害は含みません。）
ア.　ᶗ�２のࢹඪで྆؟のࢹがそれͧれ５度以内におさまるもの
イ.	　྆؟のࢹがそれͧれᶗ�４のࢹඪでத৺10度以内におさまるもので、かつ、ᶗ�２のࢹඪでத৺10
度以内の̔ 方のଘࢹの֯度の合計が56度以下のもの

②　྆ࣖのௌྗϨϕϧが80σγϕϧ以上で、かつ、ޠྑ࠷Ի໌ྎ度が30％以下のもの
③	　྆上ࢶまたは྆下ࢶのػ能に૬当程度の障害をすもの。「上ࢶまたは下ࢶのػ能に૬当程度の障
害をすもの」とは、上ࢶまたは下ࢶの３େ関અதそれͧれ１関અの他ಈՄಈҬが、ਖ਼ৗՄಈҬの２の
１以下に੍限され、かつ、ྗےが減しているものまたはそれと同程度のものをいいます。
④	　一上ࢶおよͼ一下ࢶのػ能に૬当程度の障害をすもの。「一上ࢶおよͼ一下ࢶのػ能に૬当程度
の障害をすもの」とは、一上ࢶおよͼ一下ࢶのൣғにわたる障害であって、日ৗ生活におけるಈ࡞
のଟくが一ਓで全くできない場合または日ৗ生活におけるಈ࡞のほとんͲが一ਓでできるがඇৗに不
ࣗ由な場合の状態をいいます。
ғにわたる障害であっൣのࢶ࢛、とは「すもの能障害をػにࢶ࢛」。すもの能障害をػにࢶ࢛　	⑤
て、日ৗ生活におけるಈ࡞の一部が一ਓで全くできない場合またはほとんͲが一ਓでできても不
ࣗ由な場合の状態をいいます。
ᶈ	　பのػ能障害により、日ৗ生活におけるಈ࡞が一ਓでできるがඇৗに不ࣗ由な場合またはこれに
ۙいもの

（	2	）　「日ৗ生活がஶしい੍限を受けるか、もしくは日ৗ生活にஶしい੍限を加͑ることをඞ要とする程度また
はそれ以上の程度の病状」とは、次の①または②のいずれかに該当する程度のものをいいます。
①	　ඞずしも他ਓのॿけをआりるඞ要はないが、日ৗ生活はۃめてࠔで、࿑ಇにより収入をಘることが
できない程度のもの
②	　他ਓの介ॿを受けなけれほとんͲࣗの用をหずることができない程度のもの
また、次の③～ᶊのいずれかの状態に該当した場合は、「日ৗ生活がஶしい੍限を受けるか、もしくは日
ৗ生活にஶしい੍限を加͑ることをඞ要とする程度またはそれ以上の程度の病状」にあるものとしま
す。

③　৺ଁҠ২を受けたもの
④　ਓ৺ଁをணしたもの
⑤　$35（৺ଁ࠶同期ҩ療ثػ）または$35�%（除ࡉಈػث能付き৺ଁ࠶同期ҩ療ثػ）をணしたもの
ᶈ　Ӭ続తなਓಁੳ療法ߦࢪதのもの
ᶉ　ਓᡗをӬٱతにઃし、かつ、৽ᡦをӬٱతにઃしたものまたは࿏มߋ術をࢪしたもの
ᶊ	　ਓᡗをӬٱతにઃし、かつ、全ഉ障害（カςーςϧཹஔまたはࣗݾಋのৗ時ߦࢪをඞ要
とする）状態にあるもの

（	3	）　前（1）①において、ࢹのଌ定は、ΰーϧυϚϯࢹ計およͼࣗಈࢹ計またはこれらに準ずるものに
よります。ΰーϧυϚϯࢹ計による場合、த৺ࢹについてはᶗ�２のࢹඪを用い、पลࢹについては	
ᶗ�４のࢹඪを用います。

（	4	）　前（1）②において、ޠԻ໌ྎ度は、次の算式により算ग़し、ޠԻ໌ྎ度の࠷も高いをޠྑ࠷Ի໌ྎ度
とします。
（％）100×（ޠࠪݕԻʗޠਖ਼）＝Ի໌ྎ度ޠ　
また、ޠԻ໌ྎ度のଌ定に用するޠԻௌྗ表は、「57͂ 式ޠ表」または「67͂ 式ޠ表」とします。

14
ਫ਼ਆの障害であって、日ৗ生活
の用をหずることを不能ならし
める程度のもの

「ਫ਼ਆの障害であって、日ৗ生活の用をหずることを不能ならしめる程度のもの」とは、次のいずれかに該当す
る程度のものをいいます。
①	　౷合ࣦௐ症によるものにあっては、高度のҨ状態または高度の病状があるため高度のਓ֨มԽ、ߟࢥ
障害、その他もう・֮ݬ等のҟৗ体ݧがஶ໌なため、ৗ時のԉॿがඞ要なもの
障害の病૬期がߟࢥಈの障害およͼ高度のߦ・、ҙཉؾ（感）障害によるものにあっては、高度のؾ　	②
あり、かつ、これが࣋続したり、ͻんͺんに܁り返したりするため、ৗ時のԉॿがඞ要なもの
③	　症状ੑを含むੑ࣭ثਫ਼ਆ障害によるものにあっては、高度のೝ障害、高度のਓ֨มԽ、その他の高度の
ਫ਼ਆਆ経症状がஶ໌なため、ৗ時のԉॿがඞ要なもの
④	　てんかんによるものにあっては、े な治療にかかわらず、てんかんੑのҙࣝ障害をఄし、状گにそ͙わな
いߦҝを示すൃ࡞またはҙࣝ障害の༗ແをわず、సするൃ࡞が月に１ճ以上あり、かつ、ৗ時のԉॿが
ඞ要なもの

２ɽ	　前１.に͛ܝるもののほか、身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害	別表４
が重ෳする場合、次のいずれかに該当するとೝめられるときは、
生活障害状態に該当するものとします。
（1）	　身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害	別表４
が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ１ڃ	別表３
に૬当する障害を

༗すること。
（2）	　身体のػ能の障害または病状（ਫ਼ਆの障害	別表４
を除きます。）が重ෳすることにより、ࠃຽ年金法にもとづく障害等ڃ２ڃ	別表３
に૬当する障

害を༗すること。
３ɽ	　前２.の規定にかかわらず、重ෳする身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害	別表４
の一部が一時金支払の免責事由により生じたときは、
その免責事由により生じた身体のػ能の障害もしくは病状またはਫ਼ਆの障害	別表４
を除いて、前２.の規定を適用するものとします。
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別ද̒ ରͱͳるੑ࣭ثೝ

ͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%�10ٴ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害示ୈ35߸に基づくް生࿑ಇলେਉࠂとは、ฏ27年２月13日૯ল「ೝ症ੑ࣭ث」　
（2013年൛）準ڌ」にࡌهされたྨ項த、次の基本ྨίーυに規定される内༰によるものをいい、「ੑ࣭ثೝ症とஅ֬定されている」とは、次の
（1）、（2）のすべてに該当する「ੑ࣭ثೝ症」であることを、ҩࢣ（注1）によりஅ֬定された場合をいいます。
（	1	）　内に後ఱతにおこった࣭ثతな病มあるいはଛ傷（注2）を༗すること。
（	2	）　ਖ਼ৗにख़したが、前（1）による࣭ثత障害（注2）によりഁյされたために、一度֫ಘされた能が࣋続తかつ全ൠతに下したものであるこ

と。

疾　病　໊ 　ྨ　項　 基本ྨίーυ

ೝ症ੑ࣭ث

アϧπϋイϚーʻ"M[IFJNFS̓ 病のೝ症
݂ੑೝ症
ϐοク̒ 1JDL̓ 病のೝ症
クϩイπϑΣϧτ・Ϡίϒʻ$SFVU[GFMEU�+BLPC̓ 病のೝ症
ϋϯνϯτϯ )̒VOUJOHUPO̓ 病のೝ症
ύーキϯιϯ 1̒BSLJOTPO̓ 病のೝ症
ώτ免Ӹ不全ウイϧεʦ)*7ʧ病のೝ症
他にྨされるその他の໌示された疾ױのೝ症
不໌のೝ症ࡉৄ
せんໝ、ೝ症に重なったもの

'00
'01
'02.0
'02.1
'02.2
'02.3
'02.4
'02.8
'03
'05.1

（˞）	　2013年൛以後のް生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要」において、上ه疾病以֎に該当する疾病がある場合
には、その疾病も含むものとします。

（注1）	　日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいい、被保険者が日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者である場合は、被保険者以֎の日本のҩࢣの֨ࢿを࣋つ者をいいま
す。

（注2）	　「࣭ثతな病มあるいはଛ傷」、「࣭ثత障害」とは、֤ छの病Ҽまたは傷害によってҾきىこされた৫ֶతにೝめられる病มあるいはଛ傷、障
害のことをいいます。
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別ද̓ ҙࣝো

　「ҙࣝ障害」とは、次のようなものをいいます。
　通ৗ、ରをೝし、पғに注ҙを払い、֎からのܹをత֬にうけとって応することのできる状態をҙࣝがはっきりしているといいますが、このҙࣝ
が障害された状態をҙࣝ障害といいます。
　ҙࣝ障害は、通ৗେきくわけてҙࣝࠞとҙࣝม༰とにわけられます。
（	1	）　「ҙࣝࠞ」とは、ҙࣝがಶっている状態で、その障害の程度により、ܰ 度の場合、（うとうとしているが、ܹにより֮੧する状態）、த度の場合、

、ࠚ高度の場合、（には、一時తに応する状態ܹいڧ੧させることはできないが、かなり֮）ࠚ ਭ（ਫ਼ਆ活ಈはఀࢭし、全てのܹに応ੑを
ࣦった状態）にわけられます。

（	2	）　「ҙࣝม༰」とは、特घなҙࣝ障害であり、これにはアϝϯνア（ҙࣝࠞはܰいが、応は支໓྾で、ࣗ でもࠔした状態）、せんໝ（ൺֱత高
度のҙࣝࠞʵҙࣝの程度はಈ༳しすい にɻ加͑て、ࡨ ฃ等を示す状態）およͼもうΖう状態（ҙࣝࠞの程度はܰڵ、をい不҆、不Ժ֮ݬ֮・
いが、ҙࣝのൣғがڱまり、֎քを全ൠతにѲすることができない状態）等があります。

別ද̔ ࣝোݟ

。とは、次のいずれかに該当する場合をいいます「当ࣝ障害ݟ」　
（	1	）　時間のݟ当ࣝ障害ɿقઅまたはே・ਅன・のいずれかのೝࣝができない。
（	2	）　場所のݟ当ࣝ障害ɿॅࠓんでいるࣗのՈまたはࠓいる場所のೝࣝができない。
（	3	）　ਓのݟ当ࣝ障害ɿ日ࠒしているपғのਓのೝࣝができない。



リビング・ニーズ特約条項  目次
第 1 条　特定状態保険金の支払
第 2 条　特定状態保険金の支払に関する補則
第 3 条　特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所
第 4 条　特定状態保険金を支払わない場合
第 5 条　特約の締結
第 6 条　特約の責任開始期
第 7 条　特約保険料
第 8 条　特約の失効
第 9 条　特約の復活
第10条　告知義務および告知義務違反による解除
第11条　重大事由による解除
第12条　特約の解約
第13条　特約の解約返戻金
第14条　特約の消滅とみなす場合
第15条　特約の復旧
第16条　指定代理請求人の変更
第17条　 主約款の契約者配当金の割当および支払の規定を適

用する場合の取扱い
第18条　主約款の規定の準用
第19条　 主契約を払済保険に変更した場合の特則
第20条　 主契約に特別条件付保険特約に規定する保険金削減

支払法が適用されている場合の特則
第21条　 主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険

特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されて
いる場合の特則

第22条　 主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の
特則

第23条　 主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の
特則

第24条　 主契約に家計保障定期保険特約または家計保障定期
保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の
特則

第25条　 主契約に収入保障特約が付加されている場合の特則
第26条　 主契約に配偶者定期保険特約が付加されている場合

の特則
第27条　 主契約にこども定期保険特約が付加されている場合

の特則
第28条　 主契約に付加されている入院給付金のある特約等の

取扱い
第29条　 定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険、

家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解約
返戻金型）に付加した場合の特則

第30条　 逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険に
付加した場合の特則

第31条　 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差
配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年
ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年
ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加
した場合の特則

第32条　 5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特
定疾病保障定期保険に付加した場合の特則

第33条　 低解約返戻金型終身介護保険または５年ごと利差配
当付低解約返戻金型終身介護保険に付加した場合の
特則

第34条　 災害保障期間付定期保険に付加した場合の特則
第35条　 5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の

特則
第36条　新変額保険（有期型）に付加した場合の特則

リビング・ニーズ特約条項
（2020年3月2日改定）

金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
（ 4 ） 　主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特

定状態保険金が支払われた場合には、主契約は、指定保険金額
分が特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとし
て取り扱います。

（ 5 ） 　本条（4）の場合、主契約の保険金額は、主契約の保険金額から
指定保険金額を差し引いた金額に改めます。

（ 6 ） 　特定状態保険金を支払う前に、被保険者が死亡したときは、特
定状態保険金は支払いません。また、特定状態保険金を支払う
前に、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）に定め
る死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、当
会社は、特定状態保険金の請求はなかったものとして取り扱いま
す。

（ 7 ） 　主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金の請求を
受け、その保険金を支払うときは、当会社は、特定状態保険金を
支払いません。

（ 8 ） 　主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金が支払わ
れた場合には、その支払後に特定状態保険金の請求を受けて
も、当会社は、これを支払いません。

（ 9 ） 　特定状態保険金を支払うときに主約款の規定による保険料の
振替貸付または契約者貸付があるときは、当会社は、特定状態
保険金からそれらの元利金を差し引きます。

第 ３ 条（特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所）
（ 1 ） 　特定状態保険金の受取人は、特定状態保険金を請求（注）する

場合には、当会社所定の書類（別表１）を提出してください。
（ 2 ） 　特定状態保険金の受取人が特定状態保険金を請求（注）でき

ない次の①～③に定めるいずれかの事情があるときは、保険契
約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第16条（指
定代理請求人の変更）の規定により変更した１人の者（以下「指定
代理請求人」といいます。）が、当会社所定の書類（別表１）および
その事情を証明する書類を提出して、特定状態保険金の受取人
の代理人として特定状態保険金を請求（注）することができます。
ただし、特定状態保険金の受取人が法人である場合を除きます。

 ① 　傷害または疾病により、特定状態保険金を請求（注）する意

（この特約の概要）
　この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の全部また
は一部について、将来の保険金の支払にかえて、主契約の被保険者（以下

「被保険者」といいます。）の余命が６か月以内と判断される場合に特定
状態保険金を支払うことを目的としたものです。

第  1 条（特定状態保険金の支払）
（ 1 ） 　当会社は、被保険者の余命が６か月以内と判断されるときは、

特定状態保険金を特定状態保険金の受取人に支払います。ただ
し、特定状態保険金の請求日（第３条（特定状態保険金の請求、支
払時期および支払場所）（1）に規定する当会社所定の書類が当
会社に到着した日をいいます。以下同じ。）が主契約の保険期間
の満了する日の直前の年単位の契約応当日以後である場合に
は、当会社は、特定状態保険金を支払いません。

（ 2 ） 　特定状態保険金の金額は、次の金額とします。

特定状態
保険金の

金額
=

主契約の保険金額の
うち、当会社の定める
範囲内で特定状態保
険金の受取人が指定
した金額（以下「指定
保険金額」といいま
す。）

－

当会社の定めた方法
で計算した特定状態
保険金の請求日から
６か月間の指定保険
金額に対応する利息
および保険料に相当
する額

第 ２ 条（特定状態保険金の支払に関する補則）
（ 1 ） 　特定状態保険金の受取人は、被保険者とし、それ以外の者に

変更することはできません。
（ 2 ） 　保険契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人（死亡

保険金の一部の受取人である場合を含みます。）および主契約
の満期保険金受取人（満期保険金の一部の受取人である場合を
含みます。）が保険契約者（その法人）である場合には、本条（1）
の規定にかかわらず、保険契約者（その法人）を特定状態保険金
の受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。

（ 3 ） 　主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特
定状態保険金が支払われた場合には、主契約は、特定状態保険
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思表示ができないこと。
 ②　傷病名の告知を受けていないこと。
 ③　その他前①または②に準じた状態であること。

（ 3 ） 　指定代理請求人が本条（2）の特定状態保険金の請求（注）を行
う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当
することを必要とします。

 ①　被保険者の戸籍上の配偶者
 ②　被保険者の直系血族
 ③ 　被保険者の３親等内の親族
 ④ 　被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている者
 ⑤ 　被保険者との契約にもとづき、被保険者の療養看護または

財産管理を行っている者
ただし、④および⑤については、当会社に提出された書類によ

り、特定状態保険金の受取人のために特定状態保険金を請求す
べき適当な理由があることが確認できる場合に限ります。

（ 4 ） 　本条（2）および（3）の規定により当会社が指定代理請求人か
らの請求に対して特定状態保険金を支払ったときは、その後特
定状態保険金の請求（注）を受けても、当会社は、これを支払いま
せん。

（ 5 ） 　主約款に定める保険金の支払時期および支払場所に関する
規定は、この特約による特定状態保険金の支払の場合に準用し
ます。

（ 注 ） 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）の規定による主契約の保
険金額の指定を含みます。

第 ４ 条（特定状態保険金を支払わない場合）
　被保険者が次の①～③のいずれかによって第１条（特定状態保険金の
支払）（1）の規定に該当した場合には、当会社は、特定状態保険金を支払
いません。ただし、次の②の場合で、被保険者から請求があったときは、
この限りではありません。

①　保険契約者または被保険者の故意
②　指定代理請求人の故意
③　戦争その他の変乱

第 ５ 条（特約の締結）
　保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の
承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。

第  6 条（特約の責任開始期）
（ 1 ） 　当会社は、下表の「特約上の責任が開始される時（責任開始

期）」からこの特約上の責任を負います。

特約の付加の時期 特約上の責任が開始される時
（責任開始期）

① 主契約締結の際、主契
約に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

② 主契約の契約日後、主
契約に付加する場合

当会社が特約付加の申込を
承諾した時

（ 2 ） 　この特約に関する保険証券の交付については、主約款または
他の特約条項の規定によります。

第 ７ 条（特約保険料）
　この特約に対する保険料はありません。

第 ８ 条（特約の失効）
　主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力
を失います。

第  ９ 条（特約の復活）
（ 1 ） 　主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活

の請求があったものとします。
（ 2 ） 　当会社は、本条（1）の規定によって請求された特約の復活を承

諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復
活の取扱いをします。

第 10 条（告知義務および告知義務違反による解除）
（ 1 ） 　主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、

特定状態保険金の支払の場合に準用します。
（ 2 ） 　本条（1）の場合、主契約を解除するときは、当会社は、その旨

を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所

もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険
契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取
人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保
険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請
求人に通知します。

第 11 条（重大事由による解除）
（ 1 ） 　主約款の重大事由による解除の規定は、特定状態保険金の支

払の場合に準用します。この場合、保険金の受取人に指定代理
請求人を含めます。

（ 2 ） 　本条（1）の場合、主契約を解除するときは、当会社は、その旨
を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所
もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険
契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取
人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保
険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請
求人に通知します。

第 12 条（特約の解約）
　保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することがで
きます。

第 13 条（特約の解約返戻金）
　この特約に対する解約返戻金はありません。

第 1４ 条（特約の消滅とみなす場合）
　次の①～④の場合には、この特約は消滅したものとみなします。

①　第１条（特定状態保険金の支払）の規定により特定状態保険金が
支払われたとき。

②　主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
③　主契約が延長定期保険に変更されたとき。
④　主約款に定める死亡保険金を請求する権利に質権が設定された

とき。

第 1５ 条（特約の復旧）
　延長定期保険に変更された主契約について元の保険契約への復旧の
請求があった場合には、前条③の規定によって消滅したこの特約も同時
に復旧の請求があったものとします。

第 1６ 条（指定代理請求人の変更）
（ 1 ） 　保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、当

会社に対する通知により、指定代理請求人を変更することができ
ます。

（ 2 ） 　本条（1）の変更を請求するときは、保険契約者またはその承
継人は、当会社所定の書類（別表１）を提出してください。

（ 3 ） 　本条（1）の通知が当会社に到達する前に変更前の指定代理請
求人からの請求に対して特定状態保険金が支払われた場合に
は、その支払後にその特定状態保険金の請求を受けても、当会
社はこれを支払いません。

第 1７ 条（ 主約款の契約者配当金の割当および支払の規定を適
用する場合の取扱い）

　特定状態保険金の支払に際しては、指定保険金額分に対して、主契約
の死亡保険金を支払うときの取扱いに準じて、主約款の契約者配当金の
割当および支払の規定を適用します。

第 18 条（主約款の規定の準用）
　この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第19条（主契約を払済保険に変更した場合の特則）
（ 1 ） 　主契約を払済保険（注１）に変更した場合で、主約款の規定によ

り払済保険（注１）への変更の際に保険契約者に支払うべき金額
を当会社が支払った後に、次のいずれかの事由に該当していた
ことが判明したとき（注２）は、特定状態保険金の金額は、払済保険

（注１）への変更の際に支払った金額を差し引いた金額とします。
 ① 　被保険者が主約款に定める危篤状態に該当していること。
 ② 　被保険者が余命６か月以内と判断されていること。

（ 2 ） 　本条（1）の場合、主約款の規定にかかわらず、被保険者が死亡
したときに、当会社は、死亡保険金から払済保険（注１）への変更
の際に支払った金額を差し引きません。ただし、払済保険（注１）
への変更の際に支払った金額が、本条（1）の規定により差し引い
た金額を超えている場合には、その超えている金額を被保険者
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逓減定期保険特約の保険金額を加えます。この場合、逓減定期保険
特約の保険金額は、特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位
の応当日（注１）における保険金額とします。

② 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特
定状態保険金の請求日における主契約の保険金額および特定状態
保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における逓減
定期保険特約の保険金額から特定状態保険金の受取人が指定した
金額とします。

③ 　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支
払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）までの規定を準用するほ
か、次のとおりとします。
ア. 　特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）

における逓減定期保険特約の保険金額の全部が指定保険金額と
して指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、逓減定期
保険特約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅した
ものとします。

イ. 　特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）
における逓減定期保険特約の保険金額の一部が指定保険金額と
して指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、逓減定期
保険特約は指定保険金額に対応する特約基本保険金額分が、特
定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

ウ. 　前イ.の場合、逓減定期保険特約の特約基本保険金額は、逓減
定期保険特約の特約基本保険金額から指定保険金額に対応する
特約基本保険金額を差し引いた金額に改められます。

④ 　逓減定期保険特約については、特定状態保険金の請求日が特約
保険期間満了日（注２）の直前の主契約の年単位の契約応当日以後
である場合には、本特則は適用しません。

⑤ 　主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約
条項に規定する保険金削減支払法が逓減定期保険特約に適用され
ている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があっ
たときは、前条⑤の規定を適用します。

（注１） 　応当日のない場合は、その月の末日とします。
（注２） 　逓減定期保険特約条項の規定により逓減定期保険特約が更

新される場合を除きます。

第23条（ 主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の
特則）

　主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合には、次の①～⑤
のとおり取り扱います。

① 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める主契約の保険金額に
逓増定期保険特約の保険金額を加えます。この場合、逓増定期保険
特約の保険金額は、特定状態保険金の請求日における保険金額と
します。

② 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特
定状態保険金の請求日における主契約の保険金額および特定状態
保険金の請求日における逓増定期保険特約の保険金額から特定状
態保険金の受取人が指定した金額とします。

③ 　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支
払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）までの規定を準用するほ
か、次のとおりとします。
ア. 　特定状態保険金の請求日における逓増定期保険特約の保険

金額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が
支払われた場合には、逓増定期保険特約は特定状態保険金の請
求日にさかのぼって消滅したものとします。

イ. 　特定状態保険金の請求日における逓増定期保険特約の保険
金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が
支払われた場合には、逓増定期保険特約は指定保険金額に対応
する特約基本保険金額分が、特定状態保険金の請求日にさかの
ぼって消滅したものとします。

ウ. 　前イ.の場合、逓増定期保険特約の特約基本保険金額は、逓増
定期保険特約の特約基本保険金額から指定保険金額に対応する
特約基本保険金額を差し引いた金額に改められます。

④ 　逓増定期保険特約については、特定状態保険金の請求日が特約
保険期間満了日（注）の直前の主契約の年単位の契約応当日以後で
ある場合には、本特則は適用しません。

⑤ 　主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約
条項に規定する保険金削減支払法が逓増定期保険特約に適用され
ている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があっ
たときは、第21条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期
保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合
の特則）⑤の規定を適用します。

（ 注 ） 　逓増定期保険特約条項の規定により逓増定期保険特約が更
新される場合を除きます。

が死亡したときに死亡保険金から差し引きます。

（注１） 　定額払済保険および変額払済保険を含みます。
（注２） 　主約款の規定により本条（1）のいずれの事由に該当している

ことを保険契約者が知っているときに払済保険（注１）への変更
を取り扱わない場合に限ります。

第 20条（ 主契約に特別条件付保険特約に規定する保険金削減
支払法が適用されている場合の特則）

　主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項
に規定する保険金削減支払法が主契約に適用されている場合で、保険
金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、当会社は次の
金額を特定状態保険金として支払います。

特定状態
保険金の
金額

=
指定
保険
金額

×

特定状態保険金
の請求日におけ
る特別条件付保
険特約条項に定
める所定の割合

－

当会社の定めた方法
で計算した特定状態
保険金の請求日から
６か月間の指定保険
金額に対応する利息
および保険料に相当
する額

第 21 条（ 主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特
約または特定疾病保障定期保険特約が付加されてい
る場合の特則）

　主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特定
疾病保障定期保険特約が付加されている場合には、次の①～⑥のとおり
取り扱います。

①　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める主契約の保険金額に
平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約および特定疾病保
障定期保険特約の保険金額を加えます。

②　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特
定状態保険金の請求日における主契約、平準定期保険特約、生存給
付金付定期保険特約および特定疾病保障定期保険特約の保険金
額から、特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

③　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支
払に関する補則）の規定を準用します。

④　平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約および特定疾病
保障定期保険特約については、特定状態保険金の請求日が特約保
険期間満了日（注１）の直前の主契約の年単位の契約応当日以後で
ある場合には、本特則は適用しません。

⑤　主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約
条項に規定する保険金削減支払法が平準定期保険特約、生存給付
金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約に適用されて
いる場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があった
ときは、当会社は次の金額を特定状態保険金として支払います。

特定状態
保険金の
金額

=
指定
保険
金額

×

特定状態保険金
の請求日におけ
る特別条件付保
険特約条項に定
める所定の割合

－

当会社の定めた方
法で計算した特定
状態保険金の請求
日から６か月間の
指定保険金額に対
応する利息および
保険料に相当する額

⑥　特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合には、次のと
おりとします。
ア. 　この特約と特定疾病保障定期保険特約の指定代理請求人は、

同一人であることを必要とします。
イ. 　この特約と特定疾病保障定期保険特約のいずれかにおいて、

指定代理請求人の指定または変更（注２）が行われたときは、他の
特約についても同一の指定または変更（注２）が行われたものと
します。

ウ. 　特定疾病保障定期保険特約条項に定める特約特定疾病保険
金の請求と特定状態保険金の請求を重ねてうけた場合には、特
定状態保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特定状態保
険金は支払いません。

（注１） 　それぞれの特約条項の規定により特約が更新される場合を除
きます。

（注２） 　指定代理請求人を指定しない場合を含みます。

第 22条（ 主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の
特則）

　主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合には、次の①～⑤
のとおり取り扱います。

① 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める主契約の保険金額に

思表示ができないこと。
 ②　傷病名の告知を受けていないこと。
 ③　その他前①または②に準じた状態であること。

（ 3 ） 　指定代理請求人が本条（2）の特定状態保険金の請求（注）を行
う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当
することを必要とします。

 ①　被保険者の戸籍上の配偶者
 ②　被保険者の直系血族
 ③ 　被保険者の３親等内の親族
 ④ 　被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている者
 ⑤ 　被保険者との契約にもとづき、被保険者の療養看護または

財産管理を行っている者
ただし、④および⑤については、当会社に提出された書類によ

り、特定状態保険金の受取人のために特定状態保険金を請求す
べき適当な理由があることが確認できる場合に限ります。

（ 4 ） 　本条（2）および（3）の規定により当会社が指定代理請求人か
らの請求に対して特定状態保険金を支払ったときは、その後特
定状態保険金の請求（注）を受けても、当会社は、これを支払いま
せん。

（ 5 ） 　主約款に定める保険金の支払時期および支払場所に関する
規定は、この特約による特定状態保険金の支払の場合に準用し
ます。

（ 注 ） 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）の規定による主契約の保
険金額の指定を含みます。

第 ４ 条（特定状態保険金を支払わない場合）
　被保険者が次の①～③のいずれかによって第１条（特定状態保険金の
支払）（1）の規定に該当した場合には、当会社は、特定状態保険金を支払
いません。ただし、次の②の場合で、被保険者から請求があったときは、
この限りではありません。

①　保険契約者または被保険者の故意
②　指定代理請求人の故意
③　戦争その他の変乱

第 ５ 条（特約の締結）
　保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の
承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。

第  6 条（特約の責任開始期）
（ 1 ） 　当会社は、下表の「特約上の責任が開始される時（責任開始

期）」からこの特約上の責任を負います。

特約の付加の時期 特約上の責任が開始される時
（責任開始期）

① 主契約締結の際、主契
約に付加する場合 主契約の責任開始期と同一

② 主契約の契約日後、主
契約に付加する場合

当会社が特約付加の申込を
承諾した時

（ 2 ） 　この特約に関する保険証券の交付については、主約款または
他の特約条項の規定によります。

第 ７ 条（特約保険料）
　この特約に対する保険料はありません。

第 ８ 条（特約の失効）
　主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力
を失います。

第  ９ 条（特約の復活）
（ 1 ） 　主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活

の請求があったものとします。
（ 2 ） 　当会社は、本条（1）の規定によって請求された特約の復活を承

諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復
活の取扱いをします。

第 10 条（告知義務および告知義務違反による解除）
（ 1 ） 　主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、

特定状態保険金の支払の場合に準用します。
（ 2 ） 　本条（1）の場合、主契約を解除するときは、当会社は、その旨

を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所

もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険
契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取
人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保
険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請
求人に通知します。

第 11 条（重大事由による解除）
（ 1 ） 　主約款の重大事由による解除の規定は、特定状態保険金の支

払の場合に準用します。この場合、保険金の受取人に指定代理
請求人を含めます。

（ 2 ） 　本条（1）の場合、主契約を解除するときは、当会社は、その旨
を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所
もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険
契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取
人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保
険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請
求人に通知します。

第 12 条（特約の解約）
　保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することがで
きます。

第 13 条（特約の解約返戻金）
　この特約に対する解約返戻金はありません。

第 1４ 条（特約の消滅とみなす場合）
　次の①～④の場合には、この特約は消滅したものとみなします。

①　第１条（特定状態保険金の支払）の規定により特定状態保険金が
支払われたとき。

②　主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
③　主契約が延長定期保険に変更されたとき。
④　主約款に定める死亡保険金を請求する権利に質権が設定された

とき。

第 1５ 条（特約の復旧）
　延長定期保険に変更された主契約について元の保険契約への復旧の
請求があった場合には、前条③の規定によって消滅したこの特約も同時
に復旧の請求があったものとします。

第 1６ 条（指定代理請求人の変更）
（ 1 ） 　保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、当

会社に対する通知により、指定代理請求人を変更することができ
ます。

（ 2 ） 　本条（1）の変更を請求するときは、保険契約者またはその承
継人は、当会社所定の書類（別表１）を提出してください。

（ 3 ） 　本条（1）の通知が当会社に到達する前に変更前の指定代理請
求人からの請求に対して特定状態保険金が支払われた場合に
は、その支払後にその特定状態保険金の請求を受けても、当会
社はこれを支払いません。

第 1７ 条（ 主約款の契約者配当金の割当および支払の規定を適
用する場合の取扱い）

　特定状態保険金の支払に際しては、指定保険金額分に対して、主契約
の死亡保険金を支払うときの取扱いに準じて、主約款の契約者配当金の
割当および支払の規定を適用します。

第 18 条（主約款の規定の準用）
　この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第19条（主契約を払済保険に変更した場合の特則）
（ 1 ） 　主契約を払済保険（注１）に変更した場合で、主約款の規定によ

り払済保険（注１）への変更の際に保険契約者に支払うべき金額
を当会社が支払った後に、次のいずれかの事由に該当していた
ことが判明したとき（注２）は、特定状態保険金の金額は、払済保険

（注１）への変更の際に支払った金額を差し引いた金額とします。
 ① 　被保険者が主約款に定める危篤状態に該当していること。
 ② 　被保険者が余命６か月以内と判断されていること。

（ 2 ） 　本条（1）の場合、主約款の規定にかかわらず、被保険者が死亡
したときに、当会社は、死亡保険金から払済保険（注１）への変更
の際に支払った金額を差し引きません。ただし、払済保険（注１）
への変更の際に支払った金額が、本条（1）の規定により差し引い
た金額を超えている場合には、その超えている金額を被保険者
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第24条（ 主契約に家計保障定期保険特約または家計保障定期
保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の
特則）

　主契約に家計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解
約返戻金型）が付加されている場合には、次の①～⑤のとおり取り扱い
ます。

①　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める主契約の保険金額に
家計保障定期保険特約および家計保障定期保険特約（無解約返戻
金型）の保険金額を加えます。この場合、家計保障定期保険特約お
よび家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の保険金額は、特定
状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における
保険金額（注２）とします。

②　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特
定状態保険金の請求日における主契約の保険金額ならびに特定状
態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における家
計保障定期保険特約および家計保障定期保険特約（無解約返戻金
型）の保険金額（注２）から特定状態保険金の受取人が指定した金額
とします。

③　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支
払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）までの規定を準用するほ
か、次のとおりとします。
ア. 　特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）

における家計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約
（無解約返戻金型）の保険金額（注２）の全部が指定保険金額とし
て指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、家計保障定
期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）は、
特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

イ. 　特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）
における家計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約

（無解約返戻金型）の保険金額（注２）の一部が指定保険金額とし
て指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、家計保障
定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）
は指定保険金額に対応する特約基準給付金月額分が、特定状態
保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

ウ. 　前イ.の場合、家計保障定期保険特約または家計保障定期保険
特約（無解約返戻金型）の特約基準給付金月額は、家計保障定期
保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特
約基準給付金月額から指定保険金額に対応する特約基準給付金
月額を差し引いた金額に改められます（注３）。

エ. 　特定状態保険金については、家計保障定期保険特約条項また
は家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）条項に定める特約
保険金の月払給付に関する規定を適用しません。

④　家計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返
戻金型）については、特定状態保険金の請求日が特約保険期間満了
日の直前の主契約の年単位の契約応当日以後である場合には、本
特則は適用しません。

⑤　主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約
条項に規定する保険金削減支払法が家計保障定期保険特約または
家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）に適用されている場合
で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、当
会社は次の金額を特定状態保険金として支払います。

特定状態
保険金の
金額

=
指定
保険
金額

×

特定状態保険金
の請求日におけ
る特別条件付保
険特約条項に定
める所定の割合

－

当会社の定めた方
法で計算した特定
状態保険金の請求
日から６か月間の
指定保険金額に対
応する利息および
保険料に相当する額

（注１） 　応当日のない場合は、その月の末日とします。
（注２） 　特定状態保険金の請求日における特約保険金額を超える場

合は特定状態保険金の請求日における特約保険金額とします。
（注３） 　この場合、特約基準給付金月額に10円未満の端数が生じたと

きは、１円の位を切り上げて10円単位とします。

第25条（主契約に収入保障特約が付加されている場合の特則）
　主契約に収入保障特約が付加されている場合には、次の①および②
のとおり取り扱います。

①　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第30条（逓増
定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険に付加した場合の特
則）（1）②ア.または第31条（終身保険、５年ごと利差配当付終身保
険、５年ごと利差配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５
年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配
当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合の特則）（2）②
ア.の規定により主契約が消滅したときは、収入保障特約は消滅した
ものとみなし、収入保障特約の責任準備金を払い戻します。

②　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第21条
（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特
定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第22条

（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第
23条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）
③および第24条（主契約に家計保障定期保険特約または家計保障
定期保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の特則）③
の規定により主契約の保険金額（注）、逓減定期保険特約もしくは逓
増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特
約もしくは家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特約基準給
付金月額が改められるときでも、収入保障特約はそのまま有効に継
続します。

（ 注 ） 　主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定
期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険金額を含
みます。

第26条（ 主契約に配偶者定期保険特約が付加されている場合
の特則）

　主契約に配偶者定期保険特約が付加されている場合には、次の①お
よび②のとおり取り扱います。

①　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第29条（定期
保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険、家計保障定期保険
または家計保障定期保険（無解約返戻金型）に付加した場合の特則）

（2）②ア.、第30条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期
保険に付加した場合の特則）（1）②ア.または第31条（終身保険、５年
ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、低解
約返戻金型終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保
険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加
した場合の特則）（2）②ア.の規定により主契約が消滅したときは、配
偶者定期保険特約は消滅したものとみなし、配偶者定期保険特約
の責任準備金を払い戻します。

②　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第21条
（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特
定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第22条

（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第
23条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）
③および第24条（主契約に家計保障定期保険特約または家計保障
定期保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の特則）③
の規定により主契約の保険金額（注）、逓減定期保険特約もしくは逓
増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特
約もしくは家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特約基準給
付金月額が改められるときでも、配偶者定期保険特約はそのまま有
効に継続します。

（ 注 ） 　主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定
期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険金額を含
みます。

第27条（ 主契約にこども定期保険特約が付加されている場合の
特則）

　主契約にこども定期保険特約が付加されている場合には、次の①およ
び②のとおり取り扱います。

①　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第29条（定期
保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険、家計保障定期保険
または家計保障定期保険（無解約返戻金型）に付加した場合の特則）

（2）②ア.、第30条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期
保険に付加した場合の特則）（1）②ア.または第31条（終身保険、５年
ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、低解
約返戻金型終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保
険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加
した場合の特則）（2）②ア.の規定により主契約が消滅したときは、こ
ども定期保険特約は消滅したものとみなし、こども定期保険特約の
責任準備金を払い戻します。

②　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第21条
（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特
定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第22条

（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第
23条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）
③および第24条（主契約に家計保障定期保険特約または家計保障
定期保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の特則）③
の規定により主契約の保険金額（注）、逓減定期保険特約もしくは逓
増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特
約もしくは家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特約基準給
付金月額が改められるときでも、こども定期保険特約はそのまま有
効に継続します。
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（ 注 ） 　主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定
期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険金額を含
みます。

第28条（ 主契約に付加されている入院給付金のある特約等の
取扱い）

（ 1 ） 　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第29条（定
期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険、家計保障定期
保険または家計保障定期保険（無解約返戻金型）に付加した場合
の特則）（2）②ア.、第30条（逓増定期保険または低解約返戻金型
逓増定期保険に付加した場合の特則）（1）②ア.もしくは第31条

（終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総
合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年ごと利差配当付低解
約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型
総合終身保険に付加した場合の特則）（2）②ア.の規定により主
契約が消滅したときまたは第２条（特定状態保険金の支払に関す
る補則）（4）、（5）、第21条（主契約に平準定期保険特約、生存給
付金付定期保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加
されている場合の特則）③、第22条（主契約に逓減定期保険特約
が付加されている場合の特則）③、第23条（主契約に逓増定期保
険特約が付加されている場合の特則）③および第24条（主契約
に家計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約
返戻金型）が付加されている場合の特則）③の規定により主契約
の保険金額（注１）、逓減定期保険特約もしくは逓増定期保険特
約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特約もしくは家
計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特約基準給付金月額
が改められるときは、次の①および②のとおり取り扱います。
① 　入院給付金または療養給付金のある当会社所定の特約に

ついては、主契約が消滅した場合、主契約の消滅時を含んで
継続している入院またはその後の退院であるときは、それぞ
れの特約条項の主契約の消滅時を含んで継続している入院
またはその後の退院の取扱いの規定を準用します。

② 　入院給付金、手術給付金、療養給付金、重度５疾病・重度介
護給付金（注２）、重度５疾病・障害・重度介護給付金（注２）また
は災害死亡保険金等のある当会社所定の特約については、主
契約の保険金額（注１）、逓減定期保険特約もしくは逓増定期
保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特約
もしくは家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特約基準
給付金月額が改められるときでも、これらの特約はそのまま有
効に継続します。

（ 2 ） 　本条（1）の規定にかかわらず、主契約に保障開始条件付配偶
者医療保障特約が付加されている場合は、次の①～⑤のとおり
取り扱います。
① 　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第29条
（定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険、家計保障
定期保険または家計保障定期保険（無解約返戻金型）に付加
した場合の特則）（2）②ア.または第30条（逓増定期保険また
は低解約返戻金型逓増定期保険に付加した場合の特則）（1）
②ア.の規定により主契約が消滅したときは、保障開始条件付
配偶者医療保障特約条項の特約の消滅に関する規定にかかわ
らず、保障開始条件付配偶者医療保障特約は消滅しません。

② 　特定状態保険金を支払うときは、保障開始条件付配偶者医
療保障特約条項の医療保障開始期に関する規定にかかわら
ず、特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日

（注３）を医療保障開始期とみなします。ただし、特定状態保険
金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注３）が特約保険
期間満了日（注４）を超えるときはこの限りではありません。

③ 　前①の場合、特定状態保険金の金額は、第１条（特定状態保
険金の支払）（2）の規定にかかわらず、指定保険金額から、当
会社の定めた方法で計算した特定状態保険金の請求日から６
か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料ならびに
保障開始条件付配偶者医療保障特約の保険料に相当する額
を差し引いた金額とします。

④ 　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第
21条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特
約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合
の特則）③、第22条（主契約に逓減定期保険特約が付加され
ている場合の特則）③、第23条（主契約に逓増定期保険特約
が付加されている場合の特則）③および第24条（主契約に家
計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返
戻金型）が付加されている場合の特則）③の規定により主契約
の保険金額（注１）、逓減定期保険特約もしくは逓増定期保険
特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特約もし
くは家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特約基準給
付金月額が改められるときでも、保障開始条件付配偶者医療
保障特約はそのまま有効に継続します。

⑤ 　前①～④の規定にかかわらず、特定状態保険金の請求日か

ら医療保障開始期までの間に、保障開始条件付配偶者医療保
障特約条項に定める特約の消滅とみなす事由に該当した場合

（注５）は、保障開始条件付配偶者医療保障特約は消滅したもの
とみなします。また、保障開始条件付配偶者医療保障特約の
被保険者の故意により、特定状態保険金が支払われる場合は、
保障開始条件付配偶者医療保障特約は、特定状態保険金の
請求日にさかのぼって消滅したものとし、保障開始条件付配
偶者医療保障特約の責任準備金を保険契約者に返戻します。

（注１） 　主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定
期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険金額を含
みます。

（注２） 　重度５疾病・重度介護一時金または重度５疾病・障害・重度介護
一時金を含みます。

（注３） 　応当日のない場合は、その月の末日とします。
（注４） 　特約が更新される場合を除きます。
（注５） 　主契約の被保険者が死亡または主約款に定める高度障害状

態に該当した場合を除きます。

第29条（ 定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険、家
計保障定期保険または家計保障定期保険（無解約返戻
金型）に付加した場合の特則）

（ 1 ） 　この特約を定期保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保
険、家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解約返戻金
型）に付加した場合には、第１条（特定状態保険金の支払）（1）中

「主契約の保険期間の満了する日」とあるのは「主契約の保険期
間の満了する日（主約款の規定により主契約が更新される場合
を除きます。）」と読み替えます。

（ 2 ） 　本条（1）のほか、この特約を家計保障定期保険または家計保
障定期保険（無解約返戻金型）に付加した場合には、次の①およ
び②のとおり取り扱います。
① 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額

は、特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日
（注１）における主契約の保険金額（注２）から特定状態保険金
の受取人が指定した金額とします。

② 　特定状態保険金の支払に際しては、次のとおり取り扱いま
す。
ア. 　特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日

（注１）における家計保障定期保険または家計保障定期保険
（無解約返戻金型）の保険金額（注２）の全部が指定保険金
額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合に
は、家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解約返
戻金型）は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅
したものとします。

イ. 　特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日
（注１）における家計保障定期保険または家計保障定期保険
（無解約返戻金型）の保険金額（注２）の一部が指定保険金
額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合に
は、家計保障定期保険または家計保障定期保険（無解約返
戻金型）は指定保険金額に対応する基準給付金月額分が、
特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとし
ます。

ウ. 　前イ.の場合、家計保障定期保険または家計保障定期保険
（無解約返戻金型）の基準給付金月額は、家計保障定期保
険または家計保障定期保険（無解約返戻金型）の基準給付
金月額から指定保険金額に対応する基準給付金月額を差
し引いた金額に改められます（注３）。

エ. 　特定状態保険金については、家計保障定期保険普通保
険約款または家計保障定期保険（無解約返戻金型）普通保
険約款に定める保険金の月払給付に関する規定を適用し
ません。

（注１） 　応当日のない場合は、その月の末日とします。
（注２） 　特定状態保険金の請求日における保険金額を超える場合は特

定状態保険金の請求日における保険金額とします。
（注３） 　この場合、基準給付金月額に10円未満の端数が生じたときは、

１円の位を切り上げて10円単位とします。

第 30 条（ 逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険に
付加した場合の特則）

（ 1 ） 　この特約を逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保
険に付加した場合には、次の①および②のとおり取り扱います。

 ① 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額
は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額（注）
から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

 ② 　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金

第24条（ 主契約に家計保障定期保険特約または家計保障定期
保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の
特則）

　主契約に家計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解
約返戻金型）が付加されている場合には、次の①～⑤のとおり取り扱い
ます。

①　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める主契約の保険金額に
家計保障定期保険特約および家計保障定期保険特約（無解約返戻
金型）の保険金額を加えます。この場合、家計保障定期保険特約お
よび家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の保険金額は、特定
状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における
保険金額（注２）とします。

②　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特
定状態保険金の請求日における主契約の保険金額ならびに特定状
態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）における家
計保障定期保険特約および家計保障定期保険特約（無解約返戻金
型）の保険金額（注２）から特定状態保険金の受取人が指定した金額
とします。

③　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支
払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）までの規定を準用するほ
か、次のとおりとします。
ア. 　特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）

における家計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約
（無解約返戻金型）の保険金額（注２）の全部が指定保険金額とし
て指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、家計保障定
期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）は、
特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

イ. 　特定状態保険金の請求日から６か月後の月単位の応当日（注１）
における家計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約

（無解約返戻金型）の保険金額（注２）の一部が指定保険金額とし
て指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、家計保障
定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）
は指定保険金額に対応する特約基準給付金月額分が、特定状態
保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

ウ. 　前イ.の場合、家計保障定期保険特約または家計保障定期保険
特約（無解約返戻金型）の特約基準給付金月額は、家計保障定期
保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特
約基準給付金月額から指定保険金額に対応する特約基準給付金
月額を差し引いた金額に改められます（注３）。

エ. 　特定状態保険金については、家計保障定期保険特約条項また
は家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）条項に定める特約
保険金の月払給付に関する規定を適用しません。

④　家計保障定期保険特約または家計保障定期保険特約（無解約返
戻金型）については、特定状態保険金の請求日が特約保険期間満了
日の直前の主契約の年単位の契約応当日以後である場合には、本
特則は適用しません。

⑤　主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約
条項に規定する保険金削減支払法が家計保障定期保険特約または
家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）に適用されている場合
で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、当
会社は次の金額を特定状態保険金として支払います。

特定状態
保険金の
金額

=
指定
保険
金額

×

特定状態保険金
の請求日におけ
る特別条件付保
険特約条項に定
める所定の割合

－

当会社の定めた方
法で計算した特定
状態保険金の請求
日から６か月間の
指定保険金額に対
応する利息および
保険料に相当する額

（注１） 　応当日のない場合は、その月の末日とします。
（注２） 　特定状態保険金の請求日における特約保険金額を超える場

合は特定状態保険金の請求日における特約保険金額とします。
（注３） 　この場合、特約基準給付金月額に10円未満の端数が生じたと

きは、１円の位を切り上げて10円単位とします。

第25条（主契約に収入保障特約が付加されている場合の特則）
　主契約に収入保障特約が付加されている場合には、次の①および②
のとおり取り扱います。

①　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第30条（逓増
定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険に付加した場合の特
則）（1）②ア.または第31条（終身保険、５年ごと利差配当付終身保
険、５年ごと利差配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５
年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配
当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した場合の特則）（2）②
ア.の規定により主契約が消滅したときは、収入保障特約は消滅した
ものとみなし、収入保障特約の責任準備金を払い戻します。

②　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第21条
（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特
定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第22条

（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第
23条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）
③および第24条（主契約に家計保障定期保険特約または家計保障
定期保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の特則）③
の規定により主契約の保険金額（注）、逓減定期保険特約もしくは逓
増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特
約もしくは家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特約基準給
付金月額が改められるときでも、収入保障特約はそのまま有効に継
続します。

（ 注 ） 　主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定
期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険金額を含
みます。

第26条（ 主契約に配偶者定期保険特約が付加されている場合
の特則）

　主契約に配偶者定期保険特約が付加されている場合には、次の①お
よび②のとおり取り扱います。

①　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第29条（定期
保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険、家計保障定期保険
または家計保障定期保険（無解約返戻金型）に付加した場合の特則）

（2）②ア.、第30条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期
保険に付加した場合の特則）（1）②ア.または第31条（終身保険、５年
ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、低解
約返戻金型終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保
険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加
した場合の特則）（2）②ア.の規定により主契約が消滅したときは、配
偶者定期保険特約は消滅したものとみなし、配偶者定期保険特約
の責任準備金を払い戻します。

②　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第21条
（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特
定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第22条

（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第
23条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）
③および第24条（主契約に家計保障定期保険特約または家計保障
定期保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の特則）③
の規定により主契約の保険金額（注）、逓減定期保険特約もしくは逓
増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特
約もしくは家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特約基準給
付金月額が改められるときでも、配偶者定期保険特約はそのまま有
効に継続します。

（ 注 ） 　主契約に付加されている平準定期保険特約、生存給付金付定
期保険特約または特定疾病保障定期保険特約の保険金額を含
みます。

第27条（ 主契約にこども定期保険特約が付加されている場合の
特則）

　主契約にこども定期保険特約が付加されている場合には、次の①およ
び②のとおり取り扱います。

①　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、第29条（定期
保険、養老保険、５年ごと利差配当付養老保険、家計保障定期保険
または家計保障定期保険（無解約返戻金型）に付加した場合の特則）

（2）②ア.、第30条（逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期
保険に付加した場合の特則）（1）②ア.または第31条（終身保険、５年
ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差配当付総合終身保険、低解
約返戻金型終身保険、５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保
険または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加
した場合の特則）（2）②ア.の規定により主契約が消滅したときは、こ
ども定期保険特約は消滅したものとみなし、こども定期保険特約の
責任準備金を払い戻します。

②　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（4）、（5）、第21条
（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約または特
定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第22条

（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の特則）③、第
23条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則）
③および第24条（主契約に家計保障定期保険特約または家計保障
定期保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の特則）③
の規定により主契約の保険金額（注）、逓減定期保険特約もしくは逓
増定期保険特約の特約基本保険金額または家計保障定期保険特
約もしくは家計保障定期保険特約（無解約返戻金型）の特約基準給
付金月額が改められるときでも、こども定期保険特約はそのまま有
効に継続します。
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の支払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）までの規定を
準用するほか、次のとおりとします。

 　ア. 　特定状態保険金の請求日における逓増定期保険または
低解約返戻金型逓増定期保険の保険金額（注）の全部が指
定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた
場合には、逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保
険は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したも
のとします。

 　イ. 　特定状態保険金の請求日における逓増定期保険または
低解約返戻金型逓増定期保険の保険金額（注）の一部が指
定保険金額として特定状態保険金が支払われた場合には、
逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険は指定
保険金額に対応する基本保険金額分が、特定状態保険金
の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

 　ウ. 　前イ.の場合、逓増定期保険または低解約返戻金型逓増
定期保険の基本保険金額は、逓増定期保険または低解約返
戻金型逓増定期保険の基本保険金額から指定保険金額に
対応する基本保険金額を差し引いた金額に改められます。

（ 2 ） 　本条（1）のほか、この特約を逓増定期保険に付加した場合に
は、第１条（特定状態保険金の支払）（1）中「主契約の保険期間の
満了する日」とあるのは「主契約の保険期間の満了する日（主約
款の規定により主契約が更新される場合を除きます。）」と読み
替えます。

（ 注 ） 　低解約返戻金型逓増定期保険において、支払うべき死亡保険
金が解約返戻金を下回り、解約返戻金と同額を死亡保険金とし
て支払うべき場合には、その死亡保険金の額とします。

第31 条（ 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差
配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年ご
と利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと
利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した
場合の特則）

（ 1 ） 　この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと
利差配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年ごと利
差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低
解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①および
②のとおり取り扱います。

 ① 　主契約の全部について、保険契約者が、年金支払移行特約
条項、５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または５年ご
と利差配当付介護保障移行特約条項を適用したときは、この
特約は消滅します。

 ② 　主契約の一部について、保険契約者が、年金支払移行特約
条項、５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または５年ご
と利差配当付介護保障移行特約条項を適用したときは、第14
条（特約の消滅とみなす場合）②中「主契約」とあるのは「主契
約のうち、年金支払移行部分および介護保障移行部分を除い
た部分」と読み替えます。

（ 2 ） 　本条（1）のほか、この特約を５年ごと利差配当付総合終身保険
または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加
した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。

 ① 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額
は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額から
特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

 ② 　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金
の支払に関する補則）（3）～（5）までの規定にかかわらず、次の
とおり取り扱います。

 　ア. 　特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の
全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支
払われた場合には、主契約は、特定状態保険金の請求日に
さかのぼって消滅したものとし、その支払後に主約款に定
める死亡保険金、高度障害保険金、入院給付金または介護
給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。

 　イ. 　特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の
一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支
払われた場合には、主契約の保険金額、基本保険金額、最
低保証保険金額、給付金日額および残存保険金額は、それ
ぞれ特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額
に対する指定保険金額の割合だけ特定状態保険金の請求
日にさかのぼって減額されたものとみなし、その支払後に
主約款に定める死亡保険金、高度障害保険金、入院給付金
または介護給付金の請求を受けても、減額分については、
当会社は、これを支払いません。この場合、減額分の解約返
戻金はありません。

 　ウ. 　前イ.の場合、主約款に定める減額後の保険金額、残存保
険金額、入院給付金および介護給付金の規定を準用します。

 ③ 　主契約の全部について、保険契約者が、５年ごと利差配当付
終身介護保障移行特約条項を適用したとき、または、主契約の
一部について保険契約者が５年ごと利差配当付終身介護保障
移行特約条項を適用した場合で、あわせて５年ごと利差配当
付終身保障移行特約条項を適用しなかったときは、この特約
は消滅します。

 ④ 　主契約の一部について、保険契約者が、５年ごと利差配当付
終身保障移行特約条項を適用したときは、次のア.～オ.のとお
り取り扱います。

 　ア. 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）中「主契約の保険金
額」とあるのは「主契約のうち、終身保障移行部分の特約保
険金額」と読み替えます。

 　イ. 　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（2）中「主
契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人で
ある場合を含みます。）および主契約の満期保険金受取人

（満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。）」と
あるのは、「５年ごと利差配当付終身保障移行特約の特約
死亡保険金受取人（特約死亡保険金の一部の受取人であ
る場合を含みます。）」と読み替えます。

 　ウ. 　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、（4）お
よび（5）中「主契約の保険金額」とあるのは「主契約のうち、
終身保障移行部分の特約保険金額」と、第２条（特定状態保
険金の支払に関する補則）（6）、（7）および（8）中「主約款に
定める死亡保険金または高度障害保険金」とあるのは「５年
ごと利差配当付終身保障移行特約条項に定める特約死亡
保険金または特約高度障害保険金」と読み替えます。

 　エ. 　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（9）中「主
約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付」と
あるのは「５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の規
定による契約者貸付」と読み替えます。

 　オ. 　第14条（特約の消滅とみなす場合）②中「主契約」とある
のは「主契約のうち、終身保障移行部分」と読み替えます。

第32条（ ５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特定
疾病保障定期保険に付加した場合の特則）

　この特約を５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特定疾
病保障定期保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。

① 　この特約と主契約の指定代理請求人は同一人であることを必要
とします。

② 　この特約と主契約のいずれかにおいて、指定代理請求人の指定
または変更（注）が行われたときは、他の特約または主契約について
も同一の指定または変更（注）が行われたものとします。

③ 　主約款に定める特定疾病保険金の請求と特定状態保険金の請求
を重ねてうけた場合には、特定状態保険金の請求はなかったものと
して取り扱い、特定状態保険金は支払いません。

④ 　特定疾病保障定期保険に付加した場合には、第１条（特定状態保
険金の支払）（1）中「主契約の保険期間の満了する日」とあるのは

「主契約の保険期間の満了する日（主約款の規定により主契約が更
新される場合を除きます。）」と読み替えます。

（ 注 ） 　指定代理請求人を指定しない場合も含みます。

第33条（ 低解約返戻金型終身介護保険または５年ごと利差配当
付低解約返戻金型終身介護保険に付加した場合の特則）

　この特約を低解約返戻金型終身介護保険または５年ごと利差配当付
低解約返戻金型終身介護保険に付加した場合には、次の①～⑦のとおり
取り扱います。

① 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特
定状態保険金の請求日における主契約の保険金額（注１）から特定
状態保険金の受取人が指定した金額とします。

② 　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支
払に関する補則）（3）～（5）の規定は適用せず、次のとおり取り扱い
ます。
ア. 　特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額（注１）の

全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払わ
れた場合には、主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼっ
て消滅したものとします。

イ. 　特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額（注１）の
一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払わ
れた場合には、主契約は、指定保険金額（注２）分が特定状態保険
金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

ウ. 　前イ.の場合、主契約の保険金額は、主契約の保険金額から指
定保険金額（注２）を差し引いた金額に改められます。

③ 　特定状態保険金を支払う前に、主約款に定める介護保険金の請
求を受けたときは、当会社は、特定状態保険金の請求はなかったも
のとして取り扱います。
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④ 　主約款に定める介護保険金の請求を受け、その介護保険金を支
払うときは、当会社は、特定状態保険金を支払いません。

⑤ 　主約款に定める介護保険金が支払われた場合には、その支払後に
特定状態保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。

⑥　主契約の全部について、保険契約者が、年金支払移行特約条項ま
たは５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項を適用したときは、
この特約は消滅します。

⑦　主契約の一部について、保険契約者が、年金支払移行特約条項ま
たは５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項を適用したときは、
第14条（特約の消滅とみなす場合）②中「主契約」とあるのは「主契
約のうち、年金支払移行部分を除いた部分」と読み替えます。

（注１） 　請求日における主契約の保険金額が解約返戻金を下回る場
合には、解約返戻金と同額とします。

（注２） 　請求日における主契約の保険金額が解約返戻金を下回る場
合には、次の計算式により計算した金額とします。ただし、計算結
果に10万円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて10万
円単位とします。

指定保険金額 ×
請求日における主契約の保険金額

請求日における主契約の解約返戻金の額

第34条（災害保障期間付定期保険に付加した場合の特則）
　この特約を災害保障期間付定期保険に付加した場合には、次の①およ
び②のとおり取り扱います。

①　第１条（特定状態保険金の支払）（1）中「主契約の保険期間の満了
する日の直前の年単位の契約応当日以後である場合」とあるのは、

「主契約の第１保険期間中である場合または主契約の保険期間の満
了する日の直前の年単位の契約応当日以後である場合」と読み替
えます。

②　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（6）～（8）中「死亡保
険金または高度障害保険金」とあるのは、「死亡保険金、災害死亡保
険金、高度障害保険金または災害高度障害保険金」と読み替えます。

第35条（５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則）
　この特約を５年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、次
の①～⑤のとおり取り扱います。

①　この特約を５年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場合、平
準定期保険特約、逓減定期保険特約、逓増定期保険特約、生存給付
金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または家計保障定
期保険特約の付加を必要とします。

②　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（2）中「主契約の死
亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場合を含みま
す。）および主契約の満期保険金受取人（満期保険金の一部の受取
人である場合を含みます。）」とあるのは、「主契約の死亡給付金受
取人（死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。）および
主契約の年金受取人（年金の一部の受取人である場合を含みま
す。）」と読み替えます。

③　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（6）、（7）および（8）
中「主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金」とあるのは

「平準定期保険特約条項、逓減定期保険特約条項、逓増定期保険特
約条項、生存給付金付定期保険特約条項、特定疾病保障定期保険特
約条項または家計保障定期保険特約条項に定める特約死亡保険金、
特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金」と読み替えます。

④　第14条（特約の消滅とみなす場合）に定めるほか、主契約に付加
している平準定期保険特約、逓減定期保険特約、逓増定期保険特
約、生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約およ
び家計保障定期保険特約がすべて消滅したとき（家計保障定期保
険特約の場合は、特約保険金の月払給付を行う場合を含みます。）
も、この特約は消滅します。

⑤　第21条（主契約に平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特
約または特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特
則）、第22条（主契約に逓減定期保険特約が付加されている場合の
特則）、第23条（主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合
の特則）および第24条（主契約に家計保障定期保険特約または家
計保障定期保険特約（無解約返戻金型）が付加されている場合の特
則）の規定の適用にあたっては、主契約の保険金額はないものとみ
なします。

第36条（新変額保険（有期型）に付加した場合の特則）
（ 1 ） 　この特約を新変額保険（有期型）に付加した場合には、次の①

～③のとおり取り扱います。
① 　第１条（特定状態保険金の支払）から第３条（特定状態保険金

の請求、支払時期および支払場所）までの規定中、「主契約の
保険金額」とあるのは、「主契約の基本保険金額（主契約が定額
払済保険に変更された場合は、保険金額）」と読み替えます。

② 　特定状態保険金の請求日における主契約の積立金額（以下
単に「主契約の積立金額」といいます。）が主契約の基本保険
金額を上まわるときは、特定状態保険金の支払にあたって、次
の計算式により計算した金額をその支払額に加算します。

( 主契約の
積立金額 － 主契約の基本

保険金額 ）× 指定保険金額
主契約の基本保険金額

ただし、主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件
付保険特約条項に定める保険金削減支払期間内に特定状態
保険金の請求があった場合で、主契約の積立金額が主契約の
基本保険金額に特定状態保険金の請求日における特別条件
付保険特約条項に定める割合（以下「削減割合」といいます。）
を乗じた金額を上まわるときは、特定状態保険金の支払にあ
たって、次の計算式により計算した金額をその支払額に加算し
ます。

( 主契約の
積立金額－( 主契約の

基本保険
金額

× 削減
割合 ））× 指定保険金額

主契約の基本保険金額

③ 　第14条（特約の消滅とみなす場合）中、「延長定期保険」とあ
るのは、「自動延長定期保険」と読み替えます。

（ 2 ） 　本条（1）①の規定により読み替えて適用する第２条（特定状態
保険金の支払に関する補則）（5）の規定により主契約の基本保
険金額を改める場合、その主契約の基本保険金額から指定保険
金額を差し引いた割合と同じ割合で積立金額も改めます。

の支払に関する補則）（1）、（2）および（6）～（9）までの規定を
準用するほか、次のとおりとします。

 　ア. 　特定状態保険金の請求日における逓増定期保険または
低解約返戻金型逓増定期保険の保険金額（注）の全部が指
定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた
場合には、逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保
険は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したも
のとします。

 　イ. 　特定状態保険金の請求日における逓増定期保険または
低解約返戻金型逓増定期保険の保険金額（注）の一部が指
定保険金額として特定状態保険金が支払われた場合には、
逓増定期保険または低解約返戻金型逓増定期保険は指定
保険金額に対応する基本保険金額分が、特定状態保険金
の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

 　ウ. 　前イ.の場合、逓増定期保険または低解約返戻金型逓増
定期保険の基本保険金額は、逓増定期保険または低解約返
戻金型逓増定期保険の基本保険金額から指定保険金額に
対応する基本保険金額を差し引いた金額に改められます。

（ 2 ） 　本条（1）のほか、この特約を逓増定期保険に付加した場合に
は、第１条（特定状態保険金の支払）（1）中「主契約の保険期間の
満了する日」とあるのは「主契約の保険期間の満了する日（主約
款の規定により主契約が更新される場合を除きます。）」と読み
替えます。

（ 注 ） 　低解約返戻金型逓増定期保険において、支払うべき死亡保険
金が解約返戻金を下回り、解約返戻金と同額を死亡保険金とし
て支払うべき場合には、その死亡保険金の額とします。

第31 条（ 終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと利差
配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年ご
と利差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと
利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加した
場合の特則）

（ 1 ） 　この特約を終身保険、５年ごと利差配当付終身保険、５年ごと
利差配当付総合終身保険、低解約返戻金型終身保険、５年ごと利
差配当付低解約返戻金型終身保険または５年ごと利差配当付低
解約返戻金型総合終身保険に付加した場合には、次の①および
②のとおり取り扱います。

 ① 　主契約の全部について、保険契約者が、年金支払移行特約
条項、５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または５年ご
と利差配当付介護保障移行特約条項を適用したときは、この
特約は消滅します。

 ② 　主契約の一部について、保険契約者が、年金支払移行特約
条項、５年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または５年ご
と利差配当付介護保障移行特約条項を適用したときは、第14
条（特約の消滅とみなす場合）②中「主契約」とあるのは「主契
約のうち、年金支払移行部分および介護保障移行部分を除い
た部分」と読み替えます。

（ 2 ） 　本条（1）のほか、この特約を５年ごと利差配当付総合終身保険
または５年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険に付加
した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。

 ① 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額
は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額から
特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。

 ② 　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金
の支払に関する補則）（3）～（5）までの規定にかかわらず、次の
とおり取り扱います。

 　ア. 　特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の
全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支
払われた場合には、主契約は、特定状態保険金の請求日に
さかのぼって消滅したものとし、その支払後に主約款に定
める死亡保険金、高度障害保険金、入院給付金または介護
給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。

 　イ. 　特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の
一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支
払われた場合には、主契約の保険金額、基本保険金額、最
低保証保険金額、給付金日額および残存保険金額は、それ
ぞれ特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額
に対する指定保険金額の割合だけ特定状態保険金の請求
日にさかのぼって減額されたものとみなし、その支払後に
主約款に定める死亡保険金、高度障害保険金、入院給付金
または介護給付金の請求を受けても、減額分については、
当会社は、これを支払いません。この場合、減額分の解約返
戻金はありません。

 　ウ. 　前イ.の場合、主約款に定める減額後の保険金額、残存保
険金額、入院給付金および介護給付金の規定を準用します。

 ③ 　主契約の全部について、保険契約者が、５年ごと利差配当付
終身介護保障移行特約条項を適用したとき、または、主契約の
一部について保険契約者が５年ごと利差配当付終身介護保障
移行特約条項を適用した場合で、あわせて５年ごと利差配当
付終身保障移行特約条項を適用しなかったときは、この特約
は消滅します。

 ④ 　主契約の一部について、保険契約者が、５年ごと利差配当付
終身保障移行特約条項を適用したときは、次のア.～オ.のとお
り取り扱います。

 　ア. 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）中「主契約の保険金
額」とあるのは「主契約のうち、終身保障移行部分の特約保
険金額」と読み替えます。

 　イ. 　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（2）中「主
契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人で
ある場合を含みます。）および主契約の満期保険金受取人

（満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。）」と
あるのは、「５年ごと利差配当付終身保障移行特約の特約
死亡保険金受取人（特約死亡保険金の一部の受取人であ
る場合を含みます。）」と読み替えます。

 　ウ. 　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（3）、（4）お
よび（5）中「主契約の保険金額」とあるのは「主契約のうち、
終身保障移行部分の特約保険金額」と、第２条（特定状態保
険金の支払に関する補則）（6）、（7）および（8）中「主約款に
定める死亡保険金または高度障害保険金」とあるのは「５年
ごと利差配当付終身保障移行特約条項に定める特約死亡
保険金または特約高度障害保険金」と読み替えます。

 　エ. 　第２条（特定状態保険金の支払に関する補則）（9）中「主
約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付」と
あるのは「５年ごと利差配当付終身保障移行特約条項の規
定による契約者貸付」と読み替えます。

 　オ. 　第14条（特約の消滅とみなす場合）②中「主契約」とある
のは「主契約のうち、終身保障移行部分」と読み替えます。

第32条（ ５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特定
疾病保障定期保険に付加した場合の特則）

　この特約を５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特定疾
病保障定期保険に付加した場合には、次の①～④のとおり取り扱います。

① 　この特約と主契約の指定代理請求人は同一人であることを必要
とします。

② 　この特約と主契約のいずれかにおいて、指定代理請求人の指定
または変更（注）が行われたときは、他の特約または主契約について
も同一の指定または変更（注）が行われたものとします。

③ 　主約款に定める特定疾病保険金の請求と特定状態保険金の請求
を重ねてうけた場合には、特定状態保険金の請求はなかったものと
して取り扱い、特定状態保険金は支払いません。

④ 　特定疾病保障定期保険に付加した場合には、第１条（特定状態保
険金の支払）（1）中「主契約の保険期間の満了する日」とあるのは

「主契約の保険期間の満了する日（主約款の規定により主契約が更
新される場合を除きます。）」と読み替えます。

（ 注 ） 　指定代理請求人を指定しない場合も含みます。

第33条（ 低解約返戻金型終身介護保険または５年ごと利差配当
付低解約返戻金型終身介護保険に付加した場合の特則）

　この特約を低解約返戻金型終身介護保険または５年ごと利差配当付
低解約返戻金型終身介護保険に付加した場合には、次の①～⑦のとおり
取り扱います。

① 　第１条（特定状態保険金の支払）（2）に定める指定保険金額は、特
定状態保険金の請求日における主契約の保険金額（注１）から特定
状態保険金の受取人が指定した金額とします。

② 　特定状態保険金の支払に際しては、第２条（特定状態保険金の支
払に関する補則）（3）～（5）の規定は適用せず、次のとおり取り扱い
ます。
ア. 　特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額（注１）の

全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払わ
れた場合には、主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼっ
て消滅したものとします。

イ. 　特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額（注１）の
一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払わ
れた場合には、主契約は、指定保険金額（注２）分が特定状態保険
金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。

ウ. 　前イ.の場合、主契約の保険金額は、主契約の保険金額から指
定保険金額（注２）を差し引いた金額に改められます。

③ 　特定状態保険金を支払う前に、主約款に定める介護保険金の請
求を受けたときは、当会社は、特定状態保険金の請求はなかったも
のとして取り扱います。
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別表１ 請求書類

（ 1 ）　特定状態保険金の請求書類

項　目 提 出 書 類

1 特定状態保険金

（ 1 ）　当会社所定の請求書
（ 2 ）　当会社所定の様式による医師（被保険者が医師の場合には、被保険者以外の医師）の診断書
（ 3 ）　被保険者の住民票（ただし、受取人と同一の場合は不要。また、事実確認が必要な場合は戸籍謄（抄）本）
（ 4 ）　特定状態保険金の受取人の戸籍謄（抄）本と印鑑証明書
（ 5 ）　最終の保険料払込みを証する書類
（ 6 ）　保険証券

２ 特定状態保険金の
指定代理請求

（ 1 ）　上記１．特定状態保険金に定める請求書類
（ 2 ） 　指定代理請求人の住民票と戸籍謄（抄）本と印鑑証明書
（ 3 ） 　被保険者および指定代理請求人の健康保険証の写し等指定代理請求人が被保険者と同居または生計

を一にしていることが確認できる書類（指定代理請求人が第3条（特定状態保険金の請求、支払時期およ
び支払場所）（3）④に該当する場合に限ります。）

（ 4 ） 　指定代理請求人が被保険者の療養看護または財産管理を行うために締結した契約の内容を証する書類
（指定代理請求人が第３条（特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所）（3）⑤に該当する場合に限
ります。）

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

（ 2 ）　その他の請求書類

項　目 提 出 書 類

指定代理請求人の変更
（ 1 ）　当会社所定の名義変更請求書
（ 2 ） 　保険契約者の印鑑証明書
（ 3 ） 　保険証券

（注）当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
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指定代理請求特約条項  目次
第１条　特約の締結
第２条　特約の対象となる保険金等
第３条　指定代理請求人による保険金等の請求
第４条　指定代理請求人の変更および指定の撤回
第５条　告知義務違反による解除等の通知
第６条　特約の解約

第７条　主約款等の代理請求に関する規定の不適用
第８条　主約款の規定の準用
第９条　５年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則
第10条　一時払終身介護保険に付加した場合の特則
第11条　学資保険に付加した場合の特則

指定代理請求特約条項

（この特約の概要）
　この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない当会社所
定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金
等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするための
ものです。

第１条（特約の締結）
　この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の被保険者

（以下「被保険者」といいます。）の同意を得て、保険契約者の申出によ
り、主契約に付加して締結します。

　この特約の対象となる保険金、一時金、給付金、年金または祝金（保
険料の払込免除を含み、以下「保険金等」といいます。保険金等には、保
険金等が支払われるときに、その受取人に支払われる契約者配当金、保
険料前納金の残額等を含みます。）は、次の①～㉔に定めるとおりとしま
す。ただし、被保険者と保険金等の受取人（保険料の払込免除の場合に
は、保険契約者。以下同じ。）が同一人である場合に限ります。

①　高度障害保険金(注１) 
②　特定疾病保険金(注２)
③　障害給付金
④　特定状態保険金
⑤　死亡保険金(注３)
⑥　満期保険金
⑦　年金(注２)
⑧　祝金
⑨　診断給付金(注２)(注4)
⑩　入院給付金(注4)
⑪　手術給付金(注4)
⑫　通院給付金
⑬　先進医療給付金
⑭　治療給付金
⑮　5疾病初期入院給付金
⑯　介護給付金(注２)
⑰　重度５疾病・重度介護給付金(注２)
⑱　重度５疾病・障害・重度介護給付金(注２)
⑲　健康還付給付金
⑳　特約生存給付金
㉑　健康祝金
㉒　生存祝金
㉓　長期継続特約給付金
㉔　保険料の払込免除

第２条（特約の対象となる保険金等）

　名称がいかなる場合であっても、主契約の普通保険約款（以
下「主約款」といいます。）または主契約に付加される特約（以下

「主特約」といいます。）の特約条項に定める高度障害状態に該
当したことにより支払われる保険金等を含みます。
　名称がいかなる場合であっても、同様の給付を含みます。
　名称がいかなる場合であっても、死亡したことにより支払われ
る保険金等を含みます。ただし、５年ごと利差配当付こども保険、
学資保険、配偶者定期保険特約またはこども定期保険特約の保
険金等に限ります。
　がん診断保険（無解約返戻金型）またはがん診断保険（無解約返
戻金型）に付加される主特約の保険金または給付金に限ります。

（注1）

（注2）
（注3）

（注4）

　保険金等の受取人が保険金等を請求できない次の①～③に
定めるいずれかの事情があるときは、保険契約者が被保険者の
同意を得てあらかじめ指定した１人の者（以下「指定代理請求人」
といいます。）が、当会社所定の書類（別表１）およびその事情を
証明する書類を提出し、保険金等の受取人の代理人として保険
金等を請求することができます。

（ 1 ）
第３条（指定代理請求人による保険金等の請求）

① 　傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示がで
きないこと。

②　傷病名の告知を受けていないこと。
③　その他前①または②に準じた状態であること。
　指定代理請求人が本条(1)の請求を行う場合、指定代理請求
人は請求時において次のいずれかに該当することを必要としま
す。
①　被保険者の戸籍上の配偶者
②　被保険者の直系血族
③ 　被保険者の３親等内の親族
④ 　被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている者
⑤ 　被保険者との契約にもとづき、被保険者の療養看護または

財産管理を行っている者
　ただし、④および⑤については、当会社に提出された書類によ
り、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理
由があることが確認できる場合に限ります。
　本条(1)および(2)により、指定代理請求人からの請求に対して
保険金等が支払われた場合には、その支払後にその保険金等の
請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
　本条(1)にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(注１)を生
じさせた者または故意に保険金等の受取人を本条(1)①もしく
は③に定める状態(注２)に該当させた者は、指定代理請求人とし
ての取扱いを受けることができません。

（ 2 ）

（ 3 ）

（ 4 ）

第４条（指定代理請求人の変更および指定の撤回）
　保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、当
会社に対する通知により、指定代理請求人を変更し、または指定
代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、保険契
約者またはその承継人は、当会社所定の書類（別表１）を提出し
てください。
　本条(1)により指定代理請求人の指定が撤回された場合には、
指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。
　本条(1)の通知が当会社に到達する前に変更前の指定代理請
求人からの請求に対して保険金等が支払われた場合には、その
支払後にその保険金等の請求を受けても、当会社はこれを支払
いません。

（ 1 ）

（ 2 ）

（ 3 ）

　当会社が、主契約または主特約について告知義務違反による解除ま
たは重大事由による解除をする場合において、保険契約者および主約
款もしくは主特約の特約条項に定める通知先またはこれらの者の住所
もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって、保険契約者
および主約款もしくは主特約の特約条項に定める通知先に通知できな
いときは、指定代理請求人に通知することがあります。

第５条（告知義務違反による解除等の通知）

　この特約のみの解約は、取り扱いません。
第６条（特約の解約）

　この特約が付加された場合(注１)には、主約款または主特約の特約
条項による指定代理請求人は撤回されたものとし、指定代理請求人に
関する規定または介護年金および介護給付金(注２)の受取人の代理人
による請求に関する規定は適用しません。

第７条（主約款等の代理請求に関する規定の不適用）

　その後に第４条（指定代理請求人の変更および指定の撤回）の
規定により指定代理請求人の指定が撤回された場合を含みま
す。
　名称がいかなる場合であっても、同様の給付を含みます。

（注1）

（注2）

　保険料の払込免除の事由を含みます。
　本条(1)③については、本条(1)①に準じた状態に限ります。

（注1）
（注2）

（2020年3月2日改定）
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　５年ごと利差配当付こども保険が払済保険に変更された場合
は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとみなします。

（ 2 ）

　この特約を一時払終身介護保険に付加した場合、第２条（特約の対象
となる保険金等）(注２)中「名称がいかなる場合であっても、同様の給
付を含みます。」とあるのは「名称がいかなる場合であっても、同様の
給付を含み、介護保険金の年金支払特則の適用を請求する権利を含
みます。」と読み替えます。

第10条（一時払終身介護保険に付加した場合の特則）

　この特約を学資保険に付加した場合には、第２条（特約の対象となる
保険金等）、第３条（指定代理請求人による保険金等の請求）(2)および
別表１中「被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。

第11条（学資保険に付加した場合の特則）

別表１ 請求書類

項　目 提 出 書 類

1 指定代理請求

（ 1 ）　主約款または主特約の特約条項に定める保険金等の請求書類
（ 2 ） 　指定代理請求人の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書
（ 3 ） 　被保険者および指定代理請求人の健康保険証の写し等指定代理請求人が被保険者と同居または生計

を一にしていることが確認できる書類（指定代理請求人が第３条（指定代理請求人による保険金等の請求）
(2)④に該当する場合に限ります。）

（ 4 ） 　指定代理請求人が被保険者の療養看護または財産管理を行うために締結した契約の内容を証する書類
（指定代理請求人が第３条（指定代理請求人による保険金等の請求）(2)⑤に該当する場合に限ります。）

2 指定代理請求人の変更
および指定の撤回

（ 1 ）　当会社所定の名義変更請求書
（ 2 ）　保険契約者の印鑑証明書
（ 3 ）　保険証券

（注）　当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

　この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
第８条（主約款の規定の準用）

　この特約を５年ごと利差配当付こども保険に付加した場合に
は、以下のとおり読み替えます。

（ 1 ）
第９条（５年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則）

該当条文 読替前

第２条（特約の対象
となる保険金等） 被保険者①

第３条（指定代理請求人
による保険金等の請求）(2) 被保険者②

読替後

保険契約者
または被保険者

保険契約者

別表１ 被保険者③ 保険契約者
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特別条件付保険特約条項  目次
第１条　特別条件の適用
第２条　特別条件
第３条　特別条件に関する補則

特別条件付保険特約条項
（2019年7月2日改定）

第１条（特別条件の適用）
（ 1 ）	　主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締結もしくは

復活の際または主契約の契約日後に当会社の定める特約を付
加する際、主契約の被保険者の健康状態その他が当会社の定め
た基準に適合しないときは、主契約または主契約に付加される
当会社の定める特約（以下「主特約」といいます。）について、主契
約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）または主特約の
特約条項のほか、この特約条項を適用します。

（ 2 ）	　本条（1）の規定により、この特約条項に規定する特別条件を適
用する場合、次の日を適用日とします。

特別条件を適用する場合 適用日

① 主契約の締結の際 主契約の契約日

② 主契約の復活の際
復活の際の責任開始日（当
会社の保険契約上の責任
が開始する日をいいます。
以下同じ。）

③ 主契約の契約日後に当会社
の定める特約を付加する際 付加する特約の責任開始日。

（ 3 ）	　この特約に関する保険証券の交付については、主約款または
他の特約条項の規定によります。

第２条（特別条件）
　この特約により主契約または主特約に適用する特別条件は、その危険
の程度に応じて、次の①～⑤のうちいずれか１つまたは２つ以上の方法
によります。
①　保険金削減支払法
　　ア.	　当会社の定める保険金削減期間内に、主契約の被保険者が主

約款または主特約の特約条項に定める次の（ア）～（エ）のいずれ
かに該当するときは、次の算式で求められる金額を保険金として
支払います。

　　　（ア）　死亡したこと。
　　　（イ）　特定の疾病により所定の状態に該当したこと。
　　　（ウ）　高度障害状態になったこと。
　　　（エ）　介護保険金の支払事由に該当したこと。

支払金額＝
主約款または主特約の特
約条項の規定により支払う
べき保険金額

×下表の経過期間に応じた割合

　　　	ただし、保険料の払込済の主契約もしくは主特約または保険契約
の復活の際にこの特別条件を適用した主契約もしくは主特約に
ついては、次の金額を支払います。

支払
金額＝

主約款または
主特約の特約
条項の規定に
より支払うべ
き保険金額

ー
支払事由に
該当した時
における責
任準備金

×
下表の経
過期間に
応じた割
合

＋

支払事由
に該当し
た時にお
ける責任
準備金

適用日からその日を含めて
保険金の支払事由に該当
した時までの経過期間

削減期間

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

１年以内 50％ 30％ 25％ 20％ 15％

１年超２年以内 60％ 50％ 40％ 30％

２年超３年以内 75％ 60％ 45％

３年超４年以内 80％ 60％

４年超５年以内 80％

　　イ.	　前ア.の規定にかかわらず、主契約の被保険者が主約款もしく
は主特約の特約条項に定める不慮の事故（以下「不慮の事故」と
いいます。）による傷害または感染症（別表２）により、死亡しもしく
は高度障害状態になったときまたは介護保険金の支払事由に該
当したときは、支払うべき保険金の全額を支払います。

第４条　主約款および特約条項の規定の適用除外
第５条　解約

②　給付金削減支払法
　　ア.	　当会社の定める給付金削減期間内に、主契約の被保険者が主

約款または主特約の特約条項に定める次の（ア）～（ク）のいずれ
かに該当するときは、次の算式で求められる金額を基準として、
給付金または一時金を支払います。

　　　（ア）　入院をしたこと。
　　　（イ）　手術を受けたこと。
　　　（ウ）　放射線治療を受けたこと。
　　　（エ）　入院をしたのちに退院したこと。
　　　（オ）　通院をしたこと。
　　　（カ）　就業不能状態となったこと。
　　　（キ）　障害状態となったこと。
　　　（ク）　要介護状態となったこと。

給付金または
一時金の基
準とする金額

＝
主約款または主特約の特
約条項の規定により支払う
べき給付金額または一時
金額

× 下表の経過期間に応じた割合

　　　	ただし、重度５疾病・障害・重度介護一時金特約にこの特別条件を
適用する場合、主特約の保険料が払込済であるときまたは主特
約の復活の際にこの特別条件を適用したときは、次の金額を支払
います。

一時金
の基準
とする
金額

＝

主特約の特
約条項の規
定により支払
うべき一時
金額

ー
支払事由に
該当した時
における責
任準備金

×
下表の経
過期間に
応じた割
合

＋

支払事由
に該当し
た時にお
ける責任
準備金

適用日からその日を含めて給
付金の支払事由に該当した時
までの経過期間

削減期間

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

１年以内 50％ 30％ 25％ 20％ 15％

１年超２年以内 60％ 50％ 40％ 30％

２年超３年以内 75％ 60％ 45％

３年超４年以内 80％ 60％

４年超５年以内 80％

　　イ.	　前ア.の規定にかかわらず、主契約の被保険者が不慮の事故に
よる傷害もしくは感染症（別表２）により前ア.（ア）～（ク）のいずれ
かに該当したとき、または主約款もしくは主特約の特約条項に定
める骨髄等の採取術を受けたときは、支払うべき給付金または
一時金の全額を支払います。

③　特別保険料領収法
　　ア.	　主契約または主特約の保険料に当会社の定める特別保険料を

加算した金額を払い込むべき主契約または主特約の保険料とし
ます。

　　イ.	　主約款または主特約の特約条項の規定によって保険料の払込
みが免除された場合は、同時に特別保険料の払込みを免除しま
す。

　　ウ.	　この特別条件が適用された主契約または主特約の解約返戻金
は、特別保険料の計算の基礎に基づいて計算するものとし、主契
約と合算して、保険証券に例示します。

④　特定疾病・部位不担保法
　　ア.	　別表１に定める特定疾病または身体部位のうち、この特別条

件を適用する際に当会社が指定した特定疾病または身体部位に
生じた疾病もしくは傷害（注１）により、当会社が定める不担保期
間（注２）内に主契約の被保険者が主約款または主特約の特約条
項に定める次の（ア）～（キ）のいずれかに該当するときは、給付金
を支払いません。ただし、感染症（別表２）による場合は、この限り
ではありません。また、主契約の被保険者が当会社の定めた不担
保期間（注２）の満了日を含んで継続して入院したときは、その入
院については、その満了日の翌日を入院の開始日とみなして給
付金を支払います。

　　　（ア）　入院をしたこと。
　　　（イ）　手術を受けたこと。
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　　　（ウ）　放射線治療を受けたこと。
　　　（エ）　入院をしたのちに退院したこと。
　　　（オ）　通院をしたこと。
　　　（カ）　要介護状態となったこと。
　　　（キ）　ҩࢣまたはࣃՊҩࢣによる治療（注３）を受けたこと。
　　イ.	　前ア.の規定にかかわらず、Ո計保障定期保険（ແ解約返戻金

５疾病・重度介護Ո計保障特約、５疾病・障害・重度介護Ո計、（ܕ
保障特約、重度５疾病・重度介護一時金特約または重度５疾病・障
害・重度介護一時金特約にこの特別条件を適用する場合は、次の
（ア）およͼ（イ）のとおりとします。ただし、Ո計保障定期保険（ແ
解約返戻金ܕ）にこの特別条件を適用する場合、次の（ア）およͼ
（イ）の規定が適用されるのは、Ո計保障定期保険（ແ解約返戻
金ܕ）に付加された特定疾病保険料払込免除特ଇ、特定疾病・重
度介護保険料払込免除特ଇまたは特定疾病・障害・重度介護保険
料払込免除特ଇに限ります。

　　　（ア）	　別表１に定める特定疾病または身体部位のうち、この特別
条件を適用する際に当会社が指定した特定疾病または身体
部位に生じた疾病もしくは傷害	注１
により、当会社が定める
不担保期間（注２）内に主契約の被保険者が主約款または主
特約の特約条項に定める次の⢭～⢱のいずれかに該当する
ときは、給付金もしくは一時金の支払または保険料払込みの
免除をߦいません。

　　　　　⢭　就業不能状態となったこと。
　　　　　⢮　障害状態となったこと。
　　　　　⢯　要介護状態となったこと。
　　　　　⢰　手術を受けたこと。
　　　　　⢱　入院を開始したこと。
　　　（イ）	　前（ア）に規定するほか、当会社が定める不担保期間（注２）

内に、別表１に定める身体部位のうち、この特別条件を適用す
る際に当会社が指定した身体部位に生じたとҩࢣまたはࣃ
Պҩࢣによりஅ֬定されたѱੑ৽生（別表３）（注４）をݪ
Ҽとして、その不担保期間（注２）内であると不担保期間（注２）
の満了後であるとをわず、主契約の被保険者が給付金もし
くは一時金の支払事由または保険料払込みの免除事由に該
当したときは、給付金もしくは一時金の支払または保険料払
込みの免除をߦいません。

⑤　特定障害不担保法
　　	　保険期間	注５
தに、主契約の被保険者が主約款または主特約の
特約条項に定める高度障害状態または身体障害の状態のうち、「྆
にࣦっٱを全くӬྗࢹの؟にࣦったもの」、「１ٱを全くӬྗࢹの؟
たもの」または「྆؟のྗࢹにそれͧれஶしい障害をӬٱにすも
の」に該当し、主約款または主特約の特約条項に定める高度障害保
険金（注̒ ）の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場
合でも、当会社は高度障害保険金（注̒ ）の支払または保険料払込み
の免除をߦいません。

	注１
　適用日前にൃ生した不慮の事故またはそれ以֎の֎Ҽによっ
て被った傷害（注̓ ）（注̔ ）に限ります。

	注２
　適用日からその日を含めて計算します。また、保険契約がߋ৽
された場合、ߋ৽前の保険期間とߋ৽後の保険期間とは継続さ
れたものとします。

	注３
　ઌਐҩ療による療ཆを含みます。
	注４
　主契約または主特約の責任開始日（注̕ ）からその日を含めて

90日を経過した日の翌日以後の当会社が定める不担保期間（注
２）内に当会社が指定した身体部位に生じたとҩࢣまたはࣃՊҩ
①によりஅ֬定されたѱੑ৽生（別表３）について、下表のࢣ
または②のいずれかに該当したときは、その①または②に定める
ѱੑ৽生（別表３）は含みません。

①
そのѱੑ৽生（別表３）を治療したことにより
ѱੑ৽生（別表３）がೝめられない状態とな
った後、その不担保期間（注２）の満了後にѱੑ
৽生（別表３）がൃ࠶したとき。

そのൃ࠶し
たѱੑ৽生
（別表３）

②
そのѱੑ৽生（別表３）が当会社が指定した
身体部位以֎の身体部位にసҠしたとき、ま
たはその不担保期間（注２）の満了後に当会社
が指定した身体部位にసҠしたとき。

そのసҠし
たѱੑ৽生
（別表３）

	注５
　保険契約がߋ৽された場合、ߋ৽前の保険期間とߋ৽後の保
険期間とは継続されたものとします。

	注̒ 
　本条⑤においては、໊ শがいかなる場合であっても、高度障害
状態または身体障害の状態に該当したことにより支払われる保
険金、年金または給付金等を含みます。

	注̓ 
　適用日以後に傷害の症状がൃ࠶またはѱԽした場合を含みま
す。

	注̔ 
　その傷害について、主約款または主特約の締結または復活の
際、ࠂ等により当会社がっていた場合で、主約款または主特
約の特約条項の規定により責任開始期以後に生じたとみなされ
るものをରとします。

（１）	　給付金削減支払法が適用された５年͝とརࠩ当付૯合ऴ身
保険普通保険約款、５年͝とརࠩ当付解約返戻金ܕ૯合ऴ
身保険普通保険約款または５年͝とརࠩ当付ऴ身介護保障Ҡ
特約条項の規定により入院給付金、介護給付金またはऴ身介ߦ
護給付金を支払うときは前条②の規定を準用します。

（２）	　特定疾病・部位不担保法が適用された５年͝とརࠩ当付૯
合ऴ身保険普通保険約款、５年͝とརࠩ当付解約返戻金ܕ
૯合ऴ身保険普通保険約款または５年͝とརࠩ当付ऴ身介護
保障Ҡߦ特約条項の規定により入院給付金、介護給付金または
ऴ身介護給付金を支払うときは前条④の規定を準用します。

（３）	　保険金削減支払法が適用された収入保障特約条項の規定に
より特約Ҩ年金、特約高度障害年金またはこれらのݱՁを支
払うときは前条①の規定を準用します。

（４）	　保険金削減支払法が適用されたՈ計保障定期保険普通保険
約款またはՈ計保障定期保険（ແ解約返戻金ܕ）普通保険約款
の規定により保険金を支払うときは、その保険金支払事由ൃ生
時の保険金額が前条①の規定により支払われる金額となるよう
に基準給付金月額をมߋします。この場合、มߋ後の基準給付
金月額を基準として、Ո計保障定期保険普通保険約款またはՈ
計保障定期保険（ແ解約返戻金ܕ）普通保険約款の保険金の月
払給付の規定により計算される給付金月額が当会社の定める金
額に満たないときは、保険金の月払給付を取りѻいません。

（５）	　保険金削減支払法が適用されたՈ計保障定期保険特約条項
またはՈ計保障定期保険特約（ແ解約返戻金ܕ）条項の規定に
より特約保険金を支払うときは、その特約保険金支払事由ൃ生
時の特約保険金額が前条①の規定により支払われる金額となる
ように特約基準給付金月額をมߋします。この場合、มߋ後の特
約基準給付金月額を基準としてՈ計保障定期保険特約条項また
はՈ計保障定期保険特約（ແ解約返戻金ܕ）条項の特約保険金
の月払給付の規定により計算される給付金月額が当会社の定め
る金額に満たないときは、特約保険金の月払給付を取りѻいま
せん。

（̒）	　給付金削減支払法が適用された５疾病・障害・重度介護Ո計保
障特約条項の規定により給付金（注１）を支払うときは、前条②の
規定により特約給付金月額をมߋします。この場合、มߋ後の特
約給付金月額が当会社の定める金額に満たないときは、給付金
（注1）の支払事由ൃ生時の責任準備金を一時に支払い、主特約
は給付金の支払事由ൃ生時にফ໓します。

（ 7 ）	　Ո計保障定期保険（ແ解約返戻金ܕ）、Ո計保障定期保険特約
（ແ解約返戻金ܕ）、５疾病・重度介護Ո計保障特約、５疾病・障
害・重度介護Ո計保障特約、重度５疾病・重度介護一時金特約ま
たは重度５疾病・障害・重度介護一時金特約に特別保険料領収法
が適用された場合には、主約款または主特約の特約条項の規定
にかかわらず、特別保険料が加算される主契約または主特約の
保険料（注２）は、ඪ準保険料に基づいて計算するものとしま
す。

（ 8 ）	　保険料払込免除特ଇを付加したֶࢿ保険に特定障害不担保
法が適用された場合には、前条⑤の規定த、「主契約の被保険
者」とあるのは「保険契約者」とಡみସ͑ます。

（ 9 ）	　৽ม額保険（༗期ܕ）に保険金削減支払法が適用された場合
には、前条①ア.の規定த、
「

支払金額＝
主約款または主特約の
特約条項の規定により
支払うべき保険金額

× 下表の経過期間に応じた割合

ただし、保険料の払込済の主契約もしくは主特約または保険
契約の復活の際にこの特別条件を適用した主契約もしくは主
特約については、次の金額を支払います。

支払
金額＝

主約款また
は主特約の
特約条項の
規定により
支払うべき
保険金額

ʵ

支払事由
に該当し
た時にお
ける責任
準備金

×
下表の経
過期間に
応じた割
合

＋

支払事由
に該当し
た時にお
ける責任
準備金

	 」
とあるのは

「
支払金額＝主契約の基本保険金額 × 下表の経過期間に応じた割合

ただし、この算式で求められる金額が保険金の支払事由に該
当した日の主契約のੵཱ金額を下まわる場合には、保険金の
支払事由に該当した日の主契約のੵཱ金額を保険金として支
払います。	 」

	 とಡみସ͑ます。

	注 
̕　主契約または主特約の復活の際に特別条件を適用した場合
は、復活の際の責任開始日とします。

第３条（特別条件に関する補則）
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	10
	 　৽ม額保険（༗期ܕ）に特別保険料領収法が適用された場合
には、次の①～④のとおり取りѻいます。

	 ①	　特別保険料にରする解約返戻金は、保険料払込தの保険契
約についてはその払込年月およͼ経過年月により、保険
料払込த以֎の保険契約についてはその経過年月により、
当会社の定める計算方法にैい計算します。

	 ②	　年払の主契約が保険料払込期間தにফ໓した場合または
その主契約の保険料の払込みが不要となった場合で、かつ、
払い込まれた特別保険料のうち保険料期間தの経過月によ
り計算したະ経過部の特別保険料があるときは、これを保
険契約者（注３）に支払います。ただし、次のア.～ウ.の場合はະ
経過部の特別保険料の支払いはありません。

	 　ア.　保険料の払込みが免除された主契約がফ໓したとき
	 　イ.	　保険契約者が故ҙに被保険者を死亡させたことによって

死亡保険金が支払われないとき
	 　ウ.	　主契約がٗによって取りফされたとき、または不法取

ಘతによるແޮとされたとき
	 ③	　主約款に定める免責事由に該当したことによって死亡保険

金が支払われない場合、主約款の規定により保険契約者に支
払うべきੵཱ金額には、特別保険料にରする責任準備金を含
みます。

	 ④	　特別保険料は、主約款に定める特別צ定によるӡ用はߦい
ません。

	11
	 　Ո計保障定期保険（ແ解約返戻金ܕ）に特定疾病・部位不担保
法が適用された場合、主約款の特定疾病保険料払込免除特ଇ、
特定疾病・重度介護保険料払込免除特ଇまたは特定疾病・障害・
重度介護保険料払込免除特ଇに関する規定த、「保険料払込期
間தにॳめてѱੑ৽生（別表５）にጶױした」とあるのは、主契
約の責任開始日（注４）からその日を含めて90日を経過した日の
翌日以後の当会社が定める不担保期間（注５）内に、別表１に定め
る身体部位のうち、この特別条件を適用する際に当会社が指定
した身体部位に生じたとҩࢣまたはࣃՊҩࢣによりஅ֬定さ
れたѱੑ৽生（別表３）があるときは、そのѱੑ৽生	別表３

を除いて適用します。

（注１）	　５疾病ॳ期入院給付金を除きます。
（注２）	　特定疾病保険料払込免除特ଇを付加したՈ計保障定期保険

（ແ解約返戻金ܕ）に特別保険料領収法が適用された場合で、
Ո計保障定期保険（ແ解約返戻金ܕ）にࡂ害割૿特約、傷害特約
または傷害特約（本ਓܕ）が付加されたときは、その特約の保険
料のうち、特定疾病保険料払込免除特ଇにる保険料を含みま
す。

（注３）	　保険金を支払うときは保険金の受取ਓとします。
（注４）	　主契約の復活の際に特別条件を適用した場合は、復活の際の

責任開始日とします。
（注５）	　適用日からその日を含めて計算します。

第４条（主約款および特約条項の規定の適用除外）
（ 1 ）	　この特約に定める特別条件を主契約に適用した場合、次の①

～ᶈの取ѻいはߦいません。ただし、保険金削減支払法の場合
で保険金削減期間経過後のとき、給付金削減支払法の場合で給
付金削減期間経過後のとき、特定疾病・部位不担保法のとき、ま
たは特定障害不担保法のときはこの限りではありません。

	 ①	　Ԇ定期保険のมߋ。ただし、主契約が５年͝とརࠩ当
付૯合ऴ身保険または５年͝とརࠩ当付解約返戻金ܕ૯
合ऴ身保険の場合で、給付金削減支払法のときはこの限りで
はありません。

	 ②	　払済保険のมߋ。ただし、主契約が５年͝とརࠩ当付૯
合ऴ身保険または５年͝とརࠩ当付解約返戻金ܕ૯合ऴ
身保険の場合で、給付金削減支払法のときはこの限りではあ
りません。

	 ③　保険期間のมߋ
	 ④　保険料払込期間のมߋ
	 ⑤　保険料の払込了
	 ᶈ　保険契約のߋ৽
（ 2 ）	　この特約に定める特別条件を主特約に適用した場合、次の①

～④の取ѻいはߦいません。ただし、保険金削減支払法の場合
で保険金削減期間経過後のとき、給付金削減支払法の場合で給
付金削減期間経過後のとき、特定疾病・部位不担保法のとき、ま
たは特定障害不担保法のときはこの限りではありません。

	 ①	　Ԇ定期保険のมߋ。ただし、給付金削減支払法のとき
はこの限りではありません。

	 ②	　払済保険のมߋ。ただし、給付金削減支払法のときはこの
限りではありません。

	 ③	　特別条件を適用した主特約の保険期間のมߋ、保険料払込
期間のมߋまたは保険料払込みの了をう主契約の保険
期間もしくは保険料払込期間のมߋ、特約の付加または特ଇ
の適用

	 ④　特別条件を適用した主特約のߋ৽およͼ復چ
（ 3 ）	　本条（1）のほか、この特約に定める特別条件を৽ม額保険（༗

期ܕ）に適用した場合、次の①～③の取ѻいはߦいません。
	 ①	　ࣗಈԆ定期保険のมߋ。ただし、保険金削減支払法の

場合で保険金削減期間経過後のとき、または特定障害不担保
法のときはこの限りではありません。

	 ②　定額払済保険のมߋ
	 ③　ม額払済保険のมߋ

第５条（解約）
　保険契約者は、主契約と同時でなけれ、この特約を解約することは
できません。

39_特別条件付保険特約条項.indd   3 2019/10/16   14:31

���

特　

約

特
ผ
条
݅

อ
ݥ
特
約
条
項



別ද� 特定࣬පɾ෦Ґෆ୲保๏によΓෆ୲保ͱする࣬පɾ෦Ґ

身 体 部 位 の ໊ শ
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ਆ経ࢹおよͼ（。ບを含みます、ے؟、ᛐ、結ບ؟）ثෟଐٿ؟、ٿ؟
（ࣖ内ࣖ、தࣖ、֎ࣖ、ௌਆ経を含みます。）およͼೕ༷ಥى
ඓ（෭ඓߢを含みます。）
Һ಄およͼ಄
ֺ、、ઉࣃ、ࣃ、ߢޱ 下થ、ࣖ 下થおよͼઉ下થ
状થߕ
৯ಓ
ң、े ೋ指およͼۭ
খ（ेೋ指、ۭ 、ճ）およͼେ（結、、、༷ಥى）
およͼ༷ಥى
およͼᡗ
؊ଁ、೯およͼ
ᢄଁ
ഏଁ、ڳບ、ؾ、ؾ支およͼֲڳ
ਛଁおよͼ
ᡦおよͼಓ
前ཱથ、ᛅؙ、෭ᛅؙ、ਫ਼、ਫ਼ࡧおよͼਫ਼೯
（。ҟৗส、৷ҟৗが生じた場合を含みます）ثෟଐٶࢠཛおよͼ、ٶࢠ
ೕ（ೕથを含みます。）
部（ϔϧχア、ӄ೯ϔϧχア、またはେḰϔϧχアが生じた場合に限ります。）
ᰍ部（そのਆ経を含みます。）
部（そのਆ経を含みます。）ڳ
部（そのਆ経を含みます。）ࠊ
ઋ骨部およͼඌ骨部（そのਆ経を含みます。）
関અ部ݞࠨ
ӈݞ関અ部
骨ࠨ
ӈ骨
関અ部ވࠨ
ӈވ関અ部
（。関અ部を除きますݞࠨ）ࢶ上ࠨ
ӈ上ࢶ（ӈݞ関અ部を除きます。）
（。関અ部を除きますވࠨ）ࢶ下ࠨ
ӈ下ࢶ（ӈވ関અ部を除きます。）
体部（ఇԦ開を受けた場合に限ります。）ٶࢠ
（そのਆ経を含みます。）
ൽෘ（಄ൽを含みます。）
上ֺ骨、下ֺ骨、ֺ 関અおよͼ骨
骨、ೈ骨およͼڳ骨
骨൫（骨、ઋ骨およͼඌ骨）
関અݞ྆
関અވ྆
྆上ࢶ（྆ݞ関અ部を除きます。）
྆下ࢶ（྆ވ関અ部を除きます。）

特 定 疾 病 の ໊ শ

38
39
40
41
42
43
44
45
53
54

ҟৗ৷・ҟৗส（ఇԦ開を含みます。）
ੴ・೯Ԍ
ਛ・࿏結ੴ
࣒・ᚈ࣒ ・֩ᡗ・ᡗपғᙾ
ന内障
ൽෘԌ・࣪ （アτϐーੑൽෘԌ、৮ੑൽෘԌを含みます。）
෭ඓߢԌ・症
骨ં等の内ݻ定۩ൈڈ（注１）
症ےથٶࢠ内ບ症（ཛνϣίϨーτのう๔を含みます。）およͼٶࢠ
傷害にう合ซ症・後Ҩ症（注２）

（注１）　適用日前にൃ生した不慮の事故またはそれ以֎の֎Ҽによって被った骨ં等（注３）によりணした内ݻ定۩のൈڈをいいます。
（注２）　適用日前にൃ生した不慮の事故またはそれ以֎の֎Ҽによって被った傷害（注３）にう合ซ症およͼ後Ҩ症をいいます。
（注３）　その骨ં等または傷害について、主契約または主特約の締結または復活の際、ࠂ等により当会社がっていた場合で、主約款または主特

約の特約条項の規定により責任開始期以後に生じたとみなされるものをରとします。
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別ද� ରͱͳるײછ

　ରとなる感染症とは、ฏ27年2月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表にࡌهのものとし、ྨ項の内༰についてはް生
࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$%�10（2013年൛）準ڌ」によるものとします。

 ྨ 項  基本ྨ表൪߸

１ɽίϨϥ 0̖0

２ɽνϑε 0̖1.0

３ɽύϥνϑε̖ 0̖1.1

４ɽੑەࡉཀྵ 0̖3

５ɽग़݂ੑେە感染症 0̖4.3

ɽ̒ϖετ 2̖0

ɽ̓δϑςϦア 3̖6

ɽ̔ੑٸփന髄ԌʻϙϦオʼ 8̖0

ɽ̕ϥοα 9̖6.2

10ɽクϦϛϠ・ίϯΰʻ$SJNFBO�$POHPʼग़݂ 9̖8.0

11ɽϚーϧϒϧάʻ.BSCVSH̓ ウイϧε病 9̖8.3

12ɽエϘϥ &̒CPMB̓ ウイϧε病 9̖8.4

13ɽᚃ 0̗3

14ɽ重症ثٵݺੑٸ症ީ܈ʦ4"34ʧ
　（ただし、病ݪ体がίϩφウイϧεଐ̨ ̧̖ ί̨ϩφウイϧεであるものに限ります。） ̪04

別ද� ରͱͳるѱੑ৽ੜ

１ɽ　ରとなるѱੑ৽生とは、ฏ27年２月13日૯লࠂ示ୈ35߸に定められたྨ項தの下表にࡌهのものとし、ྨ項の内༰について
は、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「疾病、傷害ٴͼ死Ҽの౷計ྨఏ要*$% 1ɻ0（2013年൛）準ڌ」によるものとします。

 ྨ 項  基本ྨίーυ

ͼҺ಄のѱੑ৽生ʻजᙾʼٴߢޱ、৶ޱ
ফԽثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
のѱੑ৽生ʻजᙾʼث内ଁߢڳͼٴثٵݺ
骨ٴͼ関અೈ骨のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ൽෘのࠇ৭जٴͼその他のൽෘのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
தൽٴͼೈ部৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ೕのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ঁੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
உੑ生৩ثのѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ਛ࿏のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
の部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼܥͼその他のதਆ経ٴ、؟
ͼその他の内ൻથのѱੑ৽生ʻजᙾʼٴ状થߕ
部位不໌֬、続ൃ部位ٴͼ部位不໌のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のѱੑ৽生ʻजᙾʼ、ൃݪとࡌهされたຢはਪ定されたもの
ಠཱした（ੑൃݪ）ଟ部位のѱੑ৽生ʻजᙾʼ
ਅਖ਼݂૿ٿ加症ʻଟ݂症ʼ
骨髄ҟܗ症ީ܈
Ϧϯύ৫、݂৫ٴͼ関࿈৫のੑ状不ৄຢは不໌のその他の৽生ʻजᙾ （̓%47）のうち、
・ຫੑ骨髄૿৩ੑ疾ױ
・本態 （ੑग़݂ੑ）݂ খ൘݂症
・骨髄線ҡ症
・ຫੑੑٿࢎന݂病ʦ૿ٿࢎ加症ީ܈ʧ

$00～$14
$15～$26
$30～$39
$40～$41
$43～$44
$45～$49
$50

$51～$58
$60～$63
$64～$68
$69～$72
$73～$75
$76～$80
$81～$96
$97
%45
%46

%47.1
%47.3
%47.4
%47.5

	注
　ରとなるѱੑ৽生には、「上ൽ内৽生」は含まれません。

2.　前１.において「ѱੑ৽生」とは、ް 生࿑ಇলେਉ౷計ใ部ฤ「ࠃ際疾病ྨ	जᙾ （ֶ/$$म）ୈ３൛（2012年改ਖ਼൛）」により、৽生の
ੑ状を表すୈ５ܻ ίーυとして次のίーυ൪߸が付されたものであることをඞ要とします。

৽生のੑ状を表すୈ５ܻ ίーυ

ίーυ൪߸
　　ʗ３　　　ѱੑ、ൃݪ部位
　　ʗ̒ 　　　ѱੑ、సҠ部位
　　　　　　　çѱੑ、続ൃ部位
　　ʗ̕ 　　　ѱੑ、ൃݪ部位ຢはసҠ部位の別不ৄ
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保険ྉ࠲ޱৼସ特約条項  目次
第１条　特約の適用
第２条　։࢝およびܖ約の特則
第３条　保険ྉ
第４条　保険ྉのࠐΈ
第５条　保険ྉ࠲ޱৼସෆの߹のऔѻ͍
第̒条　ॾมߋ
第̓条　特約のফ໓

第̔条　主約款の適用
第̕条　 ͕ Μ保険ɺ͕Μࢧྍ࣏ԉ保険ɺ͕Μࢧྍ࣏ԉ保険̣

̤̚（ແ解約ฦۚܕ）·͕ͨΜஅ保険（ແ解
約ฦۚܕ）に付Ճͨ͠߹の特則

第��条　৽มֹ保険（༗ܕظ）に付Ճͨ͠߹の特則
第��条　։ظ࢝に関する特約ͱ͋Θͤͯ主ܖ約に付Ճ͠
　　　 　ͨ߹の特則

保険ྉ࠲ޱৼସ特約条項
（2020年3月2日改定）

第１条（特約の適用）
　この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間のத్に
おいて、保険契約者からਃग़があり、かつ、当会社がこれをঝし
た場合に適用します。
　この特約を適用するには、次の条件を満たすことをඞ要とします。
①　保険契約者の指定する࠲ޱ（以下「指定࠲ޱ」といいます。）が
当会社と保険料࠲ޱৼସの取ѻいをఏܞしている金༥ػ関等
（以下「ఏܞ金༥ػ関」といいます。この場合、当会社が保険料
の収ೲ業をҕୗしているػ関の指定する金༥ػ関等を含み
ます。）にઃஔしてあること。
②　保険契約者がఏܞ金༥ػ関にରし、指定࠲ޱから当会社の
関の取ѻػ当会社が保険料の収ೲ業をҕୗしている）࠲ޱ
金༥ػ関等の場合には、そのҕୗػ関の࠲ޱ。以下同じ。）保
険料の࠲ޱৼସをҕ任していること。

（	1	）

（	2	）

第５条（保険ྉ࠲ޱৼସෆの߹のऔѻ͍）
　ৼସ日（注１）にୈ１ճ保険料の࠲ޱৼସが不能となった場合
は、保険契約者は、そのৼସ日のଐする月の翌月日までに、ୈ１
ճ保険料を当会社の本ళもしくは当会社の指定した場所に払い
込むか、または当会社の指定した方法により払い込んでください。
この場合、ୈ２条（責任開始日およͼ契約日の特ଇ）（1）の規定は
適用しません。
　ৼସ日（注１）にୈ２ճ以後の保険料の࠲ޱৼସが不能となった
場合は、次のとおり取りѻいます。
①　月払契約の場合、翌月のৼସ日（注１）に࠶度翌月と合わ
せて２か月の保険料の࠲ޱৼସをߦいます。ただし、指定ޱ
の༬入額が２か月の保険料૬当額に満たない場合には、１࠲
か月の保険料の࠲ޱৼସをߦい、払込期月の過͗た保険料
について払込みがあったものとします。
②　年払契約または年払契約の場合、ৼସ日のଐする月の翌
月の応当日（注２）に࠶度࠲ޱৼସをߦいます。
　本条（2）の規定による保険料࠲ޱৼସが不能の場合には、保険
契約者は、主約款に定める༛༧期間内に払込期月が౸དྷしている
保険料を当会社の本ళもしくは当会社の指定した場所に払い込
むか、または当会社の指定した方法により払い込んでください。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

第̒条（ॾมߋ）
　保険契約者は、指定࠲ޱを同一のఏܞ金༥ػ関の他の࠲ޱに
มߋすることができます。また、指定࠲ޱをઃஔしている金༥ػ関
を他のఏܞ金༥ػ関にมߋすることができます。この場合、あらか
じめ当会社およͼその金༥ػ関にਃしग़てください。
　保険契約者が࠲ޱৼସの取ѻいをఀࢭする場合には、あらかじ
め当会社およͼそのఏܞ金༥ػ関にਃしग़て他の保険料の払込
方法（経࿏）をબしてください。
　ఏܞ金༥ػ関が保険料の࠲ޱৼସの取ѻいをఀࢭした場合に
は、当会社はそのࢫを保険契約者に通します。この場合には、保
険契約者は指定࠲ޱを他のఏܞ金༥ػ関にมߋするか他の保険
料の払込方法（経࿏）をબしてください。
　当会社は、当会社またはఏܞ金༥ػ関の事によりৼସ日をม
をあらかじめ保ࢫすることがあります。この場合、当会社はそのߋ
険契約者に通します。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

（	4	）

第̓条（特約のফ໓）
　次の場合には、この特約はޮྗをࣦいます。
①　保険契約がফ໓またはࣦޮしたとき。
②　保険料の前ೲがなされたとき。
③　保険料の一ׅ払込みがなされたとき。
④　保険料の払込みをඞ要としなくなったとき。

（	1	）

第３条（保険ྉ）
　この特約を適用する月払の保険契約の保険料は、࠲ޱৼସ
保険料とします。
　本条（1）の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該
当する場合には、普通保険料を適用します。
①　当月以後の保険料が３か月以上一ׅ払されたとき。この
場合、当会社所定の割Ҿで保険料を割Ҿします。
②　保険料のৼସି付がߦわれたとき。

（	1	）

（	2	）

第４条（保険ྉのࠐΈ）
　保険料は主約款の規定にかかわらず、払込期月தの当会社の
定めた日（以下「ৼସ日」といいます。）（注）に指定࠲ޱから保険料
૬当額を当会社の࠲ޱにৼりସ͑ることによって、当会社に払い

（	1	）

込まれるものとします。
　本条（1）の場合、ৼସ日（注）に保険料の払込みがあったものと
します。
　同一の指定࠲ޱから２件以上の保険契約の保険料をৼりସ͑
る場合には、保険契約者は当会社にରしそのৼସॱংを指定でき
ないものとします。
　保険契約者は、あらかじめ払込保険料૬当額を指定࠲ޱに༬入
しておくことをඞ要とします。
ৼସによって払い込まれた保険料については、当会社はそ࠲ޱ　
の領収証をൃߦしません。

（	2	）

（	3	）

（	4	）

（	5	）

第２条（։࢝およびܖ約の特則）
　この特約が適用され、ୈ１ճ保険料（ୈ１ճ保険料ॆ当金を含
みます。以下同じ。）から࠲ޱৼସをߦう場合、普通保険約款（以下
「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、ୈ１ճ保険料のৼସ
日（注）を当会社の責任開始日（当会社の保険契約上の責任が開
始する日をいいます。以下同じ。）とし、この日を契約日とします。
ただし、月払の保険契約の場合の契約日は、ୈ１ճ保険料のৼସ日
（注）のଐする月の翌月１日とします。
　この特約による保険料の࠲ޱৼସをୈ２ճ以後の保険料からߦ
う場合、月払の保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、
当会社の責任開始日のଐする月の翌月１日とします。
　本条（1）およͼ（2）の場合、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払
込期間は、本条（1）およͼ（2）に規定する契約日を基準として計算
します。ただし、当会社の責任開始日から契約日の前日までの間
に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険金、一時金、給
付金、年金もしくはॕ金（以下「保険金等」といいます。）の支払事
由または保険料払込みの免除事由がൃ生したときは、当会社は、
責任開始日を契約日として保険契約上の責任をෛい、契約年ྸ、
保険期間およͼ保険料払込期間はこの日を基準として࠶計算しま
す。
　本条（3）ただしॻきに定める࠶計算の結Ռ、保険料に超過が
あるときは、当会社はその超過を保険契約者に払い戻します。
また、保険料に不があるときは、保険契約者はその不を
当会社に払い込んでください。ただし、支払うべき保険金等がある
ときは、保険料の不をその保険金等からࠩしҾきます。
　保険契約者からਃग़があり、かつ当会社がこれをঝした場
合、本条（1）およͼ（2）の規定にかかわらず、契約日は当会社の責
任開始日とし、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、その
日を基準として計算します。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

（	4	）

（	5	）

　ୈ１ճ保険料が指定࠲ޱからৼりସ͑られた日をいいます。（	注	）

　ৼସ日がఏܞ金༥ػ関のٳ業日に該当する場合は翌Ӧ業日とします。（	注	）

　ৼସ日がఏܞ金༥ػ関のٳ業日に該当する場合は翌Ӧ業日と
します。
　応当日がఏܞ金༥ػ関のٳ業日に該当する場合は翌Ӧ業日と
します。

（注1）

（注2）
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⑤　他の保険料の払込方法（経࿏）にมߋしたとき。
ᶈ　ୈ１条（特約の適用）（2）に定める条件に該当しなくなったとき。
　本条（1）③の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一ׅ
払込み後もҾき続きこの特約を適用するࢫのਃग़がなされたと
きは、この特約はফ໓しません。

第̔条（主約款の適用）
　この特約に別ஈの定めがない場合には、主約款の規定を適用します。

第̕条（͕Μ保険ɺ͕ Μࢧྍ࣏ԉ保険ɺ͕ Μࢧྍ࣏ԉ保険̣̚ ̤
（ແ解約ฦۚܕ）·͕ͨΜஅ保険（ແ解約ฦۚ
（に付Ճͨ͠߹の特則（ܕ

　この特約をがん保険、がん治療支ԉ保険、がん治療支ԉ保険̣̚ （̤ແ
解約返戻金ܕ）またはがんஅ保険（ແ解約返戻金ܕ）に付加した場合に
は、次の①～ᶉの取ѻいをし、ୈ２条（責任開始日およͼ契約日の特ଇ）の
規定は適用しません。
①　この特約が適用され、ୈ１ճ保険料から࠲ޱৼସをߦう場合、主約款
の規定にかかわらず、ୈ１ճ保険料のৼସ日（注）を保険期間の始期と
し、この日を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場合の契約日
は、保険期間の始期のଐする月の翌月１日とします。
②　この特約による保険料の࠲ޱৼସをୈ２ճ以後の保険料からߦう場
合、月払の保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に
定める保険期間の始期のଐする月の翌月１日とします。
③　当会社の責任開始期は、前①およͼ②に定める保険期間の始期のଐ
する日からその日を含めて̕ 日̌を経過した日の翌日とします。
④　前①およͼ②の場合、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、
前①およͼ②に規定する契約日を基準として計算します。
⑤　前①およͼ②に定める保険期間の始期から契約日の前日までの間
に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険料払込みの免除事由
がൃ生したときは、前①～④の規定にかかわらず、契約年ྸ、保険期間
およͼ保険料払込期間は、保険期間の始期のଐする日を契約日とし、そ
の日を基準として࠶計算します。
ᶈ　前⑤に定める࠶計算の結Ռ、保険料に超過があるときは、当会社は
その超過を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不がある
ときは、保険契約者はその不を当会社に払い込んでください。
ᶉ　保険契約者からਃग़があり、かつ当会社がこれをঝした場合、前①
～⑤の規定にかかわらず、契約日は保険期間の始期のଐする日とし、当
会社の責任開始期、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、その
日を基準として計算します。

第１１条（։ظ࢝に関する特約ͱ͋Θͤͯ主ܖ約に付Ճͨ͠
　　　 ߹の特則）
　この特約を責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合
には、次の①～③のとおり取りѻいます。
①　責任開始日、保険期間の始期およͼ契約日については、責任開始期
に関する特約条項の規定によるものとし、ୈ２条（責任開始日およͼ契
約日の特ଇ）およͼୈ̕ 条（がん保険、がん治療支ԉ保険、がん治療支ԉ
保険̣̚ （̤ແ解約返戻金ܕ）またはがんஅ保険（ແ解約返戻金ܕ）に
付加した場合の特ଇ）の規定は適用しません。
②　ୈ１ճ保険料から࠲ޱৼସをߦう場合、ୈ１ճ保険料は、ୈ４条（保険
料の払込み）（1）およͼ責任開始期に関する特約条項の規定にかかわら
ず、責任開始期に関する特約条項に定めるୈ１ճ保険料の払込期間த
の当会社の定めた日をୈ１ճ保険料のৼସ日とし、その日（注１）に指定
にৼりସ͑ることによって、当会࠲ޱから保険料૬当額を当会社の࠲ޱ

第１̌ 条（৽มֹ保険（༗ܕظ）に付Ճͨ͠߹の特則）
　この特約を৽ม額保険（༗期ܕ）に付加した場合には、次の①～③のと
おり取りѻいます。
①　ୈ２条（責任開始日およͼ契約日の特ଇ）の規定は適用しません。ただ
し、ୈ１ճ保険料から࠲ޱৼସをߦう場合は、同条（1）の規定を次のとお
りಡみସ͑て、これを適用し、同条（2）～（5）の規定は適用しません。
　「（1）	この特約が適用され、ୈ１ճ保険料（ୈ１ճ保険料ॆ当金を含みま

す。以下同じ。）から࠲ޱৼସをߦう場合、普通保険約款（以下「主約
款」といいます。）の規定にかかわらず、ୈ１ճ保険料のৼସ日（注）
を当会社の責任開始日（当会社の保険契約上の責任が開始する日
をいいます。以下同じ。）とします。	 」

②　ୈ３条（保険料）（2）②の規定த、「保険料のৼସି付」とあるのは
「ࣗಈԆ定期保険のมߋ日からその日を含めて３か月以内におけ
る、当会社所定のརによるརଉを付したԆ保険料の支払いのਃग़」
とಡみସ͑ます。
③　ୈ４条（保険料の払込み）（1）の規定த、「払込期月த」とあるのは「払
込期月の前月த」とಡみସ͑ます。

　ୈ１ճ保険料が指定࠲ޱからৼりସ͑られた日をいいます。（	注	）

社に払い込まれるものとします。
③　ୈ１ճ保険料から࠲ޱৼସをߦう場合で、ୈ１ճ保険料のৼସ日（注
１）（注２）に࠲ޱৼସが不能となったとき（注３）は、ୈ５条（保険料࠲ޱৼ
ସ不能の場合の取ѻい）（1）およͼ前②の規定にかかわらず、次のアɽ～
ウɽのとおり取りѻいます。
アɽ　月払契約の場合、ୈ１ճ保険料のৼସ日（注２）のଐする月の翌
月の応当日（注４）にୈ１ճ保険料とୈ２ճ保険料を合わせて２か月
の保険料の࠲ޱৼସをߦいます。ただし、指定࠲ޱの༬入額が２
か月の保険料૬当額に満たず、１か月の保険料の࠲ޱৼସの
みがՄ能な場合には、１か月の保険料の࠲ޱৼସをߦい、ୈ１ճ
保険料について払込みがあったものとします。

イɽ　年払契約または年払契約の場合、ୈ１ճ保険料のৼସ日（注
２）のଐする月の翌月の応当日（注４）に࠲ޱৼସをߦいます。
ウɽ　前アɽまたはイɽの規定による࠲ޱৼସが不能の場合には、保険
契約者は、責任開始期に関する特約条項に定めるୈ１ճ保険料の
༛༧期間満了日までに、ୈ１ճ保険料およͼ払込期月が౸དྷして
いるୈ２ճ以後の保険料を、当会社が指定する方法で払い込んで
ください。

　ৼସ日がఏܞ金༥ػ関のٳ業日に該当する場合は翌Ӧ業日と
します。
　責任開始期に関する特約条項に定めるୈ１ճ保険料の払込期
間தにෳのৼସ日がある場合は、その࠷ऴのৼସ日とします。
　ఏܞ金༥ػ関にରしてୈ１ճ保険料の࠲ޱৼସ求がߦわれ
なかった場合を含みます。
　応当日がఏܞ金༥ػ関のٳ業日に該当する場合は翌Ӧ業日と
します。

（注1）

（注2）

（注3）

（注4）

（	2	）
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（ແ解約ฦۚܕ）·͕ͨΜஅ保険（ແ解約ฦۚ
に付Ճͨ͠߹の特則（ܕ

第̕条　৽มֹ保険（༗ܕظ）に付Ճͨ͠߹の特則

ஂମѻ特約条項ᶗ
（2020年3月2日改定）

第１条（औѻ͍のൣғ）
場その他のஂ体（以下「ஂ体」といいま、ி、会社、合ެ　
す。）において次の条件を満たす場合は、普通保険約款（以下「主
約款」といいます。）のほかこの特約を適用してஂ体年払、年払
または月払の取ѻいをします。
①　保険契約者がそのஂ体から給༩（һใुを含みます。以下
同じ。）の支払を受ける者である保険契約（以下「ݸਓ契約」とい
います。）であること。ただし、ஂ 体が保険契約者であるときは、
そのஂ体に所ଐする者が被保険者である保険契約（以下「事業
保険」といいます。）であること。
②　保険契約者または被保険者のは１̌ ໊以上であること。　
　本条（1）②のਓについては、年払およͼ年払の契約を合算
して、または月払の契約のみにより、そのਓを満たすことをඞ要
とします。
　本条（1）の取ѻいをߦうときは、当会社はஂ体表者とڠ定ॻ
を取りかわします。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

第２条（ܖ約の特則）
　主たる保険契約の締結の際にஂ体月払取ѻいをߦう保険契約
の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始日（当会社の保
険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。）のଐする月
の翌月１日とし、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、こ
の日を基準として計算します。
　本条（1）の規定にかかわらず、責任開始日から契約日の前日ま
での間に保険金、一時金、給付金、年金もしくはॕ金（以下「保険金
等」といいます。）の支払事由または保険料払込みの免除事由が生
じたときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の
責任をෛい、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間はこの日
を基準として࠶計算し、保険料に超過があれ払い戻し、不
があれ収します。ただし、保険金等の支払金があるときは、
過不を支払金とਫ਼算します。
　保険契約者からਃग़があり、かつ当会社がこれをঝした場
合、本条（1）の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日と
し、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、この日を基準と
して計算します。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

第３条（保険ྉ）
　この特約を適用する年払または月払の保険契約の保険料
は、次の①または②のとおりとします。
①　ஂ体が次のいずれかに該当する場合は、ஂ 体保険料 を̖適
用します。
アɽ　その事業所にݸਓ契約の保険契約者が２̌ ໊以上あ
るとき。

イɽ　その事業所に事業保険の被保険者が２̌ ໊以上あると
き。

ウɽ　その事業所のݸਓ契約の保険契約者とその事業所の
事業保険の被保険者とが໊دせ合算して２̌ ໊以上ある
とき。

エɽ　その事業所のݸਓ契約の保険契約者または事業保険
の被保険者が２̌ ໊ະ満であっても前アɽ～ウɽのいずれ
かに該当する事業所が他にあるとき。

②　ஂ体が前①アɽ～エɽのいずれにも該当しない場合は、ஂ 体保
険料̗ を適用します。
　ஂ体保険料 を̖適用した場合でも、保険契約者または被保険
者のが本条（1）①に規定するਓະ満に減গし、その後̒ か月
を経過しても規定のਓにもͲらないときは、当会社は、適用する
保険料をஂ体保険料̗ にมߋします。

（	1	）

（	2	）

第４条（保険ྉのࠐΈ）
　ୈ１ճ保険料（ୈ１ճ保険料ॆ当金を含みます。以下同じ。）をஂ
体の表者が取りまとめて払い込む場合には、ஂ 体の表者が当
会社の本ళもしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または

（	1	）

当会社の指定した方法により払い込んだ日をもって払込みのあっ
た日とします。
　ୈ２ճ以後の保険料は、ஂ 体の表者が取りまとめて払い込ん
でください。この場合、ஂ 体の表者が当会社の本ళもしくは当
会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法
により払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。
　本条（1）およͼ（2）の規定にかかわらず、ஂ 体が、保険料を保険
契約者または被保険者に支払う給༩から߇除したう͑で当会社に
払い込む場合には、保険料を給༩から߇除した日（注）をもって払
込みのあった日とします。ただし、当会社とஂ体とがこの取ѻいに
ついて取りܾめをߦっている場合に限ります。
　本条（1）およͼ（2）の規定にかかわらず、ஂ 体が、保険料を保険
契約者または被保険者の指定する࠲ޱ（以下「指定࠲ޱ」といいま
す。）からஂ体の࠲ޱにৼりସ͑たう͑で当会社に払い込む場合に
は、保険料の指定࠲ޱからஂ体の࠲ޱのৼସ日（注）をもって払
込みのあった日とします。ただし、当会社とஂ体とがこの取ѻいに
ついて取りܾめをߦっている場合に限ります。
　ஂ体の表者から保険料が払い込まれた場合には、当会社は、
払込金額にରする領収証をஂ体に交付し、ݸʑの領収証はൃߦし
ません。

（	2	）

（	3	）

（	4	）

（	5	）

　あらかじめ当会社とஂ体との間で取りܾめることをඞ要としま
す。

（	注	）

　３か月以上１２か月以下の保険料に限ります。（	注	）

第５条（݄保険ྉのҰׅ）
　ஂ体月払取ѻいの場合、ஂ 体保険料̗ が適用されるときは、保険契約
者は、当会社の定める方法により、当月以後の保険料（注）を一ׅ払する
ことができます。この場合、普通保険料を基準として、当会社所定の割
Ҿで保険料を割Ҿします。

　༛༧期間தに保険金等の支払事由が生じたときは、当会社は、
ະ払込保険料をそれらの支払金からࠩしҾきます。
　保険契約をߋ৽する場合には、ߋ৽後ୈ１ճ保険料の払込みに
ついて本条（2）の規定を準用します。

（	2	）

（	3	）

第̒条（༛༧ؒظ）
　ୈ２ճ以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「༛༧
期間」があります。

（	1	）

第̓条（特約のࣦޮ）
　次の場合には、この特約はޮྗをࣦいます。
①　保険契約者が、その所ଐஂ体から退したとき。ただし、事業
保険の場合には、被保険者がその所ଐஂ体から退したとき。
②　保険契約者または被保険者のがୈ１条（取ѻいのൣғ）（1）
およͼ（2）に規定するਓະ満に減গし、その後３か月（注1）を
経過しても規定のਓにもͲらないとき。
③　保険金額、一時金額、給付金額（注2）または年金額（以下「保
険金額等」といいます。）の減額その他により、保険金額等が当

（	1	）

保険料の払込方法（ճ） ༛༧期間

① 月払（年１２ճ払） 払込期月の翌月ॳ日から
日まで

② 年払（年２ճ払）
払込期月の翌月ॳ日から
翌ʑ月の月୯位の契約応当
日まで
ただし、契約応当日が２月、̒
月、１１月の֤日の場合に
は、それͧれ４月、̔月、１月の
֤日まで

③ 年払（年1ճ払）
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会社の定めた金額を下ճるとき。
④　保険料のৼସି付をߦったとき。
⑤　保険料の前ೲ取ѻいをしたとき。
ᶈ　保険料の払込みをඞ要としなくなったとき。
ᶉ　当会社とஂ体表者とのٞڠにより、ஂ 体年払、年払また
は月払の取ѻいをഇࢭしたとき。
　本条（1）の場合には、ݸਓѻの年払、年払または月払の取ѻ
いにมߋし、保険料をকདྷにってߋਖ਼します。
　ஂ体月払取ѻいをݸਓѻの年払または年払の取ѻいにมߋ
した場合、その保険年度にରする保険料にະ払込があるとき
は、そのະ払込を一時に払い込んでください。

（	2	）

（	3	）

　ஂ体年払または年払の取ѻいの場合はその後̒ か月としま
す。
　給付金日額または給付金月額を含みます。

（注1）

（注2）

　この特約をがん治療支ԉ保険̣̚ （̤ແ解約返戻金ܕ）に付加
した場合は、ѱੑ৽生保険料払込免除特ଇによる保険料払込
みの免除を除きます。

（	注	）

第̔条（͕Μ保険ɺ͕ Μࢧྍ࣏ԉ保険ɺ͕ Μࢧྍ࣏ԉ保険̣̚ ̤
（ແ解約ฦۚܕ）·͕ͨΜஅ保険（ແ解約ฦۚ
（に付Ճͨ͠߹の特則（ܕ
　この特約をஂ体月払取ѻいをߦうがん保険、がん治療支ԉ保
険、がん治療支ԉ保険̣̚ （̤ແ解約返戻金ܕ）またはがんஅ保
険（ແ解約返戻金ܕ）（以下「がん保険等」といいます。）に付加した
場合には、次の①または②の取ѻいをし、ୈ２条（契約日の特ଇ）の
規定は適用しません。
①　ୈ１ճ保険料をஂ体の表者が取りまとめて払い込む場合
は、次のとおり取りѻいます。
アɽ　この特約を付加した保険契約の契約日は、主約款の規定
にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期のଐする月
の翌月１日とし、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期
間は、その日を基準として計算します。

イɽ　主約款に定める保険期間の始期から前アɽの契約日の前
日までの間に、主約款の規定に基づいて保険料の払込免
除事由がൃ生したときは、前アɽの規定にかかわらず契約
年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、主約款に定める
保険期間の始期のଐする日を契約日とし、その日を基準と
して࠶計算し、保険料に超過があれ払いもͲし、不
があれ領収します。

ウɽ　主約款およͼ前アɽの規定にかかわらず、当会社の責任
開始期は、次のいずれかい日とします。ただし、保険料払
込みの免除（注）については、主約款に定める保険期間の
始期を責任開始期とします。
（ア）　主約款に定める保険期間の始期のଐする日からそ

の日を含めて̒ 日̌を経過した日の翌日
（イ）　被保険者に関するࠂの時のଐする日からその日

を含めて̕ 日̌を経過した日の翌日
エɽ　保険契約者からਃग़があり、かつ当会社がこれをঝし
た場合、前アɽおよͼイɽの規定にかかわらず、契約日は主
約款に定める保険期間の始期のଐする日とし、契約年ྸ、
保険期間およͼ保険料払込期間の計算にあたっては、この
日を基準として計算します。

②　ୈ２ճ以後の保険料からஂ体の表者が取りまとめて払い込
む場合は、次のとおり取りѻいます。
アɽ　この特約を付加した保険契約の契約日に関しては、前①
アɽおよͼイɽの規定を準用します。
イɽ　前アɽの規定にかかわらず、当会社の責任開始期の計算
にあたっては、主約款に定める保険期間の始期を基準に計
算します。

ウɽ　保険契約者からਃग़があり、かつ当会社がこれをঝし
た場合、前アɽおよͼイɽの規定にかかわらず、契約日は主
約款に定める保険期間の始期のଐする日とし、当会社の責
任開始期、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間の計
算にあたっては、この日を基準として計算します。

　この特約をஂ体年払取ѻいをߦうがん保険等またはஂ体年
払取ѻいをߦうがん保険もしくはがん治療支ԉ保険に付加し、か
つୈ１ճ保険料をஂ体の表者が取りまとめて払い込む場合、当
会社の責任開始期に関しては、本条（1）①ウɽの規定を準用しま
す。
　がん保険等の契約締結後にこの特約を付加した場合、本条（1）
およͼ（2）の規定にかかわらず、当会社の責任開始期に関しては、
保険契約の締結の際に適用される主約款およͼ特約条項の規定
を適用します。
　がん保険等の契約締結後にこの特約がޮྗをࣦった場合で
あっても、当会社の責任開始期に関しては、この特約条項の規定
を適用します。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

（	4	）

第̕条（৽มֹ保険（༗ܕظ）に付Ճͨ͠߹の特則）
　この特約を৽ม額保険（༗期ܕ）に付加した場合には、ୈ２条（契約日の
特ଇ）およͼୈ５条（月払保険料の一ׅ払）の規定は適用しません。
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ஂମѻ特約条項ᶘ 目次
第１条　औѻ͍のൣғ
第２条　ܖ約の特則
第３条　保険ྉ
第４条　保険ྉのࠐΈ
第５条　݄保険ྉのҰׅ
第̒条　༛༧ؒظ

第̓条　特約のࣦޮ
第̔条　 ͕ Μ保険ɺ͕Μࢧྍ࣏ԉ保険ɺ͕Μࢧྍ࣏ԉ保険̣̤̚

（ແ解約ฦۚܕ）·͕ͨΜஅ保険（ແ解約ฦۚ
に付Ճͨ͠߹の特則（ܕ

第̕条　৽มֹ保険（༗ܕظ）に付Ճͨ͠߹の特則

ஂମѻ特約条項ᶘ
（2020年3月2日改定）

第１条（औѻ͍のൣғ）
　合、࿈合会、同業ஂ体その他のஂ体（以下「ஂ体」といいま
す。）において次の条件を満たす場合は、普通保険約款（以下「主
約款」といいます。）のほかこの特約を適用してஂ体年払、年払
または月払の取ѻいをします。
①　保険契約者は、そのஂ体に所ଐする者であること。ただし、ஂ
体が保険契約者であるときは、そのஂ体に所ଐする者が被保険
者であること（以下「事業保険」といいます。）。
②　保険契約者または被保険者のは１̌ ໊以上であること。
③　ஂ体を表する者のあることをඞ要とし、その表者によっ
て保険料を一ׅして収することがՄ能であること。
　本条（1）②のਓについては、年払およͼ年払の契約を合算
して、または月払の契約のみにより、そのਓを満たすことをඞ要
とします。
　本条（1）の取ѻいをߦうときは、当会社はஂ体表者とڠ定ॻ
を取りかわします。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

第２条（ܖ約の特則）
　主たる保険契約の締結の際にஂ体月払取ѻいをߦう保険契約
の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始日（当会社の保
険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。）のଐする月
の翌月１日とし、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、こ
の日を基準として計算します。
　本条（1）の規定にかかわらず、責任開始日から契約日の前日ま
での間に保険金、一時金、給付金、年金もしくはॕ金（以下「保険金
等」といいます。）の支払事由または保険料払込みの免除事由が生
じたときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の
責任をෛい、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間はこの日
を基準として࠶計算し、保険料に超過があれ払い戻し、不
があれ収します。ただし、保険金等の支払金があるときは、
過不を支払金とਫ਼算します。
　保険契約者からਃग़があり、かつ当会社がこれをঝした場
合、本条（1）の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日と
し、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、この日を基準と
して計算します。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

第４条（保険ྉのࠐΈ）
　ୈ１ճ保険料（ୈ１ճ保険料ॆ当金を含みます。以下同じ。）をஂ
体の表者が取りまとめて払い込む場合には、ஂ 体の表者が当
会社の本ళもしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または
当会社の指定した方法により払い込んだ日をもって払込みのあっ
た日とします。
　ୈ２ճ以後の保険料は、ஂ 体の表者が取りまとめて払い込ん
でください。この場合、ஂ 体の表者が当会社の本ళもしくは当
会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法
により払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。
　本条（1）およͼ（2）の規定にかかわらず、ஂ 体が、保険料を保険
契約者または被保険者の指定する࠲ޱ（以下「指定࠲ޱ」といいま
す。）からஂ体の࠲ޱにৼりସ͑たう͑で当会社に払い込む場合に
は、保険料の指定࠲ޱからஂ体の࠲ޱのৼସ日（注）をもって払
込みのあった日とします。ただし、当会社とஂ体とがこの取ѻいに
ついて取りܾめをߦっている場合に限ります。
　ஂ体の表者から保険料が払い込まれた場合には、当会社は、
払込金額にରする領収証をஂ体に交付し、ݸʑの領収証はൃߦし
ません。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

（	4	）

第３条（保険ྉ）
　この特約を適用する年払または月払の保険契約の保険料は、ஂ 体
保険料̗ とします。

第５条（݄保険ྉのҰׅ）
　ஂ体月払取ѻいの場合、保険契約者は、当会社の定める方法により、当
月以後の保険料（注）を一ׅ払することができます。この場合、普通保険
料を基準として、当会社所定の割Ҿで保険料を割Ҿします。

　あらかじめ当会社とஂ体との間で取りܾめることをඞ要としま
す。

（	注	）

　ஂ体年払または年払の取ѻいの場合はその後̒ か月とします。
　給付金日額または給付金月額を含みます。

（注1）
（注2）

３か月以上１２か月以下の保険料に限ります。（	注	）

第̓条（特約のࣦޮ）
　次の場合には、この特約はޮྗをࣦいます。
①　保険契約者がその所ଐஂ体から退したとき。ただし、事業
保険の場合には、被保険者がその所ଐஂ体から退したとき。
②　保険契約者または被保険者のがୈ１条（取ѻいのൣғ）（1）
およͼ（2）に規定するਓະ満に減গし、その後３か月（注1）を
経過しても規定のਓにもͲらないとき。
③　保険金額、一時金額、給付金額（注2）または年金額（以下「保
険金額等」といいます。）の減額その他により、保険金額等が当
会社の定めた金額を下ճるとき。
④　保険料のৼସି付をߦったとき。
⑤　保険料の前ೲ取ѻいをしたとき。
ᶈ　保険料の払込みをඞ要としなくなったとき。
ᶉ　当会社とஂ体表者とのٞڠにより、ஂ 体年払、年払また
は月払の取ѻいをഇࢭしたとき。
　本条（1）の場合には、ݸਓѻの年払、年払または月払の取ѻ
いにมߋします。
　ஂ体月払取ѻいをݸਓѻの年払または年払の取ѻいにมߋ
した場合、その保険年度にରする保険料にະ払込があるとき
は、そのະ払込を一時に払い込んでください。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

第̔条（͕Μ保険ɺ͕ Μࢧྍ࣏ԉ保険ɺ͕ Μࢧྍ࣏ԉ保険̣̚ ̤
（ແ解約ฦۚܕ）·͕ͨΜஅ保険（ແ解約ฦۚ
（に付Ճͨ͠߹の特則（ܕ
　この特約をஂ体月払取ѻいをߦうがん保険、がん治療支ԉ保
険、がん治療支ԉ保険̣̚ （̤ແ解約返戻金ܕ）またはがんஅ保

（	1	）

第̒条（༛༧ؒظ）
　ୈ２ճ以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「༛༧
期間」があります。

（	1	）

　༛༧期間தに保険金等の支払事由が生じたときは、当会社は、
ະ払込保険料をそれらの支払金からࠩしҾきます。
　保険契約をߋ৽する場合には、ߋ৽後ୈ１ճ保険料の払込みに
ついて本条（2）の規定を準用します。

（	2	）

（	3	）

保険料の払込方法（ճ） ༛༧期間

① 月払（年１２ճ払） 払込期月の翌月ॳ日から
日まで

② 年払（年２ճ払）
払込期月の翌月ॳ日から
翌ʑ月の月୯位の契約応当
日まで
ただし、契約応当日が２月、̒
月、１１月の֤日の場合に
は、それͧれ４月、̔月、１月の
֤日まで

③ 年払（年1ճ払）
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険（ແ解約返戻金ܕ）（以下「がん保険等」といいます。）に付加した
場合には、次の①または②の取ѻいをし、ୈ２条（契約日の特ଇ）の
規定は適用しません。
①　ୈ１ճ保険料をஂ体の表者が取りまとめて払い込む場合
は、次のとおり取りѻいます。
アɽ　この特約を付加した保険契約の契約日は、主約款の規
定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期のଐする
月の翌月１日とし、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込
期間は、その日を基準として計算します。

イɽ　主約款に定める保険期間の始期から前アɽの契約日の前
日までの間に、主約款の規定に基づいて保険料の払込免
除事由がൃ生したときは、前アɽの規定にかかわらず契約
年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、主約款に定める
保険期間の始期のଐする日を契約日とし、その日を基準と
して࠶計算し、保険料に超過があれ払いもͲし、不
があれ領収します。

ウɽ　主約款およͼ前アɽの規定にかかわらず、当会社の責任
開始期は、次のいずれかい日とします。ただし、保険料払
込みの免除（注）については、主約款に定める保険期間の
始期を責任開始期とします。
（ア）　主約款に定める保険期間の始期のଐする日からそ

の日を含めて̒ 日̌を経過した日の翌日
（イ）　被保険者に関するࠂの時のଐする日からその日

を含めて̕ 日̌を経過した日の翌日
エɽ　保険契約者からਃग़があり、かつ当会社がこれをঝし
た場合、前アɽおよͼイɽの規定にかかわらず、契約日は主
約款に定める保険期間の始期のଐする日とし、契約年ྸ、
保険期間およͼ保険料払込期間の計算にあたっては、この
日を基準として計算します。

②　ୈ２ճ以後の保険料からஂ体の表者が取りまとめて払い込
む場合は、次のとおり取りѻいます。
アɽ　この特約を付加した保険契約の契約日に関しては、前①
アɽおよͼイɽの規定を準用します。
イɽ　前アɽの規定にかかわらず、当会社の責任開始期の計算
にあたっては、主約款に定める保険期間の始期を基準に計
算します。

ウɽ　保険契約者からਃग़があり、かつ当会社がこれをঝし
た場合、前アɽおよͼイɽの規定にかかわらず、契約日は主
約款に定める保険期間の始期のଐする日とし、当会社の責
任開始期、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間の計
算にあたっては、この日を基準として計算します。

　この特約をஂ体年払取ѻいをߦうがん保険等またはஂ体年
払取ѻいをߦうがん保険もしくはがん治療支ԉ保険に付加し、か
つୈ１ճ保険料をஂ体の表者が取りまとめて払い込む場合、当
会社の責任開始期に関しては、本条（1）①ウɽの規定を準用しま
す。
　がん保険等の契約締結後にこの特約を付加した場合、本条（1）
およͼ（2）の規定にかかわらず、当会社の責任開始期に関しては、
保険契約の締結の際に適用される主約款およͼ特約条項の規定
を適用します。
　がん保険等の契約締結後にこの特約がޮྗをࣦった場合で
あっても、当会社の責任開始期に関しては、この特約条項の規定
を適用します。

（	2	）

（	3	）

（	4	）

　この特約をがん治療支ԉ保険̣̚ （̤ແ解約返戻金ܕ）に付加
した場合は、ѱੑ৽生保険料払込免除特ଇによる保険料払込
みの免除を除きます。

（	注	）

第̕条（৽มֹ保険（༗ܕظ）に付Ճͨ͠߹の特則）
　この特約を৽ม額保険（༗期ܕ）に付加した場合には、ୈ２条（契約日の
特ଇ）およͼୈ５条（月払保険料の一ׅ払）の規定は適用しません。

���

特　

約

ஂ
ମ
ѻ
特
約
条
項
ᶘ



保険ྉΫϨδοτΧʔυ特約条項  目次
第１条　特約の適用
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保険ྉΫϨδοτΧʔυ特約条項

第１条（特約の適用）
　この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間のத్に
おいて、保険契約者から、当会社の指定するクϨδοτカーυ（以下
「クϨδοτカーυ」といいます。）により保険料を払い込むࢫのਃ
ग़があり、かつ、当会社がこれをঝした場合に適用します。
　本条（1）のクϨδοτカーυは、保険契約者が、当会社の指定する
クϨδοτカーυൃߦ会社（以下「カーυ会社」といいます。）との間で
締結された会һ規約等（以下「会һ規約等」といいます。）に基づき、
カーυ会社よりି༩されまたは用をೝめられたものに限ります。
　当会社は、この特約の適用に際して、カーυ会社にクϨδοτ
カーυの༗ޮੑおよͼར用限度額内であること等の֬ೝ（以下
「༗ޮੑ等の֬ೝ」といいます。）をߦうものとします。
　当会社は、保険契約者がカーυ会社の会һ規約等に基づいて、
保険料の払込みにクϨδοτカーυを用した場合にか͗り、この
特約に定める取ѻいをߦいます。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

（	4	）

第３条（保険ྉ）
　この特約を適用する月払の保険契約の保険料は、࠲ޱৼସ
保険料とします。
　本条（1）の規定にかかわらず、当月以後の保険料が３か月
以上一ׅ払されたときは、普通保険料を適用します。この場合、
当会社所定の割Ҿで保険料を割Ҿします。

（	1	）

（	2	）

第４条（保険ྉのࠐΈ）
　ୈ１ճ保険料（ୈ１ճ保険料૬当額を含みます。以下同じ。）をク
Ϩδοτカーυにより払い込む場合は、当会社がクϨδοτカーυの
༗ޮੑ等の֬ೝをߦった上で、クϨδοτカーυによる保険料の払
込みをঝした時（注１）に、当会社がୈ１ճ保険料を受け取ったも
のとします。
　本条（1）の場合、当会社が、保険契約のਃ込をঝしたときは、
当会社の責任開始日を保険契約者に通します。ただし、当会社
所定のクϨδοτカーυར用ථを用した場合を除きます。
　ୈ２ճ以後の保険料をクϨδοτカーυにより払い込む場合は、
その保険料は、主約款の規定にかかわらず、当会社がクϨδοτ
カーυの༗ޮੑ等の֬ೝをߦった上で、払込期月தの当会社の定
めた日に、当会社に払い込まれるものとします。
　保険契約者は、カーυ会社の会һ規約等にしたがい、保険料૬
当額をカーυ会社に支払うことをඞ要とします。
　当会社がクϨδοτカーυの༗ޮੑ等の֬ೝをߦった後でも、次
のすべてを満たす場合には、その払込期月தの保険料（注２）につ
いては、本条（3）（注３）の規定は適用しません。
①　当会社がカーυ会社より保険料૬当額を領収できないこと。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

（	4	）

（	5	）

第̒条（特約のফ໓）
　次の事由に該当したときは、この特約はফ໓します。
①　保険契約がফ໓またはࣦޮしたとき。
②　保険料の前ೲがなされたとき。
③　保険料の一ׅ払込みがなされたとき。
④　保険料の払込みをඞ要としなくなったとき。
⑤　他の保険料の払込方法（経࿏）にมߋしたとき。
ᶈ　当会社がカーυ会社より保険料૬当額を領収できないとき。
ᶉ　当会社がクϨδοτカーυの༗ޮੑを֬ೝできなかったとき。
ᶊ　カーυ会社がクϨδοτカーυによる保険料払込みの取ѻい
をఀࢭしたとき。
　本条（1）③の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一ׅ
払込み後もҾき続きこの特約を適用するࢫのਃग़がなされたと
きは、この特約はফ໓しません。
　本条（1）ᶈ～ᶊまでの場合、当会社はそのࢫを保険契約者に通
します。この場合、保険契約者は、他の保険料の払込方法（経࿏）
のมߋをߦってください。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

②　保険契約者がカーυ会社にରして、保険料૬当額を支払って
いないこと。
　本条（5）の場合、当会社は、保険契約者に保険料を求で
きるものとします。

（	6	）

第２条（ܖ約の特則）
　保険契約締結の際にこの特約を付加する場合は、次の①～③のとおり
取りѻいます。
①　この特約が適用される月払の保険契約の契約日は、普通保険約款
（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわらず、当会社の責任開始
日（当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。ただし、がん
保険、がん治療支ԉ保険、がん治療支ԉ保険̣̚ （̤ແ解約返戻金ܕ）ま
たはがんஅ保険（ແ解約返戻金ܕ）に付加した場合は、保険期間の始
期とします。以下同じ。）のଐする月の翌月１日とし、契約年ྸ、保険期間
およͼ保険料払込期間はその日を基準として計算します。
②　当会社の責任開始日から契約日の前日までの間に、当会社が主約款
およͼ特約の規定に基づく保険金、一時金、給付金、年金もしくはॕ金
（以下「保険金等」といいます。）の支払事由または保険料の払込免除
事由が生じたときは、前①の規定にかかわらず、当会社の責任開始日を
契約日とし、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間はその日を基準
として࠶計算します。この場合、保険料に超過があれ払い戻し、不
があれ領収します。ただし、保険金等の支払があるときは、過不
を支払金額とਫ਼算します。
③　保険契約者からਃग़があり、かつ当会社がこれをঝした場合、前①お
よͼ②の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日とし、契約年ྸ、
保険期間およͼ保険料払込期間は、その日を基準として計算します。

　当会社所定のクϨδοτカーυར用ථを用する場合は、当会
社がクϨδοτカーυར用ථを࡞した時とします。
　ୈ１ճ保険料を含みます。
　ୈ１ճ保険料の場合は本条（1）とします。

（注1）

（注2）
（注3）

第５条（ଞの保険ྉのํࠐ๏（ܦ࿏）のมߋ）
　保険契約者は、あらかじめ当会社にਃしग़ることにより、クϨδοτカーυ
による保険料の払込みをதࢭして、他の保険料の払込方法（経࿏）にมߋ
することができます。

第̓条（主約款の規定の४用）
　この特約に別ஈの定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

（ฏ28年11月2日改定）
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ฦۚܕ）·͕ͨΜஅ保険（ແ解約ฦۚܕ）に
付Ճͨ͠߹の特則

第��条　５͝ͱརࠩ付͜Ͳ保険に付Ճͨ͠߹の特則
第��条　 ５͝ͱརࠩ付ݸਓۚ保険·ͨݸਓۚ保険

に付Ճͨ͠߹の特則
第��条　ֶࢿ保険に付Ճͨ͠߹の特則
第��条　 Ոܭ保ো定ظ保険（ແ解約ฦۚܕ）·ͨॏ５࣬

පɾোɾॏհޢ保ো特約͕付Ճ͞Εͨҩྍ૯߹保
険（جຊ保োɾແ解約ฦۚܕ）͘͠৽ҩྍ૯߹
保険（جຊ保োɾແ解約ฦۚܕ）に付Ճͨ͠߹の
特則

։ظ࢝に関する特約条項

第１条（特約の適用）
　この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締
結の際、保険契約者からਃग़があり、かつ、当会社がこれをঝし
た場合に主契約に付加して適用します。
　この特約を付加した主契約がߋ৽された場合、ߋ৽後の主契約
にはこの特約は付加されません。

（	1	）

（	2	）

第５条（第１ճ保険ྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍͜ͱによるແޮ）
　ୈ１ճ保険料の༛༧期間満了日までにୈ１ճ保険料の払込みがな
いときは、主契約およͼこれに付加された特約をແޮとします。ただ
し、前条（1）に該当し、かつ、前条（2）に該当しない場合を除きます。
　本条の規定によって主契約およͼこれに付加された特約をແ
ޮとした場合、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。

（	1	）

（	2	）

等からࠩしҾきます。ただし、ୈ２ճ以後の保険料について、主約
款または他の特約条項の規定に基づいてࠩしҾくべきະ払込保
険料がある場合は、ୈ１ճ保険料と合わせて支払うべき保険金等
からࠩしҾきます。
　本条（1）の場合、支払うべき保険金等がୈ１ճ保険料（注１）に不
するときは、保険契約者は、ୈ１ճ保険料の༛༧期間満了日まで
にୈ１ճ保険料（注１）を払い込んでください。ୈ１ճ保険料（注１）
の払込みがない場合には、当会社は、支払事由のൃ生により支払
うべき保険金等を支払いません。
　ୈ１ճ保険料の払込みがないまま、ୈ１ճ保険料の༛༧期間満
了日までに主約款または他の特約条項の規定に基づいて保険料
払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、ୈ１ճ保険料
の༛༧期間満了日までにୈ１ճ保険料（注２）を払い込んでくださ
い。ୈ１ճ保険料（注２）の払込みがない場合には、当会社は、保険
料の払込みを免除しません。
　月払の保険契約に本条（2）または（3）の規定が適用され、かつ、
ୈ２条（責任開始期およͼ契約日）②ただしॻきの規定により責任
開始日を契約日とするときは、主約款の規定にかかわらず、ୈ２ճ
保険料の༛༧期間は、ୈ１ճ保険料の༛༧期間満了日までԆさ
れるものとします。

（	2	）

（	3	）

（	4	）

第３条（第１ճ保険ྉのࠐΈおよび༛༧ؒظ）
　保険契約者は、ୈ１ճ保険料（主契約およͼ主契約締結の際に
主契約に付加された他の特約のୈ１ճ保険料をいい、ୈ１ճ保
険料ॆ当金を含みます。以下同じ。）を払込期間内に当会社に払
い込んでください。
　ୈ１ճ保険料の払込期間は、責任開始日から責任開始日のଐす
る月の翌月日までとします。
　ୈ１ճ保険料の払込みについては、ୈ１ճ保険料の払込期間満了日
のଐする月の翌月ॳ日から翌ʑ月日までの༛༧期間があります。
　ୈ１ճ保険料が本条に定める払込期間内に払い込まれなかっ
た場合には、当会社は、保険契約者に次の事項を通します。
①　ୈ１ճ保険料が払込期間内に払い込まれなかったこと。
②　ୈ１ճ保険料の払込みについての༛༧期間
③	　༛༧期間内にୈ１ճ保険料が払い込まれないときは保険契
約がແޮとなること。

（	1	）

（	2	）

（	3	）

（	4	）

第４条（第１ճ保険ྉのࠐΈલに保険ൃ͕ނࣄੜͨ͠߹）
　ୈ１ճ保険料の払込みがないまま、ୈ１ճ保険料の༛༧期間満
了日までに主約款または他の特約条項の規定に基づいて保険金
等の支払事由が生じたときは、ୈ１ճ保険料を支払うべき保険金

（	1	）

第２条（։ظ࢝およびܖ約）
　主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）の規定にかかわら
ず、次の①～③のとおり取りѻいます。
①　保険契約のਃ込みを受けた時または被保険者に関するࠂの時の
いずれかい時を主契約の責任開始期（当会社の保険契約上の責任が
開始する時をいいます。以下同じ。）とし、その時のଐする日（以下「責任
開始日」といいます。）を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場合
の契約日は、責任開始日のଐする月の翌月１日とします。
②　契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、前①に定める契約日
を基準として計算します。ただし、責任開始日から契約日の前日までの
間に、主約款または主契約に付加された他の特約の特約条項（以下「他
の特約条項」といいます。）の規定に基づいて保険金、一時金、給付金、
年金もしくはॕ金（以下「保険金等」といいます。）の支払事由または保
険料払込みの免除事由がൃ生したときは、責任開始日を契約日とし、契
約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間はその日を基準として࠶計算
します。
③　前②ただしॻきに定める࠶計算の結Ռ、保険料に超過があるとき
は、当会社はその超過を保険契約者に払い戻します。また、保険料に
不があるときは、保険契約者はその不を当会社に払い込んで
ください。ただし、支払うべき保険金等があるときは、保険料の不
をその保険金等からࠩしҾきます。

第̕条（͕Μࢧྍ࣏ԉ保険ɺ͕ Μࢧྍ࣏ԉ保険̣̚ （̤ແ解約ฦ
ۚܕ）·͕ͨΜஅ保険（ແ解約ฦۚܕ）に付Ճ
ͨ͠߹の特則）

　この特約をがん治療支ԉ保険、がん治療支ԉ保険̣̚ （̤ແ解約返戻金
に付加した場合には、主約款の（ܕແ解約返戻金）またはがんஅ保険（ܕ
規定にかかわらず、次の①～ᶈの取ѻいをし、ୈ２条（責任開始期およͼ契
約日）およͼୈ４条（ୈ１ճ保険料の払込み前に保険事故がൃ生した場合）
（4）の規定は適用しません。
①　保険契約のਃ込みを受けた時または被保険者に関するࠂの時のい

第̒条（特約の解約）
　保険契約者は、主契約と同時でなけれ、この特約を解約することはで
きません。

第̓条（第１ճ保険ྉのࠐΈલの保険ܖ約の解約ฦۚ）
　ୈ１ճ保険料の払込み前の主契約およͼこれに付加された特約には解
約返戻金はありません。

第̔条（主約款の規定の४用）
　この特約に別ஈの定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

（͜の特約の֓ཁ）
　この特約は、ୈ１ճ保険料（ୈ１ճ保険料ॆ当金を含みます。）の払込
みを責任開始期の要件とせず、当会社が保険契約のਃ込みを受けた時
または被保険者に関するࠂの時のいずれかい時から保険契約上の
責任をෛうことをతとしたものです。

　本条（1）ただしॻきの規定により、ୈ１ճ保険料と合わせてࠩ
しҾくべきୈ２ճ以後のະ払込保険料を含みます。
　主約款または他の特約条項の規定に基づいて払い込むべきୈ２
ճ以後のະ払込保険料がある場合は、そのະ払込保険料を含みま
す。

（注1）

（注2）

（2020年3月2日改定）
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第１̌ 条（５͝ͱརࠩ付͜Ͳ保険に付Ճͨ͠߹の特則）
　この特約を５年͝とརࠩ当付こͲも保険に付加した場合には、ୈ２条
（責任開始期およͼ契約日）த、「被保険者」とあるのは「被保険者およͼ
保険契約者」とಡみସ͑ます。

第１�条（ֶࢿ保険に付Ճͨ͠߹の特則）
　この特約をֶࢿ保険に付加した場合には、ୈ２条（責任開始期およͼ
契約日）த、「保険契約のਃ込みを受けた時または被保険者に関するࠂ
の時のいずれかい時」とあるのは「保険契約のਃ込みを受けた時」と
ಡみସ͑ます。ただし、ֶ 保険に保険料払込免除特ଇが付加されたとࢿ
きは、ୈ２条（責任開始期およͼ契約日）த、「被保険者」とあるのは「保険
契約者」とಡみସ͑ます。

第１�条（５͝ͱརࠩ付ݸਓۚ保険·ͨݸਓۚ保険
に付Ճͨ͠߹の特則）

　この特約を５年͝とརࠩ当付ݸਓ年金保険またはݸਓ年金保険に付
加した場合で、かつ、その5年͝とརࠩ当付ݸਓ年金保険またはݸਓ年
金保険にແબ加入特ଇが付加されたときには、ୈ2条（責任開始期およ
ͼ契約日）த、「保険契約のਃ込みを受けた時または被保険者に関するࠂ
の時のいずれかい時」とあるのは「保険契約のਃ込みを受けた時」と
ಡみସ͑ます。

　この特約をがん治療支ԉ保険̣̚ （̤ແ解約返戻金ܕ）に付加
した場合は、ѱੑ৽生保険料払込免除特ଇによる保険料払込
みの免除を除きます。

（	注	）

ずれかい時を主契約の保険期間の始期とし、その時のଐする日を契
約日とします。ただし、月払の保険契約の場合の契約日は、保険期間の
始期のଐする月の翌月１日とします。
②　主契約の責任開始期は、前①に定める保険期間の始期のଐする日か
らその日を含めて̕ 日̌を経過した日の翌日とします。ただし、保険料払
込みの免除（注）については、前①に定める保険期間の始期を責任開始
期とします。
③　契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、前①に定める契約日
を基準として計算します。ただし、保険期間の始期のଐする日から契約
日の前日までの間に、主約款または他の特約条項の規定に基づいて保
険料払込みの免除事由がൃ生したときは、保険期間の始期のଐする日
を契約日とし、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間はその日を基
準として࠶計算します。
④　前③ただしॻきに定める࠶計算の結Ռ、保険料に超過があるときは、
当会社はその超過を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不
があるときは、保険契約者はその不を当会社に払い込んでください。
⑤　ୈ３条（ୈ１ճ保険料の払込みおよͼ༛༧期間）（2）த、「責任開始日」
とあるのは「保険期間の始期」とಡみସ͑ます。
ᶈ　月払の保険契約にୈ４条（ୈ１ճ保険料の払込み前に保険事故がൃ生
した場合）（2）または（3）の規定が適用され、かつ、前③ただしॻきの規
定により保険期間の始期のଐする日を契約日とするときは、主約款の規
定にかかわらず、ୈ２ճ保険料の༛༧期間は、ୈ１ճ保険料の༛༧期間
満了日までԆされるものとします。

第��条（Ոܭ保ো定ظ保険（ແ解約ฦۚܕ）·ͨॏ５࣬
පɾোɾॏհޢ保ো特約͕付Ճ͞Εͨҩྍ૯߹保険

͘͠৽ҩྍ૯߹保険（ܕຊ保োɾແ解約ฦۚج）
（に付Ճͨ͠߹の特則（ܕຊ保োɾແ解約ฦۚج）

　ୈ２ճ以後の保険料について、主約款または他の特約条項の規
定に基づいてࠩしҾくべきະ払込保険料がある場合は、そのୈ２
ճ以後の保険料を含みます。

（注）

　この特約をՈ計保障定期保険（ແ解約返戻金ܕ）または重度５疾病・障
害・重度介護保障特約（以下、本条において「主特約」といいます。）が付
加されたҩ療૯合保険（基本保障・ແ解約返戻金ܕ）もしくは৽ҩ療૯合
保険（基本保障・ແ解約返戻金ܕ）に付加した場合で、ୈ１ճ保険料の払
込みのないまま、ୈ１ճ保険料の༛༧期間満了日までに主契約または主
特約の保険金の支払事由が生じ、保険金の月払給付をߦうときは、ୈ４条
（ୈ１ճ保険料の払込み前に保険事故がൃ生した場合）（1）の規定にかか
わらず、次のとおり取りѻいます。
①　月払給付をߦう主契約または主特約のୈ１ճの給付金からୈ１ճ保
険料（注）をࠩしҾきます。ただし、そのୈ１ճの給付金がୈ１ճ保険料
（注）に不するときは、ୈ１ճ保険料（注）を主契約の保険金額または
主特約の特約保険金額からࠩしҾき、その額をもとに当会社の定め
る方法により主契約の基準給付金月額または主特約の特約給付金月
額を改めます。
②　前①ただしॻの場合、มߋ後の基準給付金月額または特約給付金
月額が当会社の取ѻൣғ֎となるときは、次のとおりとします。
ア.	　มߋ後の基準給付金月額または特約給付金月額に当会社の定
める取ѻൣғに満たないが生じるときは、ୈ１ճ保険料（注）を
ࠩしҾいた主契約の保険金額または主特約の特約保険金額の額
のうち、その一部を主契約または主特約の保険金受取ਓに一時に

支払い、基準給付金月額または特約給付金月額のௐをߦいま
す。

イ.	　มߋ後の基準給付金月額または特約給付金月額が当会社の定
める金額に満たないときは、前①の規定にかかわらず、ୈ１ճ保険料
（注）をࠩしҾいた主契約の保険金額または主特約の特約保険金額
の額を主契約または主特約の保険金受取ਓに一時に支払い、保
険金の月払給付をߦいません。
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データ保存日／2019.07.29 15:43T029　最終修正日2019年7月29日

第１̌ 条（５͝ͱརࠩ付͜Ͳ保険に付Ճͨ͠߹の特則）
　この特約を５年͝とརࠩ当付こͲも保険に付加した場合には、ୈ２条
（責任開始期およͼ契約日）த、「被保険者」とあるのは「被保険者およͼ
保険契約者」とಡみସ͑ます。

第１�条（ֶࢿ保険に付Ճͨ͠߹の特則）
　この特約をֶࢿ保険に付加した場合には、ୈ２条（責任開始期およͼ
契約日）த、「保険契約のਃ込みを受けた時または被保険者に関するࠂ
の時のいずれかい時」とあるのは「保険契約のਃ込みを受けた時」と
ಡみସ͑ます。ただし、ֶ 保険に保険料払込免除特ଇが付加されたとࢿ
きは、ୈ２条（責任開始期およͼ契約日）த、「被保険者」とあるのは「保険
契約者」とಡみସ͑ます。

第１�条（５͝ͱརࠩ付ݸਓۚ保険·ͨݸਓۚ保険
に付Ճͨ͠߹の特則）

　この特約を５年͝とརࠩ当付ݸਓ年金保険またはݸਓ年金保険に付
加した場合で、かつ、その5年͝とརࠩ当付ݸਓ年金保険またはݸਓ年
金保険にແબ加入特ଇが付加されたときには、ୈ2条（責任開始期およ
ͼ契約日）த、「保険契約のਃ込みを受けた時または被保険者に関するࠂ
の時のいずれかい時」とあるのは「保険契約のਃ込みを受けた時」と
ಡみସ͑ます。

　この特約をがん治療支ԉ保険̣̚ （̤ແ解約返戻金ܕ）に付加
した場合は、ѱੑ৽生保険料払込免除特ଇによる保険料払込
みの免除を除きます。

（	注	）

ずれかい時を主契約の保険期間の始期とし、その時のଐする日を契
約日とします。ただし、月払の保険契約の場合の契約日は、保険期間の
始期のଐする月の翌月１日とします。
②　主契約の責任開始期は、前①に定める保険期間の始期のଐする日か
らその日を含めて̕ 日̌を経過した日の翌日とします。ただし、保険料払
込みの免除（注）については、前①に定める保険期間の始期を責任開始
期とします。
③　契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間は、前①に定める契約日
を基準として計算します。ただし、保険期間の始期のଐする日から契約
日の前日までの間に、主約款または他の特約条項の規定に基づいて保
険料払込みの免除事由がൃ生したときは、保険期間の始期のଐする日
を契約日とし、契約年ྸ、保険期間およͼ保険料払込期間はその日を基
準として࠶計算します。
④　前③ただしॻきに定める࠶計算の結Ռ、保険料に超過があるときは、
当会社はその超過を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不
があるときは、保険契約者はその不を当会社に払い込んでください。
⑤　ୈ３条（ୈ１ճ保険料の払込みおよͼ༛༧期間）（2）த、「責任開始日」
とあるのは「保険期間の始期」とಡみସ͑ます。
ᶈ　月払の保険契約にୈ４条（ୈ１ճ保険料の払込み前に保険事故がൃ生
した場合）（2）または（3）の規定が適用され、かつ、前③ただしॻきの規
定により保険期間の始期のଐする日を契約日とするときは、主約款の規
定にかかわらず、ୈ２ճ保険料の༛༧期間は、ୈ１ճ保険料の༛༧期間
満了日までԆされるものとします。

第��条（Ոܭ保ো定ظ保険（ແ解約ฦۚܕ）·ͨॏ５࣬
පɾোɾॏհޢ保ো特約͕付Ճ͞Εͨҩྍ૯߹保険

͘͠৽ҩྍ૯߹保険（ܕຊ保োɾແ解約ฦۚج）
（に付Ճͨ͠߹の特則（ܕຊ保োɾແ解約ฦۚج）

　ୈ２ճ以後の保険料について、主約款または他の特約条項の規
定に基づいてࠩしҾくべきະ払込保険料がある場合は、そのୈ２
ճ以後の保険料を含みます。

（注）

　この特約をՈ計保障定期保険（ແ解約返戻金ܕ）または重度５疾病・障
害・重度介護保障特約（以下、本条において「主特約」といいます。）が付
加されたҩ療૯合保険（基本保障・ແ解約返戻金ܕ）もしくは৽ҩ療૯合
保険（基本保障・ແ解約返戻金ܕ）に付加した場合で、ୈ１ճ保険料の払
込みのないまま、ୈ１ճ保険料の༛༧期間満了日までに主契約または主
特約の保険金の支払事由が生じ、保険金の月払給付をߦうときは、ୈ４条
（ୈ１ճ保険料の払込み前に保険事故がൃ生した場合）（1）の規定にかか
わらず、次のとおり取りѻいます。
①　月払給付をߦう主契約または主特約のୈ１ճの給付金からୈ１ճ保
険料（注）をࠩしҾきます。ただし、そのୈ１ճの給付金がୈ１ճ保険料
（注）に不するときは、ୈ１ճ保険料（注）を主契約の保険金額または
主特約の特約保険金額からࠩしҾき、その額をもとに当会社の定め
る方法により主契約の基準給付金月額または主特約の特約給付金月
額を改めます。
②　前①ただしॻの場合、มߋ後の基準給付金月額または特約給付金
月額が当会社の取ѻൣғ֎となるときは、次のとおりとします。
ア.	　มߋ後の基準給付金月額または特約給付金月額に当会社の定
める取ѻൣғに満たないが生じるときは、ୈ１ճ保険料（注）を
ࠩしҾいた主契約の保険金額または主特約の特約保険金額の額
のうち、その一部を主契約または主特約の保険金受取ਓに一時に

支払い、基準給付金月額または特約給付金月額のௐをߦいま
す。

イ.	　มߋ後の基準給付金月額または特約給付金月額が当会社の定
める金額に満たないときは、前①の規定にかかわらず、ୈ１ճ保険料
（注）をࠩしҾいた主契約の保険金額または主特約の特約保険金額
の額を主契約または主特約の保険金受取ਓに一時に支払い、保
険金の月払給付をߦいません。
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ॳ保険ྉのׂҾに関する特約条項  目次
第１条　用ޠのҙٛ
第２条　特約の適用条件
第３条　ׂҾର保険ྉ
第４条　ׂҾ͕適用͞Εͨ保険ܖ約のऔѻ͍
第５条　特約の解約

第̒条　主約款の規定の४用
第̓条　 ҩྍ૯߹保険（جຊ保োɾແ解約ฦۚܕ）ɺҩྍ

保険（Ҿडج४؇ɾແ解約ฦۚܕ）·͕ͨΜ
அ保険（ແ解約ฦۚܕ）に付Ճͨ͠߹の特則

第̔条　ݸਓۚ保険·ֶͨࢿ保険に付Ճͨ͠߹の特則

ॳ保険ྉのׂҾに関する特約条項
（ฏ28年10月2日੍定）

（͜の特約の֓ཁ）
　この特約は、この特約が付加された主たる保険契約と保険契約者を同
一とする保険契約が締結されている場合で、それらの保険契約が当会社
の定める条件を満たすときに、主たる保険契約（主たる保険契約に付加
された他の特約を含みます。）にରして適用する保険料の割Ҿに関する
取ѻいを定めることを主な内༰とするものです。

第１条（用ޠのҙٛ）
　この特約条項において用される次の用ޠのҙٛは、それͧれ下表
のとおりとします。

用ޠ 用ޠのҙٛ

γ 主契約 主たる保険契約をいいます。

γ 主特約 主契約に付加された当会社の定める特約
をいいます。

ϫ 割Ҿݩ契約
主契約と保険契約者を同一とし、かつ、主
契約およͼ主特約にରしてこの特約の定
めるとこΖにより保険料の割Ҿを適用する
ための条件となる保険契約をいいます。

ϫ 割Ҿ適用期間
この特約にもとづく保険料の割Ҿが適用
される期間をいい、主契約の契約日からそ
の日を含めて１年間とします。

第２条（特約の適用条件）
（ 1 ）	　この特約は、主契約の締結の際、保険契約者からਃग़があり、

かつ、当会社がこれをঝした場合に、主契約に付加して適用し
ます。

（ 2 ）	　この特約を適用するには、当会社が主契約のਃ込を受けた時
において、次の①およͼ②の条件をいずれも満たすことをඞ要
とします。
①　割Ҿݩ契約が締結されていること（注）。
②　割Ҿݩ契約およͼ主契約について、その保険のछྨ、保険料
その他の契約内༰が当会社の定める取ѻൣғ内であること。

（ 3 ）	　この特約を付加した主契約がߋ৽された場合、ߋ৽後の主契
約にはこの特約は付加されません。

	注
	　当会社が主契約のਃ込を受けたのと時期を同じくして割Ҿݩ
契約が締結される場合を含み、保険期間の満了、解約その他の事
由により割Ҿݩ契約がফ໓している場合は含みません。

第３条（ׂҾର保険ྉ）
　この特約にもとづく保険料の割Ҿは、次の①または②のいずれかに該
当する保険料のうち、当会社の定める取ѻൣғ内のものにରして適用し
ます。
①　主契約およͼ主特約のୈ１ճ保険料（注）
②	　主契約およͼ主特約のୈ２ճ以後の保険料のうち、割Ҿ適用期間த
に開始する保険料期間にର応する保険料

	注
　ୈ１ճ保険料ॆ当金を含みます。

第４条（ׂҾ͕適用͞Εͨ保険ܖ約のऔѻ͍）
　この特約にもとづく保険料の割Ҿが適用された場合、次の①およͼ②
のとおり取りѻいます。
①	　主契約およͼ主特約について、割Ҿ適用期間தは、主契約の普通保
険約款（以下「主約款」といいます。）およͼ主特約の特約条項の規定
にかかわらず、保険料の前ೲまたは一ׅ払の取ѻいをߦいません。
②	　主契約の保険料の払込方法（ճ）が月払で、主契約に保険料࠲ޱ
ৼସ特約が付加される場合、割Ҿ適用期間தの࠷ऴの保険料期間に
ର応する保険料の࠲ޱৼସが不能となったときは、保険料࠲ޱৼସ特

約条項の規定にかかわらず、その特約条項に定める翌月のৼସ日
に、割Ҿ適用期間தの࠷ऴの保険料期間にର応する保険料のみのޱ
います。この場合、翌月の保険料が払込期月内に当会社ߦৼସを࠲
に払い込まれなかったときは、その保険料の࠲ޱৼସが不能となった
ものとみなして、保険料࠲ޱৼସ特約条項の規定を適用します。

第５条（特約の解約）
　保険契約者は、主契約と同時でなけれ、この特約を解約することは
できません。

第̒条（主約款の規定の४用）
　この特約に別ஈの定めがない場合には、主約款およͼ主特約の特約
条項の規定を準用します。

第̓条（ҩྍ૯߹保険（جຊ保োɾແ解約ฦۚܕ）ɺҩྍ保険
（Ҿडج४؇ɾແ解約ฦۚܕ）·͕ͨΜஅ保険
（ແ解約ฦۚܕ）に付Ճͨ͠߹の特則）

　この特約をҩ療૯合保険（基本保障・ແ解約返戻金ܕ）、ҩ療保険（Ҿ
受基準؇・ແ解約返戻金ܕ）またはがんஅ保険（ແ解約返戻金ܕ）に
付加した場合で、主契約に健康ؐ付特ଇが付加されるときは、ୈ４条（割
Ҿが適用された保険契約の取ѻい）に規定するほか、主約款の規定によ
り健康ؐ付給付金の支払額の計算に用されるط払込保険料૬当額と
は、この特約にもとづく割Ҿを適用せずに計算した保険料によるものと
します。

第̔条（ݸਓۚ保険·ֶͨࢿ保険に付Ճͨ͠߹の特則）
　この特約をݸਓ年金保険またはֶࢿ保険に付加した場合には、ୈ４条
（割Ҿが適用された保険契約の取ѻい）に規定するほか、主約款の規定
により死亡給付金額の計算に用される保険料（注）とは、この特約にも
とづく割Ҿを適用せずに計算した保険料によるものとします。

	注
ਓ年金保険においては月払保険料または一時払保険料૬当ݸ　	
額、ֶ 。保険においては月払保険料をいいますࢿ
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ɽ̍సډɺॅ ɺͦߋදࣔͷมډ ͷଞܖ༰มߋʢ໊ٛมߋɺडऔਓมߋɺվɺূ ݊ͷฆࣦʣͳ
Ͳͷ߹ʹɺԼهΧελϚʔηϯλʔɺࣾࢧ·ͨऔѻ者ʗཧళʹ͓Β͍ͤͩ͘͞ɻ
ɽ̎͝ ʹؔ͢Δরձɺ͝ܖ ௨ͷࡍʹূ݊൪߸ɺ͝ 者ͱඃ保険者ͷ໊͓લɺ͝ܖ ॅॴΛ͓
Β͍ͤͩ͘͞ɻ
ɽ̏保険ূ݊େʹ保͍ͯͩ͘͠͞ɻ

保険ܖʹ͍ͭͯͷ͝૬ஊɺ͓ ͍߹Θ͕͍ͤ͟͝·ͨ͠Βɺ͝ ԕྀͳ͘ԼهΧελϚʔηϯλʔɺࣾࢧ
·ͨऔѻ者ʗཧళ͓ਃ͠ग़͍ͩ͘͞ɻͳ͓ɺ͝ রձͷͱ͖ʹɺඞͣ保険ূ݊Λ͝準උ͍ͩ͘͞ɻ

อݥձ͔ࣾΒͷ͓͍ئ

ΧελϚʔηϯλʔ

ੜ໋保険に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
͋んしんੜ໋　ΧελϚʔηϯλʔ

डؒ࣌ɹฏ̕ ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̔̌ ɺ༵̌̕ ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̓̌̌
� ɹʢ ɾ༵ॕ ɾ࢝Λআ͖·͢ɻʣ

0120-016-234
保険（ੜଛ保Ұମ型保険）に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
保険ΧελϚʔηϯλʔ

0120-323-523
डؒ࣌ɹฏ̕ ɿ̌ ʙ̌��ɿ̌ ɺ̌ॕ̕ ɿ̌ ʙ̌̍ �ɿ̌̌
� ʢ࢝Λআ͖·͢ɻʣ

重要事項説明書

ご契約のしおり・約款

家計保障定期保険NEO（家計保障定期保険（無解約返戻金型））
■商品の特長・仕組み P.1
■保障内容 P.2～P.3
■その他ご確認いただきたい事項 P.12～P.13

家計保障定期保険NEO 就業不能保障プラン
（家計保障定期保険（無解約返戻金型） 特定疾病・重度介護保険料払込免除特則、5疾病・重度介護家計保障特約 付加）

■商品の特長・仕組み P.4
■保障内容 P.5～P.7
■その他ご確認いただきたい事項 P.12～P.13

家計保障定期保険NEO 就業不能保障プランPlus
（家計保障定期保険（無解約返戻金型） 特定疾病・障害・重度介護保険料払込免除特則、5疾病・障害・重度介護家計保障特約 付加）

■商品の特長・仕組み P.8
■保障内容 P.9～P.11
■その他ご確認いただきたい事項 P.12～P.13

ご契約のお申込みに際して、ご確認いただきたい事項を記載しています。

「普通保険約款」と「特約条項」など、ご契約についてのとりきめを記載しています。

ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。

ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく
ご説明しています。

ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。

ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

この冊子には、ご契約にともなう
大切なことがらを記載しています。

ご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。
この冊子には、複数の保険種類や特約を記載していますので、ご契約後には、ご契約いただいている
主契約や特約を保険証券にてご確認のうえ、この冊子の該当部分をご覧いただきますようお願いいたします。

契約概要 P.1～P.13

注意喚起情報 P.14～P.24

その他の重要事項 P.25～P.26

ご契約のしおり P.27～P.87

約款 P.89～P.205
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આ໌ࣄ項֬͝ೝの͓ئい

このࢠは、͝ 契約にͱͳ͏େͳこͱがΒΛࡌهしたのͰすのͰ、ඞͣ͝Ұಡいた͖ͩ、
༰Λेに֬͝ೝの͏͑、͝ 契約Λ͓ਃしࠐΈいたͩ͘Α͏͓ئいいたしますɻ

特に・・・

ɾ保険ܖͷక݁ͱੜ໋保険ืूਓͷݶݖ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ɾΫʔϦϯάɾΦϑ੍ʢ͓ਃࠐΈͷఫճ·ͨ͝ܖͷղআʣ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ɾ݈ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ٛࠂͷۀঢ়ଶɾ৬߁
ɾ保険ձࣾͷ։ظ࢝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ɾ保険 ɾۚڅۚΛ͓ࢧ͍Ͱ͖ͳ͍߹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ɾ保険料ͷ͓ࠐΈ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ɾ保険料ͷ݄ظࠐͱ༛༧͓ؒظΑͼ෮׆ʹ͍ͭ ・ͯ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ɾ͝ ͷղͱղฦܖ ・ۚ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ͳͲɺ͝ ͓Αͼ保険料ͷडྖͳͲऔѻ者ʗཧళࠂͻ͝ཧղ͍͖͍ͨͩͨ͜ͱ͕ΒͰ͢ͷͰɺͥͯ͠ࡍʹܖ
ͷׂؚΊͯɺ͝ આ໌ͷதͰΘ͔Γʹ͍͕͍͘͟͝·ͨ͠ΒԼهΧελϚʔηϯλʔʹ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ
ͳ͓ɺޙ΄Ͳ͓ૹΓ͢Δ保険ূ݊ͱͱʹେʹ保ଘ͠ɺ͝ ɻ͍ͩ͘͞༺׆
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Ոܭ保োఆظ保険ʢແղฦۚܕʣ

ΧελϚʔηϯλʔ

ੜ໋保険に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
͋んしんੜ໋　ΧελϚʔηϯλʔ

डؒ࣌ɹฏ̕ ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̔̌ ɺ༵̌̕ ɿ̌ ʙ̌̍ ɿ̓̌̌
� ɹʢ ɾ༵ॕ ɾ࢝Λআ͖·͢ɻʣ

0120-016-234
保険（ੜଛ保Ұମ型保険）に関する͝૬ஊ・͓ い合Θͤは
保険ΧελϚʔηϯλʔ

0120-323-523
डؒ࣌ɹฏ̕ ɿ̌ ʙ̌��ɿ̌ ɺ̌ॕ̕ ɿ̌ ʙ̌̍ �ɿ̌̌
� ʢ࢝Λআ͖·͢ɻʣ
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